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ごあいさつ

住宅 ･都市整備公団

総裁 牧 野 徹

住宅 ･都市整備公団は昭和30年 (当時日本住宅公団)の設立以来､大

規模かつ計画的な新市街地の整備ならびに大量の住宅地の供給を目的と

して全国で264地区約37,∝氾haの都市開発事業を推進してきました｡

この中にあって､港北ニュータウンの土地区画整理事業は､昭和30年

代後半の高度経済成長のもたらした首都圏への過度な人口集中を社会的

な背景とし､多摩ニュータウン,千葉ニュータウンなどの開発に続いて､

横浜市の ｢六大事業｣の一つとして昭和40年代当初から計画に着手 され

た日本最大規模の土地区画整理事業であります｡

公団は､市民参加の基本理念のもとに地元地権者､横浜市と三位一体

となって､多くの課題を克服 し､この壮大なまちづくりを推進 してきま

した｡その結果､高水準に整備 された大規模なタウンセンターや自然を

多く残 した公園 ･緑道などに囲まれた住宅地など個性ある新 しい都市の

骨格ができあがり､港北第一 ･第二地区土地区画整理事業は着手以来四

半世紀の時を経て､収束を迎えました｡

これは､地権者をはじめ横浜市及び関係機関の方々の幅広いご協力の

賜物であり､心より感謝する次第であります｡また､公団としては､磨

史に残る大事業を施行 し､光栄であると同時に､公団の都市開発事業全

体にとって大変多くの教訓を得ることができました｡

港北ニュータウンは多くの研究所 ･研修所や大学が立地する等多機舵

複合都市として成長 しつつあり､すでに居住人口8万人近くとなりまし

たが､タウンセンターをはじめとして市街地の更なる熟成が強く期待 さ

れているところであります｡港北ニュータウンが今後より一層発展 し､

21世紀を担う横浜の副都心として､緑豊かなふるさととして､住む人が

誇りを持ち､訪れる人が喜びを感 じるすぼらしい街となることを願うち

のであります｡

平成 9年3月



刊行によせて

横浜市長 高 秀 秀 信

土地区画整理事業の竣工を迎え､この ｢港北ニュータウン事業史｣が

発刊されることを､心からお香び申しあげます｡

港北ニュータウン建設事業は､昭和30年代後半から横浜市北西の郊外

部が急速に乱開発される中で､横浜市の都市としての骨格を整備する

事業の一つとして､都市と農業とが調和 した新 しいまちを実現するた

め､｢乱開発の防止｣,｢都市農業の確立上｢市民参加のまちづくり｣を

基本理念として掲げスター トしました｡

施行面積1,317ヘクタールに及ぶ我が国最大規模の土地区画整理事業

は､昭和49年の事業着手から22年を経て､平成 8年 9月の換地処分公

告により､収束を迎えました｡この間､地元の皆様 ,住宅 ･都市整備

公団及び横浜市が一体となり､21世紀の新 しい街づくりを目指 し､事

業の推進に努めてまいりました｡ここにあらためて､関係者の皆様及

び土地区画整理事業の施行者である住宅 ･都市整備公団の御協力と御

尽力に心から感謝を申しあげます｡

港北ニュータウンでは､昭和58年から集合住宅の入居が始まり､昭和

61年には研究所の立地が行われているほか､外資系企業や教育機関等

が立地 しております｡また､タウンセンター地区に大型商業施設の建

設が始まるなど､業務 ,商業 ,文化等の多様な機能が複合 した､緑豊

かな魅力ある街の建設が進んできております｡

新たな発展へ向かう時に､先人の歩んできた足跡を振 り返 り､港北ニ

ュータウン事業の歴史を知ることは､誠に有意義なことであり､この

歴史的な大事業を後世に伝える貴重な資料として､本誌が大きな役割

を果たしていくものと期待 しております｡

平成 9年3月



まえがき

港北ニュータウンは､横浜市の ｢六大事業｣の一つとして乱開発を未

然に防止 し､都市と農業が調和 した新 しいまちを市民参加のもとに建諺

することを基本理念として､昭和40年代当初から計画に着手 されました｡

公団は､横浜市から要請を受け､面積1,317ha､計画人口22万人､地権

者数5600人の日本最大規模の土地区画整理事業を施行することとし､昭

和44年に用地買収に着手 し､昭和49年 8月に建設大臣より土地区画整理

事業の施行規程及び事業計画の認可を得ました｡その後､昭和58年 3月

の第 1次供用開始を経て､平成 8年 3月に全宅地の供用開始を行い､同

年9月の換地処分の公告をもって事業の収束を迎えました｡

この間､事業の推進にあたっては､地元地権者 ,横浜市及び公団で構

成する港北ニュータウン事業推進連絡協議会等を中心に市民参加による

街づくりに取組み､土地区画整理事業の推進に係る諸課題について信棉

関係に基づく協議調整がなされました｡また､社会経済情勢の変化に対

し多機能複合都市への土地利用の転換やタウンセンターの計画変更等の

的確かつ柔軟な対応を図る一方､当初の基本理念を堅持 し自然の地形千

樹木を保存 し､地区全体に公園 ･緑道等を体系的に整備 した ｢グ リー

ン ･マ トリックス ･システム｣と呼ばれる他の都市に類を見ない空間シ

ステムを形成 しました｡さらに､換地計画等に関しては､センター用地

等への申出換地を実施 し､事業途上での仮清算の実施を行う等､新 しい

仕組みを取 り入れ､先駆的かつ特徴的な事業を展開してきました｡

本誌は､施行者として公団が四半世紀にわたる土地区画整理事業の磨

史を取 りまとめたものであり､この長期にわたる特色あるまちづくりの

記録を後世に伝えるとともに､今後のまちづくりの参考になれば幸いで

す｡

平成 9年 3月

住宅 ･都市整備公団

港 北開発局長 斎 藤 幸 一
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第5章 宅地管理 ･処分

第 1節 住宅建設

1.人口配分計画の達成

2.集合住宅地における住宅建設

3.-般住宅地における住宅建設

4.沿道利用宅地

5.住宅用地の管理 ･処分

第 2節 誘致施設

1.企業誘致導入の経緯

2.企業誘致スキームの構築

3.誘致施設用地の処分

第 3節 公益施設用地の処分

1.教育施設計画

2.教育施設等の見直し

第 4節 公共施設の引継ぎ

1.全体引継計画の策定

2.引継ぎ作業

第 5節 建築協定等

1.街づくり協定

2.建築協定

3.地区計画

第 6節 民有地の土地利用と衝づくり指導

1.街づくり指導の経緯

2.街づくり指導基準

3.76条許可申請時の街づくり指導

歴代局長 ･所長座談会 抄録

資料

港北ニュータウン関連年表

土地区画整理審議会委員,評価員名簿

港北ニュータウン開発対策協議会委員名簿

港北ニュータウン事業推進連絡協議会委員名簿

旧日本住宅公団港北開発事務所 ･港北開発局

住宅 ･都市整備公団港北開発局

組織図

旧日本住宅公団港北開発事務所 ･港北開発局

住宅 ･都市整備公団港北開発局
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港北ニュータウン
四半世紀の都市づくりの記録
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＼ ′

港北ニュータウンの道

都市計画道路 3.2.3 新横浜 ･元石川繰

都市計画道路 3.345 佐江戸 ･北山田線

都市計画道路 3.325 日吉 ･元石川線

都市計画道路 3.3.23 中山 ･北山田線

都市計画道路 3332 横浜 ･上麻生線

コミュニティ道路

歩行者専用道路

駅前広場 (センター北駅)

御影橋 (中山 ･北山田線)

中川歩道橋



＼ ′

港北ニュータウンの公園と緑道

･ - '.I_,!l_ ii-I-1 'FhAT ij

F 二 二 . テ'- ー `

鴨池公園 (地区公園)

せせらぎ公園 (近隣公園)

山崎公園 (地区公園)

川和富士公園 (近隣公園)

牛久保西公園 (運動広場)

荏田南もも公園 (街区公園)

ささぷねのみち (緑道)

中川ききょう公園 (街区公園)

せきれいのみち (緑道)



＼

港 北 ニ ュ ー タ

､ノ

けやきが丘 (公団)

ラ巷北ガーデンヒルズ (民間)

プロムナー ド仲町台 (公団)

しいのき台ハイツ (市公社)

シンフォニックヒルズかがやきの街 (県公社)

アパー ト･マンション

アパー ト･マンション

荏田近隣センター



).よ =ユ_夕よ 益施設と誘致施設

都筑区庁舎

都筑ふれあいの丘

中川郵便局と交番

横浜市歴史博物館

仲町台地区センター

研究所 (リコー)

研究所 (ボッシュ,アイネス)

中学校 ･高等学校 (サレジオ学院)

研究所 (イーストマン･コダックジャパン)

外国人学校 (東京 ･横浜独逸学園)



膏光二ユ-クワ･･ン 蓮設のあゆみ
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港北二ユ-タウン計画の背景

1.ニュータウン建設へのめばえ

昭和40年､わが国は国民所得倍増計画のもとに沸

いた ｢オリンピック景気｣直後の証券不況の年でも

あったが､つづく5年の長期にわたる ｢イザナギ景

気｣の出発点となる年でもあった｡前年池田内閣か

らかわった佐藤内閣は､公害問題､都市の過密化と

農村の過疎化､消費者物価の上昇などの高度経済成

長のひずみの是正をはかるため､社会開発と安定成

長を掲げ､中期経済計画に､これまで10%を超えて

いた経済成長率の目標を&1%に下げ､消費者物価の

安定を全面的に打ち出した｡

この年､東京 ･近鼓 ･中部の大都市圏人口は約4

千万人､全国の人口の4割に達し､首都圏の人口は

すでに2千万人を超え､大都市の巨大化と過密化が

急激に進行するとともに､所得水準の向上にともな

う住宅に対する意識の変化もあいまって､住宅 ･宅

地の不足はますます深刻な社会問題となってきた｡

政府は､昭和30年代の経済 ･産業優先の政策に対

して相対的に遅れをとっていた住宅政策を建て直す

ため､昭和41年6月住宅建設計画法を制定して住宅

建設の長期的な計画を一元化することとし､住宅難

世帯の解消と一世帯-住宅の実現を目標とする第一

期住宅建設五箇年計画を定めた｡

当時､日本住宅公団 (現住宅 ･都市整備公団)は､

創立 (昭和30年7月25日)以来昭和39年までに20万

戸余りの住宅の建設と約8,70011aに及ぶ宅地開発に着

手してきており､第一期住宅建設五箇年計画におい

ても､公団住宅は､公営住宅及び公庫住宅と並ぶ住

宅政策の3本柱に位置づけられ､45年度までに35万

戸の住宅を建設する使命を負うとともに､大量の宅

地を供給するという使命も課せられていた｡

公団の設立当初の住宅建設は､既成市街地内の小

規模な団地建設と､郊外の大規模な空閑地や工場跡

地を全面買収して宅地造成し､すべて集合住宅とす

る団地建設が主流であった｡また､これらの団地建

設にあたって､学校､生活利便施設､上下水道等の

公益施設は､既設の施設を利用することで足りたの

である｡しかしながら､このようなまとまった空閑

地を確保することは､次第に困難になってきたので

ある｡

一方､昭和30年に土地区画整理法が施行され､公

団の設立にともなって公団が土地区画整理事業の施

行者として追加改正されたが､団地建設の手法とし

ての土地区画整理事業は､事業着手から宅地供給ま

でに長期間を要することから､当初は重視されてい

なかった｡しかしながら､まとまった団地建設用地

の確保が困難になるにともなって､大規模な農地や

山林について一定の面積の用地を先行取得して､土

地区画整理事業により公共 ･公益施設を整備すると

ともに公団用地をまとめて確保する新たな開発方式

への期待が高まってきたのである｡

公団施行の土地区画整理事業の特徴は､あらかじ

め相当量の土地を取得することによって-地主とな

ると同時に､土地区画整理事業の施行者として事業

を施行する ｢先買い方式による土地区画整理事業｣

である｡これによって公団換地と保留地を活用し､

住宅用地のほか､住宅地の核となる地区センター､

近隣センターの用地をあわせて整備し､ここに学校､

保育所､市役所出張所､郵便局､店舗､銀行等の施

設を誘導 ･整備することが可能となったのである｡

このような事業方式の導入により､既成市街地から

離れた住宅団地に一つの街としての機能を持たせる

ことができるようになり､公団は次第に大規模なニ

ュータウン建設の担い手へと変貌を遂げることとな

った｡

昭和36年､公団は､大規模なニュータウン開発の

第1号として､愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウ

ン建設のための用地取得に着手するとともに､計画

人口8万人のニュータウンのマスタープランの作成

にとりくみ､面積7CN3haに及ぶ土地区画整理事業の

認可に向けて着々と準備を重ねていった｡いわゆる

住宅団地とは異なるニュータウンの建設には､人口

計画､地域施設計画､中心地区計画､交通計画､緑

化計画等の総合的な計画が必要であり､高蔵寺ニュ

1



-タウン建設のために行われたこれらの研究は､そ

の後の公団のニュータウン建設技術の根幹をなすこ

ととなったのである｡

一方､首都圏においては､東京都区部における再

開発と並行して､区部周辺地域における大規模な宅

地開発を行なう必要性から､南多摩地区に計画人口

33万人という世界的にも有数な大規模ニュータウン

である多摩ニュータウンの建設が決定され､公団は､

昭和38年に制定された新住宅市街地開発事業によ

り､開発区域2,962haのうち894haを施行することと

なり､用地取得と事業承認の準備を進めていた｡

2.横浜市六大事業

当時､横浜市では､米軍による長引く接収のため

戦災復興事業が立ち遅れたうえ､重化学工業中心の

臨海工業地帯の造成等工業化への偏重により､都市

整備の相対的な立ち遅れがみられた｡さらに主とし

て東京から溢れた人口の急激な流入により､市の人

口は昭和30年の114万人から40年には179万人に膨張

していた｡このような人口増加は､既成市街地の過

密化と周辺の農地や丘陵の乱開発をもたらし､生活

環境の悪化が急速に進んでいった｡

横浜市は､飛鳥田市長のもとで､東京への人口集

中の余波を受けて無秩序に拡大都市化する横浜に新

たな方向を与えようとし､その具体策として登場し

たのが､昭和40年2月に発表され､後に ｢六大事業｣

と呼ばれることとなった都市づくりのプロジェクト

である｡

この六大事業は､①都心部強化事業､②金沢地先

埋立事業､③港北ニュータウン建設事業､④高速鉄

道建設事業､⑤高速道路網建設事業､⑥横浜港ベイ

ブリッジ建設事業からなり､横浜市の都市構造の板

幹をつくろうとする戦略的なプロジェクトであった

が､莫大な事業費と期間を必要とするものであり､

事業主体としては横浜市のほか国の機関や民間企業

が考えられていた｡

･2･

当時横浜市の都市整備部門では､18地区の793ha

に及ぶ戦災復興土地区画整理事業の施行途上にあ

り､また東海道新幹線の新横浜駅北部の土地区画整

理事業に着手したばかりでもあった｡

六大事業の一つである港北ニュータウン建設事業の

事業主体として公団が浮上してきたのは､この六大

事業の発表から間もないころであり､ニュータウン

建設の担い手へと変貌しつつあった公団は､磯子区

で当時首都圏では最大級規模のニュータウンであっ

た洋光台と港南台の建設準備を進めていた｡

3.港北ニュータウン開発の胎動

横浜市の北西部にあたる港北区の北部は､なだら

かな丘陵と谷戸に開墾された水田が広がる農村地帯

であり､国鉄横浜線と東急東横線から離れていたた

めに､住宅地開発の手がまだ延びていなかった｡

しかし､国道246号の拡幅､第三京浜道路 ･東名

高速道路の建設､東急田園都市線の延伸等が進めら

れると､この地域には無計画な住宅地開発のスブロ

ー)i,が急速に広がっていった.

羊のため､横浜市では､北西部のまだ開発計画が

たてられていない17億町にまたがる約2卿 haの区域

については､小規模な土地区画整理事業や民間の宅

地開発によらないで､大規模な都市計画事業により

一括して計画的に開発しようとしたのであるO

当時､この区域は､未開発の丘陵地が大部分を占

昭和40年頃の港北スプロール地区



めていたが､平地や谷戸には､わが国で最初に西洋

野菜を栽培したといわれる大規模に近郊農業を営む

農家や､スプロール状に開発されたミニ開発の住宅

地等が多く含まれており､約3万5千人の人口を擁

する地域であった｡この地域に､｢港北ニュータウ

ン｣の構想がたてられたのである｡

昭和38年に住宅及び住宅地供給策の切 り札とし

て､施行者に土地の収用権を認め､事業地内の宅地

の全面買収による大規模な住宅地の造成を目的とし

た新住宅市街地開発事業が制度化された｡

横浜市では､当初港北ニュータウンの開発をこの

昭和41年頃の漕北地区

新住宅市街地開発事業により進めることを検討して

いたが､市から公団への開発の申し入れがなされる

までの検討の過程で､それまで公団がニュータウン

建設の手法として実穀を重ねてきた土地区画整理事

業へと事業方式は転換していった｡しかしながら､

その後の具体的な開発計画を作成していくうえで､

ニュータウンの開発と農業の存立の調整方策､土地

区画整理事業における農地､既存住宅地への対応方

策は大きな課題として残ることとなった｡

昭和41年7月､横浜市から公団に対して､港北ニ

ュータウンの開発について公式の申し入れがなされ

･3･



た｡そして､昭和41年11月､港北ニュータウン開発

に関する基本的な事項について､公団と市とのあい

だで､(D港北ニュータウンは､新しい市街地として

健全な生活圏を成し､合理的な生活を営めるよう環

境整備を行い､もって横浜市の発展に寄与するよう

開発するものとする､②港北ニュータウン開発の事

業実施は､横浜市の基本構想に基づき､主として公

団が行うものとする､③横浜市は､港北ニュータウ

ン開発と併行して､関連する公共施設の整備を行う

ものとし､公団は､その建設費用について極力分担

に応ずるものとする､①公匝=ま､横浜市の鉄道建設

に必要な開発区域内の鉄道用地の確保その他鉄道建

設の促進について､特別の配慮をするものとする､

⑤公団は､横浜市に対して､公共用地､義務教育施

設用地､市営住宅用地及び公益施設の用地の譲渡に

ついて､特別の配慮をするものとする､(む公団は､

横浜市内に居住または勤務する者に対する公団賃貸

住宅の入居率を相当優遇するよう配慮するものとす

る､⑦横浜市は､公団の行う用地買収に対し､全面

的に協力するものとする､等を骨子とする覚書が取

り交わされたのである｡

(注) 横浜市では､六大事業により位置づけられた

旧港北区の17箇町にまたがる約2卿 haの区域

全体について整備する市街地を ｢港北ニュー

タウン｣と称しているが､公団の事業として

｢港北ニュータウン｣(または ｢港北地区｣)

という場合には､後に公団が施行することと

なった横浜北部新都市第-地区土地区画整理

事業及び同第二地区土地区画整理事業により

整備する市街地 (約1,317ha)を指している｡

4.市民参加の計画づくり

横浜市六大事業のひとつとして港北ニュータウン

建設事業が発表された翌年の昭和41年7月､市は港

北ニュータウンの開発について地元説明にはいっ

た｡

4

市は当初から､港北ニュータウン開発計画を進め

るにあたって､｢市民参加によるまちづくり｣を掲

げており､開発計画を地元に示し､地元と協議しな

がら事業を進めていく方式を採用したのである｡

市による地元説明会の後､区域に含まれる旧山内､

同中川､同新田及び同都田村等では地区ごとに開発

について話し合いがもたれていたが､昭和42年6月､

市及び公団と地元との間をつなぐパイプ役として

｢港北ニュータウン開発対策協議会｣(｢対策協｣)が

発足した｡

この対策協は､これらの各地区から選出された委

月による常任委員会及び事業対策､農業対策､生活

対策の各専門委員会によって組成が構成され､計画

の当初から各委員会において検討が重ねられ､さら

に対策協委員代表と市 ･公団の三者で協議が行われ

た｡協議の内容が､委員により地元の人々に伝えら

れることにより､また地元の意見や要望等は対策協

を通じて市 ･公団及び関係機関に反映されることに

より､対策協は ｢市民参加によるまちづくり｣の実

践の場となったのである｡

5.用地取得の推進

港北ニュータウンを､先買い方式土地区画整理事

業により開発しようとしていた公団は､昭和42年9

月菊名に用地連絡所を設置すると､横浜市と協力し

て地元の開発に対する理解と協力を得るため､本格

的に活動を開始した｡

当地区の周辺は､当時から横浜市内でも有数の農

業地帯であり､地元の農業継続の意向ともからんで､

開発機運の盛り上がりに欠ける状況がしばらく続い

ていた｡

昭和43年9月､公団では候補地選定等理事会 (A

審)を開き､取得目標面積､取得価格の検討が行な

われ､40%買収 ･35%減歩を目標に､港北地区を事

業候補地としてとり上げることが正式に決定され

た｡



ついで昭和43年末には､公団の用地買収に協力し

てもらえるかどうかについて意向調査を実施した

が､公団の事業への同意率は地権者の20%程度で､

とても事業化を見込める数字ではなかった｡

しかしながら､その後のたび重なる説明会や港北

ニュータウン開発対策協議会等との話し合いのなか

で､少しずつではあるが､計画的な街づくりの必要

性が浸透し､開発の機運が盛り上がっていった｡

昭和44年4月､公団の地区決定等理事会 (B審)

が開かれ､｢意向調査の結果からは同意率が目標を

満たしていないが､事業化を進める｡｣という結論

に達し､公団は港北ニュータウン開発の事業に着手

することとなった｡

この結論を受け､用地取得の担当部門では､区域

を数ブロックに分けた用地取得価格帯を作成して､

港北ニュータウン開発対策協議会にこれを碇示し､

つづいて個別の用地買収交渉に入った｡

用地取得の交渉にあたっては､地元の有力者､農

協等の協力を得て､公団磯貝が直接権利者と交渉す

ることとした｡また､営農を希望する農家に対して

は､都市農業の継続及び緑地空間の確保 ･保全のた

め､区域内の農地と横浜市が計画していた農業専用

地区内の農地との交換分合を弾力的に行うなど､買

収以外の方法も検討された｡

時期を同じくして､新都市計画法が公布され､新

法のもとでは都市計画区域が市街化区域と市街化調

整区域に区分されることになり､市街化調整区域に

おいては住宅地等の開発が制限されることこととな

った｡

また同時に､租税特別措置法の改正により､これ

まで土地区画整理事業にともなう用地買収について

は､長期保有土地等の譲渡益について収用対象事業

と同じ1200万円とされていた控除額が､収用対象事

業以外は600万円に実質的に引き下げられ､昭和44

年6月14日から施行されることとなった｡

一方横浜市は､港北ニュータウンの事業区域にお

ける公団の用地取得が進まない場合には､新都市計

画法の施行後､開蚤への協力が得られない区域につ

いては､線引きにより市街化調整区域に区分するこ

とを示唆するとともに､新法施行後は土地の売却に

あたって､所得税のうえで権利者に不利になること

を説いた｡

当初から非常な難航が予想された用地取得であっ

たため､区画道路を減らしたスーパーブロック方式

の計画を検討した時期もあったが､このような背景

もあり､徐々に地権者の理解も得られるようになり､

次第に用地買収に応じる土地所有者が増えていった｡

取得交渉に着手して間もない昭和44年 6月には約

356haの用地を取得することができ､用地取得の目

標をほぼ達成することができたのである｡

6.土地区画整理事業区域の決定

(1区域が決まるまで

横浜市が描いた港北ニュータウンの区域は､六大

事業発表当初の昭和40年には､西と南の境界が鶴見

川にまで及ぶ約3,㈱haについて検討されており､こ

のなかで ｢住宅開発地域｣として検討されていた北

地区736ha､南地区887haが公団の事業区域の原型と

なっている｡この区域については､昭和42年に日本

都市計画学会に基本計画原案の作成が委託されたと

きに約2,500haの区域に絞られ､このうち約1,500ha

の区域について公団が事業を行うものとして検討さ

れたが､翌43年に引き続き行われた基本計画のなか

でこの区域を精査することにより､公団の事業区域

公団取得用地の分布
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は約1324haとなり､土地区画整理事業の施行区域が

決められていった｡

北地区 (第-地区)については､北部の現在のす

みれが丘団地は当時組合施行の区画整理事業 (北山

田第-地区)が施行されており､東急田園都市線江

田駅周辺でも､組合施行の区画整理事業が施行中ま

たは準備中であったため地区から除外されたほか､

良好な植木の産地であり､その後牛久保農業専用地

区となった区域も､公団の事業区域からは除外され

た｡一方､東山田はミニ開発による小規模宅地が相

当数あったが､市のスプロール防止という方針のも

とに､区域に含めることとなった｡

第-地区と第二地区の中間に位置する早測川沿岸

地域は､古くからの集落が多く､また一部圃場整備

が行われていたこともあり､公団の事業区域からは

除外された｡

南地区 (第二地区)については､現在の勝田団地

は事業区域から除外されていたが､南側の現在の農

業専用地区になっている区域は､当初事業区域に含

まれていた｡しかしながら､港北ニュータウン開発

の柱のひとつが近郊農業の確立であったことと､西

洋野菜を初めて栽培したのがこの地域であったこと

から､どこに農業専用地区を決めるかという問題が

浮上した｡一時､早測川周辺地域の一部である荏田

の渋沢と柚木を農業専用地区にという案もあった

が､結局この区域は ｢その他地区｣として位置づけ

られることとなり､最終的に現在の池辺､東方､折

本等が農業専用地区とされ､公団の事業区域から除

外されることとなった｡

昭和44年4月､北部地区 (第-地区)､南部地区

(第二地区)をあわせた約1,324haの区域が､土地区

画整理事業を施行する区域として決定され､市会全

員協議会への説明を経て､神奈川県地方都市計画審

議会に付議されたのである｡

(2)ニュータウン開発と農業との調和

大量の農地が含まれている港北ニュータウンの全

域を開発するということについては､当初から横浜

市内部でも問題意識があり､ニュータウンと農家の

共存の形態が模索されていたが､計画の過程で､従

来の農村地域における近郊農業という観点から脱し

て､都市内部において農業を存続するとともに､緑

地空間を確保する ｢都市農業｣という概念が生まれ

てきた｡

このため､横浜市では昭和43年に ｢港北ニュータ

ウン農業対策要綱｣を定め､公団の事業区域の外側

に設定した農業専用地区内の土地と､事業区域内の

営農継続希望者の農地との交換分合を行なったうえ

で､農業専用地区の基盤整備を行なうこととしたの

である｡

農業専用地区は､新都市計画法による線引きによ

り市街化調整区域とされたが､一方で､市街地にお

いて農地を緑地空間として保全しようとする都市農

業の考え方は､その後生産緑地法により都市計画の

制度として受け継がれることとなった｡

(3都市計画決定

以上のような経過を経て､港北ニュータウンにお

ける公団の事業区域が決定されたが､同時に港北ニ

ュータウン全体について､公団の事業区域､開発済

の勝田団地及び土地区画整理事業施行中の北山田第

-地区等からなる ｢開発地区｣(1,391ha)､｢農業専

用地区｣(約420ha)並びに ｢その他地区｣(約719ha)

の地区区分が決定された｡

都市計画決定手続きについては､事業区域内の建

築行為を早期に制限し､改正前の租税特別措置法の

もとで用地買収の促進を図るため､新都市計画法の

施行を目前にした昭和44年 5月､旧都市計画法によ

り横浜国際港都建設計画横浜北部新都市第-地区

(554ha)及び同第二地区 (770ha)が土地区画整理

事業を施行すべき区域として都市計画決定された｡

そして同年6月､公団はこれらの都市計画事業につ

いて､建設大臣から旧法第5条に基づく事業施行の

特許を得たのである｡
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7.現地開発事務所の発足

昭和42年7月に公団の首都圏宅地開発本部企画用

地部では特定地区開発室が設置され､港北ニュータ

ウンの基本構想の検討がスタートした｡翌43年7月､

首都圏内の開発業務の拡大にともなって企画用地部

企画課が2課に分けられたことにより､特定地区開

発室は廃止され､港北ニュータウンの業務は神奈川

県､千葉県､茨城県を担当する企画第二課に引き継

がれることとなった｡

現地では､昭和42年から用地交渉の窓口として東

急東横線菊名駅の近くに用地連絡事務所を設置して

いたが､横浜市から現地開発事務所の早期開設の要

望を受け､昭和44年8月国鉄横浜線中山駅の近くに､

所長以下庶務課､事業計画課及び工事課の体制によ

土地区画整理事業の施行区域

り､港北開発事務所を開設した｡さらに､昭和46年

2月には､東急田園都市線江田駅の近くに事務所を

移転し､体制をととのえた｡

一方､市では昭和42年9月に港北ニュータウン建

設準備室を設置し､翌43年4月には港北ニュータウ

ン建設部と改組したのち､同年7月現地に港北ニュ

ータウン建設事務所を開設した｡

8.マスタープランの策定

(1)基本構想､基本計画

昭和42年7月､公団は日本都市計画学会に ｢港北

ニュータウンの基本的条件の検討｣を委託し､同時

期に横浜市も同学会に ｢港北ニュータウン基本計画

原案｣の作成を委託した｡



都市計画学会に設けられた ｢港北ニュータウン研

究委員会(委員長 :松井達夫早稲田大学教授(当時))

は､両委託を一体として検討することとし､翌43年

8月に ｢港北ニュータウンの基本的条件の検討 ･港

北ニュータウン基本計画原案｣としてとりまとめた｡

これが､港北ニュータウンにおける実質的な計画

作業の第一歩であり､このなかで､運輸省の都市交

通審議会の答申による鉄道の新駅とリンクしてセン

ターを配置する ｢多核センタ一案｣が提案された｡

次いで昭和43年､市は ｢港北ニュータウン建設総

合基本計画｣を日本都市計画学会に委託し､放射状

街路パターンの ｢ワンセンタ一案｣が翌44年3月に

まとめられた｡

昭和幼年8月､公団の港北開発事務所が開設され

るとともに､10数名のスタッフにより ｢パイロット

プラン｣の検討が開始された｡このパイロットプラ

ンについては､10,∝沿分のlの地形図により､市の

ワンセンター案と公団の6箇所の駅前センターによ

り港北ニュータウン全体をカバーする多核センター

案を比較対照しながら､相当数の比較検討案が作成

された｡

多核センター案

出典 :｢港北ニュータウン交通計画を主体としたパイロット

プランの積討1970.3｣
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パイロットプランを絞り込む過程で､港北ニュー

タウンを ｢横浜副都心｣に位置づけるという構想が

はじめて登場してきた｡この構想については､市と

公団で意見が一致していたが､公団の多核センター

案では､横浜副都心としてのポテンシャルをもたせ

ることは難しく､ワンセンターにする必要が生じて

きた｡

そこで､公団は､市の放射状街路パターンのワン

センター案と異なる､フレキシブルなワンセンター

を意図したラダー (はしご)型街路パターンのワン

センター案をまとめ､都市計画学会に委託した委員

会に諮った｡その最終案が､現在の港北ニュータウ

ンの基本的骨格となっている｡

港北ニュータウンでは､諸外国の先進ニュータウ

ン事例の設計パターンの検討から入ることはせず､

開発コンセプトを定めて､それを空間化する方法を

採ることとした｡

昭和44年にパイロットプランの作業を開始する前

に､まず､開発コンセプトを ｢ふるさととなるよう

な定住空間の創出｣と定め､公団､市､対策協役員

の議論を経て､ひとつの樹形図 (技術と記録第1章

ワンセンター案

出典 :｢港北ニュータウン交通計画を主体としたパイロット

プランの模討1970.3｣



第3節参照)にまとめられ､｢開発目標の樹｣がつ

くられた｡

一方､実現化に関する制約条件も同様に整理され､

｢制約条件の樹｣がつくられ､この制約条件のフィ

ルターを通して､開発目標達成のための7つのシス

テム (グリーンマ トリックスシステム､社会施設シ

ステム､センターシステム､交通システム､住宅 ･

住宅地供給システム､供給処理システム及び住民参

加システム)が提案された｡

(2)人口計画

港北ニュータウン全体の計画人口については､当

初から30万人とされており､ニュータウンが開発地

区､農業専用地区及びその他地区に区分された際に､

パイロットプラン最終案

開発地区は229,㈱ 人とされ､このうち北山田第一土

地区画整理事業地区及び市営勝田団地の人口を除い

た㌶万人が公団の事業区域に配分され､その後に引

き継がれている｡

(3)土地利用計画

六大事業の発表当初､港北ニュータウン開発の目

的は住宅地の乱開発の防止にあった｡このため､土

地利用計画は中高層住宅及び低層住宅による住宅地

を主体とするもので､各センターをどのように性格

づけ､どのように配置するかということが検討課題

であった｡

センター計画については､パイロットプランの検

討の過程でワンセンター案と多核センター案が融合

出典 :｢港北ニュータウン交通計画を主体としたパイロット

プランの検討1970.3｣
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して､ワンセンターを ｢リージョーナル (地域)セ

ンター｣､多核センターを ｢地区センター｣に位置

づけるという考え方に発展したが､さらにリージョ

ナルセンターはニュータウン及び周辺地域の中心と

なるばかりでなく､横浜都心に対する副都心的性格

を持つ ｢中央センター｣､地区センターは各駅前の

｢地区センター｣及び日常生活の中心となる ｢近隣

センター｣とする方針に収束していった｡

この3段階の構成によるセンター計画では､それ

ぞれのセンターの性格に対応した利用圏域が設定さ

れるとともに､利用圏域に対応した商業施設及び公

益施設が配置されることとなった｡

すなわち､中央センター (後の｢タウンセンター｣)

については､第-地区と第二地区にまたがる位置に

1箇所とし､都心性商業施設 (一部近隣性商業施設)

及び広域的公益施設を配置するものとし､地区セン

ターについては､4箇所の各鉄道駅を中心とする徒

歩圏 (600m)に対応して近隣性商業施設 (一部都

心性商業施設)及び公益施設を､またバス停を中心

とする9箇所 (パイロットプラン最終案では8箇所､

事業計画では6箇所となった｡)の近隣センターに

ついては､徒歩圏 (400m)に対応して近隣性商業

施設及び近隣性公益施設を配置するものとした｡

このようなセンター計画が明確になるにしたがっ

て､住宅地として必要な公益施設､教育施設､公

園 ･緑地等の土地利用計画の骨格がつくられていっ

たのである｡

(4)鉄道計画

鉄道については､地区全体に均等なサービスがで

きるよう市営地下鉄3号線､同4号線及び都営6号

線延伸線の3路線が計画された｡

市営地下鉄3号線は横浜中心部から港北ニュータ

ウンを通り東急田園都市線に至るルートで､地区内

に4駅､同4号線は鶴見から網島を通り港北ニュー

タウンに至るルートで､地区内に4駅 (共通駅2駅)

が計画されており､また都営6号線延伸線は都営6

号線を港北ニュータウンまで延伸するものとして計

画された｡

(5)道路計画

港北ニュータウンの周辺には､当時すでに東名高

速道路､国道246号及び第三京浜道路があり､また

昭和40年当時､第-地区の北部を東西に通る現在の

日吉元石川線､第二地区を東西に通る新横浜元石川

線､東南から北西に抜ける横浜上麻生線､南から横

浜上麻生線までの中山北山田線､及び丸子中山茅ヶ

崎線の5路線が､おおむね現在のルートですでに都

市計画決定されていた｡

道路計画の検討にあたっては､幹線道路について､

これらの既決定の都市計画道路を尊重しながら､セ

ンター地区の性格づけとあり方をめぐって､市と公

団のあいだで､南北方向の軸となる現在の中山北山

田線及び佐江戸北山田線並びに第二地区の東西方向

の幹線である新横浜元石川線の配置の模索が続けら

れたが､パイロットプランを検討するなかで一案

(No.5-4)に放り込まれ,おおむね現在の道路配置

パターンに落ちついた｡これらの道路については､

昭和48年2月に都市計画決定された.

当初これらの幹線道路計画には､当時建設省が構

想としていた自動車専用道路である東京第二外郭環

状道路 (第二外環)及び東京厚木線が与条件として

加えられており､第二外環については中央の谷戸を

東西に､また東京厚木線については主要地方道丸子

中山茅ヶ崎線におおむね並行して配置する構想が検

討されていた｡しかしながら､公団の土地区画整理

幹線道路の配覆
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事業の事業計画認可申請までに都市計画決定される

見通しがたたなかったため､その後事業計画には現

れることなく現在に至っている｡

事業区域内の道路配置パターンについては､パイ

ロットプランの検討段階においてセンター地区をリ

ージョナルセンターとして位置づけるとともに､フ

レキシビリティーのあるラダー型の道路配置パター

ンとするプランに収束していった｡

(6)"グリーン･マトリックス"

港北ニュータウンでは､現存する緑地をオープン

スペースの核として位置づけ､公共空間である公園

及び非公共空間である集合運動場 (一般市民も利用

できる約2haの運動広場｡小学校2枚､中学校 1枚

に対して1箇所配置するものとして計画された｡)､

校庭､集合住宅地､社寺等を ｢緑道｣によって連続

的､体系的に配置することにより､それぞれの要素

自体の機能も複合化され､限られた空間の中で最大

限のレクリエイション活動を可能とするように考

え､この体系を "グリーンマトリックシステム''と

名づけた｡

当時日本のコミュニティ計画の潮流は､アーバニ

ティの追求をめざして近隣住区論からワンセンター

型へ変わりつつあったが､港北ニュータウンの計画

コンセプトは､アーバニティの追求と同時に自然と

の接触の追求にあったのである｡

パイロットプランの検討が収束した昭和45年6

グリーンマトリックスシステム

･11 ･

月､2,5W分の1のマスタープランの検討に着手し､

即地的な検討を行ったうえで､グリーンマトリック

スシステムが導入されることとなった｡

その背景には､限られた土地利用計画上の枠組み

の中で､最大限の自然空間とオープンスペースをつ

くるため､新たなシステムを構築する必要があった

からである｡

このため､都市住民の様々な行動と都市空間のも

っている機能とをオーバーラップさせたマトリック

スをつくり､いろいろな空間でどれだけのアクティ

ビティの展開ができるか検討し､パイロットプラン

の最終案をベースに､具体的にマトリックスの形状

を描く作業を行っていった｡

関東地方の基本的な農村の景観である斜面地の保

存緑地を都市の緑として残すためには､港北ニュー

タウンでは谷戸部を中心とした自然を都市の骨格に

据えようとした｡

すなわち､丘陵部を造成して集合住宅や学校を配

置し､この斜面の保存緑地を残して緑道または歩行

者専用道路により結合してネットワークさせること

により､オレンジ系 (歩行者専用道路)とグリーン

系 (緑道)が交錯するシステムになり､さらに利便

施設の体系がオーバーラップすることによって､都

市の骨格がつくられていったのである｡

斜面緑地の保存､谷戸の集落の保全を図るグリー

ンマトリックスの考え方及び歩車分離による歩行者

の安全と歩行の快適性の確保という原則的な考え方

から､幹線道路と歩行者専用道路または緑道が立体

交差することとなり､ニュータウン内には多くの橋

梁が必要となってきた｡

これらの橋梁は､利用形態から道路橋､歩専稀､

緑遺構に分類され､当初140余りの架橋が計画され

ていたが､その約7割が歩行者のための橋梁として

計画された｡

(7)造成計画基本方針

このようなグリーンマトリックスの考え方から､

造成計画については､現況の斜面の緑地や屋敷林な

どの現況植生を残した造成を行うとともに､地区内



の家屋密集地域は現況を保全して環境改善を推進す

るため､①現況植生の保存､②既存集落､社寺仏閣

の保存､(参現況分水嶺の尊重､④地区内近距離土畳

バランス､⑤土工量の低減を基本方針とした｡

(8)雨水排水計画

港北ニュータウン区域は､すべて鶴見川水系に属

しており､雨水排水計画においては､早測川､大熊

川等の支流の流域を原則として変更しないことと

し､開発による雨水流出量の増加は､流末河川の改

修により対応するものとした｡

しかしながら､開発によって影響を受ける諸河川

の治水事業とニュータウンの開発スケジュールとの

間には時間的なギャップが生ずるため､①治水事業

が早期に完了するように改修工事のスピードアップ

を図る､②治水効果をもつ遊水池あるいは調整池を

暫定的に設置し､治水事業とは独立してニュータウ

ン開発を進められるよう､造成計画が検討された｡

(9)供給処理施設の計画

上水道については､神奈川県全体の水不足のため､

新たな水源が必要とされていたが､昭和44年4月に

神奈川県､横浜市､川崎市及び横須賀市により神奈

川県広域水道企業団が設立され､神奈川県西部を流

れる酒匂川上流に貯水ダムを建設することにより水

源が確保された｡港北ニュータウンは､西長沢浄水

場を経由して同企業団から横浜市が受水し､地区内

に新たに牛久保及び港北の2配水池を設置すること

により給水が確保されることとなった｡

また､下水道については､市の下水道計画におい

て､新たに港北処理区と緑処理区が設定されて処理

されることになり､土地区画整理事業の計画が検討

段階にあった昭和44年に港北下水処理場及び元石川

新羽幹線が都市計画決定され､緑下水処理場が昭和

48年に都市計画決定されている.

公団の事業区域については､大部分が元石川新羽

幹線により新羽ポンプ場を経由して港北下水処理場

に至る港北処理区に属しており､第二地区の西部が

市ヶ尾幹線を経由して緑下水処理場に至る緑処理区

に属している｡

9.事業計画への展開

昭和46年 1月､横浜市は､これまでの公団との検

討を踏まえた基本構想を対策協に説明し､その内容

について対策協小委員会で検討に入ったが､対策協

からはさらに具体的な計画を示すよう市に要望が出

された｡市はこれに対処するため､公団に250)分の

1の基本計画案の作成を依頼し､同年4月に基本計

画案を対策協小委月会に示した｡

対策協′ト委員会ではこれを検討した結果､同年6

月に基本構想及び基本計画案の大筋が地元に了承さ

れ､これをもとに､公団では同年7月に1,㈱ 分の1

の基本設計の作業に入ることとなった｡

公団は､同年10月に完了した基本設計 (第1次案)

を横浜市関係各局に説明するとともに､必要な修正

を行って昭和47年2月に同第2次案を作成した｡同

月､第2次案について対策協合同委員会に説明を行

ったのち､3-4月に30回にわたる地元説明会を行

ったが､同年9月この説明会における意見をとりい

れるとともに､都市計画決定の見通しがたたなかっ

た第二外環及び東京厚木線を基本設計から除外した

第3次案を作成したのである｡さらに､造成計画上

の立体的な詳細検討を再度行って第4次案が作成さ

れたのは同年11月であった｡

この第4次案をもととして公団が事業計画案とし

てとりまとめ､昭和48年3月旧日本住宅公団法第36

条に基づく横浜市関係各局協議を終え､続く神奈川

県との協議､同年5-7月の39回に及ぶ地元説明会

を経て事業計画の認可申請に至ったのは昭和48年9

月のことである｡

10.港北ニュータウン建設研究会の活動

港北ニュータウン建設計画は､対策協の常任委員

会､定例会､事業 ･農業 ･生活の各専門委員会にお

いて､用地買収から基本設計にわたる幅広い検討が
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行われてきた｡これらの議論を通して､今後の港北

ニュータウン建設に広く市民､地元､学識経験者が

積極的に参加し､広範な課題をとりあげて研究する

場を設けるべきであるという意見が､地元と市の双

方から出され､これを踏えで､昭和47年 8月地元､

市､公団等との共同研究機関として､｢港北ニュー

タウン建設研究会｣が発足した｡

この研究会は市民の自主的な活動によって､港北

ニュータウン建設を自らの問題として､関係資料の

収集 ･分析を行い､その結果を事業に反映させるこ

とにより､事業を円滑に進めることを目的として､

①人口計画と土地利用計画､(む日照等指導要綱 ･建

築基準条例､③工事期間中の生活対策､④農業的土

地利用､⑤屋敷林の保存に関する研究が実施された｡

このほかにも ｢竹薮の研究会｣や ｢アパマン (ア

パー ト･マンション)の研究会｣などいくつかの研

究会が発足し､事業に対する認識や生活再建をどの

基本構想図

ようにしていくかということを地権者自らが学ほう

とする動きが出てきた｡

一方､市は土地区画整理事業に関する ｢新 しいま

ちづくりのために｣というパンフレットを作成し､

地権者の事業に対する認識を深めていった｡

11.当初事業スケジュールの策定

昭和44年 7月に事業スケジュールの作成に着手し

た際､一般的に土地区画整理事業の施行期間は10年

が限度であるという見方から､公団は10年間で整備

する案を作成した｡これが､｢昭和55年度概成スケ

ジュール｣であった｡

このスケジュールは､昭和46年基本設計､昭和47年

夏事業認可､同年秋土地区画整理審議会の設置､本

格的な造成工事着手を前提条件としたものであった｡

出典 :｢港北ニュータウン｣No.1 昭和46年8月
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しかしながら､基本設計の最終案作成が昭和47年

11月となり､建設大臣の事業認可を受けたのは昭和

49年8月であったOこの時､既に55年度概成スケジ

ュールから2年間遅れていた｡

さらに､事業認可の直後から本格的な造成工事に

着手することを想定していたが､造成工事に必要な

工事用道路や防災ダム建設工事等のため必要な土地

の使用車諾､家屋の仮住居先移転交渉における地権

者の換地先及び工事工程に対する不安等の理由か

ら､全面的な造成工事に着手することができなかっ

た｡

12.｢宅地会｣の結成

事業区域内の宅地所有者約5,600人のうち､半数

以上の約2,納 入は所有規模が400m2以下の小規模宅

地所有者であった (事業計画認可時点)｡これらの

小規模宅地所有者からは､たびたび減歩や清算金等

に関する意見が出されており､一般地主とは異なる

小規模宅地所有者独自の問題を砲えていた｡

このため､小規模宅地所有者は､自分たちの意見

を港北ニュータウン事業に反映させることを目的と

して､昭和46年7月､40名の有志により ｢小規模宅

地所有者の会｣(｢宅地会｣)を結成した｡宅地会は､

その後自らの取組み課題を掲げながら規模を拡大

地元訳明会のようす
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し､会員1,(伽名を超える組織に拡大していったo

宅地会の結成以前から､小規模宅地所有者の一部

は市長に対して､港北ニュータウンにおける土地区

画整理事業では､小規模宅地所有者に減歩､清算金

等の負担を原則として課さない計画とすることを要

望していたが､会の結成後には､①100坪以下の宅

地に対する減歩 ･清算金の免除､②直接移転による

建築物の移転､(丑工事災害の防除と被害者への十分

な補償､④建築物の移転､営業中断に対する適切な

補償を求めて､市及び公団に対する要望を繰り返し

ていった｡このような小規模宅地所有者の意見は､

事業計画の縦覧に際して大量の意見書となって現れ

てきたのである｡

その後､昭和50年7月宅地会から市長に対して減

歩や清算金等に関する質問書が提出され､以後数次

にわたる会談の結果､同年8月に市長からの回答章

が宅地会に手渡されたが､回答書には具体的な解決

策や考え方が示されていないとして､再回答を申し

入れた｡さらに､数次にわたる会談において､市有

地の活用等市の考え方が提案され､土地区画整理事

業のなかでの解決に委ねられていくことになるので

ある｡

鞍見川流域圏



13.河川改修計画

港北ニュータウンは､鶴見川の支川である早iXIJ川

の中流部流域 (流域面積13.4kd)､大熊川の全流域

(流域面積4.Okn亨)及び江川の上流流域 (流域面積3.9

knぞ)を占めている｡これらの流域の土地利用現況は

田 ･畑､山林 ･原野等であり､面積の約9)%が自然

のままの状態であった｡このような地域の市街地開

発が進むとき､雨水の流量の増加､流出時間の短縮､

貯留作用の減少等が起こり､河川の下流地域におい

ては洪水の危険が想定される｡

港北ニュータウンの建設が下流部に与える影響を

考慮すると､早測川及び大熊川並びにこれらの支川

と鶴見川との合流点付近の河川改修は必須の条件で

あり､ニュータウンの工事に先行して改修事業に着

手することが必要であった｡

このため､横浜市では､早調川については昭和42

年度から､大熊川については昭和45年度から測量､

用地買収等に着手していた｡

しかしながら､鶴見川の亀ノ子橋から下流及び早

測川の高田橋から下流については建設省の直轄管理

区間となっていたこともあって､国と市の改修計画

の歩調がそろわず､昭和47年末になって建設省京浜

工事事務所と横浜市により鶴見川改修問題協議会

が､また翌48年4月には地元組織を交えた港北区鶴

見川改修促進連絡会が発足し､鶴見川の改修の促進

を図っていくこととなった｡

14.埋蔵文化財の調査

港北ニュータウンの区域内では､縄文時代の三の

丸避跡や弥生時代中期後半の追跡である鶴見川左岸

の佐江戸の追跡､池辺の追跡､折本の遺跡､早測川

右岸の茅ヶ崎の追跡､新吉田の遺跡等約SX)箇所の避

跡の存在が知られていた｡

昭和45年3月､横浜市埋蔵文化財調査委員会のも
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とで､港北ニュータウン埋蔵文化財調査団が結成さ

れ､同年4月から12月にかけて予備調査が行われた｡

この予備調査の結果を基礎として､対策協､市､

公団の間で昭和46年12月に ｢日本住宅公団が施行す

る港北ニュータウンの土地区画整理事業地区内の埋

蔵文化財発掘調査に関する覚書｣が締結され､本調

査に着手することとなった｡

当初は､発掘調査期間､対象追跡数､発掘面積､

発掘調査費用､費用の分担制合筆について公団と市

(横浜市埋蔵文化財調査委員会)のあいだで委託契

約を結び､市が調査を実施するものとして本調査が

スタートした｡

その後追跡数及び発掘面積の増大にともなって調

査費の増加及び調査期間の延伸等が行われ､一応昭

和58年度に調査の終結宣言がされたが自主調査とし

て継続され最終的には総額18億 3千万円にのぼる事

業費を投じて平成元年3月に調査が終了した｡

調査遺跡数は､第-地区､第二地区あわせて

2鋸箇所を数え､発掘両横は約89haに及んだ｡また､

発掘された文化財のなかには､縄文時代の三の丸追

跡､南堀貝塚､弥生時代中期の大塚 ･歳勝土逝跡等

学術的に価値の高い避跡も発見され､これらの逝跡

は歴史公園として保有されるとともに､整理箱に収

納された17,(料)箱に達する出土品は､平成7年 1月

に開館した横浜市歴史博物館に収蔵されることとな

った｡
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開発のあゆみ

1.高度経済成長期の終蕎

戦前戦後を通じて最長の7年にわたって政権を維

持してきた佐藤内閣が沖縄返還という悲願を果たし

て終局を迎えると､これを受け継いだ田中内閣は､

ニクソン米大統領のドル防衛措置発表後の景気の一

時的な落ち込みを切り抜け､日中の国交樹立 ･正常

化をはかる一方で､日本列島改造構想を下敷きにし

た新全国総合開発計画の練り直し､年平均 9.4%の

経済成長率を前提とした経済社会基本計画の決定な

ど､矢継ぎ早に新たな政策を打ち出していった｡

世間は列島改造ブームに沸き､大幅な金融凄和も

手伝って､昭和48年の地価公示の上昇率は30%に達

するとともに､円の対 ドルレートの切り上げから変

動相場制への移行により､沈静化していた消費者物

価も12%上昇し､急激にインフレーションが進行し

ていった｡

昭和48年10月､アラブ石油輸出国機構が一方的に

発表したイスラエル支持国向けの原油価格の大幅引

き上げと供給量の段階的な削減は､一挙にインフレ

ーションを高進して狂乱物価をよぶこととなった｡

先進経済各国がこのオイルショックによるインフレ

ーションにみまわれるなかで､わが国は､公定歩合

9%という未曾有の金融財政引き締め政策をとり､

その抑制にいち早く成功したが､それはまた同時に､

重化学工業を中心に春を詣歌してきた高度経済成長

時代の終葛を告げることともなったのである｡

2.事業計画の認可

(1)当初事業計画の概要

公団は､昭和42年からの約6年にわたる横浜市及

び対策協との構想 ･計画の協議並びに地元説明会を

経て､ようやく横浜北部新都市第-地区､第二地区

の土地区画整理事業の事業計画としてとりまとめる

と､昭和48年9月に建設大臣に対してこれら2事業
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の認可申請を行った｡

当初の事業計画は､施行地区面積13155ha(第一地

区546,7ha､第二地区768.8ha)､事業費 998億円 (同

462億円､ 536億円)､合算減歩率35.0% (同35.0%､

35.0%)､計画人口22万人 (同9万2千人､12万8千

人)､施行期間昭和49年8月～昭和61年3月 (清算

期間5年を含む)という内容のものであった｡

道路については､幹線道路となる都市計画道路が

7路線含まれているが､当時公団施行の土地区画整

理事業には国庫補助を直接導入できなかったことと

覚書の経緯もあり､横浜市が街路事業により整備す

ることとなった｡このほか､通過交通を排除するこ

とに留意した区画道路を配置するとともに､グリー

ンマ トリックスの考え方にもとづく緑道や歩行者専

用道路がネットワーク化されて配置された｡

公園については､総合公園が第二地区に1箇所､

近隣公園18箇所 (同9箇所､9箇所)､児童公園64

箇所 (同㌘箇所､37箇所)が計画されたほか､斜面

の現況植生を保有した緑地が6箇所計画された｡

センター地区については､早測川を挟んで両地区

の中央部を結ぶかたちでタウンセンターが1箇所計

画されたほか､駅前センター4箇所､近隣センター

6箇所が計画された｡

教育施設については､幼稚園25園､′ト学校㌘枚､

中学校13校及び高等学校6校が計画され､これらの

当初事業計画の土地利用計画

(単位 :ha)

区 分 節-地区 第二地区 全体

公 道 路 】08.4. 】64.5 272.9
共 公園 .緑地 38.6 61.2 99.8

用也 水 2.4 0.7 3.1
′ト計 149.4 226.4 375.8

宅也 住 幾合住宅 74.0 100.0 174.0

宅 分譲住宅 33.2 28.9 62.1

用也 民有地 217.6 312.2 529.8
小計 324.8 441.1 765.9

紘 教育施設 52.2 57.8 110.0

殻用地 商業 等 20.3 43.5 63.8小計 72.5 101.3 173.8



学校と隣接して集合運動場が配置された｡

また､ニュータウンの鉄道については､都市交通

審議会の答申にもとづき､横浜市営高速鉄道 3号線､

同4号線の新設と都営6号線 (都営三田線)の延伸

を予定し､第-地区及び第二地区にそれぞれ3箇所

の駅が設置される計画となった｡

港北ニュータウン建設事業の主要部をなす横浜北

部新都市第-､第二土地区画整理事業は､このよう

当初事業計画の土地利用計画図

な事業計画として組み立てられ､認可申請に続いて

縦覧されることとなった｡

(2)事業計画の縦覧

昭和48年10月14日から㌘日までの2週間､港北開

発事務所において事業計画と施行規程の縦覧が行わ

れた｡

縦覧期間中には約1,800人(第-地区約1,(X対人､第

二地区約800人)の関係権利者が事務所を訪れ､計
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画内容､換地､工事及び補償等について質問が多数

寄せられた｡

縦覧期間に続く2週間､事業計画と施行親程に対

する関係権利者の意見書が提出されたが､その数は

実に延べ4500通にのぼった｡

このような大量の意見書が提出された背景には､

権利者個人の換地や補償については事業認可後でな

ければ明らかにできないという土地区画整理事業の

システムと､農家と小規模宅地所有者という開発に

対して立場が異なる土地所有者が約5,縦)人という空

前の大規模な事業であったことがある｡

意見書の処理手続きの過程では､昭和49年3月29

日神奈川県都市計画地方審議会における意見書の審

査において､①過小宅地の問題についての慎重な配

慮､②文化財等の保存についての慎重かつ最大の努

力､③樹木等環境保全に対する充分な留意､という

3項目の意見が付され､県知事に答申されることと

なった｡

さらに､各意見書に対する回答の作成等の事務に

は膨大な時間が費やされることとなり､これらの手

続きを経て建設大臣の事業認可を得たのは､認可申

請から11か月後､市から公団に開発の申し入れがあ

った時点からは､実に8年を経過した昭和49年8月

か日のことであった｡

同年12月､田中首相が辞任して三木内閣が発足し､

また､総需要抑制政策のもとに昭和49年度の公共投

資等の財政執行が抑制されており､経済成長率も戦

後初のマイナスを記録するなど､戦後の政治経済の

一大転換期であった｡

(3)土地区画整理審議会の発足

昭和50年2月9日､土地区画整理審議会の委員の

選挙が行われた｡審議会の委員は土地区画整理法に

より選挙で決定されることとなっており､第一地区

及び第二地区の施行規程において､それぞれ委員の

定数は30名 (学識経験委員6名を含む)とされてい

たが､そのうち選挙すべき委員の数は払名 (土地所

有者23名､借地権者 1名)であった｡

第一地区では､土地所有者㌘名､借地権者2名の

立候補があり､公団では市の選挙管理委員会に依頼

して投票箱等を借用し､投票日に備えた｡地元では､

選挙前から地元新聞に掲載されるほど選挙活動が活

発に行われ､また農家や小規模宅地所有者等の事業

に対する関心が高かったことから､投票率は75%

(有権者数約2,800名に対し､投票稔数約2,100名)に

適した｡

第二地区では､立候補受け付けの段階では､委員の

定数を上回る立候補者がいたが､辞退により定数と立

候補者数が同数となったため投票は行われなかった｡

選挙による委員が決定した後､第1回の審議会が､

第一地区については昭和50年4月21日､第二地区に

ついては同15日に開催された｡第 1回の審議会では､

評価月の選任への同意が議題であったが､第一地区

においでは評価員の選任が継続審議になるなど､初

回から権利者の構成と事業への参加意識を色濃く反

映した展開となった｡

審議会の法律上の役割は､評価月の同意､仮換地

の指定､保留地の設定､換地計画案の作成等換地に

関する審議を行うことである｡港北地区においては､

申出換地の導入､小規模宅地への対応､早期建築希

望者のための仮換地の対応､買増合併換地､仮清算

の実施等他の地区ではみられない方法がとられたこ

と､また議案によっては宅地規模区分や旧行政区分

による小委月会を設けて検討が行われたことなどか

ら､審議会等の開催回数は､最終的に第一地区444

回 (審議会183回､小委員会261回)､第二地区267回

(審議会172回､小委員会95回)に達し､他に例をみ

ない開催回数となった｡

この年7月25日､公団は創立20周年を迎え､発足

以来59万戸の賃貸住宅と34万戸の分譲住宅の建設､

25,(X氾haに及ぶ住宅団地､工業団地､流通業務団地

等の造成をなし遂げてきた｡この間､地価の高騰に

よる用地取得難､インフレーションによる建設費等

の高騰､公共団体の要望との調整､日照 ･騒音等の

生活環境問題等､時代の移り変わりとともに宅地開

発をとりまく環境は大きく変わってきていた｡
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3.宅造協議と造成工事

(1)工事着工の遅れ

土地区画整理事業における工事着工の原則は仮換

地の指定後であるが､公団では従来から､事業期間

の短縮のため､事業認可後直ちに土地所有者の起工

承諾を得て､仮換地の指定に先立って工事に着手し

てきた｡港北ニュータウンにおいても､工事の実施

にあたっては土地所有者との土地使用契約により､

防災ダム､工事用道路､排水施設等先行して必要と

なる工事に着工することを計画し､第二地区西側の

一部についてはすでに工事が開始されていた｡

しかしながら､工事が必要となる谷戸部には住宅

が密集しており､これら宅地会の土地所有者は仮換

地への直接移転を求めて､当初から中断移転には反

対していた｡また､大量の中断移転先用地を確保し

ようとする場合､当時市街化調整区域での対応が認

められていなかったため､早期工事着工の目論見は

暗礁に乗り上げてしまった｡

折から､宅地会と横浜市とのあいだでは､過小宅

地の減歩率､清算金及び建築物の移転等をめぐって

質問書と回答書のやりとりが行われており､公団で

は宅地会への対応のため､直接移転ができる小規模

な先行造成地を多数つくる工事計画の作成にとりか

かったのであるが､本格的な造成工事に着手できた

のは昭和51年であった｡

(2江事手順の検討

当初の事業計画における工事計画は､いわゆる

｢昭和55年度概成スケジュール｣により組み立てら

れていた｡もとより､このスケジュールは､昭和47

年の事業認可を前碇として作成されていたものであ

り､事業認可の2年の遅れ､土地使用交渉の殊杭等

により､昭和50年にはいると工事スケジュールの見

直しの必要性が生じてきた｡

昭和50年11月､公団は対策協の定例会の場で､①

事業推進体制の確立､②仮住居用地としての先行的

小規模地区の造成､③地区外の仮住居用地の準備､

④地区内水系の下流部からの大規模造成等を骨子と

する工事計画作成方針を発表するとともに､工事概

成予定時期を昭和00～62年とする工事スケジュール

の変更を明らかにした｡この方針によって作成され

た具体的な工事計画が､｢昭和62年度概成スケジュ

ール｣である｡

工程計画の検討にあたっては､仮換地原案の供覧

は昭和52年10月､早測川等の改修及び地区外関連水

路等の整備は昭和52年度完了を前提条件とし､関連

都市計画道路､鶴見川改修までの雨水調整施設等は

これらと整合をもつよう整備すること､並びに､当

該年度に造成される工区内の切盛土量はバランスさ

せながら行なう等を方針として､造成工事の工程は､

すでに着手された補償 ･工事等及び各工区への防災

施設の設置等を優先することを条件として定められ

た｡

このスケジュール変更の発表に対しては､対策協

をはじめとして宅地会､住宅建築予定者等の権利者

が ｢昭和55年度概成スケジュール｣の完遂を求めて

譲らず､市長への抗議文の提出や公EiI給裁への面会

の要求をする場面もあったが､この発表を契横とし

て､事業推進体制が強化されていくこととなった｡

造成工事の状況

繰区荏田町付近造成状況-54･11月経影
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(3f宅造協議

港北ニュータウンの丘陵地は宅地造成規制区域に

指定されていたため､当初工事の着手にあたっては､

宅地造成等規制法に基づいて工事単位ごとに横浜市

と協議を行っていたが､工事着工の促進と効率化を

図るため､両地区全域の工事について一括して協議

を行うこととした｡

そこで､昭和52年2月公団と横浜市のあいだで

｢横浜北部新都市第-､第二地区土地区画整理事業

の施行にともなう宅地等の造成工事の協議等に関す

る協定｣(｢造成協定｣)を締結し､同年3月に一次

造成 (租造成)及び先行造成に関する全体協議 (そ

の1)を終え､引き続き二次造成に関する全体協議

(その2)に移り､すべての協議が完了したのは昭

和お年9月であった｡

(4)地下埋設物の占用協議

上水道､下水道､電気､電話､ガス等の道路等の

占用については､宅造協議と並行して､公団と横浜

市のあいだで協議が進められ､昭和9)年3月にとり

交わされた ｢横浜北部新都市第-､第二地区土地区

画整理事業の施行にともなう道路の維持管理に関す

る協定｣に基づいて設置された港北ニュータウン占

用物件調査連絡委員会において､港北地区道路等埋

設位置図が作成され (昭和51年3月)､その後事業

計画の変更及び横浜市道路占用規則の一部改正にと

もなう ｢道路占用許可基準｣の告示により改訂が行

われた (昭和55年3月)0

(5軟弱地盤対策

港北地域一帯の丘陵地は三浦層群及び関東ローム

層からなっているが､丘陵地を刻みこんだ谷戸部は､

土質区分上は泥炭質地盤､粘性質地盤に属するピー

ト層が主体となった軟弱地盤が分布している｡これ

らの谷戸部は､大部分が盛土区域となっており､こ

のため盛土による圧密沈下や建築物を存置とした区

域の地盤の隆起 ･沈降が想定された｡

第-地区については､盛土区域のほぼ全域が軟弱

地盤となっているが､第二地区については､沢ごと

にかなり異なった様相で軟弱地盤が分布しており､

軟弱地盤の状況としては､第-地区よりはかなり複

雑な状況であった｡

軟弱地盤対策としては､軟弱地盤上の盛土厚がほ

ぼ4-13mと比較的厚いこと､また軟弱地盤の面積

が広いことから経済的且つ効率的な方法が求められ

た｡軟弱地盤対策工法の選定にあたっては､事業ス

ケジュールから一次造成着手後概ね3年以内に有害

な残留沈下が終了し､二次造成着手時点 (概ね供用

開始2年前)での残留沈下量が20cm以下であるこ

とを基準としたC地盤調査及び先行盛土箇所での追

跡調査の結果､大部分の箇所で集水暗渠排水と載荷

盛土の併用による対策が施された､また､存置家屋

周辺や地区界部での盛土では､家屋や地区外への影

響を防止するため､CDM等により軟弱地盤の改良

を行った｡

4.補償基準等の策定と移転の推進

(l方巷北地区の補価業務の特徴

港北地区における補償業務の特徴は､膨大な数量

の補償対象物件と25年間にもわたる長期間の補償業

務､及び建築物をはじめとした各種物件について､

大量の中断移転を実施してきたことといえる｡

開発構想の当初か ら､両地区をあわせて約

1320haという広大な面積と約2500戸の建築物の存在

は､他に類例のない膨大な物量であり､これらの補

償物件に関する業務は､最大の事業課題になるもの

と認識されていた｡結果からいうと､建物の移転

1,573戸 (直接移転671戸､中断移転902戸)､その内

事業所の移転は232戸 (直接移転75戸､中断移転157

戸)､存置整備における工作物等の移転約1,300件､

事業損失約2,400件及び土地使用713haにものぼり､

ひとつのプロジェクトとしてみた場合､これほどの

規模のものは他に例をみない｡

このため､補償業務については事業認可前の昭和

48年から2課体制で臨み､昭和51年の港北開発局へ

の機構改革と同時に禰僻部を設置し､補償企画課､
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補償第-課､補償第二課及び専門役をつけて増強を

図った｡

補償業務の手始めは､事業認可直後からの民有地

の土地借り上げに始まり､住宅等の建築物について

も､昭和49年には11戸､昭和50年には22戸など､次

第に補償交渉がまとまりつつあった｡しかしながら

1316ha(当時)という事業区域の面積に対する着工

面積は微々たるものであり､造成工区の展開にとも

ない､さらに地元との交渉を進めるうちに､権利者

の立場の相違､地区ごとの権利者構成の相違等によ

り､補償交渉は次第に難航する局面が出てきた｡

そのような状況から､昭和55年度概成スケジュー

ルの見直しは､必至のものとなり､その後昭和62年

度概成スケジュールが発表されることとなるが､公

団では工事担当部門と補償担当部門が連携して工事

工程計画に関する説明会を開催し､権利者に大規模

造成への転換にともなう先行造成地の必要性と､早

期工事完了のための土地使用への理解を求めていっ

た｡

その頃､第二地区の柚木地区では､21戸の住民が

先行造成地の仮住い住宅に移転する協議がまとま

り､昭和51年12月仮住い住宅への入居が始まった｡

この柚木地区での移転は､先行造成地への移転につ

いての権利者の認識を変えることになり､昭和52年

には池辺 ･佐江戸工区､勝田 ･大棚工区､川和工区

等の先行造成地の整地工事に着手できるようになっ

てきた｡

柚木地区の仮住い住宅
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(2補作基準等の整備

大量の物件を擁し､長期の事業が予測された当地

区の補償業務は､先例が及ぼす影響は大きく､地区

全域､全事業期間にわたって､均等な処置が最も重

要な問題となることから､その扱いに偏重と遺漏が

ないよう十分な配慮を必要とした｡

そのため､当地区の基準である ｢損失補償要領｣

においては､圧倒的質量に対応すべく､規程､基準､

算定要領､標準単価表等と連動した詳細な ｢取扱い｣

方針が整備されることとなったのである｡

特に､造成工事と仮換地の使用収益開始を待って

復帰再集が実現される中断移転にあっては､一般の

補償基準のなかで想定されていない部分が多い｡こ

のため､多くの議論と検討を踏まえて､対象者の信

頼に足りる精級でキメ細かい ｢取り扱い方針､運用

方針｣を逐次統一整理し､｢港北地区土地区画整理

事業損失補償要領｣のなかに集成していった｡

また､中断移転に対応する仮住い住宅についても､

長期事業のなかで金銭対応者とのバランス､補償理

論との整合等､一定の親範に則した貸与の基準が必

要であり､一方仮住い住宅建設に係る時間的ないし

は費用等の効果もあわせて考える必要があった｡そ

のため､建設､発注､貸与基準及び契約様式等を定

め､的確な運用を行うものとした｡

造成工事に着手するための借地の土地使用補償に

ついては､公団内部において議論するとともに､推

進協の事業対策委月会等でも審議され､地区の実態

農業所得を土地使用料に反映すべきであるとして､

その算定方式が昭和52年6月合同協議会で決定さ

れ､以後同方式で実施していくこととなった｡

(3)建築物等の移転の推進

港北地区における住宅等の移転に係る基本工程

は､調査､算定から建物移転除却まで14-15か月の

工程となっている｡その基本工程の前後には工区の

権利者または地元組織への説明会､仮住い住宅入居

調整､移転除却の促進業務､経理 ･税務事務等の業

務が付随し､さらにこれらの手順が各年度に重複し

てくるため､毎年の業務量は膨大であった｡



住宅の移転は､昭和47年度の先行的移転に始まり､

平成5年度の2戸の移転契約をもって完了したが､

この間の移転総戸数は1573戸であり､ピーク時には､

昭和56年度386戸､昭和57年度剃 戸にも達した.

事業所等の建築物の移転については､第-地区

168件､第二地区64件､計232件 (移転事業所には､

工場 ･店舗のほかにも作業所､事務所及び畜産業

(酪農､養豚､養鶏の合計40戸))を数えた.

これらの事業所については､準工業地域への工場

移転の推進､畜産業の業種転換方針により対応して

きたが､事業所の移転補償については､移転対象物

そのものが権利者の生計の手段となっており､一方

で既存不適格等の大きな課題があり､類型別にキメ

細かい取り扱い方針を整えておく必要があった｡な

かでも､中断移転によらざるをえない場合には､補

償内容の説明 ･説得と仮設事業所の設置等にあたっ

て多くの困難な局面があったが､権利者の理解を得

てようやく終結に至った｡

また港北地区では､寺の境内墓地のほかに､いわ

ゆる屋敷墓地または内墓といわれる個人が所有 ･管

理している墓地､墳墓施設が多かった｡これらの墓

地は､事業計画において墓地とする区域に集約する

こととしたが､工事展開上中断移転とせざるをえな

い場合が多く､墓石等の仮置きとともに､発掘 ･改

葬した遺骨等の仮安置 ･供養を行った｡

(4)土地使用にともなう補価

造成工事の着手にともなう土地使用の補償について

は､使用土地に存する物件が多種多様であったが､植

木等の立竹木が圧倒的に多く､場合によっては仮植地

提供による中断的な方法を考慮する必要があった｡

また､土地使用にあたっては､現況地目に対応す

る土地使用料単価により使用料月額を定め､当該従

前地の仮換地の使用収益開始日をもって期間終了と

する契約を行った｡事業初期においては､登記簿地

積を補償面積としていたが､仮換地に対応する従前

の宅地の基準地横が決定した時点からは､その基準

地横により使用料を算定したため､一部では差額の

補償支払を行った｡

(5)存置整備補借

地区全域に散在する約1,(X氾戸の存置家屋及びその

周辺の整満事業は､移転実施後の区域または土地使

用の区域における造成工事と異なり､権利者の現実

の生活のなかでの工事施工であるため､独特の工事

手法が必要とされた｡

すなわち､生活用道路の確保､日常生活の中での

給排水施設の付け替え､仮設駄車場の設置と切り替

え等､権利者の日常生活に対する充分な配慮が必要

となるのである｡特に､比較的小規模な宅地が密集

している区域が多く､このような区域における造

成 ･整備工事には､大型機械を使用することができ

ないなどの問題のほかに､建築物等に対する事業損

失が大きな課題となった｡

このため､工事､補償､換地等の各担当部門が共

同して対処することとし､

(D宅地形状 ･構造物 ･庭まわりの詳細調査

②整備の標準設計

③標準設計についての説明と意見聴取

④意見に対する諸調整と確認

G)工事詳細設計と工事着手

⑥物件補償 (仮移転)

⑦整備工事の実施と各種仮設対応

⑧仮換地指定 (供用開始)

⑨復帰補償 (本移転)

存覆区域の住宅
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及び事業損失の対処等一連の業務をプロジェクト

チームの編成により取り組んできた｡

また､住居の直近での工事による影響が懸念され

る病人､夜勤者等に対して､居所の移動が必須条件

となり､｢避難移転｣として仮住い住宅の提供等の

措置を講じた｡

(6)事業損失補作

事業の実施にともなって発生するいわゆる ｢事業

損失｣は､発生原因の種別と現象として顕われる類

型は多様であり､また土地区画整理事業で想定され

ている一般の補償ではないが､一定の因果関係と一

般的受忍範囲を超えていると認められる事案につい

ては､損害賂債の一種にあたることを考慮し､事業

損失補償として対応するものとした｡

このため､港北地区の長期的かつ塙鞍した工事

等との因果関係が認められる損傷､不利益､機能阻

害等に対しては､明確な対応方針と的確な補償処理

の体制を整えておくことが必要となった｡

すなわち､工事施工に起因したことの実証とす

るために､施工前の建物等現状調査､施工後の損傷

等状況の調査を行ない､施工前後の比較によって補

償すべき範囲の特定を行った｡

事業損失補償の実施は､損傷した部位について修

復に要する費用を積算し､補償契約を締結して処理

してきたが､その総件数は約2,400件に及んでいる｡

5.先行造成地と仮住い住宅建設

(1)先行造成地

港北地区では､地区内の造成工事により移転を必

要とする住宅等の建築用地で､横浜市との宅造全体

協議 (その2)の成立に先行して整備し､供用開始

する造成地を ｢先行造成地｣といっている｡

市と公団は､事業認可以前に､住宅等を建設する

目的で宅地を購入した権利者に建築を控えるよう要

請した経緯があった｡これらの建築手控え者に対し

ては､昭和51年7月に ｢地区外地権者の住宅等意向

調査｣を実施したが､その結果換地の早期使用を希

望した者は､両地区で 594名に達し､この意向につ

いては仮換地原案において対応することとした｡

一方､地区内には､約25CO戸の建物があり､その

うち移転となる1万73戸について宅地会を中心に直接

移転の要望が出されたため､直接移転できる造成可

能な区域を早期に設定する必要があった｡

先行造成地は､これら建築手控え者と直接移転先

の仮換地の早期使用収益開始を図るために考案され

たものである｡

先行造成地の選定にあたっては､(D地区内で比較

的家屋が少ない区域､②土工事が比較的少ない区域､

③供給処理施設 (電気､ガス､水道)が比較的容易

に整備できる区域､④利便施設 (店舗､学校等)が

比較的至近距離にある区域等の条件を基本方針とし

て､第一地区に14箇所､第二地区に11箇所が設定さ

れ､1-5ha程度の小規模な区域が拠点的に整備さ

れた｡

先行造成地の整備水準としては､①道路は街築整

備､舗装は暫定舗装､幅員及び縦断勾配は宅造全体

協議 (その2)と整合､②宅盤及び擁壁高は宅造全

体協議 (その2)と整合､③消防活動及び日常生活

の利便性のための進入路確保 (暫定可)､④雨水､

汚水を排水するために必要な排水施設 (暫定可)の

設置､その流未処理 (暫定可)の確保等が造成協定

に規定された｡

･24･



また､先行造成地は､住宅等の建付地の換地とし

て先行的に造成するものであり､早期建築希望者の

換地を無原則に先行造成地に定めた場合､その宅地

を処分することを目的とした仮換地の変更の希望が

あったときには､先行造成地の使用目的として問題

が生ずるため､(土地区画整理法)76粂協議会を設

置し､審査の上で認定することとした｡

なお､｢地区外地権者の住宅等意向調査｣を実施

した際に､公団の他地区の宅地分譲を希望する権利

者が220名おり､これらの権利者には特別分譲によ

り対応することとした｡この特別分譲にあたっては､

港北地区に比較的近い位置にある霧が丘地区をはじ

め､港南台地区､洋光台地区及び東生田地区に公団

が所有する宅地を処分することとしたが､その後希

望者は漸減することとなり､首都圏宅地開発本部か

ら昭和54-55年に特別分譲を受けた者は､最終的に

藩が丘地区33名､その他の地区9名の計42名であっ

た｡

先行造成地の位覆
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(2)すみれが丘仮住い住宅

大量の中断移転が想定された当地区においては､

当時近郊に賃貸住宅が少なかったことから､大量の

仮住い住宅建設用地を確保する必要があった｡

工事スケジュール等から事業区域内だけでは到底

対応できないことから必然的に地区外等にその用地

を確保することとなった｡

その候補地としては､第-地区の北側に隣接して

開発された住宅地であるすみれが丘が最も適してお

り､公団では､昭和48年から53年までのあいだに､

同住宅地に100区画余りの用地を確保し､仮住い住

宅の建設に備えた｡

(3)地区外仮住い住宅の建設

事業スケジュールの見直しにおいても､仮住い住

宅の必要数量は膨大なものとなり､事業区域内及び

すみれが丘だけでは対応できない状態に至った｡ま

た､当初考えていた住宅のローテーション再使用に

ついても､計画どおりの有効活用ができず､いよい

よ通過してきた｡このため､施行区域外の市街化調

整区域 (港北ニュータウンの ｢その他地区｣)とな

っている土地の借上げにより対応するしか方法はな

く､特に農地については目的終了後の原状回復を前

提として､一時的な農地転用により建設用地を確保

した｡

横浜市の都市計画及び建築担当部局に対しては､

中断移転に係る仮住い住宅であり､事業准進上絶対

に必要な措置であることを説明し､了解を得た｡

(4)大量の仮住い住宅の建設

この結果､中断移転者に対応する仮住い住宅の建

築総戸数は､447戸 (事業区域内先行造成地等156戸､

すみれが丘85戸､地区外借地aXi戸)を数えたo

当地区の仮住い住宅については､長期間にわたり､

大量に必要である等の地区特性を考慮して､調査研

究を実施し､市場流通と汎用性､規格化により現場

施工が容易であること､解体移築及びメンテナンス

が容易であること等から ｢建設大臣性能認定工業化

住宅｣によることとして出発した｡

構造様式は｢軽量鉄骨軸組み木質系プレハブ住宅｣



とし､住戸型式については､事業初期においては10

パターンを定め運営してきたが､居住機能及び補償

基準上の兼ね合い等からその後､30タイプ (平家建

18､二階建12タイプ)を準備し､あわせて附属下屋､

物置､カーポート等も標準化した｡

事業の収束期に臨み､使用済みの仮住い住宅の

処分について他地区への移設再利用も含め諸方策を

検討したが､必ずしも再利用は経済的に得策でない

との結論に達し､逐次解体処理することとしている｡

6.申出換地の実施

(1)導入の背景

昭和47年8月に発足した港北ニュータウン建設研

究会の研究成果として､昭和49年7月には､アパー

ト･マンション経営､農的土地利用､地元参加によ

るセンター計画及び商工業者の生活対策に関する提

言がなされ､権利者の生活再建のため､土地利用上

の位置づけと条件の明確化の必要性が請われたo

すなわち､すみやかな人口定着及び土地利用計画

の目標実現のため､アパート･マンション用地､集

合農地及び工場倉庫用地については､それぞれの想

定用途地域､土地利用規制及びまちづくり目標を明

確にすること､センター計画については､権利者全

員の横会均等による参加を認めること等が提言され

たのである｡

当時､換地について宅地所有者の意向を反映する

制度としては､昭和47年に制定された新都市基盤整

備法のなかで､土地区画整理法を準用して行われる

土地整理において､一団の宅地となるよう換地の希

望の申出をすることができることが規定されていた

にすぎなかったが､昭和50年に制定されたいわゆる

大都市法の特定土地区画整理事業において､共同住

宅区及び集合農地区への換地の申出が制度化された

ことにより､権利者の意向に基づく換地という概念

が､換地設計において新たな位置づけを得たのであ

る｡
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当地区は､施行面積､権利者数とも膨大な数に上

る大規模な土地区画整理事業であり､一般の権利者

の従前の宅地がその過半を占めるなかで､横浜市と

公団が目標とした土地利用計画を実現していくため

には､権利者の主体的エネルギーを活用する方策と

ともに､計画的な街づくりと対応した換地設計方式

が必要とされていた｡現位置尊重の換地設計方式で

は､個々の権利者の主体的意図と計画的な街づくり

との意図が十分合致せず､しかも都市計画法や建築

基準法等の制度だけでは､計画的な街づくりを十分

に誘導 ･コントロールすることができない状況であ

った｡

このため､都市計画法の制度による用途地域 ･地

区の指定と同時に､｢街づくり協定｣による自主的

な規制を行い､土地利用の積極的 ･合理的な促進を

図ることが必要であり､そのためには換地設計の段

階で､土地利用計画における ｢特別な用地｣につい

ては､個々の権利者の整理後における土地利用の希

望を換地設計に反映する手法 (申出換地方式)の採

用が必要だったのである｡

すなわち､権利者の生活再建対策を具体的に確立

するとともに､意欲のある人々のエネルギーを結集

し､かつ土地利用計画と適合する土地利用意向をも

つ権利者の換地をその意向に適した位置に配置する

ことにより､計画の実現を図ることを目的として､

換地の申出調査を実施し､換地設計を行ったのであ

る｡

(2)｢特別な用地｣の位置づけ

申出換地の対象となる ｢特別な用地｣は､建設研

究会の提言と対策協における了承を踏まえ､センタ

ー用地､アパート･マンション等用地､工場 ･倉庫

資材置場等用地､集合農業用地の4種類とし､権利

者の意向実現と土地利用計画の整合を図りながら､

土地利用計画を実現していく区域として位置づけら

れた｡



街づくりにおける申出換地の位置づけ

･地元参加の街づくり
･生活再建の確立
･用途の純化

イ計画的なセンターづくり｣
タウンセンター､駅前センター､
近隣センター

･｢用途の純化｣
アパート･マンション､
工場 ･愈館等

･｢農業の継続｣
集合農業用地

｢特別用地｣位覆図

権利者の意向と
土地利用計画の合致

権利者の土地利用
意向を換地に反映
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(3)申出換地の流れ

申出換地では､事業計画の認可時点の権利者のう

ち､申出調査により特別な用地への換地を希望をす

る権利者を定め､申出者によるグループ討議におい

て地積と位置の調整を行って換地設計に反映するこ

ととした｡

申出換地の流れ

審議会への説明 (昭和50年12月)

｢特別な用地｣への申出調査を行う旨の通知
(認可時の全権利者)

申出に関する説明会 (将来の土地利用､
まちづくりの趣旨､権利者の役割)

｢特別な用地｣の申出受付
(昭和51年3月8日～5月31日)

申出の受付数は､第一地区341名 (110hd､

申出者の
グループ討議

I

センター用地-申出オー八㌧'/)-ンの
調整

ア八〇一ト用地-換地配分の方
マンション等 法調整
工場等用地､
集合農業用地-位置の調整

1

申出換地及び一般換地について換地設計を行い､

審議会へ仮換地原案の提示

仮換地の供覧
(全権利者に ｢仮換地のお知らせ｣を発送し､



(4)申出調査の実施

申出調査は単に権利者の現状の意向確認を行うも

のではなく､将来の権利者各自の土地利用の決心を

促し､特別な用地への換地の希望の有無を確定させ

ることを目的として行われたものである｡

申出調査の実施にあたっては､土地評価について

は評価月に諮り､申出対象者､申出規模及び調査方

法については審議会に諮って実施に移された｡土地

利用計画の説明､街づくりの趣旨及び権利者が果た

すべき役割等について､権利者全員に説明資料を送

付するとともに､地元で説明会を開催し､さらに3

か月間の個別応対窓口の設置等により周知を図った

うえで､昭和51年3月8日から5月31日までの13週

間にわたる申出の受付が行われた｡

なお､権利者は申出を行う従前の宅地を特定せず､

提示された想定減歩率を勘案し､所有する従前の宅

地の登記簿地積の範囲のなかで､希望する特別な用

地の類型ごとに申出を行うものとした｡

特別な用地の面積については､タウンセンター､

駅前センター及び近隣センターのセンター用地につ

いてのみ定められ､他の特別な用地については､権

利者の意向により用地を確保するものとした｡

(5)グループ討議による調整

申出の結果､用地面積が定められていたセンター

用地については､駅前センターを筆頭として予定面

積を相当超過したため､グループ討議により面積と

位置の調整が行われた｡

公団は､総面積調整のため､当初公団の換地を想

定していたセンター用地のうち一部を縮小して権利

者の換地の拡大に対処するとともに､最小敷地規模

の縮小やごく僅かではあったが申出辞退の受付も並

行して行った｡位置についても議論の的となったが､

建築物の建設時期等センター建設への意欲､従前の

宅地の位置関係から優先順位を設定し調整がなされ

た｡申出権利者の意向を満たすべくとられた対策に

より､申出権利者の位置と換地地積が確定したが､

結果として権利者のセンター用地については希望の

多かった駅前センター用地の 22倍を筆頭に､全体

で 1.5倍に拡大するとともに､当初想定された公団

の換地地積は相当縮小されることとなった｡

用地面積と位置を特定しないで行われたセンタ

ー地区以外の特別な用地については､面積は申出

権利者の意向に沿って確保されるため､位置の調

整がグループ討議の中心となった｡換地の位置に

ついては､アパート･マンション用地は原位置付

近を原則として定めることが確認され､工場 ･倉

庫 ･資材置場等用地及び集合農業用地については､

まちづくり､居住環境への影響に配慮して換地の

集約箇所の調整を行うとともに､工場 ･倉庫 ･資

材置場等の用地については､将来これらが不適格

建築物とならないよう､用途地域の指定箇所の検

討 ･調整も行なわれた｡

グループ討議においでは､換地面積や位置の調

整とともに､将来のまちづくりに対する各用地の

あり方も議論に取 り入れられて進められ､この議

論のなかから､集合農業用地では集合農地利用協

定､センター用地等では街づくり協定､工場等用

地では建築協定が締結されることとなった｡

申出調査の地元説明会
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7.換地設計

事業認可時点における施行地区内の土地は､田､

畑､山林､原野等の都市的未利用地がほとんどの割

合を占め､公共用地率も低 く､生活利便施設につい

ても地区外の鉄道駅周辺を利用する状況にあった｡

一方､施行後については､一転して高度利用がな

されるセンター地区をはじめとし､生活利便施設は

地区内で充足できる高度な都市的土地利用計画とさ

れていた｡

このような施行前後の宅地の利用価値の増進と､

施行後における各土地利用計画の間の宅地の利用価

値の乗離を踏まえ､さらに､事業認可時点における

5,併X)人の権利者と2万筆にものぼる空前の数の宅地

を評価 し､換地設計により施行後の土地利用計画に

収めるため､施行前の土地評価方法については位置

価方式､施行後については路線価方式とし､換地設

計方式としては申出換地方式等の港北地区独自の手

法が検討､採用されていった｡

また､港北地区においては申出換地方式の採用､

大規模な公共施設及び公益的施設の配置による大量

の飛換地の発生､既に開発されてきた比較的小規模

な住宅地の存在等により､現位置換地方式を原則と

する一般の土地区画整理事業の場合と異なり､換地

に関するイメージが権利者には想定できない状況が

考えられたため促換地の指定に先立つ ｢仮換地の供

覧｣を実施することとした｡

(1)土地評価

施行前の土地評価については､地帯的に評価する

方式の検討を行ったうえで､土地区画整理事業にお

いては最も適正な評価方式とされる路線価評価方式

の骨格を受け継ぎながらも､広域的空間における位

置を評価する位置価方式を導入することとなった｡

土地評価において特に留意された点としては､事

業計画で定めた土地利用計画と整合する減歩率のバ

ランスと､′ト規模宅地に対して過大な清算金が生じ

ない配慮を行い､大量の土地評価を行うために､当

時ようやく土地区画整理事業にも応用されるように

なったコンピューターが利用されることとなり､作

業が迅速に処理された｡

施行前の土地評価にあたっては､施行後の路線

価を付す道路の数とほぼ同数の約 5,000.点の ｢位置

価｣と呼称する価値を算定する評定点を設定し､路

線価評価方式の骨格となる係数に駅及び幹線街路に

よる地帯的な影響を考慮した地帯係数を接近係数か

ら分離 ･新設して行うこととした｡

この評価方式について､事業計画認可直後の昭和

49年9月～10月に､内部調整を行ったうえで換地設

計へと作業が進められた｡

なお､施行後の土地評価についても､駅のみを要

素とする地帯係数を新たに加えた路線価評価方式に

よるものとした｡

(2)換地設計

換地設計の方法の根幹を定める換地設計の方針に

ついては､第-地区では第6回､第二地区では第3

回 (いずれも昭和50年10月)の土地区画整理審議会

において審議が始まり､換地設計方式､基準地積､

特別な宅地の取扱い､減歩破和等に関する活発な論

議が展開された｡

また､換地設計の方針として､当初より ｢特別な

用地｣への申出調査の実施及び換地への配慮も盛り

込まれ､さらに申出調査の方法の検討も行われた｡

これにしたがい､｢特別な用地｣の換地について

は申出により位置を定めることとし､特別な用地以

外の換地については､概ね原位置を尊重して定める

こととして､各町の小字ごとに施行前後の位置関係

を考慮しながら地区全体のバランスがとれるように

換地を配分した｡

特別な用地への申出調査の実施と並行して､審議

会においては､昭和51年 2月より換地設計基準の審

議を行い､第二地区では全会一致で答申されたが､

第一地区においては､小規模宅地の取扱い等に意見

が提出されて採決に持ち込まれ､賛成多数で原案を

支持する答申が行われた｡

さらに､工事計画においては移転家屋の扱いが工
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事工程の鍵を振り､小宅地所有者を中心とした直接

移転の強い要望もあったため､一定のエリアごとに

先行造成地を定め､小宅地で移転となる建築物は原

則として先行造成地へ直接移転することとした｡

第-地区については各町別に､第二地区について

は､小宅地の更地は荏田方面を中心に集約すること

とし､建付地は各町別に､供給処理施設等考慮した

うえで先行造成地に換地を定めるものとした｡

このように､本事業においては､権利者のほぼ過

半数を占める2,fXX)人の400m2未満の小規模宅地権利

者の取扱いが事業推進上の大きな課題であった｡特

に､第-地区においては､地区内権利者の350/Oを占

める 165㌦以下の小規模宅地の所有者への対応が事

業進捗の必須条件であり､さまざまな方策を講じて

換地設計が行われた｡

′ト規模宅地に対する措置として､減歩破和の措置

がとられた｡165㌦以下の宅地は減歩を行わないこ

ととし､165m2を超え400m2未満の宅地については減

歩を破和した｡また､横浜市の行政施策による措置

として､申出により､260m2を限度として従前の宅

地と換地が同面積となるよう､市所有地の換地地積

を減じ､清算金で処理する措置がとられた｡さらに､

買増合併換地､先行造成地への換地､私道部分の換

地交付等の手法も採用された｡これらの措置により

対応した権利者の数は､延べ4㈱ 人となった｡

審議会においては､換地設計方針の説明から始ま

り､約2年の期間をかけて減歩破和方策､私道の取

扱い､さらに換地の位置等については､第-地区で

は宅地規模別､第二地区では地域別の小委員会を設

けて個々に詳細な検討が行われた｡

昭和52年6月には第二地区の審議会では仮換地の

供覧手続きの審議がすでに始まっていたが､特別な

用地についてはグループ討議において換地地積及び

位置の調整作業が続けられ､その結果は換地設計に

反映されて仮換地原案が作成された｡

8.仮換地の供覧

法的手続きとしての仮換地の指定に先立って､仮

換地の供覧を実施することとした｡

仮換地の供覧の目的は､個々の権利者に具体的な

仮換地の位置､地積､形状や清算の有無を説明し､

権利者の理解､協力を得ることにより事業の推進を

図ることである｡

このため､権利者には供覧の前に仮換地指定通知

書と同形式の ｢仮換地のお知らせ｣を送付し､さら

に､公団が指定した供覧会場への来場日時に､スラ

イドによる港北地区の土地評価及び換地設計の概要

に関する説明を行うとともに､権利者との個別面談

により仮換地について説明を行った｡

第二地区については､昭和52年10月31日から7週

間､第-地区については､一般宅地と小規模宅地を

区分し､町別､五十音順に昭和53年2月20日から10

週間を費やして供覧が行われた｡この期間中､供覧

対象者の4分の3に相当する約4卿 人の権利者が説

明会場に来場した｡

供覧された仮換地案について碇出された意見書は

両地区で1265通､意見は延べ4卿 件にも達し､特に､

第一地区においては904通､延べ3,500件もの換地の

位置 ･形状､減歩率､清算金､買増希望､早期建築

希望等に関する意見が提出された｡

提出された意見書の取扱いについては､対応方法

の案を定めて審議会に説明するとともに､審議会に

小委員会を設置して審議を行うこととした｡小委月

供覧会場で説明を聞く権利者
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会は地域別に設けるものとしたが､第一地区におい

では､特に小規模宅地小委員会が設置された｡

第二地区では､昭和53年4月から審議会に説明の

うえで意見書提出者に対して個別に再供覧を行う一

万､第一地区では､昭和お年9月から審議会に説明

を行ったうえで意見書捷出者に対して個別に再供覧

を行い､昭和55年11月に終了した｡

このように､仮換地の指定の前提条件となる仮換

地の供覧及び意見書への対応が収束したのは昭和55

年10月から11月であり､昭和50年10月に審議会に対

してはじめて換地設計の方針の説明を行ってから､

申出換地に係る調整を経て換地設計原案の確定に至

るまでに要した期間は5年に及んだ｡

9.事業スケジュールの延伸

(1)対策協の反対

対策協における ｢昭和62年度概成スケジュール｣

発表から明けた昭和51年1月5日､全域が港北ニュ

ータウンに含まれている中川地区では､事業の遅延

による生活再建に不安を覚え､市長に対して､｢完

成年度の変更を撤回し､当初目標の55年度に完成せ

よ｣という通知文が提出された｡

これに対して市長は､｢事業認可が約2年遅れた

こと､オイルショックによる社会情勢の重大な変化

があったこと等によりスケジュールの再検討が必要

になったこと､そして今後とも事業遂行に全力投球

する｣旨書面により回答した｡これに対し､中川地

区では不満の意を表すとともに､さらに同月20El市

長及び公団総裁に対して抗議文を提出したのであ

る｡市長は､先の回答書の補足説明という形で回答

した後､中川地区と質疑応答を交わし､同月31日

｢横浜市としては､更に心を引き締め､公団ともど

もこの難関を突破し､事業進行に全力投球していき､

今後とも地元､市､公団の3着がお互いに信頼関係

の上に立って事業を推進していく決意である｣こと

を表明した｡
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一方公団では､昭和62年度概成スケジュールの発

表にともなうこのような事態の展開に対処するた

め､昭和51年5月､地区全域の並行的な工事進行を

図るために､各地区各町に1箇所以上の先行造成地

をつくるという原案を固めると､6月から中川地区

を皮切 りに第一地区で三十数回､第二地区で十数回

の説明会を開催し､大規模造成着手のための先行造

成の必要性に理解を求めるとともに､中断移転にと

もなう仮住居への移転､土地使用釆諾及び補償交渉

等への協力を求めた｡

しかしながら､仮換地案が決まっていないこのよ

うな段階においては､権利者にはこの事業により自

分の住宅や工場が移転するかどうかもわからず､ま

た公団としても建築物の最終的な移転先が不明確な

ままに､工事のために民々契約により大量の建築物

の移転を図ることには限界があった｡

このため､権利者からの建築物の取り扱いの聞合

わせに対する対応及び工事施工計画､換地設計等に

おける建物の扱いについて､公団としての統一方針

を示すことが必要となり､既存の建築物の大部分で

ある約 2卿 戸について､｢存置建物｣､｢条件付存置

建物｣(当初計画では移転建物であるが､計画を詳

細に検討することによって存置建物として扱える建

築物)及び ｢移転建物｣に区分し､移転の安否を権

利者に知らせることとし､昭和51年11月建築物の所

有者に対して､事業における建築物の取扱いを通知

したのである｡

土地区画整理事業において､仮換地案の決定以前

に､個々の建築物の移転に関して権利者に通知する

ということは異例のことであるが､通知をした結果､

土地使用暴諸や補償交渉に応じる権利者が次第に増

えてくるとともに､宅地会に属する権利者のなかか

らも中断移転､仮住居への移転を受け入れる権利者

が現れてきたのである｡

このため､一部の先行造成地については工事の着

手ができるようになったのであるが､対策協で昭和

62年度概成スケジュールが容認されたわけではな

く､引き続き工事期間の短縮が求められていた｡



補償担当部門が工事領域の確保のために日夜補償

交渉を繰り返している一方､区画整理担当部門では

小規模宅地への対応､特別な用地の換地方針等換地

設計方針について内部検討を積み重ねてきたが､昭

和50年10月公団から申出換地方式の採用が表明さ

れ､翌年3月に申出調査の説明会が各地区で開催さ

れると､権利者の関心事は換地へと移っていったので

ある｡

(2)公団組織の拡充

昭和62年度概成スケジュールの発表による事態の

紛糾を重くみた公団は､同時に表明した事業推進体

制の確立について早急に具体的な行動に移すことと

し､昭和51年5月16日付けで､これまで首都圏宅地

開発本部に属していた港北開発事務所を､本社直轄

の港北開発局とする機構改革を行うとともに､補償

部 (4課)及び事業部 (6課)を置いて体制の強化

を図った｡さらに､1年後の昭和52年5月16日､公

団は工事部門の強化を図るため､事業部に属してい

昭和52年の椿構改革後の組梅園

港北開発局

総務課

経理課

補償企画課

補倣第-課

補償第二課

事業計画課

区画整理第一課

区画整理第二課

工事第-課

工事第二課

土木施設課
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た工事第一課､同第二課及び土木施設課の人月を増

強して工事部とし､3都制として局の体制を整えた｡

(3)事業推進連絡協議会への改組

また､昭和62年度概成スケジュールの発表は､対

策協をはじめとして権利者全般のこれまでの事業協

力姿勢に変化をもたらすことともなった｡

すなわち､昭和51年4月㌘日に開かれた対策協定

例会において､従来の対策協組織を見直して事業推

進を図ろうという提案が行われ､組織検討委員会を

設置して検討を進めることになったのである｡

その結果､昭和51年10月16日に開催された第6回

対策協総会において､事業をより推進するために地

元が一体になるとともに､各地区の特殊性を尊重し､

基本的な問題及び各地区共通の問題以外については

各地区固有の問題として解決できる組織とするた

め､4地区がそれぞれ市及び公団と直接対応できる

自主的な組織を設置したうえで､4地区の代表と

市 ･公団の代表をもって構成する ｢港北ニュータウ

ン事業推進連絡協議会｣(｢推進協｣)と改めること

が決議され､同日の総会を第1回推進協総会として

生まれ変わることになったのである｡

推進協には､①合同協議会で定めた事項を噂議す

る総会､②基本的な事項及び全地区の共通事項を協

議するとともに､市 ･公団及び関係者相互の連絡調

整を密にする合同協議会､⑨合同協議会､各地区対

策協議会及び専門委員会との連絡調整を行う代表委

員会､径)合同協議会の議を経て4地区共通の事項に

推進協組梅園



ついて協議する専門委員会の4つの会議が置かれ

た｡

専門委員会では､テーマを細分化し､①事業対策

委員会 (事業スケジュール､補償問題､工事進捗等

事業推進にともなう必要な事項について検討する｡

研究部会として､電柱問題委員会が昭和53年7月に

設置された｡)､②生活対策委員会 (生活再建､造成

工事及び移転にともなう必要な事項を協議する｡昭

和53年9月に生活再建を進める地元企業㈱港北ニュ

ータウンサービスが設立された｡また､研究部会と

して､昭和52年 1月にニュータウンコントロール研

究部会､同年6月に建築協定研究班が設置された｡)､

(む農業対策委員会 (農業の振興及び農業地域の検討

に関して協議する｡研究部会等として､昭和52年10

月に畜産問題研究部会､翌53年9月に耕土問題委員

会､昭和57年3月に集合農地利用協定運営連絡協議

会が設置された｡)､④交通問題委員会 (昭和54年10

月に横浜市営地下鉄3号線､バス路線等の交通問題

を検討する委月会として設置された｡)､⑤住居表示

検討委員会 (町名 ･町界の検討のため､昭和56年7

月に設置された｡)､⑥土地利用特別委月会 (昭和00
年7月､昭和9)年代後半における学校用地､集合運

動場等の見直し､公団用地における民間建設事業者

への土地分譲､多機能複合化を進めるための施設誘

致等の動きに対応するため､計画建設用地での土地

利用を検討する委員会として設置された｡)等の委

員会が設置された｡

その後平成2年12月には､人口定着の促進､一般

住宅地における住宅の早期立ち上げ方策を検討する

街づくり検討ワーキングが本委員会内に設置され､

｢新しい街づくり基準｣を策定するなどの活動が続

けられた｡

(4)事業スケジュールの延伸

昭和知年11月の昭和62年度概成スケジュールの発

表以来､粘り強い補償交渉と先行造成地の確保に専

念してきた公団は､昭和51度年末､その第1号とし

て第二地区の柚木地区の集落を全面的に先行造成地

の仮設住宅に移転する一方､権利者の協力や執行体

制の強化等により一次造成工事の着手面積を全区域

の15.4%に相当する203haにまで拡大してきていた｡

また､宅地造成等規制法による横浜市との協議に

ついては､大規模造成方式への転換にともない､一

括協議方式へ移行するための造成協定を締結しよう

としているところであった｡

他方､換地関係については､昭和51年5月末に特

別な用地への申出調査が締め切られてから､権利者

による1年余りのグループ討議､審議会における仮

換地案の審議､そして昭和52年10月には第二地区､

昭和お年2月には第一地区の仮換地供覧にこぎつけ

ていた｡

この間､対策協から推進協への改組､地元権利者

法人の設立､飛鳥田市長から細郷市長への交代､農

業専用地区の整備､市営地下鉄3号線 (横浜一新横

浜間)の事業免許取得､公団の港北開発局への横構

改革など､権利者､横浜市､公団にとってめまぐる

しい日々 が流れていった｡

仮換地についての意見書の処理がおおむね収束し

てきた昭和53年末､施行区域､道路等の都市計画変

更との整合､換地設計による街区設計の変更及び公

益施設用地等の変更にともなう設計変更等のため､

事業計画の変更を行う必要が生じ､昭和54年4月12

日第1回事業計画変更が認可されたが､施行期間の

変更については､なお保留となっていた推進協にお

ける工事スケジュールについての合意を得たねばな

らなかった｡

昭和53年9月､宅地造成等規制法及び造成協定に

基づく宅造全体協議 (その2)が成立すると､公団

では協議に基づいて工事スケジュールの再検討に入

った｡同年12月の段階における工事の進捗状況は､

両地区あわせて440ha(33%)の一次造成工事が着

手または完了しており､これ以上の工事進行を図る

ためには､もはや住宅密集地区への着手が不可避の

状況となってきていた｡

昭和54年3月､公団は合同協議会の場で､これま

で検討してきた工事スケジュールの発表を行った｡

この工事スケジュールは､昭和50年11月に発表した
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スケジュールと同じ昭和62年度概戊を目標としたも

のであるが､その前捷条件として､①鶴見川の暫定

改修が59年3月までに完了すること､②造成工事の

標準的工期を一次造成で1-2年､二次造成で2-

3年､工事着手から供用開始までは最短で4年間と

すること､④補償は59年3月までに全部完了するこ

ととした｡さらに工事の段階的な目標として､①一

次造成は昭和59年度までに全て着手する､②二次造

成については､第-地区が昭和55年度から､第二地

区が昭和54年度から着手する､③土地の供用開始に

ついては､第一地区は昭和58年度から､第二地区は

昭和57年度から版次行い､両地区とも昭和62年度ま

でにすべての土地の使用収益を開始する､とした｡

この昭和62年概成スケジュールについては､よう

やく同日の合同協議会においておおむねの了桑を得

ることができ､その後昭和55年4月28日に認可され

た第2回事業計画変更において､施行期間の終期を

昭和68年3月31日 (清算期間5年を含む)と変更す

ることにより､正式に事業スケジュールが延伸され

たのである｡

しかしながら､事業の前途には､鶴見川の改修､

防災ダムの早期撤去､存置街区への対応､土地使用

交渉及び移転補償交渉等､工事計画上楽観を許さな

い多くの問題が山積みされていた｡

10.河川改修と地区外暫定遊水池計画

(1方可川改修と防災ダムの計画

宅地開発の工事においては､開発による雨水流出

量の増加及び雨水貯留量の減少により下流河川に与

える影響を軽減するため､早期の河川改修及び開発

地区からの雨水幹線排水施設の整備が必要である｡

港北ニュータウンでは､事業の初期段階で､開発

地区内の約70%を流域内とする早測川､大熊川及び

有馬川について市により河川改修計画 (昭和45-53

年度)が作成され､早測川及び大熊川については昭

和53年度に改修が完了した｡
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また､ニュータウンの下水道事業は､横浜市公共

下水道事業の一環として､公団が横浜市より一部施

工委託を受け､昭和51年10月から一次造成工事と並

行して地区外の公共下水道 (雨水幹線及び取付雨水

枝線)の整備を開始した｡

早測川､大熊川の下流である鶴見川については､

古くから台風による洪水災害が多く､昭和41年6月

の台風4号や昭和50年9月の台風17号では床上 ･床

下浸水､家屋の全壊 ･流出などの被害が発生してい

たため､流域の都市化にともなう治水安全度の向上

を図ることは緊急の課題となっており､港北ニュー

タウンの開発にあたってはその改修が絶対的に必要

な条件となっていた｡

このため､昭和48年4月の建設省､横浜市及び地

元組織による港北区鶴見川改修促進連絡会の発足以

来､国の直轄事業による改修計画 ･工事が進められ

てきたが､港北ニュータウンの開発スケジュールと

の整合がとれず､公団では地区内に暫定の防災ダム

を設置することとした｡

しかしながら､鶴見川下流住民が国 ･県に対して

河川改修の促進と上流域の開発の規制を要請したこ

とから､県は鶴見川流域の約6%を占める港北ニュ

ータウンに対して､鶴見川改修完了時期までの地区

内防災ダムの撤去の延期を要請してきたのである｡

公軌 ま､この要請に対して造成地区内に沈砂効果

のある沈砂池及び流出抑制効果のある防災小碇を設

置することで､建設省､神奈川県､横浜市及び下流

住民への対応を図り､造成工事の促進､防災ダムの

早期撤去について協議した結果､鶴見川大規模汝諜

計画への参画と白山遊水池の建設により対策を図る

こととなった｡

(1)鴇見川大規模淫諜計画

鶴見川の下流部の横浜市鶴見区や川崎市幸区は､

住宅や工場の密集地帝となっており､河道拡幅が不

可能であったため､建設省では､碇防を嵩上げする

とともに河底を掘削して流下能力を増大する計画を

進めており､その一環として大規模な汝深計画 (い

わゆる｢鶴見川パイプライン計画｣)を検討していた｡



しかしながら､建設省の鶴見川改修計画と既に発

表済みである昭和62年度概成スケジュールとは整合

せず､港北ニュータウン開発の成否は鶴見川改修に

かかることとなった｡粁余曲折の結果､公団では､

汝凍工事に必要なポンプ汝深船､パイプライン等の

施設を建設し､建設省に賃貸 ･譲渡することにより

汝諜工事を促進させ､ニュータウン開発事業の推進

を図ることとした｡

この汝深工事は､渡諜用大型ポンプ船からパイプ

ラインへ送 り込まれた堆積土を､鷹野大橋からパイ

プラインを通じて約14km先の横浜港大黒埠頭埋め

立て地へ直接排遺 して処理 しようとするものであ

る｡途中､鶴見川河鹿と京浜運河河底が埋設管とな

り､パイプラインの起伏が多くなるため､再加圧ポ

ンプ6基を設置し､中継しながら圧送することとし

ポンプ淫諜船 ･パイプライン
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た｡

昭和∈姓年12月起工式が行われ､本格的な波洋が始

まり､昭和58*皮末までの汝凍土畳累計は約32X)万rd

(約80万nl/年)に達し､緊急改修計画 (950nl/S)

を概成した｡

都市河川における長距離土砂輸送システムはわが

国では事例がなく､この技術的に優れた業溝に対し

て､昭和59年度土木学会技術賞が建設省関東地方建

設局に贈られた｡

(2)白山暫定遊水池計画

工事期間中地区内に防災ダムを設置して､これを

長期間にわたって存続させることは､事業推進上支

障をきたすとともに､早期のまちづくりに影響を与

えることが懸念されたため､昭和51年 9月横浜市等

関係機関との協議において､①防災施設は ｢防災施

設基本設計 (昭和50年 5月)｣により設置すること

を原則とするが､設置困難な場合には横浜市と協議

のうえ､横浜市の ｢遊水池設置に関する基本的事項

(昭和50年3月制定)｣に準 じてよいものとする､②

鶴見川の暫定改修に先行して防災ダムを早期に撤去

し､あるいは防災ダムが設置できない場合は､これ

に代わる措置として開発区域外に遊水池を設置する

ことを推進する､という方針がとりまとめられた｡

この方針により､開発区域外における遊水池の位

置選定がなされ､すでに横浜市が緑下水処理第3次

白山暫定遊水池



処理施設の建設を予定していた緑区白山町の同施設

の区域を着工まで一時使用することとし､用地の確

保､使用期間等を取 り決めた覚書をとり交わして､

いわゆる "白山遊水池''を築造することとなった｡

この白山遊水池により､防災ダムの早期撤去及び

縮小によって造成工事が促進されるメリットがあ

り､また流域住民の理解も得られるところとなった｡

11.存置整備街区の計画

事業の施行上建築物の移転を特に要しないこと

を､現在でこそ ｢存置｣と慣用しているが､この用

語は港北地区の土地区画整理事業のなかから新しく

生まれてきた､いくつかの区画整理用語のひとつで

ある｡港北ニュータウンの基本計画発表当初から､

地元には住宅等の移転反対という意見が強かったた

め､公団は住宅等の建築物については､できるだけ

存置となるように設計を検討していた｡この存置と

なる住宅等の建築物は､全体で約2卿 戸の建築物の

うち､昭和51年時点では第-地区で755戸､第二地

区で309戸あったのである.

昭和51年に最初の先行造成地が完成し､比較的生

活しやすい位置に仮設住宅が建設されて同年12月に

入居がはじまると､これまで移転に反対していた地

元住民から､一転して住宅等を全面的に移転する旨

の要望が出された｡これに対して公団は､工事計画

の地元説明会等においても最初の方針を貫き､計画

を変更することはしなかった｡

しかしながら､仮換地の指定以前に工事を進める

ためには､権利者に移転の安否を知らせて補償交渉

に臨む必要があり､昭和51年11月に建築物の所有者

に対して移転に関する通知を行ったのであるが､こ

のなかで ｢存置建物｣及び ｢条件付存置建物｣とし

て区分した建築物についても､仮換地の供覧後の意

見書処理にあたって､さらに精査して移転か存置を

明確にする必要が出てきた｡

当初の存置 ･移転の判断は､500分の lの現況 ･
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街区確定 ･調整公図の重ね図及び造成計画図により

行っていたが､さらに作業精度を高めるため､昭和

56年4月から存置及び条件付存置とした区域の詳細

測量 (250分の1)を行い､道路計画と造成計画の

重ね図 (存置精査図)を作成したうえで､存置建物

1件ごとに①道路と宅地との高低差一玄関のアプロ

ーチ､②道路勾配及び③施工方法について精査を行

った｡

精査の結果については､審議会及び同小委員会に

諮り､存置 ･移転の区分の説明が行われた｡第二地

区については､公団の原案により存置とする建築物

が確定したが､第一地区においては､昭和56年9月

地区別に小委月会を設置して議論することとなり､

昭和57年から2年半に及ぶ議論を経て存置とする建

築物を決定した｡

この間､宅地会は2回にわたり存置を見直す要望

書を提出し､小委員会での議論の未､存置･移転の方

向づけがなされた｡その結果､昭和59年の存置精査

の段階では､存置建物の戸数は第-地区で655戸､

第二地区で㌘9戸となり､さらに､工事の実施段階で

第一地区に5戸の新たな移転が生じることとなった｡

12.港北ニュータウン生活対策協会の設立

昭和50年11月に示された昭和62年度概成スケジュ

ールの地元説明に際し､用地買収に協力した権利者

や先行造成地へ移転した権利者から､スケジュール

変更の受け入れの条件として､公団が事業年度の延

伸にともなう生活対策を講じることとする意見が出

され､その後昭和53年11月に開かれた第2回推進協

総会において､就業の場の確保に加え､融資等の助

成措置を具体化していくこととなった｡

公団はその具体策について推進協4地区会長等と

協議を重ねてきたが､地元ではすでに昭和封年6月

に権利者の生活再建を目的とする港北ニュータウン

中川地区互助会､同年10月には港北ニュータウン互

助会が発足しており､これらの互助会の連絡調整と



統一を図るため､同年12月港北ニュータウン生活対

策協会が設立された.その後､昭和56年2月財団法

人としての認可を得､権利者の生活再建対策を実施

する㈱港北ニュータウン生活対策協会が設立された｡

.㈲港北ニュータウン生活対策協会の設立目的は､

港北ニュータウン地域において旧来から生活してい

る人々とこの地域に移り住む人々との融合を図るた

めに､住民が一体となって自主的に進める地域文化

の創造､コミュニティづくり､居住環境整備等の諸

活動の育成及び助成並びに地域文化､コミュニティ

及び居住環境に関する調査研究を行うとともに､こ

の地域の建設事業に参画した住民に付する生活再建

対策事業その他地域振興に関する事業を行い､地域

住民の生活の安定と向上及び住みよい街づくりに寄

与することである｡

その主な事業内容は､①地域住民による祭り等の

文化活動､子供会等の団体グループ活動､ミニコミ

誌発行等の広報活動､その他のコミュニティ活動の

育成及び助成､②地域文化及びコミュニティに関す

る調査研究､③緑化等の快適な屠住環境の整備に関

する調査研究及び助成､④住民利用施設の管理運営､

⑤港北ニュータウン建設事業に参画した住民に対す

る土地利用､経営等に関する相談､職業訓練､職業

等に関する助成､研修見学会等の開催､その他の生

活再建対策事業､⑥地域新聞の発行､その他の広報

事業､⑦その他目的を達成するために必要な事業で

ある｡

13.住宅 ･都市整備公団の設立

わが国は､昭和20年代の復興期から40年代末まで

の高度経済成長期を通じ､人口､産業 ･経済の拡大

を続け､これらが大都市を中心とする地域に集中す

ることにより､経済的に大きな飛躍を遂げたが､同

時にまた､大都市地域においては都市基盤施設の不

足､住宅 ･宅地の慢性的不足と価格の高騰､居住環

境の悪化等の問題を惹き起こすことにもなった｡
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一方この間､国民の所得水準と生活水準は著しく

向上し､日常生活における価値観は､消費の量的な

充足への希求を実現すると､住宅 ･生活環境の質的

な充足と多様化 ･個性化を指向する方向に変化して

きた｡

昭和9)年代にはいると､このような都市化社会の

進展と価値観の変化は､大都市地域のみにとどまら

ず地方の中心的な都市にも波及していくとともに､

大都市地域における都市間題がますます深刻化して

いくことが懸念された｡

昭和53年､建設省では従来の住宅政策と都市政策

に抜本的な検討を加え､公共部門と民間部門が適切

に役割を分担しながら､都市基盤施設等の社会資本

の充実と住宅及び居住環境の改善を一体的に推進

し､都市 ･住宅問題を効果的に解決していこうとす

る画期的な転換に踏み切った｡

このような住宅 ･都市政策を推進するためには､

住宅 ･宅地の供給と都市整備を一体的に実行するこ

とができる公的事業体の存在が必要となり､昭和54

年12月､日本住宅公団と宅地開発公団を統合してそ

の実施機関とすることが閣議決定された｡

昭和56年5月15日､国会で住宅 ･都市整備公団法

が成立し､100万戸を上回る住宅建設と26,(X氾haの宅

地開発を行ってきた日本住宅公団は宅地開発公団と

統合され､新たに住宅 ･都市整備公団が発足した｡



･38･



多機能複合都市への転換

1.経済のソフト化

昭和55年7月､大平首相の急死のあとを継いだ

鈴木内閣には､第1次石油ショック以来落ち込んだ

税収不足と､内需拡大のための公共投資増額のはぎ

まで､急速に拡大した財政赤字を建て直すという大

きな課題が残された｡

このため､中曾根行政管理庁長官が打ち出した池

田内閣以来の臨時行政調査会 (｢第2次臨調｣)が発

足し､経団連の土光名誉会長が会長に就任した｡第

2次臨調は､増税なき財政再建､行政改革の実行､

特殊法人の整理 ･民営化､民間活力の活用等の提言

を柱に､解散まで5次にわたる答申を行った｡

一方､昭和弘年に登場したサッチャー英首相が財

政引き締め､国有企業の民有化､規制凄和等により

｢英国病｣の克服に挑戦し､また､昭和56年に就任

したレーガン米大統領が減税先行､高金利政策､規

制綾和､歳出削減等により ｢強いアメリカ｣の再生

に乗り出し､欧米諸国に蔓延していたスタグフレー

ションに沈静化がみられてきたのである｡

産業界では､2度の石油ショックを経て､減量経

営とコストダウンに務めた結果､高度経済成長時代

のリード産業であった鉄鋼､非鉄金属､石油化学等

の重化学工業から､電気機械､自動車､精密機械等

の機械工業を中心とする高付加価値産業に主役がと

って代わるとともに､コンピューター ･ソフト提供､

情報サービス､セキュリティ等の新たな業態が第二

次産業の雇用吸収力の低下をカバーする大きな役割

を果たし､第三次産業が変容と拡大を遂げてきた｡

いわゆる "経済のソフト化"である｡

一方､高度麿済成長期に大都市と地方の所得格差

が縮小したことにより､都市型の消費行動が全国的

に展開されるようになってきており､自動車の普及

と道路の整備率の向上により､既成市街地の商店街

は地盤沈下しはじめ､量販店､ディスカウントスト

ア等は店舗の大規模化と駐車場の確保を求めて郊外

へと外延化していった｡

･39･

2.まちびらき

(1)第1次供用開始と集合住宅への入居

仮換地の供覧後の調整が終了し､建築物の移転に

ともなう補償契約件数がピークに達した昭和56年､

工事の着工面積は一次造成が689ha(52%)､二次造

成が122ha(92%)に拡大してきており､工事部門

では昭和62年度概成スケジュールの当面の目標であ

る第一地区の昭和58年92ha供用開始､第二地区の昭

和57年131ha供用開始に向かって､急ピッチで工事

を展開していた｡第二地区における公団の集合住宅

への昭和58*入居開始 (まちびらき)も大きな目標

のひとつであった｡

第二地区では.荏田町周辺の工区が早い段階から一

次造成工事に着手していたため､昭和62年度概成ス

ケジュールにおいても早期に供用開始する区域とし

て位置づけられており､約100haが昭和57年度の第

1次供用開始の区域として決定された｡

この区域には､一般住宅地のほかアパート･マン

ション用地､集合住宅､荏田近隣センター､′ト学校

2校､中学枚1校､工場 ･倉庫用地が計画されてお

り､公団では供給処理施設､道路､公園等の整備や

宅地の整地を進める一方､市では小 ･中学校の建

設 ･開校の準備､近隣センターに換地を申し出た権

利者はセンター開業の準備に追われていた｡さらに､

工場 ･倉庫用地に換地を申し出た権利者は建築協定

の準備を進めていた｡

また､集合住宅については､ニュータウン全体で

節-地区に13ブロック､第二地区に21ブロックが計

画されており､公団をはじめとして公的機関により

約24,300戸の集合住宅が建設される予定となってい

たが､このうち第二地区の3ブロックが第1期の集

合住宅として建設されることとなり､昭和57年2月

に着工された｡

集合住宅用地3ブロックのうち､2ブロックにつ

いては､公団関東支社が ｢みずきが丘｣とこれに近

接する ｢けやきが丘｣､他の1ブロックについては､



神奈川県住宅供給公社が ｢かしの木台ハイツ｣､横

浜市住宅供給公社が ｢しいの木台ハイツ｣をそれぞ

れ建設した｡

昭和58年3月､第1次供用開始区域について工事

が完了し､市の都市計画局､道路局､下水道局､消

防局等により合同検査が行われ､これに続いて仮換

地の引き渡しが行われた｡

第 1次供用開始の区域は100haと規模が大きく､

港北地区では最初の大々的な供用開始となったた

め､仮換地の指定にともなう審議会への諮問資料は

膨大な量となり､諮問にあたっては､事前に説明を

行ったうえで答申を受けた｡

仮換地の現地引渡しについては､その方法等につ

いて公団内で打合せが繰り返され､権利者には事前

に宅地の造成内容を通知していたこともあり､権利

者と現地での確認作業は行わず､画地表示板を設置

して権利者自身が確認できるように配慮したため､

混乱を生じることなく終了した｡

また､同年8月には住居表示が実施されるととも

に､荏田近隣センター､荏田東小学校､荏田南小学

校及び荏田南中学校が開校し､公団等の集合住宅も

完成してまちびらさが行われた｡

しかしながら､5月から応募を受け付けていた集

合住宅の分譲募集の申し込み状況は低調であり､事

業認可以来10年かけてたどり着いたまちびらさであ

ったが､この第 1次入居の不振は､以後集合住宅用

地についての土地利用転換のきっかけとなったので

公団の集合住宅 ｢けやきが丘｣
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ある｡

(2)荏田近隣センターのオープン

荏田近隣センターを調和のとれた魅力あるセンタ

ーとするため､昭和55年8月に関係権利者により荏

田近隣センター準備会が設立され､まちびらさとセ

ンターのオープンに向けて3年間の調整が続けられ

た｡

出店調整の過程では､既存の荏田商店街との業種

調整､権利者の開店時期 ･業種の希望の調整及びこ

れにともなう仮換地の変更等多くの調整が行われた

が､権利者間の協力により､生鮮食品をはじめとし

た商店街がつくられ､昭和58年8月のまちびらきに

あわせて荏田近隣センターがオープンした｡

オープンした当時の荏田近隣センター

(3)新横浜元石川線の開通

都市計画道路新横浜元石川線は､新横浜から北上

して第三京浜と立体交差し､第二地区を横断して江

田駅前で国道 246号に接続する標準幅員40mの幹線

道路で､港北ニュータウンを貫いて最初に整備され

た幹線道路である｡

この道路は､横浜市の中心部と周辺部を結ぶ放射

状の道路のひとつとして位置づけられているが､港

北地区にとっては､初期段階における工事用進入道

路及び第二地区の供用開始に不可欠な道路として位

置づけられていたため､地区外については事業認可

以前から市により測量 ･用地買収 ･補償等の業務が

先行して実施され､昭和48年までには用地買収､移

転補償がほほ完了した｡

工事着工は昭和48年に荏田地区から始まり､昭和



54年には国道246号からニュータウン地区界までが

工事用道路として使われたが､第二地区内の区間に

ついても整備が進められ､昭和58年6月には全線が

開通して荏田地区における第1次供用開始が行われ

たのである｡

開通した新横浜元石川線

3.住居表示の実施

土地区画整理事業の施行地区内の土地は､一般的

には換地処分と同時に町名 ･町界 ･地番等が整理さ

れるが､施行中の仮換地の所在は､底地の地番で表

示することが通例となっている｡このため､施行期

間が長期化すると､市街化の進行による建築物の増

加､土地の分合筆､造成にともなう町界の混乱等が

起こり､底地の地番による表示は分かりにくいもの

となることから､港北地区では仮換地の使用収益開

始とあわせて早期に住居表示を実施することとし

た｡

昭和58年3月の第二地区の第 1次供用開始を前

に､昭和56年6月推進協議会に町界 ･町名や住居表

示等について検討する ｢住居表示検討委員会｣が設

置され､新たな町名等の検討が進められた結果､第

1次供用開始とともに､旧字名をもとにした准関東

三丁目､荏田南-～三､五丁目､大丸及び見花山の

新たな7町が誕生した｡

以後､供用開始にあわせて住居表示が実施され､

平成7年度に住居表示区域の住居表示が完了した｡
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4.多機能複合都市への転換

(1)土地利用転換

イラン革命による石油生産量の減少を見越したO

PEC諸国は､再び原油価格の引き上げを決定し､

昭和56年10月にはついに1バレル34ドルまで引き上

げられた｡この第二次石油ショックに対してわが国

は比較的早めに金融引き締めを行い､昭和55年3月

には公定歩合を再度9%まで引き上げていた｡この

金融引き締め政策は､インフレの再燃をくい止める

ことに成功はしたが､景気の冷え込みは長引き､昭

和58年はじめまで3年にわたる戦後最長の不況を経

験することとなった｡

港北ニュータウンの第1次供用開始区域となった

荏田地区における集合住宅の分譲募集は､不運にも

不況感の抜けきれない景気の立ち上がり時期にあた

って不振に終わったが､このことは構想の作成時点

から約劫年の歳月が経過した土地利用計画を見直そ

うとする契機ともなった｡

一方､横浜市においては､昭和56年12月､2期日

の納郷市長のもとで新総合計画 ｢よこはま21世紀プ

ラン｣が策定 ･発表され､その中で､計画期間20年

間の人口増加率の減少により､義務教育年齢の人口

割合が急激に低下することを予想するとともに､横

浜市の首都圏における主体性の確立､首都圏の中城

都市としての機能の向上等が目標とされるなかで､

港北ニュータウンのタウンセンター地区を ｢商業業

務機能を中心に､文化 ･スポーツ･レクリエーショ

ン･医療 ･福祉等の施設の立地を進め､都市機能の

集積を図る｣横浜市の新機能を補完する副都心と位

置づけられた｡

人口集中の鎮静化や安定成長期にはいった社会経

済情勢の変化に対する認識と､新総合計画における

港北ニュータウンの新たな位置づけを背景として､

市は､昭和59年4月の推進協合同協議会において､

昭和弘年にすでに指定されていた用途地域等の枠組

みの中で､土地利用促進方策の検討の必要性を提案

するとともに､地下鉄3号線の構造の見直しを提案



した｡

このような公団と横浜市それぞれの土地利用転換

の必要性を背景として､昭和59年9月土地利用転換

の基本方針が提案された｡

提案の骨子は､学校数を再検討するとともに､土

地利用計画の一部を見直し､核的施設の誘致により

住宅都市から多機能複合都市への転換を図ろうとす

るものであった｡

昭和00年7月推進協合同協議会において､市は学

校用地及び集合運動場設置計画の見直し､公団は核

的施設の誘致計画及び民間住宅建設業者への集合用

地分譲による多様な住宅供給について提案し､説明

を行った｡

これらの提案に対して､権利者側からなお検討が

必要であるとして､｢土地利用の見直しに関する特

別委員会｣の設置が決定され､以後同委員会におい

て10回にわたる審議 ･検討が行われ､昭和61年3月

の推進協合同協議会において､土地利用見直しが決

定された｡

その主な内容は､①集合住宅用地と定められてい

た公団換地のスーパーブロックを計画建設用地と名

称変更し､概ねその3分の 1を核的誘致施設用地へ

と転換する､(参児童 ･生徒数の将来見通し､学校管

理上の課題から､小 ･中学収数の削減､集合運動場

の廃止及び運動広場の創設を行い､低層住宅地を増

加する､③高校設置計画の変更により不要となった

一部高校用地を核的誘致施設用地に転換する､とい

うものであった｡

この土地利用転換にともない､昭和62年4月に第

二地区､昭和63年2月に第-地区の第4回事業計画

変更が行われた｡

この土地利用転換にともなって､計画人口 ･商圏

人口への影響､住環境への配慮､民間ディベロッパ

ーの導入､学区編成 ･通学距離､集合運動場の廃止

と跡地利用の方針等が検討課題として残された｡

集合住宅用地の一部転換による人口減について

は､センター用地での住宅戸数増及び学校用地等の

一部住宅用地への転換による戸数増により補完し得

る見通しであり､計画人口は変更しないこととした｡

商館人口については､茅ヶ崎近隣センターを除い

て影響がないことが確認され､このため､茅ヶ崎近

隣センターに関しては､その成立が可能となるよう

な土地利用計画を具体的に検討し､生活対策上支障

のないように見直していくこととなった｡

住環境への配慮については､港北ニュータウンの

住環境と調和する安全でクリーンな施設の誘致を図

り､日照､緑化､艦串場､電波障害､工事公害など

の環境対策を関係当局が責任をもって行うこととな

った｡

民間ディベロッパーの導入については､企画力､

設計力､販売力が強化されてきており､それぞれの

企業が持つノウハウにより､きめ細かな対応ができ

るという利点があり､公団としても環境に十分留意

した企画案及び業者の選定を行い､市においても十

分指導監督を行うこととした｡

児童 ･生徒発生率の低下により小学校 5校､中学

校 1校を削減するという案に対しては､地元から､

小学校の児童数が怨学級では最大 1,㈱ 人を超えるた

め過大になるという意見や､学区編成にあたっては

行政区を越えないこと､通学距離を適正にするなど

の要望が出されたが､残されることとなった学校の

位置を一部調整するとともに､学区については学佼

小 ･中･高等学校の配覆転換
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の開設時に調整しながら確定していくこととした｡

高等学校については､第-地区に1校もないこと

になるため､第一地区に1枚建設するよう市が県に

働きかけていくこととなった｡

集合運動場は､運動広場と名称を変更し､第-也

区4箇所､第二地区4箇所の計8箇所に減らし､公

園として将来市の緑政局に譲渡することを前提と

し､宅地として確保することとした｡

転用することとした教育施設用地の具体的な利用

計画または処分にあたっては､地元から港北ニュー

タウン全体の活性化を図るため､高速鉄道4号線の

早期実現に資するよう配慮し､地元に役立つ施設を

立地させるよう要望が出され､約9haの土地の処分

が凍結された｡

(2換地設計の変更

土地利用計画の見直しによる小 ･中学校の廃止及

び位置の変更は､仮換地の土地評価に影響が生ずる

こととなったため､換地設計の変更が行われた｡

土地評価の変更の内容は､路線価指数の変更であ

り､評価の変更の対象となる範囲は小 ･中学校施設

の影響範囲内のすべての仮換地におよぶため､個々

の仮換地の面積への影響はノトさいが､変更の対象と

なる宅地の数は､第-地区で1,070画地､第二地区で

1580画地にのぼった｡

5.企業の誘致と進出

この土地利用計画の見直しにともなう換地設計の

変更については､審議会に変更内容を説明したうえ､

昭和63年6月に変更対象権利者に対して変更内容の

通知と供覧が行なわれた｡

港北ニュータウンでの企業誘致に先立ち､公団が

事業を施行していた厚木ニュータウン(森の里地区)

では､昭和56年に日本電信電話公社 (現NTT)及

び富士通の研究所並びに青山学院大学の誘致が決定

した｡このニュータウンへの企業や大学の誘致は､

これまで住宅中心であったニュータウン開発計画に
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大きな波紋を投じた｡

鉄鋼､非鉄金属等の素材産業にかわって日本経済

をリードするようになった電機､自動車､横棟等の

業界は､第1次石油ショックの後､生産設備の省エ

ネルギー化 ･省力化を推進するとともに､技術開

発 ･研究開発に投資を続け､素材産業が為替の変動

相場制への移行により輸出競争力を失う一方で､乗

用車､カラーテレビ等の対欧 ･対米輸出は増加の一

途をたどり､日本の貿易黒字と外貨準備高は拡大し

ていった｡石油ショック直後､｢日本経済は全治3

年｣といわれたが､技術が日本経済を再生させたの

である｡

産業界におけるこのような技術 ･研究開発志向

は､企業を新たな研究所の用地取得と建設に駆り立

て､東京都心を離れた郊外の静かな環境を求めて土

地探しが行われていた｡

企業が横浜市内に研究所用地を探して市に照会し

てきたのもこの頃であり､市が港北ニュータウンへ

の研究所建設を勧めたこともあり､企業は公【削こ直

接アプローチするようになってきた｡

当時神奈川県の国道246号を軸としたゾーンには､

交通の利便性と緑の多い環境にひかれて先端技術産

業の研究所の集積が始まってお り､国道246号は

"ハイテクロー ド"と呼ばれるほどになっていた.

東京から至近の港北ニュータウンは､企業の研究所

にとって絶好の立地条件を備えた地域となっていた

のである｡

一方､公団内部では港北ニュータウンの都市構造

の点検と土地利用促進方策としての企業誘致の位置

づけについて議論されたが､都市構造については並

行して考えていくこととし､企業誘致の方向に動き

出した｡

こうして港北ニュータウンの優れた自然環境と立

地条件を生かし､情報産業､デザイン産業等の先端

技術産業の研究所､研修所の立地 ･集積を積極的に

推進することとなった｡地元のコンセンサスを得る

ため､核的施設は周辺の居住環境と調和するものを

誘致することとした｡



昭和60年 3月企業誘致の第 1号として､デュポ

ン･ジャパン･リミテッドのテクニカルセンター､

㈱エム ･シー ･エル (その後㈱ナムコに引き継がれ

た)のデザイン研究所及び㈱リコーの中央研究所の

ニュータウン進出が決定した｡まちづくりを誘発 ･

促進させる核的施設として､また住宅地の居住環境

と調和する安全でクリーンな施設として､研究所は

最もふさわしいものであった｡

昭和60年頃から東京 ･横浜の都心部においては､

将来の業務ビルの不足見通しから､地価の高騰がは

じまっており､相対的に割安感の出た港北ニュータ

ウンは､企業が大規模な土地を取得するには恰好の

地域となってきたことから､その後も企業進出が相

次ぎ､ニュータウンには43社の研究所､研修所､事

務所等が立地することになったのである｡

リコーの研究所

6.民間マンション建設の導入

昭和49年3月､総理府統計局は住宅統計調査中間報

告において､1世帯1住宅は一応達成されたと発表し

たo戦後カ年間続いた住宅難の時代は統計上終わりを

告げ､生活水準の向上とともにI研n幻年代半ばから住

宅産業の目標は量から質へ転換しつつあった｡

公団は､土地利用転換の必要性を認識する一方で､

昭和62年度概成スケジュールに基づいて､ニュータ
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ウンの人口定着を促進するため､公団の集合住宅の

建設を進めるとともに､多様な住宅供給を行う民間

住宅建設業者の参入を図ることも必要であると認識

していた｡

一方､民間住宅建設業者は､昭和40年代中頃から

の市街地におけるマンション建設等の実範を積んで

力を蓄えてきており､港北ニュータウンの集合住宅

建設への参入について公団に打診してきていた｡

昭和00年7月､公団は推進協合同協議会において､

民間住宅建設業者への公団用地分譲による住宅建設

について説明を行ったが､権利者側には､港北ニュ

ータウン開発が公的事業であることから用地買収に

応じたという思いがあり､民間住宅建設業者への土

地分譲には難色を示した｡

公団は､民間住宅建設業者による住宅建設は公的

住宅を補完し､人口定着促進の一環として多様な街

を形成するためにも､民間住宅建設業者に広く門戸

を開放する必要があることを重ねて説明し､権利者

側の了承を得た｡

同年11月､公団による民間住宅建設業者導入の

第1号として､日本新都市開発㈱と中銀マンシオン

㈱への譲渡が決定し､それぞれ"エステ ･スクエア''､

"ライフケア横浜港北"を建設してニュータウンに

おける新たな集合住宅建設が展開されたのである｡

特にライフケア横浜港北は介護施設を備えた高齢者

向け住宅であり､顧客と時代のニーズをとらえた民

間のノウハウを活用したものであった｡

ライフケア横浜港北



7.地下鉄3号線の高架化とその影響

地下鉄3号線の構造については､公団は当初､地

形的条件と経済性双方の検討から､すべてを地下構

造ではなく､相当の区間を掘割構造として計画して

いたが､環境問題に配慮した市は､すべての区間を

地下構造に変更するよう公団に対して要請を行なっ

た｡このため､地下鉄3号線は早測川等を除く9割

の区間が地下構造に変更され､これが地下鉄3号線

の構造の当初の計画となった｡

しかしながら､すべて地下構造とすることによる

建設費は約2脚 億円という巨額になり､第2次石油

ショック以降長らく続く不況のなかで､市はその予

算措置を行なう余裕がなく､建設の目処が立たない

という状態が長く続いた｡一方､国においても財政

引締めにより､マイナスシーリングの予算編成が行

なわれるなどの状況にあり､地下鉄3号線の事業費

の負担は国､市双方に相当の重荷となっていた｡

地下鉄開業の目標時期までに時間的な余裕がなく

なってきた昭和59年1月､免許申請のため建設費の

削減を企図した市は､地下鉄の構造を地下から高架

に変更する申し入れを公団に行なった｡地下構造を

前碇として事業を進めてきた公団内部では､地下鉄

3号線の早期開通のためには膨大な変更業務もやむ

なしとして､構造の変更を受け入れることとした｡

昭和60年7月､運輸政策審議会は ｢東京圏におけ

る高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本

計画｣を運輸大臣に答申し､そのなかで､｢横浜市

営地下鉄3号線及び同4号線については新設するこ

とが適当な路線｣とされたが､都営6号線の港北ニ

ュータウンへの延伸については､｢4号線にその機

能を代替させる｣とされ､延伸の計画が廃止される

ことになった｡また､3号線のたまプラ-ザ駅への

接続を主張していた東急電鉄と市との協議について

も､あざみ野駅に接続することで落着することとな

った｡

昭和61年2月､市は長らく懸案であった地下鉄3

号線の免許を取得すると､昭和67年4月の開業をめ

ざして昭和62年2月建設に着工したのである｡

公団では高架構造への変更による事業上の影響に

ついて検討を行ったが､土地利用計画､工事計画及

び換地設計の大幅な変更は避けることができなかっ

た｡

この構造変更の土地利用計画に対する影響として

は､地下構造から高架構造への変更により地下鉄用

地を新たに加える設計変更が第一に必要となるほ

か､緑道景観に与える影背や､用途地域の変更等の

影響があった｡

特に､大きな影響を与えたのは､第二地区の茅ヶ

崎近隣センターの周辺地区であった｡

第一種住居専用地域に指定されていた沿線街区

は､住居地域へ変更せざるを得なくなる一方､幹線

道路沿いの街区は既に住居地域に指定されていたこ

とから､沿線街区と幹線道路沿い街区に挟まれた1

街区だけが第-種住居専用地域として取り残される

状態となり､すべて住居地域へ変更せざるを得ない

こととなった｡

しかしながら､住居地域に変更した場合には当初

の土地利用計画が担保されないため､地元の意向を

反映させながら第-種住居専用地域と同様に制限す

る区域と､ある程度共同住宅を受け入れる区域を定

めるため､地区計画を導入することとして､権利者

との換地の調整を図ることとした｡

次に､高架構造への変更にともなう工事計画への

影響も多大であった｡当時地区内の一次造成はほぼ

終了していたが､整地計画や土工事､二次造成工事

の工程等を見直すことが必要となり､また､既に着

手していた造成エリアについては､道路 ･下水道 ･

その他施設の変更､排水処理施設の仮設対応等の設

計変更により対応することとなった｡

最も大きな課題は換地設計の変更であり､鉄道が

高架になることによる住環境への影響についての土

地評価と沿線の換地割込の変更が必要となった｡

高架構造への変更は､仮換地として決定していた

部分及び公共用地の一部を都市運営施設とする変更
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を必要とすることとなり､大幅な換地変更をともな

うこととなった｡加えて工事計画の変更により､換

地設計の変更が必要な区域がさらに増加した｡

このため､換地設計の最初の段階である土地評価

基準の検討から換地割り込みまでの業務のフィード

バックが行なわれ､これらを評価貝及び審議会に諮

り､関係権利者と調整したうえで換地設計の変更が

行なわれた｡

すなわち､道路及び造成計画の変更による換地設

計変更､用途地域の変更により影響を受けた仮換地

についての換地設計変更､新たにトンネル上となっ

た仮換地及び街区変更等により仮換地の位置､形状

が著しく変化する仮換地の変更等が行なわれた｡

特に､用途地域の変更により路線価等土地評価上

の修正が必要となる仮換地については､地区計画制

度の導入により､土地利用及び建築物等の用途が制

限されることを考慮して仮換地の位置､形状､面積

規模等を定め､換地設計の変更を行い､また､高架

部分に隣接する仮換地については､騒音 ･振動 ･景

観等の環境が変化するため､権利者の意向を反映し

て仮換地の位置の変更を行った｡

以上の換地調整の対象となった権利者数は､第-

地区15人､第二地区128人､計 143人であった｡

このような土地利用計画から工事計画､換地設計

等の一連の再検討と調整は､地下鉄3号線の早期開

業をめざして迅速に処理され､昭和62年2月起工式

が行なわれることとなった｡

6年後の平成5年3月､港北ニュータウンの交通

の骨格となる地下鉄3号線がこのような貯余曲折を

経て開業したのである｡

地下鉄3号緑
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8.センター系マスタープランの修正

昭和50年9月に公団によってタウンセンター ･マ

スタープラン (莱)が作成されたが､市のマスター

プランとの調整を図りながら､翌51年に当初のマス

タープランが策定された｡

その後昭和00年3月に至って､｢横浜地域 (北部)

商業近代化地域計画報告書 (基本計画)｣が横浜商

工会議所によりまとめられ､そのなかで横浜市の商

業地に係る近代化の課題とともに､港北ニュータウ

ンのタウンセンターについて､横浜市の副都心とし

てのセンターづくりのための課題授起と提言が行わ

れた｡

これを受けて､市 ･公団 ･権利者による勉強会が

開始されるとともに､民間からタウンセンターに対

する企画提案を募集し､マスタープランを修正して

早期に立ち上げる方策を検討することとなった｡

市と公団は､タウンセンターの計画を修正するに

あたり､タウンセンター地区地権者説明会を開催す

ることとし､昭和62年2月関係権利者にマスタープ

ラン修正の趣旨を説明して了解を得るとともに､権

利者側との連絡調整を行いながら､魅力あるセンタ

ーづくりを進めるため､各ブロックから世話人を選

出してタウンセンター地権者世話人会を発足させる

ことがその場で決定された｡

(1)タウンセンターへの企画提案募集

民間からの企画碇案募集については､昭和62年4

月から6月にかけて具体的で実現可能な事業の企画

提案を募集した結果､42の企業グループ (206社)

から提案が寄せられた｡

企画提案の内容は､デパート･ホテル等の商業 ･

業務系､スポーツセンター等の文化 ･レクリエーシ

ョン系､CATV等の情報系､新交通等の交通系な

どであり､傾向としては大規模な複合施設の導入､

車社会に対応した道路 ･駐車場等の確保を図ろうと

するものが多く､事業手法については､用地買収に

よらず信託 ･借地 ･事業受託等の提案が主であっ



た｡また､事業を成立させるには､初期段階での集

中した施設の立地が重要であるとするものが多かっ

た｡

これらの提案は､｢横浜地域 (北部)商業近代化地

域計画報告書 (基本計画)｣における課題とも一致し

ており､これらを踏まえてタウンセンター整備の基

本方向がまとめられ､その検討結果が､翌63年6月

タウンセンター地権者世話人会に代わって設立され

たタウンセンター代表者会議の席で報告された｡

しかしながら､その後タウンセンターの基盤整備

が遅れたことと､バブル経済の崩壊によって企業の

進出意欲が薄らいだことにより､これらの企画提案

は､平成2年4月に提案内容を地元に対して紹介し

ただけで幕を閉じることとなった｡

(2)タウンセンターの計画変更

マスタープランの修正は､昭和63年7月に公団と

市のあいだで検討が開始され､同年11月に修正内容

の合意に逢した｡

マスタープラン修正の基本方針は､構想の作成時

期にはとても想定されなかった自動車の普及による

修正後タウンセンター･マスタープラン
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車社会の到来への対応と､商業施設の大型化への対

応であり､次のような修正が行われた｡

第 1点は､車対応道路ネットワークの強化であり､

修正前マスタープランが歩行者専用道路のネットワ

ークを中心とした計画であったのに対して､タウン

センターを広域拠点として形成していくために､串

利用者への積極的な対応が必要であり､都市計画道

路からセンター内へのアプローチ道路を増設した｡

また､センター内の東西間の連絡道路を増設すると

ともに､ループ状の道路パターンを明確な段階構成

の道路パターンに修正した｡

第2点は､大規模施設の立地への対応であり､近

年の商業開発が様々な機能を複合立地させ､消費者

に豊かな時間や空間を提供する大規模複合開発が主

流となっていたことから､大規模核的複合施設の立

地を目的とした大規模街区を確保し､回遊性を創出

するために､これらの街区を分散して配置すること

とした｡

第3点は､計画的な鉄率場の大量確保であり､公

共と民間の分担を明確にしながら､各鮭車場を道路

ネットワークと関連づけて適正な位置に配置した｡

第4点は､歩行者専用道路と道路との空間構成で

あり､修正前マスタープランでは歩車の立体分離を

実現するために､歩行者専用道路に長大なスロープ

や急勾配の箇所があり､また宅地側に過大な法面

(のりめん)を負わせている部分があったため､一

般の歩行者専用道路等とセンター内道路とは平面交

差とすることとした｡

さらに､タウンセンター (約73ha)全体を歩行者

専用道路によりネットワーク化することは､かえっ

て画一的な空間が連続することにもなるため､歩車

融合道路や広幅月のブールバール､広場 ･ポケット

パーク等を導入することにより､様々な歩行者空間

の創出を図った｡

このようなマスタープラン修正の考え方から､修

正前には公団用地を中心に1ヘクタール未満の街区

により計画されていた街区構成について根本的見直

しを行った｡



すなわち､核的複合施設の立地を図るため､2ヘ

クタール程度の大規模街区を設定することとし､第

-地区､第二地区にそれぞれ公団用地と民有地の2

街区を配置するものとした｡

しかしながら､民有地の換地により確保する大規

模街区はいわゆる "スリット換地-となり､敷地と

建築物の共同化が不可欠となるため､平成元年4月

のタウンセンター地権者総会において､共同化を前

提とした ｢共同化義務街区｣とすることを諮り､了

承された｡共同化義務街区の規模は､第-地区1βha､

第二地区15haであり､センターの顔となるようシン

ボル広場に而して配置された｡

(3)タウンセンターの造成計画変更

タウンセンターのマスタープランの修正にともな

って､造成計画を変更することが必要になった｡

マスタープランの修正が行われた昭和63年には､

タウンセンターの一次造成はほほ終了しており､以

後の造成計画の見直しにあたっては､①前計画の基

本的考え方を継続してダウンタウン､アッパータウ

ン等による基本的構成とする､②都市計画道路及び

地下鉄3号線の計画高さは変更しない､③道路､歩

行者専用道路と宅地との間に生じる高低差をできる

だけ解消し､宅地内の法面を極力減少させる､④特

定の街区､宅地に集中する法面を解消する､(9中山

北山田線､佐江戸北山田線へのアプローチ道路増設

にともなう沿道宅盤を変更する､等を基本とした｡

このマスタープラン修正の結果､雨水 ･汚水排水

区域及び排水ルートの大幅な変更､既設汚水管の敷

設替えが必要となり､さらに約35万m3の搬出土が新

たに発生することとなったが､平成5年春の地下鉄

3号線の開業と平成6年度の行政区の再編成を目標

に､平成3年度に本格的に工事着手し､平成7年度

には整備を完了する工事スケジュールを作成した｡

なお､宅地造成等規制法による検査に替えて､宅

地造成の最終整備の完了以前に宅地の使用を認める

制度として行われていた仮検査制度が､タウンセン

ター及び駅前センターにも適用されることとなっ

た｡これにより､建築計画にあわせた造成計画､基

盤整備と施設整備の同時進行が可能となり､事業の

進捗にあわせた街の早期熟成に大いに寄与すること

となった｡

(4)タウンセンターの換地設計変更

タウンセンターのマスタープラン修正計画によ

り､街区設計が変更されるとともに､共同化義務街

区が設定されたため､換地設計を変更することが必

要になり､特に共同化義務街区については権利者の

意向を反映して換地を定める必要があり､権利者か

ら再度申出を受けることとした｡

このため､昭和51年の申出によりタウンセンター

に換地を定めることが予定されていた民有地の所有

者を対象として申出調査を行うこととなり､申出調

査に関する説明会を開催したうえで､平成元年9月

1日から10月16日まで共同化義務街区への申出の受

付を行った｡

その結果､第-地区では換地の申出面積が共同化

義務街区の面積を下回ったため､公団換地を補充し

て面積調整を行い､第二地区では換地の申出面積が

共同化義務街区の両横を上回ったため､申出時に説

明した優先順位に基づいて面積調車を行った｡換地

の位置については､街区番号順に換地統合も組み入

れ､共同化義務街区の東側から順次定めた｡

また､共同化義務街区以外の街区については､両

地区とも原則として変更前の換地の位置とほぼ同じ

位置に換地を定めることとし､共同化義務街区の設

計変更により街区形状等が大きく変化する場合は､

近隣の街区に換地を定めた｡また､複数の権利者に

よる共同化利用のための換地統合等の希望について

は､原則として他の換地に影響のない範囲で意向を

反映して換地を定めるものとした｡

なお､変更した仮換地案については､平成2年3

から4月にかけて関係権利者に対して供覧を行い､

5月に審議会に供覧の結果を報告して一連の変更を

完了した｡

(5)北山田駅前センター及び茅ヶ崎近隣センターの

計画変更と換地設計変更

北山田駅前センターは､地下鉄4号線と都営6号

･48･



線延伸線の合流駅として計画されていたが､6号線

の機能を4号線が代替するものとして6号線の計画

が廃止されたため､4号線のみに対応した道路計画

に変更することが必要となり､あわせて自動車交通

と大型店舗への対応を図る街区設計の変更を行うこ

ととし､平成3年5月の第-地区の審議会において

計画変更の説明が行われた｡

北山田駅前センターのマスタープラン修正にとも

なう換地設計の変更については､権利者の意向をと

りいれ､できるだけ変更前の換地の位置を基本とし

て変更することとした｡

換地設計の変更方針としては､(D共同利用希望者

は隣接して換地を定める､②小規模の仮換地の間口

は､変更前と比較して狭小にならないよう配慮する､

③換地統合は可能な限り対応する､等とした｡

権利者との調整にあたっては､平成3年6月から

10月に計画見直しの基本的な考え方､スケジュール

及び修正案を地権者会議で発表した後､平成3年11

月から12月に見直し計画に対する意向調査等､平成

4年2月にブロック代表者の選出､換地設計方針説

明及び意向調査結果の報告､3月に審議会､地権者

への説明等を行い､平成4年7月から8月に仮換地

の供覧を実施して変更を終了した｡

また､茅ヶ崎近隣センターについては､地下鉄3

号線の高架化にともなう計画変更の検討が進められ

ていたが､タウンセンターの計画変更にともなって

自動車交通-の対応と街区の大型化を図る計画変更

をあわせて行うこととし､平成2年9月の審議会に

諮ったうえで､12月に関係権利者に対して計画変更

の構想図と意向調査について説明が行われた.

茅ヶ崎近隣センターの計画変更にともなう換地設

計についても､北山田駅前センターと同様の変更方

針のもとに､平成2年12月から関係権利者への説明､

合意形成を図るための意向調査を行い､平成3年9

月から4年3月にかけて撤退希望者の仮換地変更に

ついて審議し､権利者と調整のうえ供覧を行って終

了した｡

9.事業スケジュールの再延伸

(1D召和66年度概成スケジュ-ル

昭和62年度概成スケジュールを再度延伸する必要

が生じた主な原因として､埋蔵文化財調査の継続と

補償交渉の難航があった｡

埋蔵文化財調査は昭和59年4月の推進協合同協議

会において終結が宣言されたが､実態は自主調査と

いう形で継続されており､これが造成工事の遅れを

きたす原因のひとつであった｡また､仮換地､補償､

相続､借地 ･借家等の諸問題が解決されてないため､

土地の使用承諾等が得られない区域があり､造成工

事に着手できなかったことが､もうひとつの工事の

遅れの原因であった｡

このため､公団ではI獅n00年夏頃から､スケジュ

ール見直し案の検討が開始され､II折口66年度枕成ス

ケジュールを作成した｡

それまでの工事の状況についてみると､第一地区

では､昭和62年度概成スケジュールの合意形成に時

間を要したため､昭和54年度までは新規の工事着工

ができず､また､その後支障物件箇所を避けながら

造成可能な区域から一次造成工事を行ってきたが､

これらの区域の一次造成工事が完了しても､二次造

成のためのまとまった工区が設定できないため､二

次造成に着手することができなかった｡

第二地区については､補償難航物件のある区域に

大幅な工事の遅れが生じていた｡

昭和66年度枕成スケジュールにおける造成スケジ

ュールの検討段階では､当時の工事進捗状況により､

両地区のスケジュールに相違はあるものの､地元の

両地区同時枕成の意向や､昭和67年春の地下鉄3号

線開業予定を考慮し､昭和66年度概成というスケジ

ュールとなった｡

II獅日鋪年概成スケジュールは､工事着手までの都

債物件の移転完了､補償難航物件についての法的措

置の実行を前提条件として構築された｡このスケジ

ュールの重点目標は､第-地区については､幹線道
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路である日吉元石川線及び幹線下水道の早期整備の

ための盛土工事､第二地区については､大熊東山田

線の開通による幹線道路網の完成であった｡

昭和66*皮概成スケジュールの地元との合意形成

に関しては､造成の遅れについて図面上に工事着手

できない区域を明示し､原因を明らかにすることに

より地元の理解が得られた｡

また､事業スケジュールが延伸されたことにより､

供用開始時-糟は り早期に自宅の建築を希望する権利

者 (早期建築希望者)に対しての対応が必要となっ

た｡このため､公団では既に供用開始されている区

域への換地変更により対応したが､実際に換地が変

更された権利者は､意向調査時点の249人に対して

108人であった.

このような公団の対応を踏まえ､昭和61年11月の

推進脇総会において､昭和防年度概成スケジュール

が認められることとなった｡

昭和63年 3月､一次造成工事はほほ100%､二次

造成工事は60%に達し､移転家屋戸数の99%の移転

は完了したが､昭和66年度の全面的供用開始をめざ

して残る区域の工事が着々と進められていった｡

しかしながら､補償難航物件､存置宅地の劉 旨及

び地区界部分の整備等残されている課題は多く､昭

和66年度の概成は必ずしも楽観できるものではなか

った｡

昭和64年 1月7日､昭和天皇が崩御され､激動の

昭和の時代に幕が閉じられた｡元号は平成と改めら

れ､21世紀への始動がはじまった｡

(2)平成7年度概成スケジュール

昭和餓年度 (平成3年度)概成スケジュール-と

延伸されたスケジュールは､平成3年5月に供用開

始区域の残りが20%となったところで､さらに平成

7年度に延伸されることとなった｡

スケジュールの延伸の要因としては､タウンセン

ター等一部基盤整備の見直し､存置地区の設計調整

と補償､存置=事の施工課題､工事支障物件及び造

成工事が遅れた区域の盛土の安定等が挙げられる｡

延伸された概成スケジュールにおいては､①一般

宅地の残り20%の区域については､一部存置を除き

平成5年度までに供用開始､(参タウンセンターは地

下鉄3号線の開業時期 (当時平成5年度早期)や分

区時期 (平成6年度)を目標に整備を進め､平成7

年度には整備を完了､③近隣センター､計画建設用

地は周辺一般宅地にあわせて整備を行い､その他幹

線道路についても整備を促進すること等が定められ

た｡

また､昭和66年度概成スケジュールへの延伸の場

合と同様に､住宅建築計画に支障が生じる権利者を

対象に意向調査を行い､92名の早期建築希望者に対

応し､43名の権利者の仮換地が公団の一般換地等の

手当てにより変更された｡

10.仮清算の実施

仮換地の供覧以前から､第-地区の審議会では､

清算金の徴収 ･交付を早期に実施するよう意見が提

出されていた｡

公団では早期の清算を検討する旨の説明を事業初

期から行なっていたが､加えて､事業スケジュール

変更のたびに審議会等から再三にわたり早期清算実

施の要望が出されていた｡また､第二地区では､昭

和57年度に供用開始された荏田南を中心とする権利

者から､早期清算実施の要望が提出されたため､公

団としては初めて､土地区画整理法第102条に規定

された仮清算を実施し､事業の円滑な収束を図り権

利者の不安を解消することとした｡

これは､小規模宅地に対し減歩破和等の諸施策を

実施してきたが､これらの諸施策にともなう徴収清

算金について､事業の長期化による地価の高騰や権

利者の高齢化にともなう支払能力の低下に対する不

安を解消するためである｡また､換地不交付となる

宅地のほとんどが実態的には使用収益できない状況

となっているため､早期に不公平を是正することが

必要であり､あわせて以後の換地計画及び換地処分

等の円滑な収束を目的として実施したものである｡
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清算金が徴収または交付となる権利者数は､第-､

第二地区をあわせて約4,400人であった｡

清算金の算定にあたっては､清算金の趣旨である

換地の不均衡是正という特質から､徴収対象者にも

交付対象者にも納得できる金額を定めることが必要

である｡

このため､清算金の算定時点については､一般的

には事業による工事が概成した時点とされている

が､地区内の取引事例と周辺既成市街地との価格水

準の比較､既に供用開始されている区域の急速な市

街化の進展､仮換地の確定時期等を掛酌し､昭和64

年 (平成元年) 1月とした｡

また､仮清算金の単価の算定基準となる周辺の地

価公示価格は､当時の地価の異常な高騰にともなっ

て上昇していたため､公示価格における土地価格形

成要因に占める事業内外要因を分析し､事業内要因

(本事業の基盤整備による要因)のみによる価格に

よって単価を算定することとした｡

清算金の算定にあたっては､不動産鑑定価格及び

公示価格から求められる標準価格のうちの事業内要

因価格､並びに固定資産税評価額､相続税路線価評

価額及び宅地分譲価額を基準として､清算金単価を

一般住宅地の平均指数換算で､195,000円/m2

(643,割X)円/坪､75円/個)とすることが妥当と判

断された｡

また､本清算時にすでに終了している仮清算につ

いては､本清算時に徴収または交付を行わないもの

とし､分割徴収の期間中に換地処分があった場合に

は､未了分についてのみ本清算に移行することとし

た｡

仮清算の実施にあたっては､まず､仮清算金明細

書等の通知を全権利者､全筆を対象として行い､さ

らに､換地計画の縦覧の趣旨を踏まえ､平成元年9

月から12月まで仮清算金の縦覧を実施し､この仮清

算金の縦覧期間中に､仮清算申出書により仮清算の

実施の手続きをした権利者を仮暗算対象者として決

定した｡したがって､申出をしない権利者について

の清算時期は本清算時となった｡

また､仮晴貸金の徴収または交付の時期及び方法

についても､本清算の規定に準じて定め､仮清算金

の通知を処分行為として実施し､平成2年7月から

仮清算金の徴収 ･交付が行なわれた｡仮暗算金の未

了者の精算時期は換地処分時とし､この場合の清算

金額は時点修正率を乗じて算出し､換地計画で定め

ることとした｡

仮清算の実施にともなって施行規程に仮清算の規

定を追加することが必要となり､また､事業計画と

換地設計との整合を図るため､平成元年8月第5回

事業計画変更と第2回施行規程変更が行われた｡

11.直接施行の実施

平成4年2月､第二地区において事業施行者が自

ら立竹木の伐採除却を本人に替わって行う､いわゆ

る｢直接施行｣を実施した｡

土地所有者からは､前所有者時代の公団の隣接地

買収に係る件や､全権利者の換地評価明細資料の開

示を求める要望等が出され､それに対する公団の対

応を不服として､長年にわたる土地使用交渉に承諾

を得ることができないまま経過してきた｡

現況は､非対日乍畑 (1,lfX)ml')で若干の立竹木が存

し､計画地盤高より約6m程低い地形にあり､その

ため､周辺の約3万m'2､64名の宅地の供用開始計画

に支障をきたしていた｡

直接施行の執行に係る仮換地指定は､従前地と仮

換地の双方とも使用収益ができない内容であり､し

たがって､土地区画整理法第 101粂第1項で定める

損失補償 (土地使用料)をともなうものである｡

一方､立木の伐採除却にともなう損失補償金も生

じており､土地使用料とともに執行後に直ちに支払

いを行うこととしたが､受領拒否があり民事供託を

行うこととした｡

なお､伐採による発生材は施行者において保管管

理を行い､仮換地の使用収益開始の通知を待って仮

換地先地に移動堆積して､引き渡し通知を行うこと
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によりすべての行為を完了した｡

12.存置整備の推進

存置家屋の存する区域については､道路が狭い､

私道がある､下水道がないなど基盤施設の整備が不

十分な状況にあり､これらを改善するため道路､排

水､上水､ガス､石積み等の整備を行う必要があっ

た｡

昭和59年に至って存置すべき建築物が確定された

のを受け､権利者に通知した ｢存置整備に関する方

針｣に基づき､実施設計に必要な基本整備条件を

｢存置区域設計要領｣としてまとめた｡

存置区域設計要領では､存澄家屋の存する宅地の

整備は基本的に行わないものとし､宅造協議の対象

外とした｡道路の縦断勾配については現況を尊重す

ることとし､やむを得ず存置宅地との間で高低差が

生ずる場合は､石積み擁壁を設置することとした｡

その他､下水､水道､ガスの宅内取込管の整備範囲､

存置宅地内の既存階段やスロープ､駐車場並びに存

置宅地間の民々境界の収扱いを定めた｡この要領及

び存置建築物の確定に使用した1/250精査図をもと

に実施設計を行った｡

工事着手にあたっては､実施設計図に基づき現地

精査を実施し､設計に表れない詳緋情報 ･条件を組

み込み設計内容を確認しつつ､各戸別に宅地への影

響範囲を説明し､物件移転等が生じた場合は必要に

応じて補償対応を行った｡

しかしながら､第-地区の束山田地区については

存置家屋が240戸と多くかつ集中していることから､

従来の方法では非効率であったため､工事着手後の

地権者との調丑をなくし､工事をスムーズに展開す

ることが早急な整備達成のポイントであるとして､

平成2年に存置整備専門プロジェクトを発足させ

た｡

存置整備専門プロジェクトは､事前調査を十分に

行い､設計時に様々な地権者の要望に応えられる体

制とし､工事部の存置担当専門役と区画整理､事業

計画､補償､工事､都市施設の担当者6名で構成さ

れた｡

この東山田地区の存置整備については､設計要領

で定められていた工事に加え､出入り口の階段､車

庫部の歩道切り下げ､逆法部のがけ処理及び軟弱地

盤対策という他の存置地区にはない特性があったた

め､新たに整備水準を定めた｡設計にあたっては､

万全を期すため縮尺1/50の補足現況測量を実施し､

詳細検討を可能にするとともに､地権者の理解を助

け､現地対応の省力化を図った｡

平成3年3月､公団が作成した造成案をもとに､

地権者代表で構成する地元調整小委員会で数度にわ

たる調整を行った後､地元要望を取り入れた修正案

を作成し､平成4年3月､第Ⅰ期工事範閲の地権者

に対し個別に説明を行った｡

地権者への個別説明に際しては､より極め細かな

対応が可能となるよう現地事務所を用意し､宅地内

での整備内容､工事方法､補償範閏についての合意

を図ったうえで工事に着手した｡

第Ⅰ期工事では､工事の進展につれ卿部に不都合

な箇所も生じたが､個々に対応策を協議しながら進

めた｡後の第Ⅱ期､皿期の工事ではそれらの経験が

活かされて順調に進められ､当初の予定どおり平成

6年度未に完了した｡
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13.緑の保存

港北ニュータウンのグリーンマ トリックスシステ

ムは､公園をはじめとする運動広場 ･校庭 ･計画建

設用地内の緑地等のオープンスペース､保存緑地､

文化財､神社､仏閣､屋敷林､樹林地などの地域の

歴史を保つ貸重な緑の資源を体系的に連続させてい

る｡保存緑地は､このグリーンマ トリックシステム

の重要な緑として民有地等の土地利用に組み込まれ

保存された｡このため､港北ニュータウンは豊かな

自然が残る新都市としての評価を得ており､総両税

約34万m2にもおよぷ保存緑地は､クヌギ ･コナラな

どの二次林を保存樹林として最大限に保全 ･活用す

ることにより､港北ニュータウンの■■ふるさと"を

しのばせる景観を創出している｡

ニュータウン内の保存緑地は､横浜市の ｢緑の環

境をつくり育てる条例｣に基づいて指定されている｡

この条例は､指定された土地の最終所有者が保存緑

地として所有 ･管理し､緑地保存地区の指定後､固

定資産評価上は山林としたうえ固定資産税相当額の

奨励金を所有者に遊付することにより､所有者の緑

地管理を積極的に助成する制度となっている｡工事

施工にあたっては､特に多数存在する自然がけにつ

いては､緑地保全のための措置を中心に検討 ･工夫

を行って造成工事を施工し､散策路の整備が行なわ

れた｡

豊かな自然の景観を残す保存緑地
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このように､公団 ･市 ･住民が三者一体となって

緑の保全 ･整備及び活用を図り､"グリーン･マ ト

リックスシステム"による緑豊かな街づくりを行っ

たことに対して､平成8年11月1EI,｢緑の都市岱｣

内閣総理大臣J貨が公団と市に贈られた｡

14.佐江戸北山田線の大擁壁

港北ニュータウンの南北の主安幹線である佐江戸

北山田線沿いの牛久保地区には､弥生時代中期の喋

滋集落の追跡である大塚 ･歳勝土追跡の存在が早く

から知られており､事業開始当初から同線の整備と

追跡の保存をどのように調整するかということが課

題となっていた｡

逝跡は地表下5m程度に点在していたため､移転

復元は困難であり､また､この追跡と佐江戸北山田

線の計画道路面との高低差は約19mあり､遺跡保存

のために佐江戸北山田線の平面及び縦断線形を大幅

に見直すことはもはや不可能であった｡

このため､構造物等による土儲処理により可能な

かぎり追跡を保存することとし､地上高が最大約18

m､擁壁施工幅6m(うち3mを構造物の設置範囲)

の大擁壁を設けることとした｡

しかしながら､擁壁の位置は市営地下鉄センター

北駅に近く､また周辺には歴史陣物館､歴史公園等

が計画されており､さらに周辺の緑地については保

全する方針となっていた｡

そこで､擁壁の設計にあたっては､景観を重視し

た構造とするためデザインに配慮するとともに､擁

佐江戸北山田線の大擁壁
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壁の施工にあたっては､追跡及び追跡影響範囲内に

は手を加えないよう8タイプの擁壁について経済

性､構造性､施工性､追跡への影響等の比較検討を

行い､その結果､経済性に優れ､フーチング前牡が

小さいため道路への影響が少なくなるアンカー併用

逆L式を選定して施工がなされた｡

同遺跡は､昭和61年 1月に国史跡として指定され

るとともに､歴史公園の一部として保有されること

となった｡

15.都筑インターチェンジの建設

昭和57年6月に第三京浜道路港北インターチェン

ジを経由して､新横浜と国道 246号を結ぶ新横浜元

石川線が開通し､市北部の交通混雑の破和に寄与す

ることが期待された｡しかしながら､昭和62年には

港北インターチェンジの1日当たりの通過交通塵が

5万台に達することとなり､慢性的な交通渋滞に悩

まされることとなった｡日本道路公団は､これを解

消するために第三京浜道路に新たなインターチェン

ジを建設することを発表し､昭和62年12月に新イン

ターチェンジの事業許可をとった｡翌63年から地権

者説明会､平成元年には用地取得について事業対策

委貝会で説明され､平成2年に着工されることとな

った｡その後､平成6年12月に横浜市､日本道路公

団及び住宅 ･都市整備公団の間で新インターチェン

ジ開設にかかる費用の負担や工事の実施に関して協

定書が締結され､翌7年4月に ｢都筑インターチェ

ンジ｣が開設された｡

16.新都市施設の整備

安全で快適な都市環境をつくり､また効率的な都

市運営を行うため､港北ニュータウンでは､新都市

施設として①共同満及び寵線共同収容溝､(む地域冷

暖房､③CATV及び①地下鑑串場を導入した｡
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豊かな都市空間を創出するため､当初港北ニュー

タウン全域について如電柱化する計画としていた

が､費用負担等の課題から昭和55年に至ってこれを

断念し､幹線道路､歩行者専用道路及び緑道の合計

延長約99Km並びにタウンセンター及び駅前センタ

ー地区について無電桂化することを決定した｡

このうち､特にタウンセンター地区及び駅前セン

ター地区については､商業施設だけでなく､業務 ･

文化 ･住宅などの多様な機能や大小さまざまな空間

形態が複合して形成される多機能複合型のセンター

となるため､電力線､その他の電線類､上水道管及

び地域冷暖房配管を収容する共同満と､電線類のみ

を収容する電線共同収容満があわせて計画され､と

もに地中化を図るものとし､互いの機能を補完しあ

う "共同満ネットワーク"を形成している｡

タウンセンター地区においては､全域における整

備を前提として､街区の特性や道路の機能に応じて

総延長2kmの道路部に敷設される共同鮪と､歩行

者専用道路等に敷設される電線共同収容経を併用

し､また駅前センター地区では歩道部に敷設される

電線共同収容満により､地中化が進められている｡

また､タウンセンター地区では､商業 ･業務施設

や文化施設を中心としたさまざまな施設が立地する

ため､冷暖房に非常に多くのエネルギー消費が予想

されることから､エネルギーの一括供給のための地

域冷暖房システムも導入された｡地域冷暖房システ

ムの導入により､地球的規模で課題とされている環

境汚染の防止や水､電気を中心とした省エネルギー

問題にも寄与し､次世代の新都市づくりに貢献する

ことができるものと期待されている｡

地域冷暖房システムの導入にあたっては､タウン

センター北駅を中心とした第-地区とタウンセンタ

ー南駅を中心エリアとした第二地区にそれぞれプラ

ントを設置し､合計30ha､延床面積70haの熱供給サ

ービスを行うものとして港北ニュータウン熱供給㈱

が設立され､平成7年4月から､同時に業務を開始

した都筑区役所をはじめとする第二地区の施設への

熱供給が始まった｡



一万､21世紀に向けた多機能複合都市としての位

置づけから､港北ニュータウンは横浜市におけるイ

ンテリジェント･シティ整備計画における重点整備

地区に指定されており､市民や企業に対して高度で

多様な情報サービスの展開が期待されていた｡この

ため､公団はCATVを都市基盤施設の一つとして

位澄づけ登僻を行っている｡サービスエリアを6ブ

ロックに分割し､メインセンター及びサブセンター

の配置により合計16波のサービスを全域に行ってい

る｡公団が暫定的に管理 ･運営を行い､業務を㈱港

北都市開発センターに委託している｡

㈱港北都市開発センターは､平成8年12月郵政大

臣よりCATV事業の認可を得て､平成9年3月末

に公団から施設の譲渡を受け､平成9年4月から32

CHの都市型CATV事業を開始する｡

公団､㈱港北都市開発センター､NTTデータ通

信㈱は共同でCATV高度情報化対応実験を平成9

年度より2か年間実施する｡双方向CATVを使っ

て､3次元CGの ｢バーチャル ･モール｣で多様な

生活情報サービス等をプロムナード仲町台､ビュー

プラザセンター北の10∝)世帯のモニターに試験提供

する｡

さらに､横浜市の副都心として商業 ･業務 ･文化

施設などの多様な施設が集積するタウンセンター地

区は､車社会に対応したマスタープランの修正がな

され､駐車場需要に対応するため､公的鉄率場とし

てはタウンセンター内に合計約2,400台 (第-弛区約

1280台､第二地区約1,120台)が計画されている｡特

に自動車の流入が集中するセンター北駅及び両駅で

は､路上戯車の解消､交通渋滞の横和を図るため､

駅前広場の整備に先行して､地下2階の自走式地下

駐車場整備が進められた｡これにより､駅前広場の

地下駐車場には､あわせて約 1,100台の駐車スペー

スが整備された｡

17.事業の完了

(り基盤整備工事の完了

港北ニュータウンの公団施行地区1317haにおいて

盤備された基盤施設は､都市計画道路11路線 ･延長

313km､歩行者専用道路13路線 ･延長15.0km､区画道

路等をあわせた総延長は3Z).4kmに及ぶものである.

また､地区公園をはじめとして整備された公園 ･

緑地面積は総計123.1haに連した｡

港北地区における土地区画整理事業の基盤整備工

事は､事業認可以来22年の歳月を経て平成8年3月

に概成した｡

(2)公共施設の引き継ぎ

道路等公共施設の管理の引継ぎについては､土地

区画整理法では､換地処分の公告の翌日に市の管理

に属することが原則であるが､換地処分以前におい

でも工事が完了した場合には引継ぎができるものと

されている｡

このため､工事完了による部分引継ぎについて市

と協議した結果､道路については､lI折口59年以降､

ある一定のまとまり (′ト街区単位)が完成し､所定

の条件を満たせば引継ぎができることとなった｡

引継ぎ数量が膨大であることにともなう図書作

成､補修工事等の引継条件及び業務体制等を考慮し､

引継ぎ数量を均等化するため､全体引継計画を作成

して引継ぎが実施された｡

当該箇所の宅遊検査及び仮換地指定の終了､事業

完了報告の実施､仮換地指定の地番の住居表示への

移行､公道から公道への接続が主な引継ぎ条件であ

り､道路台帳 (地下埋設物台帳を含む)､道路構造

図等を提出して引継ぎが行われた.

また､公共下水道についても､同様に部分引継ぎ

としたが､港北ニュータウンの下水道事業の進め方

が､｢-流域の完成及び下流からの引継ぎが原則｣

という引継条件と一致していないこと､また､雨水､

汚水の流域も端なることから､引継区域の設定が困

難であった｡
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その後､市と協議を重ね､昭和61年以降､下流か

らの引継ぎを原則としながら､-流域の引継ぎが2

年度にわたっても概ね半分程度が引継ぎ可能であれ

ばよいこととなった｡公共下水道についても､道路

の引継ぎと同様に全体引継計画を作成し､引継ぎが

実施された｡

このほか､公園 ･緑地についても昭和58年以降､

完成したものは年度末一括引継ぎとなっていたが､

児童公園 (街区公園)については､公園の完成後で

きるだけ早く使いたいという地元住民の要望を考慮

し､平成3年度から年2回の引継ぎとなった｡

(3換地処分

昭和52年の仮換地の供覧以後､仮換地を確定する

ため種々の対応を行うとともに造成工事を推進する

ことにより､平成6年3月までに約83%の仮換地指

定が行われ､基盤整備工事は公園と計画建設用地の

一部を除いてほぼ事業スケジュールどおり平成8年

3月に完了する見通しがついたため､換地処分の時

期について関係機関と調整を行い､平成6年4月に

換地処分の時期を平成8年9月末と設定した｡

換地処分により､港北ニュータウンを管轄とする

横浜地方法務局港北出張所に区画整理登記が栴託さ

れることとなるが､その登記件数は約6万 7千件に

のぼるため､登記事務の円滑な対応と登記閉鎖期間

の短縮を図るよう､換地処分公告までのスケジュー

ルを設定し､事前に港北出張所の登記事務の準備体

制を整えておく必要があった｡

このため､換地計画縦覧から換地処分公告までの

日数は､公団内部の作業期間と各手続きで必要とな

る日数をあわせて6箇月と設定した｡

一方､平成2年には仮清算の申出者を対象とする

仮清算が行われており､申出者と換地処分時に清算

する者との公平性の確保のため､清算金の時点修正

が行われた｡時点修正は､土地収用法第70条の修正

率の算定方法に準じて行われ､仮構算から本清算に

移行する権利者への説明も､平成6年10月に実施し

た｡

また､平成5年11月から横浜地方法務局及び神奈

川県との町名 ･地番及び地目等土地の表示と公図の

作成方法等の協議 ･調整を行い､町名 ･地番は､住

居表示による町名 ･地番と同じ表示とした｡道路の

地番は宅地と区別するため 100番から付番するもの

とした｡地目については､事業の目的に照らし､施

行前の地目にかかわらず､原則として宅地とするこ

ととし､換地計画の供覧時に権利者に周知し､権利

者の土地利用の意向を踏まえて設定した｡

このような準備を踏まえ､平成6年9月から換地

計画案の作成を開始し､審議会及び評価月への説明

を経て平成7年5月から3か月間にわたりその内容

を供覧することとした｡権利者数は､当初事業計画

の認可時点からおよそ2倍の約10,鋭X)人に増大して

おり､換地計画の円滑な収束を図るためには縦覧に

先立って供覧を行うことが必要であった｡

供覧に際しては､各権利者に事前に送付された各

筆各棟利別清算金明細書及び説明資料に基づいて個

別に説明が行われ､期間中約4.(X氾人の権利者が供覧

会場を訪れた｡供覧された換地計画に対しては､換

地の位置 ･評価､換地処分後の地番等に関して第-

地区では6通､第二地区では5通の意見書が出され

たが､これまでの仮換地等の審議の場合と同様に､

公団の処理方針を審議会及び小委員会に説明して了

解を得たのち､意見書碇出者に個別に説明を行って､

概ねの了解が得られた｡

平成8年 1月､大壷の換地明細書等換地計画の内

容に万全を期すため､縦覧に先立って換地計画の認

可機関である神奈Jlト県により換地計画関連図書につ

いて事前審査を受け､つづいて2月には審議会に諮

問を行って異議ない旨の答申を受けると､4月3日

から同月16日まで換地計画の縦覧を実施した｡縦覧

期間中には換地計画に対する意見書の提出はなく､

実質的に換地計画が決定した｡

平成8年6月13日公団は神奈川県知事に換地計画

の認可申請を行い､同28日神奈川県知事により認可

の公告が行われた｡

7月1日､公団は関係権利者に対して､配達証明

郵便により換地処分通知書を送付し､また住所不明
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の権利者については公示送達を行い､関係権利者全

則 こ換地処分通知書が到着したことを確認したうえ

で､9月171]神奈川県知事に換地処分の届出を行った｡

平成8年9月29日､神奈川県知事は換地処分の公

告を行い､事業認可以来約22年間に及んだ横浜北部

新都市第-地区及び同第二地区の土地区画整理事業

は､港北ニュータウンの主要な区域の公共施設と宅

地の整備を終えて完了した｡

(4)推進協の解散

土地区画整理事業による基盤整備工事がすでに完

了し､換地処分のスケジュールが明らかになってき

た平成8年7月､第46回推進協合同協議会が開催さ

れ､推進協の今後の取扱いの検討について代表委員

会に委ね､その結果を次の推進協総会に諮ることが

了承された｡

これを受けて代表委員会 ･4地区正副会長会議が

開かれ､協議の結果､市営地下鉄4号線の建設も具

体化し､4地区の共通の課題はほぼ見通しがつけら

れたことにより､推進協の使命はおおむね終了した

という結論に逢した｡

平成8年11月29Er､都筑ふれあいの丘体育館で開

かれた第11回推進協総会において､推進協は同総会

を機に解散することを決定し､以後､住民相互の連

携により豊かな地域社会と活力ある21世紀の街を形

成していくことを決議して､前身の対策協以来29年

の長きにわたる歴史に終止符を打った｡
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まちづくりの新たな展開

1.タウンセンターのまちづくり

(1)タウンセンター形成への課題

昭和00年､長年の懸案事項であった地下鉄3号線

の建設着工に明るさがみえ､いよいよタウンセンタ

ーの建ち上げに向けて始動すべき時期にきていた｡

タウンセンターとしてふさわしい商業 ･業務施設等

のビルトアップは､港北ニュータウンが新都市とし

て離陸するための壌重要課題であった｡

しかしながら､申出調査以来約10年の歳月が経過

するうちに､消費者動向と商業環境は大きく変わっ

てきており､昭和50年代に流通業界では総合スーパ

ーマーケットが百貨店を席巻し､大規模小売店舗法

(大店法)が実態的に規制強化されながらも､スー

パー業界による郊外型のショッピングセンターが全

国各地で展開され､新しい商業施設の形態として複

合 ･大型化が進んでいた｡

さらに､モータリゼーションの進展により､特に

大都市圏の郊外部における郊外型ショッピングセン

ターでは､大規模姓串場の設置が必須の条件となっ

ていた｡

このような背景から､昭和56年に発表された ｢よ

こはま21世紀プラン｣を契機として､タウンセンタ

ー地区には商業 ･業務機能を中心とする横浜市の副

都心の核としての位置づけが与えられ､タウンセン

ターのマスタープランが変更されたのである｡

一方､申出調査とその後のグループ討議による調

整により､タウンセンターには第-､第二地区あわ

せて420名の権利者の仮換地が定まっていたが､当

初から敷地の共同利用を前提として､仮換地を短冊

型に細分化した街区もあり､敷地の共同利用による

建築物の建ち上げ方策は､仮換地原案の決定以来の

大きな課題となっていた｡

タウンセンターのマスタープランの変更にともな

って設定された民有地による大型店舗用の街区であ

る共同化義務街区についても､建築物の建ち上げ方

策については依然として課題となっていたO

タウンセンターづくりを進めるにあたっては､こ

のような社会経済の変遷､市民ニーズの変化等を背

景としたコンセプトを持ったうえで､具体的な商業

地づくりの方法について検討するとともに､権利者

による建築物の建ち上げを強力に支援する方策が必

要とされていたのである｡

(2Xf栽巷北都市開発センターの設立

タウンセンターのマスタープランの変更にともな

い､センター･全体の施設の誘導 .整備と権利者によ

るセンター形成の支援を行うためには､公団法に基

づく業務内容を超えた業務を行うことができる新た

な組織体が必要となってきた｡

昭和63*1月のタウンセンター世話人会において､

市と公団は､このような考え方にもとづいて､タウ

ンセンター開発の先導的な役割を担う第3セクター

の設立について提案を行い､同年 7月の推進協合同

協議会において第3セクターの設立が了承された｡

この提案はただちに実行に移され､平成元年2月､

港北ニュータウン及びにその周辺において､商業施

設､業務施設､文化施設､レジャー施設など広範囲

で高度な機能の艦備､充実を図るため､市及び公団

をはじめとする関係検閲の共同出資による第3セク

ターとして㈱港北都市開発センターが設立された｡

㈱港北都市開発センターは､タウンセンターの公

団用地における商業 ･業務施設の計画 ･建設を推進

しつつ､第一地区の共同化義務街区の権利者の一員

として地権者法人の設立に参画し､施設の建設に係

る施主代行業務を受託して､開発､建設に係る業務

全般を行うほか､施設完成後の建物の維持､管理を

受託する等の業務を行うこととなった｡また､タウ

ンセンター内の高次都市基盤施設の管理受託を行う

など､タウンセンターの建ち上げ､管理､運営にわ

たる広範な業務を担うことが期待されている｡

(3)タウンセンター開発推進協議会の設立

タウンセンターの祉ち上げについては､昭和62年

2月に発足したタウンセンター世話人会及びその後

の代表者会議において､関係者により検討が進めら

れていたが､修正マスタープランに基づきタウンセ
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ンタ-整備を進める体制について代表者会議で議論

され､平成3年3月基盤施設及び施設建設等の雅進

と諸課題の解決を図るために代表者会議を ｢タウン

センター開発推進協議会｣に改組することが決定さ

れた｡

同年6月､タウンセンター開発推進協議会が正式

に発足し､権利者を中心として市､公団及び附き港北

都市開発センターによって構成されることとなった｡

タウンセンター開発推進協議会には､開発ルール

部会と事業化促進部会とがあり､開発ルール部会で

は平成4年 1月から街並み寮観形成に関する検討を

皮切 りに､同年10月から街づくり協定に関する検討

をはじめ､また事業化促進部会では平成4年 1月か

ら事業化概略と事業モデル地区の検討を開始し､事

業化の促進や共同事業の推進等について検討を行っ

てきた｡

その後､核的大規模禎合施設の建設に向けて調査

研究を行うとともに､権利者相互の合意形成を図る

ことを目的として､平成2年7月に第二地区共同化

義務街区開発雅進会 (第二地区開発推進会)が､同

年8月に第-地区共同化義務街区開発推進会 (第-

地区開発推進会)がそれぞれ発足した｡

第-地区では､権利者のひとりとして公団が開発

推進会をリードしていた｡当初､同会ではディベロ

ッパーへの事業委託が検討されたが､第-地区タウ

ンセンターの節一期事業として公団が祉設するブラ

ザビルの建ち上げを進めていた㈱港北都市開発セン

ターが､ブラザビルと共同化義務街区を一体的に計

画し､共同化義務街区の経常にも参画する意向を示

したため､1.OX)m2の公団換地を同社に譲渡し､以後､

㈱ 北都市開発センターのコーディネートにより二

つの核的複合施設の建設が進められることとなった｡

平成3年10月､同社は企業を対象としてテナント

等進出意向調査を実施し､進出意向が強く具体性が

あると考えられた核テナント4企業をリストアップ

した｡つづいて､これら4企業による権利者への説

明会が開催され､平成5年3月に第-地区開発推進

会は誘致企業の最終選考に向けて2企業と交渉を開

始し､事業化に向けた実作業を開始する旨の合意書

を交換した｡

その後､タウンセンターの先導的核施設の建設を

実務的に進めるため､第-地区開発推進会は発展的

に解散し､平成5年8月に第-地区共同化義務街区

建設組合が設立され､同組合から施主代行業務を受

託した㈱賂北都市開発センターが､早期建設を目指

して企業と協議を重ねた結果､阪急百貨店の進出が

決定した｡

平成7年6月30[=二は､事業主体としてのいわゆ

る地権者会社である ｢第-共同開発株式会社｣が地

権者全員により設立され､同時に阪急層#店と同社

の間で出店に関する基本合意が締結された｡

一方､計画面においては､地権者が所有する土地

に対して､第一共同開発㈱を地上権者とする地上権

の設定登記を平成8年3月に終え､また､平成8年

度には ｢優良建築物等整備事業｣の補助を受け､平

成11年度開業をJ]指して基本設計 ･実施設計を進め

ているところである｡

第二地区開発推進会においては､事業主体を決定

するために､権利者が自ら民間事業者と接触する等

自発的な活動が行われていた｡平成3年9月に百貨

店6社を指名､4社が応募して開発事業コンペが実

施された｡その後､企業との交渉のなかで事業委託

企業を決定する一方､平成4年5月に第二地区共同

化義務街区建設組合 (第二地区建設組合)が設立さ

れ､大規模複合商業施設立地への歩みは着々と進行

していたが､折しもバブル経済の崩壊､百貨店業界

の軽骨悪化等不測の事態が重なり､平成5年11月に

第-･交渉順位にあった百煉店はけり古断念の意向を表

明するに至った｡このため､第二地区建設組合は､

翌 6年11月に西南東急百貨店を中心とする東急グル

ープへの事業委託を決定し､12月には基本協定を締

結した｡

以後､事業の具体化に向け､計画内容を詳柳に検

討し､平成7年6月に建設組合を事業者組合に改組

し､同年11月にはピルの名称を ｢センター南駅前共

同ビル｣と決定し､大店法の手続きを開始した｡さ
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らに､平成8年3月には平成10年春の竣工に向けて

工事に着手した｡また､同ビルの賃貸借 ･管理のた

めの管理法人として ｢センター南駅前共同ビル株式

会社｣を組合月が出資して株式を取得し､現在に至

っている｡

(4)ブラザビル (仮称)の建設

第-地区タウンセンターにおいては､センター北

駅と駅前広場との中間に位匿する公団用地を活用し

て､駅ビルとしての性格を有し､鉄道利用者等の来

街者にとっては ｢街の顔｣となり､かつ､タウンセ

ンター開発の先導的役割を担う複合商業施設 ｢ブラ

ザビル (仮称)｣が､公団により計画された｡

同ビルは平成7年4月建設決定がなされ､第-也

区のアイデンティティの確立とともに隣接する共同

化義務街区との相乗効果が発揮できるよう地上 6

階､地下4階建の建物には文化､ファッション､ス

ポーツ､銀行等さまざまな施設を複合化し､センタ

ー北駅と駅前広場とを結ぶ自由通路や約 100台の風

車場を確保する計画のもとに､平成10年3月の開業

を目指して建設が進められている｡

港北ニュータウンには､タウンセンターのほかに

地域住民のためのセンターとして､駅前センターが

4箇所､近隣センターが6箇所ある｡

2.駅前･近隣センターのまちづくり

これらのセンターのうち壕も早く開設されたの

は､第二地区北西部に位置する荏田近隣センターで

あり､昭和58年8月の第二地区のまちびらさにとも

なって ｢レンガ通りのステキなお店｣をキャッチフ

レーズとしてオープンし､それ以来地域に根づいた

商店街が形成されてきた.同センターでは､昭和55

年から街づくりに関する勉強会が始まり､畔備会を

結成､昭和57年に荏田近隣センター街づくり申し合

わせが決定された｡街づくり申し合わせは､建物の

デザインに関して統一することが望ましい1階部分

の壁面後退や軒高､サービスヤードの共同化などの
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事項について定めており､全体としてまとまりのあ

るセンターの形成を目指したものであり､その成果

は現在の ｢荏田南-衝街｣としての商店街形成に現

れている｡

一万､第一地区のまちびらきは､第二地区から7

年を経過した平成2年春中川地区で行なわれ､この

地区の中心となる中川駅前センターでは､昭和61年

から街づくりに関する勉強会を郡み重ね､昭和63年

5月に地権者協議会の発足を経て､地形的条件や緑

盟かな周辺環境などを生かした)=ll世ヨーロッパの街

鹿みをイメージした ｢ネオ ･ロマンチック｣をテー

マに､地域住民に快適な環境を提供すべく街づくり

を進めている｡｢中川駅前センター街づくり協定｣

は､このために平成2年2月ニュータウンで初の街

づくり協定として締結されたものである｡既に郵便

局､交番が開設され､フィットネスクラブ､ホーム

センター､スーパー等がオープンし､平成8年10月

には建物建設率も60%を超えて脹わいも本格化して

きた｡平成7年12月､同センターへの出店者を中心

にして中川駅前商業振興会が設立され､商店街とし

ての繁栄と営業者相互の発展のための第一歩が踏み

出された｡

駅前センター地区または近隣センター地区に換地

が定められることになった権利者は､それぞれの地

区で勉強会等を開催し､センター形成のノウハウと

具体策を検討 ･調査するとともに､準備会､協議会

等の権利者組織を発足させ､これらの組織によりほ

とんどの地区において､街づくり申し合わせが決定

された｡北山田駅前センター､茅ヶ崎近隣センター

中川駅前センターと駅前広場



及びイ叩r台駅前センターでは､権利者の舷窓により

街づくり協定が締結され､各センターの個性を塵祝

し､環境と調和した建築物整備等が進んでいる｡

川和駅前センターでは､IITJ'利158年からの勉強会､

Ⅰ馴1160年2月の地権者協識会の発足を経て､平成4

年2Jjの同協議会において､街づくり協定の内容が

協議されたが､決定に至らず暫定で取り扱うことと

して､既に権利者の共同化によるホームセンターを

はじめ大型ディスカウント店がオープンしている｡

また､仲町台駅前センターは､昭和63年から勉強

会が始まり､平成2年3月協談会が設立され､平成

5年3月における ｢仲町台駅前センター街づくり協

定｣として結実した｡同センターは港北ニュータウ

ンにおける横浜都心部からの玄関l｣としての役割を

担っており､台地状にひらけた地形特性､周辺施

設の立地及び緑に恵まれた環境を活かし､｢自然と

人間｣を街づくりのテーマ､｢ネオクラシック｣を

デザインテーマ､｢花｣をふれあいテーマとして､

これらのテーマに沿った街づくりを展開し､個性と

魅力を持ち､娠わいのある街の創造を目指している｡

既にコンビニエンスス トア､薬局､郵便局､スーパ

ー等が開設され､権利者の共同事業による建築物准

備にも若J:した｡

同センターでは､供用開始から僅か3年余の問に

民有地の概ね半数のビルトアップが進展し､平成8

年9月に仲町台商業振興会の発足をみるに至った｡

また､佐江戸近隣センターでは､I馴口61年から街

づくりに関する勉強会が始まり､近隣センターにふ

川和駅前センター
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さわしい商環境､住環境を維持し､調和のとれた街

づくりを目指して､平成5年5月に ｢佐江戸近隣セ

ンター街づくり申し合わせ｣が決定された｡既にコ

ンビニエンスストア､クリーニング店等がオープン

している｡

これらのセンターづくりに向けての活動と相前後

して､平成4年には駅前 ･近隣センターが相互に情

報交換を行うため､情報誌 ｢パートナー｣が佃倦北

ニュータウン生活対策協会から発刊され､他のセン

ターの進捗状況､街づくりの方法等が情報として行

き渡ることとなった｡それぞれのセンターは､互い

に競いながら補完しあって､それぞれの個性をのば

すことが要請される時代に入った｡

平成5年3月には待望の市営地下鉄3号線が開通

し､各駅前センターの充実に拍車がかかり､商業施

設等の建設は急ピッチで進んでいる｡また､大量輸

送機関の整備による人口定着の進捗にあわせて､そ

れぞれのセンター地区の唯備に向けての準備が進ん

でいる｡

供用開始が後発となったセンター地区において

も､それぞれのまちづくりのための勉強と活動が長

年にわたって続けられており､特に北山田駅前セン

ターと茅ヶ崎近隣センターにおいては､土地利用計

画の見直し､すでに決定されていた仮換地の調整等

の過程を緯て､まちづくりに多大な努力が払われて

いる｡

北山田駅前センターは､ 市常地下鉄4号線の駅前

センターであり､車社会及び大型店舗への対応とい

う社会状況の変化を菅栄に､土地利用計画が見直さ

れ､日吉元石川線を挟んだ駅前広場の分離､区画道

路の変更による回遊性の増大､人と車双方の商業施

設等の利用を高める区画道路の設計変更､センター

の核となる大規模街区の耐(選等の措置がとられ､計

画変史にともなう換地調整を行って､センターづく

りが進められた｡平成3年の勉強会の開始､同年10

月の協議会の発足を経て､北山lil富士や盟かな自然

の潤いが共存するセンターの形成を目指し､｢オア

シスタウン｣を街づくりテーマ､｢南欧スタイル｣



をデザインテーマとして､平成8年3月に ｢北山田

駅前センター街づくり協定｣が決定され､将来の北

山田駅勢圏の中心地にふさわしい個性的で魅力のあ

るセンターづくりが進められている｡

また､茅ヶ崎近隣センターは､昭和61年の市営地

下鉄3号線の高架構造への変更と､これにともなう

用途地域の変更に対応するため､大型の物品販売店

舗が立地可能な街区規模の拡大と区画道路の幅月拡

幅が行われるとともに､動線計画の見直し､回遊性

の向上等の土地利用計画の見直しが行われ､換地調

整も入念に行われてまちづくりが進められている｡

昭和63年から勉強会がスタートし､協議会も発足し

た｡幹線道路に接した立地特性や恵まれた緑豊かな

環境を生かし､｢マーケットタウン｣を街づくりテ

ーマ､｢ア-リーモダン｣をデザインテーマとして､

平成7年6月に ｢茅ヶ崎センター街づくり協定｣が

決定された｡協定名から ｢近隣｣を削除して､より

広域的な商圏を背景としたセンターの形成を目指し

ている｡隣接する茅ヶ崎公園にはプールもオープン

し､艦わいを増している｡

このほか､新吉田近隣センター及び東山田近隣セ

ンターではいずれも平成6年から勉強会を開始し､

同年近隣センターにふさわしい商環境､住環境を維

持し､調和のとれた街づくりを目指して､街づくり

申し合わせが決定されている｡新吉田近隣センター

は､平成7年4月に開設された第三京浜道路都筑イ

ンターチェンジに至近な位置にあり､立地特性を活

かした特色あるセンターづくりが望まれている｡牛

久保近隣センターは､最も遅い平成7年から街づく

りに関する勉強会が始まったが､街づくり申し合わ

せの決定には至っていない｡第-地区のタウンセン

ターに近いこともあり､住宅地の中のセンターとい

う特性を活かしたセンターづくりが期待されて､供

用開始された｡

3.中央地区の計画

第-地区及び第二地区のタウンセンターに挟まれ

て ｢その他地区｣とされてきた ｢中央地区｣につい

ては､港北ニュータウンの一体的発展を目指して､

市及び地元地権者からなる ｢タウンセンター関連地

区研究会｣により､昭和62年から面的整備に関する

検討が行われていたが､平成3年10月､中央地区の

事業化への一層の推進を図るため､関係地権者及び

関係機関の調整組織として同研究会が ｢タウンセン

ター関連地区整備促進協議会｣に改組された｡

平成3年度に同研究会と市からそれぞれ公団に対

し､中央地区の事業化の検討が依練された｡公団は､

同研究会が改組された ｢港北ニュータウン中央地区

整備促進協議会｣に検討結果の説明を行った｡同協

議会は関係権利者全月にアンケー ト調査を実施し､

これを受けて､公団に対して土地区画整理事業の施

行要請を行った｡なお､横浜市からも同様の施行要

請が平成4年5月になされている｡

中央地区の開発目標は､この地区が南北のタウン

センターを連絡する枢要な位置にあることから､基

本計画においては､タウンセンターの機能を補完し､

これと一体となって､横浜北部副都心の形成を図る

とともに､これに必要な幹線道路､鉄道等の整備を

促進し､あわせて住宅､工場等が混在した既存の土

地利用を整序し､健全かつ良好な環境を有する市街

地を形成することとしている｡

公団は開発意向調査や農林調整協議を経て､平成

3年度末から用地買収に着手し､平成5年9月まで

に地区面積23.7haのうち2Bhaを取得した｡

平成5年度から市街化区域編入等の都市計画につ

いて関係機関との協議を進め､平成7年3月に都市

計画決定された｡

既存住宅､工場等の受け皿以外はできる限り副都

心形成に寄与する土地利用を実現すること､並びに､

早期着手､早期整備という権利者の強い意向を受け､

認可後速やかに移転補償､工事着手が可能となるよ
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う､事業認可までに仮換地を定めることを目的に､

全宅地について換地を申出によって定める選択換地

方式を採用することとし､平成6年12月に仮換地の

申出アンケートが港北ニュータウン中央地区整備促

進協議会により実施された｡その結果､住宅地区､

沿道施設地区への申出が集中し､換地調整に時間を

要することが予想されたため､事業計画認可の準備

は､当初土地利用計画案で進められることとなった｡

以上のような経過を経て､平成8年2月29日中央

地区土地区画整理事業が事業認可された｡

中央地区の位置と土地利用計画図
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4.地下鉄 4号線の計画

地下鉄3号線の着工後､残された地下鉄4号線の

事業化をいかに具体化するかが､地元感情からも重

要課題となっていた｡

市は地下鉄4号線の施策上の位置づけを検討して

きたが､平成6年高秀市長のもとで策定された新た

な市の総合計画である ｢ゆめはま2010プラン｣にお

いて､副都心の強化 ･育成を図り､横浜が多心型の

都市構造を形成し､首都圏における業務核都市とし

て発展していくうえで､重要な路線として横浜環状

鉄道 ("シティループ")を発表し､地下鉄4号線を

"シティループ''の一部として位置づけて､その早

期建設を掲げた.この ｢ゆめはま2010プラン｣によ

り､地下鉄4号線 (日吉～港北ニュータウン～中山)

は､市交通局を事業主体として､平成8年度免許申

請､9年度免許取得､10年度建設着工､15年度開通

を目標として動きだすこととなった｡

シティループ

出典 :｢港北ニュータウン｣平成5年10月



5.都筑区の誕生

横浜市では､昭和59年6月に行政区審議会から､

港北区及び緑区について､港北ニュータウンを-行

政区とし､港北区の残る区域を-行政区､緑区の残

る区域をJR横浜線沿線と東急田園都市線沿線区域に

分けてそれぞれ-行政区とする行政区再編成の答申

が示されていたが､両区における人口定着の遅れ等

によりその実施が見送られていた｡

平成3年4月､市は横浜市行政区再編成審議会を

新たに設置し､この基本方針に沿って住民意識､地

域特性等を総合的に考慮しながら具体的な行政区再

編成案を検討することを諮問した｡

行政区の再編

同審議会は､約 1年間の検討を経て平成4年5月

港北区及び緑区を4区に分割する答申を行い､港北

ニュータウンをその大部分とする区域が新たに行政

区として独立することとなった｡

次いで､横浜市区名選定委員会が新区名の公募を

行い､港北ニュータウンを含む区域の新区名として､

古くからこの地域の呼び名であり､また港北区とし

て横浜市に編入される以前の行政区名であった都筑

郡に因んで ｢都筑区｣が選定され､決定した｡

平成6年11月6日､青葉区とともに都筑区が新た

に誕生し､港北ニュータウンは文字どおり ｢都 (み

やこ)を筑 (きづく)｣区として一体の行政区とな

ったのである｡

･65･
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港北ニュータウンの今後の展望

港北ニュータウンは昭和40年2月の横浜市六大事

業の発表からすでに30年余り､また昭和49年8月の

公団の施行による土地区画整理事業の事業計画認可

から数えても22年の時が経過した.

横浜北部新都市第-､第二地区土地区画整理事業

は換地処分を終え､事業の目的とする都市基盤整備

は概成を迎えた｡

ここに至るまでの歳月をふりかえると､日本の社

会経済は大きく変化し､国民の生活意識や価値観も

それとともに変わってきた｡港北ニュータウンはこ

れらの変化を敏感に受けとめ､権利者､横浜市そし

て公団は､未来に描いた夢を追いながら知恵を出し

あい､数々の苦難の歴史を乗り越えてようやくここ

にたどり着いた｡

また､昭和58年のまちびらき以来､新たな住民が

ニュータウンに移り住み､公団施行地区に居住して

いた 7,500人の人々をあわせて平成9年には人口8

万人を数える街に育ってきたのである｡

平成6年11月には､港北ニュータウンは港北区と

緑区から新たに分区された都筑区の大半を占める地

域となった｡これにより､港北ニュータウンは､そ

の区域がほぼひとつの区として独立した唯一の大規

模ニュータウンとなった｡

したがって､港北ニュータウンに住まう人々は､

都筑区という行政圏域を基盤に､事業地区内の権利

者あるいは地区外からの居住者という立場を離れ､

ひとつのコミュニティを形成することとなった｡

また､多機能複合都市を掲げる港北ニュータウン

には､さまざまな企業､施設に人々が働き､公共 ･

公益施設を利用する人々が訪れる｡これらの人々と

地域に住む人々が交流 ･融合し､ひとつの複合体と

して成長を続けていくこととなるのである｡

地域づくり､都市づくりは､人々の生活と経済活動

の基盤となるこれらの都市の器を活用し､将来にわた

って永く続けられていくものであり､いま都市の器づ

くりを終えた港北ニュータウンは第二のステージを迎

えたといえる｡

特に､これから本格的なまちづくりを迎えるタウ

ンセンターは､首都圏における業務核都市である横

浜市の業務集積地区として､横浜市の副都心として

の発展が､港北ニュータウン内のみならず､ニュー

タウンをとりまく数多の人々から期待されている｡

タウンセンターの約73haに及ぶ商業 ･業務用地

は､新宿副都心区域をも凌ぐ大塊模なものであり､

今後開発が進んでいく中央地区をあわせると､ゾー

ン面積は9)haにも達することとなる｡タウンセンタ

ーには､既に地域の中心となる都筑区役所が業務を

開始し､地域の歴史の源を辿る横浜市歴史博物館も

開館した｡さらに､近年中に建設される行政､医療

等のサービス施設も計画が進んでいる｡また､核と

なる大規模複合施設として､ブラザビル (仮称)の

建設や西南東急百貨店の建設も進められ､阪急百貨

店の進出が決定し､タウンセンター地区の市街化が

着実に進んでいる｡

一方､第三京浜道路都筑インターチェンジが開設

し､東名高速道路横浜青菜インターチェンジも着々

と工事が進められている｡待望の市営地下鉄4号線

も具体化が進み､地域づくりの骨格と周辺環境は一

層の充実が図られている｡

港北ニュータウンは優れた立地条件､恵まれた自

然環境と充実した都市施設を背景に､住宅に加え商

業 ･業務施設をはじめ教育 ･医療 ･福祉 ･文化など

多様な機能を備えた多機能複合都市として発展を続

けている｡これからは､ニュータウンに住み､集う

人々が住民相互の連携をとりながらより豊かな地域

社会の形成を図り､さらに港北ニュータウンが活力

ある21世紀の街として発展していくことが期待され

る｡

･67･
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第1節 開発までの経緯

1.開発前の状況

回位置

港北ニュータウン開発事業の区域は､おおむね東

経1390 33′から36′､北緯350 31′から34′にわ

たって位置し､また､横浜都心部から北西約12km､

東京都心から南西約25kmの位置にある｡

横浜市の六大事業に位置づけられた昭和40年当時

は港北区にあったが､昭和44年10月1日の分区によ

り港北区と緑区にまたがって位置することとなった｡

港北ニュータウン位3E図

事業の検討が開始された当時の開発区域周辺で

は､国鉄東海道新幹線､同横浜線､東急東横線､同

田園都市線 (昭和41年4月開通)等の鉄道網と､東

名高速道路 (昭和44年全線開通)､第3京浜道路､

国道246号等の幹線道路綱が整備されていたが､開

発区域はこれらのいずれの交通網とも直接的な結び

つきが弱く､幹線交通網に囲まれて取り残された地

域であった｡

しかしながら､増大する首都圏人口の受皿として

の宅地開発を進めるための潜在的条件を備えた地域

であった｡

･1-1･



回地形 ･地質 地質は､三浦層群下末書層の上に下末吉ローム､

開発区域は､多摩丘陵から下末吉台地につながる 武蔵野ローム､立川ロームが報っている.

標高10-80mの小高い丘陵地で構成され､東西方向

にいくつかの谷が横切っていた｡地域のほぼ中央部

に早測川が､南部に大熊川､江川が流れ､いずれも

鶴見川に注いでいる｡

地形図

･I-2･



匝]自然環境

開発区域の一帯は､東側のなだらかな台地上や横

やかな傾斜地は畑地として耕作され､西側の丘陵地

は樹林地であった｡

植生は二次林 (代償植生)が多く､丘陵の斜面沿

いにモウソウチタ林､スギ ･ヒノキ植林地､やや急

な台地上にはクロマツ植林地､急斜面にはコナラ･

クヌギ林が生育していた｡自然植生はきわめて少な

く､社寺林や農家の屋敷林などが集落の中や周辺部

にみられる程度であった｡

植生図 (コナラ･クヌギ林･植林)

[司歴史

開発区域一帯は､平安時代には石川牧､立野牧と

いった牧場地を主体とする地域であったが､鎌倉時

代には谷ごとに村や寺社ができ､室町 ･桃山時代に

なると小机城を中心とする交通の要所に変貌した｡

その後の江戸 ･明治時代は生産性の高い豊かな農

村地帯として発展を遂げ､特に西洋野菜をはじめて

栽培するなど､先駆的な近郊農業地帯として発展し

てきた｡

昭和30年代後半以降､港北地域は膨張する東京都

市圏に組み込まれていったが､ニュータウンの開発

が計画された区域の丘陵部は周辺地域の急速な市街

･1-3･

化進展の中でまとまった規模の自然がかろうじて保

たれてきた地区であった｡

1859年の神奈川港､続く1㈱ 年の横浜港開港にと

もない横浜市の中心部の都市づくりがはじまり､明

治22年､現中区の北半分について市制が施行され､

その後6次にわたる市域拡張のなかで昭和14年現在

の市域がほほ確定した｡

開発区域は第6次市域拡張において横浜市に編入

され､同時に新設された港北区の一部である､旧都

筑郡山内村､中川村､新田村､都田村にあったが､

昭和30年代後半からの急激な市街化の波に呑み込ま

れるまでは､穏やかで豊かな生産性の高い農業地帯

であった｡

横浜市域の変遷過程

∈遷三ヨ にl '仙 川'桝L書匠ヨ- - ‖-･･#
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表1-1T史

主な歴史

縄文時代後期

BC2500年～

弥生時代

BC 2(X氾年～

古項時代

AD 400年～

飛瓜･奈良時代

600*～

平安時代

800年～

鎌倉時代

1200年～

重rr･浅山時代

1400年～

江戸時代

1600年～

明治時代

1868*～

先住民の居住のあとが認められ､日吉本町､

東方町､VT本町で石器が発見されている｡

今から5000年ほど前の海岸親は､′ト机､大

棚付近と考えられ､他見川は入江状に侵入し

ていた｡台地上には早くから触務が分布し､

多くの貝塚が存在した｡

縄文qlPl以降は粕見川入江は鯨小し後期に

はほほ現状に近いところまで海岸銀は後過し

た｡このため､狩猟を中心とする生活が営ま

れ､山岡恥 こおいて多くの住居跡がみられるこ

のころから主として他見JH淀城の低地部分で

稲作が開始され周辺台地には多敦の竪穴住居

跡があり､特に日吉付近は広大な丘耕地をもっ

た大典務が存在した｡

5世紀頃､他見川と多摩川にはさまれた丑かな

沖概平野を野瀧に家族が生まれ､El書付近に

はその古竹群が見出される｡また6-7世紀に

おける古墳群が港北地区に数多く認められる｡

7-8Ltr紀に入っても地区及び周辺において竪

穴住居跡がいくつか発見されている｡

平安期に入ると､産物のI7約のため都への往

来が盛んとなり､貢柄物のひとつであった若助

の献進のため､石川牧､立野牧といった牧助

地があった｡

民衆は小土架を中心に谷ごとに非同体をつくっ

て住み､要所に寺社ができ､源氏武士が配さ

れた｡また､鎌倉街道が通り､その周辺が繁

栄した｡

式戒､相模の境界地として罪邸上の要所とな

り､小机城が城塞となったため､従来早浦川

淀城の台地上にあった区域の中心地が小机城

を中心とする交油の要地に変化した｡

村数73､戸数 4.2(泊戸､人口26.000人で虚

地が主､特に勝田付近は凸かな農村地帯であ

った｡東海述神奈川楢が栄え､その他の街道

は脇街道となったが､伊勢原､野木､長紳rll､

荏田､二子､溝口は宿場的様相がみられた｡

1859年に横浜が開港となり､中心部の都市づ

くりがはじまる｡開発区城は､依然として良材

地帯が形成されていた｡特に都筑郡の良薬生

産性は拓く､著しい発展を遂げていた｡また

副菜として･#蚕菜､製茶粟が増加lしていた｡

主な歴史

明治22.4.I

34.4.I

44.4.1

昭和2.4.I

2.4.I

11.10.1

12.4_I

14.4.I

Jl.4.1

31.9.1

35.10

市制施行 (現中区の北半分､面祁 5AklTIZ､人

口l】6,193人)

第一次市域拡張 :神奈川rT､本牧村根岸村な

ど編入 (面研24.8blZ､人口 299202人)

第二次市域拡張 :子安村､界嵐ケ浦村など編入

(面胡36.7】kTrLZ､人口444.039人)

第三次市域拡張 :他見Ir､保土ヶ谷ITなど編入

(南都133.88km2､人口 523.597人)

区制施行 :他見区､神奈川区､rP区保土ヶ谷

区､磯子区

第四次市城拡張 :金沢町､六浦荘村など編入

(両税168.02knZ､人口 738.400人)

第五次市域拡張 :日書付の一部編入 (面郁

173.18kJ､人口 759,700 人)

第六次71才域拡張 :山内村､中川村､新旧村な

ど編入 (面郁400.97krh7､人口866,ZOO人)

港北区､戸塚区の新設

政令指定都市となる

昭和35年以後､横浜市の人口は急増し､東京

からの流入人口がきわめて多く､特に港北区はこ

れに強い影苛をうけて､人口増加は著しい｡

過去5年問の人口増加率､33%

横浜港也居駅開設

東海道新幹Al凋油､新横浜駅開設

横浜市､6大fJt菜を発表

①私心部強化-tJt菜

②金沢地先埋立耕薬

(勤港北ニュータウン建設三拝来

荏)高速鉄道建設･堺菜

(9高速道路網建設!押葉

(む横浜捲ベイブリッジ建設部薬

過去5i抑'Jの人口増加率,60%

こどもの囲rAl園

第三京浜道路IR]通

宅造許可件数100帆 両税184ha全市のうち瀬高

田園都市線閑適､周辺開発進む

市営住宅勝田EFl地建設 (41-43年)

台風4号により泣水､がけryiれの被審

港北区の人口30万人を赴える

横浜線複線化完了 (小机まで)

港北区から繰区が分区

東名高速退路全線開通

建設大臨､公団へ横浜北部新都市第-地区､

同第二地区土地区南整理部薬の特許



匝]人口

横浜市における第6次の市域拡張が終わり､都市

の輪郭が確定したのちの終戦直後 (昭和20年)の人

口は約62万人であったが､昭和30年には約114万人

と2倍近くに増加し､その後高度経済成長期を迎え､

市が六大事業を発表した昭和40年には約179万人へ

と急増していった｡

横浜市の人口増加は戦後の混乱期を除いてこの高

度成長期の昭和35年からの10年間が第 1次のピーク

であり､特に､昭和40年代前半は毎年10万人余の著

しい人口増加が続いていた｡公団が開発を決定し､

横浜市が港北ニュータウン基本構想を発表した昭和

44*には市の人口は2∝)万人を突破した.

人口増加状況

万人

300

250

200

150

100

50

*浜市

/

港 北 区 十舟 区

__一一一一一一一一一様区
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[司周辺地域の市街化状況

第2次世界大戦後の昭和21年､横浜市では行政庁

施行による戦災復興土地区画整理事業がスタートし

た｡戦災復興事業は11地区計475haにのぼり､主に

市中心部の目抜き通り､駅前広場､公園等の公共施

設の確保を行ってきた｡戦災関連の都市改造及び米

軍接収解除地整備も同じく行政庁施行により8地区

が併行的に進められ､あわせて約860haの都心地域

の整備が行われてきた｡戦後処理にかかる事業は早

いものでも昭和30年代後半期までの時期を要し､50

年代後半期にわたる長期化した地区もあった｡

横浜市はこれらの事業の遂行に人員と予算を割か

ざるを得ない状況にあったため､高度成長期におけ

る新市街地における宅地供給のための開発事業は主

に民間の手により進められ､土地区画整理事業とし

ては昭和36年から着手された恩田第一地区にはじま

る組合施行､個人 ･共同施行土地区画整理事業は現

在までに72地区にのぼり､その過半が昭和30年代後

半から40年代に事業着手されてきた.

特に､組合土地区画整理事業の大部分は､港北ニ

ュータウンの西方部､田園都市線の沿線に集中し､

同線の延伸を契横として事業化された､いわゆる田

園都市開発といわれたものである｡

一方､同時期に公団は､洋光台(2075ha)､港南台

(298.6ha)の計約50haの住宅団地整備のための公団施

行土地区画整理事業に着手していた｡

ニュータウン周辺の土地区画整理事業
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2.港北ニュータウンの開発

[□開発決定までの経緯

横浜市が昭和39年度に作成したモデルプランによ

る港北ニュータウン建設事業を含む市の六大事業が

発表されたのは昭和40年であり､翌41年市からの申

入れにはじまり､日本住宅公団を土地区画整理事業

の施行者とする地区決定を行い､当時行政庁施行と

されていた土地区画整理事業に建設大臣からの特許

を得るまでにはおおむね3年の期間を要した｡

開発決定までの軽薄

年 月 日 主 な 経 緯

昭和 40.2.

41.7.

41.7.

41.ll.

41.ll.15

42.6.17

43.6.

43.9.

44.2.

横浜市､六大事業を発表

横浜市より公団に対して､港北開発について

申し入れ

港北ニュータウン計画を地元へ説明

公団､港北ニュータウン開発について同意

横浜市と公団との問に港北ニュータウン開発に

関する覚杏 (了解事項を含む)の交換

港北ニュータウン開発対紫協議会発足

港北ニュータウン基本計画原案策定

港北地区を公団開発の候補地として理事会決定

港北ニュータウン計画区域のうち公団開発区域

を決定 (図上計測で 1,324ha第1地区 554ha､

第2地区 770ha)

港北ニュータウン建設稔合基本計画案策定

公拭理事会において地区決定

市､基本構想を市会全月協議会に説明

都市計画決定 (土地区画鮭理事菜の決定等)

公団､用地取得に着手

建設大臣､公団へ土地区画整理事業の特許

･ト6･

[司横浜市六大事業の概要

昭和40年に発表された横浜市六大事業は､都心部

強化事業､金沢地先埋立事業､港北ニュータウン建

設事業､高速鉄道建設事業､高速道路網建設事業､

横浜港ベイブリッジ建設事業であり､港北ニュータ

ウン建設事業は高速鉄道建設事業とあわせて､人口

が急増する周辺区部の要となる事業であった｡

(1渚持心部強化事業

広域大都市圏のひとつの中核都市として､横浜

の都心部を強化するため､業務 ･商業機能を強化

するとともに､全国的中枢機能をもつ港湾機能を

整備する｡また合わせて､国際的文化 ･情報の交

流の中心地域とする｡

山手 ･元町 ･山下公園をはじめとするエキゾチ

ックな都市環境を今後の都心部強化のなかで調和

させ､ユニークなミナトヨコハマの都心部を形成

する｡

都心の骨格を形成する交通施設として､高速鉄

道､高速道路等中核都市にふさわしい広域的な交

通横関のネットワークを整備する｡

港を中心とした魅力ある都市形成のため､大通

り公園等を建設し､これと既存の公園 ･緑地の整

備を組み合わせて､都心部に緑のネットワークを

つくる｡

(2)金沢地先埋立事業

都心部に混在している工場等の移転用地として

金沢地先の海面の埋立て､近代的かつ無公害の工

場団地を建設するとともに､移転跡地を都心部再

開発のため有効に利用する｡

良好な住環境を有する住宅地と公共施設用地を

確保し､主として､移転する工場等の従業員の職

住近接をはかる｡

自然を生かした海の公園等のリクリエーション

地区を確保し､市民の憩いの場とする｡

(3)港北ニュータウン建設事業

急激な都市化による乱開発を防止し､総合的な

都市づくりを行う｡

ニュータウン地域内に､計画的に農業専用地区



を設定し､都市農業を確立することにより､都

市と農業の調和を図る｡

本事業は､当初から市民参加による計画を進

めてきたが､今後とも積極的にこの方式による

都市づくりを推進する｡

(4)高速鉄道建設事業

既存鉄道から離れている周辺区の人口急増地

域を横浜の都心部に直結し､市民生活の利便を

図る｡

また､バス等の大量輸送機関もあわせて整備

し､車利用車を鉄道へ振り替え交通渋滞等の軽

減を図る｡

(5)高速道路網建設事業

地下鉄とともに都市の骨格を形成する高速道

路を建設し､東京及び国土幹線 (東名高速道路)

と連結させて横浜都心部の東京圏における地位

を強化する｡

都市内の自動車交通から貨物を中心とした業

務交通 ･通過交通を分離し､その円滑化を図る｡

また､増大する交通量を吸収することにより､

交通災害､交通公害を軽減する｡

(6横浜港ベイブリッジ建設事業

臨海部の工業地帯とふ頭から発生する交通需

要に対処するため､港湾と道路の有機的結合に

より､市内最大の交通難所である桜木町～高島

町～横浜駅間の通過交通を処理して､都心部の

交通混雑の殺和に寄与する｡

東京､千葉､神奈川の臨海部を結ぶ東京湾環

状道路の一環として整備し､新しい横浜のシン

ボルとする｡

横浜市六大事業計画図

B]港北ニュータウンづ くりに関する横浜市

の構想 (3つの方針)

港北ニュータウン計画では､横浜市によるニュータ

ウンづくりに関する3つの方針が計画の基本的理念と

して､事業計画策定の指針となった｡

(1胤開発の防止

｢首都圏域への流入人口による乱開発をどう防衛

するか｡喰い荒らされつつある近郊農業をどうして

守るか｡｣

(2)住民参加による都市づくり

｢上から下への都市づくりではなく､住民､市､

公団､国､学識経験者の参加による都市づくりが必

要である｡｣

(3渚β市農業の確立

｢都市農業､近郊農業は滅び行くか｡日本の国土

の特殊性は､農業と住宅の共存の可能性が十分にあ

る｡居住者サイドからは､緑であり憩いの場であり､
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異質なものを見ながら暮らすことができる｡健康

の源泉である｡｣

@]開発区域及び事業手法の決定

当初､市が描いた 2節)haの区域は､すべて開発地

区と農業専用地区になる計画であったが､昭和44年

4月に公団が地区決定する過程で､開発も農業的利

用もしない区域が ｢その他地区｣として整理された｡

昭和44年 5月の都市計画決定時には､開発地区

1391ha､農業専用地区420ha､その他地区719haと分

類された｡

開発地区1,391haのうち公団開発地区は1,324haで

あり､残りの67haは現在の勝田団地 (14ha)､すみ

れが丘団地 (38ha)､川和高校を含む都筑が丘

(15ha)の既開発地区であった｡

公団開発地区1324haについては､土地区画整理事

業により整備することとし､同年6月に公団が施行

者となって開発することが正式に決定された｡

その後､さらに検討が加えられ､昭和49年8月の

事業認可時には公団開発地区1,316ha､既開発地区

節Ila､農業専用地区ZX)ha､その他地区917hとなった｡

事業手法 (事業認可時)

地 区 名 可種の桂瀬 執行主体 計南面胡 計南人口

公Pl先行舶 土為区育塵理事秦 E体性宅公田 1.316ha 220卿 人

既毘発地区 公官托宅舶和等 市及び民間 67ha 80,000人点景馴j眼 土足改良琳薬 土舶良風合 230ha

その他地区 - - 917ha

地区区分図

･1-8･

既開発地区

[司まちづくりの基本方針

公団は､開発計画の策定にあたり､まちづくりの

基本方針として

｢緑の環境を最大限に保存するまちづくり｣､

｢ふるさとをしのばせるまちづくり｣､

｢安全なまちづくり｣､

｢高い水準のサービスが得られるまちづくり｣

を設定し､21世紀を指向した新しいまちづくりを目

指すこととした｡

具体的には､斜面緑地､寺院､屋敷林等を極力保

存し､それらを核に公園と緑道で構成される緑のネ

ットワークや機能的に配置される歩行者専用道路の

ネットワーク､さらに地区内にあわせて6箇所の駅

を持つ3本の鉄道や横浜市北部の中心となるタウン

センターをはじめとする利用圏に応じたセンター地

区の設定等､21世紀を指向した新しいまちづくりを

目指すこととしたのである｡



B]土地利用

公団施行地区における開発前の土地利用構成比

は､雑木林や竹林を主とした山林と田畑が全体の約

S0%を占め､集落は5-6%で主に谷戸部に集中し

ていた｡

土地利用現況図

土地利用構成比(%)

区 分 節 - 地 区 第 二 地 区

山林原野 39.0 42.0

田 畑 49.0 47.0

宅 地 6.0 5.0

そ の 他 0.0 0.0

公共用地 6.0 6.0
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第2節 住民参加の系譜

昭和40年2月に港北ニュータウン建設事業が発

表されたときから､市は港北ニュータウン開発の三

つの杜のひとつとして ｢住民参加｣を掲げていた｡

こと港北ニュータウンにかぎらず､当時の飛鳥田

市長は､市民とともに市政の陸路打開に共に取り組

む姿勢を基本方針としていた｡

したがって､港北ニュータウンの開発方針をゆき

わたらせ､特に､公団の事業への参画が決定してか

らは､公団の事業執行を側面的に援助する意味から､

住民､権利者との対話による事業の推進は市の行政

執行上欠かせないものとなり､地元説明会の開催と

港北ニュータウン開発対策協議会 (｢対策協｣)等の

地元組織の育成が図られることとなった｡

1.地元説明会

まず､港北ニュータウン開発の計画内容の決定に

関しては､事前に対策協との協議を経て行われてき

たが､これに続いて地元権利者への説明会が段階を

追って数回に分けて行われた｡

昭和42年9月7日から第 1次地元説明会が旧行政

区の村ごとに行われ､計13回､約650名の権利者に

対してニュータウンの基本構想の説明がなされた｡

昭和42年9月港北ニュータウン開発を担当する市

の組織として港北ニュータウン建設準備室が設置さ

れ､昭和43年4月には港北ニュータウン建設部へと

拡大された｡同年7月に設けられた現地の建設事務

所は､ニュータウン計画に対する地元協力を得るこ

とを主眼としたものであり､地権者に対する個別の

説明､説得が開始された｡

第2次説明会は､昭和43年9月から12月にかけて

計42回実施されたO約1,700名の地権者に対し､事業

の必要性と有利性､都市農業の確立とそれにともな

う農業専用地区の創設､公団の用地買収の必要性が

説かれた｡

対策協において､用地買収に関わる条件が決定さ

れたことを契機とし､第3次説明会が､昭和∠払年 1

月から2月にかけて計24回､約1,∝氾名の地権者に対

して行われ､用地買収への承諾を得ていくこととな

った｡続く昭和44年3月から5月に実施された第4

次説明会が用地買収に関わる最終の説明会となり､

40臥 約1,400名の地権者に対して行われた｡

2.港北ニュータウン開発対策協議会

[∃対策協の設立経緯

市は港北ニュータウン開発の柱である｢市民参加｣

を具現化するため､昭和42年 6月に港北ニュータウ

ン開発対策協議会を発足させ､市及び公団と地元と

の間をつなぐパイプ役として､その組織の中でまち

づくりを考え､話し合いにより安協点を兄い出す努

力を重ねることによって事業を円滑に､かつ､協調

的に進めていくこととなった｡

昭和41年11月､市は地元関係者代表と話し合いに

入り､山内､中川､新田及び都田の各地区ごとに協

議会設置について提案し､内諾が得られ､さらに続

く12月各地区に委員の推薦を依頼するとともに説明

会を開催した.翌42年5月には地元からの委月の推

薦が完了し､6月17日に対策協第1回総会が中川小

学校において開催され､対策協が発足する運びとな

った｡

対策協設置の目的は､｢市民参加のもとに乱開発

を共同防衛するとともに､都市農業を確立する理念

をもって建設する合理的な生活環境を整備した港北

ニュータウン建設事業の円滑かつ効率的な推進並び

に横浜市及び日本住宅公団と関係住民との密接な連

絡調整を図るため｣(対策協要綱)とされ､開発計

画及び事業実施に対する意見具申及び地元との連絡

詞掛 こ関する事項について協議を行うものとし､対

策協の会議結果は市長に報告された｡

E]対策協の組織

当初､対策協の会長は港北区長がつとめたが､昭

和44年緑区が港北区から分区してからは､会長及び

副会長は港北区長及び緑区長が交互にその任にあた

り､委員は山内､中川､新田及び都田の各地区で推
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薦された者を中心に委嘱された｡

対策協には､総会､常任委月会､常任委員長会､

定例会及び専門委員会が置かれ､このうち定例会は

各地区委員のうち推薦を受けた者をもって組織さ

れ､地元組織､市､公団相互の連絡調整を密に行う

ものとされた｡

また､専門委員会については､事業対策委員会､

農業対策委員会､生活対策委月会が設置され､公団

の土地区画整理事業にともなう用地買収､補償及び

事業の計画 ･実施にともなう事項､農業地域の検討､

農地の交換分合､農業振興に関する事項､転業業種

の検討､資金斡旋等の諸問題について審議が重ねら

れた｡

委員のほか､港北区及び緑区選出の県市会議員が

顧問を委嘱され､対策協の事務局としては市計画局

港北ニュータウン建設事務所があたった｡

[∃対策協の審議経過

第1回の総会が開催された昭和42年6月から､公

団の土地区画整理事業認可直後の昭和49年9月18日

に至る間に計5回の総会が開かれており､後の推進

協の第1回総会となる第6回総会をもって対策協は

発展的に解消した｡

対策協総会の開催

開 催 日 備 考

第1回 昭和42年6月17日

第2回 昭和43年2月 7日

第3回 昭和45年2月23日

第4回 昭和47年5月 2日

第5回 昭和49年9月18日

3.港北ニュータウン建設研究会

港北ニュータウン建設事業は､対策協の各専門委

員会において､用地買収から基本設計の検討までを

行ってきたが､地元と市の双方から幅広い内容をと

り上げて研究する場を設けるべきであるという意見

が出され､昭和47年8月30日に権利者の中から推薦

されたメンバーを中心に､横浜北農協､横浜市､公

団の職員が個人の資格で研究員として参加する共同

研究機関として､港北ニュータウン建設研究会が発

足した｡

研究会は､権利者が港北ニュータウン建設という

まちづくりを自らの問題として考えていくため､新

しいまちづくりの過程で予想される種々の問題点

や､土地区画整理事業の工事期間中及び事業後の生

活対策について､関係資料の収集 ･分析及び提言を

行い､その結果を対策協に報告することにより事業

に反映させ､対策協の生活対策委員会での協議によ

り具体化する方法によって事業を円滑に進めること

を目的に､どの立場にも片寄らず､客観的かつ自由

に発言できる場として設けられ､調査研究が進めら

れてきた｡

しかしながら､基本計画 (莱)､事業計画 (莱)､

施行規程 (莱)等がまとまるにしたがい､対策協及

び内部におけるさらに具体的な課題への対応のた

め､部会組俄により具体的研究を行うこととなった｡

昭和48年8月に5部会が設置され､人口計画と土

地利用計画､日照等指導要綱 ･建築基準条例､工事

期間中の生活対策､農業的土地利用及び屋敷林の保

存に関する研究が実施された｡

昭和49年度には､第-部会から第五部会の成果を

踏まえ､第六部会 (アパート､マンション経営と採

算性)､第七部会 (農的利用､屋敷林の保存と活用)､

第八部会 (センター計画と経営)及び第九部会 (非

農家の生活対策)が設置され､事業に関わる権利者

の土地利用と生活再建の方策を具体的に研究すると

ともに､事業に対する認識を深めながら個々の生活

再建をどのようにしていくかということを地権者自

らが学ぼうとする動きが強められていった｡

研究会は各年度の研究の成果として､｢新しいま

ちづくりのために｣という報告書を作成し､対策協

の討議材料として提供するとともに､研究成果の事

･ト 11･



業への反映を要請した｡

報告書の研究内容と成果の概要は次のようなもの

であった｡

報告書に見られるように､アパート･マンション

経常､農的土地利用及び地元参加によるセンター計

画､商工業者の生活対策の全般にわたって､権利者

の生活再建のための土地利用の位置と条件の明確化

が打ち出され､この研究成果が対策協を通じて港北

ニュータウンにおける ｢申出換地方式｣の発想の源

となったのである｡

また､第三部会の研究成果として､生活対策のた

めの地元権利者法人が設立され､公園緑地等の維持

(昭和48年度)

部 会 研究内容と成果

第1部会 計画人口を達成し､土地利用計画に
人口計画と 沿った快適で住み易い環境を保有する
土地利用計画 ための条件として､-戸当りの分譲面

積の狭小化の防止､人口協定.建築
協定等の締結､市民への優先分譲へ
の理解と協力

第2部会 第1部会の人口計画を建築物に置き換
日照等指導安 えるためのケーススタディを通じ､建築
網と建築基準 物の形態と街区内での配置の工夫によ
条例 る計画達成とともに､低 .中高層共同

住宅等の地区選定､不動産経営の採
算性検討､市民への優先分譲の検
討､建築協定.土地利用の協定等の
検討等の必要性

第3部会 転業対策を中心として､事業により発
工事期間中の 生する工事について､その種別､資
生活対策 格､意識及び職業訓練等のほか､組

紙的対応の方策としての会社設立を碇
案し､さらには､タウンセンター形成の組織
づくりにも言及

第4部会 継続する農地､段階的に宅地化する

農業的土地利用 農地について､環境の維持､都市住民のレクリ ト シヨン空間及び避難地として
の農地の利用も含め研究､農的土地
利用構想の策定及び緑のセンターの形
成について検討課題として提言

第5部会 公園.緑地にあわせ､集合住宅地の
屋敷林の保存 斜面､一般住宅地の一部における現

況地形及び現況植生の保存と､現存
樹木の活用等積極的な緑化対策への
提言､現況の保存方法等の研究の必

管理の受託､植木等の育成並びに造園工事など港北

ニュータウン事業に関連する各種工事を請け負うこ

ととなった｡

第九部会の成果としては､製造業者によるニュー

港北地区工業協同組合が昭和51年9月1日認可 ･設

立され､燃料 ･資材 ･物品等の共同購入､事業資金

貸付等の事業が営まれることとなった｡

このように､港北ニュータウン建設研究会は単に

射u二研究にとどまらず､具体的方策の足掛かりとな

る課題を権利者から引出し､組織づくり等を通じて

生活再建を行っていく主体に変化していった｡

(昭和49､50年度)

部 会 研究内容と成果

第6部会 前年度の第1､第2部会の研究成果を
ア八〇一トマンション 踏まえ､人口計画の達成､環境の保
経営と採算性 持及び不動産経営の収益性の確保が

同時に満足できる卜ススげ イによる検討
を重ね､特に7八〇一トマンション等住宅形
態に即した地区を選定し､土地利用を
担保する方策を併用した構想を放言

第7部会 前年度の第4､5部会を統合し､農的
農的土地利用 利用形態にかかる生産緑地法の制度
と屋敷林の との関係を整理､｢集合農地｣を前碇
保存 としで､農的土地利用の新たな役割を

検討したうえで､緑のセンターの機能と機
格を研究するとともに､屋敷林の保全
の体系を研究

第8部会 ニュータウンにおけるセンターの役割､
地元参加に 開発計画､設計理念及びセント地区に
よるセンター おける土地利用計画の検討を踏まえ､
計画 地元参加のための条件を明示したうえ

で､参加方法を検討

第9部会 業種別に自営業者の生活対策を検討
商工業者の するため､工事期間中と事業完了後
生活対策 の問題点を明確化し､集合化､共同

(組合)化等の方策を探るとともに､土
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宅地会の活動の経過 (換地問題に関するもの)

4.小規模宅地所有者の会

対策協における開発に係る諸々の議論のなかで､

小規模宅地所有者の減歩や清算金等に関する意見が

出されたが､それは少数意見としてその他の解決す

べき問題の議論のなかでとり残されていった｡

後の事業認可時における土地所有者約 5,鋭X)人の

うち約51%を占める約 25XX)人が400m2以下の小規模

宅地所有者であり､自分たちの意見を港北ニュータ

ウン事業に反映させるため､昭和46年7月に ｢小規

模宅地所有者の会｣(｢宅地会｣)を有志40名の出席

により結成した｡

その後､種々の取組み課題を掲げ､ 1,(X和名以上

の組織に拡大していった｡

宅地会の目標は､

①100坪以下の宅地には､減歩や清算金を課さな

いこと

②家屋等を移す場合は､直接移転によること

③工事災害の防除と被害者には十分な補償をする

こと

④家屋移転や営業中断の補償は適切に期すことを

市と公団に要求することであった｡

宅地会の活動は､事業計画縦覧の際の大量の意見

書や市長に対する質問書の提出などというかたちで

現れたが､最終的にこれらの問題の解決は土地区画

整理事業のなかでの解決に委ねられた｡

主 な 経緯

昭和
46.7

49.8

50.8

50.ll
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市長あて
要望書

公団と
意見交換

市 ･公団
に要望書

事業計画
縦覧

建設大臣
から回答

市に質問
書提出

市より
回答書

市に再度
質問書提
也

市より
回答書

公団に要
求書提出

公団から
回答

減歩や清算金の名目の如何にか
かわらず､小規模宅地所有者に
は原則として負担のかからない計
画とすること｡

減歩問題について意見交換

100坪以下の小宅地には減歩や
精算金を課さないこと｡
最小面積を50坪とし､
たないところは増換地と

大量の意見書を提出｡

I.;:r';,::';
.::7
.;jtf
･I::I:.I:,.,:i
;,.

接 誤

射
側
榔
墨

てし可認甘リ敬み
い｡

意見書に対して建設大臣は ｢事
業は､権利者の公平な負担と利
益の還元のもとに施行されるもの
で､′ト規模宅地といえども応分
の負担はすべきで 読従

算o清
る

･

満
歩小規模宅地に減

一切の負担をかけないとする主
張は認められない｡｣と回答し
た｡

小規模宅地所有者の立場からの
諸問題に関しての質問書授出｡

:;llt.:,I.I:..,I,,,I
.;

.i;
･..S
g
=

に
手
回
答

次
が
で
回

数
香
味
再

の結果の回答
､抽象的､唆
ない旨抗議い

う

100坪未満の宅地か
算金は取らず､公団
すること｡

減
市

ら
と

100坪未満の宅地につし
望に基づき 100
分譲すること｡

鷲換
審
会
に

閉戟の秤

晴
担

希
先

･
負

､優

歩
が

て
で

I.:,=･:
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5.港北ニュータウン事業推進連結協議会

当初､港北ニュータウン開発対策協議会として地

元権利者を中心に結成された組織は､その後自主的

に組威されていった地区ごとの協議会をまとめ､市､

公団を加えて､港北ニュータウン事業推進連絡協議

会(｢推進協)｣として改組され､港北ニュータウン建

設研究会の研究成果を汲み上げながら､ニュータウ

ン建設の主体としての役割を果たすこととなった｡

Ⅲ対策協から推進協への改組

対策協は市及び公団と地元権利者との間をつなぐ

パイプ役としての役割を果たしてきたが､公団が昭

和55年度から昭和62年度を概成時期の目途とする事

業スケジュールの変更を提示 したことを契機とし

て､昭和51年4月に開かれた定例会において､従来

の対策協を見直して新たな組俄により事業推進を図

ろうという提案が行われ､市､公臥 地元権利者の

協調による三者一体の組織として改組されたもので

ある｡

対策協から推進協への改組の経緯

主 な 経 緯

昭和 50.ll.26

50.12.16

51.4.27

51.4.30

51.6,8

51.6.18

51.6.22

51.7.12

51.8.25

51.10.16

対策脇定例会､公団から昭和62年度
完了のスケジュール変更案が提示され
物議をかもす

対策協定例会､工事スケジュール見直
し案について再度協議､各委員から当
初計画どおり完成すべきとの強い意向､
協議未了のまま休会

対策協定例会再開､工事スケジュール
見直しのため組織検討委月会の設置を
決定

第1回組織検討委員会､その後､3回
の会合があり､組織の在り方 ･要綱に
ついて検討が重ねられ､改正案の骨子
がかたまる

常任委員長会議､要綱改正案の修正

対策協定例会､改正案の一部再検討
を要望

組織検討委月会､改正案の再検討

対策協定例会､改正案を了承

新旧委員による対策協総会準備委員会

対策協第6回総会開催､要綱改正案を
採択｡ ｢港北ニュータウン事薬推進連
絡協議会｣として発足

E]推進協の活動

推進協には､①合同協議会で定めた事項を協議す

る総会､②基本的な事項及び全地区の共通事項を協

議するとともに､市､公団及び関係者相互の連絡調

整を密にする合同協議会､③合同協議会､各地区対

策協議会及び専門委員会との連絡調整を行う代表委

員会､④合同協議会の議を経て4地区共通の事業､

生活､農業等各専門事項について協議する専門委員

会の4つの会議がおかれている｡

(1)稔会

推進協は､昭和51年10月の第6回対策協総会の

場において結成され､同総会を推進協の第 1回総

会とし､相互協力関係による事業の早期実現を期

する決議文が採択された｡以来､2年に1回開催

され､平成8年までに11回開かれた｡

決 議 文

私達は､この総会を契機として港北ニュータウ

ン事業推進連絡協議会を発足させ､地元関係者

はもちろん､横浜市及び日本住宅公団の相互協

力のもとに､最大限の努力を結集し､新しいま

ちづ くりのために､万難を排し､早期実現を強

力に推進することを本総会の総意を以って決議

する｡

昭和51年10月16日

横浜市港北ニュータウン

事業推進連絡協議会
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(2)推進協組織体制

推進協組織 (発足時)

総会の開催

開催 日 備 考

第1回 昭和51.10.16 対策協第6回総会

第2回 53.ll.25

第3回 55.ll.1

第4回 57.ll.6

第5回 59.ll.10

第6回 61.ll.8

第7回 63.ll.12

第8回 平成 2.ll.10

第9回 4.ll.7

第10回 6.ll.30

･1-15･

(3〉合同協議会

昭和51年11月に第1回の合同協議会が開催され

て以来､年に2-4回開催され､換地処分までの

間に46回開かれた.



合同協議会の議題の主な内容

l司 教 T3iJ他 日 主 な 内 群

第 1恒ーrrt1和 51.ll.24 先 行 造 成 地 の スケ ジュー ルに

第 2回 52.4,26 つtJヽて各王l7-l='LJ委 □会の活動4Jti兄-紺JI7-

軒 3一百l第 4 回 52.5.】952.6.ll J型威 文化 財 充 加li鞘並 に関す る
鑑T!Fの一部改 定 (案) について
合 同 協;壌会新 香flの船 介

恥 SL=) 52.10.ll ニユ-タウン地域 内の旦J!革 協定一 ､

第 6恒l第 7匝l妨 8回 53.2.1553.3.2853_7.3 につして節 二 地 J茎の 仮 換 地 供 覧 結 -恥

報 J.]ti
｣二地 区 画 王鮭PJi:辞.lJS会 の 経 過
軸i]l=-
まちづ くり協 定の今 後 の進 めノ)-

第 9l司 53.9_8 についてヒ地イ史用ノ杵改 定につ いて
第 】0匝ー 53.12ー11 土 地使 用料 改 定 rノ良
第 11匝ー 54ー1_24 市 骨 地下 鉄 3号 線 のj拝過 説明､

池 辺 .依 れ二戸 コ二区 の造 成 につ

節 12阿 54.3.29 いて造 成二1=-1Jiスケジュールにつ いて

第 13匝】a-14Igl 54ー7.254.12.2】 也 栽 文 化 財 発 掘御 衣 の 進 捗
状 況;紬告
各ミ!JLl=ー■-J黍 fl会 のfiTT軌 状 況報 告

?,-15回第 16Igl非 17回 55.5.2955.7.3055ー9.10 叫 柴施 行畑川.J及 び'資金 計画 の

変 j正について
4地 区 会 長 と生 析 対 #--委 fIlj立
との打合 せ 会 の結-jJt報 告
川 途 地域 の指 定 につ いて

折 18匝l第 19回第 20Id 56.2,356.6.2356 .10ー19 用 途 地 域 .地 区寸削起変 史 の 調

姫経 過 辛は告
55年 度 造 成工 TJt進捗 状 況 .
56年 庇う生成_L'Jt計画
公LgJ.縦 ;汁画の肺 十画比 定

第 21恒l節 22ⅠgJ第 23匝l 57.7.957.9.1058.5.9 56年度造 成 ｣二fJl進捗 状 況 .

57年 一変造 成 TTJt計画
節 四 回 1位_進 協 .誠 会 総 会 の L;EJ
≠kについて
各王削一一=J香 n会 の活動 状 況報 ifLL=;-

耕2LI阿弟 2515J 58.ll.】059.4.ll 平 均 減 歩 率 が iLdI初 の 35%を上
回っていることにつ いて
｣二地 利 用 の促 進 .rff骨 地 F鉄

約 26回第 27回 59.7.559.10.12 3号 線 の柵 :駈見 正 しについて
市営地下鉄3号線の構造見直し了承
土地利用の促進について

第 28回折29回 60.7.561.3.22 ｣二地利用見破LにJ渦する特別委
f1会設i辻
土地利用見蔽し了承

第 30回第31恒一第 32同郡 33回 61.7.2561ー9.3062.7.863.2.l2 造成工串スケジュール .まちづくり

の曲本的考えh
速成エコースケジユ-ル .まちづくり
の韮本的考え方
節-地区中川駅周辺地区の供用
開始について
62年度造成エTJt進捗状況

節 3LI阿 63.7.8 郡一地区中川駅周辺地区の街ぴ

約 35恒1 63.10.日 ら について各頚門番f1会の活動状況倒告

郡 36回折37(@l約 38回第 39l司 平成元 .7.62.4.162.7.92.10.15 Tff骨地下鉄3i3J線の腰備状況 .4

J.,L線の計画について
術三京浜新インタ-とけ7倍地下鉄3
冒.線の完成時)gJについて
llf骨地下鉄3号線の獲備状況 .4
号線の計画について
lT了骨地下鉄3-i=JL線の迎延について

第 40l司 3.7.9 ｣二地区画整理部農の新tyJi菜
スケジュールについて

節41回第 4215J 4.7.84.10.20 rli営地下鉄3号線の駅名 J4号綴
の検討-状況について
新しい街づくり韮邸の内容説明

gY,-43Eil 5.7. I 4号線の早)耶!JI濃化について
第44lgJ 6.7.ill タウンセンタ-の与りgJrff街化促進

節45lgl節46回 7.7.138.7.4 について横浜環状鉄i正の≠占本的な姫僻の
考え方
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(4)代表委員会

代表委員会は合同協議会の会長､副会長､各地

区対策協議会会長､市及び公団の代表者によって

組織され､合同協議会と各地区対策協議会及び専

門委員会との連絡調整を行っている｡

(5)専門委月会

(a)事業対策委員会

事業スケジュール､補償問題､工事進捗を

はじめとする事業推進に伴う必要な事項につ

いて検討を行っている｡

研究部会として､補償問題研究部会､電柱

問題研究部会が設置された｡

(b)生活対策委月会

生活再建､造成工事及び移転に伴う必要な

事項を協議している｡

また､研究部会として､昭和52年 1月にニ

ュータウンコントロール研究部会､同年 6月

に建築協定研究班が設置された｡

(C)農業対策委員会

農業の振興及び農業地域の検討に関して協

議している｡

研究部会等として､昭和52年10月に畜産問

題研究部会､翌53年 9月に耕土問題委員会､

昭和57年 3月に集合農地利用協定運営連絡協

議会が設置された｡

(d)交通問題委員会

バス､地下鉄の盤備等の交通問題を検討す

る交通問題委員会が昭和54年10月に設置され､

横浜市営地下鉄 3号線､バス路線等について

議論されてきている｡

(e)住居表示検討委員会

町名 ･町界の検討のため､昭和56年 7月に

設置された｡

(f)土地利用特別委員会

昭和50年代後半における学校用地､集合運

動場等の見直し､公団用地における民間建設

事業者への土地分譲､多機能複合化を進める

ための施設誘致等の動きに対応するために､



計画建設用地での土地利用を検討する土地利

用特別委員会が昭和00年7月に設置された｡

また､人口定着の促進､一般住宅地におけ

る住宅の早期立ち上げ方策を検討する街づ く

り検討ワーキングが平成2年12月に本委員会

内に設置され､｢新しい街づくり基準｣を策定

した｡

発足段階での土地利用特別委員会の検討経過

人口構造の変化 (出生率の

低下)

人口it旭川準の低下

住宅滞貨の低迷

学校l対故の進展

人口計画上の検討(NT全体)

人口の#山手法

漉少要図･住宅-核的施設

増加倭因･-学校､運動助-住宅

-∴商業地域の住宅容俄寧故和

人口配分の変動詳細検討

1.一部近隣センターの

人口変動

2.先導役としての

公田関連人口の減少

土地利用促進

1.人口定番促進と街

の熟成

2.街のイメージアップと

副都心の魅力創出

3.3号線の早婚]免許

収得と退路交通網

燈傭促進

多様な土地利用による

活性化

1.民有地をlト亡､とす

る活性化

2.核的施設誘致によ

る活性化

3.多様な住宅供給に

よる人口定弟促進

4.センター地区の活

性化

商圏の変化

1.周辺地区席末地の発展

2近隣センターの商圏人口

中山換地の生活対#･

土地利用の見直し

A.炎合住宅用地の転換

1.施設誘致

2.多様な住宅

B.公益施設用地

1,学校計画の見直し

･小中学校 .高校

2張合運動助計画の見直し

3.その他公益施設の見直し

センター計画

1.タウンセンター

2.駅前センタ-

3.近隣センター

民有地の土地利用

1センター地区

2.アパマン地区

3一般匂三宅地区
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環境対鞍上の検肘

1.馴艮 4.肱神秘

2.硯波節審

3.緑化 5.=部､公省

学校削減計画の詳細検討

1.臨時教育称議会答申検討

2.削減根拠データ

3.学区編成

タウンセンター･駅1Llすセンタ-

1.周辺地区簡潔地の発展

24号線具体化まで土地利用

近隣センターへの影響

】.商1当人ljの変動

2.茅ヶ崎近隣センター

個別の検討/行政上の-#査･指導

学区内学校位粧調並

学校姓紋時に地元協議

lノト学校 (1-1,1-12)
2.中学校 (2-2)

横浜北部地域商菜近代化地域

計画検討悪戎

1,NT内油菜北の認知

2.センター計画との融合

炎体的･段階的街づくり

川和駅前センターの

1.核店舗誘致

2.共同化の促進

3.自動非利用の箱姿



第3節 マスタープランの策定

1.基本構想の検討

港北ニュータウンにおける公団の実質的な計画作

業は､昭和42年に作成された ｢港北ニュータウンの

基本的条件の検討 ･港北ニュータウン基本計画原

案｣(配)日本都市計画学会,横浜市,日本住宅公臥

委員長松井達夫早稲田大学教授)を第一歩とする｡

皿 ｢港北ニュータウンの基本的条件の検

討 ･港北ニュータウン基本計画原案｣
同報告書では､乱開発を防止し都市生活者にとっ

て､もっとも健康な町をつくることをテーマとして

いる｡健康な町とは､WHO窓車の精神に立って建

設する都市を意味している｡

(1)開発の課題

･自家用車の急激な増加傾向を計画にどう反

映させるか｡

･高地価に伴う高家賃､高宅地価額をどのよ

うにして勤労者の手に届くものにするか｡

･周辺市街地における社会文化施設の不足を

考慮して､ニュータウン内に社会文化施設

の中核をいかにしてつくるか｡

･近接する事務所の後背住宅地としての性格

をいかにして強め､都市住民の生活機能

(労働､居住､厚生､文化､買物､レクリエ

ーション)を､より有機的に結びつけるか.

･既存農業､既存集落､文化財をニュータウ

ン計画にどう織り込むか｡

･低廉で便利に商品を入手できる商業システ

ムをどのようにして実現しうるか｡

(2)基本方針

･通勤手段としての鉄道 ･バスの大量輸送機

関の体系を完結する｡

･高密度住宅地の可能性､供給方式の多様性

を追求する｡

･水準の高い社会文化施設の実現性を追求する｡

･地域の固有条件 (地形､植生､集落､文化

財､歴史など)を生かした都市構成の開発

手法を検討する｡

･農業継統希望者のため農業専用地域を設ける｡

･商業では完全な競合関係をもち､地域独占

にならないように､しかも利便性 (接近性

と選択性)を高めるように計画する｡

以上のような基本方針に基づき､格子状街路パ

ターンの多核センター案が策定された｡各センタ

ーは幹線､補助幹線道路等の主要な道路の交差部

に設けられ､住区の構成は歩行圏に応じたヒュー

マンセクターとされている｡

多核センター案

回 ｢港北ニュータウン建設総合基本計画｣

昭和43年に市は､触日本都市計画学会に基本計画

策定を委託し (委員長松井達夫早稲田大学教授)､港

北ニュータウン建設総合基本計画をとりまとめた｡

この基本計画においては､一転して､ニュータウ

ンは東京のベッドタウンではなく､自立した新都市

として開発されるよう方向づけがなされ､しかもゆ

るやかに発展 ･開発するニュータウンがイメージさ

れている｡また､自動車利用による新都市のイメー

ジが打ち出された｡
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ワンセンター案の位3(
(1)開発政策方針

･港北ニュータウンは､ベッドタウンではな

いし､なりえない｡

交通条件の有利性

産業立地条件の有利性

通勤輸送力の限界

･当面は東京からの流出人口に対する地域防

衛的政策が必要｡

ニュータウン開発による需要の吸収

区画整理による乱開発防止

行政指導の地区指定制による市街地の抑制

(2)ニュータウン開発方針

･住宅､宅地供給タイプを多様化する｡

･公団開発のテンポはゆるやかにする｡

･新産業用地を考慮した構想をもつ｡

･全市域に対するフィジカルプランニングと

住宅配分計画をもつ｡

･大規模な空地を保存整備する｡(都市環境の

保全と防災性､将来に対する発展の余地を

残す)

(3)ニュータウンの特徴的性格

･一定の独自性をもった都市複合体

･開かれた交通体系

･中心に広域センター (リージョナルセンター)

･長期間開発

･住宅の供給方式の多様性と建築形式の多彩性

･情報伝達装置の幹線ネットワーク

以上のような開発方針に基づく土地利用構想

は､求心性の強い放射型街路パターンを持つワン

センター案となり､東京第二外郭環状線と東名高

速道路を結ぶ高速道路が第-地区と第二地区のあ

いだを東西に貫き､広域センターの東側にインタ

ージャンクションが設けられている｡

昭和44年5月に都市計画決定されることとなる

都市計画道路5路線は前提条件として盛り込まれ

ている｡

~ 1

B]｢港北ニュータウン計画概要｣
横浜市が都市計画決定の前提として作成した ｢港

北ニュータウン計画概要｣(昭和44年3月5日)は､

港北ニュータウン地域 (2530ha)を開発地区､農業

専用地区 (予定)及びその他の地区に区分し､開発

地区のうち公団開発地区については 1324haである｡

開発地区の約54%が山林原野､41%が田畑であり､

港北ニュータウン地域に含まれる17カ町の人口は

45,710人であり､港北ニュータウン地域内の人口は

約35,(煤)人と推定されている.

それぞれの地区の地域整備方針は次の通りである

が､土地利用計画図等のニュータウンの具体的骨格

は示されておらず､線引き指定のためのフレーム計

画と開発 ･整備の方向づけがなされている｡

開発地区 :用途地域指定を行い､公団施行の土地区

画整理事業によりニュータウンの骨格を形成し､バ

スルートの強化のほか､市営高速度鉄道3号線及び

4号線を計画する｡

農業専用地区 :都市と虚業の調和を図り､農地の乱

開発を防止し､都市農業の育成のため､集団化と優

良農地の保護を図りつつ都市環境整備を兼ねた生産
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緑地をつくる｡

その他の地区 :既存集落部分を主とし､当分の間は

現状以上のスプロールを防止しながら開発が保留さ

れる地区とする｡

回パイロットプランの検討

(1)開発目標の設定

新設された港北開発事務所において､昭和44*

から45年にかけて検討が行われた基本計画策定の

街づくりとしての ｢KOHNEW TOWNPmOT

PLANREPORT 1969-1970･港北ニュータウン

交通計画を主体としたパイロットプランの検討｣

(日本住宅公団)では､公団としての港北ニュー

タウンの開発目標が碇案され､一方では実現化に

対する制約条件が整理され､この制約条件のフィ

ルターを通して､開発目標達成のための7つの手

法(システム)が提案された｡

開発目標としては､

･経済性

･豊かな空間構成

･変化に対応できる街

･便利な街

･豊かな人間性を育てる街

豊かな人間閑係

人間性回復の街 IF 芸 器 かな街

･住民のつくる街

･大都市問題対策

が1本のツリーにまとめられ､制約条件としては､

･計画技術水準による制約

･ニュータウン事業上の制約

･市民参加による制約

･国 ･県の制約

･公団の制約

･市の制約

がまとめられた｡
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開発目標の樹と制約条件の樹

開発目標の樹 制約条件の樹

2



開発目標達成のための7つのシステム

9:収折伏のための手法(シ'̂テム) 対EE.鞘俵 理 念 (l糊 先 日tt:) 現 tjI せ 求 か 項

I.d.I.j. ウ′肋 血 BD 帆. .こ.̂仲までの安全他,姥近性.快適M.Y,.迎rtが安い.輔車時ri"TTIln｡

グリーンマトリックスのシステム I油肋時rilJの短縮.安全牲税別M二位弘一.1

k.I.mP.∫.g.hI.i.)ら.d.l.∩一.b.d.ど 金の任侠.81井のNf桐 税ll川..■iH'L.'ifJ'F.牡○溢水スペース.Lll.刷孜l川迦fT等.h旺山姥,他k円展rH】就茶人uJt7大ごみ払牡の合理化.水t丘有水fl良好

b■ 圧 の 近 推 托 1:

比 企 施 設 シ ス テ ム ('#1i労 肋の低椎 と快 適化

■小 比内作業がl外作A:

d

シ''Lyビ./タの利他化.低JkrL 快適 屯力カス土石安定.抵触｡冷暖房○洗

n_の権能e公益的施設利用の完全オ- ト-7ナック化∫¶児作薬の共同化.社会化g #繊細合理化○oTY物77'E,-千.商品,軒店,サ-ビスO公益施設利用7'-/t3-チ,女地織f札 サーヒス(持たされない, 77タ-サーとス等 )fT氾Al成.㈹帆 .'t児巾.伽ff所77-I,-チ (擦近性.安全性 ).交油

rit 九

全 血 ノ ス テ ム 医椴.触壮

j.Ic.k.mc. e.Ii. I.m '#庭医の気やすさと近代政幸の忠恕を 枚的.医療牡開 く中門医多い.持たさ

いつでもPA.けることができる○ れIJい.改編.料金安い.等 )

読書日 回心虎の&.近性.施設水中.サ

h伝染病.公乱 食品恥生など広地的爺 余

生私埋の実行と保証悟 ㌔ 際,休息一学習- 肋 -ビス )マスノティ7.室内ブ-A(11台れ 娯兼所 ).b:食映画青菜観刺 (兼術軌 公会隻の充実 ).休息散歩.ス.+:-ツ,趣味. Shopping.交厨等7プp-チ (接近,安全.快適性 ).鎖骨施設充実事空気 (排気ガス.砂ぽ こり等のTlい ).普 (串の牡乱 工戦強者のない ).Jt

旺宅.旺宅地供給システム

救 育

J双が安心 してまかせ られる教育糊 の確保k
供 給 地 理 シ ス テ ム 物 的 環 境公書を防ぎ自然の恩恵を享受できるこ 81(ビ1-.+:イント.遜成未払 旺鎌

と○ デザイン等 ). プライ.こ./-.光 (日照 ).8.土等災害防止 (梶乱.応急措此).個別事

た苦し､芸誓言㌘止と柳 榔 J 心理的環gt

旺 民 e 加 の シ ス テム 故対策.死後の安息 (基地等 ).fr描(ふるさと.にぎわい.季節感 )
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(2)パイロットプランの検討

この検討においては､鉄道と街路の計画条件

区分､交通計画と住宅地計画等の相違により

種々の案が検討され､また､検討期間中に市営

地下鉄3､4号線のルートが都市交通審議会で

答申される等の条件確定もあって､パイロット

プランNo5-4が現在のマスタープランの骨格

となっている｡

パイロットプランNol

パイロットプランNo2

パイロットプランNo3-4

パイロットプランNo5-1･2

パイロットプランNo5-3



パイ田ツトフランNo5-4

パイロットプランNo514の前提条件は､(D

市営地下鉄3､4号線のルートについては都市交

通審議会で答申されたものとする､②3号線と田

園都市線の接合駅は ｢たまプラ-ザ｣とする､③

地下鉄3号線が第-､二両地区にサービスできる

ルー トとする､ ④東京新線も計画条件とする､

⑤東京 ･厚木道路のルートは丸子 ･中山 ･茅ヶ崎

線沿いとする､⑥第二外環道路のルートは早測川

沿いとする､⑦都市計画道路5路線を計画条件と

する､⑧横浜都心向け道路を補強する､というも

のであった｡

そして､計画人口は港北ニュータウン区域は30

万人､公団施行地区は㌶万人とされ､主要街路は､

センターに求心性を持たせた格子状パターンが採

用された｡

また､センターは､広域センター､地区セン

ター､近隣センターの段階構成とし､歩行者専用

道路によって集合住宅地等と結ばれた｡さらに､

通勤 ･買物系と保全 ･レクリエーション系を明確

にしながら､歩行者ネットワークを形成するグリ

ーンマ トリックスが採り入れられた｡

2.開発計画基本方針

市の基本構想の発表､公団における基本計画案の

作成､基本設計作業を経て､対策協の了泉を得､さ

らに地元説明会を行ったうえで､公臥 ま事業実施に

あたって､事業者としての横浜北部新都市第-地区､

第二地区開発計画基本方針を定め､昭和47年9月29

日公団理事会において決定した｡

地区の概要

所在 地 神奈川県横浜市港北区の一部､緑区
の一部

着手年度 昭和44年度

地区面積 第一地区: 546.7ha第二地区: 786.8ha

合 計: 1.315.5ha

事業施行方式 土地区画整理事業

E]開発計画の概要

(1)計画人口

･計画人口:2a),㈱ 人

･人口密度 :167人/ha

(2)住宅地計画

･住宅地を原則として幹線道路により13の中学

校を中心とする住区に分ける｡各住区は通

過交通を排除し､住区内施設は､歩行者専

用路により安全に結びつける｡

･歩行者専用路網は､車道と完全分離して住

区及び主要施設を有機的に結びつける｡

･集合住宅地 :土地の高度利用を図るためで

きるだけ集合住宅用地を多くする｡配置及

び大きさは全体の人口バランスを考慮する
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とともに現況樹木を棲力保存すべく､緑道､

公園等をあわせて計画する｡街区の大きさ

は3.0-7.Ohaとする｡

･公団宅地分譲地 :独立住宅用地は約62ha､

2,400戸を計画する｡

･民有地 :民有地は独立住宅用地を主体に計

画し､その親横は平均 210m2/ 戸とする｡将

来マンション等の建設が予想されるので､

人口計画の中では民有地の約 1割について

集合住宅用地並みの人口密度を想定する｡

(3)交通計画

二農道 :駅の徒歩圏域をなるべく広く､かつ､

地区全域から均等なサービスができるよう

なルートを計画する｡予定路線のルート及

び駅は次のとおりである｡

(a)市営地下鉄 3号線 :地区内4駅､ルー トは

横浜中心部～港北NT～田園都市線

(b)市営地下鉄4号線 :地区内3駅 (うち共通駅

3駅)､ルートは鶴見～綱島付近～港北NT

(C)都営6号線延伸線 :地区内3駅 (うち共通

駅2駅)､ルートは東京都心～港北NT

二盤監

(a)既決定の都市計画街路 (5路線)のルー ト

を尊重しつつ､方向性と段階構成を明確に

した道路配置とする｡

(b)交通量の多い街路の交差点については将来

立体交差の余地を残す｡

(C)タウンセンターに対するサービスがスムー

ズになるような道路配置とする｡

(d)通過交通が住宅地を通らないような道路と

する｡

(e)歩車分離の徹底を図る｡

(f)原則として幅月18m以上の道路をバスルート

とする｡

(4)施設計画

･教育施設計画 :住区には､中学校 1枚､小

学校 2校､集合運動場 1箇所､幼稚園2園

を計画する｡高等学校は､第一地区3校､
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教育施設計画

区 分 耗 設 政(箇所) 1箇所当たり面 磯(ha) 対象人口(人)節-地区 第二地区

幼稚園 ll 14 02 &㈱～10.㈱

小学収 12 14 12 8.伽～10,【伽

中学校 6 7 1.9 16,(伽～20.㈱

集合運動場 6 7 2,0 J6.㈱～20.㈱

高等学俊 3 3 3.6 30,㈱～40,㈱

第二地区3校､計 6枚を計画する｡また､

特殊学校を1校計画する｡

･センター計画 :タウンセンター1箇所､地

区センター4箇所 (第一地区2箇所､第二

地区2箇所)､近隣センター6箇所 (第一地

区2箇所､第二地区4箇所)を計画する｡

(a)タウンセンター :早測川をはさんで両地区

にまたがるタウンセンターは､横浜北部の

広域的センターとし､商業 ･社会施設等を

計画する｡

(b)地区センター :各駅前に､40,(X氾～50,(H氾人

を対象とした商業 ･社会施設等を計画する｡

(C)近隣センター :タウンセンター､地区セン

ターを補う位置に日用品を中心とした商業

施設等を計画する｡

･その他の公益的施設計画 :地区の住民のた

めに公益的施設用地として行政施設 (国 ･

県 ･市事務所)､厚生施設 (病院､診療所､

保育園等)､住民サービス施設 (電報電話局､

消防普察､郵便等)等を確保し､中心的施

設についてはタウンセンター内に計画する｡

(5)公園､緑地計画

･樹木等の自然を最大限に活かす設計とする｡

･各住区と駅や中央公園等の施設を緑道によ

って体系的に結ぶ｡

･文化財は極力､公園内にとりこむ｡

･中央公園 :港北ニュータウン全体を対象に､

タウンセンターの西側に､自然公園的性格



をもたせて計画する｡

･近隣公園 :誘致距離 弧)mを標準として現況

植生を保全しながら緑道歩行者専用路沿い

に有機的に配置する｡

･児童公園 :誘致距離250mを標準として歩行

者専用路沿いに有様的に配置する｡

･緑道 :幅30mで自転車専用路､散策路､緑地

帯を含み､周辺の樹木を活かしながら中央

公園や近隣公園等を結ぶ｡

公園､緑地計画

区 分 施設数 (箇所) 1箇所 当たり両横(ha)節-地区 第二地区

中央公園 0 1 19

近隣公園 9 9 2.0-5.0

児童公園 27 37 0.12-0.5

(6)宅地造成計画

･造成方針

(a)現況流域をできるだけ尊重した造成とする｡

(b)地区の地形や家屋､樹木等を可能な限り尊

重した造成とする｡

(C)切盛土は地区内でバランスするような造成

とする｡

(d)土工量は平均3rrf/m2以下となるよう計画

をたてる (節-地区 1,500万m1､第二地区

2,㈱万nl､計 3500万m3)0

(7)供給処理施設計画

･上水道計画 :横浜市営上水道により2箇所

の配水池 (栄-地区新設､第二地区増設)

から地区全体に給水する｡

･下水道計画

(a)雨水 :現況流域を尊重し､管渠及び一部開

渠により下流の早測川､大熊川､矢上川､

江川に放流する｡

(b)汚水 :地区内を管渠により地区外を元石

川 ･新羽幹線､山田幹線､荏田幹線､中山

幹線､市ヶ尾幹線を経て菊名処理場､恩田

処理場にて処理の後､鶴見川に放流する｡

･ガス供給計画 :東京ガスにより供給する｡

･電気供給計画 :東京電力により供給する｡

(8)その他

･高圧線計画 :地区内の黒部､新羽､甲信幹

線は現ルー トとする｡港北幹線は都市計画

街路新横浜元石川線に移設する｡

･文化財 :公団地区内で 279箇所確認された

が､そのうち39箇所が破壊されていた｡8

箇所を公園内で保存し､その他文化財審議

会からの保存の要望については､市で保存

すべく検討する｡

･清掃工場計画 :第二地区南側に地区内外に

わたって整備することを予定する｡

(9)減歩率

･合算減歩率 :35%

減歩率 :(%)

区 分 公共減歩率 保留地減歩率 合算減歩率

第一地区 22.5 12.5 35

第二地区 25.6 9.4 35

[司土地利用計画の概要

(1)土地利用計画

開発計画に定められた土地利用計画では､公共

用地率が30%を若干下回り､公園緑地の比率は

7%強である｡また､土地区画整理事業としての

宅地のなかでは､集合住宅地が最も大きい土地利

用計画となっている｡
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土地利用計画表

区 分 節-地区 第二地区 全体 摘 要
両税(m') % 面朝(m') % 両税(m') %

公 道路 1.084.000 19.8 1,645,000 21.4 2,729.000 20,8

共用地 公園.緑地 386,000 7.1 612,000 7.9 998.000 7.6

水路 24,000 0.4 7.000 0.1 31,000 0,2

′ト計 1,494,000 27.3 2.264.000 29.4 3,758.000 28.6

蛋也 住 炎合住宅地 740,000 13.5 1.000.000 13,0 1,740.000 13.2 山Eu/ト学校(4.07】m')､

宅 分孟耗宅地 332.000 6.1 289.100 3.8 621.100 4.7 配水池(59.000rnT)杏

用也 民有地 2,175.500 39.8 3,121.600 40.6 5.297.loo 40.3 含む

小計 3,247.500 59.4 4.410.700 57.4 7,658.200 58.2

施 教育施設用地 522.000 9.6 578,000 7.5 I,100.㈱ 8.4 幼､小､中､高､特殊学校､

設捕也 商業その他用地 203,500 3.7 435,300 5.7 638,800 4.8 運動%L､鉄道､第二外環､東京厚木線を含む′ト計 725.500 13.3 1.013.300 13.2 1.738,800 13.2

(2)人口計画

公団施行地区の人口計画は一貫して合計22万人

であり､計画人口の9)%弱が集合住宅地に居住す

るよう計画されている｡民有地の 1戸あたり世

帯 人 月 は 旧 来 の 農村 地 帯 で あ る特 性 か ら､ 若 干

大となっている｡

人口計画

種別 節 - 地 区 第 二 地 区 全 体 I 貴

faLh)戸&tF1-)̂ R(A)iR(h)声&(戸)人口(人l書a(h)戸引戸)人口1̂)

集合tt宅 74,0 Il.400 43200 1(氾J) 15.̀l00 弧500 174.0 W 101.700 帳n1戸38人声

分ZA住宅 332 1300 5500 2831 u仰 4.縦) 69Jl?I400 10,100蜘 ni戸41ん戸

JI泣 7255 4(氾 L500 LOI33 500 lB00 l73B8 900 3300+書けFl)のl,2ht捕trt宅Iax)i十甘㍑人戸

民布地 222Jl lo′l(氾 43500 SIR) l4.600 6).400 SilO5 25.000 101β00伽16m'/戸42人Iff
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匝]関連公共公益施設整備事業の概要

関連公共公益施設整備事業については､市と公団

との取決めにより､街路事業費の6分の1､河川改

修事業費の30%を公団が負担する計画であり､稔額

110億円強の負担金が見込まれていた｡

関連公共公益事業の概要

区分 名所 単葉主体 事業丑 事業費 公団負担金

(m) 帽万円) (百万円)

街路 暗元石川簸 tは市生長9,410郎 140 削 2生別)70指nL8-2B 1.860 310 (第一舶)

中山北山田8 1,500 156 (弟一脈)

日向東山田&僻上蘇生一 呈約43)幅n22-3翼長3JW幅fI22-32里長2.加持月5-40 1.4071,542 9474160242 (第二為区)捕一点区)(恭二鳥区)(第二為区)州浜元石川一' 7,623 1270 捕二鳥区)

宮内州浜* 幅員40 360 60 捕二t区)

大鵬山田投 fi貝a)里長乙蜘舶 18 729 122 (第二為区)書居東山蛸 132 22 捕二鳥区)

計 15.453 2.510

削l 早測川大熊川 県 .市市 4.39010.410 671649530 (節-為区)(第二地区)捕二生区)

計 5,800 I.750 (第-為区)(節二鳥区)

公 処理堵 386423 (恭一書名)(第二書名)

共下水追 管渠ポンプ助 1581.6382.2252830 (第二息剛(恭一為区)(第二鵬)(第-為区)捕二鳥区)

計 4.888

駅舎 200200 (第-舵)(粛二t区)

ガス&丘 619880 捕-t区)(弟二一帽)
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@]全体スケジュール

全体の事業期間は昭和48年度から58年度であり､

工事は昭和55年度未に概成し､後3年間は清算期間

とされていた｡

全体スケジュール

区 分 昭ftH7年Lr 18 一9 50 51 52 53 51 55 56 ST 58

事■LZ可美kl十i工 事換 地74 爪所 管 SB秩 寸FLa 地 区 外連 邦汁的指Jt投 河 lJI仏 FftA 王見 放 可 ●● ● ●エTF抑糊- -絹 中r.I

エ… ｢ 投JtモiB色8
9.-0- ● ●

≡ i. 06互生三:車粥区B7t : ●

St増エI ●

? ≡ :bigよ供稔や i ●

占Jf去.公Eb l ●

- 0地決定

) 粒JlhL>汁 tEn=* (⊃羅笹木 0
屈 77 08鵬 妻 (J2It)(什井)qi粒PQH

埴任用 C,○ ●vo… 用何誌糊始●

○ :○拝信 0○.疋)

見原 f事伝 (SE地I に伴う)

用JIBTQ 0 3 LtfNtA 畠で 圭1(,空想

｢屈有言 2 )F L次入 居 ●

田E" A まで タウン内 (○ 06JtJtニユT

汁外 )

(a.7i:)O型 星空型 !旦 旦○○菊名処刑 唖Z2 46まで) 工事 (同左X

改仕工中 (早 川.大席川) 開始 (諒 ケ ､巾志田) -申立 一三同始 ○f捷 並

I 一杯並l王 抵
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第4節 事業計画の認可

1.事業計画の認可までの経緯

ロ 市の基本構想の決定

昭和44年6月､港北ニュータウンの開発地区の大

部分が公団施行の土地区画整理事業により整備され

ることが決定されて以来､横浜市と公団はそれぞれ

の立場から港北ニュータウンの基本構想の検討を行

い､基本的合意を見て､昭和45年12月に市の基本構

想が決定された｡

土地利用基本構想図

田基本計画案と基本設計

この基本構想は対策協に提示されたが､基本構想

が抽象的であったことから､さらに詳細な検討が必

要となり､市からの委託により公団において基本計

画及び基本設計案の作成が進められ､市各局の意見

による修正が行われた｡

また､｢市民参加のまちづくり｣を標梼する港北

ニュータウンにおいては､施行規程及び事業計画の

縦覧の前に､第2次修正案による住民説明会が計30

回開催されて権利者の意見が聴取され､これらの意

見を採り入れるとともに､計画の前提条件となって

いた東京第二外郭環状道路及び東京 ･厚木道路の決

定延期による変更等を行って第3次修正案が作成さ

れた｡さらに､造成計画上の立体的な再チェックを

行って第4次修正案が作成された｡

巨]施行規程及び事業計画案

事業計画案については､昭和47年8月に第3次基

本設計案をもとに作成されていたが､第4次基本設

計修正案と整合を図って最終的な修正が整ったの

は､昭和47年11月中旬であった｡

最終案の決定後､市各局への事前説明､旧日本

住宅公団法第36条に基づく市関係各局協議､神奈川

県の意見聴取を終了し､さらにその後地元説明会が

実施され､事業計画案が確定したのは昭和48年9月

であった｡

この間､公団では､昭和47年9月29日理事会にお

いて開発計画基本方針が決定された｡

回認可申請及び縦覧

事業計画の認可に関わる市及び県の意見聴取等が

終了し､市議会における説明を経て基本計画 (莱)

が市長の諮問機関である開発審議会に諮られる一方､

基本計画 (莱)､事業計画 (莱)､施行規程 (莱)に

対する地元説明会が各地区で2か月間にわたり計39

回開催され､来場した権利者等は約al00人に逢した.

昭和48年9月建設大臣に認可申請が行われ､10月

14日から㌘日まで施行規程及び事業計画の縦覧が行

われた｡この2週間の縦覧者は1,814名 (節-地区

1,007名､第二地区807名)に及び､縦覧会場ではさ

まざまな質問が寄せられた｡

縦覧に供された施行規程及び事業計画に対して約

4,6α樋 の意見書が提出された｡神奈川県知事はこの

意見書を県都市計画地方審議会に付議し､昭和49年

3月29日に意見を付して審議会から知事に答申が行

われた｡審議会の意見は､以下のとおりである｡

①過小宅地の問題については､意見書の趣旨を十

分にしん酌し､事業実施にあたって慎重な配慮を

すること｡

②文化財等については現状及び港北ニュータウン

文化財問題協議会の意見を考慮し､その保存につ

いては慎重､かつ最大の努力をはらうこと｡

③樹木の保存等環境保全については事業実施にあ

たり充分留意すること.
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神奈川県知事は4月12日建設大臣に審議会の意見

を付した意見書を送付したが､大量の意見書の処理､

文化財問題及び同時に建設大臣に提出された宅地会

からの請願書の処理に期間を要し､事業計画の認可

は､基本構想の捷示時点での認可予定時点からすで

に2年余り､申請時点から約11か月を経過した昭和

49年8月㌘日であった｡

公団施行決定後から事業認可までの経緯

主 な 経 緯

昭和 44.6.ll
44.日.-

44.12.-

公EZl施行として特許

地区界洲虫､基本測丑開始

港北ニュータウン問う削こついて横浜市長より公団稔

荻鬼婆望､①ニュータウン中心地区開発の方式につ

いて②横浜市宅地開発要約の適用について､ ③横
浜市と公EtIとの協謙会の設立について

横浜市港北ニュータウン建設協議会

第2部会において韮本構想を決定

恥 基本構想を対簾協に提示｡小委員会より具体

的内容の明示安約7打は公馴二基本計画案 (】/2,500)
の作成を委託

基本計画案を対策協小委月余に捉示

基本計画架について対策協合同委月会に説明､韮

本的了承を得る｡公用は韮本設計作成に若手

基本設計図第1次案により横浜市各局 (17局2区)

に対し説明 (～47.I)

横浜市各局の意見による修正を加え基本設計第2次
案作成

基本設計第2次案を対策協合同委月会に説明

韮本設計第2次案について地元説明会計30回開催

(～4,30)
踏北地区開発計画基本-h針埋部会で承認

那菜計画 (莱)作成

区域変更､都市計画道路の変更追加が都計番に諮

られ､決定 (告示48.2)
韮本計画 (案)､部粟計画 (案)､施行親程 (莱)

完成

公団部J英一計画についての各局意見を党fEとして交換

旧公団法第36粂第41項の意見倦収について､横

浜市回答

神奈川県に対し､意見聴取

拡本計画 (莱)市講会説明

基本計画 (莱)偶発審議会に諮問

進本計画 (莱)､邸薬計画 (潔)､施行塊租 (莱)

に対する地元説明会各地区で計39回開催 (～7.1)
認可朋符

施行魁程･事 案計画縦覧 (～ 27)

神奈川収都市計画地方･#議会開催

縦掛こかかわる意見捌寸議､知邸に答申 (過小宅

地･文化財･環境保存について)

市捲北ニュータウン基本計画を決定

施行兇程･卒業計画の建設大任認可

公臥 本格造成工弔弟手

B]港北ニュータウン開発審議会と市の基本

計画

一方､市は､行政､都市計画等の専門家､市議会

代表､地元代表の意見を聞くため､昭和46年3月30

日に条例を定めて ｢港北ニュータウン開発審議会｣

を設置し､審議会に諮問しながら検討を行うことと

した｡昭和48年 3月 ｢港北ニュータウン基本計画

(莱)｣が市の案としてまとまったため､この案につ

いて､同年4月17日に開発審議会に諮問し､審議を

重ねた後､昭和48年12月に答申を受け､横浜市の

｢港北ニュータウン基本計画｣として確定した｡

審議会は40名の委月 (うち29名常任)により構成

され､専門部会が設置され､各々の事項について審

議が行われた｡

部会構成

第1部会 新都市建設のための基本的都市構造に

関する事項

第2部会 緑と生活環境の整備に関する事項

第3部会 市民生活に必要な都市施設整備及び市

市の基本計画として確定した計画案は､昭和46年

に市が公団に委託作成した案と基本的に内容を同じ

くするものである｡

2.都市計画決定

皿港北ニュータウン及び周辺の都市計画の

変遷

横浜市の本格的な都市計画は､大正11年の旧都市

計画法による都市計画区域の決定を始まりとし､翌

12年の関東大震災によって市域全体が大きな損害を

受けたことから､草創期の都市計画は震災復興をね

らいとして行われた｡

昭和14年の第6次市域拡張によって､港北区は戸

塚区とともに横浜市に編入されたが､当時の都市計

画は都心部を中心として計画されており､港北区を

･ト31･



はじめとする市の郊外部については､都市計画上の

位置づけが特になされていなかった｡

第2次世界大戦によって､横浜市は大きな被害を

受け､戦災復興都市計画がたてられた｡ここでは市

中心部について広幅月の街路網を計画し､土地区画

整理事業を中心に復興を図ることとした｡

昭和30年代に入ると､郊外部での市街化が進展し

始めたため､これまでの市中心部を対象とする都市

計画から､郊外部も含めた市域全般にわたる都市計

画がたてられるようになった｡

昭和幼年の新都市計画法の制定により､港北ニュ

ータウンの公団施行地区は､昭和45年6月10El付神

奈川県告示 4獣)号及び昭和52年3月20日付神奈川県

告示第232号により市街化区域の指定を受け､また､

昭和48年12月25日付神奈川県告示第1201号及び昭和

52年3月30日付神奈川県告示第233号により第-種

住居専用地城に指定された｡

なお､用途地域の指定については､当初公団施行

地区全域が第一種住居専用地域に指定されたが､そ

の後土地利用計画に応じて用途指定が変更された｡

指定の主な内容

指 定年月 日 指 定 内 容

昭和45.6.10
48.12.25

52.3.10
52.3.30

56.ll.17

平成2.4.25

4.1.14
5.2.19

神奈川県告示第490号市街化区域指定
神奈川県告示第1201号第一種住居専用地
域指定
神奈川県告示第232号市街化区域指定
神奈川県告示第 233号第-種住居専用地
域指定
神奈川県告示第 966号第-種住居専用地
域､第二種住居専用地域､住居地域､近
隣商業地域､商業地域及び準工業地域に
指定
横浜市告示第 255号高度地区の指定神奈
川県告示第 256号防火地域及び埠防火地
域の指定
神素朴県告示第 143号用途地域の一部変
更､横浜市告示第25号高度地区の一部変
更､横浜市告示第26号防火地域及び準防
火地域の一部変更 (市営地下鉄3号線の高
架化に伴うもの)
横浜市告示第 128号港北ニュータウン茅ヶ
崎近隣センター周辺地区地区計画の決定
(市営地下鉄3号線の高架化に伴うもの)
横浜市告示第6号駐車場整備地区の指定
神奈川県告示第 121号用途地域の一部変
更､横浜市告示第30号高度地区の一部変
更､横浜市告示第31号防火地域及び準防
火地域の一部変更 (タウンセンターの変更に
伴うもの)

藩北地区及び周辺の都市計画図の変遷 (昭和18年)

漕北地区及び周 辺 の 都 市 計 画 図 の 変 遷 (昭 和 32 年 )
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港北地区及び周辺の都市計画図の変遷(昭和47年)

港北ニ ュータウン都市計画図 (平成 8年)
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圧】都市計画施設

都市計画施設指定状況

指定年月日 都 市 施 設

早i削り

3.2,3 新横浜元石川穀

3.3.22 中山北山田線

3.3.25 日書元石川線

3.3.32 横浜上麻生線

3.3.39 東方北山田親 (3.4.31佐江戸北山田鰍こ

変更､3,3.45佐江戸北山田掛こ変更)

3.3.39 センター南停車場巣

3.4.19 丸子中山茅ヶ崎線

3.4.29 大熊東山田巣

3.4.36 新羽荏田魚

3A.37 牛久保中川巣

3,6.8 大熊停串地線

8.6.4 歩行者専用道路 港北ニュ-タウン1号線

8.6.5 歩行者専用道路 港北ニ1-タウン2号線

8.6.6 歩行者専用道路 港北二ュ-タウン3号線

8.6.7 歩行者専用道路 港北ニュ-タウン4号簾

8.6.8 歩行者専用道路 港北ニュ-タウン5号凍

8.6.9 歩行者専用道路 港北ニュータウン6号線

8.6.10 歩行者専用道路 港北ニュータウン7号浪

8.6.11 歩行者専用道路 港北ニュータウン8号巣

8.5A 歩行者専用道路 港北ニュータウン9号親

&6.12 歩行者専用道路 港北ニュー,ウン10号簸

8.7.16 歩行者専用道路 港北ニュータウン11号線

8.7.17 歩行者専用道路 港北ニュータウン12号親

&5.5 歩行者専用道路 港北ニュータウン13号線

5.5.901港北ニ1-タウン稔合公園

4.4.901港北ニュータウン地区1号公園

4A.902港北ニュータウン地区2号公園

4A.903港北ニュータウン地区3号公園

4.4.1302港北ニュータウン地区4号公園

3.3.903港北ニュータウン近隣1号公園

3.3.904港北ニュータウン近隣2号公園

3.3.905港北ニュータウン近隣3号公園

3.3.906 港北ニュータウン近隣4号公園

33.907港北ニュータウン近隣5号公園

3.3.908港北ニ1-タウン近隣6号公園

3.3.909港北ニ1-舛ン近隣7号公園

3.3.910港北ニュータウン近隣8号公園

3.3.911港北ニュータウン近蘇9号公園

3,3.1312港北ニ11タウン近隣10号公園

3,3.1313港北ニュータウン近詐11号近熊

3,3.1314港北ニ1-タウン近東12号近蘇

3,3.1315港北ニュータウン近東13号近陳

3,3.1316港北ニ1-舛ン近蘇14号近隣

3.3.912すみれが丘公園

22,918港北ニュータウン-児童4･1号公園 (他25箇所)
22.945港北ニュータウン-児童7･1号公園 (他38箇所)
10 港北ニュータウン都市緑地1号

11 港北ニュータウン都市緑地2号
港北ニュータウン繰道1号

港北ニュータウン繰道2号
捲北ニュータウン緑道3号
港北ニュータウン繰道4号
轄北ニュータウン緑道5号
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匡] 都市計画事業

街路及び公園等の整備については､横浜市の都市

計画事業として施行されることとなった｡

都市計画施設事業事業認可状況

事 業認可 日 名 称

3.2.3 新横浜元石川&(1回)

･ (2回)
33.22 中山北山田線
3,3,25 El書元石川線
3.3.32 横浜上麻生線
3,3.39 東方北山田線(3A.31佐江戸北山tEl鰍こ

変更､33A5佐江戸北山田鰍こ変更)
3.3.39 センタ一雨停車場線
3Al9 丸子中山茅ヶ崎線
3.4.29 大熊束ILlm線
3A.36 新羽准旧線
3A.37 牛久保中川線
3.6.8 大熊停車場線
8.6.4 非行者専用道路 略北ニュータウン1号線
8.6.6 歩行者専用道路 港北ニュータウン3号線
8.6.7 歩行者専用道路 港北ニュータウン4号線
8.6.8 非行者専用道路 略北ニュー的ン5号線
8.6.9 歩行者専用道路 捲北ニュータウン6号線
8.6.10 歩行者専用道路 港北ニュータウン7号線
8.6.11 歩行者専用道路 捲北ニュータウン8号線
8.5A 歩行者専用道路 港北ニ1-タウン9号線
8.6.12 妙行者専用道路 港北ニュータウン10号線
8.7.16 妙行者専用道路 港北ニ1-タウン11号線
8.7.17 歩行者専用道路 港北ニュータウン12号線
8.5.5 妙行者専用道路 港北ニュータウン13母線
5.5.901港北ニュータウン麓合公園
4.4.901沌北ニュータウン地区1号公園
4.4.902捲北ニュータウン地区2号公園
4A.903沌北ニュータウン地区3号公園
4.4.1302港北ニュー舛ン地区4号公園
3.3.905港北ニュー舛ン近隣3号公園
3.3.907港北ニュータウン近幣5号公園
3.3.1312港北二11タウン近隣10号公園
3.3.1313港北ニ1-タウン近隣11号公園
5 港北ニュータウン緑道1号
6 港北ニュータウン緑道2号
7 港北ニュータウン緑道3号
8 港北ニュータウン緑道4号
9 港北ニュータウン緑迫5号

3.当初事業計画の概要

港北ニュータウンの公団施行土地区画整理事業

は､昭和49年8月㌘日に事業計画が認可された｡

当初事業計画の概要は以下のとおりである｡

①施行面積

･13155ha(第一地区546.7ha､第二地区768Bha)

②事業施行期間

工事完了までの期間は当初予定どおりとする

が､清算期間を延長し､事業期間は昭和00年度末

とした｡

･昭和49年8月～昭和61年3月 (清算期間5年

を含む)

③事業費

事業費としては約1,(咲)億円が予定され､平方メ

ー トルあたり事業費は､第一地区約 8,50円､第

二地区7,CKX)円､平均7,咲X)円となっている.

･総事業費 998億円 (蘇-地区 462億円､第

二地区5諮億円)

径)合算減歩率

一体である二地区が別の土地区画整理事業とし

て施行されることから､合算減歩率は両地区とも

35%に調整された｡

･合算減歩率 第-地区35.0%､第二地区35.0%

⑤土地利用計画

土地利用計画については数次にわたる基本設計

の修正のため､理事会で決定された計画案とは若

干の相違が生じている｡

土地利用計画

Lg J}} 那 一一地 ぽ 那 ニl夏葡 今 体 1- 才
h'柵ha 枕絵比 iifAha M戊比 JG枕ha 辞攻比

公)t.川也 j丘 蛾 109.4 20.0 165.3 215 27ノ1.7 20,9

公Ed.投地 :】8.6 7.1 61.2 8.0 tJ9,8 7.6

3_5 0.6 05 0.l Jl.0 0.3 rlilin川

′ト 叶 151.5 27.7 227,0 29,5 378,5 28B

吃也 72.0 13.2 loll.0 13.5 】76.0 13Jl

3ー3 5.7 30,0 3.9 613 L1.7

Jit和地 2183 39.9 3125 40.6 530.8 Ilo,3

叔rqbkは川地 73.6 135 95.3 12.Ll 168.9 L2B

その他bL放

′ト ー什 395.2 72.3 54l.8 705 9:;7.0 71.2

令 5一16.7 l00.0 768B 100.0

⑥人口計画

人口計画については当初の計画どおり､港北ニ

ュータウン30万人､公団施行地区22万人であるO

⑦鉄道計画

鉄道計画としては､予定路線として横浜市営高速
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計画人口

区 分 節 - 地 区 第 二 区 画 全 体
p-A(pl 人口(人)戸!=戸) 人口(A) 声色(戸) 人口(人)

来合住宅用地 ll,080 42.loo 16.000 60.800 27.080 102.900
分盲#住宅用地 1200 5.000 I.150 4.800 2.350 9.800

公益的施設用地 380 1.400 480 1.800 860 3.200

民有地 10.360 43.500 14.4.30 60.600 24,790 IO4.100

鉄道3号線､4号線､検討路線として東京都都市計

画都市高速鉄道6号線が想定され､鉄道駅は6箇所

(第-地区3箇所､第二地区3箇所)である｡

⑧道路計画

･都市計画道路3.325日吉元石川線､3.322中山

北山田線､3339東方北山田線､323新横浜元

石川線､3.3.32横浜上麻生線､3.4.19丸子中山

茅ヶ崎線､3.429大熊東山田線

･幹線道路 7路線 (第-地区4路線､第二地

区3路線)

･住区内道路は､通過交通を排除することに

留意し幅員4-9mを配置

･歩行者専用道路は､歩行者の安全を確保す

るため､幅月3-15mを配置

⑨公園 ･緑地計画

･総合公園 1箇所 (第二地区)

･近隣公園18箇所 (第-地区9箇所､第二地区

9箇所)

･児童公園64箇所 (第-地区27箇所､第二地区

37箇所) ･緑地 6箇所 (第一地区3箇所､

第二地区3箇所)

⑲センター計画

･タウンセンター 1箇所 (第一地区 1箇所､

第二地区1箇所)

･地区センター4箇所 (節-地区2箇所､第

二地区2箇所)

･近隣センター6箇所 (第一地区2箇所､第

二地区4箇所)

⑪教育施設計画

･幼稚園缶園 (第一地区11箇所､第二地区14箇所)
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･/J嘩:校訂枚 (第-地区13箇所､第二地区14箇所)

･中学校13校 (第-地区6箇所､第二地区7箇所)

･高等学校 6枚 (第-地区3箇所､第二地区

3箇所)

･特殊学校 1校 (第二地区)

･集合運動場13箇所 (第-地区6箇所､第二地

区7箇所)

⑩上水道計画

･横浜市営水道の配水池より地区全域に給水

する｡

⑬下水道計画

･汚水は､港北及び緑下水処理場で処理する｡

･雨水は､ニュータウン関連河川 (早測川､

有馬川､大熊川､鶴見川)に放流する｡



土地利用計画図 (昭和49年9月発行のパンフレット)
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第5節 計画の変遷

1.計画の変遷

昭和42年の基本計画原案の作成以来検討を重ね､

第4次修正基本設計案に基づいて土地区画整理事業

の当初事業計画として成案をみたが､事業計画認可

から㌶年の間に､計画内容はさまざまな要因により

変化してきている｡

計画の変遷について順を追ってみていくと､次の

ように要約することができる｡

(D第1回事業計画変更

施行区域及び都市計画道路との整合､公益的施

設用地の変更､センター及び工場倉庫用地等の

｢特別な用地｣内の道路配置の変更､小規模街区

の設置等主に都市計画､宅造協議､申出換地及び

仮換地指定に起因する設計修正が昭和糾年の第1

回事業計画変更で行われた｡

②事業スケジュールの延伸

昭和55*皮完了スケジューJL,から昭和62年度概

成スケジュールへの施行期間延長が昭和55年の第

2回事業計画変更で行われた｡

③土地利用転換

集合住宅用地の計画建設用地への変更､学校計

画 ･集合運動場の見直しにともなう大幅な土地利

用変更であり､第一地区については昭和63年､第

二地区については昭和62年の第4回事業計画変更

において変更された｡

④地下鉄3号線の高架化

大部分地下構造であった地下鉄3号線を高架構

造に変更することに起因するもので､平成元年の

第5回事業計画変更において主に地下鉄用地の確

保にともなう変更が行われた｡

⑤タウンセンターのマスタープラン修正

タウンセンターのマスタープラン修正にともな

い､タウンセンターの道路配置及び街区形状が大

幅に修正され､平成3年の第6回事業計画変更に

おいて変更された｡

⑥駅前 ･近隣センターの計画変更

北山田駅前センター及び茅ヶ崎近隣センターの

道路配置 ･街区形状の変更並びに中央地区との調

整にともなう変更を行ったもので､平成7年の第

8回事業計画変更において変更された｡

[□土地利用計画の変遷

土地利用計画の変遷については､当初の事業計画

の認可時点から大きく4回変更されている｡

土地利用計画図の変遷

事業計画変更日 主な変更点

昭和49年8月27日(当初) 当初事業計画

(第-地区)昭和54年4月12日 申出調査の結果を反映したセン
(第1回変更) タ-用地､工場用地等の新設等

及び仮換地供覧とその後の合意
による設計の変更等

昭和63年2月lEl 土地利用転換の実施に基づく集

(第4回変更)(第二地区)昭和62年4月11日 合住宅用地から計画建設用地への土地利用変更､教育施設用地
(第4回変更) 及び集合運動場の変更等

平成3年10月3El タウンセンターマスタープラン
(第6回変更) の修正に基づくセンター用地の､

変更地下鉄6号線の廃止による
鉄道用地の変更等

平成7年1月26日 駅前センター等の土地利用の調
(第8回変更) 整､地下鉄計画の変更に基づく

これらの大きな土地利用計画の変更にあわせて､

公団の集合住宅用地内や用地に沿ってネットワーク

されていたグリーンマ トリックスの組み替えによる

緑地､歩行者専用道路等の変更､詳細設計が進捗す

ることによる公共施設の設計変更､仮換地指定のた

めの換地の割込による区画道路と街区の部分的な設

計変更等が22年間を通じて随時行われ､土地利用計

画図に反映されている｡
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匡]施行期間の変遷

施行期間の延長については､まず第2回変更 (昭

和55年4月)において､昭和50年以降対策協におけ

る紛糾の原因となっていた昭和62年度概成スケジュ

ールへの7か年の施行期間の延長が行なわれた｡

権利者にとっては､地域の状況が変化していくな

かで､自己の生活再建の時期的目処を把握すること

が重要であり､当初の工事枕成と供用開始のスケジ

ュールを延伸することは非常に大きな問題であった｡

しかしながら､この延伸については､施行者のみ

の問題ではなく､権利者や事業を施行するうえでの

周辺環境条件等に基づくものも多く､諸問題を粘り

強く解決しながら､期間延長の合意を得ていった｡

その後､事業施行期間は2回 (第5回及び第7回

変更)延長されたが､仮換地指定や供用開始スケジ

ュールがつづくなかで､施行期間そのものは議論の

中心から遠ざかっていった｡

清算期間を含む事業施行期間としては､当初の昭

和60年度 (1985年度)完了予定から最終的には21年

延長されて平成17年度 (捌洛年度)完了予定となり､

31年を要する大事業となった｡

E]事業費の変遷

事業費は､当初約1,㈱ 億円と計画されていたが､

昭和40年代後半の高度成長とそれにともなうインフ

レーション､石油ショックによる狂乱物価､いわゆ

るバブル経済下における建設物価の高騰等の物価変

動を経て膨張する一方､公団開発地区としての整備

水準の向上､事業の長期化による金利負担の上昇等

により､最終的には当初の9倍にあたる約9仰 億円

に達することとなった｡
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2.事業計画の変更

昭和49年の施行規程及び事業計画の認可以降､9

回の事業計画変更が行われている｡

事業認可後の経緯

主 な 経 緯

昭和49.8.27

54.4.12

63.2.1

平成元.8.5

施行規程 ･事業計画の建設大臣認可公団､
本格造成工事若手
事業計画変更認可 (第1回):土地利用に対
する公団と権利者との調整､公共公益施設に
対する公田と市の調整に基づく土地利用計画
の変更及び第1回仮換地指定 (第一地区先行
造成地への移転)のための変更
事業計画変更認可 (第2回):事業施行期間
の変更 (昭和62年度概成)､資金計画の変
更
事業計画変更認可 (第3回):公共施設の変
更､公共施設管理者負担金導入による資金計
画の変更及び施行者名称の変更
事業計画変更認可 (第二地区一第4回):土地
利用転換の実施による土地利用計画の変更
(集合住宅用地を計画建設用地へ､教育施設
用地の見直し)
事業計画変更認可 (節-地区一第4回):土地
利用転換の実施による土地利用計画の変更
事業計画変更認可 (第5回):市営
高速鉄道3号線計画確定に伴う変更､事業施
行期間の延伸 (昭和66年度概成)､仮清算
実施のための変更等施行規程の変更 (第2
回):仮清算の規定追加
事業計画変更認可 (第6回):タウンセンターマ
スタープランの修正に伴う変更等
事業計画変更認可 (第7回):佐江戸北山田
線の設計変更､事業施行期間の延伸 (平成7
年度枚成)
事業計画変更認可 (第8回):駅前･近隣セン
ターの計画変更による設計変更､中央地区との
調艶による設計変更等
事業計画変更認可 (第9回):換地処分に向
け､換地計画との整合を図るための確定調整



[∃第1回事業計画変更 (昭和54年4月12日)

昭和52年10月 (第二地区)､昭和53年2月 (第-

地区)からの仮換地の供覧を踏まえ､第1回仮換地

指定に向けて､昭和53年12月に第1回事業計画変更

の認可申請がされ､翌54*4月に認可となった0

第1回変更は､施行区域と施行地区との微調整､

変更された都市計画道路との整合､4月に予定され

た先行造成地の仮換地指定のための設計の調整変

更､｢特別な用地｣への申出の調整された結果とし

ての土地利用計画の変更に関わるものが主である｡

第1回事業計画変更事項は以下のとおりである｡

①都市計画の変更との適合

施行区域の変更に基づく施行地区の変更

(13155ha-1316Bha)

･第-地区 :編入6箇所

･第二地区 :編入5箇所

都市計画道路の変更に基づく土地利用計画の変更

･丸子中山茅ヶ崎線のルート変更

･佐江戸北山田線の延伸

･日吉元石川線の地区内部変更 (区域変更)

･新横浜元石川線の他の都市計画道路との交差

部の変更

②センター､工場倉庫等の ｢特別な用地｣内の道

路配置の変更

･申し出換地の結果に基づく設計変更

･センター用地､工場倉庫等用地､アパー

ト･マンション等用地 ･集合住宅用地

･暫定農業用地

③小規模街区の新設

･小規模宅地の割り込みのための区画道路の

新設

④存置家屋周辺部の道路配置の修正､集合住宅用

地の配置 ･形状の一部変更

･既存家屋保存 (存置建物)のための区画道

路､歩行者専用道路等の変更 (新設､廃止､

ルート変更､幅員変更)

･集合住宅用地と独立住宅用地の変更 (換地

設計)

⑤公園の配置 ･形状の一部変更及び連続的な緑道

空間の変更

･地区3号公園､遺跡公園等

･公園､緑地の形状変更､児童公園の配置変

更､緑道の新設､文化財保存

⑥各種公益的施設用地の変更

･全体土地利用､換地設計､造成計画等の総

合調整

･バス､消防関係､派出所､変電所等の用地

の新設

･じんかい焼却場､保育所､幼稚園､タウン

センター関連施設の位置及び面積の変更

⑦開水路用地の廃止

･オープン水路の暗渠化

その他､高圧線下土地利用､避難路､排水路､

歩専道の景観設計

E]第2回事業計画変更 (昭和55年4月28日)

昭和54年 2月の第12回推進協合同協議会におい

て､懸案事項であった鶴見川の工事スケジュールに

ついて説明がなされた｡

この席上において碇案された施行期間の7か年の

延長 (昭和62年概成スケジュール)が第2回事業計

画変更の主要変更事項である｡

また､当初の事業計画の認可時点より相当の期間

を経過し､さらに具体化されてきた補償､工事等の

内容､事業期間の延長にともない増大した資金計画

についてもあわせて変更された｡

①事業施行期間の変更

･昭和49年8月27日から昭和61年3月31日まで

を昭和49年8月27日から昭和68年3月31日に

変更 (清算期間5年を含む)

(む資金計画の変更

･二地区合計 :998億円を2β35億円に変更

(第一地区 :46,185,663+円を141,425,473千円

に変更､第二地区 :53,630,046千円を

152,116224千円に変更)
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回第3回事業計画変更 (昭和58年3月17日)

公共施設についての公団と権利者との調整等の

結果に基づき設計の一部を変更するとともに､新

たに墓地を事業計画に明示し､墓地の区域を新た

に設定することが主な内容であり､日本住宅公団

が住宅 ･都市整備公団として新たに発足したため､

施行者名の変更も同時に行われた｡

さらに､別途事業の導入により､資金計画も変

更された｡

一方､この事業計画変更とあわせて､施行規程

の変更 (第1回)も行われた｡

昭和57年10月2日の土地区画整理法の一部改正に

ともなう清算金に係る条項及び公共施設管理者負

土地利用計画図 (昭和54年5月発行のパンフレット)

担金の導入により必要となった条項の一部変更が行

われたものである｡

①施行者の名称変更

②都市計画決定に基づく道路､歩行者専用道路､

公園の変更

･都市計画道路の変更及び追加､歩行者専用

道路の都市計画決定に基づく変更

･公園 ･緑地の都市計画決定に基づく変更

③区画道路の詳細変更

⑥公益施設の一部修正

⑤別途事業導入による資金計画の変更 (2935億円

-2β19億円)
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[司第 4回事業計画変更 (第一地区 :昭和63年

2月1日､第二地区 :昭和62年4月11日)

集合住宅への入居が始まり､小 ･中学校も開校す

る等第1次供用開始がなされ､ニュータウンとして

の歩みが目に見えはじめた昭和59年9月に至り､横

浜市は､人口増加の鎮静化や安定成長期に入った社

会経済情勢の変化にともない､現行用途地域 ･地区

制の中での多目的 ･高度利用への土地利用の転換を

提案した｡

一方､公団は､昭和00年に至って､多様な機能を

持つニュータウンづくりのため､集合住宅用地の一

部を施設誘致のための用地に変更し､民間住宅建設

業者への集合住宅用地の分譲を行なう等多様な住宅

土地利用計画図 (昭和63年3月発行のパンフレット)

地の授供による人口定着､職住近接のまちづくり等

をめざすこととなったことから､港北ニュータウン

の土地利用計画は大きく転換することとなり､この

変更を踏まえて第4回の事業計画変更が行なわれた｡

①土地利用転換の実施

･集合住宅用地から計画建設用地への名称変更

･教育施設の数､位置の修正 (小学校㌘箇所-

22%所､中学校13箇所-12箇所､高校6箇所

-3箇所)

･集合運動場から運動広場への名称変更 (教

育施設から除外､13箇所-8箇所)

②区画道路の詳細変更
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[司第5回事業計画変更 (平成元年8月5日)

土地利用転換にあわせた整備が進むなか､懸案で

あった地下鉄 3号線については､昭和61年2月､市

は主体構造を地下から高架に変更することにより､

同線の新横浜 ･あざみ野間の事業免許を取得した｡

その直後の昭和61年 7月の推進協合同協議会にお

いて､昭和62年度概成スケジュールの昭和66年度へ

の再延長が公団により捉起され､さらに地下鉄3号

線に係る課題を収束して第5回の事業計画変更が行

なわれた｡

具体的には､地下鉄の構造変更により､道路等の

設計も変更され､さらに仮換地も必要に応じ変更 ･

調整された｡スケジュール延伸にともない､早期建

築希望者に対しては､計画建設用地の一部を民有地

の住宅地等とする設計変更が行なわれ､また､仮清

算の実施が提案されたため､地積調整を含めた事業

計画変更が実施されたものである｡

仮清算の実施にともない､施行規程には仮清算の

規定が盛 り込まれることとなり､第2回の変更が行

なわれた｡

①事業施行期間の延伸 (昭和68年3月31日.+平成

14年3月31日)

②市営高速鉄道3号線計画確定にともなう変更

③存置建物の調整等による変更

④早期建築希望者対応のための変更

⑤資金計画の変更 (2β19億円-5,447億円)

回第6回事業計画変更 (平成3年10月3日)

昭和62年2月､センター地区のまちづくりが地権

者説明会の開催と世話人会の発足により始動し､地

権者による協議 ･調整を経て､平成元年4月､タウ

ンセンターのマスタープランが修正された｡

車による来街者への対応と､大規模複合開発-の

対応を図るため､街区の再編成､新たな区画道路の

付加が行なわれ､さらに共同化義務街区も設定され

たために仮換地の調整等が行なわれ､これを受けて

第6回事業計画変更が行なわれた｡

また､昭和釦年に答申された都督地下鉄6号線の

延伸廃止にともなう変更もあわせて実施された｡

①タウンセンターマスタープラン修正にともなう

変更 (街区及び区画道路の設計変更)

②市営地下鉄6号線の延伸廃止にともなう､鉄道用

地 から計画建設用地及び一般宅地への変更

③区画道路の設計変更

E]第7回事業計画変更 (平成4年7月30日)

平成3年 7月に開催された推進協合同協議会にお

いて､平成7年度概成スケジュールに了桑が得られ

たことから､土地区画整理事業の施行期間はさらに

4か年延伸されることとなった｡

また､平成 6年度末供用開始予定であった佐江戸

北山田線の設計の進捗にともなう設計変更等が行わ

れ､これを受けて第7回事業計画変更が行われた｡

①事業施行期間の延伸 (平成14年 3月31日-平成

18年3月31日)

②佐江戸北山田線の設計変更 (大擁壁の道路用

地化)

③資金計画の変更 (5,447億円- 8347億円)

匝]第8回事業計画変更 (平成7年1月26日)

地下鉄3号線の高架化や都営 6号線の延伸廃止等

により､整備計画の遅れていた駅前 ･近隣センター

についても早期の供用開始に向けて方向づけが行わ

れ､また､センター関連地区として権利者の手によ

り昭和00年から検討が進められてきた中央地区につ

いても事業化の目処がたち､計画 ･設計も進められ

たため､第-､第二地区との調整が図られることと

なった｡

さらに､換地処分をめざし､最終的な設計と地積

の調整が行なわれ､第8回事業計画変更として認可

された｡

①北山田駅前センター計画の見直しによる設計変更

②茅ヶ崎近隣センター計画の見直しによる設計変更

③港北中央地区との整合による設計変更

④都市計画変更にともなう設計変更

⑤事業進捗にともなう設計変更
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⑥幼椎園の箇所数の変更

⑦交番 ･特定郵便局等の位置及び箇所数の変更

⑧墓地の区域変更

B]第9回事業計画変更 (平成8年2月14日)

第9回事業計画変更は､換地処分のための事業計

画と換地計画との最終的な整合及び資金計画の変更

を図るために行われた｡

3.最終事業計画の概要

9回にわたる変更を経た港北ニュータウンの事業

計画は､申出換地方式を基盤とする権利者の換地調

整による土地利用変更､新たな時代の要請に向けた

土地利用転換､タウンセンターをはじめとする計画

土地利用計画固 く平成8年8月発行のパンフレット)

変更等の幾多の土地利用計画と設計の変更が行なわ

れ､住宅都市から多機能複合都市への脱皮を図った｡

さらに､港北ニュータウンの計画を大きく左右す

ることとなったもうひとつの要因としては､広域交

通網の変更がある｡当初3路線6駅が想定されてい

た高速鉄道網については､2路線6駅となり､市営

地下鉄3号線については地下構造から高架構造へと

鉄道構造が変更されたため､これらの変更にともな

う土地利用計画と設計等の膨大な見直し作業を実施

した｡

当初事業計画の認可よりZ2年を経て､宅地はすべて

供用開始され､港北ニュータウンはすでに新たな都市

としての活動が始まり､その歩みは一つの歴史を創り

つつある段階に至っている｡したがって､現行計画は

すでに現実となった都市整備の歴史でもある｡
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[∃施行面積

施行面積は､当初の 1,315.5haから若干拡大し､

1316.6ha(第一地区 :54&12ha､第二地区 :768.Aha)

となった｡

[ヨ事業施行期間

事業施行期間は清算期間を含んで､昭和49年8月

～平成18年3月､稔期間31年が予定されている｡

B]事業費

即防億円 (第一地区4遜1億円､第二地区4714億円)

匝]平均減歩率

第一地区37.5%､第二地区37.7%と当初より若干

上昇している｡

且土地利用計画

土地利用計画

区 分 恭一t区 第二為区 全 体 i 考

醐ha郎 比 醐ha群成比 面恥a鵬 比

公共用A 適 格 1175 21.4 170.7 222 2R2 21月 鵜一榊1.川

公3l.牧丘 47.6 &7 743 叩 12L9 93 一服公t.一群一 一.u

gJl卜水冷 05 0.1 0.1 M 05 0.) 朝川

小計 1鼠6 n2 245D 3tB 4105 312

宅I 計醐 茨用一 BIB 143 )01.0 l㍊ 182B 一朗 I合住宅一刑は.榊粥

分社住宅用t STD 6.7 ZM 5.I 7以ー SB

民 有 為 21日 胤i XKIS 汲1 5133 39D

折 Iは用t 訂B 5.I 352 4.6 鼠0 4B ′悼披(22).中卒書目2J一ほ(3),A,■一

その七一設 a2 42 41.7 u 709 iJ &事.州.行丘一文化.一一書

小計 取7 69B 5a4 岨2 9岨0 凪9

B]人口計画

計画人口については､大きな土地利用転換がなさ

れたが､昭和44年の基本構想が発表された段階での

計画人口22万人が保持されたo

平成8年 3月における公団開発地区の人口は､

73500人であり､計画人口の約33%に達している.計画人口

区 分 恭一為区 第二t区 全 体 † 考

稚 例 人口(A) 戸一LFF-) 人口(人) 稚 脚 口̂(A)

計育連投用足 5bX) 2100 7j榔 BはX) 13.700 Slj伽 3&人′戸

分斗住宅用t 1.400 5月00 lm 6卿 2脚 12,100 42人′戸

公益的ー琵用t 100 5仰 300 1.1恥 400 1.6伽 3B人/戸

民 有 & lLOX) 弧700 23.100 弧700 39.100 151.400 4.0人′戸

E]鉄道計画

昭和60年の運政審において､東京6号線の延伸が

廃止され､横浜4号線への機能代替の答申がなされ

たため､当初計画されていた3路線は､2路線へと

削減された｡平成5年3月18日に市営地下鉄3号線

の新横浜 ･あざみ野間が開業し､地区内には4駅が

設置されている｡

横浜4号線 (2駅)は市の ｢ゆめはまa)10プラン｣

において横浜環状鉄道 (シティループ)としての位

置づけをもって事業化が決定し､平成10年着工をめ

ざして準備が進められている｡

①市営地下鉄3号線

･横浜～新横浜～ニュータウン～あざみ野

･横浜～新横浜間 昭和00年3月開通

･新横浜～あざみ野間 平成5年3月開通

②横浜4号線

･日吉～ニュータウン～横浜線方面
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[司バス輸送計画

横浜市営地下鉄3号線及び都筑区の誕生等地域の

状況の変化にあわせ､路線の拡充整備が実施され､

現在では､バス路線として市営バス､東急バス計22

系統が運行されている｡

先行造成地の位覆

市ヶ尾駅～たまぷら-ざ駅 (祈田谷経由)

市ヶ尾駅～あざみ野駅 (析田谷経由)

中山駅循環 (都筑ふれあいの丘経由)

中山駅～道中坂下 (仲町台駅経由)

中山駅～道中坂下 (都筑ふれあいの丘)

新横浜駅前～センター南駅 (仲町台駅)

江田駅～仲町台駅 (荏田南経由)

NT車庫循環 (センター南駅経由)

NT車庫循環 (仲町台駅経由)

センター北駅一新北川禰 (北山田経由)

仲町台駅一新北川棉 (新栄高校経由)

センター南駅一新北川橋 (新栄高校経由)

江田駅～センター南駅 (みずきが丘経由)

市ヶ尾駅～中山駅北口 (石橋経由)

市ヶ尾駅～石橋 (高山経由)

NT車庫～中山駅北口 (石棟経由)

市ヶ尾駅～センター南駅 (御影橋経由)

センター南駅～道中坂下 (茅ヶ崎新道)

センター南駅～仲町台駅 (星ヶ谷経由)

センター南駅～仲町台駅 (御彫備経由)

センター南駅～石橋 (御影備経由)

センター南駅～あざみ野駅 (センター北)

B]道路計画

①幹線道路

広域交通体系を形成する幹線道路として施行地

区内で整備される都市計画道路は､新横浜元石川

線 (3･2･3､幅員12.5-32m､延長 92km)､中

山北山田線 (3･3･22､幅員18-28m､延長

4.1km)､日吉元石川線 (3･3･25､幅員22m､延

長3.1km)等の11路線､総延長約31kmである｡

このほか港北ニュータウン事業に関連して横浜

市が整備する幹線道路があり､あわせて12路線､

総延長約37kmが整備される｡

施行地区内の都市計画道路は横浜市の街路事業

により整備され､すでにほぼ供用開始されている

が､佐江戸北山田線のタウンセンター関連の一部

のみが､中央地区土地区画整理事業と一体的に整

備されることとなった｡

②住区内道路

幹線道路に囲まれた住区内では､通過交通を排

除するため､区画道路はU字型パターンを原則と

して計画 ･整備されている

区画道路の幅員は4m～22m､総延長約

242kmに及んでいるO

③歩行者専用道路

歩行者の安全を確保するため､住宅地と各種施

設とを結ぶ歩行者専用道路を設け､歩車分離の体

系が組まれている｡

歩行者専用道路の幅員は3m～42m､総延長約

47kmに達し､グリーンマ トリックスの一部とし

て生活の利便に供するオレンジ系と呼ばれる歩行

者ネットワークを形成するものであり､港北ニュ

ータウンの特徴的景観を形成している｡

④歩車共存道路

U字型区画道路の先端部 (幅員6m)と､これ

に接する歩行者専用道路 (幅員3m)を一体化し､

合計幅員9m (一部105m)の中で､いわゆるボン

ネルフタイプの歩車共存道路が整備されている｡

固公園 ･緑地計画

①公園

地区面積の 9.3% (約 122ha)を公園 ･緑地と

し､公園は総合公園 (1箇所)､地区公園 (4箇

所)､近隣公園 (15箇所)､児童 (街区)公園 (65

箇所)が計画されている｡

うち､地区公園2箇所､近隣公園6箇所､街区

公園53箇所については事業により整備が完了し､

総合公園については､横浜市からの受託により公

団が整備を行っている｡

公園のほか運動広場6箇所も整備が完了した｡
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②緑道

公園､学校､集合住宅用地などを結び､幅員10

mから40m､延長145kmの緑道を設け､ニュータ

ウンの緑地空間構成の骨格を形成するよう計画

されており､グリーンマ トリックスの緑の空間

のグリーン系の歩行者ネットワークとして整備

されている｡

公共施設としての公園及び学校､集合住宅用

地､神社 ･仏閣の斜面緑地等の他に､保全され

た一般民有地の屋敷林を含めた空間構成が港北

ニュータウンの大きな特徴であり､位置によっ

ては幅100mにも及ぶ緑にあふれた安らぎのある

空間が創出されている｡

③せせらぎ

緑道内には6系統延長5kmのせせらぎを計画

し､｢水｣と ｢緑｣が一体化したうるおいと親し

みのある自然空間が創出されている｡

Bj]センター計画

地区内には､第一地区と第二地区にまたがって2

つの鉄道駅を中心に配置されたタウンセンター､4

つの鉄道駅を中心にした駅前センター4箇所､さら

に近隣センター6箇所が計画されている｡

タウンセンターは､横浜市の副都心として位置づ

けられており､広域圏を対象とした商業､業務､サ

ービス､文化等の高度な都市機能の集積を図ること

を目標としている｡

駅前及び近隣センタ一計10箇所については､表の

とおりである｡

B2]公益的施設計画

①教育施設

小学校22校､中学校12校､高等学校3校等が計

画され､小学校 9枚､中学校 4校､高等学校 3

校及び大学 1校がすでに開校した｡さらに､小

学校 2校､大学 1校が平成 9年4月に開校予定

となった｡

(むその他公益施設用地

行政施設用地､文化 ･福祉施設用地､医療施設用

地､都市運営施設用地等が計画されているが､すで

に､平成7年1月には横浜市歴史博物館が開館し､

また､地域行政の中心となる都筑区稔合庁舎 (区役

所､保健所､消防署､農政事務所､公会堂､児童相

談所､図書館)が平成7年4月業務を開始したほか､

地区センター､福祉施設､保育園等が横浜市により

順次整備されている｡さらに､横浜市室内水泳競技

場の施設整衛に着手されている｡

B3]供給処理施設計画

(D上水遺

酒匂川を水源として､神奈川県内広域水道企業

団の西長沢浄水場から取水し､牛久保及び港北配

水地を配水拠点として地区内に給水している｡

②下水道

汚水は､地区外の港北及び緑下水処理場で処理

され､雨水は､ニュータウン関連河川 (鶴見川､

早測川､有馬川､大熊川)に放流されている｡

駅前及び近隣センター

区 分 宅地面積(ha) 供用開始年月

駅前 中 川 5.1 平成 2年 5月北山田 4.2 平成 8年 3月

センター 川 和 4.7 昭和61年5月

仲町台 6.7 平成 5年 4月

近隣 荏 田 1.0 昭和57年10月

茅ヶ崎 3.6 平成 8年 1月

佐江戸 0.5 昭和63年 3月

センター 新吉田 1.0 平成 6年 7月

東山田 1.1 平成 6年 7月

牛久保 1.1 平成 7年8月
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第6節 供用開始

1.第 1次供用開始

港北ニュータウンにおいては､事業計画の認可か

ら約8年7か月を経た昭和58年3月から､第二地区

の荏田地区約100haの地域を第1次として順次供用

開始された｡

第1次供用開始地区である荏田地区においては､

一般住宅地に加え､幹線道路沿いの共同住宅等用地

の民有地､公団及び県 ･市の住宅公社が集合住宅を

建設 ･分譲する集合住宅用地､生活利便施設のため

の荏田近隣センター用地､中学枚1枚､小学校2校

のための教育施設用地が整備され､工場 ･倉庫等用

地も供用が開始された｡

公共施設については､新横浜元石川線ほか都市計

画道路2路線が一部開通を含めて整備が完了し､歩

革共存道路の第 1号も導入された｡また､地区4号

公園の南半分 (約29,㈱ m2) と児童公園8箇所 (総

面積約13BCK)m2)及び緑道 (延長約400m)が順次整

備された｡

同年8月8日には住居表示も実施された｡

第 1次供用開始区域図
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2.初期入居 (まちびらき)

昭和58年8月に第二地区の荏田地区で初期入居

(まちびらき)が行われた｡第-地区では平成2年

3月に中川地区で実施された｡

荏田地区の3つのブロックでは､公団 (｢けやき

が丘｣及び ｢みずきが丘｣)､県及び市の住宅供給公

社 (｢しいの木台｣及び ｢かしの木台｣)がそれぞれ

建設 していた合計 1,404戸の集合住宅のうち約

1,194戸が58*8月に竣工する見込みとなり､5月中

旬からそれぞれに分譲募集が開始された｡

分譲された集合住宅は､一部11階建てを含む3-

5階建ての中層住宅で､住宅タイプは3LDK､4

LDKの2タイプ､平均面積は約70-80m2であり､

公団の分譲戸数は計 704戸であったが､申込みが募

集定数に達せず､分譲完了までに長期間を要した｡

しかしながら､その1年足らずの後の昭和59年3

月に行なわれた第二地区における第 1回宅地分譲に

おいては､募集画地数30画地に対し2千人強の申込

みがあり､平均倍率は約70倍という高率となった｡

初期入居及び第 l回宅地分謡

区 分 第-地区 第二地区

初期入居 平成2.3.25 昭和58.8.20

一方､第二地区から遅れること6年余りの後､中

川地区約100haについて実施された第-地区におけ

るまちびらきにあたっては､第二地区と同様､公臥

市住宅供給公社及び民間の約1,40戸の集合住宅が建

設され､またこれを契機として ｢ネオロマンチック｣

ヨーロッパをイメージテーマとする港北ニュータウ

ン初めての街づくり協定が締結され､平成4年春に

開業予定の地下鉄3号線中川駅前には駅前センター

が開設された｡

近隣公園､地区公園に加え､公益的施設としては､



小 ･中学校2校､幼稚園及び市の地区センターが利

用できることとなった｡

3.荏田近隣センターの開設

昭和58*8月の初期入居にあわせ､住宅の利便施

設として､公団の ｢みずさが丘｣から ｢けやきが丘｣

に通じる歩行者専用道路沿いに､最初のセンターと

して ｢れんが通りのステキなお店｣をキャッチフレ

ーズとする荏田近隣センターがオープンした｡

荏田近隣センターは､その宅地のほとんどが権利

者の申し出た換地によって構成されており､昭和55

年8月荏田近隣センター準備会の発足以来､22回の

準備会の会合を開いて近隣センターの開発をめぐる

さまざまなまちづくりの検討がなされて開設された

ものである｡前面の歩行者専用道蕗の勾配等造成計

画の変更､第1期の開業へ向けての換地の調整､業

種の調整等が行なわれたほか､街づくり申し合わせ

により､サービスヤードの設置と共同化､外壁後退､

1階部分の用途規制､さらには壁面 ･バルコニー等

に形態と色彩等街なみの統一のため､取決めが行な

われた｡

荏田近隣センターには､食料品をはじめとする日

常的物販店､飲食店､金融業に加え､医療施設と郵

便局が設けられた｡

開設当時の荏田近隣センター

4.住居表示の実施

昭和56年､造成工事も着工面積が地区面積の約2

分の1を超え､昭和58年には第1次の供用開始及び

集合住宅の初期入居が計画されていたため､これに

先立ち､その2年前から住居表示の実施に関する検

討が開始された｡

横浜市は､市民局を事務局とする住居表示調査会

を設置し､第 1回調査会が昭和訴年7月2日に開催

された｡一方､推進協でも6月23日の合同協議会に

おいて ｢住居表示検討委月会｣の設置が了暴され､

7月24日に第1回の委員会が開催された｡以後､2

か年を費やして町界､町名､住居表示の調査 ･審議

及び検討が進められた｡

昭和58*8月の初期入居にあわせ､8月8日供用

開始区域を含めた地域に住居表示が実施され､旧荏

田町､池辺町､川和町の一部があらためられて荏田

東三丁目､荏田南-丁目､同二丁目､同三丁目､同

五丁目､大丸､見花山の7町が誕生した｡



住居表示検討委員会

回 開催 日 主 な 内 容

第1回第 2回第3回第4回 昭和56.7.2456.8.2456.10.2956.12.8 富雷芸慧戸養完髭 雪空

ウン住居表示実施区域､③
新町設定と町割りの基本的
な考え方､④地元意見の反
映方法
①地域周辺部分と住居表示
実施区域との関連､②地域
周辺部分の住居表示実施時

翌こ審錯 綜 纂 親
の採用について

審鮎 砦諾 冒認 牲
の関係
①センター地区の町名命名
方法､②地区間調整の進め

第5回第6回 57.2.1657.3.23 方

①寺社､消防器具の維持管
理､②土地区画整理事業地
区内での土地の表示と住居
の表示の二重性
4地区間町割り案の調整

第7回 57.6.1 地区間調整の方法

第8回第9回 58.1.1758.5.ll 害還莞堅 撃 敷 東､

住居表示の基本的考え方､
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5.供用開始の経過

昭和58年3月の第二地区の荏田における供用開始

に続いて､59年には荏田に隣接する川和､池辺及び

第二地区東部の新吉田､新羽の大熊東山田線沿線な

ど主に第二地区に供用開始の区域が広がっていった

が､60年に至り第-地区においても北山田､東山田､

牛久保南部の先行造成地及び第二地区に残されてい

た先行造成地が供用開始された｡

61年になると第-地区では東山田の工場用地､第

二地区では一般住宅地のほか､川和駅前センターの

一部､民間集合住宅用地､誘致施設用地が供用開始

されてそれぞれ建設が始まった｡

62年には第-地区の中川駅付近の一般住宅地､第

二地区のアパート･マンション地区､63年には第一

地区の一般住宅地､第二地区南部の一般住宅地へと

展開し､供用開始区域の面積は430ha(33%)とな

った｡

平成に入ると､第一地区では中川駅駅前センター､

中川駅西部の一般住宅地､第二地区の川和駅前セン

ター､仲町台駅前センターなどセンター地区でも供

用が開始されるとともに､存置整備区域においても

次第に供用開始が進み､平成4年9月には 936ha

(71%)となった｡

平成5-6年にかけては､第一地区ではタウンセ

ンターの一部､東山田近隣センター､牛久保近隣セ

ンター､公団の集合住宅用地等に､また第二地区で

は地区公園､公団の集合住宅用地等へと広がってい

った｡



供用開始の推移

- 昭和60年度まで

⊂=コ 昭和 61年度～平成元年度

挺…≦』 平成 2年度～平成 4棚



第7節 土地利用転換

1.ニュータウン建設へのめばえ

第1次供用開始区域となった荏田地区の第15-17

の3つのブロックでは､公団 (｢けやきが丘｣及び

｢みずさが丘｣)､県及び市の住宅供給公社 (｢しいの

木台｣及び ｢かしの木台｣)がそれぞれ合計1,404戸

の集合住宅を建設し､同年5月中旬からそれぞれに

分譲募集が開始された｡

しかしながら､当時､集合住宅についての需要の

冷え込みは厳しく､申込みが募集定数に達しないま

ま分譲完了までに長期間を要した｡この初期分譲の

不調が､公臥 こおける昭和餌年以降の土地利用転換

の引き金となった｡

一方､横浜市においては､昭和56*12月､新総合

計画 ｢よこはま21世紀プラン｣が策定 ･発表され､

その中で､計画期間中の20年間の人口増加数は約50

万人と一時の人口増加趨勢は衰え､年ごとの増加率

も次第に減少すること､特に､義務教育年齢人口割

合の急激な低下が予想された｡

また､地域の連帯性と市としての主体性の確立､

首都圏の中核都市としての機能の向上等の目標を背

景に､｢商業業務機能を中心に､文化 ･スポーツ･

レクリエーション･医療 ･福祉等の施設の立地を進

め､都市機能の集積を図る｣横浜市の新機能を補完

する副都心として港北ニュータウンを位置づけた｡

これらの急激な人口増加の鎮静化や安定成長期に

入った社会経済情勢の変化にともない､昭和59年4

月の推進協合同協議会において､昭和弱年にすでに

指定されていた用途地域 ･地区制の制約の中での土

地利用促進方策の検討の必要性が提案された｡

2.土地利用転換の内容

昭和59年9月､横浜市より土地区画整理事業の制

約の中での多目的 ･高度利用への土地利用転換の具

体的提案がなされ､学校用地数の削減､土地利用計

画の一部見直し､核的施設の誘致等により多機能複

合都市への方向転換がなされた｡

一方公臥 ま､昭和00年7月に至って民間住宅建設

業者への集合住宅用地の分譲を行なう等多様な住宅

の供給による人口定着方策を合同協議会に諮った｡

横浜市､公団双方の土地利用の見直しの方策の検

討を経て､職住近接のまちづくり､多機能複合都市

の形成をめざすこととなり､住宅都市としての土地

利用計画は大きく転換することとなった｡

新たに設置された土地利用特別委員会での10回に

わたる審議 ･検討､昭和61年3月の推進協合同協議

会での土地利用見直しの決定を経て､第4回事業計

土地利用特別委員会の主な内容

回 数 開 催 日 主 な 内 容

第1回 昭和60.7.14 昭和60年度市街化促進計画
第2回 60.7.21 昭和60年度市街化促進計画

第3回第4回第5回第6回第7回第8回第9回第10回 60.8.2160.8.2160.10.1460.ll.660.112660.12.ll61.1.2761.2.26 人口計画､センター計画､

環境対策､社宅用地
人口計画､学校及び集合運
動場設置計画の見直し
タウンセンター.駅前セン
タ- (横浜北部地域商業近
代化地域計画)､近隣セン
タ-への影曹
Jlト和駅前センターのケース
スタディ
昭和00年度市街化促進計画
に基づく譲受人の決定､学
校計画の見直し､跡地利用
計画
学校計画の見直し､跡地利

用集合運動場の数と跡地利用､
準工用地公募の報告
集合運動場の見直し､中間
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画変更が行なわれた｡

①集合住宅用地から計画建設用地へ

それまで､集合住宅用地とされていた公団換地

スーパーブロックを計画建設用地と名称変更し､

枚ねその3分の1を目途に核的誘致施設用地へと

転換する｡

②小 ･中学校､集合運動場の見直し

児童 ･生徒数の将来見通し､学校管理上の課題

から､小 ･中学枚数の削減､集合運動場の廃止及

び運動広場の創設を行い､低層住宅地を増大する｡

③高校用地の一部転換

神奈川県の高校設置計画の確定により一部高校

用地を核的誘致施設用地に転換する｡

3.企業誘致

当時､横浜市郊外部への施設立地を企図する企業

は当初市にアプローチしてきたが､市は港北ニュー

タウンへの立地を勧め､企業は公団へ接触を行なっ

てきた.公臥 ま､港北ニュータウン全体の将来都市

構造を踏まえた企業誘致の方向に動き出し､自然環

境や立地条件を生かして先端技術産業の研究所､研

修所､情報産業､デザイン産業など今後のまちづく

りを誘発 ･促進させる安全でクリーンな核的施設を

立地､集積させることとした｡

土地利用転換計画の一つの柱である核的施設誘致

計画の第1号として､昭和00年 1月にはニュータウ

ン東部､第三京浜道路付近の3箇所､合計約5.1haの

研究所用地の譲渡の公募が行われ､同年3月に第1

号の誘致が決定した｡誘致が決定した企業は､デュ

ポン･ジャパン･リミテッド､㈱エム ･シー ･エル

(㈱ナムコに引継がれた)､㈱リコーの各社で､翌61

年に各社の研究所が開設された｡

これらの企業は､いずれも先端技術分野の国際的

企業であり､民有地の活性化と事業発展への弾みと

なるものとして大きな期待が寄せられた｡

平成8年3月現在､港北ニュータウンへの進出企

業等は総計43社が決定した｡
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4.民間マンション建設の導入

公団は人口定着を促進するため､集合住宅の建設

を進めようとしたが､昭和58年の集合住宅の分譲の

不調により､集合住宅用地の活用方策を模索し､集

合住宅の供給に関しても多様な居住形態を提供する

具体的方法を検討していた｡

一方､民間住宅建設事業者は良質で､多様な集合

住宅を建設する力を蓄えてきており､公団への働き

かけも行っていた｡この一つの結論が民間活力の導

入であり､いわゆる ｢民卸｣と称される集合住宅用

地の民間住宅建設事業者への土地の売却である｡

この新たな方針への転換については､昭和00年7

月の推進協合同協議会の席上において､多様な街を

形成するための民間事業者への門戸開放と公的住宅

の補完の趣旨に関して､公団より説明が行なわれた

が､なお検討の余地ありとして､他の土地利用転換

事項を含め､特別委員会を設置して検討が進められ

ることとなった｡第2回の特別委月会において､周

辺環境対策を充分指導 ･監督すること等を条件に大

筋の了解が得られることとなった｡

公臥 ま直ちに集合住宅用地の分譲を開始し､同年

11月にその第1号の譲渡が決定した｡第1号の民間

事業者による集合住宅建設は､2画地合計3.4haの画

地に約640人を計画人口とする15階建で程度の高層

集合住宅を建設するものであり､第1号として日本

新都市開発㈱ (ェステ ･スクエア)と中銀マンシオ

ン㈱ (ライフケア横浜港北)の2画地が決定した｡

公団から民間住宅建設事業者に分譲された集合住

宅用地は約24haであり､約2,400戸の集合住宅が建設

された｡



第8節 鉄道計画

1.当初の鉄道計画

港北ニュータウンの鉄道計画は､運輸省の都市交

通審議会 (｢都交審｣)により答申 (昭和41年 :3･

4号線､昭和47年 :6号線)された､横浜方面及び

東京都心方面と港北ニュータウン及び横浜市郊外部

とを結ぶ3路線の鉄道により計画されており､当初

事業計画においてもこれらの3路線とともに､第-､

第二地区それぞれ3駅､計6駅を設置することを前

碇とした土地利用計画が策定されていた｡

①横浜市営鉄道3号線

･ルート:本牧一関内-桜木町一横浜一新横

浜一港北ニュータウンーあざみ野

②横浜市営鉄道4号線

･ルート:鶴見一束吉備一港北ニュータウン

③東京からの鉄道新線 (6号線)

･ルート:大宮西部一高島平一日比谷一三

田一港北ニュータウンー神奈川西部

当初の計画鉄道網図

都交審においでは､昭和47年3月に都営地下鉄6

号線の延伸ルートとして､大宮西部から港北ニュー

タウンまでの区間が答申されていたが､昭和00年7

月に至って運輸政策審議会 (｢運政審｣)は､｢東京

圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関

する基本計画｣を答申し､6号線の延伸区間を廃止

してその様能を横浜市営鉄道4号線に代替させるも

･1-53･

のとし､港北ニュータウンの鉄道は2路線となった

が､2路線の共同駅が配置されていたため､駅数は

変更されていない｡

2.地下鉄3号線の計画

[∃地下鉄3号線の経緯

都交春の答申により､横浜市は直ちに高速鉄道建

設計画を決定したが､横浜～あざみ野間の免許申請

はその7年後の昭和48年に行なわれた｡本牧から横

浜､新横浜を経て港北ニュータウンを経由してあざ

み野に至る全区間のうち､横浜～新横浜間がまず着

工され､昭和00年3月に開業した.

しかしながら､新横浜～あざみ野間の施行認可及

び追加免許を取得するまでには､免許申請からさら

に12年7か月の期間を要した｡

9)%の区間を地下構造とする3号線の建設費は巨

大であり､運輸省への免許取得の陳情等においては､

国の厳しい財政事情のため､相対的に割高な3号線

の建設費が問題視され､建設費の削減の強い示唆が

あった｡

このため､建設費の抜本的再検討と田園都市線と

の接続に関する東急電鉄との折衝の決着をみて､昭

和61年2月市はようやく追加免許を取得した｡

昭和66年度概成スケジュールに対応し､昭和67年

4月の開業をめざして昭和62年2月には起工式が行

なわれる運びとなり､港北ニュータウンの高速鉄道

網の第-の骨格が具体化されることとなった｡

平成5年3月18日開業した地下鉄3号線の新横浜

～あざみ野間には､地区内に､仲町台､センター南､

センター北及び中川の4駅､地区外にあざみ野､新

羽及び新横浜北駅の3駅の計7駅が設置された｡同

区間の開業により､戸塚から横浜､港北ニュータウ

ンを経てあざみ野に至る33kmのルートを55分で結

ぶ､横浜市の南北を縦断する大動脈が完成した｡



地下鉄3号緑の建設経津

年 月 日 主 な 経 緯

昭和 41,7.-

4】.7.15

41.10.ll
48,7.14

59.1.

弧3.14
60.7,ll

60.12.24

61.1.7

61.2.21

61.6.17

61.12.24
62.2.27

62.2.28

62.8.21

平成 5.3.18

都交春は｢横浜及びその周辺における旅客

韓送力の整備増強に関する基本計画｣を答申

都交審9号答申(本牧から関内､新横浜を

経て勝田に至る路線として答申)

高速鉄道建設計画決定 (市議会決)

免許申請 (横浜～あざみ野)

市､新横浜～あざみ野間(10.7km)構造

変更発表

横浜一新横浜問開業

運政審 (答申7号)｢新横浜～あざみ野｣が

再答申される

施行認可

追加免許申請

事業免許取得 (新横浜～あざみ野)
運輸省へ施工認可申請

運韓省から施=認可

都市計画決定

市営地下鉄3号線､新横浜～あざみ野間起

工式

都市計画事業認可

新横浜～あざみ野間開業 (戸塚～関内～桜

木町～横浜～新横浜～港北ニュータウン～あ

ざみ野)

[司地下鉄 3号線の高架化対応

当初公団は地下鉄3号線を地形及び経済上の条件

から､掘割と地下構造として計画していたが､環境

問題に配慮した市の要請を受け､早排日ll等の区間を

除いてすべて地下構造に変更し､これが当初計画と

された｡しかしながら､この計画実現には､巨額の

建設費が必要であり､いつまでも建設の目処が立た

ないという状態が続いていた｡

このような状況と地元からの早期建設の要望を受

け､昭和59年 1月､建設費の削減を条件とする事業

免許取得のため､構造を地下構造から高架構造へ変

更すべく､市から公団に申し入れがなされた｡

公団としては､地下鉄3号線の開通という目的のた

め､必要となる膨大な量の変更業務を実施することと

した｡特に､事業上問題となる区画整理土地評価の再

検討､鉄道用地となる換地の対応､線道からの景観上

線道に与える影響について検討が重ねられた｡

新たに必要となる鉄道用地については､公益的施

設用地及び公団用地を主に充てるものとし､民有地

にかかる影響を最小限にとどめる努力も払われ､長

年の懸案事項であった地下鉄3号線の開通のH処が

つけられたものである｡

地下鉄3号線の構造変更により､第二地区の茅ヶ

地下鉄3号線路線図

市営地下鉄3号線縦断面図

構造の見直し

為下部分 地上.紙粉 合 計

港北ニュータウン 従来案 4.8km 1.0km km5.8
凍討‡ 1.8km 4.0km

全 体 [ :S*h*W 従来案 10.0km 1.0km kmll.0

建設責の削減効果

従来案 検討案 削減効果

全体案 (ll.0km) 2.350億円 1.573億円 ▲773億円
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崎近隣センター等を鉄道が高架構造により通過する

こととなり､第-種及び第二種住居専用地城であっ

た地域はすべて住居地域へと用途地域の変更が実施

された｡

しかしながら､当初計画されていた土地利用を極

力担保するよう､地元の意向を反映させながら､第

-種住居専用地域と同様に建築を制限する箇所と､

ある程度共同住宅を受け入れる箇所を定めるため､

地区計画を導入することとし､権利者との換地調整

も解決することとなった｡
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第9節 センター形成と街づくり協定

港北ニュータウンのセンター計画は､横浜市北部

の副都心としての機能を果たし､広域圏域の住民の

利便､文化等の中心となる南北のタウンセンターと､

地域住民の日常生活の中心となるセンターとして､

市営地下鉄3号線及び建設が予定されている同4号

線の駅を中心に配置される4箇所の駅前センター及

び近隣住区のサブセンターとなる6箇所の近隣セン

ターにより形成されている｡

このうち､まず､住民の生活に必要な近隣センタ

ーがニュータウンの供用開始の進捗にともなって昭

和58年8月に開業し､以後各近隣センターの施設整

備が進んでいる｡

また､駅前センターについては､地下鉄の事業進

捗にともない､店舗や関連施設の整備が進められて

いる｡

1.タウンセンター

港北ニュータウンの核心となるタウンセンター

は､当初よりリージョナルセンター (広域センター)

として位置づけられ､港北ニュータウンのみならず､

横浜市北西部の急増する地域住民への商業 ･業務､

文化､福祉等の機能を果たすべく計画されていた｡

その後､横浜市の総合計画における市の北部の副

都心としての位置づけが加えられ､さらには､首都

圏整備計画における横浜市の業務核都市としての形

成の一興を担う業務集積地区としての建設が進めら

れている｡

ロタウンセンター計画の経緯

ニュータウン建設研究会においては､事業計画の

認可当時から､センター経営への権利者の参画が検

討され､公団は､権利者の申し出との調整を図りな

がらセンター計画とその具現化を進めてきた｡

タウンセンターの基般整備は､当初の供用開始予

定からも相当に遅れていたが､この間､社会経済の

大きな変動､自動車社会の急激な進展､国民生活に

おける価値観とニーズの変化等があり､タウンセン

タ-建設をとりまく環境は大きく変化してきた｡そ

のため､店舗 ･業態の構成､建築物の建設とその経

営に関する背景条件等は､事業計画認可の時点とは

その様相を異にする状況となっていった｡

タウンセンターのマスタープランの変更は､地下

鉄3号線の開業のめどもついた昭和59年度に策定さ

れた ｢横浜地域 (北部)商業近代化地域計画｣(横

浜商工会議所)が契機となっており､自動車社会に

対応し､施設の大型 ･複合化をめざして見直しが行

われた｡

センター配置
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タウンセンター計画の経緯

年 度 一 般 事 項 対 地 権 者

昭和49年 イ新しい街づくりのために-住民参加のセンター計画｣ニュータウン建設研究会 (10月)･当初から計画のあったセンターへの住民参加の具体 的提案 (地元参加を換地計画に反映)･当時､センター会社は公的主体に加え､地元も資本参画する方向

50年 イ港北ニュータウン中心地区基本設計｣を公団発走(9月)･自由大通りを骨格とし､換地区分､施設計画､各施設のボリューム､造成計画等をまとめる

51年 -｢港北ニュータウン中心地区基本設計｣を市 . -特別な用地への申出換地の実施 (3-5月)

公団策定･公団案が策一地区と第二地区間の調き鮭区域も開発を指 向していた点､造成計画が複雑であった点､駅広が佐江戸北 山田線のみに面していた点等を修正 ･グループ計画をもとに仮換地決定

52年 ･第二地区仮換地供覧 (10月～12月)-第一地区仮換地供覧 (10月～53年4月)

53年 ･生活対韓委貝会より合同協に報告 (7月)･タウンセンターでは建築 階数､セットバック､建物用途､建築時期共 同化等を規定 (提案のみで終わる)

59年～60 -r横浜地域 (北部)商業近代化地域計画発足｣(60年3月)横浜商工 会議所･北部地域商業のあり方､タウンセンターの商業需要予測､商業地域型への提言

61年 ･マスタープラン修正作業スタート(前期調査を受け､課題解消のためには､マスタープラン修正が不可欠と公団内部で判断)

62年 ･企画提案募集 (4月登録受付､6月碇 出､12月 ･第1回地権者説明会 (総会)(3月)タウンセン

～63年7月検討委員会) タ-議論の開始 .世話人会開催 開始 (～63年

･タウンセンター連絡調艦会議発足 (市 .公団部 3月)

長会､マスタープラン修正等集 中議論の場)(63年7月)イ作業班｣で具体検討を進める ･第1回海外視察 (アメリカ､カナダ)(5-6月)

63年 ･連絡調整会議としてマスタープラン見直しの -第2回地権者説明会 (総会)(3月)タウンセン

ガイドライン策定 (タウンセンター開発の基本的 タ-開発の方 向､新たな地権者組織の設立

方向の策定)(1月) -代表者会議発足 (7月)

･これ以降､ガイドラインに沿って修正プランの具体 内容について市と調整 開始･企画提案検討結果企業説明会 (7月)･修正マスタープラン市 -公団合意 (11月) -代表者会議基地修正方 向まとめ

･1-57･



年 度 一 般 事 項 対 地 稚 者

平成元年 ･(秩)港北都市開発センター設立(2月) ･ブロック会議に修正内容説明(2月)一部修正

･修正マスタープラン記者発表(7月) へ

･駐車場整備計画研究会(63年12月～平成元 ･第3回地権者説明会(総会)(4月)マスタープ

年5月)(公共用地駐車場､2粂2項施設) ランの修正内容の了解･第2回海外視察(ヨーロッパ)(5月)･共同化申し出等調査 (8-10月)､共同化義務街区への申し出､換地調整

2年 ･大規模地区事業調整会議 (本社理事説明) ･タウンセンター換地設計供覧(3月～4月)

(8月) ･共同化義務街区開発推進会発足 (8月)

3年 ･地冷検討委員会(6月～4年3月) ･ブロック連絡会(4月)開発ルール､代表者会議

･新事業スケジュール決定(昭和66年度-平 の改組､ブロック委員の選出

成7年度) ･タウンセンター開発推進協議会発足(6月)

･事業計画変更供覧(マスタープラン修正)(10 ･第二地区共同化義務街区､百貨店を対象とし

月告示) た開発計画碇案協議実施(10月～4年1月)

4年 ･駐車場整備地区(タウンセンター全域)､駅広 ･第二地区共同化義務街区､建設組合発足

地下駐車場の都市計画決定(1月) ･第二地区共同化義務街区､百貨店交渉順位

･横浜市歴史博物館着工 (1月) 決定(5月)(1位横浜高島屋､2位東急百貨

･港北ニュータウン熱供給(株)設立(8月) 店)

･大規模工事 (総裁承認工事)承認 (駅広地 ･第-地区共同化義務街区､企業説明会 (8月

下駐車場整備計画総裁了承)(9月)･都筑区総合庁舎着工(10月) ～11月)

5年 ･整備水準についての市との議論の場であるタウンセンター等基盤施設設計推進検討会を ･街づくり協定成立(5月)

開催(5年2月～6年6月) ･第一地区共同化義務街区､建設組合発足(8

･横浜市が業務核都市に指定され､タウンセン 月)

タ-が業務集積地区に指定される(2月) ･民有地で建築工事開始(9月)

･市営地下鉄3号線開通(3月) ･横浜高島屋第二地区共同化義務街区から辞
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年 度 - 般 事 項 対 地 権 者

6年 ･港北ニュータウンを中心としたエリアが都筑区 ･第-地区共同化義務街区事業者ダイエー+育

として分区(11月) 貨店と新聞掲載(1月)

･公田港北開発局新事務所及び港北ニュータウ ･西南束急百貨店を核とする東急グループ(㈱テ

ンまちづくり飽開設(4月) イー.エム.ディー)の第二地区共同化義務街区

･港北ニュータウンを中心とする区域が都筑区と への進出決定

して分区(11月) (11月)･建設組合､㈱ティー.エム.ディーと基本協定締結(12月)

7年 ･横浜市歴史博物館開設(1月) ･東急グループの出店計画了承(5月)

･都筑区総合庁舎開設､センター北駅駅前広場 ･第二地区共同化義務街区建設組合を事業者

を含め一部供用開始(4月) 組合に改組(6月)･第-共同開発㈱設立､阪急百貨店と基本協定締結(6月)･第二地区共同化義務街区のビル名称､｢センター南駅前共同ビル｣と決定(7月)･センター南駅前共同ビルについて大店法3粂申請(12月)

8年 ･港北ニュータウン全面的供用開始(3月) ･第-共同開発㈱が地上権設定登記

･絵センター両駅駅前広場開設 (4月) (3月)

･土地区画整理事業換地処分(9月) ･ブラザビル着工(3月)
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匡]マスタープランの修正

(1)車対応道路ネットワークの強化の必要性

(a渚柊市計画道路へのアクセス強化

単なるニュータウンのセンターでなく､広域

拠点としてセンターを形成していくためには､

車利用者への積極的な対応が必要になるが､セ

ンター内へのアプローチ道路が限定されている

ため､特にアッパータウンにおいては､交通処

理上一部の道路への自動車の集中が予想された.

このため､都市計画道路からセンター内への

アプローチ道路を増設するよう修正を行った｡

(b)センター内での移動利便性の強化

センター内における東西方向の連絡道路が少

なく､全体的に道路密度が粗いことから､草で

の地区内移動が制限され､車利用者-の十分な

対応が不十分であった｡このため､東西方向の

連絡道路を増設するよう修正を行った｡

(C)わかりやすい道路構成

センターの道路パターンが一般住宅地と同

様に通過交通を排除するループ状で構成され

ており､ループが大きいため､進入しにくく

分かりにくい道路パターンになっている｡

このため､道路の段階構成を明確にするよ

う修正することが必要となった｡

(2)大規模施設立地への対応

近年の商業開発は､よりトータルな開発を目指

す方向にあり､様々な機能を複合的に構成し､消

費者に豊かな時間と空間を提供する大規模複合開

発が主流となっているが､当初のマスタープラン

では､ブロックごとに専門店等の個別施設の立地を

想定していたため､画地規模が若干小さく､フルラ

インデパート等の大型施設の立地が難しかった｡

したがって､大規模核的複合施設の立地を目的

とした大規模街区を確保するよう修正を行い､大

規模な模となる複合施設を建設する街区は､回遊

性を創出するために分散して配置することとした｡

(3)計画的な駐車場確保の必要性

本センターのような立地環境にあっては､鹿車

場の大量確保が必要不可欠であり､公共と民間の

分担を明確にしながら､戯車場を大量に確保する

よう修正を行い､各駐車場を道路ネットワークと

関連づけ､適正な位置に配置することとした｡

(4)歩行者専用道路と道路との空間構成上の課題

(a)歩事立体分離の見直し

当初のマスタープランでは､歩車の立体分離

を実現するために､歩行者専用道路に長大な

スロープや急勾配が出現している箇所があり､

歩行者に負担を強いる結果となっていた｡

また､隣接するブロックの規模に関係なく立

体分離を行っている結果､宅地側に必要以上

の法 (のり)を負わせている部分があった｡

したがって､歩車立体分離については､一般の

歩行者専用道路等とセンター内道路が平面交

差となるよう修正を行った｡

(b)変化に富んだ歩行者空間の実現

センター内の歩行者空間として､当初のマス

タープランでは歩行者専用道路により確保して

いたが､73ha全体に歩行者専用道路でネットワ

ークすることは､かえって画一的な空間が連続

することにもなるため､利用上の安全性や利便

性を十分に考慮したうえで､場面により歩行者

専用道路の使い分けを行っていくことが､セン

ター地区形成上有効と考えられた｡

したがって､歩車融合道路や広幅月のブール

バール､さらに宅地内にセミパブリック空間と

しての広場 ･ポケットパーク等を導入し､様々

な歩行者空間を創出するよう修正を行った｡

匝]タウンセンタ-への企画提案募集

市はタウンセンターの早期立ち上げに重点を置

き､その方策を検討していた｡そして､民間からの

企画提案を募集し､40-50杜の応募があれば､タウ

ンセンターが早期に立ち上がるものと想定し､民間

から企画提案を募集することを公団に提案し､公団

は議論の結果､市に協力することとした｡
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昭和62年4月から6月にかけて､タウンセンター

の民有地の活用方策等について､具体的で実現可能

な事業の企画投薬を募集した結果､42の企業グルー

プ (2鵬社)から企画提案が寄せられた｡

企画提案の内容はデパー ト･ホテル等の商業 ･業

務系､スポーツセンター等の文化 ･レクリエーショ

ン系､CATV等の情報系､新交通等の交通系など

であった｡

翌63年 7月に検討委員会で検討結果がまとめられ

た｡傾向としては､大規模な複合施設の導入､車社

会に対応した道路 ･監事場等の確保を図ろうとする

ものが多く､事業手法については､用地買収によら

ず信託 ･借地 ･事業受託等の提案が主であった｡ま

た､事業を成立させるには､初期段階での集中した

施設の立地が重要であるとするものが多かった｡こ

のような提案を踏まえてタウンセンター整備の基本

方向がまとめられた｡

しかしながら､これらの提案に対しては､バブル

経済の崩壊とともに企業の進出意欲も薄らぎ､平成

2年4月各企業の成果品を閲覧に供し､提案内容を

紹介しただけで幕を閉じることとなった｡

匝]タウンセンター計画

タウンセンター計画は､｢港北ニュータウン交通

計画を主体としたパイロットプランの検討1970.3｣

の策定以来数々の検討が重ねられ､昭和51年に市 ･

公団案として策定され､これをベースに申出換地や

換地設計が行われた｡

また､｢横浜21世紀プラン｣(昭和56年)では､都

心部を補完する横浜市北部の副都心として整備する

ことがEl標とされ､さらに､昭和62年6月にはタウ

ンセンターを対象に企画提案募集が実施され､多 く

の企業から民有地等の開発にあたっての様々な提案

が寄せられた｡

このような経緯を経て､社会経済情勢の変化や､

地権者の意向の変化に対応するために､マスタープ

ランの修正が行われ､平成元年4月の ｢地権者総会｣

において修正計画が了承された｡

企画提案の結果

1.全体開発基本理念 高度の都心性と自然性の調
和がとれた多機能複合広域
拠点､生活文化情報拠点の
形成を図るo

2.地区の構成(1)第一 .二地区の 各 住々民の生活利便を満足

関係(2)施設 .空間構成(3)核的施設の配澄(4)街区構成(5渉車の関係 させつつ､相互に補完しあ

う特色ある機能を配置する
ことが望ましいo(極端な
機能分担は避ける)
大規模施設による空間のみ
でなく､きめ細かい個性的
な空間も有様的に配置する
ことが望ましいo
全体に広がりを持った開発
を誘導するため､核的施設
を計画的に配置することが
望ましい○
多機能複合開発を可能にす
る大規模街区と､′ト規模施
殻のストリートを形成する街
区等を含む多様な街区の形
成を図るo
歩行者と車の共存が可能な
道路配置､駐車場の確保を

(6地 区の固有性 図るo象徴的な空間の形成､特徴
のある建築物の配置に配慮
するo

3.個別施設 地権者の意向､道路 .広場
等との関係その他を考慮し
て､上記地区の構成に即し
た用途規模に誘導していく
ものとするo

4.事業化手法 施設形態､地権者及びデイ
ベロツパーの事業目的､事
業の収益性､地価動向等に
応じて適切な手法を選択し

(1)開発理念

･多機能複合に基づく広域拠点の形成

･生活 ･文化の情報発信拠点の形成

･高度の都心性 と自然性を備えたセンターの

形成

･個性豊かで自己主張を持つセンターの形成
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タウンセンター計画

(2)土地所有区分等

土地利用計画

区 分 両横(ha)割合(%) 備 考

公 共 用 地 30.1 41 道路､歩行者専用道路､都市緑地

宅地 公共施設用地 8.9 12 市総合庁舎､稔合病院他

鉄道用地 2.8 4

商業業務用地 31.0 43 計画建設用地12,1ha民有地18.9ha

計 42.7 59

地権者数 第-地区 .第二地区計約540名

画地規模 1.9ha～70m2

用途地域 商業地域 (600%､500%､400%)

回基盤整備計画

広域拠点にふさわしい高度な都市基盤の整備を目

指し､整備水準の向上を図ってきた｡

(1)道路計画

･道路ネットワーク等を再編 し､車利用への

積極的対応を図った｡具体的には､周辺幹

線道路からの動線を確保するとともに､タ

ウンセンター内のネットワークを再編 して

段階構成を明確にするなどの対応を図 り､

車による来街者がスムーズかつ快適にセン

ターを利用できるようにした｡

･歩車完全立体分離等を見直 し､変化に富ん

だ快適な歩行者空間を実現 した｡具体的に

は､タウンセンターの骨格 となる重要な歩

行者動線については､完全立体分離を図る

が､その他の歩行者動線については､歩行

者専用道路 という形態にこだわらず､車動

線と融合させるなど柔軟に対応 し､歩行者

にとって分か りやす くかつ快適に利用でき

るようネットワークを再編強化した｡

(2)供給処理計画

･画地規模に対応させるため､共同沸､電線

共同収容溝を併用 し､タウンセンター全域

での電線類の地中化を行う｡

･公団大規模画地､共同化義務街区をはじ

めとした大規模民有地を中心 とした区域を

対象に地域冷暖房 システムを導入する｡

道路計画

都市計画道路 幅月28m,22m,20m

シンボル広場 南北各センターの中心に位置した､
(都市緑地を含む) 港北ニュータウンのポテンシャルアツ

プを図るシンボリックな空間oイベ
ント等にも対応できる (第一地区
1.5ha､第二地区2.3ha)

シンボル道路 広幅貝歩道を持ち､量感ある街路樹
が並ぶ道路 (幅員22m,16m)

歩串融合道路 歩行者と車が共存するコミュニティ
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(3)駐車場計画

駐車場需要の算定は､巌車場整備地区の都市計

画決定の時､以下のように算定されている｡

土地区画整理事業によるセンターの形成という

性格上､公団用地のみで駐車場需要に対応するの

は不可能であるため､基本的には全体に付置義務

を課し､需要に対応していくこととした｡

公的駐車場としては､全需要の5分の1程度を

目標に整備することとし､公共用地を活用するも

のとした｡

各施設の駐車場需要

施 設 設 川 遠 南桑施設 薬湯施設 文化施設 合 計

鳥設立地盤定(rnt) 節-地区 183.I(氾 131.900 3&400 353,400

第二地区 214.孤) 303300 56,000 573.!糊)

合 計 397.700 435200 94.400 9273m)

駐韓壌常要(台) 平 H 4.800 I,800 4(氾 7.000

*休日内訳:節一地区4.700角､新二地区6.400台

駐車場計画

駅広地下駐車場 土地区画整理事業の中で整理する
センター北駅:約520台
センター両駅:約590台

広場用地 用地を土地区画整理事業で確保し､
鹿革場としての整備は需要をみなが
ら対応するo
節-地区:約3.800m'
第二地区:約4.000m'

B]共同化義務街区設定の経緯

(1)経緯

共同化義務街区設定の経緯

年 月 日 主 な 経 緯

昭利62.-
平成元.4. ･

元 .8.-

7C.ll.

2.7.-
2.8.-
3.9.I

3.10.-

4.1.

4.5. ･

4.5.-

4.6.･

4.8.7

4.9.17

4.ll.19

4.12.17

5.2.24

5.3.9

5.3.日
5.3.25

5.8.･

5.5. -

6.ll.

6.12. -

マスタープランの見直し(平成元年度まで)
タウンセンター地権者総会において新マスタ
ープランの了承
新マスタープランに基づく共同化qlutI等の
調査実施
申し出等に韮づく換地調整 (平成2年4月まで)
第二地区共剛ヒ義務街区開発推進会発足
節-地区共剛ヒ義務街区開発推進会発足
第二地区において､そごう､横浜高島屋､
西武､東急､三越､大丸の6社を指名し開
発事菜コンペ実施
第一地区において､テナント等進出
意向調査実施
第二地区において､そごう､横浜高島屋､
酉武､火急の4社が応募
第二地区共同化義務街区建設組合設立
第二地区において､地権者による投票で横
浜高島屋が第一交渉権収得､第二交渉権
は東急百班店
節-地区において､比較的進出意向が強く
具体性があると考えられる核
テナントとして､松阪屋､ニチイ､ダイエー､

節-地区において､4企業による地権者への
節-回説明会 (経常方針､営業展開､聴
北NTへの遊山構想等
第一地区において､4企業による地権者への
第二回説明会 (店舗構成､施設規模､商
圏､進出時JgJ等)
第一地区において､4企業による地権者への
第三回説明会 (出店条件)
節-地区共同化義務街区開発推進会内に
専門部会設粧 (観耗部会､経営部会､建
設部会､駐車場部会)
節-地区において､誘致企業の巌終選考へ
向け百貨店系1杜､GMS系l社から交渉開始
第一地区において､百貨店系1社と代表者

交渉

第-地区において､ChllS系1社と代表者交渉
第-地区において､事菜化に向けた実作業
を開始する旨の合意書交換
第-地区共同化義務街区建設叙合設立､
(槻削ヒ都市開発センターが同組合から施主
代行業務を受託
第二地区において､横浜高島屋が仙古断念
(建設離合に忠向表明)
第二地区において､西南束急首#店を核と
する東急グループ (株ティー･エム･ディー)
進出決定
第二地区において､東急グループと韮本協
定締結
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(2)趣旨

1980年代の商業 ･業務施設開発の傾向のひとつ

として､大規模複合開発が増えつつあり､タウン

センターにおいても部分的に大規模街区を用意

し､自由度のある魅力的なセンターをつくる必要

があった｡

一方､申出換地の結果､所有者が細分化された

いわゆるスリット換地が多数存在し､これらの換

地上での共同化による計画的ビルトアップが課題

であった｡

マスタープラン修正に際して､地権者の共同化

意向を集約し､民有地において､大規模施設が立

地可能となるようなシステムを組み込んだものが

共同化義務街区である｡

(3)内容

センターを代表する大規模施設を立地させる核

的複合施設用地のうち､地権者が共同で当該施設

を建設する街区であり､シンボル広場に面したブ

ロックを充てている｡

(4)共同化申出調査に基づく換地の決定

本街区の換地設計は､タウンセンター地権者を対

象に共同化申出調査を実施し､その希望をもとに換

地を定めた.なお､第-地区は申出面積が街区面積

に満たなかったため､公団換地を一部充当した｡

共同化義務街区の面積と所有音数

第一地区 第二地区 合 計

1.8ha 1.5ha 3.3ha

(5)事業化に向けての活動

本街区への換地予定者の説明会を実施した後､

換地を定めるにあたっての確認書の締結､開発推

進会の設立､開発の基本的方向に関する確認書の

締結を行い､建設組合の設立の手順が進められた｡

その後､対外的には民間事業者と様々な協議を

行い､第-地区は阪急百貨店､第二地区は西南東

急百貨店を核テナントとすることにより建設段階

に至った｡

〔司上物施設計画

(1)核的複合施設

共同化義務街区はシンボル広場に面した位置と

し､街の広がりを確保するため､駅から若干距離

をおいたシンボル通り沿いにもう1箇所配置した｡

(a)阪急百貨店の概要

･位 置 :第一地区共同化義務街区

･建物用途 :複合商業施設

･敷地面積 :18,OX)m2 (69名の所有地)

･延床面積､駄車台数等については､未定

である｡

(b)｢スペシャルタウン1(泊計画 (仮)｣の概要

･位 置 :第二地区共同化兼務街区

･建物用途 :西南東急百貨店と専門店街の

複合施設

･敷地面積 :14β00㌦ (記名の所有地)

･延床面積 :約1055COm2

･駐車台数 :1,039台

･開設時期 :平成10年春予定

(2)ビジネスコア

大規模業務系施設の立地を推進し､業務核都

市の一興を担う4ブロックを対象に､様々な

形態での事業化を試みる｡

･敷地面積 :75,∝X)m2

･開設時期 :平成11年～16年見込み

(3)｢ブラザビル (仮称)｣の建設

センター北駅と駅広との間に立地する駅ビルの

性格を有するブロックでの施設｡第-地区タウン

センターの第1期事業として早期実現を図る｡

･建物用途 :複合商業施設

･敷地面積 :3,9X)m2

･建築面積 :3500m2

･延床面積 :29,∝X)m2

･風車台数 :約113台

･開設時期 :平成10年3月予定

(4)市稔合庁舎 (区役所)
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区役所､公会堂､図書館､保健所等の市の行

政機関が複合的に立地する｡

･敷地面積 :18,9X)m2

1建築面積 :8.似 )m2

1延床面積 :30BO)m2

1駐車台数 :250台

･開設時期 :平成 7年4月

(5)横浜市歴史博物館

港北ニュータウン地域の出土品や､横浜に係わ

りのある歴史資料を保存､公開をする｡

･敷地面積 :7卿 m2

･建築面積 :4,SXX)mZ

･延床面積 :9300m2

･駐車台数 :㍊台

･開設時期 :平成7年 1月

B]タウンセンター開発推進協議会の設立

修正マスタープランに基づきタウンセンター整備を

進める体制について､代表者会議で議論され､基盤施

設の整備及び施設建設の推進と諸課題の解決を図るた

めに､平成3年6月にタウンセンター開発推進協議会

が設置された｡

タウンセンター開発推進協議会は地権者を中心に

市､公団及び㈱港北都市開発センターによって構成

されることとなった｡

タウンセンター開発推進協議会には､開発ルール

部会と事業化促進部会とがあり､開発ルール部会で

は平成4年 1月から街並み景観形成に関する検討を

皮切りに､同年10月から街づくり協定に関する検討を

行った｡事業化促進部会では平成4年 1月から事業

化戦略と事業モデル地区の検討を開始し､事業化の

促進や共同事業の推進等について検討を深めている｡

匡】第3セクターの設立

(1y柵港北都市開発センター設立の経緯

公匝=ま､タウンセンター内に所有する約10haの

土地について建ち上げるとともに､地権者のセン

ターづくりにもノウハウを提供して､センター全

体の建ち上げを誘導していく組織が必要であると

考えていた｡

昭和63年 1月のタウンセンター世話人会におい

て､市及び公団からタウンセンター開発の先導的

な役割を担う第3セクターの設立の必要性につい

て説明があり､同年7月の合同協議会において第

3セクターの設立が了承された｡

そして､港北ニュータウン並びにその周辺の商

業施設､業務施設､文化施設､レジャー施設など

広範囲で高度な機能の整備､充実を図るため､市

及び公団をはじめとして関係機関が共同出資して

平成元年2月に㈱港北都市開発センターが設立さ

れた｡

(2X柵港北都市開発センターの概要

･所在地 :横浜市緑区荏田東-丁目22番地

･設立 :平成元年2月IEl

･資本金 :5億円 (授権資本8億円)

･組織 :下図のとおり

(3)㈱港北都市開発センターの活動

㈱港北都市開発センターの当面の活動は､第-

地区共同化義務街区の権利者の一月として権利者

法人の設立に参画するとともに､権利者法人から

第-地区共同化義務街区の施設の建設に係る施主

代行業務を受託し､開発､建設に係る業務全般を

行うほか､施設完成後の建物の維持､管理及び地

権者法人の道営業務を受託することとしている｡

また､センター北駅前に建設する複合商業ビル

｢ブラザビル (仮称)｣の事業運営を行う｡

組 綴
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株主構成と出資比率

株 主 株主数 出資額 (千円)比率 (%)

公的 公団 1 166,000 33.2
横浜市 1 84,000 16.8

計 2 250,000 50.0

氏間 公益事業 2 40,000 8.0

長期信用銀行 3 60,000 12.0

都市銀行 ll 130,000 26.0

地方銀行 I 20.000 4.0

計 17 250,000 50,0

固権利者法人の設立

(1)設立の目的等

共同化義務街区において､権利者により分有さ

れた土地の利用権限を集約し､商業施設等の建設

及び管理を行うための主体として､平成 7年6月

に第-地区共同化義務街区の権利者法人である第

-共同開発㈱が設立された｡なお､第二地区共同

化義務街区の事業主体は事業者組合であり､会社

方式はとっていない｡

(2)第-共同開発㈱の概要

･法人の名称 :第一共同開発㈱

･設立年月日:平成7年6月30日

･設立時の資本金 :4卿 万円 (992株)

･出資構成及び出資額 :出資構成は第-地区共

同化義務街区の地権者69名 (うち法人4社)0

出資額は地権者の土地所有持分比率により､

所有土地15m2に対して1株 (5万円)を割り

当てることとなっている｡

･法人の業務 :不動産の所有､経営､管理及び

賃貸借｡不動産の活用にかかるコンサルタン

ト業務｡上記に関連または付帯する業務｡
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2.駅前 ･近隣センタ-

【概要】

①市営地下鉄 3号線の中川駅を中心としたセンター｡

②都市計画道路牛久保中川根に面 し､車によるアクセスも容
易｡

③周辺住宅地とは歩行者専用道路と緑道でネットワーク｡
①緑豊かな山崎公園や鳥山公園が隣接 し､自然環境に恵まれ

ている｡

(9センターには､既に郵便局､交番､フィッ トネスクラブ､
ホームセンター､スーパー等がオープンしている｡

【街づくり】

①昭和61年11月から街づくりに関する勉強会が始まり､昭和
63年5月に地権者協議会が設立された｡

②中川駅前センターの地形的条件､緑豊かな周辺環境などか
ら､｢ネオ ･ロマンチック｣をテーマにヨーロッパイメージ
の街をつくり､地域生活者に快適な環境を提供する目的で､

中川駅前センタ一帯づくり協定が平成 2年2月に決定され

た｡

(勤協定項目には､壁面後退､外装､街並み､色彩建築設備､
駐車場 ･荷捌き場､駐輪場､看板 ･広告物､ゴミ置場､シ

ャッター､日よけテン ト等がある｡

【諸元】
供用開始 :平成2年5月
宅地面積 :5.1ha
地権者敷 :90名
用途地域 :近隣商業 ･住居

建ぺい率 :近隣商業- 80%､ 住居- 60%
容 積 率 :近隣商業-400%､ 住居-200%
高度地区 :近隣商業一第4種､ 住居一第3種
防火地区 :近隣商業一防火､ 住居一準防火

【概要】
①横浜 4号線の将来予定駅である北山田駅を中心としたセン

ター ｡

②都市計画道路日吉元石川線に面 し､車によるアクセスも容
易｡

③周辺住宅地とは歩行者専用道路や緑道でネットワーク｡

①将来の北山田駅勢圏の中心地にふさわしい個性的で魅力の
あるセンターの形成を目指 している｡

【土地利用計画見直し】

①見直し前の状況
･北山田駅前センター (面積約7.3ha)の土地利用計画の

骨格は､申出換地の結果を受けて昭和54年4月の第 1回
事業計画変更により定められていた｡

②土地利用計画見直しの必要性
･自動車対応を図る必要が生じた｡
･大型店舗の立地が可能な街区形状とする必要が生じた｡

･都営 6号線の延伸廃止により､4号線の駅のみに対応 し

た道路計画に変更する必要が生じた｡

③土地利用計画の主な変更点
･駅前広場を日吉元石川線をはさみ南北に分けた｡

･区画道路は､センターの回遊性を高める動線計画とした｡

･商業施設等に人も車も同一方向から出入りできるよう､

また大街区を確保できるよう､末端の歩行者専用道路を

廃止 し､代わりに区画道路の歩道を拡幅 した｡
･来街着をセンター東部分の諸施設にも誘導するため､駅

前センター長束にセンターの核となる大宅地 (約5,800
m')を配置 した｡

･各宅地の高 さと､区画道路との高低差を極力小 さくする

よう､宅盤を下げた造成計画とした｡

①土地利用変更に伴う換地調整方針
･換地の位置については原案を基本とし､平成 3年11月に

行った意向調査での要望事項 (共同利用希望単独利用希

望､換地の統合希望､撤退希望)を考慮する｡
･換地の形状についてはできるだけ単独利用が可能となる

よう配慮 し､小規模宅地については最低間口を7m程度

は確保するよう努める｡

【街づくり】
①平成 3年6月から街づくりに関する勉強会が始まり､同年
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10月に地権者協議会が設立された｡

②北山田富士や豊かな自然の潤いが共存するセンターの形成
を目指 して ｢オアシスタウン｣を街づくりテーマ､｢南欧ス

タイル｣をデザインテーマとして､平成 8年 3月に北山田
駅前センター街づくり協定が決定された｡

【諸元】
供用開始 :平成 8年3月 建ぺい率 :80%
宅地面稚 :4.2ha 容積率 :400%
地権者数 :71名 高度地区 :第4種
用途地域 :近隣商業 防火地区 :防火
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【概要】

①横浜4号線の将来予定駅である川和駅を中心としたセンタ
く)

②タウンセンターにつながる都市計画道路中山北山田線と東
急田園都市線江田駅方面に連絡する都市計画道路新横浜元
石川線の交差点付近に位置し､交通利便性に佳れている｡

(勤周辺住宅地とは歩行者専用道路と緑道でネットワーク｡
㊥センターには､既に地権者の共同ビル内にホームセンター

や大型ディスカウント店がオープンしている｡
【街づくり】
①昭和58年 7月から街づくりに関する勉強会が始まり､昭和
60年2月に地権者協謙会が設立された｡

②平成4年2月の地権者協議会において川和駅前センター街
づくり協定が協議されたが､決定に至らず､暫定案でスタ
ートしたo

【諸元】
供用開始 :昭和61年5月
宅地面積 :4.7ha
地権者数 :75名
用途地域 :近隣商業
建ぺい率 :80%
容 積 率 :400%
高度地区 :第4種
防火地区 :防火

【概要】

①市営地下鉄3号線の仲町台駅を中心としたセンター｡
(診都市計画道路新横浜元石川線に面し､車によるアクセスも

容易｡
③センターには､既にコンビニエンスストア､薬局､郵便局､

スーパー等がオープンしている｡
【街づくり】
①昭和63年12月から街づくりに関する勉強会が始まり､平成

2年3月に地権者協議会が設立され､平成5年3月に街づ
くり協定が決定された｡

②仲町台駅前センターは､港北ニュータウンにおける横浜都
心部からの玄関口としての役割を担っており､その台地状
にひらけた立地特性､周辺施設の立地及び恵まれた緑環境
を生かした ｢自然と人間｣を街づくりテーマ､｢ネオクラシ
ック｣をデザインテーマ､｢花｣をふれあいテーマとして､
これらのテーマに沿った街づくりを展開し､個性と魅力を

もち賑わいのある街の創造を目指している｡
③協定項目には､壁面後退､駐車場 ･駐輪場 ･荷捌き場､建

築意匠､材質 ･色彩､花壇等､看板 ･広告､その他 (屋上
施設､ゴミ置場､シャッター)等がある｡

【諸元】
供用開始 :平成5年 3月
宅地面稚 :6.7ha
地権者数 :160名
用途地域 :近隣商業 ･住居
建ぺい率 :近隣商業- 80%､ 住居-60%
容 横 車 :近隣商業1400%､ 住居1200%
高度地区 :近隣商業一第4種､ 住居一第3種
防火地区 :近隣商業一防火､ 住居一準防火

･1-68･
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【概要】
①港北ニュータウンの中で最も早く開設されたセンター｡
②歩行者専用道路に面して商店が立ち並び､車は表側からア

クセスするよう出入口を共同化したサービスヤードが設け
られている｡

③歩行者専用道路側の1陪部分の壁面後退や軒高を統一し､
全体としてまとまりのあるセンターを形成している｡

①現在のセンターは､地域の中にしっが )と根づいた商店街
となっている｡

【街づくり】

①昭和55年8月に街づくりに関する勉強会が始まり､｢荏田
近隣センター準備会｣が結成され､昭和57年に街づくり申
し合わせが決定された｡

②荏田近隣センターでは､建物のデザインに関して ｢街並み｣
として統一したほうが望ましい事項について申し合わせを
行っている｡

③外構計画では､サービスヤードの設置､サービスヤード出
入口の共同化､サービスヤード側道路境界への植栽帯の設
置､歩行者専用道路側一階部分の外壁後退等がある｡

④建築計画では､建物の用途､店舗の位置､その他のデザイ
ンに関することを申し合わせている｡

【諸元】
供用開始 :昭和57年10月
宅地面積 :1.Oha
地権者数 :21名
用途地域 :第2種住居専用
建ぺい率 :60%
容 積 率 :150%
高度地区 :第2種
防火地区 :華防火

概要】
①都市計画道路新横浜元石川線に面しており､車によるアク

セスが容易なセンター｡
②緑豊かな茅ヶ崎公園が隣接し､自然環境に恵まれている｡
③現在は､施設建設が進められている｡
【土地利用計画見直し】
①見直し前の状況
･茅ヶ崎近隣センター (面積約 5.2ha)の土地利用計画の骨
格については､申出換地の結果を受けて昭和54年4月の第
1回事業計画変更により定められていた｡

②土地利用計画見直しの必要性
･昭和61年2月の市営地下鉄3号線の高架化にともない､第
2種住居専用地域から住居地域に変更となったが､延床面

積 3,000m'を適える物品販売店舗が立地できない道路条件
となっていた｡(横浜市建築基準条例では､幅員11m以上
の道路への接道が条件となっている｡)

(》土地利用計画の主な変更点
･区画道路の拡幅､末端歩行者専用道路の廃止による街区規

模の拡大｡延床面積 3,000m'を超える物品販売店舗の立地
を可能にするため､末端歩行者専用道路を廃止して街区規
模を拡大するとともに､区画道路の歩道幅員を広げて幅員
を原則として11m以上とした｡同時に商業施設等に人も車
も同一方向から出入りできるような動線計画とした｡

･センターの回遊性を高めるため､東西道路を廃止した｡
①土地利用変更にともなう換地調整方針
･共同利用希望者は､できるだけ隣接して換地する｡
･小規模の仮換地の間口は､変更前と比較して狭小にならな
いように配慮する｡

･撤退希望者は撤退を認めることとし､変更先は一般換地と
する｡

【街づくり】
①昭和63年12月から街づくりに関する勉強会が始まり､平成

3年6月に地権者協議会が設立された.
(丑幹線道路に接した立地特性や恵まれた緑豊かな環境を生か

し､｢マーケットタウン｣を街づくりテーマ､｢ア-リーモ
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タン｣をデザインテーマとして､平成7年6月に茅ヶ崎セ
ンター街づくり協定が決定された｡

③協定名から ｢近隣｣を削除して､より広域的な商圏を背景
としたセンターの形成を目指している.

【諸元】
供用開始 :平成8年1月 建ぺい率 :60%
宅地面積 :3.6ha 容根 率 :200%
地権者数 :65名 高度地区 :第3種
用途地域 :住居 防火地区 :華防火
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①港北二ュ-タウンの最も南側のセンタ-で､周辺住宅地と
は歩行者専用道路でネットワークされている｡

②周辺の市街化に合わせたセンターづくりが進められ､既に
コンビニエンスス トア､クリ-二ンク店等がオープンして

いる｡

【街づくり】

①昭和61年 9月から街づくりに関する勉強会が始まり､平成
5年5月に街づくり申し合わせが決定された｡

②近隣センターにふさわしい商環境､住環境を維持 し､調和
の取れた街づくりを目指すことを目的としている｡

(参申し合わせ事項には､外壁後退､駐車場､ゴミ置場の設置､

緑化及び建築物の用途等がある｡

【諸元】
供用開始 :昭和63年3月

宅地面稚 :0.5ha

地権者数 :9名
用途地域 :第2種住居専用

建ぺい率 :60%
容 積 率 :150%

高度地区 :第2種
防火地区 :華防火

【概要】
①平成 7年4月に開設された第三京浜道路都筑インターに至

近な位置にもあることから､地域サービスを行うセンター
であるとともに､立地特性を活かした特色あるセンターづ

くりが望まれている｡
【街づくり】
①平成6年 1月から街づくりに関する勉強会が始まり､同年

6月に街づくり申し合わせが決定された｡

②近隣センターにふさわしい商環境､住環境を維持 し､調和
の取れた街づくりを目指すことを目的としている｡

(勤申し合わせ事項には､外壁後退､駐車場､ゴミ置場の設置､
緑化及び建築物の用途等がある｡

【諸元】
供用開始 :平成6年7月

宅地面積 :1.Oha

地権者数 : 7名
用途地域 :第2種住居専用

建ぺい率 :60%

容 積 率 :150%

高度地区 :第2種
防火地区 :華防火
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【概要】

0周辺は､戸建住宅や公団の集合住宅のほか､工場 ･倉庫用
地なども至近にあり､地域に密着 したセンターの形成が望

まれている｡

②現在､施設建設が進められている｡
【街づくり】
0平成6年 1月から街づくりに関する勉強会が始まり､同年

6月に街づくり申し合わせが決定された｡

②近隣センターにふさわしい商環境､住環境を維持 し､調和
の取れた街づくりを目指すことを目的としている｡

③申し合わせ事項には､外壁後退､駐車場､ゴミ置場の設置､
緑化及び建築物の用途等がある｡

【諸元】
供用開始 :平成6年7月
宅地面積 :1.1ha

地権者数 :21名
用途地域 :第2種住居専用
建ぺい率 :60%

容 積 率 :150%

高度地区 :第2種
防火地区 :華防火

【概要】

①センター周辺は､戸建住宅地や集合住宅用地があり､セン
ター北駅に近く (約 700m)､住宅地の中のセンターという
特性を活かしたセンターづくりが望まれている｡

②現在､施設建設が進められている｡
【街づくり】

①平成 7年から街づくりに関する勉強会が始まり､近隣セン
ターにふさわしい商環境､住環境を維持 し､調和のとれた
街づくりを目指 したが､街づくり申し合わせの決定には至
らなかった｡

【諸元】
供用開始 :平成7年8月
宅地面積 :1.1ha

地権者数 :17名
用途地域 :第2種住居専用
建ぺい率 :60%

容積率 :150%
高度地区 :第2種
防火地区 :華防火
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第10節 まちづくりの新たな展開

1.中央地区の計画

[]中央地区の経緯

昭和62年からタウンセンター地区にはさまれたエ

リアについて､横浜市及び地元権利者からなる ｢セ

ンター関連地区研究会｣において､面的整備に関す

る検討が行われ､平成 3年度に同研究会､横浜市か

らそれぞれ公団に対し､事業化検討が依棟された｡

公団の示した事業化検討結果について､同研究会

が改組 した ｢港北ニュータウン中央地区整備促進協

議会｣によって､権利者全体にアンケー ト調査､説

明会が実施され､その結果公団に対 し事業施行の要

請が行われた｡また､横浜市からも同様の施行要請

が行われた｡

中央地区の経緯

昭和62.2.17

63.12.15

平成 3.2.14

3.4.8

3.6.28

3.9.8

3.10.23

3.ll.6

4.1.17

4.1.28

第1回 ｢センター関連地区研究会｣

を開催

組合施行を前提とした面的盤備に関

する検討 (第11回～15回研究会)

｢研究会｣から公団へ事業化検討依

柄 (第16回研究会)

横浜市から公団へ事業化検討依頼

｢研究会｣へ公団の事業化検討結果

を報告､アンケート調査実施を決定

(解17回研究会)

研究会が全体の地権者説明会を開催

し､研究会の考え方､盤備構想を発

衣 (9月9日まで)

タウンセンター関連地区､整備促進

協議会第1回役員会を開催

公団で意向調査を実施 (対象地権者

数 154人､12月5日まで)

公団及び市が県に1%･林調整依頼

協議会会長から公団に施行要論

4.2.4

4.3.13

4.5,29

4.ll.13

5.5.10

6.7.20

6.12.13

6.12.19

神奈川県教育委員会に埋蔵文化財の

有難を照会

公団理事会で開発候補地として了承

横浜市から公臥こ施行要請

用地買収 2.Oha- 2.6ha

茅ヶ崎町､中川町､大棚町､地権者

説明会 (5月13日まで)

都市計画原案についての地元説明会

開催 (出席者 103名)

都市計画案の法定縦覧開始 (2週間

12月27日まで)

茅ヶ崎町､中川町､大棚町へ仮換地

の申出調査の実施､補僻物件調査の

開始について地権者説明会 (12月21

日まで)

仮換地に関する申出調査個別対応開

始 (2月2日まで)

港北中央地区に牌する都市計画決定

施行親程及び事業計画の縦覧 (1月

18日まで)

事業計画の大臣認可

回基本計画の策定

港北中央地区の開発計画は､この地区が南北のタ

ウンセンター地区を連絡する枢要な位置にあること

から､

･タウンセンターの機能を補完し､これと一体と

なって､横浜北部副都心の形成を図るとともに

･基盤となる幹線道路､鉄道等の整備を促進し､

併せて住宅､工場等が混在 した既存の土地利

用を整序する

ことを基本方針としている｡

①土地利用計画

南北のタウンセンターと幹線道路に挟まれた部

分を商業施設用地とし､幹線道路沿いに沿道施設

用地を配置する｡その周辺部は既存工場等を移転

集約する工場地区及び低層住宅を主体とする住宅

地区を設ける｡
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土地利用計画表

区 分 地積(ha) 構成比 (%)

公共用也 道 路 7.1 30.0

公 園 1.3 5.5

河 川 0.6 2.5

調 整 地 0.4 1.7

計 9.4 39.7

宅也 商業施設 7.4 31.2

工場用地 2.3 9.7

沿道施設用地 1.5 6.3

住宅用地 2.8 ll.8

鉄道施設用地 0.3 1.3

計 14.3 60.3

港北中央地区土地利用計画図

②人口計画

計画人口は､約750人とする｡

③街路

本地区を縦断する都市計画道路 (3･3･22中山北

山田線 :幅員28m､3･3･45佐江戸北山田線 :幅員

28m)及び区画道路 (幅員4.5-18.5m)を適宜配

置する｡

①公園

公園は､地区の北側に1箇所､南側に1箇所配

置し､地区面積の約 5% (13ha)を確保する｡

(亘)排水処理施設

排除方式は分流式とし､汚水は､港北下水処理

場において処理する｡本地区の雨水は､当地区内

を通過する2系統の雨水幹線により早測川に放流

する｡また､鶴見川総合治水対策として調整池を

設け､流量調整後早測川に放流する｡

⑥上水道

横浜市営水道より地区全域供給を受ける｡

⑦ガス､電気

ガスは東京ガス㈱､電気は東京電力㈱により､

それぞれ供給を受ける｡

･I-73･



[∃換地計画の考え方

換地手法としては､既存住宅､工場等の受け皿以

外はできる限り副都心形成に寄与するという土地利

用計画を実現するため､また､早期着手､早期整備

という地権者の強い意向を受け､換地を申出によっ

て定める選択換地方式を採用することとしている｡

横浜北離新都市中央地区土地区画並理解菜 (仮称)におけ

る仮換地の申し出に関する紫蘭

(日的)

l この要領は､横浜北部新都市中央地区土地区画整理串

粟 (仮称)における仮換地の申し出を行うため､申出者

の確定､申し出の手緩き､申し出後における必要な事項

を定めるものとします｡

ただし､都市計画上必要な措置についてはこの要領を

適用しない場合があります｡

(申出区分の選択)

2 (1)仮換地の申し山は､本邸井で定める土地利用計画を

住宅地区(a)､住宅地区(b)､住宅地区(C)､工場地

区､沿道施設地区及び南井地区の申出区分に分け､

権利者が自らの生活設計に適合した申出区分を選択

するものとします｡

(2)申し出は､原則として従前地の雅単位で行うものと

します｡ただし､ ]雛の商科が十分大きい場合は､

複数の申出区分に分散して申し出することを可能と

します｡

(3)申し出にあたっては､申出区分ごとの土地利用方針

を年並し､土地利用に別する条件を遵守するものと

します｡なお､土地利用方針及び土地利用に関する

条件は港北ニュータウン中央地区整備促進協議会

(以下 ｢整備促進協議会｣という｡)において別に定

めるものとします｡

(申出常並の手緩さ)

3 (1)申し出の方法は､｢仮換地の申出背｣に必要事項を

記入し､別表に示す必要な啓類を漆付するものとし

ます｡

(2)｢仮換地の申出t!F｣は､並備促進協議会に投出する

ものとします｡

(中山者)

4 (1)中山者は､原則として土地所有者とします｡

(2)土地所有者が共有名幾の場合は､共有者のうち, I

名が代表して申出者となる｡この場合､別に定める

代表者届けを放出するものとします｡

(3)相撲により申出者が登記名幾人と輿なる場合は､相

綴を証明する砂類を添えて相綴人届けを提出するも

のとします｡

(4汁貯地棟等の権利がある場合､申出者は借地権等の権

利者の同意怨を漆付 して申し出するものとします｡

(5)その他特別の邸付があるものについては､並備促進

協議会で別途協議して定めるものとします.

(6)申出者は､申出区分の選択移管して関係権利者に安
任を持つものとします｡

(仮換地原案)

5 (1)申し出の結果生じる申出区分ごとの過多 ･過少の調

並については､別に定める配分の佳先般位に従い､

並備促進協議会が行うものとします｡

(2)換地役宵十については､申出分別の過多 .過少の訴並

が終了後､別に定める暫定換地設計方針に基づき土

地区画義理事案施行者が行うものとします｡

(3)土地区画整理事案施行者は､(2)において作成した収

換地原案を申出者各人に授示するものとします.

(申し出の継泉)

6 (1)申し出後に土地の売只等により権利者の変動があっ

た場合､申出者は新たに権利を取得する者に対 し申

し出及び仮換地原案の内容を説明しなければならな

いものとします｡

(2)新たに権利を取得 した者は､さきの申出者の申し出

及び仮換地原案の内容を継永するものとします｡

(3)申出者は､変更内容を土地区画義理事案施行者に届

け出るものとします｡

(申し出がない坊合)

7 ｢仮換地の申出杏｣が投出されない場合は並備促進協

議会において別途協議して取 り扱いを定めるものとしま

す｡

(その他)

8 (1)本要蘭の土地区画整理堺薬施行者は ｢堺井計画認可

の公告｣があるまでは､同施行予定者とします｡

(2)その他､この要領に定めるもののほか必要な事項は

並儒促進協議会において協議 して定めるものとしま

す｡

(3)本要衝は､平成 6年12月2日から施行するものとし

ます｡
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2.地下鉄4号線の事業化

回事業化の経緯

横浜市では､｢ゆめはま2010プラン｣において､

横浜環状鉄道 (シティループ)を位置づけ､副都心

の強化 ･育成を図るなど､横浜が多心型の都市構造

を形成し､首都圏における業務核都市として発展し

ていくうえで､重要な路線であるとしている｡

このうち､地下鉄4号線 (日吉～港北ニュータウ

ン～中山)については､港北ニュータウンの事業ス

ケジュールとの整合を図るため､市交通局を事業主

体として事業化することとなった｡

また､公軌 ま3号線と同様にニュータウンルール

に基づく費用負担を行うこととした｡

[ヨ事業の状況

市交通局を事業主体として､免許取得に向けた需

要予測､地質調査､概略設計等を進められ､平成8

年度免許申請､9年免許取得､10年度着工､15年度

開通の予定である｡

3.センターの建ち上げ

皿タウンセンタ-の建ち上げ

タウンセンターでは共同化義務街区やブラザビル

の商業系施設に加えて業務系､住居系､文化 ･アミ

ューズメント系､市民サービス､コンベンション･

イベント系､宿泊系施設の導入が考えられている｡

業務系施設としては住宅 ･都市整備公団港北開発

局が平成6年4月に､地域冷暖房西プラント施設が

平成7年4月に開業し､東京ガス㈱港北ニュータウ

ンビルが平成8年4月に開業している｡さらに､地

上20階建､延床面積約 212,(耕)m2のビジネスコアが

構想されている｡

文化系施設としては港北ニュータウンまちづくり

館が平成6年4月に､横浜市歴史博物館が平成7年

1月に開館した｡

市民サービス施設としては区役所､公会堂､図書

館､保健所､消防署､児童相談所､ホールを備えた

都筑区総合庁舎が平成7年4月に開設された｡

圧駅前 ･近隣センターの建ち上げ

駅前 ･近隣センターの基盤整備は､昭和58年の荏

田近隣センターを皮切 りに､平成 7年度未までにす

べてが完了した｡

各センターはそれぞれ街づくりに関する勉強会を

始め､地権者協議会を発足させ､街づくり協定や街

づくりの申し合わせを決定してきている｡

そして､街づくりテーマやデザインテーマに従い､

周辺と調和のとれた個性的なセンターづくりが進め

られている｡
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タウンセンター立地施設計画

施設名所 用地 故地両税(Tn-) 建築両部(mI) 延床面柄(m') 姓騨台数(台) 主姿用途 開設時期

節也区 センター北駅 保倒地 6.600 13.400 0 群務所､駅舎 H5,3

横浜市歴史博物館 柿 7.300 4.900 9,300 33 事務所､展示室､会談室､研究室 H7.1

ブラザビル(仮称) 公団 3.900 3,500 29.000 113 複合商業施設､地域冷暖房 H10.3予定

-){同化衣凝街区 民69人 】8.000 複合商業施設 H11予定

節也区 センタ一滴駅 公団 5.200 13,800 0 事務所､駅舎 f15.3

公団港北開発局 保留地 6.800 900 4,200 22 邪教所､会議室 H6.4

港北ニュータウンまちづくり館 保御地 一.500 600 900 14 事務所､会議室､ホール H6.4

地域冷暖房Ldプラント 保留地 3.400 1,000 4,100 13 地冷プラント､事務所 H7.4

都筑区総合庁舎 保留地 】8.900 8.000 30ー800 250 区役所､公会堂､図岱蝕､保健所､消防署 H7A

凍京ガス港北ニュータウンビル 氏.公 2.500 1.800 5.700 78 シヨ-ル-ム､事務所 H8.4

)=t.同化滋務街区 民53人 14.900 10.400 1,069 複合商業施設 H10予定

ビジネスコア 公.煤･民 18.200

怠合病院 煤.柿 22,700

駅前センターの立地施設

センター 立地施設

rFr川駅前センター 郵便局､交番､フィットネス
クラブ､ホームセンター､ス
-パー等

北山田駅前センター 兼立地

川和駅前センター ホームセンター､大型ディエス
カウント店

仲町台駅前センター コンビニエンスストア､薬局､

近隣センターの立地施設

センター 立地施設

荏田近隣センター 外科 .内科 .歯科診療所､郵
便局､銀行､食料品店､電気
店､書店､薬局､タリーニン
グ店､理容.美容､飲食店等

茅ヶ崎近隣センター 飲食店等

佐江戸近隣センター コンビニエンスストア､クリ一二ン
グ店等

新吉田近隣センター 兼立地

東山田近隣センター 事務所等
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4.人口定着の促進と集合住宅の建設

土地利用転換時に集合住宅用地の一部を誘致施設

用地に変更した際､計画人口の減少については､

小 ･中学校用地と集合運動場用地の一部を住宅地に

転換すること､商業地域に住宅の導入されたことに

より減少分が補われ､当初の計画人口22万人を確保

することが可能と考えられていた｡しかし､その後

少子化傾向が年を追うごとに顕在化し､1世帯当た

りの家族人員が減少したため､計画人口を確保する

ことが危ぶまれてきた｡

計画人口を確保できなくなると､地下鉄4号線の

建設計画や横浜副都心としてのタウンセンターの形

成等に影響が出てくることが十分予想され､当初の

計画人口を確保するために､平成3年12月第23回の

土地利用特別委員会で ｢新規分の集合住宅について

は指定容積率を最大限活用するする方向で戸数増を

図る｣との方針が出され､これを受けて､新たに建

設される集合住宅用地の人口密度を上げようと横浜

市の市街地環境設計制度の適用による高さ綾和を受

け､高層化する方針をとった｡

集合住宅が周辺の一般住宅地に先行して建設され

た時期は問題がなかったが､一般住宅地のビルトア

ップも進んでいる現在では､計画中の高層集合住宅

について､周辺居住環境への配慮 ･調整が必要とな

っている｡

港北ニュータウンの人口及び世帯数

l^H

5.｢その他地区｣の対応方針

第-地区､第二地区の土地区画整理事業が竣工を

迎え､港北ニュータウン建設の主服は､残された

｢その他地区｣の開発のあり方に向いており､中央

地区を除いた ｢その他地区｣の取り扱いが課題とな

った｡

これについては､地元の意向を第-に､今後市と地

元により港北ニュータウン全体の在り方等を勘案しな

がら検討を進めるとの方針のもとで､市と地元､推進

協役員により調整を進めた結果､市主導の開発は行わ

ないとの考え方が市から示されるに至っている｡

港北ニュータウンの人口
(新住居表示エリア)

人口

1■●●l

rrlfr
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tll■ HllIJtl ll lJi t )

港北ニュータウンの世帯数
(新住居表示エリア)

■■■
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第11節 埋蔵文化財

1.予備調査 (昭和42年度～45年度)

昭和45年3月に横浜市埋蔵文化財調査委員会のも

とで､港北ニュータウン埋蔵文化財調査団が結成さ

れ､同年4月から12月にかけて予備調査が行われ､

この結果が ｢港北ニュータウン地域内文化財調査報

告 I･n｣にまとめられた.

2.本調査 (昭和46年度～52年度)

予備調査の結果を基礎に､昭和46年12月に対策協､

公団､市の間で埋蔵文化財発掘調査に関する覚書が

締結され､本調査に着手された｡

当初は､①発掘調査期間を昭和46年度～48年度ま

でとし､②対象遺跡数200箇所以内 (194遺跡)､③

発掘面積約40ha､①発掘調査費総額4億円以内､⑤

費用の分担割合は､市が4分の1､公団が4分の3

とし､(む公団と市 (横浜市埋蔵文化財調査委員会)

との委託契約に基づき､市が実施するものとしてス

タートした｡

その後､遺跡数及び発掘面積の増大にともなう調

査費の増加並びに調査期間の延伸等がなされ､本調

査は昭和52年度末に終了した｡

埋蔵文化財分布図
＼ 1

/

-
ど

日本住宅公団が施行する港北ニュータウンの土地区画整理

群発地区内の塩蔵文化財発掘粥兼に関する党軒

港北ニュータウン閲発射紫協議会 (以下 ｢対紫協｣とい

う｡)､日本住宅公Efl(以下 ｢公Efl｣というO)及び横浜市

(横浜市教育委員会を含む｡)(以下 ｢市｣という｡)は､公

EElが施行する土地区画整遡掴i菜地区内の也!淡文化財蒐掘調

査について､次の通 り党群を交換する｡

(目的)

第 1粂 この先啓は､公田が施行する土地区画整理中井地

区内における也!淡文化財禿掘鞘並の実施にあたり､土地

区画准理群菜の施行との調和を図るとともに､発掘調査

焚用の分担等について定めることを目的とする｡

(発掘調並等)

第 2粂 発掘調査は､次のとおりとする｡

(I)発掘関釜は,公朗と市との委託契約に並づき､市が実

施するものとする｡

(2)発掘御釜の対象遡跡は､200箇所以内とする｡

(3)発掘調査の評#1は､｢横浜市文化財保護措虻要綱｣及び

別に定める ｢捲北ニュータウン文化財開発実施要綱｣
による｡

(発掘調査畑川IJ等)

第3粂 発掘調査)馴iU等については､次のとお りとする｡

(1)発掘銅盤期間は､昭和46*皮か ら昭和48年度までとす

る｡ただし､公団が施行する土地区画並PJ掴Ⅰ業に支障

がないと､対策協並びに公Eflが認めた場合には､この

限りでない｡

(2)造成工事中に新たに発見された逝跡は､前号のJg川馴こ

限 り､対策脇並びに公団が認めた場合には､これを発

掘調速することができるものとする｡

(3)公団が施行する土地区画整理群発に支蹄があると､対

策協並びに公団が認めた助合には､工-tJtの中止命令を

t_uきないことを条件に､事前に三者で協鵠 して措駁す

るものとする｡

(Ll)刀-､前号の協議がととのわないため､公団の施行す

る土地区画並BJ!即発に支障をきたし､111番が生 じた場

合には､市はrT任をもって処世 しなければならない｡

(発掘調査升等)

第4粂 発掘調査数及び壮用分担等については次のとお り

とする｡

(1)発掘調査升の総朝は4億円以内とする｡

(2)Liy用の分担割合は､この党群に限り､市 1/4､公団3
/4とする｡

(3に の焚用分担金は､昭和LI8年度までに実施 した発掘関

釜に要 した尖衛に限るものとし､残余の狩川分担金に

ついては､前条第 1号に該当する場合を除き､すべて

打切るものとする｡

(払,lit)

第 5粂 この党群に定めない邸項については､市､公随､

対策協が協議 して定めるものとする｡

この党松の成立を証するため､本手ぎ6通を作成し､I対係

者記名押印のうえ各 1通を保有する｡

lFl=柵146年12月28El

捲北ニュータウン開発対策協演会

LLJ内地区常任委員長 松 沢 健 三

中川地区常任委員長 金 子 保

新m地区常任委員長 山 本 光 雄

林tu地区借任委月長 信 田 隆 治

日本住宅公Etl埋!Ji首都l讃宅地開発本離長

府 谷 弘 一

横沢市長 飛.J:bJ刃 一 雄
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3.残余の遺跡調査(昭和53-63年度)

本調査の終了後に残る ｢残余遺跡｣の調査に備え､

昭和52年3月31日 ｢日本住宅公団が施行する港北ニ

ュータウンの土地区画整理事業地区内の埋蔵文化財

発掘調査に関する覚書の一部を改正する覚書｣を締

結し､上記の改正覚書により､｢日本住宅公団が施

行する港北ニュータウンの土地区画整理事業地区内

の埋蔵文化財発掘調査に関する覚書｣に､｢200箇所

以内｣を ｢247箇所｣に改めるとともに､｢残余の調

査に係る作業員費相当額｣を追加変更した｡

これらの覚書の条項の整備を受け､｢日本住宅公

団が施行する港北ニュータウンの土地区画整理事業

地区内の昭和㍊年度以降の埋蔵文化財発掘調査に関

する覚書｣(昭和53年 3月30日締結)が､港北ニュ

ータウン各地区協議会､横浜市及び公団の間で締結

され､残余追跡調査が行われることとなった｡

当初は､(D市は､調査員を派遣するとともに､調

査事務所の通常の維持管理に係る経常費を負担する

ものとし､②公団は､作業員費相当額 (7,CKX)入日分)

を負担するものとしてスタートした｡

その後､残余の調査は昭和58年度末まで実施され､

一応終結が宣言されたが､なお自主調査として継続さ

れ､実際に調査が終了したのは昭和位年度であった.

結果として268追跡189haの埋蔵文化財調査が行な

われた｡

4.歴史公園

tl折口49年3月に港北ニュータウン文化財問題協議

会から ｢大塚 ･歳勝土過跡｣を現況保存するよう市

へ報告された｡

昭和53年4月に市と公団の間で締結された ｢横浜

国際港都建設事業横浜北部新都市第-地区及び第二

地区土地区画整理事業の事業計画に関する覚書｣に

基づき､｢大塚 ･歳勝土遺跡｣について､公団は最

･ト79･

大隈現況保存するために都市計画道路との間に生じ

る擁壁等の構造物について技術的検討をし､関係局

と協議のうえ必要な措置を講ずることとなり､逆L

式長大擁壁が考案され､平成7年度の完成を目指し

て着工された｡

一方市は､｢大塚 ･歳勝土遺跡｣を現況保存する

ために､ここを歴史公園とすることとし､昭和61年

1月に国史跡として指定された｡



第12節 関連公共施設に関する費用負担等

1.別途事業の概要

圧】都市計画道路

公団は､事業計画策定当時区画整理補助事業を直

接導入していなかったため､都市計画道路について

は横浜市の街路事業により整備することとしたO

幹線街路事業費

二払qr. ー仲井iii- -TJ‡二粧!挫 (首 万 円 ) 嫡 嬰

3.2.3 新 横 浜 元 石 川 級 W-12-32mL-9.124m 15,745.620 延 長 豊臣果 2:;喜怒

3.3.22lTILLlJEILHjJ線 W-18-31mL-5.022m 8.854.000 延 長 韮 区 界 4.904802=

3_3.241.,才内 新 城 浜 線 W-22--40mL-1.940m 15,929_990

3.3_25日苦 元 石 川 線 W-22mL-7.510m 22.164_830 延 良 豊臣果 43:!478崇

3.3.32横 浜 ｣こ麻 生 線 W-22-.-.32mL-4A92m 10.224.100 延 長 豊臣果 !:84611崇

3.3.39セ ンター 南 伴 互ri場 線 W-22mL-360m 1.572_000

3.3.45佐 江 戸 ｣ELuEU線 W-18-35mL-5,349… 16.768.900 延 長 豊臣東 雲:223=

3_4_19メL+ 中 LLf茅 ケPJ有線 W-16-20mL-2306m 7.380-800

3.4.29人 1侶TJ{‖｣]二口線 W-20mL-2.648lTt 2.828,300 延 長 豊臣究 2.き228㌫

3.4.36新 羽 准 [rl線 W-18-20mL-2,400m 2.252.600

3_4_371ニ久 保 中 川 線 W-18-20mL-1.892m 1.972.400

(補助要望資料による)
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[ヨ都市計画公園 ･緑地

都市計画公園のうち､稔合公園は横浜市の公園事

業により整備され､地区公園及び近隣公園について

は､公団と横浜市が分担を定めて整備を行なってい

る｡都市計画緑地である緑道はすべて公団により整

備が行なわれている｡

都市計画公園･緑地事業費

名 称 面積 事業費 (百万円)摘要

総合公園 A-18.9ha 2,630 一部

地区1号公園 A-4.6ha 470

地区2号公園 A-6.7ha 1,617

地区3号公園 A-9.5ha 4,136

地区4号公園 A-8.8ha 270

近隣3号公園 A-4.Oha 460

近隣5号公園 A-4.6ha 460

近隣10号公園 A-2.4ha 132

近隣11号公園 A-2.5ha 120

緑道1号 A-4.7ha 1,086

緑道2号 A-6.5ha 830

緑道3号 A-3.4ha 640

緑道4号 A-6.3ha 720

緑道5号 A-3.Oha 286

(補助要望資料による)

匝]河川改修

公団施行地区周辺の河川については､鶴見川の建

設省直轄区間を除いて､神奈川県により河川改修事

業が行なわれた｡

河川改修事業費

名 称 延長 (m) 事業費 (百万円)

早削 rl ll,236 8,675

大熊川 2,553 2,734

鶴克川 7,960 3,481

回公共下水道

公共下水道は､市の公共下水道事業として実施さ

れた｡

公共下水道事業費

区 分 事業費 (百万円)

新市街地関連事業費 (管渠寄) 66,799

既成市街地関連事業費 65,299

国上水道

横浜市水道条例に沿う協定に基づいて公団が負担

を行なった｡

上水道事業費

名 称 事業費 (百万円)

(協定による)

匝]ガス

公団は整備総額のうち東京ガス株供給規定に基づ

く開発者負担分を負担した｡

ガス事業費

(協定による)

2.その他

[∃市営地下鉄 3号線 ･4号線

3号線､4号線ともに､｢ニュータウン線建設工

事に対するニュータウン開発者負担の細目に関する

協定 (運輸省 ･建設省)｣いわゆる ニュータウン

ルール)に基づいて負担している｡
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[ヨ埋蔵文化財

予備調査の結果をもとに締結された公団と市の間

の覚書では､対象遺跡数謝 箇所､40ha以内として､

公団が負担するものとしたが､遺跡数と発掘面積の

増大にともない費用が増大したしたため､調査事務

所体制維持と発掘人員等について新たに追加し調査

が進められた｡

埋蔵文化財調査費用

遺跡数 268箇所

発掘面積 1,893,857m2

調査費用 公団:984,430千円市､その他 :847,914千円

港 北 ニュ ー タ ウ ン 地 域内理載文化財調査報告X
｢全国遺跡調査概要｣199 0

横浜市埋載文化センター

による

回横浜青葉インターチェンジ

開発者インター工事費に対し､港北ニュータウン

受益額相当分を負担｡

@]地域冷暖房

地域冷暖房事業のうち､プラント建屋､導管工事

及び一部のプラント設備を負担｡

匡]CATV

都市景観の向上を図るとともに､高度情報化対応

施設として､公団が､受信施設､センター施設､地

中管路等の設置等を実施｡

B]地元イベン ト等に対する負担

① 港北ニュータウンまつり

② よこはま住宅フェア

③ 横浜まちづくりフォーラム

① 横浜海外企業誘致セミナー等
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用地買収 ･補償



第1節 用地買収開始と実績

1.用地買収開始前夜

東京圏を中心とする大都市の人口集中が急激に進

行していた昭和40年代初頭､横浜市北東部の港北区

にはまだかなりまとまった自然が残されていた｡

田園都市線の開通を契機に､後日､港北ニュータ

ウンと呼ばれることとなった区域にも地域開発の芽

生えがみられ､あちこちに無計画な宅地開発が徐々

に進行していた｡

その中で､日本住宅公団に関係するものといえば､

港北区茅ヶ崎町 (現在 ･都筑区茅ヶ崎南)における

民間の用地取得にからむ開発問題であろうか｡

ことの詳細は省くとして､はじめは公団関東支所

にこの問題が持ちこまれたようだ｡

関東支所の開発方式は-団地経営のため､事業地

とするエリアは連坦することが必要となる｡

このため､地元ではその線にそって用地の取りま

とめに動いていた模様である｡

この動きとは別に､地域開発の一環として､公団

首都圏宅地開発本部も地元の要請に基づいて区画整

理方式による都市開発事業の説明を行っていた｡

このことが､横浜市六大事業のひとつ､港北ニュ

ータウン開発事業の萌芽というつもりはないが､こ

のような案件の硫み重ねが時代の要請にマッチした

ものと考えている｡あるいは､このような皮相な現

象とは別に､行政サイドには都市計画という大局的

な "狙い"があったのであろう｡

昭和40年2月､この事業が横浜市の六大事業のひ

とつとして位置づけられたが､広域かつ大規模な開

発事業に着手するためには､さらに2､3年の懐妊

期間が必要であった｡

一方､公団首都圏宅地開発本部においては､開発

のために用地の先行取得が必要となるという認識か

ら､昭和42年9月現地に用地連絡所を設け､開発気

運の熟成を待った｡同じ頃､横浜市は第一次地元説

明会を開き､｢建設事業計画の主旨説明｣が各地区

で13回にもわたり開かれている｡そういう状況のな

かでは､当然のことながら､公団は市との協議を重

ねることとなり､次第に説明会も公団と市で共催す

るかたちで､フォーマルあるいはインフォーマルに

実施するようになった｡少なくとも､用地の取得に

ついては､この時点で公団と市はやっと方向性が合

うようになった｡

市もようやく声を大きくして六大事業のひとつを

宣伝するようになり､地元も公団に対して､地区の

規模や買収面積､区画整理方式の手法や減歩率など

についての問答をもちかけるなど､どうにか正面を

向き合うかたちとなった｡

説明会はその後､次第に頻度も多くなり､各地区

ごとに実施されるようになった｡

当時公団の用地買収の担当は､首都圏宅地開発本

部の中に用地一課と用地二課があり､港北地区の所

掌は用地一課であった｡菊名の用地連絡所が事務作

業を行う場所であった｡

市においても､昭和43年 1月､港北区菊名町に計

画局港北ニュータウン建設事務所を開設した｡同年

4月にはニュータウン建設部を設置し､この事業に

対応するための人事構想を進め､方々の都市計画の

練達の士を糾合する一方､事業に関連する農業部門

についても目配りをすることとなった｡

とはいえ､市､公団､地元と三つ巴の対話はすべ

て順調に推移したわけではなく､それこそ盤根錯節､

何度も原点にかえって議論を繰り返す日々もあっ

た｡

昭和43年9月､公団における候補地選定等理事会

(A審)によって､取得両税､取得価格の検討が行

われ､いよいよ旗轍を鮮明にして地元に臨むことと

なり､説明会も公団がイニシアティブをとることと

なった｡

ようやく諸元が具体的になり､地元の認識も高ま

り地元の組織として､港北ニュータウン対策協議会

が発足した｡この時､促進協議会にするか対策協議

会とするかについて地元で大議論があったが､横浜

市長のいう "住民参加の街づくり"に大きく一歩ふ

みこんだことは間違いない｡
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2.用地買収価格の決定

港北地区全体を見ると､地勢学的には､東の方が

平らで西に行くほど丘が高くなっており､開発の順

序も東急東横線の方から開けていった経緯から､東

側に位置する新田地区が一番開けており､中川 ･山

内と西に行くほど遅れていた｡東西に長く伸びてい

る都田地区でも東から西へというのが古くからの流

れであった｡

ところが､昭和30年代にはいってこの地区の東端

に位置する場所に (中川 ･新田 ･都田)高速道路

(第三京浜)が建設され､南側に隣接する形で (戟

時中から準備されていたようだが)工業団地の整備

が進み､また､西側では国道246号の交通量が次第

に増加し､それにも増して東急電鉄による田園都市

線の乗り入れ､これにともなう土地区画整理事業に

よる街づくりの進展で､それぞれの駅前の整備と新

住宅地の人口増加が始まってきた｡

さらには､東名高速道路の建設がどんどん進めら

れ､開通が迫って来つつあるというように周囲の状

況は目に見えて変化している真っ最中にあった｡

このような状況下では当然のこととして､地権者

の方々は公共用地の買収には経験豊富であり､交渉

にも習熟していることが想定された｡それだけに最

初の価格提示には余程慎重な配慮が必要であった｡

もともと､土地区画整理事業関連の公団用地の買

収は､原則として公簿地積による買収を行ってきた

が､港北ニュータウンの場合 (地区面積1317ヘクタ

ールの40%の買収を予定していた｡)何万筆になる

か分からない土地を税制改正前の短い時間で買い取

るには､公簿で買収するしか方法がないということ

で､地域 ･地目･地勢 ･道路付き等の条件をどう扱

うかが難問であった｡

地目と地価との関係では､畑卜 田 ･山林の順にな

ることは容易に考えられるが､公簿地積による買収

ということになると､当然縄延びの問題が出てくる｡

ここでは山林･畑･田の順で田は非常に少なかった｡

地域で区分すると道路や河川､場合によっては筆

の左右で価格が変わることになるので､不平不満が

噴出して収拾がつかなくなることも予想される｡

このような状況の中で､まず不動産鑑定評価をす

ることにしたわけだが､5km四方に広がる広大な

地域を全体としてバランスのとれた備付けをするた

めには､どんな点に留意すればよいのか見当も付か

ないというのが正直なところだった｡

そこで第-に考えたことが 1317haの地区を40個く

らいのメッシュ状に分け､その中に地目ごとに平均

的と思われる場所を選び出し､図面にその地点を落

とすことから始めたのだが､公図の写しや地図を片

手に現地に行くと道路付きや傾斜地等のため､地形

が適切でないこともあり別の土地に変更したり､鑑

定地点を決めるだけで何日にもなり､鑑定士ともど

も土壌にまざれながら鑑定地点の確認をして歩いた｡

第二に鑑定は､民間の鑑定評価会社二社に依頼し

評価してもらうことにした｡

第三は､川崎市境との比較や､農業専用地区との

土地交換の価格差の議論等､周辺部との関係で比較

される議論が予想されたので､地区外にも鑑定地点

を設けてこれに対処しようと考えたが､結局これは

日の目を見なかった｡論拠は､当該地の鑑定は､当

然周辺状況を勘案したうえでなされるもので､改め

て周辺物件を鑑定する必要はない｡どうしても周辺

物件の評価を確認したいのなら参考意見として付記

してもらえばよいということであった｡

こうした不動産鑑定評価の実施により､用地取得

価格案をまとめた｡

このような経過を踏まえてA審やB審の資料がで

き､ブロック別に分けた用地取得価格に対して､地

元交渉のさまざまな駆け引きとぎりぎりの判断の中

で平均6,560円/m2(21,∝X)円/秤)の価格が導きだ

された｡

･2-2･



用地取得価格ブロック割図

3.交渉と斡旋依頼

圧]用地買収交渉

用地買収の交渉はおたがいに虚々実々､交渉成立

の瞬間はまさに接啄同桟 (親鳥が殻をつつくのと雛

が中から破るのと同時)のおもむきがある｡それだ

けに経験によって練り上げられたテクニックが要求

される｡

まとまりのある集落へのアクセスは､発言力と指

導力をもった有力者との接触から始まる｡実施する

事業の意義と､その事業によってもたらされる地域

的有益性を誠意をもって開陳する｡投じたこの一石

が波紋となる｡日本的な風土では何事であっても､

先鞭をつける人の存在が必要のようだ｡

また､ある集落での評価すべき成果を他の集落に

反射させ､集団的な合意に導いて行くのも戦略の一

つである｡これは往々にして集団調印という成果を

得ることができる｡

･2-3･

ブロック別埋価 農地 (臥 榔) 非L3地 (山林､原野)

･位低額 5,900 円/〟 5.750円/〟

～ ～ ～

戦術論のレベルでは､たとえば農村では本家分

家の関係が交錯している場合が多いが､土地の売渡

しについては､関係者の誰にも過重な責任を負わせ

ない配慮が必要である｡

さらには､あえて昔ながらの屋号をつかって地元

に精通した関係を醸成するのも芸のうちだ｡戦略と

戦術､ともに ｢間接的アプローチ｣を旨とすべきで

あろう｡

各地区の用地担当者は2人1組になり､かかる認

識のもと日夜密度の濃い交渉を展開したのである｡

加えて対策協議会や農協への目配りも怠らず､い

ろいろな思惑をもった不動産業者との確執も捌かね

はならなかった｡

特筆すべきは､後日法制化された特定土地区画整

理事業における農地の集団換地方式を先取りするか

たちとなった農業専用地区との農地の交換手法であ

ろう｡これが図上分筆による売買の公団指導の柔軟

性と相まって､土地売渡し農家の選択の硬直化を防

いだと言えよう｡



E]斡旋依頼

港北地区が横浜市に町村合併する以前の都筑郡の

時代は､中川村 ･山内村 ･都田村 ･新田村と4つの

村からなっていた｡その名残で当時は4つの農協が

それぞれ店を張っており､何かにつけて張り合って

いたようである｡

公団がこの地区と関わりをもったとき､ここには

その4つの農協があった｡それぞれエリアを別にし

ていたが､ともに公団の用地取得に協力してもらう

べく斡旋依頼を受けてもらうよう説得を行った｡

しかし､｢用地｣つまりは農地の売渡しに協力す

ることと､農協本来の業務とは明らかに矛盾がある

として､なかなか同意が得られなかった｡

しかしながら､その後の度重なる話し合いによっ

てようやく公団の申し入れを受けることになった｡

とはいえ､抱え込んでいる矛盾のためか､初めの

頃の動きははなはだ鈍かったようだ｡斡旋依頼につ

いては､参入を目論んでいた群小の不動産業者との

確執もあったが､ともかくもそれらを押さえ込んで､

農協のみの斡旋依頼が確認され､地元農協との協力

のもと､用地買収交渉を推し進めることと決まった｡

ちょうどその頃､4農協は統合されて横浜北農業

協同組合となっている｡

昭和44年1月､いよいよ本格的な用地の買収交渉

が開始される｡公称胡%買収､将来の事業地の減歩

率は350/O､設定された価格帯に基づいて､各集落の

説明会が行われる｡どこに赴いても甲論乙駁､とど

まることを知らぬ有様であった｡

この頃には､斡旋依願を受けた地元の農協も始動

しはじめた｡

4.用地買収実績

土地の売り渡しの調印は､個別に行われた部落も

あれば､集団調印の地区もあり､地元の結束の度合

いの違いがよく現れている｡

なお､都市計画法の改正にともなう税制改正の問

題等も絡んで､地権者はそれぞれ思惑に揺れ動いて

いたo用地買収当時の土地所有者数は約3,3CO名､筆

数は約18,OX)筆が対象であった.

当初､難航が予想されていた用地買収が､比較的

短期間で実を結び終了したのは､これまでの粘り強

い交渉が成果をあげたものではあるが､丁度この時

期､租税特別措置法の改正により､昭和44年 6月ま

でに契約した用地買収協力者に対しては従来通り収

用対象事業並みの1200万円特別控除が適用され､改

正後は､公団の先買い等の土地を譲渡した場合は

600万円の控除額となり､実質的には用地買収の控

除額が半分に引き下げられることになったのであ

る｡このことが､大きく追い風として働いたといえ

よう｡昭和44年5､6月の時点で大筋の買収作業を

完了し､買収面積3卿 560正､買収金額 23387β19千

円であった (昭和55年契約完了時)｡以後は調整の

時期となる｡事後の作業としては､契約上の錯誤等

の修正､過少宅地に絡む問題､農専地区との調整､

用地取得にかかる補償等々である｡

買収地は更地だけでなく､山林等も用地買収を行

なったが､特に補償ではその用材林や竹林等につい

て､立木調査を実施し適切な補償を行った｡

･2_4･



町別地目別用地買収面積

町 名 地 目 合 計山 林 畑 田 そ の 他

筆数 面積(m') 筆数 面積(m') 筆数 面積(m') 筆数 面積(m') 筆数 面積(mt)

第一地区

牛久保 161 132,767 223 143,016.3 245 67,835 13 4,468.61 642 348,086.91

大棚 26 23,806 31 16,561 57 40,367

北山田 147 169,848.61 163 97,465.82 233 60,949 10 9,338 553 337,601.43

中川 177 144,803 178 134,856 26 6,001 5 2,094.39 386 287,754.39

東山田 106 81,204.54 318 168,055.41 36 8,581.61 3 544 463 258,385.56

南山田 110 137,519 93 58,832.83 56 16,048 5 1,283 264 213,682.83

計 727 689,948.151,006 618,787.36 596 159,414.61 36 17,728 2,3651,485,878.12

第二地区

大棚 6 13,251 4 3,942 1 267 ll 17.460

勝田 70 75,432 54 31,696 59 13,563 6 4,363 189125,054

新吉田 36 16,802.3 79 37,991.15 4 824 1 23 120 55,640.45

茅ヶ崎 283 242,630 222 152,376.78 257 62,560 15 4,464.09 777 462,030.87

新羽 67 43,658 97 63,393 29 5,944.3 3 910 196 113,905.3

南山田 1 406 1 406

池辺 158 90,455.92 186 103,388.54 115 20,930.25 12 5,808.99 471 220,583.7

荏田 331 326,299.28 245 154,251.78 243 57,576.87 42 18,237 861 556,364.93

大熊 66 40,155 128 57,899.20 58 ll,270.08 5 1,168 257 110,492.28

折本 ll 10,227 4 2,777 4 667 6 2,685 25 16,356

川和 53 58,967 113 71,735 10 2,543 18 10,183 194143,428

佐江戸 79 51,802 34 23,377 4 275 8 7,077 125 82,531

東方 77 78,921 124 79,336 57 15,409.91 8 4,200 266 177,866.91

計 1,2371,048,600.501,290 782,163.45 840 191,563.41 126 59,792.08 3,4932,082,119.44

(事業認可時点)
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第2節 補償業務の実施

1.補償実施の経緯

用地買収から5年経過した昭和49年に事業は認可

されたが､認可時には地区内家屋数が約25CO戸とな

るなど補償物件が増加 し､補償費は全事業費の約

25%を占める見込みとなった｡

すなわち､基本計画策定 (昭和44年頃)時に考え

ていた事業フレームからみると､予想以上の補償物

件数になっていた｡

建物2,5α)戸のうち約1,5α)戸の要移転建物があり､

その他にもいろいろな補償物件があることから､こ

れら大量の補償物件をどう処理するかが大きな問題

であった｡

このような補償業務の処理については､長期に及

ぶことが予測されたことから､事業初期段階におけ

る課題として､次のような取り組みが必要であった｡

･取り扱い基準等の整備と制定

･補償担当職貝の養成と補償コンサルタントの活用

･計画の地元への周知､徹底

そうしたことから､以下のような諸方策をとって

いくこととし､工事計画及び換地設計部門と連携､

調整しながら事業の円滑な推進を図った｡

･建物所有者について ｢移転｣､｢存置｣､｢条件付

存置｣に区分して通知する｡

･極力､仮換地への直接移転ができるよう先行造

成地 (先行的宅地整備区域)を拡大する｡

･造成工事工区と連動した移転計画 (補償着手の

展開等)の具体化｡

･中断移転対応の ｢仮住い住宅｣提供に係る諸措置｡

なお､事業期間中の主な取り組みの概要は､つ

ぎの ｢補償の経緯｣のとおりである｡

･2-6･



補償の経緯
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年 次 【項 目】 - 【解 説】

昭48-昭51

昭52-昭54

◎補償コンサルタントの活用方策

◎建物中断移転に対応する租税特別措置
法適用に係る制度

【昭50.3.13国税庁回答】

◎第二地区軸木地域の集団による建物中断
移転の開始

◎土地使用料単価の算定方式の確立

【昭52.6.11推進協合同協議会決定】

◎建築抑止者対策の一環として､首都圏本
部藤が丘地区等の宅地分譲

【昭54.3月契約】

◎事業スケジュールの見直しに伴う補償物件
移転計画の精査及び策定

地元組織との合意により､当地区の補償運用には
専門コンサルタントを活用していくものとして､関連諸
施策を講じた｡

事業を進めていく上で必要な建物中断移転に関
して､当初概算契約時の ｢申し出｣｢買い取り｣
等の効果を保ちながら､なお､税額計算上及び申
告手続については､確定契約をもって整理することと
し､一事業一回の ｢収用課税の特例｣の通用につ
き整合を図った｡

面的造成の着工に伴い､地域全体の移転が必
要とされ､仮住いの住宅への一斉入居等による中断
移享転が推進された｡以降､各地域において同様に
展開された｡

事業対策委員会の補償問題研究部会で検討さ
れ､合同協議会に諮問の上､当地区の実態農業所
得等を反映し､収益性を考慮した算定方式が決定
された｡

新築を計画して宅地を保有していたが､事業上
の要請により建築を手控えた者 (いわゆる建築抑止

者)に対して､比較的早期建築が可能となるよう他
地区の既成宅地を特別分譲するよう措置した｡

造成工事工区ごとに対象物件を概括し､建物に
ついては､1戸ずつ精査して直接､中断の別を明
確にし併せて移妻転時期､中断期間等を整理した｡

また､当該スケジュールの遂行に係る諸条件を集
約し､地元に対しては､14-15か月工程等を説明
した｡
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年 次 【項 目】 【解 説】

昭52-昭54 建物移転別 .年度別実績

区 分 節-地区 第二地区 全体
直接移転 中断移転 合計 直接移転 中断移転 合計 直接移転 中断移転 合計

昭糾咋艦 0 0 0 1 0 1 1 0 1
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 4 4 8 0 3 3 4 7 ll

50 2 6 8 6 8 14 8 14 22

51 5 7 12 10 19 29 15 26 41

52 8 12 20 3 a 8 ll 】7 28

53 17 50 67 12 53 65 29 103 132

54 8 29 37 49 20 69 57 49 106

55 77 55 132 31 47 78 108 102 210

56 159 185 344 21 21 42 180 206 386

57 73 135 208 64 12 76 137 147 284

58 39 106 145 21 ll 32 60 日7 117

59 7 34 41 ll 17 28 18 51 69

60 4 12 16 3 8 ll 7 20 27

61 3 17 20 6 I 7 9 18 27

62 9 6 15 3 0 3 12 6 18

63 3 2 a 0 1 1 3 3 6

平成元年度 0 1 1 2 5 7 2 6 8

2 1 2 3 2 3 5 3 5 8

3 0 2 2 1 1 2 1 3 4

4 4 2 6 0 0 0 4 2 6

5 1 0 1 1 0 1 2 0 2

実戦累計 424 667 1.091 247 235 482 671 902 1573

◎港北地区 ｢損失補併要領｣及び ｢各種 JIIl: 事業初期から終期までの長期に亘り-貰した均
手引き｣の制定 :衝のとれた処理ということを目的として､当地区の実
【昭54.4.1暫定施行】 :情と特性を加味した補償額算定要領､取り扱い方

･針運用方針､各種協定等を定め､または既定部分

l･を補充して集大成を行い､｢要領｣としてまとめたolll

◎補併業務担当職員及び補併コンサルタント II: 担当職月及びコンサルタントの実務従事者による
の育底 :｢神佑現場黄任者会議｣の定例化､実地調査によ

:る現場学習会､各種の研修会等を重ね､双方のレ

:ベルアップと習熟を図ったoI

◎仮住い住宅､仮設事業所に係る ｢貸与基 III: 仮住い住宅棟堆30タイプ､工業イヒ住宅 (性能
準｣及び ｢建築発注業務取扱｣の整備と ･基準)の統一､建築工事発注の定型化及びプレJ

:ハブメーカー各社のモジュールに対応した検査方法
:等､大豊建設と補償行為としての貸与に関する諸

:基準を整備するとともに､業務推進を図った｡I
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年 次 【項 目】 ･ 【解 説】

昭52-昭54 ◎先行造成地と直接移転の推奨

◎宅地会(小娘模宅地所有者の会)に対する補償学
習会､現地見学会等の開催

◎畜産業者に対する実態調査及び継続意向
等の聴取りの実施と対応方針の策定

◎集合農地換地の場合の工事または補償の
対応

◎基準地積との差概補償の実施

◎調整区域 (港北ニュータウンその他地区)
の借地と仮住い住宅の建設

当初計画では中断移転を要する家屋数が圧倒
的であったが､地元の要請も蹄まえて直接移転が
可能となるような先行造成地の整備が急務であっ
た｡

換地調整､宅地として使用できる状態までの整
備を踏まえて､直接移転を推し進めた｡

宅地会からは､補償の考え方や基準の透明性
が要望され､これについて複数回の基本的事項の
勉強説明会議､及び現地説明を主体とした中断仮
住い住宅見学会を行った｡以降､急速に移転実
範が進展したo

ニュータウンとしての街づくりと既存生業 (約40
件)との調整及び補償基準との整合を図るべく実
態調査を行い､補償対応の基本方針を定めた｡

換地先の土質､水利､減収補償等に関して､
農業対策委月会をはじめ､各対策委員会などにお
いて諸論議があった｡

結果的に､工事対応を主軸とするものとし､補
償金での補填は行わない方向で収束された｡

土地使用は､初期においては公簿地積を対象
両横としたが､その後､基準地横が確定したこと
によって既に永諸を得て支払いを継続している者に
対しては基準地税による場合の公称との差概につ
いて､追加補償を行った｡

仮住い住宅の用地として､すみれが丘及び施行
地区内だけでは間に合わず､施行地区外の借地を
もって対応せざるを得なかった｡

県､市との調整と虚業委員会の許可等が必要で
あり､そのために事業スケジュールを基底とした正
確な仮住い住宅の所要戸数と再使用計画の見直し
及びスケジュール展開の予測を整理した｡
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年 次 【項 目】 . (解 説】

昭52～昭54

昭55-昭59

仮住まい住宅位置図

◎建物等の移転が大幅に促進 事業スケジュール上からの繋論はもちろんであるが､

今まで停滞していた小瀧模宅地の建物補償等が順
調に進展し､この時糊における移転処FJ!にはElをみ
はるものがあった｡

参考)昭和 55-昭和57年度建物契約880戸/

全 1.573戸
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年 次 【項 目】 ｡ 【解 説】

昭55-昭59 ◎建物中断移転の場合の金銭対応補償の推奨

◎事業損失の多発､事業損失補償に係る
｢事務処理要領｣等の制定

◎土地使用料支払い屯算化システムの整備

◎直接施行のプログラミング

◎存置精査､見直し等

中断移転にあっても､仮住いの方法としては､
現物貸与と､金銭禰供による場合とがあるが､貸
与できる現物 (仮住い住宅)には､数立的に限り
があることから､できるだけ金銭対応が可能となるよ
う諸規定を定め､極力その方法によるものとして強
力に推奨した｡

参考)中断移転総数902戸のうち金銭対応394戸

造成工事の進展に伴い､対応を迫られる事業損
失発生件数がますます増大してきた｡一方生活上
緊急な手当てを必要とする事案等が多出した｡

｢事前調査｣及び ｢事後調査｣の要領､補償
金横井の基準､業務発注の定型化等の迅速かつ
適正な処理を行うべく ｢処理要領 (手引き)｣を
定めた｡

多丑な地権者､筆数の土地使用料の正確な業
務遂行を期し､港北地区独自の電井機使用による
支払い業務のシステムを整備したoこれにより､換
地部門で管理する原蒋マスターに機軸を合わせた

チェックが可能となり､他方分筆､権利変動等に対
応できる計算方法と経理､税務処理に資する打出
しなど､一速の業務の合理化を図った.

事業スケジュールの両及び多大な仮設対策費の
庄鮒等の観点から､長期にわたり支障となっている
立竹木等並びに､建物の2か所について､｢直接
施行｣を前櫨としたプログラムを組んだ｡但し､両
方とも執行直前において協議が整い､円滑な進捗
をみた｡

当初約 1,100戸とカウントされていた存置 (また
は条件付存置)家屋について､現地を踏査し､施
工計画図を重ねる等により詳細な見直し作業と整理
を行った｡宅地として利用している機能の課題など
が明らかになってきて､各担当部門において､それ
ぞれの処理方針､基準案が検討された｡

参考)当該期の要移転変更家屋 112戸
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年 次

昭55-昭59

昭60-昭63

◎難航案件についての対応策等の検討

存置登備工事 (補償)の着手

改訂串菜スケジュールに即した移転計画に従い､
本格的な大塩処理に臨んだ訳であるが､どうしても
硬直化するケースが多出してきた｡

直接施行プログラムを組まざる得ない件を含め､
三部門協調による対応策が図られた｡

現存家屋での生活が継続されている中での存置
整備工事を効率よく実施するためには､各担当部
門間での施行調整と同時進行の執行体勢が必要
であり､いわゆるプロジェクト チームの体制で臨む
こととした｡
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年 次 【項 目】 【解 説】

昭60-昭63 ◎建物外補償物件処理の促進補償主要物件進捗概要表(平成8年3月末契約ベース) 当初計画の要移転家屋及び存置精査による移転変更家屋 (あわせて1,553戸)のほとんどにつき実穀とするに至った○また､土地使用については､存置整備影響エリアの借地を除き､概ね完了に至ったo

項 目 地区削 区 分 単 位 全体計画 美都累計 進捗率 8年以降計画

建物蟹 移転 第一地区 直接移転 戸 424 424 l00% 0

中断移転 667 667 100% 0
計 1.091 1,091 100% 0

第二地区 直接移転 戸 247 247 100% 0中断移転 235 235 100% 0
計 482 482 100% 0

計 直接移転 戸 671 671 100% 0中断移転 902 902 100% 0
計 1.573 1.573 100% 0

復帰 第一地区 - 戸 667 658 99% 9第二地区 - 235 234 99% 1

計 902 892 99% 10

移転 第-地区 - 戸 168(142) 168(142) 100% 0第二地区 - 64(34) 64(34) 100% 0
莱所丙 (営業補償) 計 - 232(176) 232(176) l00% 0

復原 第-地区 - 戸 129 124 96% 5

整存班進価◎復帰 第二地区 - 28 28 100% 0

計 - 157 152 97% 5

工作物等 第一地区 - 件 918 918 1000/o 0移転 第二地区 - 385 385 l00% 0
節 - I.303 1,303 100% 0

工作物等 節-地区 - 件 517 517 100% 0復帰 第二地区 - 90 90 100% 0
計 - 607 607 100% 0

事業損失 節-地区 - 件 1.596 I,454 91% 142第二地区 - 752 671 89% 81

計 - 2,348 2,125 91% 223

土地使用 第-地区 - ha 285.1 285,1 100% 0第二地区 - 428.3 428.3 100% 0
計 - 713.4 713.4 100% 0

移転の促進 JJJIJJIJJI: 中断方法で仮移転を行っている権利者に対して

:の最大の貴務は､移転及び禰僻の完結である○
: 当初説明した仮換地スケジュールが遅延した場

:合も多いが､供用開始が可能となった街区､画地
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年 次 【項 目】 ･ 【解 説】

昭60-昭63

平元一平7

◎事業損失対応補償の本格的取組みと
推進

◎施工の困難性の高い密集区域の存置
整備及びプロジェクト チーム編成

◎第二地区立竹木の直接施行

【平成 4.2.20執行】

◎事業スケジュール執行管理及び難航
案件に対する取り組み

事業中盤から終期にかけては､単一工事影響
による単独の損傷でなく､複合した工事影響による
長期間に及ぶ補依待機者が多くなってくる｡他方
で周辺の影響工事のなくなった区域も増え､補依
処理を推進した｡

参考)事業損失処理件数
昭60-昭63 342件

平元～平7 1.783件

計 2,125件 /全約2,300件

高低差､排水計画､地盤､生活用道路等施工
面で難度が高く､また比較的小規模な住宅が多数
密集しているため､後次の整備地域と計画されて
いた地域について着手し､概成した｡

東山田Ⅰ､Ⅱ及びⅠⅡ期工事 約280戸
南山田存置 82戸
渋沢存置 37戸
茅ヶ崎 (第二次) 45戸
大熊存置 12戸

なお､存置整備工事にあたり､存置のままでは
施工の支障となり､移転を余儀なくされるケースが
生じた｡

参考)当該期の要移転に変更 20戸

長期にわたる鋭意の交渉にも拘らず承諾を得る
に至らなかった権利者の所有地につき､やむを得
ず区画整理法第77条第6項に基づく､いわゆる
｢直接施行｣を実施した｡
この場合の対象地は仮換地に重複しているため､

仮換地指定については､従前地及び仮換地の双
方とも使用収益ができないものであり､従って法第
101条で定める損失補僻を伴うものである｡

平成7年度全宅地供用開始スケジュールを照準
に各部門共通の執行管理を行うものとして､体制
強化を図った｡

また､従来からの懸案事項となっているいわゆる
各種の難航案件につき､換地 ･工事 ･計画及び補
償の総力をもって解決に当たった｡
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年 次 【項 目】 ･ 【解 説】

平元一平7 ㊨｢金石文｣等の処理

◎復帰移転の推進

◎仮住い住宅用地の返還

民間信仰として根づいてきた庚申塔､馬頭観音
等のいわゆる ｢金石文｣の多くは､当初の造成工
事に際し､将来の公園予定地等に仮置きされてき
た経緯がある｡従前は､いろいろな所に存してい
た訳であるが､従前地の仮換地が移転先地として
不適な場合あるいは､仮換地としての場所のない

場合が多く､その移転処理は難航した｡
地縁､由来々歴等を重視して､関連性の色濃い

権利者または寺院等の協力により､遷座 ･移動を
推進した｡

仮住い中に､家族や家業の状況に変化が生じ
たり､相続を巡る争い等から換地が使えるようにな
っても復帰に応じない者がいる｡

仮住い住宅用地として14.6haの土地を借地し
た.その多くは事業地周辺の調整区域農地を一時
転用したものである｡

仮住い住宅からの退去が進まなかったり､周辺
の市街化が進んだことから､住宅の解体 ･撤去が
難しくなっているが関係者の協力を得て早期返還に
努めている｡



2.補償業務に係る特徴等

補償業務を推進し､地区の実情にあわせ実務処理

する中での､当地区の特徴的な事項は次のとおりで

ある｡

①土地使用及び建築物等の補償処理計画

遜土計画及び排水計画等を基底とした造成工事

工区が設定され､そうした工事展開にあわせた移

転補償計画がたてられた｡以後､事業スケジュー

ルの改訂に沿って移転計画の見直しが行われた｡

②建物､墓地等の中断移転

地区地形等の影響から､工事の展開上､どうし

ても建物をはじめ各種物件について､圧倒的に中

断移転の方法を採らざるを得ないものとなった｡

このため､当地区の一大特色である中断移転に

係るいろいろな施策がとられることとなった｡

(注)中断移転 :狭義では､解体移築工法の場

合またはそれに準じる移転工法の場合で､解

体､運搬､一部廃棄､保管､養生､再集とい

う一連の移転工法のいずれかで､時間的に一

時中断する考え方に基づく移転方法をいう｡

③各種事業所の補償

事業所については､移転対象物と営業それ自体

が生計の手段であり､都市計画事業とはいいなが

ら､移転等による営業休止等の問題に直面し､ま

た一方では､環境不適合あるいは既存不適格等の

大きな問題を内包する例も多く､一般別による処

方が必ずしも適切でない場合がある｡

そのため､業種､類型毎の対応方針を整理して

処理することとした｡

①先行的､起工承諾型の土地使用補償

当地区については､土地使用の原則的な考え方

である促換地指定に伴う補償 (土地区画整理法第

101粂各項等)でなく､工事に供するために必要

の都度任意による土地借り上げ方式を採り造成工

事に着手した(港北地区に限られるものではなく､

多くの公団施行地区もこの方法による｡)0

⑤存置整備に係る補償

整備工事の影響範囲に存する工作物等の物件は

移転除却が必要である｡石積み等の宅地周辺の堅

固な物や宅地利用上有効な各種施設の機能付け替

えに関しては､一般の基準では処理しえず､独特

の対応が必要となる｡

また､病人､夜勤者のような直近での工事によ

り人的障害が懸念される場合には､住居の暫定的

な移動が必須であり､｢避難移転｣措置を講ずる

こととなった｡

(む工程管理と懸案事項の整理

事業スケジュールに基づく補償処理を目標とし

て､移転に要する期間を14-15ケ月とする標準補

償工程等を設定し､公団と権利者の双方が権利及

び義務について共通の認識をもち､スムースかつ

公平な業務の推進のため､説明会あるいは交渉の

場で遂次説明を行ってきた｡

⑦中断移転に関する施行者の責務

中断仮移転によって､従前の建物等が消滅する

が､補償契約は仮換地の使用収益開始を待って､

仮換地上に従前の建物が再集されるものとして完

結するものであり､資料の保管､運用等権利者の

信頼に応えられる公平 ･正確な業務処理がもとめ

られる｡

⑧仮住い住宅の建設用地の確保

仮住い住宅の所要数量は膨大であり､既に準備

した地区内及びすみれが丘以外にも､事業区域外

の市街化調整区域を借地して建設用地として使用

することとした｡

ともすれば､1.㈱ 戸にも及ぶ建物移転にばかり

注目が集まるが､実際にはこれまで述べたような

事業執行に関するルール､システム等がこの大事

業を完遂するうえで､大きな力を発揮したものと

思われる｡

なお､当地区の補償業務の標準的な流れと位置

付けは､別図 ｢造成工事と損失補償の進め方｣の

とおりである｡
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造成=事と損失補 償の進め方

土地区画整理事業に伴う損失補償の種類等
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る細物を移駐する必 ガが′l三じたとき (仮tl三まいを必資とする)

附 Jtr.:1二作 物 移 転 まLt物の敷地LJ1にあるI1'J､桝 ､ ド八圭､)r./了､ヒF水.没傭T-
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3.補償物件の概要

皿主要物件概要

補償主要物件概要表 (平成 8年 3月末契約ベース)

項 目 地区別 区 分 単 位 全体計画 実穀累計 進捗寧 8年以降計画

班物 移転 節-地区 直接移転 戸 424 424 100% 0

中断移転 667 667 100% 0

計 1,091 1,091 100% 0

第二地区 直接移転 戸 247 247 100% 0中断移転 235 235 100% 0

計 482 482 100% 0

計 直接移転 戸 671 671 100% 0中断移転 902 902 100% 0

計 1,573 1.573 100% 0

復帰 節-地区 - 戸 667 658 99% 9第二地区 - 235 234 99% 1

節 902 892 99% 10

壁 移転 節-地区 - 戸 168(142) 168(142) 100% 0第二地区 - 64(34) 64(34) 100% 0

莱璽内 (営業補俄) 節 - 232(176) 232(176) 100% 0

復帰 節-地区 - 戸 129 124 96% 5整 第二地区 - 28 28 100% 0

節 - 157 152 97% 5

存班#胡 諒 工作物等 節-地区 - 件 918 918 100% 0

移転 第二地区 - 385 385 100% 0

計 - 1,303 1,303 100% 0

工作物等 節-地区 - 件 517 517 loo‰ 0復帰 第二地区 - 90 90 100% 0

計 - 607 607 100% 0

立竹木補償 節-地区 - ha 170.4 170.4 100% 0第二地区 - 156.8 156.8 100% 0
計 - 327.2 327.2 100% 0

事業損失 第一地区 - 件 1,596 1,454 91% 142第二地区 - 752 671 89% 81

計 - 2,348 2,125 91% 223

土地使用 節-地区 - ha 285.1 285.1 100% 0第二地区 - 428.3 428.3 100% 0

〔備考〕

1.建物移転及び土地使剛 こ係る補償契約は､平成5年

度をもって終了しているが､建物のうち中断移転の

復帰補償については平成7年度末の仮換地指定をも

って対応することとなるため8年度に残件がある｡

2.建物戸数とは､所有権区分ごとの対象権利者に係

る数億であり､棟数または契約件数ではない｡

3.事業所Zだ戸は､全建物移転数1573戸の内数である｡

4.存置整備 (工作物移転)件数は､先行造成地移転

者に対する二次的整備及び物件所有者ごとの契約

件数を含む｡

5.事業損失補償は､造成工事等との関連があり､今

後も残業務が予想される｡

6.土地使用面積は､地区内民有地の借上げ累横面積

である｡
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[∃建物移転に関する戸数

ィ.移手云建物の戸数の変遷

当初計画移転 1,441戸

存置精査による移転 120戸

工事施工時見直しによる移転 12戸

口.建物戸数の区分と仮住い住宅

地区内建物 移転と存置 移転方法 仮住い態様

2,540戸 1,573戸(移転) 902戸(中断) 508戸(現物)394戸(金銭)

671戸(直接)

967戸(存澄)

*仮住い住宅508戸の内訳
新 設 447戸
移 築 24戸
再利用 37戸

ハ.仮住い住宅設置の実績

新 設 移 築 合 計

先 行 造 成 地 等 156戸 2戸 158戸

す み れ が 丘 85戸 1戸 86戸

地 区 外 借 地 206戸 21戸 227戸

4.建物中断移転の実務

区画整理事業の施行において､建物の移転は補償

推捗状況の指標であり､大きな目標でもある｡

建物は､住んでいる者にとって生活基盤そのもの

であり､移転補償によって生活設計の再建を期すも

のであることなどの面から､権利者にとっても仮換

地の位置 ･面積とともに､最も関心のあることのひ

とつである｡

その建物移築にあたって､権利者の日常生活の場
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を二度にわたって移すこと､また､補償契約の最終

確定が従来建物の取 りこわしより時間的に後日にな

ること等で不安も大きい ｢中断移転｣については､

とりわけ権利者の信頼に応えることが重要であり､

そのための慎重かつ有効な諸方策を整理し､実施に

結びつけていくことが必要である｡

このような､建物中断移転を推進する際の実務に

おいて直面した､さまざまなテーマと､その対応方

法のあらましは､次のとおりである｡

[∃建物中断移転の制度的側面

(1摘有償契約の方式

区画整理事業において､移転先が未整備 (仮換

地未指定)のまま､従前建物の解体除却を実施し

てもらうことを約する契約であるため､当初の契

約においては移転先が実際に使えることとなる時

期の再築費用の確定ができない｡

当地区の場合､その時期を､当時の計画に基づ

き､概ね3-5年くらいと説明しながら進めたの

が､結果として10年を越えることとなる場合も多

く､日常生活との係わり等を思うと､身の引き締

まるものがある｡

建物移転の往きと帰 りを別途の契約で処理する

ことは､数量､税務等で混乱を招くことが必至で

あり､再築時補償の概要もないままの解体除却な

ど考えられない｡そこで解体除却の段階で解体除

却費は確定で再築費用は概算で契約を締結し､移

転先の仮換地指定を待って､概算契約のうち見直

す必要のある再築に要する費用の再算定を行い､

復帰(確定)契約を締結することとした｡

(2)確定契約の見直し修正額

当初契約では解体搬出相当額及びそれに係わる

通常生ずる損失 (以下 ｢通損｣と呼称する｡)の

補償金を確定し支払うが､再築分は概算を表示す

ることとなる｡すなわち､再薬とそれに係わる通

損分は､前記のとおり再薬が可能な時点の補償金

に修正する必要がある｡

したがって､再算定を行うこととなるが､当初



契約において中断期間何年の場合何%アップ､と

定めるものでなく､あくまで再算定の時点での施

行者の基準､単価表によって再算定した金額によ

る､ということで進めることとした｡したがって

将来の施行者の構算基準､単価表について絶対的

な信頼関係がないと難しいわけで､施行者として､

キチンとした業務の対応を執る必要がある｡

(3)収用課税の特例の適用

1事業 1回の措置､申し出から6カ月以内の応

諾等､特例適用については､租税特別措置法で適

用条件がはっきり示されているが､中断移転の場

合の実情と租特法の適用条件との斉合性をとるべ

く､国税庁との協議了解事項に基づく契約方式､

税務対応方式を適正に行ってきた｡

この場合の各種の税務調書の作成､対価補償金

の抽出､中断契約書の内容等は相当に複雑で､交

渉時の説明 ･説得は慎重を期す必要があった｡こ

の制度を平易に述べれば ｢当初契約時の申し出､

買い取り等の効力を保ちながら､申告及び課税に

ついては確定契約をもって完結することによっ

て､1事業 1回の特例措置の適用条件の充足を図

ったものである｡｣といえる｡

匡l建物中断に係わる事業実施上の措置等

(1)事業スケジュールと中断期間の予測

移転先としての宅地の仮換地の供用開始以前

に､従前宅地の造成工事等に着手する場合に中断

移転が必要となるわけで､丘陵と谷とが交錯する

地形の大規模開発ともなると､どうしてもその度

合いが高くなる｡

工事スケジュールに基づき仮換地となる箇所の

造成計画によって､中断 ･仮住まいの期間を予測

し説明することとなるが往々にしてその予定時期

が遅延してしまうことがあり､権利者の多くの方

に迷惑をかけてきたところである｡

そうした場合にあるからといって､特別の

補填 を行うことはできないので､後述するよう

な生活基盤を維持するための最小限度の措置等､
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細かい点を配慮する必要があった｡

(2)仮換地原則論と先行造成地

仮換地は照応原則を前提としながら､極力現位

置に近い場所を定めるものであるが､地元のなる

べく直接的な移転をという要請も受けて､当地区

においては､道路条件､下水道処理等の一部最終

的整備まではいかないけれど､住める状態まで整

備した宅地に直接移転することとして､事業区域

の縁辺部などに先行的な整備区域を設ける等の方

策をとってきた｡

当然､仮換地はいわゆる飛換地となるが､一種

の申し出換地的な整理となる｡

(3)説明会等

造成工事に着手する工区については､相当前か

ら建物移転に関する補償説明会を重ねることとな

るが､この場合生活不安､及び補償金の問題､あ

るいは､新築できる時期の点などの質問も多い｡

また､復帰時の説明会に際しては､建築計画､

資金準備もあり､極力早めの説明会を案内するよ

うにしているが､当初集落としてまとまっていて

も､複帰するときには離散してそれぞれの中断仮

住まい生活に入っており､仮換地指定の時点がそ

れぞれ異なり､なかなか足並みを揃えるところま

で徹底することが難しい現実が多い｡

(4約定関係書面の完全保管義務

そうして建物 (中断)移転補償契約の締結に至

った場合､権利者は従前建築物等の解体除却を行

い､施行者は造成工事に着手し原状はなくなって

しまう｡

この場合､万が一でも中断期間中に調査算定の

資料､そして双方1通ずつもち合わせている契約

書原本が喪失するようなことがあると､一大事で

ある｡確定契約すべき対象物件が存しないので施

行者としても､この点が最も気がかりで､重要書

類のマイクロフィルム化､保管専門業者委託など､

諸方策を考えたが､実施ベースとしては複製をと

り､事務所内の離れたところへの二重保管を行い､

不測の場合に備えた｡



(5)業務委託

当地区事業については､補償物件の調査､算定

及び交渉業務を専門コンサルタントに､業務請負

の形態で委託してきた｡

最盛期は､年間の移転戸数が350戸ぐらいとい

う時期が数年続き､どうしても職員の対応だけで

は間に合わない実情であった｡

複数のコンサルタントに対する勉強会､打合せ

会議等も定期的にしかも密度を濃くして行い､水

準を高めてきた｡

中断移転者の復帰移転については､やはり仮移

転で当初応対したコンサルが担当する必要があ

り､コンサル側でも各人別情報整理と､書類等整

備を行い､待機することとした｡

(6)仮住まい住宅の確保

こうした中断移転における必要措置の最大の課

題は､仮住まい住宅の確保である｡

基本的には､金銭補償による賃借り仮住まいが

本旨であるが､初期の調査の結果､事業施行地区

周辺の賃貸事例は少なく､これをどう乗り切るの

かがポイントであった｡

当地区においては､一挙に大量の中断移転を余

儀なくする事業展開に照らして､仮住まい住宅を

建設して現物を貸与する方法も採り入れた｡

初期の頃考えたローテーション使用も思うよう

にいかず､最終的には約450戸の仮住まい住宅を

建設した｡

建設用地の確保については､一部は工事展開に

支障のない先行造成地､一部は地区外で施行者が

独自に保有していた土地に､それでも不足で､農

地の一時転用による地区周辺の調整区域の借地で

対応してきた｡

仮住まい住宅は､軽量鉄骨軸組の木質系プレハ

ブ住宅で､よく夏は暑く､冬は寒いといわれたが､

多くの方に長い中断期間の辛抱を余儀なくしてき

たところである｡

なお､仮住い住宅の間取り等は標準パターンを

30タイプ決めておき､従前家屋の常時居住の用に

供している面積相当の直近の面積をもって貸与す

る方針とした｡

以上は中断移転のステージと､取り組みの状況

であるが､次に本題である中断移転ならではの実務

上の要請と､その対応を要約してみることとする｡

匝]中断移転ならではの課題と対応

(lM反住まい方法としての現物と金銭の対応

施行者が用意する仮住まい住宅に入居するか､

または本人において賃借り等で仮住まいをするの

かについては､交渉段階で一応選択してもらうこ

ととした｡

現物貸与の仮住まい住宅といっても､結構しっ

かりした建物を設置することとなるので､なるべ

く金銭補償による地区外転出を願った｡

(2物件確認書

前述のとおり､確定契約締結に係る再算定を行

う場合の基礎となる物件の種別､数量､形状等を

明確にしておくことが必要である｡

したがって､当初の概算契約を締結する際に､

細かい品目にいたるまで双方で物件を確認し､書

面をもって残しておくこととした｡

(3)仮住居所要面積

曳家､移築等の移転工法による場合の仮住居で

所要とする面積は､短期であること等により従前

建物面積に比して縮少した基準によっているが､

長期の中断移転ともなると､生活態様からして､

直接移転の際の考え方では対抗できない｡

細かい運用申し合わせにより､基本的には借家

人補償の考え方等を援用するものとして､従前建

物のうち常時居住の用に供していたと認定される

面積をもって対応せざるを得ない｡

もちろん､金銭補償の場合も､横並びの均衡を

要するもので､一時期､賃借りの実態を検証して

補填するという考え方もあったが､長期 ･大量

の事業においては適正さに欠けるケースが出てく

るし､バランスがとれなくなると思われ､標準費

用方式で徹底した｡
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(4)建築物等の移転に伴う通損

中断移転の実施に伴い､最も整理すべき要件の

多かったものとしては､通損 (通常生ずる損失の

補償)の件がある｡

仮住居費 (金銭の場合)､解体材保管料､家賃

(地代)減収､営業資材保管料等｡

これらは､中断期間中､継続して補填する必

要があり､性格的には一定時期分の前払いによる

対応を要するもので､この前払いということにつ

いて､調整を必要とする場合が多い｡

･継続支払いの方法と契約条項

･税務対応の調整

･中断期間とみる始期と終期

･期間途中の補償額 (単価)の改訂

･解体材保管料の累積と推建費の関係

･家賃更改が予定されている賃貸契約の場合の

減収補償などなど､微細な取扱いルールを制

定してきた｡

(5)一括渡し切り要請による完結補償

中断を必要とする移転者にあっても､仮住まい

をして仮換地指定宅地に建物を再築する計画の者

ばかりではない｡場合によっては､交渉で説明す

る中断期間全部の中断に係る総補償額の一括した

受領の要請がなされるケースもある｡

この場合､再築資等はその時点の単価によらざ

るを得ないが､通損の継続払い費用分の一括計上

が問題となる｡この場合も碓かな仮換地指定時期

の予定があれば把握Lやすいのであるが､必ずし

も時期が特定できない｡一定期間を上限とし頭打

ちとし､しかも前払いすることにともない､支払

い予定時期別に前価計算によって割り戻して､一

括計上するものとして扱うこととした｡

(6)中断仮住まい途中の申し出による精算

他方､せっかく仮住まい住宅を提供した入居中

の者から､自分たちの都合と事業見通しなどから､

自力で生活の再建策を取るので､補償金を精算し

て欲しいという要望が出されることもある｡身寄

り頼りを考える方､マンション購入で再建される

方､または予期せぬ転勤発令で困惑される方など､

事業に絡らむ人生模様はさまざまである｡

また､別の意味で検討を要する局面に立つ例と

しては､従前地の仮換地指定を待たず､他の土地

で既に供用開始されている土地に再築 (新築)を

計画する場合がある｡

処方によっては他とのバランスを欠くことにも

なり､反面移転者のせっかくの意向を無視するこ

とにもなりかねない｡

総体的には､仮換地の入れ替え対応とか､申し

出を重視してすべてを精算すること等の施行者サ

イドの理論で統括できる取り扱いにより運用する

こととした｡

(7搬当権の取扱い

直接移転にあっても､建物取壊しに伴う抵当権

等抹消のテーマはあるが､これが中断となると付

け替えるべき抵当の対象建物がなく､あえて考え

れば､物が金に変わった補償金 (債権)請求権に

担保替えをする問題となる｡

金融公庫とその他の機関とでは若干扱いが違う

が､繰上げ償還か代理受領が主流で､場合によっ

ては ｢債権譲渡｣｢土地への設定替え｣等の方策

も検討した｡

また､再築時の損失として考えられる設定替費

用についても､当初契約時点の残債額を対象とす

る必要があり､他方新築時に再融資を受ける額と

の開きが生ずる等の現実問題が生ずる場合がある｡

(8渉掛り凍賭論

補償額算定のベースとなる基準単価表について

は､事業当初に規定したシステムを最後まで極力

使いこなしていくこととした｡用対連または各起

業者においても歩掛り等については､常に適正化

の動きがあり､単価表の構成と歩掛り等の変更､

改訂が施されることがある｡

そうした場合､当初契約の時に示した再築時の

概算補償金は当初時点の標準単価または､単価構

成区分により算定､積算されているわけなので､

改定された単価表等をもって安易に変更すること

･2-23･



はためらわれる｡

ここで浮上してくるのが､契約信義則の原理等

による ｢当初契約時の歩掛り凍席論｣である｡実

務上も､極力この線に沿って実施するように取り

組むこととした｡

(9)仮換地の造成次第で考慮すべき補償物件

たとえば､擁壁 ･石積みであるとか､車庫設備

(スペース)等については､用地取得に伴う補償

とは一味違い､移転先地である仮換地の造成との

関係によって対応を考える必要がある｡仮換地の

造成の詳細が協議中などで､未定の場合でも中断

はあり得る｡

従前宅地で玉石積みが宅地天端まであり､景観

とか土地利用的には最高の使い勝手を保っている

ような状況で､その仮換地が勾配をもった聞知ブ

ロックで､しかも上端 1mは法面残しの場合等､

顕著に現れてくる｡

土地と一体となった附加物の換地評価包含説と

か､土地に化体したものは対象物件とみない説と

か､または移設は要しないが投下経費の回収論と

か諸論議がある｡

実務として､仮換地の工事不対応分に限り､補

償物件として扱う方法をとった｡

(10)中断期間中に付加され増加した物件

仮住まい生活も長期にわたってくると､ノトさか

った子供さんもよい年頃の娘さんとなられ､従前

保有してなかったピアノを置くようになるのは当

然であり､場合によっては男の子と女の子の寝室

分離などの要請となる｡こうした場合､仮住まい

住宅の増改築の必要性と､復帰移転に際してピア

ノの移動費の件が問題となる.

一般社会通念から統一規則を定め､教育的資材

等は､移動数を新規に算入する等で対応してきたO

ただし､仮住まい中に新たに買い込まれた庭木庭

石の扱いには､困惑するところがある｡仮換地へ

の新居に思いを馳せて据えようと思われたのであ

ろう｡この点については､補償扱いはできないこ

とで説得に努めた｡

(ll)事業者に係る中断期間の意味

工場､自営業等の事業所であっても中断をお願

いした｡仮事業所で操業されることとなるが､機

械等の償却､損耗に伴い新型の機器が設置される

ことが多い｡こうした場合､えてしてコンピュー

ター絡みの最新式で､時代性も投映され大型化､

複雑化されている｡

このようなときの復帰移転では､新型機械の移

転費と営業一時休止の補償について､除却時とは

違った問題が生じてくる｡すなわち､当初契約時

に復帰時のことも想定し概算額を約定している

が､とてもその額では移転できないということに

なってくる｡

なにも､大型機種に入れ替えなくとも､もしく

は､リース方式でなくとも､とは思うものの､よ

く聞いてみると､旧式の機種は現在製作されてな

く､さらに調べてみると､なるほど､耐用年限も

超過している等の状況がある｡

現実に ｢営業は､単に生活するための住まいと

違い､それ自体生き物である｣という教訓があら

ためて思い起される｡

(l勿仮住まい住宅の退去促進

仮換地の使用収益ができる段階で仮換地指定を

行うこととなるが､これによって待機していたか

のように､すぐに建築行為に着手される方が大勢

であるが､例えばある集落のまとまった戸数の移

転となると､再築 (新築)についても概ね､地縁

的な大工さん､建築業者に依頼されることが多い｡

大分時間も経過した場合､なるべく早い退去明

け渡しを願うようにするが､それぞれの事情があ

り､円滑にははこべないケースがある｡

長い間､仮住まいを強い不自由をかけてきたこ

とから､この退去促進については､その対応に苦

慮するケースも多い｡

以上の外にも､他企業では例の少ない建物中断

移転にあたっては､補償金算定上の技術問題とか､

権利者との折衝における細かい留意事項も多く､

こうした補償を責任を持って扱っていく職員及び
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補償コンサルタントの習熟とレベルアップが不可

欠である｡一方､中断を余儀なくされた権利者に

とっても､いろいろな面で決断を迫られるわけで､

それぞれ協力された移転者の苦労が偲ばれるとこ

ろである｡

結果的に､港北第一､第二地区合わせて､1β73

戸の建物移転の内､9)2戸の中断移転が完遂され､

この大規模地区開発の推捗に結びついたことは､

特筆される｡
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区 画 整 理



第1節 区画整理の業務経緯

年 月 内 容

港北ニュータウン開発対策協議会発足(略称｢対紫協｣)

土地区画整理事業を施行する区域として都市計画決定

市街化区域に指定

現況測丑の実施

区画整理謙発足

港北ニュータウン小規模宅地所有者の会発足(略称｢宅地会｣)

土地評価方法の検討

対策協に港北ニュータウン建設研究会発足

用途地域が第一種住居専用地域に指定

施行規程･事業計画認可

審議会委員の選挙

両地区第1回審議会開催

対筒協から総裁に地元意向を換地に反映するように要望

審議会に申出調査について提案

審議会に｢特別な用地｣の申出調査について説明

｢特別な用地｣に関する申出調査の実施

基畔地横の決定

対-#･協から抵北ニュータウン事業推進迎合協議会(略称｢推進協｣)に改組

｢存置建物｣､｢移転建物｣､｢条件付存置建物｣について通知

第二地区換地設計基準の決定

土地評価基輝の決定

第二地区仮換地の供覧(52年10月～12月)

横浜市が′ト宅地対米として行政施策を決定

節-地区換地設計基準の決定

節-地区仮換地の供覧(53年2月～4月)

供覧の意見沓処理(第一地区55年11月､第二地区54年10月まで)

事業スケジュールの変更を発表(昭55年一昭62年)

節-池区第-回仮換地指定

第二地区第-回仮換地指定

審議会改選(両地区とも無投票)

第二期審議会発足

存置建物の柑査作業

用途地域の変更(土地利用計画に整合)

第二地区保留地の決定

第二地区街開き

横浜市が3号線の構造変更を発表

土地利用転換を発表

節-地区保留地の決定
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年 月 内 容

60年2月

3月

5月

61年7月

12月

62年2月

63年3月

5月

元年2月

4月

9月～12月

12月

2年2月

3月

7月

10月

3年5月

9月

4年1月～6月

2月

6年7月

9月

7年2月

3月

5月～7月

8月～9月

8年1月

月

月

月

月

月

月

4

5

6

7

9

3年9

審議会改選(両地区とも選挙)

第三期審議会発足

審議会の運営方法を改善(委員連絡会譲の設置､議事録作成方法等)

事業スケジュールの変更を発表 (昭62年一昭66年)

3号線の高架化に伴う換地変更

事業スケジュール変更に伴う早期建築希望者対応(換地変更)

仮清算実施を審議会に提案(仮清算′ト委員会を設置)

′卜中学校用地の一部変更に伴う換地変更

法第95粂第6項該当地の決定

清算金単価の決定

仮酒井金の縦覧及び申出調査

タウンセンターの計画変更に伴う換地変更

仮括井金明細番の決定

審議会改選(第-地区無投票､第二地区選挙)

第四期審議会発足

仮構先金明細省の通知(行政処分通知)

仮晴算金の徴収交付の開始

茅ヶ崎近隣センター及び北山田駅前センターの計画変更に伴う換地変更

事業スケジュールの変更を発表 (平成3年-平成7年)

直接施行を前提とした仮換地指定

生産緑地を対象とした仮換地指定

直接施行実施

清算金の時点修正率決定

審議会に仮清算から本清算へ移行について説明

仮清算金分割納付中の地権者に分割納付終了説明

審議会改選(両地区無投票)

第五期審議会発足

換地計画の供覧

供覧の意見沓処理

換地計画の決定

換地計画を県事前審査

換地計画の縦覧

都市計画法の改正による用途地域の変更

換地計画の認可

換地処分の通知

換地処分の公告

登記完了
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港北第二地区 タウンセンター従前の土地図

港北第二地区 タウンセンター換地図
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第2節 測量及び権利調査

1.測 量

[∃測量実施の経緯及び概要

昭和44年10月から45年3月にかけ､航空写真測

韮により1/2,500の現況図を作成した｡作成範囲は

20knは広く､計画当初の基本図となった.

(1滑格測量

(a)骨格測量として三角点70点､水準点44点､

一等多角点25CO点を設置した.(昭和44*11

月～45年6月)

①三角測量は国家三等､四等三角点を与点と

し､新点52点を設けた｡ほとんどが山林原

野であり､視通の確保のため伐採作業に大

半を費やした.計算は全部手計算で行い､

膨大な量の計算となった｡

(参一等多角測量 :測距は大半がスチールテー

プで測量し､ごく一部の距離の長い区間の

み測距儀 (ジオジメーター)を使用した｡

(b)測量機器の精度の向上に伴い基準点測量を

多角方式で実施した｡(Ⅰ獅‖50年12月)

(C)一次造成工事により撤去した基準点に代え

て､二次造成工事に向けて長期間保全でき

る箇所に基準点を設置し､多角方式による

基準点測量を実施した｡(昭和弘年10月)

(d)公共施設引継に伴う基準点測量を実施した｡

(昭和61年)

(2)現況測量

(a)二等多角測量及び現況測量 (昭和45年7月

～46年6月)

当時､開発予定地域はほとんど山林原野で

あり､人口も少なかった｡山には時にハン

ターが入っており､近くで猟銃の音がし危

険な思いをしたこともあった｡当時は光波

測距儀がまだ普及しておらず､スチールテ

ープでの距離測定は､現場が山林原野のた

め日数と人員を要し､また現場には蛇等の

小動物がいて､思うように業務が進まなか

った｡

この作業で､事業の基本となる現況図を作

成し､以後の設計図､造成計画､換地設計

等のベースとなった｡現況図は､1/5∝)で第

-地区76葉､第二地区108兼となった.

(b)昭和51年に航空写真測量を活用して､現況図

作成以後の土取 り等により地形が変化した

箇所の現況補正測量を実施した.

(C)昭和57年頃の地区界道路は生活道路でもある

ことから､道路が舗装され､地区外には家

屋等も建つなど､45年当時の現況図から相

当変化しており､横浜市と地区界道路の設

計協議を行うため､現況詳細測量を実施し､

1/250の現況図を作成したo

(3)地区界測量

(a)地区界の決定

L朗 u45年に施行区域界を確定するため､施行

区域図等に基づき､関係地権者の立会のうえ

実施した｡

地区界は民々界が約10km､官民界が約30kmで､

道路界は､横浜市による道路査定が必要であ

り､市､土地所有者､公団により連日の立会

が行われた｡一部査定不調により後々まで事

業に影響を与えたところもあった｡また､当

時は区画整理の担当体制が登っていなかった

ため､工事担当者が立会作業を行った｡

(b)地区界確認

地区界道路整備にともなう現地境界立会を

実施したところ､当初の測虫から10年以上経過

したこともあり､現場の変化が著しい箇所で

は､境界について地権者との トラブルも発生

した｡そのため､工事施工をスムーズに行う

ため､及び将来道路の引継ぎに係わる道路査

定図の整理のため､再度関係地権者の立会の

うえ地区界確認作業を実施した｡

(4)都市計画道路確定測量 (昭和47年)

道路は地区内外が関連していることから､事業

計画の設計図に基づいて横浜市と調整を行い､街
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区確定測量に先立って実施し確定した｡市とは座

標体系が異なっているため､地区と道路中心点の

交点に測設し､市の測量との調整を行った｡

(5)街区確定測量

(a)街区確定計算 (昭和48年6月～)

設計図に基づき街区を確定するため､第一

地区3工区､第二地区4工区､計 7工区に分

けて実施し､昭和49年11月に確定した｡その後､

計画変更等により街区確定変更が生じ､その

都度変更計算を行った｡また､作業量の増大

により第-地区4工区､第二地区6工区､計10

工区とした｡

(b)杭 打

①昭和52年頃より一次造成工事の為の中心点､

街区点の測設を各工区毎に行った｡見通し

のきかない箇所が多く､点検測量にほとん

ど時間を取られた｡

②工事施工のために街区点等を測設するが､

さまざまな工事の重複により測設点を破損

することが多く､敷皮測設する箇所もあっ

たため､工事担当と効率的な杭打のための

調整を行い､杭の測設体制を整えた｡

測量工区割図
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また､街区確定の精度を高めるため､道路

縁石を設置する前に官民境界杭 (右横)を

設置することとした｡

(C)街区数及び街区点数

街区数 街路数 総点数

節一地区 930 870 12,920

第二地区 1.240 1,130 18,600

(6)基準地積算定関連測量

(a)建物のある小宅地の境界点測量 (昭和51年)

建物のあるノト宅地について換地設計資料と

するために､境界立会作業を行った｡審議会

に説明していたことでもあり､ トラブルもな

く実施することができた｡

(b)按分区測量 (昭和51年)

第-地区は､七町界を地元審議会委月及び

町会役員による現地立会のうえ7按分区､第

二地区は､町別に主な公道を境に図上測定で

8按分区に設定した｡

(7)存置及び崖地の現況詳細測量

(a)昭和54年4月～8月には､存置箇所で詳しい

現況把握が必要な箇所の現況測量を行い､

1/2fX)の現況図 (存置精査作業用)を作成した｡

(b)横浜市の ｢がけ等及びこれらに接近した土

地利用(開発)に関する指導指針｣に基づき､対

象 となるがけ地について現況測量を行い､

1/250の現況図を作成した.

(C)平成2年には第-地区の東山田存置整備の

ため､また､平成4年には第二地区の茅ヶ崎

存置整備のため､詳細設計を行う必要から現

況測量を行い1/100の現況図を作成した｡

(8)画地確定測量

昭拝口54年から換地設計に基づき､換地を確定



し､画地点杭打ちをするために順次画地確定

計算を実施した｡

画地敷及び画地点

画也数 画地点数

第-地区 ll.130 約 27.000

第二地区 12,520 約 31.000

(画地点数は画地数×2.5として算出)

(9)確定測量杭測設フロー

①測設点を図面に記入 し
区画整理課に提出

(参依頼内容の指示

(彰依頼書の内容を検証し
て測量業者に測設依頼

(む測設杭 (距離､方向等)
の検査

(9引継書で工事監督員立
会のもと杭を依頼課に
引継 し､区画整理課に
完了の報告を行う

(10)公共施設平面図測量

公共施設の引継ぎのため､概ね大街区単位で道

路台帳となる公共施設平面図を作成した｡

公共施設 (道路)の部分引継ぎについては昭和

57年頃から横浜市と調整を重ねていた.昭和幼年

国土地理院は､三等三角点以上の精密基準点測量

を実施した｡これに伴い横浜市の基準点について

も､与点の変更により座標値の変換を実施せざる

を得なくなり､当地区の道路引継ぎにともなう道

路台帳作成は､この変換座標値の使用が条件とさ

れた｡

一方､公団は変換前の座標により確定測量を行

い､工事等を施工してきた｡座標変換のため各道

路境界点全てを測量することは､多額の費用と期

間が必要になることから､横浜市と調整して､へ
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ルマート座標変換方法により対処することとし

た｡

この方法は､同一点約80点の公団座標値と市座

標値との差を調査し､ヘルマー ト座標変換方法に

より算出した座標値と公団座標値 (現地)とが､

市の精度基準に適合する確認を行い､公共施設平

面図の作成を行った｡

[∃測量管理

(1)測量管理業務の委託

当初は区画整理課が測量の管理を直接希ってい

たが､昭和56年8月以降供用開始等により作業量

が増大し､これに対応するため､基準点の保全､

確定測量杭等の検証及び引継等を工事施工に支障

のないよう行うために､測量管理の業務を委託す

ることとした｡

(2)委託作業の内容

①基準点等の管理

②街区確定測量成果の管理

③確定測量杭の検証及び管理

④工事担当等-の測設杭の引渡し

⑤測量に伴う宅地境界の立会及び確認

⑥各測量の調整業務及び資料の管理



B]各測量の実施スケジュール

年皮 昭和測茄と工程 45 46 47 48 49 50 51 52 53

骨格測虫 (補正(変更

現況測iii-

地区界測血

街区確定測iA-

年度昭和測i迂工;陛 54 55 56 57 58 59 60 61 62

骨格測玉虫- -
地区界確認作紫

街 区確定測in-

存.L配の現況測虫 (1/250)

画地確定洲茄と

公共施設平両園測盤

年度 平成測虫工程 63 1 2 3 4 5 6 7 8

街 区確定測虫

地区界確認作;莱

存既の現況測丑 (1/100)

画地確定測i迂

公共施設平面図測虫虫

2.権利調査

E権利調査の経緯及び方法

(1)実施時期

事業施行の準備のため､認可以前から権利調査

を行った｡

昭和45年12月 調査 (一筆カード)

昭和47年2月 調査 (公団大型電算機入力)

昭和48年9月 調査 (認可時点権利調査)

･3-7･

昭和45年～49年までは､川和出張所で土地登記

簿の閲覧 (表題部､甲区､乙区)を行い､調査用

紙に登記簿から転記する一筆カード方式で調査を

行った｡

昭和50年には出張所と協議し､地区内全筆の登

記薄の写しの交付を受けた｡

以後は､登記符の写しと出張所の登記簿と見比

べることにより変動地番の抽出を行い､変動分の

謄本写しの交付を受けた｡

(2)登記簿､事項証明書の調査

(a)出張所の管轄



当初は､横浜地方法務局川和出張所が管轄

であった｡昭和61年4月に港北出張所が設置さ

れ､第-地区は港北出張所 (港北区)､第二地

区については､港北出張所 (港北区)及び川

和出張所 (緑区)管轄となった｡

港北出張所は平成4年2月にコンピュータ

ー庁となり､平成6年11月に都筑区が誕生した

が､登記所の管轄区域は変わらなかった｡平

成8年4月に至って､都筑区が2つの登記所

で区分されている不都合を解消するため､港

北出張所において地区全域を管轄することと

なった｡

(b)コンピューター庁の権利調査

登記事務のコンピューター化により､登記

縛暦本から登記事項証明書になったため､出

張所と協議して地区内金華の証明書の交付を

受けて､謄本から証明書への移行内容を確認

した｡

(3)公図の調査

当初の出張所の公図は和紙公図であったため､

トレースして公図写しを作成した｡昭和52年頃か

ら公図のマイラー化に伴い､コピーが可能となっ

た｡

[∃無籍地の処理

地区内の国有普通財産について大蔵省関東財務局

横浜財務部と協議して､40箇所約10,700がの現物出

資を昭和52年に受けた｡

B]電算の活用

(1)システム

当地区は筆数や権利者数が多いため､各種集計

及び調書等の作成を短期間で行う必要があること

から､電算機の活用を検討し､昭和47年から53年

までは､担当した磯貝がプログラムを作成し､公

団本社の電算機を使用して､権利調査内容の電算

データ化と基準地積の算定を行った｡

昭和54年以降は､公団が区画整理の各業務の電

算システムの一つとして､権利調査 ･基準地積 ･

整理前権利変動のシステムを開発し､業務委託に

より大型電算機で処理を行った｡

(2)換地等の業務との連携

権利調査システム等と土地評価 ･換地割込シス

テムを開発し､換地設計に関連する作業の一環と

して権利調査の電算処理を行った｡

[司権利調査業務

当初､権利調査については､区画整理課がその都

度委託していたが､換地設計作業と関連した継続的

な業務であり､かつ､補償の土地使用料等の業務の

資料となるものであることから､昭和51年6年より

年2回 (3月と9月時点)定期的に実施することと

し､調査業務を委託することとした｡

B]公図と登記簿の不突合の処理

(1准類

①無地番地 (1訴件)

②公図にある地番が謄本にない (14件)

③謄本にある地番が公図にない (67件)

①宅地と宅地との境界線不明 (15件)

⑤宅地と道水路との境界線不明 (馳件)

(釘謄本は分筆してあるが公図は分筆していな

い (45件)

⑦枝番不合 (54件)

⑧地番不合 (6件)

⑨公図の重複地番 (9件)

⑲公図の形状不明 (lo件)

(2)処理方法

不突合を分類毎に整理し､不突合調書を作成し

た｡調書を基に不突合内容を土地台帳 ･旧公図 ･

区役所旧公図 ･宝典など具体的に経緯を調査し､

地図訂正申出書等により､地図訂正を行い処理を

行った｡

固権利申告

権利申告の内容については､そのほとんどが借地
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椎申告であり､借地権以外では､小作権の申告があ

った｡

借地権 小作権

節-地区 16 0
第二地区 7 1

(換地処分時点)

匡]筆数と地権者数の推移

認可時の数は約2万筆､処分時は約3万2千筆と1.6

倍に､地権者数は約5千5百人が約1万1千人と2倍に

なった｡

筆数と地権者数の推移

事 E33

3.図書管理

ロ]図書管理実施の経緯

認可時点で簿書が約400冊､図面が約500葉あり､

測量等の図書を各部門の作業のため､区画整理担当

者が図書の貸出等を行っていた｡2年後には簿書が

約1㈱ 冊､図面が約2(X相葉と倍以上になり､日毎貸

出等の件数も増大していった｡そこで図書を的確に

保管して､しかも活用しやすい状態にしておくこと

が事業を円滑に進めるうえで必要になったので､図

書管理室を設置し､昭和51年6月より図書管理の業

務を委託することとした｡

地 権 者 敷

認可時 S52.3 53.12 54.12 55.12 56.12 57.12 58.12 59.12 60.12 61.12

発敬 節-地区 9,720 9,820 9.995 10,163 10,294 10.398 10.54.1 10,688 10,814 10,907 ll,059
第二地区 ll,232 ll,163 ll.369 ll,547 ll,596 ll.711 ll.853 12,587 13,010 13.509 14,103

合 計 20,952 20,983 21.364 21.710 21.890 22,109 22,394 23.275 23,824 24.416 25,162

也棉者敬 第一地区 2,914 3,378 3.423 3.442 3β36 3,380 3,394 3.449 3,515 3,580 3,659
第二地区 2,647 3,066 3,179 3.350 3341 3,413 3.508 3,636 3,775 3,934 4,119

62.12 63.12 H1.12 2.12 3.12 4.9 5.9 6.ll 7.7 8.1 8.9

戟敬 第一地区 ll,227 ll,414 ll,710 12,171 12,331 12,540 12.831 13,130 13,422 13,451 13,511
第二地区 14,540 14,671 15,261 15,790 16.330 16,573 16.960 17,455 17.696 17.742 17,866

合 計 25,767 26,085 26,971 27,961 28.661 29,1】3 29.79】 30,585 31,118 31,193 31.377

也棉者数 節-地区 3.735 3,810 3.857 3,950 4,054 4J15 4,235 4420 4-,674 4,885 5.360
第二地区 4,339 4,475 4,563 4,696 4,798 4,874 5,003 5,246 5,464 5.562 5,777

(登記名義者等の合計数､ただし､単有者と共有者で名義が重複者は1人として鵜計)
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回図書管理の内容

(1)管理の対象となる図書

①測量関係 (基準点測量 〔三角 ･水準 ･多角〕､

現況測量､確定測量による計算書等)

②権利調査関係 (土地及び建物登記簿謄本

〔全部事項証明書〕､土地原簿､住民票等)

③土地評価及び換地設計関係 (位置価計算書､

各筆評価計算書､街区別仮換地調書､仮換

地指定調書､各筆各棟利別仮清算金明細書､

各筆換地明細書､各筆各棟利別清算金明細

書等)

①上記に伴う図面 (計画図､現況臥 調整土

地図､公図､地積測量図､街区確定図､画

地確定図､仮換地図等)

⑤その他 (報告書､マイクロフィルム等)

(2)管理の方法

(a)公団文書管理規程等を参考に作成した ｢区

画整理資料分類表｣により､対象となる図

書を分類した｡

(b)図書管理カー ドを作成し､図書の貸出及び

返却の確認を行った｡

(C)公団文書管理規程等により保存期間が経過

し不用となった図書については適宜除却し､

その数量は換地処分時で洋書約700桝肝､図面

約5M 兼に及んだ.

(3)マイクロフィルムの導入

(a)導入の経緯

換地計画に向け種々の業務がでてくる中で

図書が急激に増大したため､検索に時間を要

する､あるいは保管スペースの不足等種々の

問題が発生した｡そのため検索の効率化､保

管スペースの有効利用を図ることを目的にマ

イクロフィルム化を行うこととし､昭和58年よ

り実施した｡

(b)マイクロフィルム化した成果品の活用

現在までマイクロフィルム化した浄書は約

30∝)冊､図面が約1万乗に及び､必要に応じて

マイクロ化した成果品の閲覧を行った｡

(4)図書管理の電算処理

昭和61年6月に図書の検索及び管理の充実を

図る目的で港北地区換地計画基礎資料整理シ

ステムを作成し､図書をコー ド化し管理を行

った｡

B]図書の数量

管理している特番は当初より34倍に､図面は22倍

になった｡

年 次 終 ー!F(冊 ) 図 両 (-非)

昭和49年 43 558

50年 703 1.303

55年 2.761 4.624

60年 6.939 7.482

平 成元年 9.945 9.446

5年 12.642 ll,506

8年 14.662 ユ2.066

図書管理室
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第3節 審議会及び評価昌会

1.土地区画整理審議会

昭和40年頃から都心に近い立地条件であることか

ら､周辺から市街化の波が徐々に地区周辺部におよ

び､認可時で家屋数は250棟に､地権者数は5,aX)人

となっていた｡小規模宅地所有者は､約2,900人

(52%)であった｡

審議会は各地区30名の委員(学識経験委員6名含

む)で構成し､審議では地区の状況を反映して各事

案について熱心に審議(′ト委員会の審議は夕方から

開催することもあり､深夜に及ぶこともあった｡)

を行った｡諮問事項は､事前に説明を行い､次回の

審議会で諮問し審議を行った｡

審議会等は､第-地区444回(審議会183回､小委

員会261回)､第二地区267回(審議会172回､小委員

会95回)開催した｡

ロ審議会委員の選挙

昭和50年の第 1期日の選挙では､第一地区で土地

所有者の部30名､借地権者の部2名の立候補があり､

土地所有者の部で2名の立候補辞退者がいたが､各

部の立候補者数が委員の定数 (土地所有者23名､借

地権者1名)を上回り､投票となった｡このため､

市の選挙管理委員会に依頼して､投票箱等を借用し､

投票に備えた｡また､この選挙は地元新聞に掲載さ

れるほど選挙活動が活発に行われ､投票率は75%

(有権者数約2BCO名に対し､投票総数約2,100名)とな

った｡

第二地区では土地所有者の部で29名､借地権者の

部で2名の立候補があり､立候補者数が委員の定数

を上回ったが､立候補辞退者が土地所有者の部で6

名､借地権者の部で1名いたため無投票となった｡

選挙日 第一地区選挙内容 第二地区選挙内容

第1糊 昭和50.2.9 投 票 無役,t'.'i

第23gj 昭和55.1.18 撫投架 無投票

第3糊 昭和60.2.10 投 袈 投 票

解4糊 平成 2.2.ll 無役崇 投 票

(借地権の部は第-地区第 1)gl選挙以外は無投票､

第二地区第5糊の借地棟の部は立候補者なし)

E]審議会の運営

(1)審議会の運営

(a)審議会等を円滑に運営するため､開催に先

立って､審議会会長及び会長代理に事前に

議事内容を説明した｡

(b)審議の必要に応じて小委員会を開催した｡

(C)審議会委員連絡会譲の設置

第-地区第93回審議会及び第二地区第84回審

議会において､議事進行の効率化を図る目

的で､

･審議会で審議すべき事項 (仮換地指定及び

換地計画に関する事項)を明確にした｡

･その他事業計画及び工事計画等に関する説

明をする場として､新たに ｢審議会委月連

絡会議｣を設置した｡

(2)審議会運営議事規則の審議

第1回審議会で審議会迎骨議事規則について提

案を行ない､第8条の ｢審議会は非公開とする｡｣

について第二地区では了承されたが､第-地区に

おいては審議会は公開すべきとする意見があり､

審議の結果､条文に ｢ただし､主な経緯と結論に

ついては公表する｡｣を追加し､次回の審議会か

ら審議会議事概要を配布することとしたC

(3)評価貝選任の同意の審議

第-地区第1回審議会で評価貝選任 (7名)の

諮問を行った｡選定基準等について異義が出され､

第1回から第3回まで審議が行われた結果､第4

回審議会で原案で同意が得られた｡

(4)第二地区の平均減歩率の審議
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第61回審議会 (昭和57年2月)において保留地

決定の諮問を行った際､委員から ｢仮換地総括表

にある民有地の平均減歩率35.40/Oは事業当初約束

した35%を超えるものであり､約束違反であるO｣

との質問があった｡

このため､昭和58年2月第二地区審議会に減歩

率研究会を設置した｡研究会は58年4月から8月

まで計6回開催され､センター用地の拡大及びセ

ンターの公団換地予定の一部を民有地に振り替え

る措置により､民有地の平均減歩率を高める原因

となった旨､審議会に報告し了永された｡しかし

発言した委員本人の納得はなお得られず､以後､

平成2年当初まで議論が繰り返されることとなっ

た｡

平成6年12月の審議会で仮換地総括表の説明に

対し､委員から平均減歩率が35%をオーバーして

いる原因について再度質問があり､平成7年1月

の審議会で減歩率研究会の結論の内容に沿って説

明し了承を得て､減歩率の問題は幕を引いた｡

(5)審議会の公開 ･非公開

第-地区第82回審議会で審議会を条件付きで公

開すべきとの意見が委員から提出された｡

(a)提案の主旨

①法では特に定めがなく､審議会の運営は公

団が審議会の意見を聴いて定めることにな

っている｡

②情報公開の進展､基本的人権の考え方に照

らし公開が安当である｡

③公開制採用の実例がある｡

(b)公開碇薬の理由

①議事録作成の際､不備がある｡

②議事緑が公団の主観で整理されている｡

(参議事録作成に時間がかかる.

④議事録の閲覧ができない｡

⑤小委員会の概要報告が､不十分である｡

⑥仮換地変更が突然審議会に諮問されるケー

スがある｡

(C)非公開の理由 (公団の考え方)

(∋審議会は､意見を述べたり､同意又は不同

意の意志表示を行うだけであり､決定機関

ではない｡

審議会における審議により､一般権利者に

対し法的効力が及ぶものでない｡

③法的には､決定権及び事業の費任は施行者

である公団にある｡

①公開によらないと公正な審議ができないか

が問題であるが､当地区では現状でも公正

な審議が行われていると判断している｡

G)審議会で取扱う議題のほとんどが個人の財

産に関わるものであり､公開すべきでない｡

(む公開した場合､委員の自由な発言が阻害さ

れる可能性がある｡

⑦公開した場合､スタンドプレイが考えられ

議事進行上支障となる｡

⑧公開した場合､議題により公開すべきか非

公開とすべきかの事前調整等により､審議

会の運営が困難となる｡

(d)提案者以外の委月意見

①公開することで､発言に圧力がかかる｡

(∋議題により公開､非公開の議論になる｡

(参非公開で9年間審議してきたが､問題なく

運営されてきた｡

④審議会はほとんどが､個人の財産を扱って

おり､公開をすべき内容はない｡

⑤審議会の運営で問題があれば､公開にこだ

わらず運営方法を改善すれば良い｡

(e)結 論

第98回審議会において以下の提案を行い､決

着した｡

①会議の条件付き公開について

･会議の条件付公開は行わない｡

②議事錬､議事概要､′ト委員会議事概要

･議事録は､審議会委員は随時閲覧できる｡

･議事録の内容の的確性を維持するためテー

プをとり､事業完了まで保管する｡

･議事録は迅速 (署名完了まで30日を目標)に
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作成する｡

･議事録の点綴方法を改める｡(袋とじ)

･議事概要及び小委員会議事概要は､要点に

欠落のないよう簡潔に作成する｡
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B]審議会の主な審議概要

(1)第-地区

第-地区審議会の審議経緯 (第 1期～第5期)

解 説 会 内 容 参 考 邸 項

〔第lJgn 都議会LI9回､′ト委月会117回l対催 昭49.8.27 群発計画.施行親程認可

節川il 昭50.4.21第6回 10.18 遜骨諾滝部親別の決定 JW=750.2.9 鮮議会委員選挙

評価貝の選任-以降3回にわたり継萩群議換地設計方針を説明 [会長】田丸政治 【会長代理】岸lfl秀明IIt151.3-5 ｢特別な用地｣のEFl出調査第10回 12.13 ｢特別な用地｣-の申出の調査について説明

雛14回 昭51.4.1 換地設計基準 (案)を説ly寸

第20回 8.26 土地評価姓埠 (案)を説明 昭53.2-5 仮換地の供覧第24回 12.9 換地位班の株安を説明

第35回 昭52.12.8 換地設計赴準の諮問(答申) 昭54.4.1 第1回仮換地指定

第43[51昭54.3.15 弟lrgl仮換地指定の諮F.'=!:J(答申)(先行造成地) 4.12 邸菜計画変焚

〔約2)gJ〕 -#議会4一回､小委員会95回開催 無役栄
第50回 昭55.3.27 第2)g1位初の審議会 [会長】野村良博 【会長代理】皆川英一

第56回 8.2 中川1,2.3.4､東山田3先行造成地の仮換地才旨足部前説明 昭55.4.28 第2回事業'計画変更

帽56-昭57 牛久保 .南山tEl.北山田 先行造成地と脈次指定 昭56.10.1 住宅.都市雅傭公田発足

第82回 昭59.3.17 委13より鮮議会の条件付公隅の提案 日 用途地域変更

節85回 7.16 市骨高速3号線の構造変更を説明 lll=158.3.17 第3回群発計画変更

節86回 8.6 保御地の諮問(答申)

〔第3JgJ〕 市議会40匝L/ト香月会41回開催 昭60.2.10 節3糊審議会委員選挙

第91国 昭60.3.28 節3)削諒初の解議会 [会長】皆川 亮一 【会長代理】野村良博

第93回 6.29 都議会の迎骨.香月連絡会譲の設粧.講串錬作成の改善 昭61.2.21 市骨高速3号線免許収得llH63.2.1 節4回事業-計画変更平元.8.5 第5恒l非業計画変更

第99回 Lfy61.3.15第102回昭61.7 添景轟会の迎骨(審議会の条件付公開は行わないことで了承された)耶菜スケジュールの見直しについて説明(昭62一昭66)

第103回 9 早期班築希望者に対する対応方針説明

第107回昭62.3 東山I]]堆工の仮換地指定諮問(答申)

第110回 12.8 施行者限りの仮換地指定についての諮問(答申)

第112回 12 /卜 中学枚の変更に伴う換地変更

第114回昭63.3 早婚lfi!t井の実施について(以後節136匝ほで解語畏)

第118回 lO 法第95粂第6項談当地 (私道)の諮問(答申)

第121回平元.3.8 土地評価益準の変更説明

節122回 4第130回平 2.2.7 酒井金の蝉価決定について 平元.9-12 仮泊.井金の縦覧

タウンセンター計画変更について 恢酒井の申出

仮7倍井金明細畔の諮問(答申) ll.29 中川駅周辺のまちびらき

〔第4)gJ] 審議会LI2回､′ト委月会8回開催 撫投訂ぎ

第131匝ドp-2.3.16 第4糊G-初の解語耗会 (会長】大久保久夫 【会長代理】′トロ ー

第】41l垂ドF3.5.30 東山田有髄膿備について 平 2.7- 仮酒井金の徴収及び交付スタ-ト平 3.】0.3 第6回群発計画変更平 4.7,30 節7回萌黄計画変更

第142151 7.19 新fJi紫スケジュールについて(平3-平7)

第143回 10.28 法第95粂第6項規定により換地を定めない宅地の諮問(答申)

第146回ilと4.3.6 北山田駅前センターの修正計画について生産緑地を対象とした仮換地指定の諮問(答申)

第156回平 5.3,4 寺院.立地の仮換地指定諮問(答申) 平 4.9.10 会長及び会長代理の選出梅北中火地区の概安説明 【会長】小口 - 【会長代PJ!】小曲審治

gi-164回平 6.5.ll 換地計画について 地目について 平 5.3.18 市営高速3号親閲菜平 7.1.26 第8回群発計画変更

第165回 6.21 ･ 酒井金の時点修正

第166回 7.20 仮稲井から本村井への移行について

第167回 9.22 仮桁井金分割納付の終了の鋭明

第171回平 7.1.26 換地計画の供覧についての諮問(答申)

〔第5期〕 審議会11回開催 無投-5;u享

第173lgliF7.3.29 第53g]泣初の審議会 【会長】/ト島啓治 【会長代理】野上政審

第174個 4.20 換地計画の供覧油知について 平 7,5-7 換地計画の供覧

第179恒l平 8.2.22 換地計画の諮問(答申) 平 8.2.14 第9rgl辞菜計画変更
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第一地区小委員会の事謙概要(第1期から第5期)

種 別 P1聞及び開催回数 設班の日的 IEな審議の内容

換地基準′ト委貝会 昭51.6-51.12(第日g1)9回 /ト宅地､股家住宅等の問塩を審議 小宅地､存1生娘物､私道の扱い等

換地検討第-′ト委員会 昭52.5-52.ll 換地配分の審議 一般換地.移転建物の換地配分､

(第1)g])6回 存iEE建物､韮地換地等(従前地400m.以上)

換地検討第二′ト委月会 昭52.5-52.12 同上 移転建物､存粧建物､不適格建物等

(第1)9010回 (従前地400m.以下)

5:見辛F処理第-/ト委月会 昭53.6-56.7 仮換地供覧に伴う意見 仮換地供覧結果報告及び対応方法の区分

(節目gト 第2)別)14回 i!Fの収扱いの称識 (従前地400m'以上)

怒見PJt処理第二′ト委員会町別′ト委員会(牛久保､中川､ 昭53.6-55.1 同 ヒ忠見むの収淡いについ 同上

(第1Jg】)8回 (従前地400m'以下)

昭53.9-56.7 仮換地変更､rt増し要望､存-ltEE聞魅､先行遊

東山田､南山田､碓工､地区外) (第1畑～第2期)82回 て町別に審議 成街区への希望者対応等(従前地400mT以下)

自然座右硫′ト委月会 昭55.2 自然崖の右横み処理に 民有地と炎合住宅用地等のF.t耶こ存する自然

(第1畑)2回 ついて藩論 崖の石研み処理

地区外小委員会 昭55,7-59.12(第2畑)l8回 /ト親模宅地更地換地の早期建築希望者対応 早州建築希望者対応､n増し安丑等

換地調豊′ト委員会 昭55.ー0-56.8 早期鎚築希望者対応 邪#'スケジュール変更に伴う直接移転希望者

(第2糊)6回 への対応等

畔工′ト委月会 昭55.ll-59.8 準工の換地調整等につ 朽供覧に伴うr1和し粥腹結果の報告､仮換

(第2州)6回 いて審誠 地変更等

万両別解-小委員会 昭56.9-58.12 存.L'Etr関越を万両別に審 存班の粕鹿､存.L'鑑の伸供覧等

(第2畑j)14回 誠 (従TJfT地400m7以上)

方面別第二/ト委員会 帽56.9-58.12 同上 同上

(第2)gJ)】8回 (従TJ71地400m7以 F)

二次開発小委月会(節-.第二地区合同) 昭57.ll(第2Jgj)1回 二次院l発行為の説明 二次l対発行為の適用

移転対応小委月会 昭58.2-60.I(第21馴)LI団 存挺杓兼に伴う移転対応の鮮議 布佐榔登に伴い移転となる仮換地

存置小委員会 昭58.12-60.19(第2州)9回 存.('辻のrH=J題について審請 存f引.l胡瓜等

第一小委員会 昭60.7-63.ll(第33gJ)16回 仮換地変更等の審議 仮換地変更等

第二′ト委只会 昭60.9-平元.1 換地設計変更等の審議 鉄道計画変更及びセンター計画の変更に伴

(第33gJ)14回 う換地設計の変更等

合同小委員会 昭6】.5-平元.6(節-3糊)6回 節-.新二小委ll会の兆通解識 那-.第二小委月食の火遁審議

仮清57-_/ト委日金 昭63A～平元.12 仮脚部:の尖施に伴う謙 イ獅 lf井の実施に伴う練題及び前提条件.の解

(第3糊)7回 脱等の解誠 .誠
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(2)第二地区

第二地区蕃計会の審議経緯 (第 l期～第5期)

審 議 会 内 容 参 考 事 項

〔第1期〕 審議会48回､′ト委員会32回開催 昭49.8.27 事業計画.施行親程認可
第1回 昭50.4.5 運営議事規則の決定 評価月の選任 昭50.2.9 審議会委員選挙 (無投票)

第3回 10.17 換地設計方針の説明 【会長】松滞健三 【会長代理】中山恒三郎昭51.3-5 ｢特別な用地｣の申出調査
第5回 11.19 ｢特別な用地｣への申出調査について説明
第9国 昭51.2.21 換地設計基準 (莱)を説明
第16回 8.28 土地評価基準 (莱)を説明

第20回 12.7 換地位置の概要説明 昭52.10-12仮換地の供覧第25回昭52.4.23 ′ト委月会の設駐
第30回 9.22 換地設計基準の諮問 (答申) 昭49.4.12 事菜計画変更
第42回昭54.5.17 第1回仮換地指定の諮問 (答申)(先行造成地) 6.1 第1回仮換地指定

〔第2期〕 審譲会32回､小委月会18回開催 無投票
第49回昭55.3.27 第2期最初の審議会 【会長】金子保 【会長代理】鈴木椅
第61回昭57.2.18 保留地の諮問 (答申) 昭55.4.28 第2回事業計画変更
第64回 12.16 民有地の平均減歩率について 昭56.10.1 住宅.都市整備公団発足
第66回昭58.2.24 第lJg相と用開始の仮換地指定諮問 (答申) 11 用途地域変更

第75回昭59.7.19 市営3号線の構造変更について説明 昭58.8 集合住宅入居開始3.17 第3回事業計画変更

〔第3期〕 審議会40回､′ト委員会27回開催 昭60.2.10 審譲会委員選挙
第81回昭60.3.27 第3期最初の審謙会 [会長】山本光雄 【会長代理】鈴木括
第83回 5.21 審議会の運営 委月連絡会譲の設置

第87回 12.18 特別′ト委月会の設置 昭61.2.21 市営3号線免許収得第95回昭61.12.】7 市営3号線の高架化に伴う換地設計の変更 (地区計画)
第97回昭62.2.25 事業スケジュール変更に伴う早期建薬希望者対応について

第105回昭63.3.16 仮酒井実施を提案 仮酒井小委員会を設置 昭63.2.1 第4回事業計画変更平元.8.5 第5回単発計画変更

第106回 5.25 ′卜 中学校の変更に伴う換地変更
第111回平元.2.8 法第95粂6項該当地 (私道)の諮問 (答申)
第113回 4.19 治井金の単価決定について
第118回 12.14 タウンセンター計画変更について 9-12仮晴井金の縦覧
第】20回平2.2.6 仮晴貸金明細皆の諮問 (答申) 俊治井金の申出

〔第 4糊〕 審議会40回､小委員会16回開催 平2. 2.10 審議会委月選挙

第121回平 2. 3.19 第4期般初の審諌会 【会長】山本光雄 【会長代理】鈴木清平2. 7 仮酒井金の徴収及び交付スタート
第122回 4.2 3 仮酒井金の徴収及び交付事跡こついて
第126回 10. 24 茅ヶ崎近隣センターの換地設計変更について

第132回平 3. 7.2 3 会長代理の選出 【会長代理】菅沼治元平3.10.3 第6回事業計画変更
第133回 9.18 直接施行を前提とした仮換地指定の諮問 (答申)
第136回平 4. 1. 1 7 生産緑地を対象とした仮換地指定の諮問 (答申)
第】43回 12.10 寺院.墓地の仮換地指定諮問 (答申) 平4.2.20 直接施行の実施
第146回平 5. 6. 4 港北中央地区の概要説明 7.30 第7回事業計画変更

第152回 5.1 3 換地計画について 地目について 平5.3.18 市営3号親閲業平7. 1,26 第8回事菜計画変更

第153回 6.23 ･ 猪井金の時点修正について
第154回 7.21 ･ 仮椅井から本酒井への移行について
第155回 9.21 ･ 仮椅井金分割納付の終了について
第159回平 7. 1.2 5 換地計画の供覧についての諮問 (答申)

〔第 5期〕 審議会12臥 ′ト委月会2匝l開催 無投票

第161回平7. 3.28 第5期壕初の審議会 【会長】山本光雄 【会長代理】菅沼治元平7.5-7 換地計画の供覧
第162回 4.21 換地計画の供覧通知について
第168回平 8. 2.2 3 換地計画の諮問 (答申)

第172回 9.13 最終審謙会 平8.2.14 第9回事業計画変更4.3-換地計画の縦覧6.28 換地計画の認可9.29 換地処分の公告
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第二地区小委員会の審議概要(第1期から第5期)

種 別 糊聞及び開催回数 設鮭の日的 主な審議の内容

節-′ト委月会(荏田) 昭52.5-57.7 換地の配分､候換地供覧 一般換地.移転建物の換地配分､

(第1期～第2Jg】)11回 に伴う意見廿の取扱い､存 存.('Et建物､墓地換地､不適格建物､仮換地

世の関越等について地域別に審議 供覧結果報告及び対応方法の区分

第二小委月余(茅ヶ崎) 昭52.5-57.4(第1期～第2糊)11回 同上 同上

第三小委員会(新田) 昭52.5-57.4(第1期～節2糊)11回 同上 同上

第四′ト委員会(都田) 昭52.5-59.1(第1期～第2糊)12回 同上 同上

二次開発′ト委月余(第-.第二地区合同) JW:157.ll(第2糊)1回 二次開発行為の説明 二次開発行為の適用

特別′ト委員会 昭59.5-平7.9 早期建築希望者対応､ 早Jgj建築希望者対応､仮換地変更､鉄道

(第2糊～第5糊)39回 仮換地変更､換地設計 計画変更及びセンター計画の変-Biに伴う換

変更等の審議 地設計の変更､換地計画､時点修正

仮階井小委月会 昭63.4-平元.12 仮油井の実施に伴う謙 仮柄井の実施に伴う練題及び前根条件の
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[ヨ評価員の審議経緯 (概要)

2.評価昌

評価貝は各地区7名選任し､審議は合同で評価月

会として開催した｡評価月の主な審講としては､当

初は土地評価基準に関する審議で､他に例を見ない

大規模な地区であり､整理前後で土地利用が大きく

変化することから､土地評価の方法について議論が

交わされ､整理前については位置価方式により､整

理後については路線価方式により行うこととした｡

その後､事業進捗に伴い､保留地の決定と以後の

変更 (3回)､センター計画の変更等に伴う路線価

の変更 (3回)､鉄道計画の変更 (高架化等)等に

よる土地評価基準の一部変更を行った｡

また､公団で初めて実施した仮清算の実施方法や

清算金単価算定､本清算実施のための清算金時点修

正率算定､仮清算から本清算への移行のための審議

を行った｡

評価員会は､第1回の昭和50年9月から平成8年

9月まで53回に及ぶ審議を行った｡

ロ評価員の選任

評価月は､審議会に次の選定基準を説明し同意を

得て選任した｡

①不動産鑑定に明るい者 (3名)

②区画整理の評価に明るい者 (1名)

③当地区の設計と評価を結びつける者 (1名)

①登記の事情に明るい者 (1名)

⑤周辺区域をも含めて公的評価に明るい者 (1名)

なお､登記所長および区課税課長については役職

で委嘱し､異動の場合には後任者にお願いすること

とした｡

第 1回 (日脚H50年9月)
･土地利用計画の説明

第2匝l～11回 (lll:7和50年10月～52年10月)
･土地評価;娃邸の説明 し了解 を得 る

･換地方針の説明

第12回～15回 (Jm和53年1月～56年7月)

･仮換地供覧 (悪鬼7!Fの鋭明)等の説明

第16回一･19回 (昭和57年2月～60年8月)
･保留地 につ いて諮問 (答 申)

･鉄道 3号線の計画変更に伴 う土地評価-の彫廿の

説明

第20回 (lln和61年8J:J)
･土地利用百十画の見直 しの鋭明

節21匝l (llLl-iu62咋6月)

･地区酎･画導入に伴 う｣二地評価への影轡の説明

第22回～23回 (昭和62年6月)

早期的11:の説 明

仮桁紫の脱明

タウンセ ンターの見直 しの説明

第24回 (ll獅1163年9月)

･土地評価益畔説明 (韮畔等 を印度.艶明)

･土地評価去巨畔作英姿斬説明

･位荘川的･路線価説明

第25回～27回 (昭和63年10月～12月)

･変更土地評価 益畔案説明

･変更土地評価益坤作紫繁簡案脱明

･変 更位'B価 ･路薪と価案説明

第28匝l～31回 (平成元年]月～8月)
･変 史土地評価;姓蝉案の諮問 (答 申)

･変更土地評価益単作井紫蘭案諮問 (答 申)

･仮irT井金牌価ま‡定の孟削刑

･保倒地の変災の鋭明

･指数単価及び権利価格割合の熱闘 (答 lll)

第32回～34回 (平成元年12月～2年12月)

･?,2回変更保留地のn rlり (答 FIl)

･仮泊井の縦覧報告

･節2回変吏路線価の諮l川 (谷 lP) (タウ ンセ ンター)

･タウンセ ンターの仮換地修正の説明

第35回 (平成3年7月)
･節二地区新港北 lCの投世 に伴 う土地評価への形

廿 につ いて鋭明

第36回～37回 (平成3年12月～4年7月)
･節3回変更路線価の諮問 (答 申)

･姉 3回変蟹保留地の諮JL'u (答 申)

第38回～41回 (平成4年12月～6年3月)
･fJl菜の進捗状況の説 明

約42回～43匝l (平成6年6月～7月)
･時点修正率 につ いて諮問 (答 申)

･仮帖井か ら本柄井-の移行 について,-iR明

第50回 (平成8年1月)
･清井金明細む につ いて盲桁問 (答 申)

第53回
･Jd終評価只会

(平成8年9月)
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第4節 土地評価及び換地設計等

1.土地評価

[∃土地評価の検討

事業認可時の地域の土地利用状況はそのほとんど

が田､畑､山林､原野であり､宅地は4%､道路等

の公共用地率は約6%にすぎなかった｡生活利便施

設の主なものは地区内にはほとんどなく､地区周辺

の鉄道駅周辺に主として立地していた｡整理後は､

従前地から一転して高度利用となるセンター地区を

はじめとして､都市的土地利用計画であり､生活利

便施設は､地区内でほぼ充足できる計画の内容であ

った｡

このような状況を踏まえ､当初の土地評価は今ま

での路線価方式でなく､地帯価方式による検討を行

った.(昭和46年～49年)

その内容は､評価計算及び換地設計の電算処理を

前提とし､評価点を10m間隔の定点に置き､その定

点に評価指数を定め､これにより従前地及び換地の

評価を行う方法である｡

その計算方法は､評定佃-位置価+影響価+個性

佃とし､全 く新しい評価方法を検討した｡

位置価は､土地の属する地域の有するポテンシャ

ルであり､さらに地域のなかでの個々の土地の占め

る位置の力である｡

影響価は､位置価に乗ずるもので､道路､駅前広

場､公園､学校等の要素を含むものである｡

個性価は､従来の宅地係数に当たるもので､宅地

利用の優劣性を位置価と影響価に乗ずるものである｡

この地帯価格方式による土地評価について､本社

や本部を含めて昭和49年9月～10月に議論をした結

果､実薪のない方法であり､港北地区で採用すべき

ではないとの結論に達した｡

土地評価方法は､地区の現状及び土地利用計画を

踏まえ､整理前後とも駅及び幹線街路による地帯的

な影響を考慮して､接近係数より分離した地帯係数

を新設した｡整理前は位置価方式とし､整理後は路

線価方式で行うこととした｡

[司港北地区における土地評価の条件

①平均減歩率35%を満足し､かつ事業計画で定め

た土地利用計画に沿って減歩率のバランスが取れ

ること｡

②小規模宅地に対して過大な負担が生じないこと｡

③土地評価の作業が迅速に処理できること｡

(電算処理)

[∃整理前の土地評価

(1)位置価

路線価を付すべき道路が数少ないことから評定

値を付すべき任意の点(知mメッシュで約5,(X札在)

を定め､その点の指数を算定し整理前評価の位置

価指数とした｡

(2地帯係数

当地区の土地価格の状況を概観すると､局部的

な事情によるものを除いては､おおむね地区外縁

部が高く､内奥部に向かって漸減し､中央一帯に

至ってほとんど等価となっている｡

このような価格帯の傾向が表れる基本的な要因

は､周辺駅と､幹線道路である｡

地帯係数においての地帯価要素は､整理前におい

ては駅及び幹線道路とし､整理後では駅とした｡

①駅 価

整理前は網島､江田､鷺沼､市 ヶ尾､中山

の 5駅を関連駅とし､都心 (東京､横浜)に

対する接近度合とした｡

②幹線価

地帯価要素とする幹線は､整理前における

バス系路道のみとし､後背地にまで及ぶ幹線

の価値を､地帯価に属する幹線価とした｡

(3)個別的要因の修正

整理前の土地は､別表 1の個別的要因を考慮し

算定した｡
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[司整理後の土地評価

(11路線価

整理後は地区内の6駅を含む土地利用計画を前

提として路線価を設定した｡この路線価は､両地

区のタウンセンターが最高値で､地区周辺に行く

に従い低下する傾向となった｡

(2)地帯係数の考え方

地帯係数においての地帯価要素は､整理後にお

いては駅のみとした｡整理後の幹線道路について

は､地帯価要素とはしていない｡整理後における

幹線道路は､それ自体としての連続的系統性は有

しても､この地区の宅地利用の増進に寄与する割

合に限定した場合､特に街路係数と区別して考え

る必要はないからである｡

整理後の駅価については､現況における網島､

江田､鷺沼､市ヶ尾､中山の5駅と､計画6駅を

関連駅とし､都心 (東京､横浜)に対する接近度

合とした｡

(3)個別的要因の修正

整理後の土地は､別表 1の個別的要因を考慮し

算定した｡
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別表 1

土地評価の要素

地帯係数

街路係数

接近係数

宅地係数

指数におきかえ

0道路に面する宅地

(9高圧線下地

④宅地の現況

⑤私道地

⑥特殊地

⑦高速道路沿接地

位置価の算定

位置価指数の算定

各筆評定指数の算定

路線価の算定

路線価指数の算定

画地評定指数の井定

比例率の井定

換 地 配 分

地帯係数

街路係数

接近係数

宅地係数

指数におきかえ

(D奥行修正

②角 地

③正背路線地

(釘不整形地

⑤袋 地

⑥私道地

(か法 地

⑧道路と高低差のある宅地

⑨南面より低い宅地

⑲駅前広場に面する宅地

⑪北側道路の宅地

⑫高圧線下地

⑬特殊地

⑭高速道路等沿老地

⑮土地利用

⑯地下鉄 トンネル上の宅地

⑰地積の′トなる宅地

⑱建物移転をさける区域に

存する宅地

⑲存置付け換地
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国土地評価の概要

Q)整理前位置価の責高 ･最低及び平均値

･Ja高値 位低値 平均値 股高値 位低値

②整理後路線価の最高 ･最低及び平均値

超高値 椴低値 平均値 位高値 ･kl低値

③整理前 ･後土地評価指数平均値 (個/ml)

地 区 妨一地区 第二地区

項 El 雅号捜前 鰹埋後 推理前 整準世後

一般宅地 936 2,511 914 2,544
特別用地 3,587 3.386

存 世 1,276 2.374 1.156 2.310

′ト宅地 1.082 2.226 996 2.168

宅地寺院 932 1.978 898 I,947

保朝地 2.719 2.728

総平均個 951 2.719 921 2,728

増進寧 2.859 2.961

比例串 1.785 1.852
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④整理前後の土地評価図

整理前の位覆価等価線図

iZI

整理後の路線価等価線図

駒

川

川
Ⅷ
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[司土地評価基準の変更

当初の基準の見直しとして､私道地､墓地が新た

な評価要素として､高速道路等沿接地の一部､土地

利用の一部､存置付け換地が必要となったため､基

準の変更を行った｡

(1)私道地

私道地については実状に応じて課税の有無を取

り入れた修正率に変更した｡

(2)墓地

従前の土地利用状況を考慮して､墓地換地の通

路及び緑地の修正率を0.10とし､さらに清算金が

生じないように基準の変更を行った｡

(3)高速道路等沿接地

鉄道計画の変更により､一部内容を追加して鉄

道高架構造部分に沿接する一画地については､修

正率 【鉄道北側(0.92)､その他(0.94)】を乗ずるこ

とにした｡

(4)土地利用

地区計画制度の導入により､地区計画の土地利

用区分 (一種住専並､二種住専並､住居地域並)

に応じて修正率を追加した｡

(5)存置付け換地

存置宅地では､道路計画､造成計画等により存

置宅地の周囲に､-宅地に満たず単独利用ができ

ないため､増換地とせざるを得ない部分が発生す

る場合があるが､これを存置付け換地とし､その

評価は､事業の施行上やむを得ず生じる余剰宅地

を､隣接存置地権者に付け換地するという性格か

ら､修正を行うこととした｡

修正率は､他の公的機関における過小宅地の土

地評価基準に準じて､付け換地の位置を考慮し定

めた｡

2.換地設計等

当事業は､当初地権者数約5,∝0名､筆数約2万筆､

施行面積1317ha.計画人口22万人に及ぶ都市基盤づ

くりである｡

そのため､従来の原位置を尊重する換地設計に加

えて､横浜市北部の副都心形成を目指すタウンセン

ター地区を始め､地権者の主体的エネルギーを活用

して､計画的街づくりを促進するため ｢特別な用地｣

を定め､そこへの換地は申出により､これ以外の換

地は概ね原位置を尊重して定めた｡また､′ト規模宅

地は､種々の方策を取り入れて対応を行った｡

[∃基準地積

(1)従前公共用地の算定

無地番公共用地は､公図を基に幅員と延長距離

により面積を算定し､有地番公共用地は登記簿で

確認し､横浜市と協議して定めた｡

(2)按分区の設定

按分対象筆の基準地積は､按分区を設定し各按

分区毎に按分率を定めて算出した｡

第-地区は､審議会における議論の中で､町別

で決めることとなり､按分区となる町境界を実測

することとなった｡町界は､地元審議会委員及び

地元町会役員の立会の基に確定した｡第二地区は､

町別に公道を基に確定した｡

(3)基準地積の算定

登記簿の一元化以降の分筆または施行規程に基

づいて､更正申告された土地は､実測図に基づき

基準地積を定めた｡また､実測経緯の無い筆は､

按分区毎に登記簿地積に按分して定めた｡

さらに､昭和50年12月から51年6月の間､事業

認可以前から建物のある宅地および建物で囲まれ

た宅地 (空閑地)を測量し､その地積を基準地積

の資料とした｡
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匡]換地設計基準の審議

審議会委月及び地権者の理解を得るため､換地設

計基準の審議に先立って､基準の一部となる内容の

換地設計方針 (莱)の審議を､両地区とも6回づつ

行った｡昭和51年､この方針をより具体的なものと

した換地設計基準の審議を行った｡ここでは､具体

の事案 (例えば､基準地積 ･墓地等 ･存置及び移

転 ･換地位置 ･小規模宅地 ･減歩等)について､基

準での取扱について審議した｡

この換地設計基準の諮問は､第二地区では全会一

致で答申されたが､第-地区では小規模宅地の取扱

い等に不満を持つ委員が反対し､唯一の採決に持ち

込まれ､出席委員記名中賛成13名反対8名の賛成多

数で､原案を支持する答申が行われた｡

[訓寺別な用地への換地

港北ニュータウンの基本理念である ｢市民参加の

まちづくり｣を実現するために､昭和47年8月対策

協に ｢港北ニュータウン建設研究会｣が発足し､研

究会では各課題毎に部会を設けて､研究討議を重ね

た｡

その中で､効率的土地利用の実現を図り､あわせ

て生活再建等を考慮した換地方法の要望があった｡

これを受けて､審議会での審議を踏まえ､地元説明

会での周知を図り､センター用地をはじめとする

｢特別な用地｣への申出換地の実施を行った｡

@]移転家屋の存する宅地

当初は中断移転を前提に工事スケジュールを策定

していたが､地元小宅地地権者から直接移転の強い

要望があり､移転家屋の扱いが工事工程の鍵を握る

こととなった｡

公団の方向としては､一定のエリア毎に先行造成

地を定め､小規模宅地の建物はできるだけ先行造成

地へ直接移転することとした｡

第一地区は各町別に､第二地区は建物移転者は各

町別に､更地地権者は荏田方面に集約することとし､

先行造成地に換地を定めた｡

[司小規模宅地

地権者のほぼ過半数を占める2,孤)人の小規模宅地

地稚者 (400㌦未満)の取扱が事業進捗上の大きな

課題であった｡特に第一地区は､小規模宅地地権者

がlBCO人､620/Oに及びその対応が事業進捗の必須条

件であり､さまざまな方策を講じて換地設計を行っ

た｡

内容としては､減歩横和等､買増合併換地､先行

造成地への換地､私道部分の換地交付等の措置を取

り入れ､延べ4900件の内容に対応した0

回存置

事業計画では､建物移転はできるだけ避ける内容

とし､地元説明会でも説明してきたが､事業を推進

するために､建物移転の有無を明確にする必要が生

じた｡このため､判断基準を設けて建物の移転安否

を定め､審議会に諮り移転の安否を地権者に通知し

た｡移転を要しない建物を存置と呼称した｡

E]一般の宅地

換地は､土地利用計画に基づき､各町の小字毎に

整理前後の位置関係を考慮し､概ね原位置を尊重し

て地区全体のバランスが取れるように定めた｡

第-地区では､集合住宅用地2箇所に大規模地権

者の従前地があり､その用地に現位置換地すること

で､換地はスムーズに定めることができた｡

第二地区では､換地の配分をスムーズに行うため

に集合住宅用地から一般宅地に土地利用計画の一部

の変更を行った｡
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[司神社､寺院､墓地

(1)神社等

第-地区には4社､第二地区には1社があり､

うち存置とした神社は両地区各々1社であり､第

-地区の3社は移転とした｡

神社等の換地は､清算が生じないこと､緑道 ･

公園に隣接する箇所で "ふるさとを偲ばせる街づ

くり''を考慮して､換地を定めた｡

(2)寺院､墓地について

(a)換地の位置

寺院は両地区とも6寺づつ計12寺あり､第二

地区に隣接し地区外に2寺あった｡両地区と

も5寺づつは存置とし､タウンセンター用地

にあった2寺は同用地外に換地を定めた｡

個人墓地は､第-地区では970墓石3,240m2､

第二地区では1,282墓石3,040m2あり､寺院及び

所有者､横浜市とも協議のうえ､まちなみ形

成上周辺環境との整合性を考慮し､寺院周辺

に集合換地することとした｡

(b)換地地積

①既存寺院墓地

従前から存する寺院基地 (檀家等の共有墓

地も含む)は､原則として減歩を行わない｡

②新設寺院墓地

新設墓地は通常の減歩を行った｡

③個人墓地

個人墓地の換地地積は､次のとおり定めた｡

墓地の基準地積+通路地積+緑地地積

(C)寺院､墓地換地の経緯

①昭和51年4月～5月

審議会に寺院､墓地の取扱及び墓地の集合

化の意向調査について説明

②昭和51年6月

墓地の集合化の意向調査を実施

③昭和52年3月

横浜市衛生局と墓地計画について協議

･墓地 :境内地 :緑地の地積は各 3分の 1ず

つにする｡

･墓地の外縁部は植樹帯とし､寺院墓地で5

m､個人墓地については3m以上とし､周辺

から遮蔽をする｡

･墓地内通路の幅員は1m以上とする｡

①昭和52年4月

関係者に墓地全体計画の説明 (市との協議

結果に沿って墓地計画を作成するために寺院

掛 こ説明会を実施)

⑤昭和58年3月

事業計画の変更認可 (第3回)で墓地計画を

定めた｡

⑥昭和63年12月

墓地の換地設計方針について審議会に説明

⑦平成元年3月

墓地は従前の土地利用状況を考慮して､清

算金が生じないように土地評価基準の変更を

行った｡

(d)寺院 ･墓地仮換地概要表

節-地区 6寺

寺院換地 寺院墓地換地 個人基地換地

gi'二地区 8寺

寺院換地 寺院韮地換地 個人墓地換地

※寺院墓地は､寺院換地の内数
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寺院 ･墓地仮換地位置図

基地の仮換地
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B]法第91条､第95条第 6項該当地

(1)法第91粂該当地

基準地積の合計が30m2未満の宅地については土

地利用が困難であるとし､地権者の同意を得ると

ともに､法第91粂により審議会の同意を得て､換

地を定めないこととした｡

区 分. 壬世 数 地 権 者 数 地棚 (m')

節- 地 区 6 5 80

第二 地 区 4 3 88

法第95条第6項致当地位覆図

(2)法第95粂第6項該当地

公共の用に供している宅地 (私道)については､

法第95粂第6項該当地として､同条第7項により審

議会の同意を得て換地を定めないこととした｡

区 分 壬世 故 地 権 者 数 地 概 (mI)

節- 地 区 285 195 14.169



匝司一般換地配分図
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3.申出換地

当地区は､施行面積､地権者数とも膨大な数に上

る大規模な土地区画整理事業であり､センター用地

等で土地利用計画を実現していくためには､地権者

の主体的エネルギーを活用する方策として､計画的

な街づくりと対応した換地方式が必要とされた｡原

位置尊重の換地では､個々の地権者の主体的意図と

計画的な街づくりとの意図が十分合致せず､しかも

都市計画法や建築基準法等の現行制度だけでは､計

画的な街づくりを十分に誘導､コントロールするこ

とが困難な状況であった｡

そのため､換地設計の段階で､土地利用計画に対

応した ｢特別な用地｣について､個々の地権者の整

理後における土地利用の希望を､換地設計に反映す

る手法 (申出換地方式)を採用することとした｡す

なわち､整理前に施行区域内に生活の基盤を置いて

いた地権者の生活再建対策を具体的に確立するとと

もに､意欲のある人々のエネルギーを集中させ､か

つ特別な用地の計画と適合する土地利用構想をもつ

地権者を､それに適したところへ配置して計画の実

現を図るために､申出調査を実施し換地設計を行っ

た｡

｢特別な用地｣は､センター用地､アパート･マ

ンション等用地､工場 ･倉庫 ･資材置場等用地､集

合農業用地の4種類である｡

田申出調査実施の経過

(a)港北ニュータウン開発対策協議会 (対策協)設

置 (昭和42年6月)

(b)対策協内に港北ニュータウン建設研究会が発足

(昭和47年8月)し､以下の内容についての検

討が行われた｡

①人口計画と土地利用計画について

(む日照等指導要綱 ･建築基準条例について

(卦工事期間中の生活対策について

④農業的土地利用について

⑤非農家の土地利用及び生活対策について

特に換地設計に関する内容としては､

第六部会-アパート マンション経営と採算性

第七部会-農的土地利用と屋敷林の保存

第八部会=地元参加によるセンター計画

第九部会-商工業者の生活対策

等で検討が重ねられ､特に第八部会ではセン

ター開発への参加について､十分に地権者の

意向を反映すべきとの提言がだされた｡

(C)建設研究会の成果を基礎に､対策協から公団に

以下の要望が出された｡(昭和50年7月)

①民有地の低層高密度住宅地区の設定

(参民有地の中高層住宅地区の設定

③各種センター地区の地元参加

(センター地区への換地)

①農的利用民有地の集合換地

その後､地区内で営業している地権者 (建設

研究会に第九部会業種別懇談会を組織)より工

場等の集合換地等について追加要望があった｡

(d)これらの経過をふまえ､昭和50年10月公団は審

議会に ｢特別な用地｣の申出調査を審議会に提

案し51年に実施した｡

[訓寺別な用地

(1)特別な用地の種別

④センター用地

センター地区については､単に自己の居住

の用に供する宅地のみを持つ者が､現位置換

地として磯城的に換地を受けることになれば､

高減歩を受け､中高層建築の建ち並ぶ中での

生活を強いられることになりかねない｡

この種の弊害を努めて避けるため､換地の段

階で特別な配慮を行い､現位置にこだわらず､

センター建設に意欲のある地権者に､積極的に

門戸を開き参画してもらい､建設エネルギーを

集中させ､計画的開発を図ることにした｡
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①アパート マンション等用地

アパート経営は､農家が区画整理後の新た

な生活再建 (転業)を図るのに最も容易で危

険度が少ないものとして有力視されている｡

しかし一般住宅地 (第一種住居専用地域)

では､建ぺい率 ･容積率 ･高さ ･日照等の制

限により､効率の良いアパート経営は望めな

いばかりか､住環境の面でも問題が生じる可

能性がある｡そのため､あらかじめアパート

経営を予定している者を対象に､用途地域が

第二種住居専用地域及び住居地域が指定され

る予定の箇所に集合換地を行い､用途の混在

を防止することとした｡
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⑥工場 ･倉庫 ･資材置場等用地

地区内の工場数は130に及んでいた｡事業完

了後も継続操業する場合､一般住宅地の中で

行うとすれば､たとえ建築基準法は､適法又

は既存不適格として容認されるとしても､騒

音､震動等の発生源となるものは､近隣住民

に迷惑を及ぼすこととなる｡

また､農家生活再建の一つとして貸工場や

貸倉庫を開業することも考えられる｡ついて

は､地区内に準工業地域を設け地権者の希望

により集約換地を図り､住宅地から工場､倉

庫等を分離することができれば居住環境は改

善され､工場側にとっても円滑な操業が可能

となる｡

準工業地域での換地配置についても､倉庫

業､化学､機械､精密機械､塗装､プレス等

の業種を予め想定した上で調整を行い､相隣

障害を最′ト取にすることとした｡住宅地とは

別の要因から､建築協定等の必要性はより強

く認識されることとなり､両地区2箇所ずつ

の準工業地域では建築協定が締結された｡



④集合農業用地

営農を継続希望する地権者の要望を受けて､

生産緑地法にもとづく生産緑地制度や､市の

要綱による農業緑地制度を考慮して一定面積

を確保する必要があることから､申し出にも

とづいて､地権者の意向を踏まえ､概ね町単

位で集合農地を定めた｡

｢特別な用地｣の位覆図
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(2)街づくりにおける申出換地の位置づけ

地元参加の街づくり

生活再建の確立

用途の純化 午

イ計画的なセンターづくり｣

タウン､駅前､

近隣の各センター

･｢用途の純化｣

アパートマンション､

工場･倉庫等

｢虚業の継続｣

地権者の意向と土

地利用計画の合致

地権者の

土地利用

意向を換

地に反映

(3)申出調査の実施

この調査は単なる現状の意向確認でなく､将来

の各自の土地利用計画の決心を促し､特別な用地

への換地意思の有無を確定させる性格をもたせ

た｡申出調査の実施のために土地評価は評価月に

諮り､申出対象者､申出規模､調査方法について

は審議会に諮り実施した｡

このため､土地利用計画の説明､街づくりの趣

旨と地権者が果たすべき役割について地権者全員

に説明資料を送付し､地元での説明会を行い､個

別応対窓口を3か月間設けて申出調査の内容等に

ついての説明を行った｡

特別な用地への申出は､期限を定めて申出筆を

特定しないで､各地権者の希望する特別な用地の

類型毎に登記簿面積で申出することとした｡

(4)申出換地のフレーム

区 分 換地両桃(ha) 従前地想定両税(ha) 想定減少率(% )

センター用也 タウンセンター 16.9 56.6 65-75

駅前センター 7.2 18.3 55--65

近l弊センター 3.7 6.9 40-50

了汁 27.8 81.8 -

アパートマンション等用地 沿道利用 - 35---45

エ坊等用地 特定せず - 35
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(5)特別な用地への申出結果

申出の受付数は､第-地区341名(110ha)､第二

地区545名(140ha)であった｡

区 分 申出面q((ha) 申出件数 想定換地両(ha)

センタI用也 タウンセンター 74.3 495 20.3

駅前センター 44.4 401 17.1

近隣センター 13.0 155 5.7

計 131.7 1.051 43.1

ア/トトマンション等用地 68.2 463 47.I

工場等用地 ll.7 118 9.3

集合農薬用地 35.7 128 28.7

合 計 247.3 1.760 128.2

(申出者を区分別に塊計)

(6)グループ討議

換地を確定するため､各用地区分毎にグループ

討議を行った｡

討議は､量的調整や位置決めと併せ､用地毎の

将来のまちづくりについても､議論に取り入れな

がら進められた｡

(a)センター用地

センター用地のグループ討議は､申出調査

結果から量的調整と位置調整を行った｡

センター用地については､民有地枠を超え

る申出があり､申出辞退者の対応を行ったが､

辞退者が少なかったため､量的調整は当初設

定した公団枠と民有地枠との変更により､民

有地枠の拡大を行うこととした｡この民有地

枠の拡大による状況の変化により､申出辞退

の対応を行い､申出総量を確定して､民有地

枠の申出位置と面積を確定した｡

位置調整の方法は､グループ討議で議論と

なり､調整要素としてセンター建設への意欲

(建設時期等)､従前地の位置関係から優先順位

を設定し調整を行った｡



面積調整は当初計画で最′ト敷地規模を100が

と定めていたが辞退者が少ないため75m2に変更

するとともに､公団換地予定地を民有換地に

変更することによって､申出地権者の意向を

満たすよう調整を行った｡

(b)アパー ト マンション等用地

アパー ト･マンション等用地は､申出路線

轟にグループ討議を行い､できるだけ原位置

付近に換地を行うことで確認された｡

(C)E場 ･倉庫 ･資材置場等用地

準工業地域の設定箇所及び業種毎 (倉庫､

精密 ･金属加工､自動車 ･建築､化学工業､

未定)の集約について調整を行った｡

なお､第一地区では､工場等を操業してい

る者で､工場等用地に申出しない地権者もい

たため､用途の純化を図る目的で､第2次申

出調査を実施し､事業継続予定者 (約30人)を

準工業地域に集約した｡

(d)集合農業用地

集合農業用地は､地域(町別)毎に原位置付近

に集約することを確認し､町別に集約箇所に

ついて調整を行った｡その後､農業対策委員

会で集合農地のあり方を検討し､後に集合農

業用地では集合農地利用協定が締結された｡

(7)申出調整結果

区 分 開腹後の換地而桝(ha) 件 数

センター用也 タウンセンター 19.3 476

駅一打センター 15.7 383

近隣センタ- 5.4 147

計 40A 1.006

アパートマンション等用地 47.1 463

エ助等用地 12.9 142

鵜合良薬用地 28.7 】28

(申出者を区分別に躯計)

(8)申出換地のフロー

審議会への説明 (昭和50年12月)

｢特別な用地｣-の申出調査を行う旨の通知

申出に関する説明会 (将来の土地利用､まち
づくりの趣旨､地権者の役割)

｢特別な用地｣-の申出受付

申出者の

グループ討議

凸
センター用地-申出オーバー

ゾーンの調整
アパー ト･
マンション等用地一一換地配分の

方法調整
工場等用地､

集合農業用地-位置の調整

O

申出換地の決定

申出換地及び一般換地について換地設計を行い

審議会へ仮換地原案の碇示

なお､申出調整が終了し､仮換地の供覧を実施

し各用地の換地は確定したが､社会環境の変化に

対応するためタウンセンター､北山田駅前センタ

ー､茅ヶ崎近隣センターについて計画変更が生じ､

確定した換地を変更することとなった｡
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4.小規模宅地

[∃事業認可時の小規模宅地の状況

節一地区 第二地区 計

165m.以下 1.031人 484人 1.515人
35% 18% 27%

166-400m' 778人 616人 i.394人
27% 23% 25%

計 1.809人 1.100人 2,909人
62% 41% 52%

匡]小規模宅地に対する減歩緩和措置等

(1)減歩横和措置

事業認可時点における同一人の所有地で基準地

積の合計が165㌦未満については減歩を行なわな

いものとし､165m2を超え400㌦未満の宅地につい

ては減歩を凄和することとした｡

(2)横浜市の行政施策による措置

市からの要請に基づき､事業認可時点における

同一人の所有地で基準地積の合計が､165m2-400
㌦までの宅地については､本人の申し出により､

260m2を限度として基準地積と同橋換地とするこ

ととし､換地設計に盛り込むこととした｡

この措置による増地積相当分は､市所有の換地

地積を減じ清算金で処理した｡

減歩捷ft)の強歩串

185 260
基斗地稚

400Jd

B]小規模宅地用街区の設定

平均的な街区は､100mx44mとし､標準宅地規

模は､間口12mで奥行きが22mの狐)m2としていた｡

しかしながら､小規模宅地の換地対応のために

は､その宅地規模に見合った街区形状が必要とな

ったため計画変更して､小規模宅地用街区の設定

を行った｡

また､この街区は先行造成地の一部となった｡

@]買増合併換地

事業に支障がなく､換地設計上の条件が整い､地

権者からの要望をうけて､地権者の土地取得を条件

として買増合併換地として対応を行った｡

なお､土地の取得は農家等の協力を得て､買増の

ための従前地の取得前に､公団と換地設計上の調整

をした上で行った｡

(1)買増合併換地の経緯

①第一次 昭和51年 5月31日まで (特別用地の

申出面積確保のため)

②第二次 昭和52年3月31日まで (換地設計の

調整可能日まで)

③第三次 換地後の既存不適格建築物の救済

のため

④第四次 事業に支障のない範囲で買増合併

換地措置を行うことは､宅地規模の拡大と

なり､住環境の改善につながることか ら､

あらかじめ小規模宅地用街区に公団換地を

調整用地として設けて､工事の進捗に影響

のない範囲で地権者からの要望をうけて買

増合併換地を行った｡

(2)第四次男増合併換地のしくみ

A街区 JtJl合併換地前 JrJY合併換地後
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(3)買増合併換地の対応者数

節-地区 第二地区 計

氏存不敗格IT相 101人 23人 124人

第lJq次r:増 670 150 820

匡】小規模宅地者が所有する私道の措置

私道の取扱いは､法第95粂6項の瀧定に基づき換

地設計基準で原則として換地を定めないこととした

が､′ト規模宅地については宅地規模の適正化を図る

ことから､換地を定めることができることとした｡

なお､私道を換地し換地地積が200ばを超える分

は､私道を不交付として扱い､清算金により処理を

行ったが､私道のみを所有している場合には換地は

不交付とした｡

私道で換地を定めないものについては､法第95粂

7項の規定により審議会の同意を得て換地不交付と

した｡

匡】小規模宅地の対応者数

種 別 節一地区 第二地区 計

減歩l親和措肥 1.130人 780人 1,910人

行政施常 302 250 552

rl増合併換地 771 173 944

(対応者を種別毎に集計し､共有者については1人として集計)

5.存 置

[□存置の経緯

当地区の計画は､建物移転をできるだけ避けるこ

ととし､事業計画の説明会等においても､そのよう

に説明してきた｡

その後､地権者から建物の移転の有無の問い合わ

せへの対応及び工事施工計画､換地設計等での建物

の扱いについて､公団としての方針を出す必要が生

じた｡

- ｢存置｣名称の経緯一

従来は建物移転を避ける区域のことを ｢現況保

存区域｣とし､その区域で従前と利用形態が変わ

らず､移転を要しない建物のことを ｢現況保存建

物｣と表現していたが､昭和51年3月の第-地区

第13回審議会において､現況保存という言葉は文

化財を保存するという意味に解釈でき､唆昧であ

る等の委員意見があり､それ以降は ｢存置｣とい

う名称に統一した｡

匡】存置建物の決定

存置 ･移転の判断は､1/孤)の街区確定 ･現況計

画 ･調整土地計画重囲及び造成計画図により行っ

た｡

既存建物について｢存置建物｣､｢条件付存置建物｣､

｢移転建物｣に区分し､昭和51年10月審議会に諮り､

同年11月移転の安否について地権者に通知した｡

(1)存置建物の判断基準

①土地利用計画で､公共施設用地及び公益施

設用地等に該当しない｡

②造成計画上､盛土 ･切土に無理がなく､排

水等に支障がない｡

③土地利用上､宅地の使い勝手が従前に比べ

著しく悪くならない｡

(2)条件付存置建物

当初計画では移転建物であるが､計画を詳細に

検討することによって､存置として扱える建物を
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｢条件付存置建物｣とし､その後､計画変更を行

った結果､存置及び移転に整理した｡

匡】通知対象戸数

存濫建物 条件付有償建物 移転建物 計

節-地区 720戸 66戸 9】4戸 】.700戸

(755) (o) (945)

第二地区 259戸 55戸 401p- 715戸

(309) (o) (406)

計 979戸 121戸 1.3】5戸 2.415戸

()は条件付存置建物を整理した結果の戸数

@]存置の精査

(1)存置の精査

工事施工実施にあたり､さらに作業精度を高め

るため､存置範囲の詳細測量(1/250)を行い､道

路計画と造成計画の重ね図 (存置精査図)m 成

し､存置建物 1件毎に精査を行った｡

その内容を､審議会及び同小委員会に諮り存

置 ･移転を説明し､第二地区は公団の原案 (30戸

移転)で確定した｡第-地区では公団の原案を基

に個別に議論をすることとなり､小委員会を設置

し昭和57年から2年半に及ぶ議論を経て決定し

た｡この間､宅地会は2回にわたり存置関連の要

望を提出した｡その後議論を重ね､存置 ･移転の

方向づけがなされ､移転戸数9)戸で収束した｡

(2)存置問題の収束

第一地区では､昭和60年2月の審議会で9)戸の

移転で収束したが､その結論に不満を持った地権

者を中心に ｢宅地会｣は存置問題を改めてとりあ

げ､道路計画､造成計画､移転等に対する要望が

出され､長期にわたる交渉が行われることとなっ

た｡

①昭和61年8月 宅地会は存置問題について

強硬姿勢を打ち出した｡

② 9月 横浜市に陳情
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顧問団(市､県議)に要請

③ 11月 国会議月に陳情

① 12月 県知事及び公団本社に陳情

⑤昭和62年2月 国会議員に陳情

その後､道路計画変更､造成再検討､移転要望

への対応に納得できない9箇所の地権者と､原案

で何度も応対を繰り返した結果､要望はほI封肖沈

した｡

B]存置の整備

(1)第-地区の存置整備

東山田地区を中心とした区域の240戸の存置整

備工事は､3工区 (第Ⅰ期～第Ⅲ期)に分けて､

平成3年度から本格的な工事に着手した｡以前の

存置整備地区では､各部 (工事､補償､区画整理)

の担当者間で処理してきていたが､居住したまま

基盤整備を進めるために生じる地権者の多種多様

な個別要望の調整に､多大な時間を要していた｡

そのため､工事 ･補償 ･事業部で存置プロジェク

トを設置して実施体制を整えるとともに､新たに

1/100の現況詳細測量による詳細設計を行い､そ

の結果､新たに5戸の移転が生じた｡その設計に

基づいて地元地権者に整備内容を説明した｡

組織の設置とともに､現地に仮設事務所を設け､

説明会や個別応対の会場として活用した｡

地権者から､病人や受験生への振軌及び騒音対

策 ･工事中の進入路の確保や仮設駐車場の設置 ･

階段の付け替え ･宅地内に汚水､雨水桝が設置で

きない ･家屋への損傷 ･逆法になるための排水不

良等の要望が多く出された｡これに対する対応は､

詳細設計を各個人毎に作成し､経緯をまとめてあ

ったため､局に持ち帰ることなくその場でほとん

ど説明することができた｡

当存置整備は平成4年5月から順次完了し､平

成5年9月に全ての存置整備を終え､完了した工

区から仮換地指定を行った｡

(2)第二地区の存置整備

いままでの存置整備地区 (新吉田､大絡､荏臥



川和､佐江戸)では､各部 (工事､補償､区画整

理)の各担当者間で処理してきていたが地権者の

多種多様な個別要望の調整に多大な時間を要して

いた｡平成4年度からの茅ヶ崎地区を中心とした

区域の存置整備工事では､第-地区と同様､工事､

補償､事業の各部で存置プロジェクトを設置し､

実施体制を整え進めることとした｡

説明会や個別応対の中で地権者から出された要

望等の概要は､仮設鮭車場及び駐輪場の設置 ･洗

車のための水道の設置 ･スケジュール遅延の原

因 ･仮歩道の有効幅員の確保 ･砂攻解消のため芝

を植えてほしい等､が多く出された｡

要望への対応は､プロジェクトができていたた

め､各部との調整に時間を要することなく､スム

ーズに対応でき､平成7年2月に存置整備を終え

仮換地指定を行った｡
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(2)意見書の内容

6.仮換地の供覧

法的手続きとしての仮換地の指定に先立ち､換地

設計の種々の措置について､個々の地権者に仮換地

の位置､地積､形状や清算の有無を説明し､地権者

の理解と協力を得て事業の推進を図るため､仮換地

の供覧を実施した｡

口実施内容等

(∋地権者に仮換地の内容等を明示した ｢仮換地の

お知らせ｣を送付し､併せて個別説明の日時

を通知した｡

②個別説明に先立ってスライド (約20分)により

港北地区の土地評価及び換地設計の概要につ

いて説明し､その後､個別に仮換地について

説明を行った｡

(》実施時期

昭和52年10月31日～12月17日 第二地区

昭和53年2月20日～4月28日 第一地区

E]供覧内容等

(1供覧対象者数等

地 区 供覧対象者敬 応対者数 応対準 意見皆等数

第一地区 3.398人 2.359̂ 70% 904通

第二地区 3.074 2,169 70 361

計 6.472 LI.528 70 1.265

項 目 節-地区 第二地区

秩也に関する事項 位 i 369 210

換地形状 】22 75

造 成 57 85

地郡.減歩率 179 68

酒 井 257 32

買増希望 201 8

換地設計基準 127 92

評 価 210 8

早期建築希望 52 7

計 1,574(45%) 585(74%)

その他 工事 .榔例 .計画等 1,926(55%) 206(26%)

※ 一過に複数の意見があるため累計表示

(3)意見書への対応

(a)意見書への対応方針

意見書については､事業計画､土地評価基

準､換地設計基準等を基本に判断し､六段階

の対応方法を定めた｡

(対応区分)

A.意見に対応すべきもの

B.対応することが好ましいと判断される

もの

C.現段階では判断困難なもの

(再度､内容について意見を聞くもの)

D.対応すべきではないと判断されるもの

U.Dであるが､対応することもあり得るもの

E.仮換地に関連のないもの等
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意見書対応区分表

対応区分 節-地区 第二地区

A 3通 (0.3%) 14通 (3,9%)

B 111通 (12.2%) 45通 (12A%)

C 95通 (10.5%) 54通 (15.0%)

D 474通 (52.5%) 144通 (39.9%)

D■ 115通 (12.8%) 91通 (25.2%)

E 106通 (ll.7%) 13通 (3.6%)

(b)意見書の審議

意見書の対応は､両地区とも小委貞会を設けて

審議を行った｡

①第-地区の審議

第-小委員会 (一般宅地)､第二′ト委員会

(′ト規模宅地)及び準工小委員会を設置し､意

見書への対応審議を行った｡

小委員会では対応方法の区分の審議を行い､

特に第二小委員会においては換地変更等の対

応内容は新たに町別小委員会及び地区外 (更

地)小委員会を設けて審議を行い､審議内容

を審議会に報告した｡

第二小委員会の委員はサラリーマンが多く

たび重なる開催となったために会議時間は夜

7時～10時とすることが多かった｡

(イ)審議会 (14回)

(ロ)節-小委員会(14回):一般宅地の意見書

の取扱い及び換地変更について審議

(ハ)第二小委員会(8回):小規模宅地の意見

書の取扱い及び換地変更について審議

･町別小委員会(54回):さらに審議を深めるた

め､中川､牛久保､北山臥 南山田､東山

田の各町毎に行い､主に先行造成地での換

地変更等について審議

･地区外′ト委員会(14回):更地の権利者で早期

建築を希望している意見書の取扱い及び換
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地変更等について審議

･準工小委員会(14回):準工業地域の換地予定

者の意見書の取扱い及び換地変更等につい

て審議

②第二地区の審議

第二地区では､地域別に第一 (荏田)､第二

(茅ヶ崎)､第三 (新田)､第四 (都田)の小委

員会を設けて､各小委員会で意見書の審議を

2回づつ行い､公団の処理方針案で概ね了承

が得られた｡

(C)意見書提出者への対応 (再供覧)

第一地区では､昭和お年9月第40回審議会で

意見書等の概要及び取扱いについて説明を行

い､

(イ)事前に調整が必要なもの

(ロ)先行造成地より提出されたもの (買増希

望)

(ハ)内容が不明確で趣旨のわからないもの

については先行して再供覧を行った｡そ

の後､採否の決定している意見書碇出者

について個別に昭和55年11月まで再供覧

を行った｡

第二地区では､昭和53年4月第35回審議会で

意見書等の概要及び取扱いについて説明のう

え､意見書提出者について個別に昭和541110月

まで再供覧を行った｡



7.換地の画地割･造成計画等の調整

良好な住宅地を計画的に造成し､適正な宅地規模

とするための換地の画地割と造成計画の内容を地権

者へ通知し､地権者の宅地利用計画の意向を踏まえ

て画地割､造成計画及び宅地排水桝の設置位置の調

整を行ったO

[∃換地の画地割

当初計画では一般住宅用地の宅地規模を200-260

m2としたが､その後の地佃高騰等により､最低宅地

規模を200m2(約00坪)とした｡

仮換地が400㌦を超える場合は､地権者の宅地利

用の意向に沿って適正な規模の宅地とするため､換

地分割を行った｡

換地の画地割前

(DA1! ②B二世

換地の蘭地割後 ▼

(DA確 @A# ③ ①B■托

一部 一部 A雅一部

また､アパー ト･マンション等用地は､260m2

(約80坪)を最低宅地規模とした｡

[∃造成計画等

(1)宅地の造成計画

画地確定図を基に､工事部で宅地の計画高､法

面の処理方法､宅地への出入口及び宅地排水桝の

位置に関する1/500の平面図(お知らせ囲)を街

区毎に作成した｡

(2)宅地排水桝 (雨水 ･汚水)の位置

宅地排水桝の位置は､原則として道路との高低

差の少ない箇所に設置することとしたが､最終的

には地権者の意向を踏まえて位置を決定した｡

且地権者との調整

地権者に､案内文及び造成計画図 (各地権者の換

地位置 ･換地分割案と造成計画を明記)と返信用の

葉書を同封して通知した｡

通知文には､意見 ･要望を聞く期間 (二週間)と､

期日までに返信葉書､連絡等がない地権者は送付し

た造成計画図を了永したものとして取り扱う旨を記

載した｡なお､連絡等がない地権者に対しては念の

ため電話連絡等により確認を行った｡

(1地権者からの要望､調整

宅地の画地割等の要望は､隣接する地権者の造

成に影響のない範囲内で調整し､造成 ･工事等に

かかわる要望は､工事担当と区画整理担当で検討

した後､隣接する地権者との調整を含め､応じら

れる範囲内で対応した｡

また､調整がまとまった段階で､区画整理担当

から工事担当に連絡し､造成計画図を修正のうえ､

変更が生じた地権者に対して決定図を送付した｡

(2)地権者からの念書

①右横擁壁の不要念書

道路 ･宅地との高低差が 1mを超える場合､

宅地造成等規制法に基づく横浜市との協議に

より､石橋擁壁等で整備することとなってい

るが､地権者が将来の土地利用を考えて､石

橋不要の要望があった場合は､横浜市長宛に

右横擁壁不要念書の提出を得て､公団は擁壁

を施工せず､土羽仕上げとした｡

②同一利用の念書

隣接する異なる地権者 (親子､夫婦等)が､

将来それぞれの宅地を一体として利用したい

旨の要望があった場合は､公団宛に ｢同一利

用｣をする旨の念書の提出を得て､公団は宅

地を同一の高さに造成するとともに､宅地排

水桝の設置を-箇所のみ施工することとした｡

(3)供給管引込工事

造成工事に併せて道路に水道 ･ガス供給管が布

設されるが､本管の埋設工事と同時に引込み管工

事を行えば､再掘削等費用と道路舗装の復旧工事

の負担軽減となるので､宅地への引込管工事につ
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いては､施設設置者から地権者に連絡し､地権者

の負担により行った｡

8.換地の変更等

D]早期建築希望者への対応

事業認可前から事業を円滑に進めるために､建築

を控えて頂くようお願いをしており､それに協力し

た地権者からは､事業認可後に早期建築希望がださ

れ､その後､事業延伸 (昭55ES昭62¢昭66⇒平7

年度)の都度､早期建築希望が出され対応した｡

(1)建築手控え者への対応

認可前の建築手控え者への対応として昭和51年

7月に実施した､地区外地権者の住宅等意向調査

で､早期に使用できる換地を希望した者は､両地

区で約600名にもおよび､仮換地原案に反映する

こととした｡

また､早期建築希望の対策の一つとして､他地

区の公団所有地との交換により､42件の早期建築

希望者に対応した｡

一方､仮換地供覧における意見で早期建築希望

として換地変更を希望した者は約00名おり､換地

変更により対応した｡

(a洗行造成地の設定

地区内には､約240戸の建物があり､そのう

ち約1350戸が移転となるが､宅地会を中心に直

接移転の要望が出され､できるだけ直接移転

が行えるよう､早期に造成可能な箇所を先行

造成地として設定し､直接移転者とともに早

期建築希望者にも対応した｡

(bW6粂協議会

①76粂協議会の目的等

建築手控え者等の建築行為 (先行造成地で仮検

査対応で行う建築)が､特別な事情があるか否か

協議することを目的に昭寿旺弊9月に設置した｡

協議会では早期建築希望者等が早期建築を

行うために､先行造成地への換地変更を行う

妥当性について協議を行い､具体の換地につ

いては､審議会に諮り公団が定めた｡

②協議事項

･事業により農業等の継続ができなくなり､

生活再建対策として行おうとする建築行

為や分家のために行う建築行為

･ 事業計画認可時に既に建築ができる宅地

を有している者が行おうとする建築行為

･存置で老朽化による建て替えが必要とな

った建築行為

③協議期間

昭和54年12月に第-回が開催され､昭和58年

まで計14回､延べ245件について協議が行われ

た｡なお､58年以後は､順次供用開始が行われ

たことから､各地区の審議会で協議すること

となり､昭和餌年1月に76粂協議会は解散した｡

①構成メンバー

4地区会長､生活対策委員長､審議会会長

及び会長代理､市港北ニュータウン建設部長

及び公団港北開発局事業部長で構成した｡

(2)事業延伸に伴う早期建築希望者への対応

(a)事業延伸に伴う早期建築希望者のための仮

換地変更

延伸された3回の事業枕成スケジュールの

うち2回については､住宅建築計画上支障が

生じる地権者に､早期に建築可能な場所への

換地変更等を行うために､対象となる地権者

の意向調査を行うとともに､計画建設用地の

一部を変更し､第-地区o.8ha､第二地区3.1ha

の早期建築用街区を設定し､早期建築希望者

に対応した｡

(b)換地変更対応者数

換地変更希望者 換地変 虫者

節 昭和62-66 153人 59人

義区 Lfl'3和66-平成7 60 22
計 213 81

節 昭和62--66 96 49

兎区 ll獅Ll66-平成7 32 21計 128 70

(共有者は1人として躯計)
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(C)工事の遅延に伴う換地変更

地権者に周知した供用開始計画に基づき､

工事完了した区域の仮換地指定を実施したが､

工事遅延箇所については関係地権者にお知ら

せし､種々の事情からどうしても早期建築希

望を申出した若干名については､換地変更を

行った｡

且土地利用計画の変更に伴 う換地変更

(1)鉄道3号線の高架化に伴う換地変更

横浜市から昭和59年1月､3号線の構造を一部高

架にする変更案が出された｡その内容は､高架化

に伴い一般換地として決定していた部分及び公共

用地が一部鉄道用地となる変更であり､用途地域

の変更を含み､大幅な換地変更を伴うこととなっ

た｡

また､一部高架化となる鉄道計画の変更は､土

地評価基準の変更が必要となり､評価月及び審議

会に諮り､関係地権者と調整し換地変更を行ったo

(a)換地変更について

(D第-地区では､2箇所で鉄道計画の変更によ

って道路及び造成計画が変更になり､確定し

ている換地に変更が生じたので､換地変更を

行った｡また､ 1箇所では道路及び造成計画

の変更により､存置から移転となった｡

第二地区換地調整位置図

(参第二地区では鉄道計画の一部高架化及び高

架化に伴う用途地域の変更により影響を受

けた換地について､換地変更を行った｡

･新たにトンネル上となった仮換地及び街区

変更等により位置､形状が著しく変化する

仮換地は､変更前の換地位置を尊重し､仮

換地を変更した｡

･鉄道の高架化に伴い､用途地域が第一種住

居専用地域から住居地域に変更されるため､

建築物等の用途制限及び土地の利用制限を

講ずる措置として､地区計画制度の導入を

前提とし､換地設計の変更を行った｡

地区計画には､｢地区計画の案策定時におけ

る土地所有者等利害関係者の意見聴取の義務

付け｣があるため､換地設計の内容について

は､地権者の意向を十分反映させる必要があ

った｡特に､鉄道に隣接する仮換地について

は､騒音､振動､景観等の環境の変化及び用

途制限の破和について各地権者に周知し､地

権者の意向を踏まえて仮換地の位置の変更を

行った｡

(b)換地変更の地権者数

地 梯 有 数

節一地 区 15人

那二地 区 128

(共有者は1人として集計)
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(2日､･中学校の変更に伴う換地変更

昭和59年4月に提案した土地利用計画の見直し

は､｢施設誘致のための集合住宅用地の一部転換

および民間活力導入｣､｢学校設置計画及び集合運

動場設置の見直し｣であったが､その中でも小学

校 5校､中学校 1校の廃止及び位置変更は土地評

価上大きな影響が生じたため､換地変更が必要と

なった｡そのため審議会に変更内容の説明を行い､

昭和63年6月に変更対象地権者に変更内容の通知

を行い､供覧を行った｡

変更の内容は､小 ･中学校用地の廃止及び位置

変更に伴う路線価指数の変更 (最大31個減)によ

るもので､個々の仮換地の変更量は小さいものの

対象となる範囲は小 ･中学校施設の影響距離の

300m周囲に及ぶため､変更画地は地区全体の約

10%となった｡

(a)換地変更について

①供用開始年度が早い箇所で換地調整が不可能

な換地は､現仮換地について清算処理で対

応した｡

J

②公団換地で換地調整ができる場合は､換地

変更で対応した｡

小 ･中学校の廃止による指数等への影響

個

::-i I:

小 ･中学校用地の廃止に伴う標準画地の最大影響は

･変更指数で200m2×31個/m2=6.200個

･暗算担当両横で6,200佃÷2,600個/〟≒2.4m2

･3-45･



(b)換地変更の数

地権者数 画地数

節 .地区 680人 1.070

第二地区 760 I.580

計 I,Ll40 2.650

(共有者は1人として集計)

＼
｢ヽ

(3)センターの計画変更に伴う換地変更

(a)タウンセンター計画の変更

車社会への対応や大規模核的複合施設への

的確な対応を図るため､計画変更を行った｡

①換地変更について

計画変更により街区設計が変更されるとと

もに､大規模横的複合施設の立地を目的に共

同化義務街区が設定されたため､まずタウン

センターに換地を予定している者のみを対象

に､共同化義務街区への申出調査を実施し､

換地変更を行った｡次に共同化義務街区以外

については､現換地位置を考慮して換地変更

を行った｡
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【共同化義務街区】

第-地区では申出面積 (13,870m2) が共同化

義務街区面積 (18,CKX)m2) を下回り､再度追加

申出 (1,100m2)と調整を行ったが予定面積に

至らず､不足分を公団換地とした｡

第二地区では申出面積 (29200m2) が共同化

義務街区面積 (14,900m2) を上回ったため､調

整を行った｡

なお､共同化義務街区の土地評価について

は､共同利用することが前提の街区であるこ

とから､街区評価による同一指数で換地設計

を行った｡

【共同化義務街区以外】

両地区とも共同化義務街区以外の換地につ

いては､現換地位置を考慮して換地変更を行

った｡

また､他の換地に影響のない範囲で､本人

の申出により換地の統合を行った｡

②経緯

･昭和63年12月

タウンセンター計画修正案を審議会に説明

･平成元年4月

タウンセンター地権者総会において新土

地利用計画案の了承

･平成元年8月～10月

共同化義務街区の申出調査

･平成元年11月～2年 1月

共同化義務街区の申出調整

･平成2年1月

共同化義務街区の評価を審議会に説明

･平成2年2月

タウンセンター一般街区の換地設計方針

を審議会に説明

･平成2年3月～4年

タウンセンターの仮換地供覧

(共同化義務街区に関する換地同意書)



③換地変更数豊

変更前 変更後

地権者数 那 一地区 190人 190人
郡二地区 252 245

宅地而研 民有地 那一地区 7.61ta 7.6ーta

節二地区 ll.5 ll.4

公 EH 節一地区 5.2 5.1
節二地区 8.8 8.9

保御地 節一地区 2.7 3.7
那_二地区 3.7 3.7

公共用地 節 一地区 12.2 12.2

(共有者は1人として典計)

①換地設計図

両地区タウンセンター地区設計図

第-地区変更前仮換地図 (一部)
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第二地区変更前仮換地図 (一部)

第二地区変更後
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(b)北山田駅前センターの換地変更

高速鉄道 6号線の廃止に伴う計 画 の 見 直 し

とともに､車社会へ対応したセ ン ター づ くり

を図るため､計画変更を行った｡

①換地変更について

換地についてはできるだけ現換地位置を考

慮して定め､意向調査での要望 (共同利用及

び換地統合)を可能な限りとり入れて対処し

た｡

･仮換地の間口は､変更前と比較して狭小に

ならないよう配慮した｡

･計画変更に伴い完成時期が遅くなることか

ら､早期建築希望者はセンターからの撤退

を認めることとし､変更先は一般換地とし

た｡

②経緯

･平成3年5月

北山田駅前センターの計画変更等について

審議会に説明

･平成3年6月～10月

関係機関との調整を行い､計画見直しの基

本的な考え方､スケジュールを説明し､基

本修正構想を地権者会議で発表

･平成3年11月～12月

見直し計画､共同利用及び具体的な土地利用



について意向調査を実施

･平成4年2月

ブロック代表者を選出し､換地設計方針の

説明と意向調査結果の報告を行い､3月に

地権者に説明

･平成4年3月

北山田駅前センターの計画修正案を審議会

に説明

･平成4年7月～8月

仮換地供覧を実施

③換地変更数量

変更前 変更後

地権者数 66 人 64 人

宅地両税 民有地 3.1 ha 3.O ha公 団 0.7 0.6

保留地 0.6 0.6

(共有者は1人として典計)

①換地設計図

変礎

荏 ;I-書写:: --: == -- ~ ~ ~ I
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(C)茅ヶ崎近隣センターの換地変更

茅ヶ崎近隣センターは､鉄道の高架化に伴

い南北に分断され､計画変更する結果となり､

ロー ドサイド型センターとしての立地条件に

恵まれていることから､地権者と調整し計画

変更を行った｡

①換地変更について

現換地位置を基本に変更することとしたが､

共同利用ゾーンを-箇所設置し､希望者はで

きるだけ隣接換地し､変更することとした｡

･小規模の仮換地の間口は､変更前と比較し

て狭小にならないよう配慮した｡

･計画変更に伴い完成時期が遅くなることか

ら､早期建築希望者はセンターからの撤

退を認めることとし変更先は一般換地と

した｡

⑦経緯

･平成2年10月

茅ヶ崎近隣センターの計画修正について

審議会に説明

･平成2年12月

見直し計画を確定するため､関係地権者

に計画修正案について､合意形成を図る

ための意向調査を実施する旨説明

･平成3年4月～5月

見直し計画､共同利用及び具体的な土地

利用について意向調査を実施

･平成3年7月

計画修正案及び仮換地変更方針について

合意が得られた｡

･平成3年9月～4年3月

撤退希望者の仮換地変更について審議

し､地権者と調整のうえ変更

･平成4年4月～5月

仮換地供覧を実施



③換地変更数量

変更前 変更後

地検者数 61人 52人

宅地両税 民有地 2.61ta 2.8ha公 用 0.8 0.5

保留地 0.4 0.4

(共有者は 1人として集計)

④換地設計図

変更前
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B]地権者の要望による換地変更

(1)仮換地分割願 (従前地分割願)

仮換地の供覧後 (昭和53年頃)から､相続､売

買等による分割願を地権者から受けていたが､換

地の使用収益が開始されていくにしたがって､売

買や土地利用､建築融資等による分割願を受け､

約1,㈱ 件の仮換地分割を行った｡

仮換地分割にあたっては､公団が造成を行う場

合の最低敷地規模は第-種住居専用地域で200m2

･3-49･

とし､横浜市の街づくり指導では180m2を下回ら

ないよう指導を行っていた｡その後､平成8年5月

から第-種低層住宅専用地域及び第二種低層住宅

地域では､市条例により分割して165m2以下にな

る敷地では建築できないこととなったため､将来､

換地において問題が生じないよう最′ト敷地面積を

下回らない分割等を行った｡

また､従前地分割にあたっては､基準地積を定

める場合は元番に純延び分を集約するが､地権者

から基準地積配分の要望を受けた場合は､基準地

積の変更を行った｡

(2)仮換地変更願

仮換地変更願は､仮換地の確定後に仮換地の形状

または地権者間の協議によるもので､約650件の変

更の要望を受け､仮換地の変更を行った｡

9.電算の活用

D]概 要

電子計算機の主な機能は､計算機能､データベー

ス機能､印刷機能等であるが､特徴としては大量の

記憶容量を持ち､定型化された複雑な計算や処理を

繰り返し高速かつ正確に行い､その結果を印刷でき

ることである｡

複雑で大量のデータを持つ当地区では当初から電

算機の有効利用を図り､事業進捗に伴う業務の多様

化 ･処理量の増加､加えて電算機 ･ソフトウエア ･

周辺機器の進歩に合わせて､随時既存システムの改

善及び新規システムの開発を行った｡

且主なシステムについて

現在可動している主なシステムは以下のとおりで

ある｡

(1)認可時

①システム名 :認可時権利調査システム

主な出力調書 :土地原簿､名寄せ待

･このシステムは多くのシステムの基礎と

なるものである｡



(2)換地設計時

(仮換地の供覧まで)

(Dシステム名 :基準地積計算システム

主な出力調書 :基準地積計算書､土地原

簿､名寄せ簿

②システム名 :整理前土地評価計算システム

主な出力調書 :位置価計算書､各筆評価

計算書

(卦システム名 :整理後路線価計算システム

主な出力調書 :路線価計算書､街区評価

計算書､比例率･増進率計

算書

①システム名 :整理前権利変動システム

主な出力調書 :住所録､土地原簿､名寄

せ簿､変動調書､メール

シール

⑤システム名 :換地割り込み計算処理システム

主な出力調書 :換地割り込み計算書､仮

換地調書

電算システム図

(仮換地の供覧以降)

①システム名 :整理後変動処理システム

主な出力調書 :換地割り込み計算書､

分割計算書仮換地調書

②システム名 :画地確定計算システム

主な出力調書 :画地確定図､画地確定

計算書

③システム名 :仮換地指定システム

主な出力調書 :仮換地調書､発送薄､

仮換地指定通知書､仮

換地指定台帳

･年度末等大量に指定する場合にのみ使用｡

(3)仮清算時

①システム名 :仮清算金台帳作成システム

主な出力調書 :仮清算金明細書､仮清

算金台帳

(4)換地計画時

(Dシステム名 :換地計画書作成システム

主な出力調書 :換地明細書､清算金明細書
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B]汎用機 とパソコンについて

昭和56年頃パ-ソナルコンピュータ (パソコン)

に16ビット (平成元年には32ビット)機種が登場し

たことにより､業務用途に十分耐えうるようになっ

た｡

当地区のシステムは当初汎用機 (大型電算機)用

に開発されたが､汎用機とデータを共有し､同等の

機能をパソコン上でも運用できるように既存システ

ムを改善し､大量処理を行う場合は汎用機､少量の

処理を行う場合や､汎用機の端末樵としてはパソコ

ンと使い分けることにより､電算機の機動力がさら

に増すこととなった｡

@]都市開発総合地図情報システム (UMIS)

UMISは地図情報を基に都市開発事業の円滑な

執行を図り､より効率的な事業運営を行うことを目

的として､昭和62年よりシステム開発及び改善が進

められた｡平成2年度より試行 (基礎データ投入も

含む)を行い､平成5年度より使用を開始した｡平

成6年度には､測蛍 ･換地 ･権利調査の各部門に担

当者を置き､月単位で最新のデータをUMISに供

給できる体制を整えたことにより､基本機能の各種

証明書発行に加えて､データベース機能を利用した

仮換地指定進捗図､公団取得地処分状況図等の作成

が可能となった｡
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第5節 仮換地指定等

1.仮換地指定

昭和54年4月に第一地区の北山田先行造成地への

最初の仮換地指定を実施した｡供用開始に伴うもの

としては､58年3月に第二地区において､第一期供

用開始として､荏田地区100llaのエリアについて仮

換地指定を実施したが､最初の大々的な仮換地指定

であるため､審議会資料は膨大であり､説明の方法

をどうするか､仮換地の現地引渡し方法等の打合せ

が繰り返された｡第-地区の第一期供用開始は62年

3月に行った｡

仮換地指定は､原則として工事完了後に､使用収

益を伴う仮換地指定を行った｡なお､保留地処分を

行う場合､必要となる未指定地筆に対し第99粂第2

項指定を一部行った｡

市との協議で使用収益を伴う仮換地指定を行う場

合は､宅地造成等規制法による一部完了検査済証

(仮検査済証含)の交付を必要とした｡

口仮換地指定の手順

仮換地指定にあたっては､審議会に諮問するため

仮換地指定調書を作成したが､地権者数及び筆数が

膨大なため､審議会に事前説明を行ったうえ諮問し､

答申を受け決定した｡

仮換地指定通知は､指定箇所の工事完了及び境界

杭の測設の確認後送付した｡また､地権者には事前

に宅地の造成内容を通知していたこともあり､地権

者と現地の確認作業は行わず､画地表示板を設置し､

地権者自身が確認できるように配慮した｡

指定通知とあわせ建築申請等､供給施設等の連絡､

仮換地の管理等についてのお知らせも行った｡

郵送方法は配達証明扱いとし､必ず受領の確認を

行った｡

匡]仮換地指定の種別

(1)供用開始

事業スケジュールに基づいて工事が完了し､
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①宅地については､宅盤が造成され､法面の

右横等が施工済で､宅地排水桝が設置され

ている区域

②道路については､供用開始区域内の区画道

路の整備が完了し､区域内または区域に接

する都市計画道路等の幹線道路は､少なく

とも車道の整備が完了し､区域外との交通

が可能である区域

③上水道 ･ガスについては供給が可能で､下

水道はその使用ができるよう整備が完了し

ている区域

は､手続きを経て使用収益を伴う仮換地指定を

行った｡

(2)先行造成地

先行造成地は､直接移転等の用地とするために､

下水道及びガス管が整備されていないが､宅地造

成の検査も仮検査で対応し､本人の要望により使

用収益を伴う仮換地指定を行った｡

また､地権者から農的利用を行う旨の要請を受

けて､仮使用であること､及び従前の土地使用料

は停止することを条件に､使用収益が伴わない仮

換地指定を行った｡

(3)生産緑地

平成4年の生産緑地制度の改正に伴い､当地区

では市の要請により生産緑地を指定するために､

仮換地指定が必要となったが､造成工事の未了等

で指定をしていない場合は､本人の申請により､

使用収益が伴わない仮換地指定を行った｡

(4)仮清算

仮清算の実施にあたっては､法第102条では仮

換地指定を行うことが前提条件となっているた

め､平成元年度に行った仮清算申出者の仮換地が

指定していない場合は､使用収益が伴わない仮換

地指定を行った｡

(5)施行者限り

昭和61年から ｢第三者に影轡を及ぼさずかつ換

地設計上支障のない仮換地変更については､審議

会の意見を求めることなく変更指定を行う｣こと



について審議会の同意を得､施行者限りによる仮

換地変更指定を実施した｡

(∋当事者間の協議 (民々交換)による変更

指定

②従前の土地の分筆及び合筆による変更指

定

③従前の土地の変更による変更指定

①換地の画地割の変更による変更指定

仮換地指定のフロー

｢供用開始スケジュール｣等に基づき

仮換地指定の準備 ･指定調書作成

審議会における審議 ･事前説明

指定箇所の工事完了確認

仮換地指定通知書の作成

仮換地指定通知書の発送 (配達証明)

B]仮換地指定の年度別実績

HLグラフ ･年正則使用収ま対地X托

折れJLグラフ.使用CuijIt*ヰ

第一地区

h
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昭和60年度まで

節一地区では先行造成地の指

定等で指定進捗率は7%､第二地

区では荏田地区の街開き等で指

定進捗率は27%となった｡

平成元年度まで

第-地区では中川地区の街開

き等で指定進捗率は23%､第二

地区では全域にわたる指定によ

り指定進捗準は61%となった｡

平成4年度まで

指定進捗率は第一地区が58%､

第二地区では81%となり､存艦

地区及びタウンセンター地区を

残すのみとなった｡
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2.住居表示の実施

[∃住居表示の実施の背景

通常､土地区画整理事業区域内の土地は､換地処

分時に町名地番等が整理され､それまでの住所は底

地地番で表示されている｡当地区では市街化による

人口増､建築物の増加等市街化が速く､土地の分合

筆､造成に伴い､従前の町界が不明確になる等､底

地地番による表示はわかりにくいものであることか

ら､事業の途中段階で､早期に住居表示を実施する

必要があった｡

(1)地区の特性

①多数の従前家屋

地区内には約2,400戸の家屋が存在し､その

うち約1,350戸が移転となるため､先行造成地

への移転については飛換地が生じる場合があ

り､底地番表示では郵便物が届かない等の問

題が生じた｡

②大規模造成

造成計画の基本方針として､既存の緑地を

極力残す計画としているが､それでも地区の

90%については造成工事を行ったoこのため､

底地番を使用するとしても､従前の町界や道

路や水路の位置はほとんど判明困難となった｡

(卦施行期間の長期化

第-回仮換地指定をl獅u弘年に実施し､これ

らの仮換地についての住所は､底地地番によ

り表示していたが､複雑に入り組んだ従前地

番による住所の表示は､施行期間が長期化し

供用開始のエリアが拡大するにしたがい､さ

らにわかりづらくなっていった｡

(2)底地地番表示によって生じた問題点

①数筆にまたがる換地

家屋が建築されるまでは､地番の表示が不

明確であった｡

②2区 (港北､緑)又は2町にまたがる換地

平成 6年度までは､どちらの区名､町名を

採用するか判断に飼ったO

③大きな底地地番に多数の換地

多数の換地の表示が同一地番となり､住所

を特定することが困難となった｡

これらの問題を解消し､住所を判明し易くするた

め種々の検討をした結果､早期に住居表示を実施す

ることとした｡

且住居表示の実施

昭和57年度末の第二地区第一期供用開始を前に､

町界 ･町名や住居表示等について検討するため昭和

56年6月推進協に ｢住居表示検討委員会｣が設置さ

れ､住居表示を昭和58年度に初めて実施し､その後

供用開始地域から､順次計画的に毎年度実施してい

くこととした｡

(1)住居表示実施に至る経緯

①昭和封年 :仮換地の住所表示の方法の検討及

び換地処分に必要な将来の町界町名地番整

理の研究を行った｡

②昭和55年 :昭和58*の集合住宅の第一次入居

をふまえ､これにふさわしい町の構成と町

名の検討を行った｡

③昭和先年 :市に港北ニュータウン住居表示調

査会が設置された｡

①昭和56年 :推進協に ｢住居表示検討委月会｣

が設置された｡

⑤昭和58年度 :57年度供用開始エリアで最初の

住居表示が実施された｡以後供用開始にあ

わせ実施され､平成7年度に住居表示は完

了した｡

(2)住居表示の実施されない箇所

第二地区の5箇所の区域については､住居表示が

施行されると町会及びコミュニティが分断される

等､地元の強い要望があり､旧町名のままとしてい

る｡
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(3)住居表示決定までの手続き

回 剛 率 矧 _ H柑 巨 ｢圧 Ll_-

地元 地元案 地元代表者 市案 30日間 議決 届出
調整 の作成 関連行政機関 決定

との審議

区域新旧対照図
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3.法第76条申請等

m76条申請

認可当初は､補償部門が窓口となり76条申請を受

付けていたが､昭和54年 7月に区画整理課が引継い

だ｡

また､建築行為等を行う場合に必要となる許可申

請の相談から手続きまでをスムーズに行うため､市

と協議して76条申請手引きを作成し､昭和62年より

申請者に配付した｡

76粂申請の件数は約1万件に及んだ｡

(1)県から市への移行

76粂申請の許可は､当初県知事の権限であった

が､｢市町村長への事務委任規則の一部を改正す

る規則｣により､昭和56年10月横浜市長に許可等

の事務が委任された｡

(2)横浜市との調整

昭和49年8月､全地権者に施行地区内で建築を

行う場合の制限等について周知し､その後､市の

関係部局と調整し､昭和56年12月に76粂申請処理

に関する取扱い要領を定めた｡

(3)権利者との調整 (街づくり指導)

良好な環境の街づくりを達成するために76条申

請に先立ち､街づくりの指導が別途必要な申請は

市の事前指導を受けるよう調整を行った｡

一街づくり指導の対象一

･特別な用地(センター､アパート･マンション

等用地､工場 ･倉庫等用地)での建築行為等

･一般住宅で専用住宅以外(長屋､共同住宅､

敷地の分割を伴う建築行為等､二世帯住宅

等)の建築行為等

･歩行者専用道路及び緑道に凍する場所での

建築行為等

(4)処理手続き

(aW6粂申請の方法

法による手続きでは､申請者が施行地区内

で建築行為等を行う場合､市長の許可を受け
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る必要があり､市長は施行者の意見を開き許

可を行うこととなっているが､事務処理期間

の短縮の方法を市と調整した結果､公団が76粂

申請を受付け､申請書に意見書を添え市に送

付し､横浜市長が申請者に対し許可すること

とした｡

(b)存置と先行造成地の取扱い

存置宅地の申請は､事業施行の障害になら

ないよう､敷地の状況､横道の状況､排水の

状況等について確認し､個別に調整した｡

先行造成地は､排水処理を確認し､暫定処

理の方法を申請者と調整した｡

(C)建築協定及び街づくり協定区域の取扱い

①建築協定

建築物の敷地､用途及び形態等に関する基

準を定め､土地利用にあった環境を維持し増

進することを目的に､7箇所の区域で建築協

定が締結された｡この区域内で建築を行う場

合は､事前に建築協定委員会と協議したこと

を確認し､76粂申請を受付けた｡

②街づくり協定等

センター地区には多 くの民有地があり､セ

ンターにふさわしい商環境を維持し調和のと

れた街づくりを実現する手段として､10箇所で

街づくり協定等を定めている｡

この区域内で建築を行う場合は､事前に街

づくり協定運営委員会と協議するよう指導し､

街づくり行為届出書の添付を確認のうえ76粂申

請を受付けた｡



76条申請の処理手続フロー
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回証明書の発行

(1)発 行

売 買 ､担 保 設 定 ､建 物 表 示 登 記 等 ､ 地 権 者 の要

望に応 じて昭和53年5月より約37,(X氾件の証明書

を交付した (受付⇒交付まで2日から3日)0

(2)証明書の種類

棟類苑行寧o/a 証明廿の内容及び主な用途

仮換地 仮換地指定予定を紺 粥

予定証明宰F17% 用途:売rl､担保設定､国土法申給等

仮換地 仮換地指定の内容を証明

指定証明ぴ31% 用途:先月､担保設定､国土法EP前等

群雄証明単F10% 仮換地の底地を証明(平成3年7月車庫法

の改正により廃止)

底地証明ぴ34% 仮換地の底地を証明

用途:建物表示登記､宅造申臥 開発中前等

指定日付 仮換地指定の日付を証明

仮換地指定証明砥:若干 用途:優良住宅地の譲渡等

換地不交付 坂換地が不交付であることを証明

証明沓 若干 用途:相秩等

実測証明やF 従前地の位髄､地概､形状を討三明
7% 用途:分築登記中節等

工事未jrr手 従前地が工節米若手であることを討三明

鮮明tlF若干 用途:分雑登記申前等

換地処分 換地処分通知発送後の変更内容予定詐

予定証明が 明平Fを証明



匡]処理の体制

(1)申請窓口の設置

当初､76粂申請の受付及び証明書等の交付は､

件数が少なかったため､公団磯貝が対応していた

が､仮換地指定の進捗により徐々に76粂申請等が

増え､事務処理を効率的に行うことを目的に昭和

55年専用窓口を設置し､業務を委託したo

@]76条申請及び証明書等の発行件数

年度別76条申請受付件数

件
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0

(2)窓口業務の内容

①76粂申請に伴う事前調整及び受付

②各種証明書の作成及び交付

③各種届出の受付

住所 ･氏名変更届､所有権移転届､権利申

告等

①地権者等からの問合わせへの対応

S495051525354555657585960616263 1 2 3 4 5 6 7 8年度

年度別証明書受付件数
件
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底地喜正明 や

仮換地指定証明""A

仮換地予定証明

S57 58 59 60 61 6 2 63 H1 2 3 4 5 6 7 8年 度

･3-59･



第6節 換地計画等

1.仮清算

仮換地供覧前の第一地区審議会で､清算金の徴

収及び交付を早期に実施して欲しい旨の意見があ

り､早期清算を検討する旨の説明を行った｡

第一地区では､事業スケジュール変更のたびに､

審議会や宅地会から､再三にわたり早期暗算の要

望が出された｡第二地区では､昭和57年度に供用

開始された荏田南を中心とした地域住民から､早

期清算実施の要望が提出された｡

公団は､任意清算方式､特別分譲方式､法に基

づく方式を検討し､事業の円滑な収束を図り地権

者の不安を解消することを目的として､昭和63年

に公団として初めて法第102条に基づく仮清算を

実施することとし､平成元年に清算金を定めて､

平成2年に仮清算金としての徴収及び交付を実施

した｡

[]仮清算実施の目的

①区画整理のしくみの中で小規模宅地に対し諸施

策を実施してきたが､事業の長期化による地

価の高騰や地権者の高齢化に伴う支払能力の

低下に対する不安を解消する｡

②換地不交付となる宅地のほとんどが､実質的に

は使用収益できない状況となっており､早期

に不公平を是正する｡

③換地計画及び換地処分など､事業収束を円滑に

進める｡

E]清算金発生の原因

(1)徴収清算

①宅地地積の適正化を目的としたもの (法律

によるものではない)

･認可時における同一人の所有地で基準地積

の合計が 165m2以下で減歩しない場合

･認可時における同一人の所有地で基準地積

の合計が165-400㌦で減歩を綾和した場合

(亘X∋と同主旨で横浜市の要請により実施した

措置 (行政施策)による場合

事業認可時における同一人の所有地で基準

地積の合計が165m2以上の宅地は､260m2を限度

として基準地積と同地積の換地を確保したた

め生じる増地積分 (申出に基づき実施)

③存置宅地で､計画上生ずる増地積分

④換地変更等で換地されるべき権利地積を超

えることとなった場合

(2)交付清算

①換地を定めないもの

･地積が過小なため､審議会の同意を得て換

地を定めない場合 (法91粂)

･公共施設の用に供 している宅地 (私道)で

審議会の同意により換地を定めない場合

(法95粂6項)

②換地変更等により換地されるべき権利地積

が確保できなくなった場合

③減歩横和等の措置に伴う強減歩により換地

不交付となる場合 (公団及び横浜市)

(3)清算に対する地権者への周知

昭和52年～53年に実施した ｢仮換地の供覧｣時

に､清算指数を地区一般換地の平均指数(2,咲X)個)

で換算した地積を清算地積として通知しており､

仮換地指定証明書等にも記載し周知してきた｡

また､清算金額は､仮換地供覧等での応対や審

議会で換地処分時の公示価格を基本として定める

と時価清算に近い表現で説明してきた｡

(4)清算対象者数

第一地 区 第二地 区 合 剤.

徴 収 1A29̂ 967人 2.396人

交 付 804 1.162 1.966

(共有者は1人として典計)
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(5)発生原因別清算対象者数

発生の原因 第一地区 第二地区 計

敬収 減歩硬和 1.】30人 780人 1.910人

行政施紫 302 250 552

存虻付け換地 290 60 350

その他 680 490 i.170

計 2.402 1.580 3.982

交付 91粂該当地 5 3 8

私i正地 270 HO 380

その他 1.670 1.221 2.891

(主な発生原因別に累計､共有者は】人として集計)

回清算金の算定

(1)暗算金単価の算定

清算金は､事業の中での不均衡是正という性格

から､徴収者にも交付者にも納得できる金額で定

める必要があった｡

当地区では仮換地供覧時から公示価格を基本と

して定めるとの説明を行ってきたが､地価の異常

高騰に伴い周辺の公示価格も大幅に上昇してお

り､清算金単価に公示価格そのものを取り入れた

単価算定では､地権者の納得が得られる見通しが

なかった｡

そのため､徴収者にも交付者にも納得できる単

価を算定するため､土地価格形成要因に占める事

業内外要因を分析し､事業内要因 (基盤整備によ

る要因)で単価を算定することとした｡

(2)清算金の算定時点

清算金の算定時点について事例及び判例等で

は､一般的に工事が概成した時点とされている｡

工事が概成した時点と定めているのは､①地権者

への受益又は損益が生ずる時点､②事業の施行に

よる宅地の利用増進が顕在化する時点としている

のが主な理由である｡
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当地区では､次の状況から既に事業効果が顕在

化している状態と判断し､清算金算定の時点を昭

和64年 (平成元年)とした｡

なお､第-､第二両地区の事業の進捗状況は当

時では異なっていたが､事業開始当初から両地区

の事業は一体として進めること及び事業終了は同

一時期を予定していることから､暗算金算定は同

時点とした｡

(D当地区の売買実例調査による地価水準は､

周辺で既に熟成している地域 (すみれが丘､

高田町)に昭和60年時点に追いつき､その

後はむしろ高い状況を示していた｡

②昭和57年度末に供用開始された地域において

は､市街化が急速に進み､概成というより

熟成に近い状況に到達していた｡

③仮換地の確定は､ほぼ昭和63年度内に終了す

る予定であった｡

(3)指数単価の算定

(a)単価算定の方法

清算金の単価算定は､平成元年の地価水準

を査定するため､鑑定評価及び地価公示価格

により標準価格を算定､これと事業とのかか

わりを分析し､事業内要因価格を算定､さら

に税評価による算定､従前価格による算定､

公団の宅地分譲価額からの検証を行って決定

した｡

(b)事業内外要因の分析

土地区画整理事業の土地評価は､施行地区

内の土地並びに地権者相互間の公平を図るた

め､事業によりどれだけの増進があるかを測

定し､増進による利益を公平に配分するため

に行われる｡このことから､今回 (平成元年

当時)の異常な地価高騰及び基盤整備後の市

街地熟成に伴う地価上昇分は､事業外要因に

よるものとした｡



①異常な地価高騰

今回の地価高騰は仮寓に基づき､地価が土

地利用の対価と乗離していると判断できるた

め､異常上昇分については事業外要因価格

(40%除外)とした｡

②熟成の進行に伴う上昇分

昭和57年度に供用開始を実施して以降､住宅

の建設､利便施設および鉄道の建設等が着々

と進められている｡基盤整備を目的とした土

地区画整理事業の評価においては､これら熟

成の進行による上昇分を基盤整備に伴う価値

増進としては除外すべきもの (20%除外)と判

断した｡

(4ガ青算金単価の算定方法フロー

公示価格

鑑定価格

標嘩価格

170円/個

※標邸価格

iikIfr金牌価井定のため

に求められる地区内の

横畔的画地のm'当たり

価格

a - 事業外要因除外

=Ji菜内安閑価格

81円/個

従前価格

73円/個

固定資産税及び相殺税69円/個

(5)清算単価の算定

清算単価は75円/個が安当と判断した.これを､

一般住宅地の平方メートルあたり価格として､平

均指数により換算すると､

75円/個×2,㈱ 個/m2=195,(X氾円/m2

195,㈱ 円/m2×3.3-643500円/秤

となるO

(6)仮清算金額

単位:百万円

区 分 節-地区 第二地区 合 計

徴収 民有地 3,750 2.760 6,510

公団等 100 0 100

計 3,850 2.760 6,610

交付 民有地 590 1,350 1.940

公団等 3,260 1,410 4.670

[司仮清算の実施

(り仮清算の実施内容

①事業計画の変更

事業計画と換地設計との整合を行った｡

②施行規程の変更

･仮清算を行うことの規定を追加した｡

･徴収及び交付の方法は本清算の規定に準

ずる旨の規定を追加した｡

･分割徴収及び交付の期限を10年に変更し

た｡

③公団内規の改正

公団内規には仮清算の規定がなかったので､

｢仮清算の実施に関する事務処理要領｣を定め

て仮清算を実施した｡

①仮換地指定
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仮清算実施の前提として仮換地指定が要件

であるため必要となる仮換地指定を行った｡

①指数 1個当たり単価の決定

法第65粂第3項の親定に準じて､評価月の意

見を聞いて指数 1個当たり75円と決定した｡

⑥仮清算金明細書の確定

仮清算金明細書は全地権者及び全筆を対象

として作成し､法第88粂第6項 (換地計画)の

規定に準じて審議会の意見を聴いて確定した｡

C)仮清算金の縦覧

仮清算金を全地権者に通知し､その内容を

平成元年9月から12月までの期間に､法第88粂

第2項 (換地計画)の規定の趣旨を踏まえて､

日時を定めて地権者に個別対応で説明を行っ

た｡特に清算金のある地権者については理解

を得るため､できる限り個別対応を行い､清

算金の内容について説明を行った｡

⑧仮清算の申出

申出条件を踏まえて仮清算時に徴収又は交

付を希望する地権者は､平成元年12月8日まで

に印鑑証明書を添付して ｢仮清算申出書｣に

より､公団に申出することとした｡

⑨仮清算対象者の決定

公団は､仮清算の申出者で申出条件をみた

した者を対象者として定めた｡

⑲仮清算金の通知

仮清算対象者に､行政処分行為として仮清

算金の通知を行った｡

⑬仮清算金の徴収又は交付

仮清算対象者に ｢仮清算金額通知書｣を通

知して仮清算金の徴収又は交付の事務を開始

した｡

･納付者

納付者には､仮清算金額通知書等を送付

し､納付方法 (一括又は分割)を確定して､

平成2年 7月から徴収することとした｡な

お､分割徴収は元金均等払いとし､法に準じ

て年6%の利子を付すこととした｡

･交付者

交付者には､仮清算金交付通知書等を送

付し､交付者からの請求により平成2年 7

月に一括で支払った｡

(2)仮清算の実施回数

仮清算の実施は1回限りとした｡

(3)仮清算と本暗算の関係

(∋仮構劉 ま実質的な本清算であることを主眼

とし､仮清算金の徴収又は交付が換地処分

時に終了している場合は､本清算による徴

収又は交付は行わないこととした｡

②仮清算の分割徴収中に換地処分があった場

合は､その未了分について本清算に移行し

た｡

③仮清算の申出をしない者の徴収又は交付の

時期は本清算時とし､この場合の清算金額

は､仮清算金に金銭価値の是正として時点

修正率を乗じて算出し､換地計画で定める

ものとした｡

(4)仮清算金の縦覧

(a)縦覧の状況

合 計 節一地区 第二地区

二ヒ地所有者数 8,301人 3.814̂ 4,487人

71古井対象者数 4,362 2.233 2.129
(52%) (58%) (47%)

交付者数 1,966 804 1.162

徴収者数 2.396 i,429 967

縦覧応対者数 2,680 1.562 1,118
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(b)縦覧に対する意見書の処理

(D意見書の内容

縦覧では主に評価､減歩､清算金 (単価決

定､時点修正､分納回数､発生原因)､その他

工事等について質問があり､そのうち7人か

ら清算金の単価､換地の評価､基準地積､減

歩等について意見書の提出があった｡

②審議会の審議

意見書の内容と公団の処理方針案を小委月

会に提示し､個々に検討を行い了承を得て､

その結果を審議会に報告した｡

③意見書提出者への対応

審議会に報告した処理方針に基づき､個々

に対応し､概ね地権者の了解を得た｡

(5)仮清算の申出

(a)申出の条件

①共有地の場合

共有者全員の連名による申出､又は共有者

全月で代表者を選任して代表者名による申出と

した｡

②地権者が死亡している場合

相続人が相続を証する書面を添付して申出

ることとした｡

喧)借地権がある場合

所有権者と連名により申出ることとした｡

在)抵当権がある場合

交付清算金について申出る場合は､抵当権

者の供託しないで良い旨の同意書を添付する

こととした｡

(b)申出の確認

清算がある地権者には仮清算の申出の有無

にかかわらず､｢仮清算金申出の確認通知｣を

送付して､申出の確認を行った｡

(C)申出の状況

単位:()百万円

合計 那一地区 恭二JL区

申 (1)交付 821̂ 339人 482人

LPlh 交付昔の.12% 42% 42%
舌鼓 (恥l) (472) (492)

(2)放牧 1.9ll 日77 73Ll

HE,の LpFlI 反収Gの80% 82% 76%

a.扱 (5247) (3.)42) (2.105)

一紙 1.1別) 726 Ll64
内 州+ 抑相加.I2% 62% 63%

釈 '&.a (32郎) (I.974) ()292)

分胡 721 451 270
納付 tC帥桝)38% 38% 38%
I;.扱 (),981) (1.)68) (813)

交付l州1才が112%と少ないのは.小山時にEll先生肌 抵当fi薪の何度林等を必Jfと
したので､とくに少fl肴()0万円共沸)ll琳農f稚 さが面fqとしてl州ILなかった･
Rが多くいたためである｡

[司仮清算金の徴収及び交付事務

仮清算金の徴収及び交付の事務は､宅地募集第二

課で行った｡平成2年7月に一括での交付と納付及

び第-回の分割徴収を行い､以後､分割徴収は毎年

1月と7月に徴収することとした｡また､分割納付

者が全部又は一部の繰上げ納付を希望した場合には

応じた｡

なお､分割納付者が納付の期限までに未納の場合

には､納付意思の確認を行い ｢納付中断願｣の提出

があったときは､分割納付を中断し本清算で行った｡

回仮清算金の分割納付の終了

換地計画で本清算金を算定するために仮清算済額

を確定する必要があったので､仮清算金の分割納付

を平成6年7月の第9回納付で終了し残額は本清算

に移行することとし､分割納付中の地権者に説明を

行い仮清算金の分割納付を終了した｡
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E]実施フロー
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2.換地計画

昭和52年の仮換地供覧以後､仮換地を確定するた

め種々の対応を行うとともに､造成工事を推進して､

平成6年3月までに約83%の仮換地指定を行い､基

盤整備工事は公園と計画建設用地の一部を除いて､

ほぼ事業スケジュールどおり平成8年3月に完了す

る状況となった｡この状況を踏まえて､換地処分の

時期について関係機関と調整を行い､平成6年4月

に換地処分の時期を平成8年9月末と設定した｡

平成6年9月から換地計画を作成し､その内容を

平成7年5月から3か月間地権者に供覧し､平成8

年4月に縦覧を実施し､6月28日に神奈川県知事の

認可を待て､7月1日､公団は関係地権者に対して､

配達証明郵便により換地処分通知書を送付 し､関係

地権者全員に換地処分通知書が到着したことを確認

したうえで､9月17日神奈川県知事に換地処分の届

出を行った｡

平成8年 9月29日､神奈川県知事は換地処分の公

告を行った｡

ロ換地処分のスケジュール

(1)スケジュール設定の必要性

港北地区の区画整理登記は､横浜地方法務局港

北出張所に嘱託して行うが､その登記件数は約6

万7千件にものぼるため､登記所の対応をスムー

ズに行い､登記事務停止期間をできる限り短期間

とするためには､換地処分公告までのスケジュー

ルを事前に設定し､港北出張所の登記事務の体制

の準備を整えておく必要があった｡

(2)スケジュール設定の内容

換地計画縦覧から換地処分公告までに必要とな

る日数は､縦覧での意見書の提出がなく､各通知

で公示送達が不要等の手続きとなった場合は約3

か月程度であるが､当地区の場合は換地処分公告

の日を事前に設定する必要があったために､公団

内部の作業期間と各手続きで必要となる日数とし



て6か月とした｡

換地計画縦覧から換地処分公告までの想定フロー

[司換地計画の作成

(1)清算金の時点修正率の決定

(a)時点修正の考え方

仮清算は､仮清算の申出者を対象として行っ

たため､仮清算の申出者と仮清算を行わず換地

処分時に清算する者との公平性の確保が必要と

なり､定めた清算金の金銭価値の是正を行うた

め清算金の時点修正を行うこととした｡
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(b)時点修正の時期

時点修正の時期は､清算金を定めた平成元

年1月時点から平成 6年5月時点 (7年4月

に換地計画の供覧を実施する予定であり､そ

のためには換地計画作成のためこの時期に時

点修正率を定める必要がある｡)までの期間に

ついて時点修正を行った｡

(C)時点修正率

土地収用法第71条の修正率の算定方法に準じ

て時点修正率を1.1072と算定した｡

(2)仮清算から本清算への移行

換地計画で本清算金額を算定するため､仮清算

対象者は仮清算を終了して仮清算済額を確定し､

残額は本清算へ移行することとした｡

(a)本清算で清算金の徴収及び交付が伴う場合

①分割納付中の場合

本清算への移行時における支払い済清算金額

を､徴収金とその徴収金に係る利子が6%と

なるように再計算を行い元金残額を算定し､

その額に時点修正率を乗じた金額を本清算で

精算する額とした｡

②仮清算の申出がなかった場合

仮清算時に定めた清算金に時点修正率を乗

じて本清算金を算定した｡

③仮清算の申出以後に換地変更等により清

算に変更が生じた場合

変更が生じた清算金 (地権者には説明済)

に時点修正率を乗じて本清算金を算定した｡

④仮構算の申出を行い支払い中に本人の意向

で支払いを中断した場合

清算金元金の残額に時点修正率を乗じて本

清算での精算額を算定した｡



(b)本清算対象者

①第一地区

種 別 徴収 交付 合計

本桁井で支払う所有者 68】 743 1.424

仮酒井済所有者 I.039 449 1.488

小 計 i.720 1.192 2.912

鰭井なしの所有者 - - 1.961

合 計 1.720 1,192 4.873

②第二地区

種 別 徴収 交付 合計

本酒井で支払う所有者 543 9】0 1,453

仮肺井済所有者 702 650 1.352

小 計 I.245 1.560 2.805

酒井なしの所有者 - - 2.920

合 計 I.2Ll5 1,560 5,725

③本清算金額

一班位 :百フ引:ll

櫛 別 交付金斬 徴収金郁

仮 柿 S日時 新一地l夏 523 3.ー88耶二地区 545 2.日O

′ト 訃 1.068 5,298

JF7TT井 時 節一地区 3.830 】.165節二地区 2,527 962

/ト 朴 6.357 2.】27

巨]横浜地方法務局及び神奈川県との協議

(1)横浜地方法務局等との協議

平成 5年11月から換地計画を作成するため横浜

地方法務局､川和及び港北登記所と協議を行った｡

(a)施行後の土地の表示

(D町名は､住居表示による町名と同じ表示と
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した｡

②地番は住居表示による地番と同じとし､枝

番は住居表示の 1号の箇所から時計廻 りに

付番 した｡また､道路の地番は宅地と区別

するために100番から付番した｡

③地目は､宅地の大規模造成と公共施設の整

備改善を図る事業の目的から､整理前の地

目にかかわらず整理後の土地利用で設定す

ることとし､原則は宅地とした｡また､地

権者への周知等は換地計画の供覧時に行い､

地権者の土地利用の意向を踏まえて設定し

た｡

(b)17粂地図の作成

①地図の区切 りは､座標によるメッシュ方式

で区切るより､閲覧する際､より見やす く

便利である街区方式で区切ることとした｡

②地図の作成方法は､不動産登記事務手続準

則で定めているが､5α)分の 1の縮尺表示で

は判別ができない第-地区タウンセンター

の共同化義務街区では横25分の 1､縦5(氾分

の 1､墓地の一部は200分の 1の縮尺表示で

作成することとした｡

(2榊奈川県との協議

①換地処分の時期について､宅地が完成 した

平成 8年3月に最終仮換地指定を行い､換

地計画の縦覧から必要となる手続き期間を

踏まえて約 6か月間とするスケジュールと

し､平成8年 9月末とした｡

②換地明細書は建設省の定めている様式で

作成したが､各筆各棟利別清算金明細書は

仮清算を実施 しているため､その内容を記

載する必要があったので､協議 して様式を

定めた｡

③従前の土地図及び換地図の縮尺は､地区面

積が大きいため2,500分の 1で作成すること

とした｡



匡]換地計画について評価員､審議会への説明

①換地計画の作成に当り仮清算時に定めた清算金

の時点修正率を説明した｡

②仮清算から本清算へ移行する清算金の取扱を説

明した｡

③換地計画の供覧に先立って､換地計画の内容を

説明した｡

④換地計画供覧で提出された意見書の処理の説明

を行った｡

[司換地計画の供覧

(i)換地計画の供覧

換地計画を円滑に進めるために換地計画の縦覧

に先立って､平成7年4月に地権者に換地計画の

内容(各筆各棟利別清算金明鮒書及び説明資料等)

を送付し､5月から7月まで説明日時を定めて､

その内容についてを説明を行った｡

(2)意見書の処理

供覧では主に評価､減歩､清算金 (発生原因､

時点修正､分納回数)､登記閉鎖､換地処分後の

地目､その他工事等について質問があった｡

意見書の提出は､第一地区6通､第二地区5通

であった｡

①意見書の内容

換地の位置及び評価､換地処分後の地番､

清算金､マンション建設による環境悪化につ

いての意見があった｡

②審議会の審議

意見書の内容と公団の処理方針案を小委員

会に授示し､審議を行い､その結果を審議会

に報告し了承を得た｡

③意見書提出者-の対応

審議会に報告した処理方針に基づき､個々

に対応し､概ね地権者の了解を得た｡

(3)換地計画の供覧結果

節-地区 第二地区 計

地権者数 4.560̂ 5.366人 9,926人

応対音数 2,141 1.841 3,982
(47%) (34%) (40%)

匝]換地計画の事前審査

換地計画の縦覧に先立って､換地計画の内容につ

いて万全を期すために､平成8年1月に神奈川県に

換地計画の審査を受けた｡

(1)事前審査の資料

①各筆換地明細書

②各筆各棟利別清算金明細書

③従前の土地図 1/2500

Q)従前の土地図 1/1,(X氾

⑤換地図 1/250)

⑥登記事項証明書及び登記簿謄本

(∋画地確定図 l/50

⑧事業計画書､施行規程

⑨土地評価基準､換地設計基準

⑲整理前位置価図､整理後路線価図

(2)審査

登記事項証明書又は登記簿謄本､各筆換地明細

書､各筆各権利別清算金明細書､従前の土地図

(1/2卿 )､換地図及び画地確定図の審査及び図書

の照合を行った｡

且換地計画の縦覧

(1)審議会への諮問

換地計画について､両地区の審議会には諮問に

先立ち平成7年12月に事前説明を行い､了解を得

て､第-地区は平成8年2月22日､第二地区は翌

23日に審議会に諮問を行い､異議ない旨の答申を
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得た｡

(2)換地計画の縦覧

平成8年4月3日から4月16日まで縦覧を行っ

たが意見書の提出がなく､換地計画は実質的に決

定した｡

第一地区 第二地区 計

地棟者教 5.9】6人 6,629人 12.545̂

縦覧者数 43 47 90

(地権者数には､抵当権者等を含む)

匝]換地計画の認可

平成8年6月13日に神奈川県知事に認可申請を行

い､知事は6月28日に換地計画を認可した0

回換地処分の通知

平成8年7月1日に全地権者に配達証明郵便等に

より換地処分通知書の送付を行った｡

なお､送付にあたっては､地権者の住所が不明等

のために第-地区で5件､第二地区で4件の公示送

達を行った｡

節-地区 第二地区 計

所有権者数 5.297人 5,745人 ll,042̂

借地権者数 63 32 95

抵当権者等数 927 976 1.903

計 6,287 6.753 】3.040

団換地処分の公告

全地権者に換地処分通知書が到達したことを確認

し､9月17日に神奈川県知事に換地処分の届出を行

い､知事は､平成8年9月29日 (日)に換地処分の

公告を行った｡

3.登 記

土地区画整理登記は､土地が約4万件､建物が約

2万 7千件にのぼる膨大な登記事務量となった｡

通常､不動産の売買等では土地登記簿等で権利内

容を確認して取引をしているので､登記事務停止期

間が長期におよぷ場合には､権利内容を第三者が確

認できずに不安定な状態に置かれることとなり､不

動産の売買等に支障が生じる恐れがあるため､登記

事務停止期間をできるだけ短期間とするように法務

省横浜地方法務局と協議を行った｡

(1)登記事務停止期間

登記事務停止期間については､平成5年秋から

横浜地方法務局と協議を重ね､当初は､通常の登

記業務に併せて土地区画整理登記を行うことか

ら､約2年間程度の期間が必要としていたが､地

元地権者､審議会等からできる限り短期間となる

よう法務局､公団に要請があった｡そのため法務

局が短縮に向けて検討を行い､平成7年12月に同

局から概ね6か月で土地区画整理登記が完了する

見込みであり､また､一律に6か月間の事務停止

をすることは､地域の経済活動にも多大の影轡を

及ぼすことになるので､これを少しでも破和する

ため､登記が完了した箇所から順次事務停止を解

除していくとの説明を受けて､同12月に審議会に

報告を行った｡

その後､換地処分の通知の際に､登記事務停止

期間について地権者に案内をし周知を図った｡

(2)登記の完了

港北登記所は､公団からの土地区画整理登記嘱

託を受けて､10月から登記事務に着手し､12月中

旬に第-回の登記事務停止の解除を行い､その後､

登記完了箇所から順次解除をし､平成9年3月に

登記は完了した｡

公団は登記完了を受けて､地権者に土地区画整

理登記が完了した旨の通知を行った｡
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第1節 造 成

1.造成計画

ロ造成基本方針

港北ニュータウンにおける造成計画の基本方針

は､以下のとおりである｡

･地区内近距離土量バランス

･現況植生の保存

･既存集落､社寺仏閣の保存

･土工量の低減

･現況分水嶺の尊重

･境界周辺との造成協力は原則として行わない

･造成定規

上記において､造成計画高については､主に地区

外道路との接続､流域の設定等に関連するコントロ

ールポイントをおさえ､造成の基本方針を十分に踏

まえて計画している｡

地区内の集落密集地域は現況保全とし､造成は控

えて環境改善を推進するとともに､地区境界周辺と

の関係を特に考慮し､造成協力の望ましい部分につ

いては造成協力を行うものとする｡

現況の斜面の緑地や屋敷林などを残した造成を行

うことにより､土工量の低減を図ると共に､残され

た現況植生は､グリーンマ トリックスに対して有効

利用される｡

雨水排水計画においては､各河川の流域変更をし

ないことと､流末の河川は改修し､地区内に一切調

整池を設けないことを基本に計画している｡

流域については､各地区の雨水の放流先として､

第-地区は早測川､有馬川､第二地区は谷本川､大

熊川､早測川､江川､その他の水路として計画され

ている｡なお､流域変更はしないのが基本であるが､

第一地区の有馬川流域では､管理者との協定により

早測川への37haの流域変更が計画された｡

地区内に調整池を設けないことについては､河川

の改修工事とのスケジュール的な問題から､部分的

に短期間とする調整池 (防災ダムとの兼用)の設置

の必要性があった｡
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一般部分の造成方針

グリーンマトリックス部分の造成方針

造成計画水系図
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E]造成手順の検討

地権者の多くは､換地先の明示及び工事工程の具

体的な明示がない段階では不安であるということか

ら､補償及び家屋移転交渉並びに土地使用交渉は進

まず､仮換地指定までは′ト規模な街区の造成と補償

交渉を先行的に行なっていた｡

昭和53年度の早捌川､大熊川､地区外排水路の改

修完了と仮換地指定により大規模造成が可能とな

り､少しでも期間を短縮するため､昭和51年度から

造成の工事手順が検討され､昭和62年度概成スケジ

ュールに反映された｡

(1)前授条件

工事手順の検討にあたっては､仮換地原案の供

覧及び関連事業の完了時期等の前提条件が定めら

れた｡

①仮換地原案の供覧は昭和52年10月とする｡

(∋関連都市計画道路は､開発スケジュールに

応じて整備されるものとする｡

③早測川等の改修完了時期は昭和52年度とす

る｡

①地区外関連水路等の整備は昭和52年度とす

る｡

⑤鶴見川改修までの調整施設は､地区外関連

水路にあわせて設置するものとする｡

⑥地区外の汚水幹線の整備完了時期は昭和弘年

度とする｡

⑦当該年度に造成される工区間における土量

はバランスさせるものとする｡

⑧県道以上の道路でバス路線等に利用されて

いる道路は切替え道路手順を考慮する｡

⑨暫定工事用道路及び計画幹線道路を工事用

道路として手順に考慮するものとする｡

⑲下水幹線は幹線道路の施工に順じて次年度

施工として考える｡

(2)工事手順の基本方針

①造成工事は､河川改修及び水路等の整備が

完了する前には防災ダムにより上流側から

行い､完了後は下流側から行う｡

②すでに着手された補償､工事等の各工区に

ついては予定通り先行する｡

③昭和51年～52年度の着手工区については､速

水沈砂池を設置する｡

④昭和53年度以降は沈砂池を設置する.

工事手順の基本的な流れは次のとおりである｡

工事手順の基本的流れ

1年 1年 0.5年 2.5年

補償交渉 一次造成 二次造成

家屋移転 養生

B]造成スケジュール

造成スケジュールは､昭和55年度概成スケジュー

ル策定以降､さまざまな要因により昭和62年度概成

昭和66年度枕成､平成7年度概成と3度の見直しが

行われた｡

(1)昭和55年度概成スケジュール

昭和44* 7月の事業スケジュール策定時に､事

業期間については､公民の経験と一般的な区画整

理の事業期間 (概ね10年)から昭和55年度概戊と

した｡

昭和55年度概成スケジュールについて､昭和46

年地元に発表された当面のスケジュールでは､46

年中に1/1.(咲)の基本設計を行い､47年春には工事

用道路､防災ダムの建設工事に着手､同年秋に事

業計画及び施行規程が認可され本格的な造成工事

着工というものであった｡

港北ニュータウンでは､市民参加のまちづくり

が基本理念の1つとされており､計画案について

は､地元住民に対して各地区で30回にも及ぶ説明

会を開き､計画案の詰めが行なわれた｡
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また､横浜市計画局は､将来悔いを残すことの

ないよう､かつ､実施時に変更が少ないようにと

いうことから､精度を上げたチェックを行い､最

終案ができ上がったのは昭和47年11月4日であっ

た｡

その後､昭和48年3月に事業計画 (莱)が発表

され事業計画の認可がなされたのは､昭和49年8

月㌘日であり､すでに予定より2年間の遅れが生

じていた｡

全体スケジュール (昭和55年度概成)

区 分 昭和47年LE 48 19 50 51 52 53 51 55 56 57 58

事兼La可策Jt什i工事検 地NL LT所 f t3枚 正対 地 区 外遠 位Jt粥指i投 河 川tlf2 4 書JLtl 8可L川 等並ta ● ●● ●工事Aqr;a- 一所 耕柑

エV用ir指 9---一〇一一一一一 ○

○(鮎方針 ○絶 望 芦や粥区牧丘 :●

k地工事

●:.-.占学区? 圭+｢TTT-.0 供捨処e; ●

8.a_▼‥_■_ヽ∨ 去.公EF
五 〇〇 ●

換地J2汁 …

-//////.SOZi:作JE 指蓮畑 ○て前 汀~TOLL金:(I?汁):(什事)払 借換JB1

慧 慧 丁;宝エ↓ Pvo;.i用 咋益開 始

○ ;○篭有言2,7El次入居 ○○症)

に伴 う)

用地†収 03 坤新一A浜唄 畠で (.臨 讃住宅iZ投

田d,耶 ⊥ まで タウン円 く○ 06tJaニュー

汁外)

(モZEJO型 空空き旦旦○○菊名処… 建投 一6まで) エ+ (同左J;改… (早ま 開始 (蒜 ケ ､1志田) -BB尋転 蛤 〇A--->

fEI 0I

f -ヰBFに 始
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(2)昭和62年度概成スケジュール

昭和49年8月に事業計画の認可がなされた時点

において､すでに､昭和55年度概成スケジュール

の見直しが必要となっており､昭和54年3月の推

進協議会で昭和62年度概成スケジュールが発表さ

れた｡

●昭和55年度概成スケジュール延伸の-re因

･2年間の部菜認可の遅延

･家屋移駐交渉の遅延

･造成工事､防災ダム建設､工寄り河退路建設等

に必姿となった土地の使用永諾､補依交渉の

遅延

･河川改修との調整 (早調川､大熊川)

AJV=7和62年度概成スケジュールの概安

･一次造成は昭和昭和59年度までに全て若手

二次造成は第一地区が昭和55年lRから､第二

地区については昭和54年度から若手

･土地の供用開始を第一地区はLI獅ll58年度から､

第二地区はlW=1和57年度から脈次行い､両地区

とも昭和62年度までにすべての土地の使用収

益を開始

■スケジュール成立の前提条件

･拙見川の暫定改修はJIil和59年 3月までに完了

･造成工群の牒串的工期は一次造成で 1-2年､

二次造成で 2-3年､工事弟手から供用閑始

までは4年問

･祁僻はJTl=7和59年 3月までにすべて完了

供用開始計画図
(昭和62年度概成スケジュール)

地元からは､62年度案は遅すぎるとし､市､公

団として反省すべき問題や､工事期間中の生活対

策の問題等について活発な議論や要望がなされた

が､概ねの了承が得られ､第1回日のスケジュー

ル延伸となったものである｡

■スケジュール遂行のための工区設定

一次造成

･幹線街路を主体 とした二l二区の先行若手

･家屋の少ない地域から工事工区を設定

･できるだけ家屋の直接移転を可能にするた

め､先行造成地､二L場､倉雄等の造成計画

を念頭において工事工区を設定

･造成工邸に併せて､洗米水路の改修及び防

災ダム等の設鑑を行いながら工串を進める

工串手順を考慮 した設定

二次造成

･併用開始の範閏を考慮 し､工区を設定

･一次造成完了時期及び切土､盛土の技術的

な検討を行ったうえ弟手年度を決定

･供用開始の区域から服に､幹線街路の築造

及び下水道の流束管布設

･水道､'iR気､ガス等の供給施設を併せて整

備

･供用開始の区域から順に､幹線街路の轟造

及び下水道の流束管布設

･水道､稚気､ガス等の供給施設を併せて捌 h:
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(3)昭和66年度概成スケジュール

昭和62年度概成スケジュールへの見直しに至る

まで､第-地区では昭和53年度は本格的な造成が

ほとんど開始できず､昭和54年度においても同ス

ケジュールの合意形成に時間を要したため､新規

の工事着手ができなかったo昭和54年度以降は､

この期間の遅れを取り戻すべく､当初工区の分割

や縮小を行い､支障物件を外しながら防災面も考

慮して､できるかぎりの範囲について着工した｡

しかし､第一地区の造成進捗のカギとなる大き

な谷戸部については､昭和三強年着工の予定が昭和

58年にずれ込み､さらに家屋や生活用道路を残し

ながらの造成となったため工事が遅れ､全体工事

の進捗に大きな影響を与えた｡また､沢が細長く

Lスケジュール延伸の安国

･補償標準工)g]内における移転家屋､土地使用承諾な

どの未解決

･予想以上の補俄難航物件の発生

qスケジュール成立の前碇条件

･補依物件の除却を工可‡弟手までに完了

･難航物件については､法的措檻の実行を考慮

L昭和66il三皮スケジュールの概安･

節一地区

･一次造成は昭和63年度までに100%若手

二次造成は昭和65417･皮 (平成2年度)に100%諮手

･供用開始は昭和63年皮まで100ha､昭和66年度

(平成3年度)に100%完了

･幹線道路 (日吉元石川線)及び幹線下水道の早)別

整備のため､この部分の盛｣ニ工fJiを虚点的に整備

第二地区

･一次造成は1研和62年度までに100%薪手

二次造成は昭和64年度までに100%語手

･供用開始は昭和66年度 (平成 3年度)に100%完

了､幹線下水迫】(氾%完了

･一部来懲備の幹線道路と幹線下水道の早期塵備と

ともに残る一次造成､二次造成を推進

･昭和62年度に大場東山EJ:[線を開通､第二地区の幹

線道路網を完成

入り込んでおり､この部分の造成工事が遅れたた

め､その他の部分の一次造成が完了しているにも

かかわらず､二次造成につながる造成ができなか

った｡

第二地区では､支障物件により計画通りに工事

が進まなかった区域はかなりあったが､影響範囲

は第-地区に比べて小さく､影轡範閲外の部分で

は比較的順調に二次造成につながる一次造成を実

施することができた｡しかし反面､局地的には工

事に大きな遅れが生じていた｡

上記のような状況により､昭和62年度概成が難

しくなったことから､昭和66年概成を目標とした

スケジュールが立てられた｡

供用開始計画図

(昭和66年度概成スケシ■ユール)
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(4)平成 7年度概成スケジュール

昭和66年度概成スケジュール延伸により､平成

3年5月に一般宅地の供用開始部分が残 り20%と

なったところで､タウンセンター等一部基盤整備

の見直しに伴う平成 7年度概成スケジュールが提

案された｡平成7年度概成スケジュールは都市基

盤整備の最終段階を迎え､社会情勢に対応したま

ちづくりを行なうためのものである｡

供用開始計画図
(平成7年度概成スケジュール)

Jスケジュール延伸の要因

･存置地区の設計調整と補依

･存粧地区の施工性

･工事支障物件

･造成工部が遅れた部分の盛土の安定

■平成7年度概成スケジュールの概要

･一般宅地の残る20%の部分については､一部存世

を除き平成5年度までに供用開始

･タウンセンターは地下鉄3号線の開発時期 (平成

5年度早期)や分区時ガ)(平成6年皮)を目標に

軽億を進め､平成 7年度には整備を完了

･近隣センター､計画建設用地は周辺一般宅地に併

わせて整備を行い､その他幹線道路についても整

備を促進

･学校用地等については､周辺の一般宅地の整備状

況に併わせて順次整備

≠ [斗 ｣ー L APl､＼
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2.造成協定

当初公団は工事着工にあたり､工事件名ごとに宅

造協議を行ったうえで工事を実施していたため､非

常に時間を要していた｡そこで公団は昭和52年 2月

に市と造成協定 (横浜北部新都市第一地区､第二地

区土地区画整理事業の施行に伴う宅地等の造成工事

の協議等に関する協定)を締結して全地区を一括で

協議する宅造全体協議の成立を図り､事業のスピー

ドアップと事業の円滑な推進が行なわれることとな

った｡

造成協定においては､一次造成及び先行造成に関

わるものを全体協議 (その 1)とし､全体協議 (そ

の 1)成立後､二次造成を含む新たな事項に関わる

ものを全体協議 (その2)としている｡

全体協議の成立により､区域内のどの地点からで

も工事着工が可能となったものである｡

3.仮設工事

皿地区内暫定調整池 (防災ダム)

(1)設置位置

港北ニュータウンの開発では､下流河川の鶴見

川の改修が必要条件であったが､鶴見川の改修の

スケジュールと港北ニュータウンの開発のスケジ

ュールとの整合がとれないため､公団では地区内

に防災ダムを設置し､雨水の流出抑制を行った｡

防災ダムの設置については､流出が集中する沢

部にすべて設置するのが望ましいが､人家の密集

している箇所は避けて上流側に移動し､流域の小

さい箇所は残流域として残した｡残流域について

は､防災ダムの下流部と地区外に直接流出してし

まう地域に分かれ､双方とも人家が非常に多く､

かつ､水路の整備も満足なものではないため､土

砂の流出は甚大な被害を与えることとなる｡そこ

で板柵土留工､蛇龍沈砂池等のダム以外の施設に

より対処した｡
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防災ダムの配雷について考慮されるべき事項

ダムサイトとしての地形､地質 ｢
ダムの貯水容虫

造成計画とダム高

現況保存地域との関係

ダム施設 (放水路,余水吐等)の配位

文化財との関係

造成工区割及び後期の造成峨序

遜土計画及び工事用道路

防災ダムや宅地造成に伴う移転家屋の戸数､及び移転

時期とその補竹の可否

造成地区内外の下流水路の改修年次とその親模

造成地区内外の下水道計画の実施時期

利便施設の配位計画と造成完了後の入居時期

流域変更との関連

防災ダム群としての全体的な効果

防災ダム群の経済性

防災ダム諸元

防災ダム 沈砂遊水池

流域両郡 概ね20ha以上 I-20ha

ピーク光束井定 合理式(ラショナル式) 同左

洪水到達時間等 絶遠法.土研式で‡柑t 5分

流出係数 現況0.6 現況0.4
造成0.9 造成0.9

降雨強皮 1/30年確率1,056.I 造成両横 15ha以上 5-15ha 1-5ha
時間両立 50mDAlr40DJD/hr30m/hr

r30-申両 行 降榊糾問2時間30分 3時間 3時間

確率 I/150 1/60 I/10

ハイドログラフ 上記を合理式で計井 上記を到達l剛i晦に井出しグラフ化

堆 砂 150mソha/年 150mソha
堆砂期間は1年 堆砂期間は4カ月

余 水 吐 l00年確率の1.2倍 同左

有里の井定放説生旋末水路Q)詫下位力以下 造成前の流出fJL-



防災ダム一覧表

也 防災ダム 流域両横 開発所収 iち水瀬葱 水深 堤柘 溢水両税 池の 跳水吐 完成 廃止

区 の名称 ha ha m3 m m m3 タイプ の 年度 年度

節 D-3 ー7.00 10.90 20.400 4.50 6.00 8.500 ダム 正而越流′′ 53 62

D-5 27.63 21.31 42.000 5.20 8.00 15,500 54 63

D-ア 21.00 21.00 29.630 6.40 8.40 ll.000 51 59

D-9 80.43 33.09 42.526 4.50 8.00 23,200 50 61

D-1O 17.15 17,15 26.418 4.90 7.40 26,700 50 57

ND-0 2.32 2.32 1.346 I.40 2.82 1.370 楓込ダム 立て坑 53 59

ND-2 6.84 1.79 1,300 1.50 #2.50 925 53 57

ND-3 10.46 1.10 1.200 2.70 #3.70 217 53 59

ND-4 】0.47 I.68 1.500 1ー60 #2.60 870 53 62

ND-5 4.66 2.35 】.326 2.35 3.30 1.000 54 60

ND-6 6.29 2.61 1.739 1.70 #2.70 1.620 楓込 ′′正面趨流 55 H3

也 ND-7 I.97 0.93 474 2,00 #2.82 450 ダム 53 63ND-8 8.01 2.82 I.852 2.00 3.00 1.525 53 -

区 ND-9 9.54 8,32 7.533 1.69 2.75 5.426 堀込 54 59
ND-10 5.82 3.25 2.124 I.55 #2.45 2.050 立て坑 53 59

ND-ll 5.75 3.50 1.976 1.45 #2.35 2.120 ダム 正面越流〟 53 57

ND-12 89.78 18.24 19.195 2.32 #3.90 10.903 54 Hl

ND-15 13.34 lO.47 9.675 2.70 #3.70 5.253 57 60

ND-16 _13.50 13.35 ll.244 2.60 #3.60 6,210 堀込 57 61

ND-16′ 7.82 3.56 3.913 i.70 2.79 3.698 ダム 57 57

ND-17 10.48 lOー48 9,197 4.50 5.50 4.581 58 59

ND-19 1.99 1.58 1,314 2.50 3.50 1.421 58 63

ND-20 13.45 7.93 7.159 3AO 4.40 4.250 59 68

節 D-1 139.30 89.70 132.900 8.34 12.04 42.000 ダム 正面越流 50 57

D-12 38.38 10.58 24,226 3.65 5.80 15.000 51 63

D一一3■ 45.51 20.07 53.347 6.54 9.00 24,000 52 54

D-14 56.50 56.50 49.600 6.90 10.00 33.000 48 63

D-18 71.20 62.63 48,650 4.16 7.20 29.800 50 57

St)-0 8.97 8.97 5.852 2.65 3.65 3.200 槻込ダム 立て坑 5】 57

SD-1 4.28 2.54 763 2.00 3.00 785 53 H1

SD-2 2.47 0.72 242 1.00 2.00 423 53 60

SD-3 5.37 1.12 1.714 0.90 1.50 2.284 53 57

SD-4 4.16 1.53 1,270 I.】0 2.10 I.482 53 55

SD-4■ 9,86 9,96 5.600 3.05 4.50 2,925 〟 55 59

SD-5 8.75 128 1.600 1.05 2.05 1.884 53 57

SD-6 22.48 22ー48 18.546 3.30 5.05 6.925 53 61

SD-7 日.40 8ー91 6.590 3.00 4.00 4.33】 53 61

也症 SD-8 30.02 24ー61 17.985 4.50 5.70 8.329 53 57

SD-9 ー4.49 H.82 15.556 2.50 3.50 7.721 〟′′堀込 53 56

SD-lO 39.48 24.71 19,434 3.70 4ー90 7.758 53 57

SD-ll 12.43 7.08 8.378 3.49 4.50 3.650 52 53

Sl)-12 14ー02 13.36 12,025 6.69 9.88 9.077 54 55

SD-13 25.80 20.20 15.656 2.80 4.00 8.279 53 57

SD一一4 80.30 88.50 59.130 6.00 #7.20 18.100 タ■ム 正而越流 55 59

SD-15 21.60 19.90 16,378 3.00 #4.00 7.392 堀込 56 61

SD-16 14ー40 13.10 11460 4.70 #5.70 4.127 56 63

SD-17 18.60 13.70 ll.629 I.60 #2.60 9.880 ダ■ム 56 59

SD-18 12.40 6.90 5.608 2.00 #3.00 5.520 57 60

SD-19 14.00 ll.40 9.461 3.40 #4.40 5.220 ′′抑込 56 62

*D:防災ダム､ND.SD:遊水以二砂地､#:木魁パラペット､Nl)-9,ND-19.SD18:凝体飼矢板 ND-1,Nl)113,ND114,ND118はi汁画中止
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(2)防災ダムの規模と撤去時期

港北ニュータウンにおける暫定調整池は､流域

面積が概ね20ha以上の防災ダムと1-20haの小規

模な遊水沈砂池に分けられる｡防災ダムについて

は第-地区と第二地区にそれぞれ5箇所､計10箇

所､遊水沈砂池は第一地区に18箇所､第二地区に

22箇所設置された.

防災ダムの撤去にあたっては鶴見川の改修の遅

れがネックになっていた｡鶴見川は古くから台風

による洪水災害が多く､流域面積の6%を占める

防災ダム位置図

港北ニュータウンについては厳しい開発抑制とと

もに､防災ダムの撤去延期が下流住民から要請さ

れていた｡

港北ニュータウンの造成工事促進には､防災ダ

ムの早期撤去が必要であり､公団はネックである

鶴見川の早期改修を図るため､鶴見川大規模渡深

計画への参画と白山暫定遊水池の建設を行なっ

て､地区内の防災ダムは昭和63年度までにそのほ

とんどが撤去された｡
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(3)鶴見川改修計画と公団の参画

港北ニュータウン下流に位置する鶴見川本川

は､台風による洪水災害が多く､昭和50年9月の

台風17号により床上 ･床下浸水はもちろんのこ

と､家屋の全壊 ･流出などの被害が生じ､直轄区

間だけでも6箇所の越水があった｡このような危

険な状況に対処するためには､早期の治水対策を

実施し､都市化に伴う治水安全度の向上を図るこ

とが緊急の課題であった｡

鶴見川本川の末書橋において昭和EX)年当時流下

能力 (500d/s)を､昭和60年度までに倍増する

建設省の緊急改修計画 (暫定計画流量950nl/S)

が策定された｡しかし､昭和62年度概成港北ニュ

ータウン開発スケジュールとの整合がとれず､昭

和65年度に遅延することが懸念された｡そこで公

団は､建設省､神奈川県及び横浜市と下流住民へ

の対応策､造成工事の促進､防災ダムの早期撤去

について協議し､鶴見川本川の流下能力を高める

ため､直轄河川事業である ｢鶴見川大規模汝沫計

画｣への資金立替えと､白山暫定遊水池 (貯水餓

力20万rrL 面積 6Bha)の築造を行ったo

以上の措置により､次のような成果が得られた｡

白山暫定遊水池築造の成果

◇開発抑制の減少

河川のネック部の解消による氾濫防止とともに流域住民

の理解が得られた｡

◇開発スケジュールの目途がついた

防災ダムの早期撤去及び縮小によって造成工邸の促進が

なされた｡

◇部菜への理解

推進協議会を中心とした地権者との融合が園られ群発へ

の理解が得られた｡

◇河川改修事業'の促進

･4-10･

(4)大規模汝深計画

鶴見川の下流部には家屋や工場が密集してお

り､河道拡幅が不可能であったため､現在の堤防

を嵩上げするとともに､河底を掘削して流下能力

の増大を図ることになり､この一環として ｢大規

模渡沫計画｣(いわゆる鶴見川パイプライン計画)

が考えられた｡堆積土を汝探し､パイプラインへ

送り込む役割を果たす汝採用大型ポンプ船が昭和

54*夏完成し､汝凍土は鷹野大橋からパイプライ

ンを通じて約14km先の大黒埠頭埋め立て地へ直

接排送され､処理されることとなった｡途中鶴見

川河底と京浜運河河底が埋設管となるが､パイプ

ラインの起伏が多いため､ブースターポンプ6基

を設置し中継しながら圧送することとした｡

昭和54*12月起工式が行われ､本格的な汝謀が

始まり､昭和58年度末まで汝凍土量累計は約 320

万rrf(約80万m3/年)を達成し緊急改修計画を概

成した｡都市河川における長距離土砂輸送システ

ムは我が国では事例がなく､この技術的に優れた

薬殺に対し､昭和59年度土木学会技術賞が汝深工

事を実施した建設省関東地方建設局に贈られた｡



(5)白山暫定遊水池

(a)白山暫定遊水池計画の背景

地区内に防災ダムを設置すること､及び防

災ダムを長期間にわたって存続させることは､

法面等の未利用地が拡大し､機能的なまちづ

くり及び事業推進上支障をきたすことが懸念

され､関係機関での協議により､昭和51年 9月

方針がとりまとめられた｡

遊水池の設鷹方針

遊水池の設艦.方針

◇遊水池の設粧

防災施設は ｢防災施設基本設計 (昭和50年5月)｣によ

り設世するものとするが､難しい場合は横浜市と協談

の上､梯浜市の ｢遊水池設['EECこIXJする基本的事項 (昭

和50年3月制定)｣に準ずるものとする｡

◇開発区域外の遊水池設世

職見川の暫定改修に先行して防災ダムを早期に雌去し､

あるいは防災ダムが設粧できない場合は､これに代わ

る措低として開発区城外に遊水池を設了荘することを推

進する｡

開発区域外の遊水池施設として､地区選定が

なされ､横浜市緑下水処理第3次処理施設予

定地 (白山地区)の施工までの一時使用の計

画､"白山遊水池"築造を行うこととなった｡

白山遊水池諸元

位 肥 横浜市緑区白山町

貯水能力 約20万m3

(b)横浜市との覚書

◇用地取得時JgJ

公田は､横浜市が権利者等と行う協議､説明及び党

廿締結後用地取得を行う｡

◇用地収得価格

用地取得価格は､公団が定め､横浜市の意見を聴取

する｡

◇未収特用地

米収得用地が生じた場合､その取扱いについては､

公団と横浜市で協謙する｡

◇横浜市の1"]取り時期

横浜市は､原則として公団が用地取得完了後､次の

いずれかに該当する時Jglに公団から用地を取得す

る｡

･横浜市が､下水道三次処理用地として必安となる

時糊 (昭和58年をめどとする)

･公団の土地区画整理串井の進捗に伴い､遊水池設

置の必要がなくなった時期

･上記以外で､公団と横浜市で協諭して示す時期

◇只取り価格

横浜市が用地を月取る価格は､械浜市が見取る時価

を原則とする｡

白山遊水池位覆囲



E]表土保全

港北ニュータウンでは､植栽整備において表土の

利用が図られている｡表土利用については､客土を

利用する従来方式と比較し経済的､時間的に問題が

あるが､地区内に現存する樹木移植における植物へ

の影響や､他地区からの客土搬入において､周閲が

市街地である港北ニュータウンの交通環境を考慮す

ると有効な手段であった｡

表土利用の工程計画については､次のように考え

られている｡

①表土の運搬距離を最小にするため､隣凍工区の

表土を利用

②供給方式はストック方式､じかまき方式､キャ

ッチボール方式とし､これらで困難な場合は､

自工区の切盛の少ない所を選びス トックする

自給方式とする｡

ス トック方式

I,-好安工区の一次造成が終わった段階で､一次整地に弟

工する供給工区から表土を運搬し造園工TJtまでの l年

弱のHrU､自工区の′ト学校用地等にス トックする｡

じかまきh式

供給工区から直接迎搬する｡

キヤツポール方式

隣接する一次造成済工区に一時ス トックし､遊園工平

の時に戻す｡

(1採取箇所

大規模な造成工事では､工事の合間をぬっての

採取となるため､採取地を極力限定し､まとまっ

た良質土壌の採取を行なっている｡

土質としては､林地の黒ボク土壌が最適であり､

地表から05m～ 1.0mもしくは 1.0m以上の土壌

を一次利用とし､不足する場合は､畑地の黒ボク

土の地表から0.5m～ 1.0mもしくは 1.0m以上の

土壌を利用することとしている｡
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(2)仮置き場所

表土の仮笹は､以下の点に留意して行われた｡

①転圧は行わない｡

②盛土高は小規模の場合は3m未満とし､大

規模の場合は4m未満とする｡

(土中生物が窒息しない深さ)

③規模に応じた暗渠の適宜設置と水勾配をつ

けることにより､仮置土の水捌けに配慮す

る｡

小規模 (長さ9)m以下､幅20m以下)について

はさらに､

在)仮置土の法面勾配は2割から3割とする.

⑤盛土高は3m未満とする｡

(土中生物が窒息しない深さ)

の条件が付加されている｡

大規模な仮置き場所の形状

平面図
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1本設け､天端部の排水勾配はつけない｡



表土採取､仮轟き位遭図
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4.先行造成地

先行造成地は地区内の造成工事により､移転を要

する家屋を収容する目的で､全体協議 (その2)の

成立に先行した宅地､または最終整備が未完成の状

態で供用する造成地をいう｡先行造成地については､

短期間で1-5ha程度の拠点造成を行っている｡

(1)位置

先行造成地は､第-地区に14箇所､第二地区に

11箇所あり､次のような条件を基本方針として選

定された｡

①地区内で比較的家屋が少ない

②土工事が比較的少なくて済む場所

③供給処理施設 (電気､ガス､水道)が比較

的容易に処理できる場所

①利便施設 (店舗､学校等)が比較的至近距

離にある場所

(2)整備水準

先行造成地の整備水準としては､造成協定によ

ると次のようになっている｡

先行造成地位鷹図

①道路は街築整備､舗装は暫定舗装､幅月及

び縦断は全体協議 (その2)と整合

②宅盤及び擁壁高は､全体協議 (その2)と

整合

(参消防活動及び日常生活の利便性を確保する

ための進入路確保

①雨水､汚水を排水するために必要な排水施

設を設置､その流未処理を確保

5.一次造成

港北ニュータウンにおける一次造成の範囲は造成

協定で次のように定められている｡

･土の切盛工事 (道路盤及び宅盤の整地を含む)

･一部擁壁工事 (地区界に設置される擁壁及び自

然崖に対する裾止擁壁に限る)

･｢下水道協定｣に基づく防災ダム築堤工事及び

流末水路の改修工事

･工事用道路築造工事

･防災措置工事

一次造成の施工手順は次のように行なわれた｡



一次造成の施工手顧

桐 R ill g ≡l≡l≡lil喜l≡l≡li

(借
地
)

(家
屋
移
粧
対
象
者
)

可-次造成の進捗状況

一次造成の進捗状況図
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E]軟弱地盤対策

(1)軟弱地盤の分布状況

港北地区は三浦層群及び関東ローム層からなる

内陸の丘陵地にあり､当地区の軟弱地盤屑は､丘

陵地を刻み込んだ谷戸部 (開析谷)に分布してい

た｡

第-地区では2つの大きな沢と2つの小さな沢

にまとまった形で分布していた｡

第二地区では､沢の数が多く､かつ分散してお

り､それぞれの沢において土質の組み合わせ､軟

弱屑厚が異なり､分布状況は複雑に変化していた｡

軟弱地盤位置図

(2)軟弱地盤の特性

当地区の軟弱地盤は､土質分布的には泥炭質地

盤､粘性質地盤に属するもので､ピート層が主体

となっており､下層には少量の腐植物､小レキや

細砂が混入したシルトで構成される粘性土層が存

在しているOまた基盤は土丹となっていたO

腐植土屑は一般的なものより含水比､間隙比と

も小さい方に分類され､繊維質のものからかなり

の分解の進んだものまで､深さ方向､場所ごとに

変化の富んだものとなり､N値は0-1程度であ

った｡

粘性土屑は地域性による変化が大きいが､下部

は砂分含有率が大きくなっている｡N値は0-4

とかなりばらついた値となっていた｡

第-地区､第二地区では軟弱の皮合いは異なり､

第一地区の軟弱層は層厚が4-10mで一部に非常

に軟弱性の高い部分が見られ､9)%圧密に達する

までかなり長期間 (最長約17年)を要する部分が

あった｡第二地区の軟弱層は層厚が1-6-mで第

-地区のものよりは軟弱層が低 く､二年以内で

SK)%圧密に逮するものであった｡

軟弱地盤断面図 (一例)

(3)軟弱地盤対策

港北地区の対策工は特に次の点を考慮して対策

が検討され実施された｡

･盛土高さは4-7m､10-13m程度のところ

に分かれている｡

･盛土は谷部をすべて埋める場合と谷の片側

の斜面を残して盛土する場合があるC

･軟弱地盤の面積が大きいため､経済的かつ

効率的な対策工が必要となる｡

･有害な残留沈下は､荒土工開始後概ね3年

以内に終了させ､二次造成着手時点 (供用

開始 2年前)で残留沈下量20cm以下を目標

とする｡

なお､残留沈下量の設定については､｢軟弱地

盤施工指針 S.51.3 (日本住宅公団)｣の残留沈

下量の許容値及び､以下の資料による残留沈下量

の許容値を参考にしている｡

･軟弱地盤の調査設計施工法 (土質工学会)

･道路土工指針 (日本道路協会)

･日本道路公団の指針 (日本道路公団)

･許容沈下量基準 (日本建築学会)
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(a)全断面盛土箇所の対策

上記の留意点と盛土追跡調査の結果､軟弱

層の排水による圧密沈下の促進を基本とし､

一次圧密の長期化及び二次圧密に対して盛土

戟荷､バーチカルドレーン等の対策を行った｡

軟弱層の排水については経済的で比較的施

工の容易な集水暗渠工を軟弱層に達するよう

に施工する｡また､軟弱の程度の著しい箇所

については､集水暗渠を密に施工した｡

盛土厚が3m以下となる低盛土部では､時

間的な余裕のあるものについては集水暗渠に

よる排水にて行うが､時間的な余裕のないも

のについては盛土載荷等を行い対処した｡

(b)谷部端部の対策

谷部が地区境界に向け開いているため､谷

周辺部に存する存置家屋や地区外家屋に隣接

した盛土法尻部では､側方流動による地盤の

軟弱地盤対策の施工例

隆起や伴下がりによる地盤の沈降への対策が

必要となり､砕石コンパクションパイル及び

CDMにより軟弱地盤の縁切を行い対処した｡

沢地端部の対策

■低盛土部の沈下対策

･剛性の高い盛土構造

[

盛上材は､水の影轡による支持力低下を受

けにくい良質土 (下末書砂屑)等の使用

盛土碇体の剛性を得るため､間隔60-90cm

程度にサンドイッチ状にネット等の使用

･盛土内の排水の良好化

暗渠排水工の布設間隔を密とし､更にその中

問に給水性のマットを敷設し､圧密沈下の促

進と盛土捉体の地下水の没透を防止

･韮礎地盤の表層に近い部分の減少による軟度

の均一化と向上

ビー ト層を主体とした軟弱地層のため､戦術

韮工法 (サーチャージ)を検討する.

lr存駅部分の側方流動による地娘の隆起､沈降対

策

･矢板等の打込みによる軟弱地盤の緑切
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(4)工事別位置図

軟弱地盤対策工法別位置図

工 法 番 号

砕石コンパクションパイ/レ 0

袋づめサンドドレーン @

工 法 番 号

砕石マット+砕石コンパクションパイル ⑥

DJM ⑦

･4-18･



圧】造成残土地区外処分

(1)残土の増大経緯

港北ニュータウンの土工計画においては､当初､

第一 ･第二地区を一体として､地区外搬出がない

ように計画されていた｡土工量は､昭和お年の宅

造協議時点で第一地区1,732万nl3､第二地区2,323

万nl､両地区合計で4,055万m3であった｡

ところが､事業進捗とともに､計画の変更等さ

まざまな要因により造成残土が増大し､地区外へ

の搬出の必要性が生じた｡

残土が増大した要因については､つぎのような

ことがあげられる｡

･宅地の有効利用､社会情勢の変化による宅

地の狭小化 200m2-20)m2 (一般宅地平均)

･土地利用計画の見直しによる集合用地等の

施設用地等への転換によるスーパーブロッ

クの小割り化

･道路と宅地の段差の解消､沿道からの利用

等の地主要望

･車対応型の大規模造成への変更等センター

の造成計画の見直し

増大した残土に対応するため､計画建設用地及び

教育施設等用地0.5m､一般宅地0.3mの宅盤高の

常上げによる造成計画変更により可能な地区内処

理の検討を行なって､82万rTfの処理ができること

となったが､これに対し発生残土量は289万rh3あ

り､差引207万m3の残土処分が必要であった｡

残土発生量内訳

Mflt63一一;.皮

節也区 -次Rid:A.吹通砿七ンタ一号 55却28日l 10Jl:～ 3064l45 l52 川肝 3 り 55 35 10

節也区 -一次ja攻二次j丑zEセンタ-tS :氾l23Jl8 8ニー ll3205 19lI45 .'l汁 9,I I:i 3tJ 39 :i

(2叛覧土処分プロジェクト

一方､公団の都市開発事業部門の首都圏開発地

区においては､開発方針の見直しや事業進捗にと

もなう精査の結果､土畳のアンバランスを招いた

地区､また搬入土で埋立てて造成を行なう地区が

増大したことにより､土畳の過不足の問題がクロ

ーズアップされた｡従来個々の開発地区の問題と

して処理されていた残土問題について､全体的な

調整と各地区での効果的な処理手段の必要性か

ら､公団の都市開発事業部門において昭和63年4

月 ｢残土対策プロジェクト｣が発足し､港北ニュ

ータウンの残土についてもこの処理方針に基づき

検討処理されていくこととなった｡

残土処分プロジェクトフロー
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匝]土質分布

(1)土質

当地区の台地部の土質はローム層､凝灰質の砂

層及び粘性土層､土丹層からなっている｡ローム

層は､地山では良好な状態であるが､こね返すと

極めて悪い状態となるので､締め固めの場合も重

機による過度の転圧は好ましくない土質である｡

凝灰質の砂層及び粘性土層は盛土時に重機により

良く締め固められ､盛土材としては良好な土性で

あるが､粘性土層の吸水膨張が問題となる｡一方､

土丹層は非常に硬く､リッパー等で掘削する際能

率が低下することも考えられるが､発破により掘

削､小割り等を用いると能率良く掘削､盛土が可

能である｡

(2)変化率

土量変化率については以下のとおりである｡

土量変化率

土 切土 土虫変化率 必要土iii-

(NET) 柿間(C) 盛土1m'当
普通土 i.00m3 0.87m3 】.15m3

二次造成フロー
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6.二次造成

皿基本方針

港北ニュータウンにおける二次造成工事について

は､地元､市､公団及びその他の関係機関による協

議等を行いつつ進めているため､他地区と異なる複

雑な手順や手法を用いている｡

①整地設計では､各画地の造成高さ､法面の処理

方法､出入り口及び宅地桝の位置に関する平面

図 (お知らせ図)を各街区毎に作成し､これを

権利者に提出し意見を聞き､調整を図った上で

確定する｡

②道路設計では､宅造協議 (その2)を遵守する

が指針､基準の範囲内で総合的な判断で優れて

いるものがあれば､変更を検討する｡
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匡】宅地整備水準

宅地の整備水準は次のとおりである｡

･宅地の法面処理は基本的に右横擁壁を極力少な

くし有効面積ができるだけ大きくなるように

する｡

･宅盤は道路より高くするが､法高は50cm以内

とする｡

･右横擁壁の高さは最大5mとし､5m以上はR

C擁壁とする｡

･右横擁壁の上方に法面を要する場合の擁壁断面

は増穂ができるように設計する｡

･宅地桝の設置位置は､原則として､法高が低い

方に設置する｡

･一次造成完了後の宅地に適切でない土質が蕗出

した場合は土砂の入替えを行う｡

右横擁壁を行うものは､次表の基準により行う｡

石積擁壁基準

宅 地 而 郁 法而だけの処理 石碗擁壁+法面の処理

A≦165m. 法柘50cm 法満が50crnを超える簡所に

(′ト宅地) 以下の法而 ついては､計画宅叔F.ほ で石榊擁壁とする

166m'≦A≦200m. 法柘50cm 法商が50cmを迎える%'所については､計画宅独高より

(中宅地) 以下の法而 下方50cmまで法而処理とし以下を石郁擁壁とする

201m1≦A 法砧100cm 法満が100cmを超える箇所については､計画毛並高よ

排水人口 (人) 排水管の内径(ミリメートル) 勾 配

500未満 150 100分の1.5以上

排水而椛(平方メートル)排水管の内径(ミリメ-トル) 勾 配

600未浦 150 100分の】.5以上

600以上1600未満 200以上 100分の1.2以上

※1600以上2500未満 200以上 100分の1.2以上

公共下水道稜い

匝]農地造成

(1)整備水準

港北ニュータウン内において､農的利用をされ

る宅地を集合農業用地と呼んでいる｡

公団では昭和54* 7月5日農業対策委員会から

出された要望に対し､次のような整備水準を定め

た｡

･造成上の画地創面概は､原則として 200m2を

標準とし､ 2a)ml'以上の大きな造成を希望す

る者については別途協議する｡

･分筆線については画地割線にそって行う｡

･雨水汚水桝は原則として-画地 200㌦を標準

に設置する｡

･水道の取付管は施工しない｡

･排土については､昭和53年8月28日農業対策

委員会との間で確認されている事項を遵守

する｡

(2)耕土の確保､入替え

排土については昭和53年8月28Elの農業対策委

貝会の ｢造成後において､地盤に土丹またはこれ

に類する土層がでた場合は､地盤面から80cmは

固くない土にする｡｣という確認事項に対し､こ

れを遵守し､一次造成の段階で土の入れ換えを不

要とするように工事を実施してきた｡しかしなが

ら､造成後において農地として不適当な宅地に対

し､土壌が固められた部分については重機による

深耕を行い､土の入替えが必要な部分は基準を定

めて土の入替えを行っている｡

耕土に利用する良質土の確保については､一次

造成や表土はぎの中で極力対応し､公益施設用地

等に仮置きし確保した｡

耕土の入替え基準

対象土質 入替土 大昔厚さ

砂質土-軟岩 ローム 35cm
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(4)墓 地

墓地の整備水準は個人墓地､経営墓地､既存墓

地で次のような扱いとする｡

寒地の整備水準

個人墓地 経常盛地 既存基地

懲地工11t 公団施工 同左 行わない

･必要があれば石桃を行う ･敷地内がけ等の射辻も行わない(在定評臥軽-備水唯も準じた掛 ､)

排水工叩 公団施工･U塾側油とする噸矧ま必熱こ応じて4-設する 同ム三 基幹的島鼓のみ公細別二

地 絡 公用施工-砕石裁とし掻171]二p'拝も行う 同左 行わない

匝]二次造成の進捗状況

二次造成の進捗状況図

＼
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7.存置整備

(1)整備基本方針

存置整備については､存置家屋の存在する区域

において､道路が狭い､下水道がないなど基盤施

設の整備が不十分な状況下で､居住者の生活及び

安全を確保して､道路､排水､上水､ガス､石積

み等の工事を行い､良好な宅地に整備することを

基本とした｡

①整備の範囲

存置宅地の周辺部の道路築造及び､供給排

水処理施設の基盤整備を行う｡

②整備の通知

存置宅地の入った街区平面図に､宅地の出

入口､宅地排水桝を書き入れて通知する｡

③道路との高低

計画道路と存置宅地との接する部分に高低

差が生じた場合は､右横及び法とする｡

④隣接する宅地との高低

存置宅地と公団が造成する宅地の凄する部

分に高低差が生じた場合は右横及び法とする｡

⑤出入口及び戯串場

道路工事及び周辺部の整備により､現在あ

る出入口､鹿串場の変更が必要な場合は､従

前の構造物を参考に機能対応をする｡

⑥下水

官民境界沿いの存置内に宅地桝 (雨水､汚

水)を設置する｡又現在使用している排水施

設は雨水桝に取り付ける｡

⑦水道

官民境界沿いの存置内に給水管 (約 1m)

を布設する｡又現在使用している存置内給水

管-の接続替えは公団の負担において公団施

工とする｡

⑧ガス

官民境界沿いの存置内にガス供給官 (約 1

m)を布設する｡なお宅内の配管は本人の負

担とする｡

(2)存置区域設計要領

本要領は存置整備に関する方針に従い実施設計

に必要な事項を定めたもので主な内容を次に示

す｡

①宅地造成は行わない｡工事を施工する部分

は道路高､換地割込等により切盛が生じる

もので､これらは宅造対象部分として処理

する｡

②道路高､換地割込等により存置宅地に切盛

が生じた場合の措置は次のとおりとする｡

■宅地面郡により石都の高さを変える｡

･165m.以下のものは､段差50cmまでは法とし､

50cm以上は大端まで石郡とする｡

･165-200m.のものは､段差50cmまでは法とし､

50cm以上は天端から50cm法残しでそのTを石ir(

とする｡

･200m以上のものは､段差 1mまでは法とし､ 1

m以上は天端からIm土羽残しでその下を石q(

とする｡

なお法が班物にかかる､または庭を著しく刷る

等の状況で必要と判断した場合は天端までjt郡

とする｡

IL直凝蚊は施工しない｡

■階段及びスロープは遇成により改造又は新設が

必安な場合は逃成 J:TJlに合わせて原則としてス

ロープを施工するが､スロープが建物にかかる

場合は肺段を設('辻するo

l駐車スペースは従前に駄軸助のある場合にのみ

施工し原則として上羽仕上げとする｡

1民民非は現況のまま保存し､工甲の都合で壊し

た場合は現況を盛雄に役旧するものとする｡

③自然がけからの排水処理は原則として施工

しない｡

①道路の出入口は切下げを行う｡

⑤下水は官民境界沿いの存置内に宅地桝 (雨

水､汚水)を設置する｡

⑤水道は官民境界沿いの存置内に給水管 (約

1m)を設置する｡

⑦ガス供給管布殻は宅内 (約1m)に設置する｡

[司東山田存置整備プロジェクト

既存の存置整備では､御用聞き等 (公団職月によ

る個別訪問)で対応したが､協議回数が多く非効率
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であったため､効率性を考慮し､存置整備プロジェ

クトを発足させた｡

存置整備プロジェクトでは､次のような整備方針

をたて早急な整備に対応したO

･工期区分を2期とする｡

･工事組織の体制づくりをする｡

･整備期間を3年とする｡

･事前調査を行い造成案を作成する｡

･横浜市及び地元との調整

特に ｢工事組織の体制づくり｣と ｢事前調査を行

い造成案を作成｣については､このプロジェクトを

組織するにあたり最も基本となるものである｡

前者については､存置整備専門のプロジェクト

チームを組威し強力な体制のもとに捌 旨を行うとい

うものである｡また､後者は縮尺1/50の現況図を作

成することにより､地権者の家屋の詳細な検討を可

能とし､現地対応の手間を省き作業効率をあげるも

のである｡

東山田町存覆家屋位覆図

(1)プロジェクトチーム発足

存置整備工事を行って行く上で ｢様々な地権者

の要望に答えられる体制こそ工事をスムーズに展

開するポイントである｡｣ということから､権限

と貴任が集中したプロジェクトチームをつくり､

強力な組織体制とした｡

プロジェクトチームは､総務補償部､事業部､

工事部の存置専門役と係月8名で発足し､地権者

への様々な対応を図った｡

(2)工事への展開

工事着工に際しては､現況測量により敷地境界

の調整を行い､更に詳細検討のための縮尺1/知の

現況図をもとに万全な対策を施した｡また､工期

区分は工事着工時に当初の2期から3期へと変更

された｡

公団は事前調査の検討に多くの時間を費やした

ために､盤備工事案が作成されたのは平成3年3

月となった｡公団では､この整備工事案を基に､

土地区画整理審議会の調整小委員会で地元代表と

の調整を図った｡

これを受けて､地元の要望を取り入れた基礎的

な資料が整い､細部検討を加え平成4年3月に第

1期工事の説明会を行った｡その後公団は､公団

と東山田地区が離れているため､地権者との密接

な連絡の必要があることから､東山田現地事務所

を用意し各地権者との協議の場とした｡

各地権者との協議では､個人宅地内での整備内

容､工事方法を縮尺1/50の図面で話し合い､補償

範囲についての合意を図った上で工事へ進んだ｡

工事の進展につれ､細部に不都合箇所が生じた

場合､個々に造成図を修正､協議し対応策を検討

した｡

後の2期､3期の工事については､これらの経

験が生かされて工事が進められ､基盤整備工事は

予定より5ケ月早く完成した｡

8.工事検査

[□仮検査

宅造仮検査制度は､港北ニュータウン事業を対象

に､区画整理事業の推進を図るために導入された｡

宅造仮検査とは､先行造成地の導入目的を達成する

ために､宅地造成等規制法等による一部完了検査に

代えて､宅地造成の最終整備が完了しなくても宅地

としての使用を認めるためのものである｡

その後仮検査は､公益的施設､公的集合住宅地に
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適用されることが､仮検査運用基準に明示され､特

に､タウンセンター､駅前センターの早期熟成を目

的とし､その区域内の民有地を含む商業施設の早期

建築を図るために適用している｡

なお､公益的施設とは､使用収益を開始するため

に､先行的に整備する必要のある学校教育施設､行

政管理施設､社会福祉施設､医療施設､文化施設､

都市サービス施設､商業施設等をいう｡

仮検査を含め市街化促進のための検査対応は､公

団と横浜市において次にように整理された｡

-土地区画整理事業に於ける検査対応の整理-

①通常ケース

造成計画に基づいた工事の終了一一部完了検査-

一部完了検査済証交付- (二次開発)-建築工事

②仮検査対応 (昭和弘年3月26日制定)

造成計画に基づいた対象部分の工事の終了-仮

検査-仮検査証交付- (二次開発)-建築工事-

一部完了検査-一部完了検査済証

③仮検査対応-2

対象部分の宅地造成終了 (周辺道路､下水道整

備は未了)-仮検査-仮検査済書- (二次開発)

-建築工事-一部完了検査-一部完了検査済証

④二次造成対応

対象部分の土地区画整理事業の造成計画､建築

計画の確認-建築計画に合わせた造成計画の変更

-変更した造成工事及び建築工事-一部完了検査

-一部完了検査済証

E]一部完了検査

一部完了検査は､対象区域の使用収益の開始を行

うにあたり､港北ニュータウン事業で完成した対象

区域ごとに受ける､横浜市宅地造成等規制法施行細

則第10条に基づく検査をいう｡

･該当工事に係わる宅地が分割でき､その各々が

独立 して宅地の用に供するものであること｡

･分割によって他の宅地の災害防止の支障になら

ないこと｡

この検査は､市の企画､財政､道路､下水道､緑

政､消防の各局､都市計画局ニュータウン建設部及

び各土木事務所の担当者が合同で行うものである｡

9.安全対策に関する組織体制づくり

横浜市と公団は工事期間中の自然災害等の様々な

問題に対して､地域住民の安全を確保し､工事の円

滑な推進を図るために､地域を含めて安全に対する

組織づ くりを行っている｡

(1)建設安全管理連絡協議会

港北ニュータウンの公団が実施する区画整理事

業の工事に関する安全計画を調整し､地域住民を

公衆災害から守るための基本方針を確立するた

め､地域住民の代表及び神奈川県､横浜市､公団

で港北ニュータウン建設安全連絡協議会を設置し

た｡

主な協議事項については次の通 りである｡

･工事安全対策に関すること

･防災対策に関すること

･風紀対策に関すること

･その他工事施工に伴う必要事項

協議会で基本的方針が定まったものについての

具体的な問題については､公団が設置する連絡機

関において処理することとされた｡

公団では､港北ニュータウン工事安全連絡会議

安納､工事安全管理要綱を定め､工事安全協力会

を設置し､対処している｡

(2)防災パ トロール

公団､横浜市港北ニュータウン建設事務所､消

防署は､災害を未然に防止するために周辺地域を

含めた範囲で､周辺地城の管理者である横浜市と

合同で防災パ トロールを行っている｡実施にあた

っては各工事施工箇所の他､養生部分､未着手部

分を含めて行っているほか､各施工業者の連絡リ

ス トを作成し､緊急の場合の対応を図っている｡
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第2節 道 路

1.道路計画

港北ニュータウン周辺には､東名高速道路､国道

246号､第三京浜道路があり､現在の日吉元石川線､

横浜上麻生線､中山北山田線の一部が概ね現在のル

ートで都市計画決定されていた｡

港北ニュータウンの道路計画は､横浜市北部地域

の都市機能を発展させる重要な基盤となっており､

周辺の既成幹線道路と結ばれる東西､南北の都市計

画道路により､広域的な道路網が構成された｡

□道路システムの考え方

道路システムは次のような考え方に基づき構築さ

れている｡

道路システムの考え方

◇明快な段階構成をもった梯子状道路網

凸

通過交通の多い道路に限定

センターへアクセスする通行とのトラブルを収/ト隈に

◇想定される商圏からパス及び自動車が混雑なくタウ

ンセンターにアプローチできる道路網

8

横浜北部の一体の傾となる広域型センター成立

◇ ･/†ス利用者の主要な目的地となるタウンセンター

と横浜市営鉄道駅の2つが自由に選択可能なパス

運行を可能とする

･各住戸からバス停まで均質な近接性を得る

8

1点集中型の体系でない格子状の道路体系

◇住区内をn一過する道路をつくらない

8

自動車から保護された緑豊かな人問的環境をつくる
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匡道路の段p掛売成

港北ニュータウンの道路の段階構成は以下のよう

に考えられている｡

JIJ万■ 川■■▲■ Jt事7I■

V..′..,,..一一..一一一一
1ー 墨 ーI Y.'A.J-～～

∴vJ

V.早 ■棚 r ■量yl'

卜 ).～1

I.2.i ､.～.サ+i

Vl

J'....,■ ..(.L-.Lt" .F,p. - lLJN,dL▲ILtI

堺市仰応逮iB絶 叫 双名応迷述臥 姉3京浜id称､舛A- J草木JA (応迎)

林市Tf･耶幹浪 vi 国正246号k.ホ2外戚iA臥 井薪 ･呼水扱

前 桁 砕 叔 A VJ頒淋 tl'の■とfJりうる都了rl計画tEi臥 ニュ-タウン通過交通史は火きい

8 7If呼 息 BVT ニI'1-タウンの外に開いている船路であるが､ニュータウン通ig交jat

は少rJく､ニュータウンの●にもTJ･りうる恥払

地 区 抑 JL vl 土にニュ-タウン内にサービスする斡iWi飽

tt 区 幹 扱 vl は区内の併収牡渦 (相月9m推皮)

区 画 桝 掩 V. tF.宅にアブ｡-ナナる退助

地区内の道路では､居住者ならびにその周辺地区

居住者の交通を確保し､鉄道との連結を図るための

地区幹線道路 (幅員18-32m)､地区内交通を円滑

に通過させ､沿道住宅地へのサービスを目的とする

住区幹線区画道路 (幅月6-9m)､景観を考慮し､

安全で快適に歩ける歩行者専用道路が計画された｡

幹線道路は堀割式構造で､歩行者専用道路と交差

する部分については､歩行者の安全空間を確保する

ため極力立体交差を導入した｡住区幹線区画道路に

ついては､通過交通が入り込まないよう､原則とし

てU字型の道路パターンとした｡

また､新しい試みとして､人と車が共存した ｢み

ち空間｣を創出したコミュニティー道路が計画され

た｡



回道路構造

港北ニュータウンの道路構造は､道路構造令に準

拠することを原則とし､その断面構成については､

4車線以上の車線幅員は325m､それ以上の道路は

3.(氾mとしている｡

住区幹線については､両側に 1.5mずつ歩道を設

け幅員9m､区画道路は歩道なしの幅月6mを原則

とした｡なお､車線数については幹線道路の実際配

分の計算結果をもとに道路構造令を基準とし､次の

ような交通容量により貸出した｡

2車線道路 10,(X氾～12,(X氾台/日

4車線道路 48,(X氾台/日

6車線道路 7之㈱ 台/日

車線別の道路の幅員構成

iti頼政 幅F1(m)

全輔 JS.近 分片荷 押印帝 耶叔

61li鞍 32 LI.00 3.00 3.25

28 3.00 LEO 3.25

4ili線 25 4.00 250 3.2522 3.00 150 3.25

20 2.25 1.50 3.25

2雑穀 J8 2.50 150 2.50 3.00l6 3.50 1_50 3.00

2.道路整備

都市計画道路網図

都市計画道路一覧表

記号 都市計画道路番号 名 称 幅員(m)

0 3.2.3 新横浜元石川線 12.5-32.0

@ 3.3ー22 中山北山田線 22.0-28.0

③ 3.3.25 日青元石川線 22.0

㊨ 3.3.32 横浜上麻生線 22.0-32.0

a) 3.4.19 丸子中山茅ヶ崎線 18.0-20,0

㊨ 3.4ー29 大熊東山田線 20.0

a) 3.3.45 佐江戸北山田線 22.0-28.0

⑧ 3.4.37 牛久保中川線 18.0-20.0

⑨ 3.4.36 新羽荏田線 18.0-20,0

⑲ 3.3.39 センター南停車場森 22.0

皿幹線道路

港北ニュータウンには､最終的に12路線の都市計

画道路が計画されている｡特に横浜市の軸となる都

市計画道路として､東西方向に日吉元石川線､横浜

上麻生線がある｡またニュータウンの外に開いてい

る道路であるが､ニュータウンの軸になる道路とし

て､東西方向に新横浜元石川線が､南北方向に中山

北山田線､佐江戸北山田線が整備されている｡
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幹線道路の標準断面

①
都市幹線道路

XM E'
5003.250 3 0250 11.000 2503250 3.250 3.2505

S.000
(区iJ並払)

000 2

都市幹線道路

22.000

㊨,◎

5003.250 3

5
03.250 3.250Ⅰ.000 3250 3.250500
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地区幹線道路



[司地区界道路

(1)整備方針

地区界道路については､前面道路として使用す

る一方後退道路と前面道路として使用しない中心

振り分け道路に分けられる｡

整備方針については､港北地区界道路基本設計

に準拠し､地区界道路軽の整備状況について市と

協議を行い､整備方針を立てている｡

なお､前面道路として使用するとは､その道路

から宅地へのアプローチを行い､供給処理施設の

サービスを受けるということである｡

(2)整備水準

一方後退道路については､地区内道路と同一な

整備水準とし､中心振り分け道路では､現況の道

路状況に合わせた暫定整備としている｡

地区界道路の整備については､現況道路を優先

しているため､道路勾配については､現況の道路

勾配としている｡

(3)事務手続き

港北ニュータウンの地区界道路の整備について

は､公団用地と地区外既存道路を合わせて整備す

ることから､既存道路に対する横浜市の手続きと

公団用地に対する公団の手続きが二重に必要とな

るため､市と合意の上､地区界道路の手続きの一

本化を図っている｡

一方後退道路

整備フロー

※地区内部分の拡幅範朋が広い地区堺部分について

は､24粂中郡ではなく､地区内の区菌道路として
設計協譲のなかで実施されているものがある｡

地区界道路整備模式図

･4-29･

中心振り分け道路 (暫定整備)



地区界道路整備方針図

3.地下埋設管の道路占用

[∃占用位置

(1)道路占用位置検討の経緯

道路占用位置については､｢横浜北部新都市第

一地区､第二地区土地区画整理事業施行に伴う道

路の維持管理に関する協定｣(昭和50年3月30日)

に基づき､｢港北ニュータウン占用物件調査連絡

委月会｣において検討され､地下埋設物工事を計

画的に整備するため､｢港北地区道路等埋設位置

図｣(昭和51年3月)が作成された.

｢港北地区道路等埋設物占用位置図｣は､道路

地下に占用を予定する構造物の位置について基本

的な考え方をまとめたものであり､実施に際して

の目安とするものである｡

なお､同園を作成以後､土地区画整理事業計画
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の変更及び横浜市道路占用規則の一部改正に関し

て､｢道路占用許可基準｣が告示されたため､同

図を改訂する必要が生じ､再び′ト書貝会を構成し､

新たに審議を行い､｢港北地区道路等埋設物占用

位置図｣(昭和55年3月)が作成された.

(2)占用調整

港北ニュータウンの地下埋設物の占用調整及び

電柱の建柱位置については､関係各機関と協議し

調整を重ね､次のような作業を行った｡

(a)地下埋設物

･道路埋設物複合図の作成 (縮尺1/2卿 )

各関係企業の基本計画を基に､土地利用計

画図 (縮尺1/2,500)に主要な地下埋設物を複

合記載した｡

･道路幅月別標準占用位置図の作成

横浜市道路占用規則第2条の2の ｢道路占

用許可基準｣に基づき､港北地区の道路地



下に占用する物件の位置について関係各企

業と調整し､道路幅月別に各施設の埋設位

置の標準を決定した｡

･主要交差点占用位置図の作成

道路埋設物複合図より､地下埋設物の著し

く錯綜する道路交差点を選定 (第-地区23

箇所､第二地区19箇所)し､各企業の基本

的事項をふまえながら調整し､平面図及び

横断面を作成した｡

･各企業における施設計画上の基本的事項のと

りまとめ

各企業の地下埋設物に関する基準等､上記

主要交差点占用位置図作成並びに今後の実

施にあたって各企業が基準とする基本事項

を整理した｡

なお､関係各機関とは下記に示すものをいう｡

横浜市道路局､下水道局､水道局､都市整備局

NTT㈱､東京丁圧力､東京ガス､住宅･林市整備公田

(b)電柱の建杜と配電線等の地下化

当初､横浜市としては港北ニュータウンは配電

線等の全面地下化の方向で東京電力(株)と協議を

進めてきたが､技術的問題､現料金体系の問題等

から一部を除き電柱を建てざるを得なくなったた

め､電柱問題研究部会が設置され電柱の建杜位置

及び電線､電柱を排除する地域等について検討が

なされた｡

なお､電線､電柱を排除する地域は次の地域で

ある｡

･幹線道路及び幹線道路沿い

･歩行者専用道路及び歩行者専用道路沿い

･緑道及び緑道沿い

･公園内

･学校内､その他公益用地内

･集合住宅地内

･タウンセンター地区､駅前センター地区
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(3)道路占用位置

港北ニュータウンの地下埋設物の道路占用位置

は､｢幅月別標準占用位置図｣並びに ｢主要交差

点占用位置図｣によることとする｡

また､電柱の建柱位置については､昭和56年6

月公臥 市､東京電力(株)の間の覚書によってい

る｡

(a)幅員別標準占用位置図

占用位置は横浜市占用規制の ｢道路占用許

可基準｣とは次の3項について相違している｡

･汚水管及び雨水管が各々単条の場合､左

右の占有条件 (汚水を右､雨水を左)を

規定から外し､左右どちらでも可とする｡

･6.0m道路に埋設する下水管の中心間隔を

0.75mとする｡(道路占用許可基準は055m)

･2.5m未満の歩道及び2.5mで植樹のある歩

道に設ける汚水管の占用位置を車道に変

更する｡

(b)主要交差点占用位置図

主要交差点占用位置図は｢幅員別占用位置図｣

及び ｢道路埋設物複合図｣から､公団が示す

｢港北地区街路確定図｣に基づいて､各企業

(NTT､東京ガス､東京電力)及び市水道局､

下水道局が各々地下に埋設を予定する構造物の

規模について､各々が持つ施設設置に関する基

準に照し､作成するものである｡

なお､これらはあらかじめ､個々に各企業及び

市水道局､下水道局と協議のうえ設定される｡

(C)電柱の建柱位置

電柱問題研究部会及びその後の合同協での結

論を踏まえ､各地区対策協で討議された結果､

道路用地に建柱することとなり､昭和56年6月

公団､市､東京電力(樵)の間で覚書を交換して

その位置を決定した｡歩車道区分のない道路予

定地については､道路の民地側に､歩車道区分

のある道路予定地については歩道の車道側に建

柱するものとしている｡



｢幅員別標準占用位置図｣の例

も

12.50I .oO 8.25.0000 12.50 .4.00

I2BO .201 7.25 ..2 8.00 2, 7.25 L勾 2.80

J oD.吊 91叩 8i, 8 .50L別 JoLo ■
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E]タウンセンターの埋設管占用

タウンセンターの地下埋設については､昭和甜年

5月に､｢港北地区センター地下埋設物に関する調

査｣の中で検討されていたが､社会情勢の変化に対

応して土地利用や道路体系が見直され､地下埋設に

ついても､平成元年3月 ｢港北地区タウンセンター

地下埋設物基本設計｣の中で見直された｡

｢港北地区タウンセンター地下埋設物基本設計｣

の中では､当地区の位置づけから安定供給と信頼性

の高いサービスが要請され､また､電線類が地中化

され新都市施設の整備が想定されることから､多様

な地下埋設物の占用による道路地下空間の頼鞍が懸

念され､地下埋設物の合理的な配置と､水準の高い

供給処理を実現するために､地下埋設物の共同設置

方式として共同溝､キャブシステムの導入について

検討している｡

(1)地下埋設に係わる地区特性

タウンセンター地区の地下埋設検討にあたって

留意すべき点は､以下の通りである｡

①当地区は､港北ニュータウンの都心として､

また横浜市の副都心として商業､業務､文

化､住宅等様々な機能が複合し､さらに国

際化､情報化時代の要請についても積極的

なまちづくりが行われる｡

そこで､このようなまちづくりにふさわし

い､高水準の公共サービスの提供ということ

から､地域冷暖房施設､高度情報基盤施設等

の新しい都市施設を導入する｡また､道路整

備の高水準化ということから､道路の円滑な

交通の確保と､道路舗装の美化､植栽の充実

など快適な通行空間の形成を図る｡

②タウンセンター地区は､横浜市､住宅都市整

備公団､東京電力の間で､昭和55年6月に締

結された ｢横浜市北部新都市土地区画整理

事業第-地区及び第二地区の配電線路計画

に関する覚書｣により､配電線の地中化が

行われる｡

③港北ニュータウンは､土地区画整理を事業手



法としており､多数の民有地がある｡タウ

ンセンター地区にも多数の民有地があり､

開発単位やビルドアップ時期が見込みにく

く､段階的な需要発生と需要の規模､発生

時期の不確定性を有している｡

(2)基本方針

タウンセンターの埋設管占用の基本方針は､

次のとおりである｡

①共同設置方式の導入により､電線路施設､管

理施設を地下構造物内に収容することで､

占用物件の維持管理の際の道路の掘り返し

を防止し､道路構造の保全と円滑な道路交

通を確保する｡

(参占用物件の一体的､集約的な収容により､埋

設物設置制約を解消し､安定供給と信頼性

の高いサービスを実現する｡

③公的な団体等が所有し､計画的に施設建設を

行う大規模街区の他､各権利者による個別

の建物建設が行われる小規模な一般民有地

もあり､各街区路線の特性に応じた方式を

選択する｡

共同溝の埋設位覆例

｢ ._ _⊥

電 線 共 同 収 率 溝 の 埋 設位aL例

(3)方 式

供給処理施設管各ケーブルの共同設置方式で

は､幹線施設を収容する共同溝と支線施設を収容

する共同溝に大別される｡

タウンセンター地区では､幹線施設を共同溝又

は共同溝道とし､支線施設はケーブルのみを収容

するキャブシステムとしている｡キャブシステム

では､取り出し位置の自由度を有する差掛型のも

のを使用している｡また形状としては､W型断面

のものを利用している｡これは､強電系ケーブル

と弱電系ケーブルを別室収容して､ケーブル間の

遠隔距離を削減し､縮小化､浅層化を図ったもの

で､建設費の削減と歩道部設置の場合､特に問題

となる下水道施設の宅地内桝と取付管との競合回

避に有利な構造となることを考慮したことによ

る｡

(4洪同設置施設の占用位置留意点

①共同溝

沿道への取出し延長の削減と他の直埋物件

の占用空間を確保するため､植栽下を利用す

る｡なお､共同株に地域冷暖房を収容した複

断面のものについては､道路中心とする｡

②キャブシステム

路面表層に蓋が露出することから､上部の

車両通行は望ましくないこと､沿道への取出

し延長の削減を図ること等から歩道部設置と

する｡なお､道路横断部､車両乗り入れが生

ずる歩道切下げ部では､特殊断面とする｡

供省処理施設管理･ケ-ブル共同投覆方式の一般的分類

坪浪施設●■を収容

'■僻魚島設 :沿jBへの取り出しを行わない管路 ケーブルJt故

'1支叔施設 :沿卦 二サービスするための管路 ･ケーブルBi設
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第3節 橋 梁

1.橋梁計画の基本方針

港北ニュータウンの橋梁は､"安全性"､"高水準

サービス"という計画的都市ならではの計画内容を

より徹底させるとともに､"第2のふるさと''とし

て親しみ育まれるようなまちに育てようとする基本

方針を受け､グリーンマトリックスシステムを初め

とする新しい試みを行っている｡その結果､立体交

差が重視され､その数は121箇所にも及ぶ｡

港北ニュータウンの橋梁 (-立体交差)は､歩

行者が･知を理なく歩けるように配慮された安全で機能

的な橋､人々から親しまれかつ景観を演出するよう

計画されている｡

皿橋梁 (-立体交差)の考え方

1
◇便利で安全な歩行者のための橋梁

･幹線道路が楓制式構造による人と車の立体的分

離

･おとなも子供も老人も､串を気にすることなく

安心できる快適空間の創出

･立体交差によってあらゆる施設が有機的につな

がる遮断されない歩行ルー ト

◇パスストップ (バスベイ)の導入

･歩行者専用道雌と幹線道路の交点 (橋梁)の足

元にあるバスストップに安全に行くことができ

る

◇生活空間とコミュニティーの拡大

･行動範囲が広がることにより人の行き来の自由

性が相LIL)

◇緑道を軸にした緑&L.かな空rLlJ形成

･非から遮断され､近郊に広がる自然を感じるこ

とができる

◇快適なドライブ

･信号の少ない道路をドライバーは適度なリズム

で走ることができる

･緑のパスス トップからのやすらぎ

回交差形態による分類

港北ニュータウンの通行路としては道路､歩行者

専用道路､緑道が計画されており､立体交差の形態

は上下の通行路の組合せにより次の4分類になる｡

この形態のうち､生活に密着した一般道路の上にか

かる歩専橋 (C形態)が全体の6割を占めている｡

橋梁の分類

形態 交通形態 通行対象 節-地区 第二地区 タウンセンター 計
第一地区第二地区

A形態 道路道路 車両.人 2 7 9

B形態 道路歩尊道′舶 車両.人 9 13 22

C形態 渉寄道道路 人緊急車両 25 35 4 18 82

D形態 繰道道路 人 1 7 8

港北ニュータウン施設配alモデル図

佃 港北ニ1- 1ウノの正作文題

○ 立体交差-
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B]橋梁タイプの設定

ニュータウンにおける橋梁設計は､一般に周辺の

整備に先行するため､個々の橋のイメージ形成を条

件づける周辺環境が計画段階で実在しない場合が多

い｡したがって､全体イメージの中で橋梁デザイン

を適切に統括するための検討が行われた｡

(1)港北ニュータウンの稀のデザイン

わが国の伝統的な芸術の空間構成上に広く応用

されている ｢真 ･行 ･草｣を基本形にした｡

真とは正式-フォーマルのこと

草とは略式-インフォーマルのこと

フォーマルの橋とは､例えば独立性､固有性の

高い目立つ橋､格調高い､橋らしい橋のことであ

り､インフォーマルの橋とは､フォーマルの橋と

は対称的な､周辺の景観を一体化した自由でやわ

らかな目立たない橋をいう｡また､インターミデ

ィエイトの橋は､上記のどちらにも属さず､実用

性を基本とする標準的な橋をいう｡

(2)立地条件からの橋梁タイプ設定

まちの トータルデザインの一環として､また､

まちの各部分の特性を表現するものとして､橋の

デザインが立地条件から検討された｡

①センタ一系 (C形敏)

各センター(タウンセンター､駅前センター､

近隣センター)の入口となる橋は､土地利用の

変化点として明確な分節となる｡

特に､幹線歩専道に含まれる橋は人の日に

多 く触れるため格調高くフォーマルな橋を､

これに対して支線その他はあまりインパクト

を与えないよう配慮してインターミディエイ

トの橋を計画する｡

(宣)緑道 ･公園系 (A･B･D形態)

匝 頭 中jii城の偶那;t城の備 出 ｣歴文方t城の禰

緑道及び公園系の橋は､景観計画などから

以下の4タイプに分類される｡

7中淑域の備

中栄城とは､ある一定の空間的広がりが眺められ

る紫観域である｡ここでは､周田との調和が重要

なポイントとなり､楠についても周辺のオープン

スペースデザインの一環として ｢桶らしくない備｣､

｢インフォーマルな形態｣が求められる｡

I近演域の禰

近東と域とは､緑遣からの視野が比較的狭い範朋に

限定される妖鶴城である｡港北ニュータウン地区

の大半を占めており､緑道とのスムーズなつなが

りを持つことが求められる｡

Ir歴史文化TRL観域の櫛

歴史文化紫軌城とは､港北地区にあった既住の比

村集落の紫紋を軒樋的に保全再生を行い､周辺と

の調和を第-に求められている区域である｡櫛発

は､韮本的に目立たない形態 ･色彩とされ､エレ

メント計画には伝統的な材料 ･形態を生かすもの

とする｡

■結節点の椀

結節点とは､繰道糸が高幡貝から狭いものに変化

したり､その前後の空間構成が著 しく輿なること

をいい､この部分の柵は ｢櫛らしさ｣､｢フォーマ

ルな形態｣が求められるO
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③幹線道路系 (C形思)

･廿軒勾配がきついAB合は下格式とする

幹線道路上の橋は車から見る視野が狭 く､

また走行時に橋を認識する時間的ゆとりがな

く､個々の橋を目立たせる必要性は少ないた

め､インターミディエイトタイプを基本とし

ている｡ただし､センタ一系または緑道 ･公

園系とされている幹線道路はそれぞれの形態

による｡

ルート別カラーリング図

対8tル- ト カラー

薪 tA浜 元 石 川 魚 ■-
丸 子 中 山 茅 ケAi魚

中 山 北 山 田 殺

横 浜 上 蘇 生 穀

新 羽 荏 田 簸

一方､道路計画の視点からは､車からのル

ー ト及び場所への手がかりとしての橋の役割

が重要である｡

･駅に近い稀 ･- 駅へのサイン橋

･ルートの統一 - ･基本形態とカラーリ

ング

道路から見える橋の範囲が街路樹等によっ

てかなり限定されるため､位置の識別､誘導

の役割をはたす有効な手段となるルー ト別の

カラーリングを行った｡
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回架橋位置､構造

(1)架橋位置

港北ニュータウンの橋梁の架橋位置は､橋梁タ

イプにより図に示すような位置に設置されている｡

架橋位覆図
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(2)第-地区橋梁構造 (37橋)

No 傭始Y,称 形恐 デザイン tll池魚作 完成咋川~】 輔llX支r.W 'T<JJh蛭 ヒ部柵遜4!式 僻1屯 F錐HI適4!式 ■T一川 Kh

FA-I 櫛地価 A 伸一並原糸 )5+6+1.5×25.2 S53InlS55ⅠⅣV PC叩.紗 lll窄床版傭 TL-20 迎T式N管tl.ldI500×15-155 &針乃 0.2

2 輔併収傭 A 幹一泊掩系 HL日.)8 2.5+13+2,5X15.29 S53llllS55TNV RC梯純T桁傭 pr]:20 逆T式ペノト統dIl000×14-19.5 (lfia 022

FⅠ3-2 あけぼの傭 B インフォーマル 杜述.公開系 I-J2.04.16 I.5+9+).5)(173 S531mS55lNV RClrL_耗T桁傭 TL-20 逆TJにペノト杭dI)000x10-16.5 緑jE 0.22

3 水JgJすいj正 B イン7*-マル 牡B.公用弟S623 18×12.0 S53IulS55lNV TL-20 RC杭¢400×3-7 紬jn

Ll lq不耗雌 B インフォーマル ud.公肖糸 MI.3 +3Jl.6 S53ⅠmS551ⅣV jNV抑二稚T,tJ連枝桁傭 Tl:20 迎T式al節状d800×10-L,I 繰RI 0.2

7 I糊 ー状傭 a インフォーマル #D.公H糸 I.l2.03 +16,30 SS3IITtS55TNV RC27.tfEu逮税申'af休版備 TL-20 遡TJt3ノ糾r:人倫抑知ー紬td80OX5.5-7.5 山け 0.2

8 沖ノ替地下辺 B RI揃系 7.8)く9.8 I12.2 TL-20 申朋PHC一統¢LlOOX12 妙ilJ-

9 山川7;H:繊 ら フォーマル kB.公用糸S62.03.】5 ×5.17+5.17 S53lHTS551】】ⅣV RC2相 nl迷縫T桁偵 TL-20 RC杭d',LOOx9 AJ 0_2

10 水'Bすいia B フォーマル #崩.公料糸 l]t.ll L8X7.1 S53luS551ⅣⅤ TL-20 pHCbtd600×10.0 柑jB

日 収上がり坂楯 B インフォーマル ーB.公用糸S6(.05.03 L5+9.0+1.5x28.1 S5311□S55)ⅣV PC岬.純変節耐Tq傭 TL-20 迎T式･N耶btd400xl卜 12.5 ー̂ llJI0.2

12 B インフォ-マル 以卦公N糸 H7.07.10 i.5+6.0+15×12.8 l16 RCl匝鈍lll空球板横 TL-20 77t)J式ペノト伏b1000×15 少F.V 02

FC-I 比lu)J≧氾イ痔 C フ*-マル 駅弁セント S63.03.30 3x26,21 S53くりm(S55ⅣV) PCIP_純 F肺牌 350kg′rT1 迎T式(I-7)砿嬢､(ノi,-.)杭盛健Pl:lCd)JIOOXLO5 I一川 0.2

3 タ吠少氾倫 C 幹&誠掩糸 Ill.03.20 3)く22.5 S53(I)uI(S55ⅣV) PCLP,托rlLl空昧版雌 TL一m 迎TJにSMij=杭dI500×4.5-6.0 TTfiE 0ー2

1 C 仲■且舟& S63.03.25 3×25.15 S53(r)tn(S55ⅣV) PCrP.托下件傭 350kg′n1 (右)迎T式 iI節状dI500×9-10(rTl)術式 与軒並 0.2

5 ろまん止り妙ia壌 C フォー..マル 収骨センタ｣ S61.01.07 3×15_5】 S53(1)u(S55ⅣV) PC畔地 F旅傭 TL-ILL 適T式iN群杭d500×16-18 巾IG 0.2

6 llI川少ia楯 C 幹や力持糸 ).T4,03.26 Ll5×24+25+2JI+1035 S531Ⅱ】S55Ⅳ PC3稚fTU逮扶中空嫌版傭+RC推挽l1~r全休版僻 TL-14 迎TJt雌h雌抑群rF収d600×85-)6 4朴滋 0｣22

7 鮎迎え)biB席 C フォーマル 駅弁七ンタ- 一一日,0330 3×15_20 (S53Ⅰu)(S55INV) PC坤耗 F臓横 350kg′cnイ 遡T式jI詐杭d500刈.5-5,0 IrJ-jB 0.2

8 企7人JJi.ia僻 C 仲I池島糸 S61.lO_27 3x25.10 (S53Id])(S55ⅠⅣV) PCJP_純下件傭 350kg′cnイ 迎1､式al哲杭¢500×7-14 &軒並 0.22

9 あすなろ少ia僻 C 幹♯迫旅系 S63.06.tll 3×22.10 (S53川 )(S55lⅣV) pCrP.純T肺倫 TL-トI 逝TJt¢600x19.5加背杭dI500×21.5 耶佃 0.22

Ill 卜代Dl.必備 C 昨♯崩粍糸 1,13 3×263 S53ImS55ⅠⅣV PC沸触 F輪伐 350kg/cm. 逆TJt(.(=7)L別を(ノi三)3I節仇4.500×135 古計五 0.2

】5 F小IIJ歩.id傭 C 伸一近称糸 S63.0330 3×27.1 S53m(S55Ⅳ) PCIP_紗 7-)怨床駿雌 350kg/cm' 迎T式 さヨr力 0,2

22 左nlJJil泌併 C 伸一述椅糸 日1.12.07 5)く25.3 S53ⅠuS55】ⅣV pcr払紗 卜全休版雌 TL-lil 迎TLtjN㌍仇4500×)35-15 さ朴並 0.2

23 別紙歩.Ri傭 C 幹1並艮糸 Hl.ll.15 3x28.6 S53lLuS55lⅣV PC恥耗 F輪伐 350kg′cm' 迎Tal哲if-(¢500XL5.5 さ計逝 0.22

2Jl I州 IR)Sja傭 C 幹や逝馬糸 rH.)L)5 3×25.1 S53ⅠⅢS55lⅣV PC叩.純下旅牌 350kg/cm' 迎TJtiN幣杭dI500×8.5-110 さ計逝 0.2
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No 牌繁Fl林 形.QR デザイン 立地発作 完成隼11日 k11lx支lru '7iJi.lF じ称M並41Jt 櫛7ri F滞NIjaqJJ: fKylKlt

FC-26 亨連少ja溌 C フォーマル 釈*センター I.Ⅰ7 4x2LI57 116ー2 350kg′cm' 遭TJt解h､̀姶PP lffjd 0.25

27 prb-(川llS-皿や C 伸一五島点 H̀t.07.2LI 3×22.7 H2Ⅰ一一Ⅳ PC他紙 F揃tG 350kg′cn1 遭TJt IfJ-3d 0_2

28 lJJul大堀歩冶省 C 解書見応& H.l 3〉く20,91 S55 PCl杜絶 F和解 350kg′crr7 遭T式胡fTPl.lCd500×)0耶Jt:塘hー〉tJlC¢500xl0 JrJ'ja 02

29 7.-H=卑Jy-3tZ牌 C インフォーマル 一皿,公H糸 I.t8.ll 4)<29.85+20.25 H6.2 350kg′cn† 迎TJt傭hラーメン蛤Lql NIB 0.25

30 夢逢少iB僻 C インフォーマル ーA,公一系 H8.ll H6.2 PC2托ーiuIP_九Iい'JkLA:版墳 350kg′crd l硬jt:傭抑ベノトtI-(¢L200 一一id 0.25

31 人速歩泊俳 C 釈点七ン1- tJI& 3x24.7555×31.7 H6.日目口H6.日V PC叩_托l11空媒版壌特殊ローゼNu:-献祁桁Pi 350kg′cTTt 蝶JtPlNlC4700 I)佃

33 ｣ヒ山tll少必ず C II五■̂ lⅠ3 3x27A S53S55 PCIP,托 F旅墳 350kg/cni 遭TJtN帯状dI500×165-17.0 一計正 0.22

､= I'Ji'3少ia壌 C 仲暮並最長 3×17 S53US55N PC坤耗 F偽妨 350kg/col 並T*術4;ldI500×75-12 lffRl 0,2

35 6-細少iB偵 C 伸一必見糸 日1.09ー28 3×165 S53uS55Ⅳ PClrL.純 ド粍蛾 350kg′cl11 過TJt ーlJJia 0_2

36 牛がZtE少34解 C フォーマル 丘計セント Hl 3×15.4 S53S55 PCfP_耗 F路牌 TL-14 過T式JllTF杭dI500×9 llJ-ZI 0.2

37 ai訪歩必bi C *I五■̂ S60 3×21.ー08 S53SSS PCIB托 F伶墳 TL-14 遭TJt*Tf杭JI500×12-13 lrJ-辺 02

(3)第二地区橋梁構造 (62橋)

No 始熊t.称 rlJZL デザイン q_JL灸fT. tlL.lX支仰 'T=ガ7F ヒ林ー一道噸Jt 併 了R ド,%lI遜qJt 一r■yIKh

A-1 夕境や A フナ-マJレ ーJ.公～&SS&O3 1.5◆6+3)く35.9 S53Ju)SSS lⅣV TL-20 (イ丁)状噸Jt f打a 0.2

2 体執+ A れr七ンタ- SS93 15+9+)5x26,I S与3ln)S551ⅣV TL-20 遭TJt 暮軒並 O2

3 1テ速｣鮪 A +■a■IIS56.03 1.5+6+).5x21.66 S5:llrHS551ⅣV TL-20 遭TJt 417正0.18

1 iVI'm壌 A フォー..マル ー廿.公MホS59.0:I.)3 6x3&9L} S5こllHS551日ヽ′ TL-nJ 止TJtIITtt't ■叶d 0.18

5 姓のrm妨 A 一正.仝N& SLiO.O2.2l 1.5+6.0+LSxl9.05+24.0+相.05 S53ーUS55日lV TL-20 RTA ■Lrd 0.2

6 Gf.l* A R*七ンタ-S59.03.23 t5+6×26ー9◆22.0 S53ⅠmS55ⅠⅣV TL-20 &'rJtdh +IfJ 0_LJ

7 A 仲■Jl粘弗S61 2_25◆15.5+225×8.名6 S53ⅠmS55ーⅣV TL-20 Utl+巾 Il 0.2

a-I 木陰♯ n イン7*-マ '̂ L-I.JILAS58 15+6+).5一く8.0 S551.〟 TL-20 }止 0.2

2 UIIuZや li 7*-マル 一犯.並旅爪 S59 6.07+l6 S55lⅣ Tl..-20 Nj皿

Jl l} インフ*-マル ー廿十4ItAS6l.03 6xl7.28 S55ⅠⅣ アーチカル′{-ト Tl_-20 ujd 0ー2
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No ■熊名称 形愚 デザイン 立▲灸件 b̂=戊年月E] #nx支叩 示方甘 上林構造丑式 Nま 下林柵遊戯Jt +T一■ Kh

a-6 tTtq■ a フ*-マル ーJ.A点点S62.ll.25 15十6.0+lSx&0 S53ⅠⅢ(SSSlⅢⅣV) TL-20 ■Tfthd600×10-.)05 片山 0.2

7 若jK.4t a 7■一丁ル ーJ.玉&& S60.1 15+6_0+15X S55ITV TL-20 粧頒 歩邸 0.18

9 中の■JLT 8 中書i鞍ホ S5且3 S55ITV TL-20 RC杭dILI00x8-13 少壮

10 千十A7JLT a インフォーマJL' *力.五島点S5&3 S55ⅠⅣ TL-20 少邸

ll 井ケAfJ1堀■ a イン7*-マル ーJ.五井弟SS&日 2ー5+13+2.5)り7.I S53LulS551.Ⅳ.V PCIP.地変斬新T桁頒 TL-20 迎T式h廿杭d600×9-ll 枠id 02

12 せせらぎ* 8 インフォーマル *並.五島糸S57.6 55x2LI.4 S55IN TL-20 RC杭 tA

13 北原地下逝 8 インフ*-マル 一五.五島糸S61.03 6x25 tI2HV 7-チカルバート TL-20 RC杭6400x7.0 歩邸 0二2

14 rSLLJJLT 8 インフ*-マル W.五島A H4.ll 6x&90 H2ⅠⅣ TL-20 PHC成d'700×7 少邸 02

15 持llJ■ a インフォーマル 一五.公一点 H4.ll 6x8iXl H2ーⅣ TL-20 PHC杭dI700x7 歩叫 0_2

C-1 荏ltl歩並■ C 伸一五島& S585 3Xl5.7+5.0+15.7 S53ⅠmS55ⅠⅣV PC3推間違尖桁 350kg/crrf 遭T文書せず#ベノト杭d800×9-95 暮肝玉 02

3 *JL事Zl+ C 34絡系 S57.日 3x23.4 S53ⅠuIS55ⅠⅣV PCiP.★rP奄球板■ 350kg′crd 逆T式AltF伏d600×I5-)6 市ZL0_22

LI 見花少必ず C I■IIA S57.12 3×389 S53Ⅰ皿S55ⅠⅣV 牌kJl柏桁■ 350kg/crrI 遭T式ペノト杭dI800x16-17_5 ヰ朴B 022

5 川和S.iak C 仲M BA S6J5 3Xl82 S53ⅠmS55ⅠⅣV pC雅^中空疎放4 350kg/crrL RTjtgT甘航dI700x8 了r1-iB

6 焚々原.giaJ* C *■aIA S615 3×183 S53lmS55TrVV PCIP_耗中空床版傭 350kg/cn1 迎T式JT廿杭4700×8-ll fTfiq

7 七両-*38■ C +■JI一 Hl.l2 3xl3.14 S53tmS55lNV PC外れ中塗朕放ず 350kg/cni 遭T式.tF状4700×12 市34

8 人取■ C 7*-..マル 丘■センター S615 3xI75 S53JH)S551NV PC碑地下抽4F TL-14 並T式かtF杭4700×8-12 市辺

9 みずさ渉38+ C フ*-マル 茸■七ン1- S59.1 3x29.1 S53Ⅰ皿S551ⅣV PC外れ下織♯ 350kg/crrt 遭T式 市道 0.2

10 手相T締歩並■ C 中■lI一 S5且5 3x20B5+5+20BS S53Ⅰu)SSSIrVV PC3捷ml連投U並♯ 350kg′crrE 遵T式■魚､■■(右)■-Jlq.坑､(左)紅凍 J朴古 0.18

ll 千人★ C krtン1- S59.3 9B-.aOx36.0 S5311ⅡSSSJⅣV PC外X抑Klf TL-14 遭T式･JIltF杭d800×11-12 事軒並 0二2

12 三の丸歩Jl■ C 幹一正点A S623 3x40.4 S53ⅠⅢSS5INV TL-14 遵T式AtF杭d500x10-lob JJr五 0｣2

13 東塔歩並■ C 書暮J点& S56.ll 3×215 S531ⅢSSSINV PC外れ中空床版■ 350kg′cnイ 遭T式 (右)鑑嬢(左)JT苛状d600×65 +IfJ 0.2

lLl 若水■ C インフォーマル 一五一公IAS59B 3×7.65+13十7.65 S53ⅠqSSSJTVV TL-14 LBHf色.JltF杭 d500V戯■#叫管状 d)500 了rf述 0.18

15 池田歩皿♯ C +■JIA S5&5 3x20.9+5十20.9 S53日¶S55lrVV 350kg′cnイ 遭T式廿b仲PIal甘航4600xlⅠ-12 事軒並 0.2

16 ふれ3)い串Zl+ C Rkセンタ-S5&03 3〉く26+26.7+21_5 S53tmS55ーⅣ 350kg/cn† 迎T式 gt式PF抑*群杭 4600×175-23.0■I佃 0ー22
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No JA難名称 形態 テ′ザイン 立地粂件 完成年月El 特月x支間 示方書 上れ≠造8!式 柿_I 下林柵並g_式 ■TM Kh

C-19 中のjt歩道44 C 伸一Z鳥系 S59.0331 3x27.2 S53【ⅢlS551.Ⅳ.Ⅴ PC18耗下絡N 350kg/crTf 逆T式4管杭dI700×16.5 tI付 0.22

20 浦心歩道# C I■i■ホ S59.03 3)く20.7+5.0+20.7 S531ⅢS55ーⅣV PC3挫rq速銘U丑ポ 350kg/crrL 逆T式Nb廿Jgal管状 4600x15-19 II 0_22

21 薪星歩並■ C 枠一五島糸 S59.03 +20.67 S53TmS55tTVV PC3捷P]連麓U丑書 TL-14 逆T式■台■舛iI管杭d'600×lt-16 tf 02

36 平丘歩道■ C 辞-1払系 S5&05.08 +21.00 S53ⅠmS55ⅠⅣV PC3径間連載UE!+ 350kg/crr1 遡T式8台■抑Jl管状d600×5-7 引一式0.18

41 東前歩述■ C IIJ■+ S58.03 3×23.70 S53ⅠⅢS55ーⅣV PC.恥*下掩& 350kg′cni 遭T式 朋一五 0.2

42 大原歩道* C 好一J鳥弟 S5&03.14 3x285 S53lmS55LNV PC飾地変断面下路林 350kg′cm' 遭T式 ヰ軒並0.18

43 向原歩滋N C フ*-マル 五一七ンタ-S59.03.】3 3〉く225+23.0 S53lmS55.I.Ⅳ.V PC2径ml速耗U型4f TL-14 遭T式推古&抑4Il管状6600x75 ヰ軒並0.18

4JI 九沢歩迎■ C 中暮1■ホ S61.0328 3)く23.9 S53l皿S55.1.Ⅳ.Ⅴ PCJr*Tra+ 350kg/cn1 逆T式(右)粧嬢(左)iI管杭d600×75 引付 02

45 PI光歩Zl* C フォーマル R書セント S59.03.23 3×23.05+23.05 S53.L皿S55.i.ⅣV pC2校何連携中空床版■ 350kg/cni 遭T式*台&PP*管状d)800×14.5-1■I一五 0,2

46 椴℡歩道JA C R*七ンタ-S59.03ー23 3×23.7+5.0+19.2 S53ttDS55ⅠⅣV PC3径阿連撮U桁■ 350kg/cm' 適T式ホ台､ホPP 8針苅0.18

47 新関歩並■ C 仲一旦馬糸 55&10 2_25x26,0 S531mⅠS551ⅣV PC単純中空床版■ 350kg/cm' 逆T式4l管状6600×7 耶一元0.18

48 北原歩道4t C 特暮A払弟 S59.08 3〉く23.8 S53ⅠⅢS551ⅣV PC単純下路Jf 350kg′crrf 逝T式al管状0600×95-10 一朴1 0｣≧

49 匠■ C 7*-マル A+七ン1-S59.03.28 5〉く5.0+30.0+5.0 S53lmS551NV al他紙■床版トラスト桁書 TL-14 地中焚支持による8.+PP*管状4800×I6-17 I叶1 0.2

50 稲汝歩述■ C 7*-マル 近■七ンタ-H3.04.10 3×22.60 S531ⅡlS55ⅠⅣV PC他九や空床版4f 350kg′cm' 遭T式舛管状d500×7-8.5 市 0.】8

51 七等歩述4* C 伸一立見最 S5803 3x24.7 S53ImS551ⅣV PC神経下路♯ 350kg′cnイ 遭T式illtF収b600×3.5 tT 0.18

52 新書田歩jIボ C 幹一点持系 H4.日.17 3×25.14 H2ⅠⅣVS53m PC外紙下路* 350kg′C汀f 逆T式*管航4700×13 暮軒並0ー24

53 酋LIJ歩Jl+ C ー■4I一 S5810ー23S55H(IVY) 3x24.14 S53一m PC碑托下段♯ 350kg′cm' 逆T式al管状¢500xlO5-12 引付 0.2

54 学FkI少並廿 C 中一立札弟 H3.07.31 4×30.10 (S53川 )(S55ⅠⅣV) PC坤耗中空床版& 350kg/cm' ラリン式､適T式ill廿航d'500XLI.5-5 +I 02

D-1 例JHf D 7*-マル 一正.公N弟S58.3 3〉く44.小1 (S53Ⅰm)(S55ーⅣV) 一斗*フィーレンデール下路+ TL-14 逆T式4l管状d)700x11-】5 tI佃 02202

2 月出世公甫稚 D インフ*-マル ー&.公I弟S62.2 8×17B (S53日D)(S55INV) RC臨l定T-チポ TL-Id 逆で式PHC坑d500xl3 市in 0.2

3 ささぷね■ D インフ*-マル ーZ.公II糸S60.1 5×13.2 (S53lm)(S55INV) RC門並ラーメン林 TL-14 せ式I(Jト杭dI1000×65 市正 0.2

4 +他公Eq■ D インフ*-マル *丑.公■糸S5&0331 5)く85+18.0+6.0+18.0+&5 (S53ーⅢ)(S55(.NV) PC連栽V桝屋ラ-メン廿(メナーゼヒンジ) TL-l∫l VB4API.管状4600×55-7.5 一打玉0.18

5 虫見4+ D インフ*-マル 半玉.公～弟S61.03ー28 6×】4.0 (S53ⅠⅢ)(S551ⅣV) RCJ8耗T桁♯ TL-ILI 逆T式(左)蔽篠(右)4管状¢500x5 絹liA 0｣≧

6 輿四季& D インフォーマル 一五.公一ホS60.02_21 3×11.55+24+1155 (S53一m)(S551ⅣV) PC3住関連栄中空床版廿 TL-14 逆T式柿色,蛍式4f抑iI管状¢500×6-Ill 耶佃 0.2
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2.タウンセンターの橋梁

[∃基本的な考え方

港北ニュータウンのタウンセンターの トータルデ

ザインコンセプトは､次のように考えられている｡

①タウンセンターに関連する橋は､ トータルプラ

ンニングを行う｡

(参タウンセンター外周の橋

- ｢空間を分節する目立つ棉｣

･タウンセンターと住区の接点であり､各々

の空間の出入口にあたる｡

･橋は､分節を明確化に､渡ることを意識さ

せる目立つ橋 ｢棉上空間｣とする｡

トータル･デザイン･コンセプト

③タウンセンター内部の橋

- ｢連続空間と馴染む橋｣

･ゾーンを一体化するような歩行空間の連続

化を図る｡

･本体は､標準解 (桁橋)とし､仕上げによ

るセンターのビル景観への調和､一体化を

図る｡

具体的には､道路系及び歩行者系からの条件によ

って､タウンセンターの稀についてはトータルデザ

インコンセプトに基づいて位置づけられている｡

【個別項目】 ｢真｣｢行｣｢草｣の考え方を継承し､各橋を周辺土地利用との関係から整理

『真 』- - フォー マ ル 橋 :独立性､闇有性の敬い目立つ楠
(個別デザインをめざす傭)

○ゲ-ト性を韮斐祝

E楠:センタ-北端に位粧し.センターへのゲート性を韮紫挽

J偶との対比で検討

L傭:センター西端に位置し､センターへのゲート性を重安観

○シンボル備

G稀:シンボル広場からの動線の一部となるS桶との対比で検討

S備:センター同士を結ぶ広幅只備染､ニュータウンのシンボル的な傭

○駅前サイン

『行 』- ･･･インター ミデ ィェイト橋 :fl･､革の州
(デザインの掠判ヒを回る礁)

○幹凍道路快打- 達妖からの私見､見上げられる敏点に配膿

A.Q,K,W,(札Ⅰ )

○ビジネス1/-ン- 都市的､ハイテク的イメージ

M.0
0シンボル広i･呈捕Pは･･･各公火室l村との整合をとる

F,T,J'(シンボル広場計膏等で内容検討)

○駅前広耳目珂逮- 各施設計画との渡合をとる

U

Oコリダー関連- 高低差処理の配慮

R

O色合公随との嬢点- 稔合公園の自炊現場との調和を考慮

N.P
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匡]架橋位置､構造

(1)架橋位置

港北ニュータウンのタウンセンターに設置され

た橋脚の架橋位置は､図に示すとおりである｡

橋脚の架橋位置図

(2)セ ン タ ー 橋 梁 構 造 (22橋 )

第 一 地 区

No 雌繁名称 形態 デザイン 立地条件 仰HX文一.u 示-JJ-価 上郡絹遊g_式 ylTT( fT脚 K一一

A 点群公開歩必幹 C タウンtンタ-l17.10 4.7x(弧釘+5275) 日6Iu)Nl12V PTC超ラーメン解 350kg′cm' 遭T式溌bPHC杭4'600 粥川 02

C センター北歩瓜輯 C フォーマル タウン七ント 5.8×3Jl.60 I.lGIrIJNl12V PC神耗llJ'壁体版牌 350kg′cni 遡T式備台ラ-メン式傭抑 古朴述 02

E 並木-JjfiB雌 C フォーマル ナウンtント 日8.1 5.8)く2LI.20 日61uTVH2V PC外紙中空床板雌 350kg/cn1 迎T式傭白壁式僻榊 ヰ批正 0｣Z

No 併発#.柿 形態 テ′ザイン 立地条件 完成年月F] 幅nX支rTu 7T=1J-# 上林柵茄.雌犬 ■ 下部紳並N.式 +fly K一一

ll 茅ケLf来少皿や C タウンtンタ- 日3 一lX31.60 ]-ほ lu]ⅣV PCJP,純変斬雨下特価 350kg′cnイ 逆T式舛℡杭dI500×5.5-8 さlr並 0.2

Ⅰ 中丸)JL.氾傭 C Mンセント S58 3.8x23.50 SSSlnNV PCiP.純下拘傭 TL一日 迎T式.Lb!式荊腎杭d600xX8-9 ‡肝玉 0｣≧

∫ 榊成典jE併 C 7*-lTJL/ ,ウシセント S58 63x23.)0 S551nlⅣV PC畔地T桁偉 TL.-)Ll 迎T式al管抗4800x6-7 ヰ朴丑 0_2

J' はなやぎ)biB傭 C タウンtンタ- H9.2 4.4x19.50 一.161uⅣ1-I2V ･*他鈍角床版叙桁備 350kg/cni L貞!補色T型頒抑 柿 0JZ
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L 壬ちづくり歩五十 C フォーマル 叩ンtント n7,9 5.0x2LI32 H61ⅡーⅣH2V PC阜kL中空床版桁♯ 350kg/crTf ラ-メン式4f台PHC航4500×7.0 市道 02

M 林見歩逝Ji C 叩ンセント H8.6 5Jix24.10 H2ⅠⅢⅣV PCせれ中空床版■ TL-14 遵T式(衣)逆T式 市道 0.2

N は円舞述if C 叩ンtント H9.1 6.Oxl8,54 H6一口ⅣJ]2V ■単熊井床版屯桁■ 350kg′cni 逆T式■台糖式■JP 市道 0ー2

0 そよ尽歩必携 C 11*>1- H9.1 5.8)り6.85 H6Ⅰ皿ⅣR2 RC斗米中空床版廿 350kg/cni 逆T式(杭) 市並 020_25

P 兇一らし串必★ C タウンセンター H9.1 6一0)く21.64 H6lPⅣH2V ■斗耗iI床版8E桁+ 350kg′cT71 逆T式■色(疏)単式■#(杭) 市逝 025

Q みらい歩RI廿 C 叩ンtント H9.3 5.OX41.00 1-121ⅢⅣV バイプレストレスPCせれ中空床版■ 350kg′cni 遭T式4f台 4I 0_2

R *明歩in+ C タウンセント 軒並

S 8本ふるさと事&+ C フォーマル 1ウ火ント H73 85×3750 H21ⅢⅣV パイプレストレスpC中空床版ず TL-14 遭T式一b(左)PtlC坑が00x9遭T式4f台(右) JIは 02502

T つとい歩道稚 C 70*W- H92 4.5×33.92 H21ⅢⅣV pCせれ中空祇桁 350kg′cni 遭T式袖式■由 Il 0.2

U センターrdl-.S五一 C タウンtン卜 H9.1 52×28_225 tf2】ⅢⅣV PCLB耗中空床版書 350kg′cni 逆T式♯台単式&#斗(杭) + 0.2

V 茅ケ仲井此歩正一 C フ*-.マル タウンセント n2 6.】×32朗 lt2ⅠⅢⅣV J単純■床版較桁4* TL-14 逆T式 一打玉 0.2

W 桜山歩皿稚 C 舛ンtント H8.ll 5BX32.10 I.161【ⅠⅣH2V iNせれ舛床版蔽桁■ 350kg/CrTf 蔑式♯カ JIは 0.2
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第4節 オープンスペース

1.グリーンマトリックスシステム

｢緑の環境を最大限に保有し､ふるさとをしのば

せるまちづくり｣という基本方針のもとに街づくり

が進められる港北ニュータウンには､総面積約fX)ha

にものぼる既存の自然地形や樹林地､水辺地が計画

的に保全されている｡それら地域の貴重な緑の資源

を ｢緑道｣と ｢歩行者専用道路｣という､フットパ

スで結びながら体系化しているのが ｢グリーンマト

リックス｣システムである｡

グリーンマトリックスシステム図

これは､自動車本位の道路体系で分断されがちな

市街地の中に､歩行者本位の人間的尺度に基づいた

利用空間を確保するとともに､集合住宅､学校等の

スーパーブロックの斜面緑地や､社寺林､屋敷林等

と､公園 ･緑地との土地利用を融合させることによ

り､限られた空間の中で､最大限のレクリエーショ

ン活動が可能なように､効率的結合を図ろうとする

ものである｡

｢ ＼ I妻 萱 草 濫 別

ドIiちi柿｣ ●●●●■rL~■牛久保水系 ｣ ∠ノ - .i /＼ ㌔/ ふじやとのみち一一一一一~■~~山｣ .千 / ＼ 一一 一 rTl

un; i I7) JL L 一JL .七 ､ ●I 11｣-●ヽ しヽ '1 1ヽ_■ :trゝや/ J. LLr∴ 一 一 一､■■ ● † 山配水系/y

:r凱･rrl L＼rl l ●､. ■'id 早3lulI .jTl:./A '棚ト 淵 t <,.

(, L L ･T7A . l'ー- ､LI ヽ◆ 1ー′～ こ..I, 誓 一 ㌦ 一

' ← . ._読 i :A : ■一∴ 態 hJ 〟 I■手 _I 7 ゝ .一:ト ト しよと 祈托水系

ヽ -′±ヽヽ-ヽ1き. ± p-_ 港 ノ 十せきれいのみち j 顎 ヽ
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ログリーンマ トリックスシステムの定義

グリーンマトリックスとは､種々のオープンスペ

ース (公園緑地 ･校庭 ･広場 ･公益的施設の庭 ･集

合住宅の棟間 ･公共歩廊等)､ビューポイント (高

台のオープンスペース､高層建築､美的建造物並び

に自然等)､緑地資源 (屋敷林､樹林地等)､歴史的

逝産 (文化財､富士公園等)を､フットパスで結合

した体系である｡このような多種多様な空間はネッ

トワーク化されることにより､そこに生じる歩行行

為は､単に一つの目的のために歩くのではなく､広

がりをもったものとなる｡

このような限定し得ない ｢歩行｣に対応すべく､

グリーンマトリックスシステムが提案されたのであ

る｡マトリックスとは､すなわち ｢空間｣と ｢行為｣

の多様な相関を意味する｡このような意味では､グ

リーンマトリックスシステムは緑道のみに限定する

ことなく､広く歩行空間のシステムとしてとらえる

ことができるだろう｡

空間と行為の相関

匡】グリーンマトリックスシステムの構成

(1)緑の都市骨格

計画上の課題である現況樹林は､単に部分的な

･4-46･

保存にとどまらず､これに様々な空間を付加する

ことにより､ニュータウン全体にわたるオープン

スペースのネットワークとして体系化し､これを

港北ニュータウンの全体空間構成の要として位置

づけた｡

造成計画上の効率を前碇として､谷戸沿いの片

側の斜面を重点的に保存し､そこに緑道 (基本幅

員10m)を配置した｡そして､これら現況斜面を

ぬいながら､ニュータウン全体にわたるルートを

設定した｡

(2)全体体系の決定

しかし､全ルートについて現況斜面を保存する

のは不可能であり､また､保存部分の用地の確保

についても､公園 ･緑地といった公共用地は面積

的に限界があった｡そこで､このグリーン体系を

ニュータウン全体の系として完成させるために､

現況斜面を保存できない部分は､公園の広場､あ

るいは学校等のオープンスペース系施設を配置し､

また､現況斜面保存部分でも公図 ･緑地によって

確保し得ない部分は､集合住宅地あるいは社寺等

民有地の屋敷林という形で保存を図ることとした｡

(3)グリーン系とオレンジ系

グリーンマトリックス幹線は自然の緑だけでな

く､センター地区の開発密度の高い部分や学校等

の公共施設を結んでおり､グリーン系とオレンジ

系の2種類によって有機的に計画されている｡

(a)グリーン系

グリーン系の幹線は､ニュータウンの最も

重要な骨格であり､総延長約14.5kmに及ぶ緑

道ネットワークを形成している｡

自然とのふれあい､スポーツ ･レクリエー

ションを中心として都市を循環する自転車

道 ･歩行者路に､オープンスペース (公園 ･

運動場 ･自然緑地)を連続して設置する､緑

の多い開放的な空間を有する都市全体の景観

が構成される｡

(b)オレンジ系

通勤､通学､買い物等の目的別の動線によ



る軸で､商業機､教育施設､社会文化施設な

どを設置し､多数の市民が集まる都市的な

｢ストリート｣が構成される｡

原則として各駅の徒歩圏は開発密度が高く

なることから ｢オレンジ系｣を優先し､駅勢

圏外は ｢グリーン系｣が優先される｡また､

各支線はオレンジ系を原則としている｡

(4)公園システムとの連動

通常､公園のシステムは､その広さや目的から

総合公園一地区公園一近隣公園一児童 (街区)公

園という段階に分類されているが､港北ニュータ

ウンの公園は､総合公園を中心にオープンスペー

スをつなぐ自然地形と既存植生とを活用した一連

の公園群として構成されている｡

また､開発区域に接している農業専用地区との

連絡が防災時の避難路として位置づけられ､都市

グリーンマトリックス主要軸概念図

防災対策に役立つよう配慮されている｡

匝]グリーンマ トリックスの構成要素

総計173haに及ぶグリーンマトリックスは､公園

98haを中心に､22llaの緑道､緑地等により構成され

ている｡

グリーンマトリックスの構成要素 (ha)

節一地区 第二地区 全 体

公共用地公rgl 公 園 36.7 61.6 98.3
繰 道 10.6 】2.2 22.8

都市緑地 0,25 OAG 0.7

計 47.6 74.3 ー21.9

宅地での公lgT 迎動広場 6.0 6.6 12.6歴史公園 4.5 2.5 7.0

計 10.5 9.I _19.6

公 lql 合 許 58.1 83.4 14ユ.5

保存緑地 (歴史公lgll杓を除く) 13.6 18.0 31.6
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2.公園整備

公園区分 位虻づけ.艶佼 iJ.i.t北ニユ-タウンにおける特徴

稔合公園 ニユ-タウンの緑の核 粘北ニユ-タウンの練の核としてタウンセンターに隣.接して総合公園が計画されている.

面q(:ー8.9ha ◇ 韮本A!念 地域に古くから継泳されてきた文化的一自然的Zt#_のfI.i庵的な保Gと括用を受け､豊山

としての'}*観や柚′-kを再生し継承するO

◇穫備方針 ①保全される 】｣々 のlJ心として､緑に特化した艶山公園を実現

②タウンセンタ-のポ仰ぎ機能を補完する公園としての姫備

③多世代にわたり多くの市民に利用される閑放された公園

頓)ニユ-タウンのシティアイデンティティが形成される公l蔀l
◇唯僻i叶画

(D造成計両
現況地形の保全を収優先とし､緑の山としての存在を主張し､谷戸空r''jJ･水系の保全を図る○造成

区域はセンター隣接:rW及びJB処L期を行う縁辺部である○

(参轍栽計両
荒れた牧山の再生.保全を果たすため､主に雑木林である二次林の再生-を行う.ただし､神社周辺

や′巨物胡保護区の二屯点准傭地区にあつては､常緑樹への遷移や桜等の新親.触化を部分的に行い､

エリア晦の特色を前山する○

@*AtR%
谷戸部の豊かな現況水系を7.EfJ1:JL､水EI然環境の復元を横穣的に行う○

①生物耕保護区
多様な動植物が生息する自然皮のTL'古い北側谷戸の一部を｢生物相保.護区｣に設定し､動植物の

サンクチュアリとするとともに､軌恭一学習の助として活用する.

地区公園 総合公園と近隣公 ほほ駅分周に対応して第-地区2箇所､節二地区2箇所配位されているo

園の中r'r.U的公園 地区公園は､既存樹林を保全した緑の環境であると同時に運動広場を有するスポ-ツ.レジヤ-の助と

而郁:5-9ha しても利用されるが､個々の獲備内容については地形的条件や周辺施設との相互関係等から駄足され

約 4-5-万 人の利用に対応 ている○

地区 名称 而郡(一一a) 主な施設 耶菜コ三体 耶菜手法

那一地区 地区1号公楓 4.6 山llr7:一七､7-トスクエア､池､雑木林 公田 都市公園串菜
(名称未定) 臓盟テラス､ポケットパーク (直接施行)

地区2号公l蛮l(山崎公園) 6.7 水遊戯施設､遊動広助 ､池､雑木林 公陛l 都市公園邸菜(Rl:接施行)

節_二地区 地区3号公園 9.5 水遊戯施設､自然観察林､生物相保護区､ 公川 都市公l那拝菜
(茅ヶ崎公l封) 池､せせらぎ (直様施行)

地区4号公園 8.8 池､親水広場,!l三物粕保護区､公園一脈､ 公圧l 都市公酢拝案

(也池公園) 多El的広助､せせらぎ､凹阿､彫刻広場 (直棲施行)

合 計 29.6

近隣公園 地区公園とほほ同 近隣公煙lの横能は､単に緑地の保存だけでなく､地区内を流れる水系の保全 (せせらぎ公園)や座礁

様な機能 文化財などの歴史的:逝産の保存 (I111笛士､北山u:rl3士公園等)の役側も担うなど､地区公園とともに

而椛:2ha前後中学校区に対応して配('Zt ダリ-ンマトリックスシステムの根幹として韮繋な役割を来たしているo

地区 名称 所収(lta) 毛な施設 -1工潔主体 iJt繋手法

耶一地区 近隣1号公園(名称未定) 2.0 芝/:E広.恥､雑木林､四阿 公団 土地区育養母三拝案

近隣2号.公園(名称未定) I.9 迎動広場､雑木林､プレイロット､多Ef的広助 公団 土地区酉整理部某

近隣3号公rB(名称未定) 4.0 池､せせらぎ､l坦阿 公団 都市公園邪菜

近隣4号公園(名称未定) 2.2 歴史性物がー野外施設 公団 土地区画整理即発

近隣5号公使ー(名称未定) 4.6 せせらぎ､展望広助､雑木林､凶阿 公Etl 土地区画准埋LfJf某
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公園区分 位粧づけ.規模 港北ニュータウンにおける特徴

近隣公園

地区 名称 両税(ha) 主な施殻 部#J主体 群井手法

節-地区 近隣6号公園(名称未定) 3.2 林間広場､雑木林､四阿 公田 土地区画巌BP_群発

近隣7号公園(鳥山公園) 1.9 芝生公園､展望広助､庭園広域､散井路､四阿 公Efl 土地区画並埋即発

すみれが丘公嵐 】.6 散策路､四阿 公団 土地区画腰埋耶菜

第二地区 近隣8号公園(名称未定) 2.6 展望広場､池､林内散策路 公団 土地区南濃理?J一茶

近隣9号公園(せせらぎ公園) 3.7 池､古民家､休憩広場､芝生広場､運動広域(】.95ha)併設 公l 土地区画膿理解菜

近隣10号公園(大東みねみち公園) 2.4 林聞広場､芝生広場､遊動広場､池､せせらぎ 公l 都市公園-TJi紫

近隣11号公園(葛ケ谷公園) 2.5 芝生広.吸､パーゴラ､ストーンフアニチャ-等､運動広場 (I.95ha)併設 公 都市公Igl-TJt薬

近隣12号公園(折田不動公園) 2.0 山頂小広場､芝生広場､石階段､澱石石組､多目的広場 公l詞 土地区画並理71喋

近隣13号公園(川和岱士公園) 2.2 展望広場､登山道､芝生広域､休憩広場､四阿､牧石石組 公団 土地区画腰理解菜

近隣14号公園(月山松公園) 2.6 自由迎動広場､出会い広場､歴史広場､展望広.吸､林内散紫路 公田 土地区画_6理即粟

児亜公tgl 日常生活に衡耕し 児童公園は､各位区内に均等に65箇所配.L'Etされており､子供の遊び場や憩いの助､近隣のコミュニケ-

(街区公園) た身近な公園 シヨンの場など､日常生活に常耕した都市的生活空問として聴備されている○

両郡 :i,200-2,500m7程度 他の公園と炎なり､目的は､主に広域空問の点り山となっている○

地区 施設't.数 両税 (ha) 平均雨林(ha/箇所)

節-地区 26 5.4 0.21

第二地区 39 6.2 0.16

合計 65 日.6 0.18

J住民参加による公園准傭

まちづくりの基本BJ!念のひとつである｢市民参加川こよるまちづくり｣の実践的な展開として､3匝lにわたって

住民参加による公園彪備が行われた.公 gl計画への住民と子供たちの悲兄の反映や公園の施工段

階での参加 (コミュニティ平板､トーテムポール､コミュニティポー/レ等)を実現させた○

地区 名 称 渡傭年度 而 郡(mT) 住民参加屑/参加組綴 特 色

第一 6-2号公lgT 昭57-58 2,500 地元地権者 発生する条件に柔軟に対応できるよう

地区 (第1回目) /町内会役月 .子供会 プログラムを聞定せず､設計段階での参加を親紫かつ丁寧に行ったo

第二地区 12-2号公園 Jl,d59-60 1.200 新規地権者 第1回目で設計段 階での配慮が釧かす

(第2回El) /小学校生徒 .PTA ぎたという反省から､公既から公Egl全体の韮本設計案を擬示○これをペースに子供達の安求するt■もの●'とアイデア､参加希望工棟を子供討誠により決定した○

ll-3号公使ー 昭62-63 1.200 地元地椀者 i)設計段階は大人の軌範代表に限定○

(第3回呂) 新規入居者/町内会.2Efl地自治会 2)施工段階でのイベントや工機に比並を[紅さ､子供達を含む多くの住民の自由な参加により准備された○
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公園位置図
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3.緑道整備

緑道は主としてかつて谷戸部であった位置に設け

られ､総延長15kmにも及ぶ｡この緑道は､それ自

体には既存樹林地を有しない造成盛土面が主体であ

るが､周閏には保存緑地が指定されて相当量の緑が

保全されており､これらの空間も含めた一体的なグ

リーンベルトとして､港北ニュータウンの骨格が形

成されている｡

圧]緑道空間の整備方針

港北ニュータウンの中で最も既成樹林を保存して

いるのは､公園及び集合住宅地であり､特に集合住

宅内の斜面緑地は､ニュータウンの緑道空間を構成

する重要な要素であり､集合住宅地の所有者の利用

に加えて､都市スケールにおける緑として位置づけ

られ､緑道を通る人々に､緑に溢れた景観を提供し

ている｡

ささぶねのみち

B]整備例

計画された5ルートの緑道 (ささぶねのみち､せ

きれいのみち､ゆうばえのみち他)は､各種のオー

プンスペースを有機的に結び､緑のネットワークの

形成を目的としている｡

緑道の幅は10-40mであるが､緑道を中心とする

景域には､集合住宅､施設用地､学校､運動広場な

どのスーパーブロックが配置され､緑道とスーパー

ブロックの斜面地を含めると､緑の幅が100m以上に

及ぶ区域もあり､広大な緑化空間が演出されている｡

ささぷねのみちは､第二地区の茅ヶ崎から東方を経てi別モガ両に至る｡平均幅員30mで､せせら

ぎを有する ｢韮幹的緑道｣である.せせらぎや橋於を中心に隣横する公共公溢施設の保存緑地と

一体的空I..Uを形成して､広がりのある栄城を有している｡東方工区は地形上平坦で､好i著な流水

もないが､渋沢工区は谷戸部の既存鵜落､屋敷林､寺院と一体となった ｢雁文JTii･城｣を形成して

いる｡

･緑道幅月

･緑道延長

･緑適所q(

･紫傭咋皮

･姫傭種別

･現況林而桃

15-40m

2.】km

62.7(カm2

IW=7和58年度～

施設整備 (モデル聴備)

1A(氾m?

…Jt:I00m以上
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4.せせらぎ整備

皿 ｢せせらぎ計画｣

港北ニュータウンのオープンスペースの骨格とな

る緑道は谷戸部に位置し､地域の特色である谷戸景

観の保存 ･再現するために､斜面の自然林を極力保

存し､谷戸の最も低い位置には ｢せせらぎ｣を流す､

｢緑｣と ｢水｣が一体となる豊かな自然空間が形成

されている｡ このように緑道に水を流し､公園に

池を配置する計画は ｢せせらぎ計画｣と名付けられ､

緑道･公園のなかに水を取り入れることの意義

･水文学的な忠盛:降水の保水及び地下以遠という自然的水循現を維持する

･生態学的な.C凝:水は小生物､湿性植物を支える韮安な77クターである

･脱税上の忠義 :せせらぎによる水の光れは､公図･線道の施設として収

蔵の演出劾鵜をもっている

港北ニュータウンの緑道とせせらぎ配置

ニュータウン内に6水系､総計延長 7Bkmの規模を

持ち､これまでのニュータウン事業でつくられた親

水施設の中では最大延長のものである｡最も大きな

特色は､水道や電気の力を使わず自然湧水､自然流

下により水を流し､自然の水循環に近づけた形とな

っている｡

せせらぎは､港北ニュータウンの環境整備の基幹

ともいうべき総延長15kmの緑道内に､第-地区2

系統､第二地区4系統の流路とこれに付帯する池を

拠点として配している｡せせらぎのある緑道は､保

存緑地や公園とも一体となって自然と調和のとれた

生活空間を創出することとなった｡
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[司計画実現のための検討と整備内容

(1)水源の確保

まず､せせらぎ計画地区の自然湧水と暗渠排水

について､水源の流出量 ･水質の調査と土地利用

や道路橋梁の検討をあわせて､水源の利用可能性

を評価した｡

さらに､水源を代表して､地区3号公園内の御

手洗池流域の水文特性を調査し､その解析結果を

もとにせせらぎ水源の水量を推測し､将来予測を

行った｡この予測値と実測値が合致することを確

認した後､他の水源についても予測を行った｡現

況地形である自然丘陵地には､降水から浸透､地

下貯留､流出に至る一定の水循環システムがある

が､開発造成により､この水循環が変化すること

となる｡

ニュータウン区域の市街化と湧出水への影響

(N.T/1一兵)舵地形 一一一一一一次38成 - .二次遜成 .一･･.･.･..- fti街化

(軸正成) (ai淡.ド,k述 (旺宅.その他■12)

ttJtRi成)

1 1 1

Nt の 左 化 の 変 化

1
･水油の埋没

(北川.水文現場の変化) L水源処水城の針 ヒ

将来の各水系における水源の流出量変化の予測

にあたっては､現況水源の水量を減少させる主な

要因である造成による帯水層の切断及び不浸透面

積の増加によった｡

また､せせらぎ計画予定地で自然湧水がないル

ートでは､降雨量の増減によって池からの流出立

が変化し､せせらぎ水量の安定供給が困難になる｡

このため､池の雨水をいったん貯留し､放流孔か

ら徐々に放流するシステムをとり､年間を通じ､

安定したせせらぎ下流への水の供給を行うものと

した｡

放流孔による流出量の調整

(2)せせらぎ計画地区の地質特性

港北地区の台地地質は､上から順にローム層､

粘土層､砂屑､土丹屑という構成で､谷部におい

ては沖積層､土丹屑という順である｡砂層の規模

は不被圧地下水の貯留能力を支配する重要な因子

で､砂屑が厚いほど貯留能力が高いといえる｡ま

た､地下水の流下方向は､土丹屑の傾斜方向によ

り支配される｡

土丹層が谷部地表面 (緑道予定地)より高い場

合には､地下水滞水屑の水位が低くても､地下水

はせせらぎへ浸出する可能性が大きいが､土丹屑

が谷部より低い場合には､水位が谷部より高くな

らない限り､地下水はせせらぎへ浸出しない｡こ

うした地質特性を調査した上で､せせらぎ水量の

予測 ･計画を行っている｡
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(3)下水道計画との整合

せせらぎの水路には､水源からの水以外に緑道

内及び保存緑地の雨水も流入する｡このため､設

計洪水時の流入量がせせらぎ水路の流下能力を超

えないよう､適宜､分水工を設け雨水管薬に落と

し､下流端では全盛を落とすよう､下水道計画と

の整合を図っている｡さらに､せせらぎの流域が

複数の雨水幹線の流域にまたがっている場合は､

流域を越える部分でせせらぎに必要な墓を上回る

水量については､上流域の雨水幹線により処理し

ている｡

◇オリフィス構造 (分水堰)

台風などの大雨により､せせらぎ-の流入量が

せせらぎ断面､せせらぎ水路の流下能力を越えた

場合は､流下能力以上の分虫を分水堰 (オリフィ

ス)を通じて公共下水道へ落とすようにする｡こ

のオリフィスが自動的に横能する構造となるよう､

設計上さまざまな工夫がなされている｡

オリフィス

(4)橋梁 .道路計画との整合

せせらぎルー トが橋梁 ･道路と交差する場合

は､せせらぎの高さを橋梁 ･道路計画と整合させ

る必要がある｡ニュータウン6水系の中で､せせ

らぎと立体交差する橋梁は11箇所あるが､うち1

橋は､構面を人とせせらぎが並行して道臓を渡っ

ていく形態となっている｡また､道路を横断する

必要がある場合には､特殊人孔 (サイフオン構造)

によって､せせらぎをいったん地下に通して水を

横断させる構造を採用している｡

サイフオン構造模式図 (D-4橋)

∴ -l角 .一五･･一･芸副 T7,I-ヽ●-●-

サイフ1ノdJuDJ■†

竿 __! ?_耳TI

(5)水路断面の検討

せせらぎ縦断は､下水道及び他の施設計画との

整合を図りながら､自然流下が可能なように決定

された｡

(D各水系はいずれも､水源からの流量が降雨

時の流量に比べて極めて小さいことから､平

常時の流量を豊富に見せるよう､せせらぎ水

路断面は複断面を基本とする｡

②逸水防止のため､低水位には防水処理を施

す｡

③降雨時の安全性を考慮し､設計洪水時 (10年

確率)に水路の水深が20cm､流速が0.5m/Sを

超えないことが原則である｡

(6)基盤整備

既存水源の状況は､今後の造成工事によって変

化するため､将来にわたって水量を確保する配慮

がなされた基盤整備を行った｡
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5.保存緑地整備

E]グリーンマトリックスシステムと保存緑地

保存緑地は､グリーンマトリックスシステムの重

要な緑として計画的に保存され､豊かな自然の残る

都市としての評価を得ている｡総面積約34万m2にも

およぶ保存林は､港北の既成林であるクヌギ ･コナ

ラなどの二次林を最大限保全 ･活用することによ

り､港北ニュータウンの "ふるさと"をしのばせる

景観を創出している｡

保存緑地面領 (m2)

区 分 保存樹林 取況保存地 造成法面 合 計

節-地区 民有地 66.870 17.685 27.945 112.500公益施設川地等 18.650 013,430 32.080

計 85.520 】7.685 41,375 144.580

第二地区 民有地 84,170 35.560 21.430 141.160公益施設)77地等 45,200 012,650 57,850

計 129.370 35.560 34,080 199.010

保存緑地位al図
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[ヨ保存緑地の位置

歴史を残してきた景観は､港北地域の丘陵地帯の

傾斜地にそのほとんどが位澄している｡谷戸部は水

田等に利用され､丘陵の上は畑として有効に活用さ

れ､"ふるさと"をしのばせる基本的な農村景観と

なっていた｡斜面緑地は､薪炭林や山菜取りの楽し

みをもつ山として､人々から手入れがなされてきた｡

そのありかたを都市へと展開することを追求した

結果､緑を都市の骨格としてとらえ､斜面地を積極

的に保存する保存緑地の誕生となった｡緑道等の歩

行者空間と斜面緑地が広大な緑道景観を形成してい

る｡傾斜地には二次林が多く､造成上も斜面緑地を

残すほうが容易であった｡
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B]保存緑地の法的位置づけ

ニュータウン内の保存緑地は､横浜市の ｢緑の環

境をつくり育てる条例｣に基づいて指定された｡保

存緑地は､一般の公園や緑地のように市による所有

管理ではなく､土地の最終所有者が所有 ･管理する

ということに特徴がある｡市との協定締結及び緑地

保存地区の指定の後､区役所の固定資産課において

｢山林課税｣として評価 したうえで固定資産税相当

額の奨励金が遠付され､宅地所有者の緑地管理を積

極的に助成するしくみとなっている｡

回整備内容

(1)自然がけの取扱い

緑の環境を最大限に保有する都市づくりの基本

理念を遵守し､現況緑地を保存するために､地区

内に多数存在する自然がけについての検討が行わ

れた｡

①基本方針

･規定勾配以上の自然がけは､原則として規制

法上問題とならないよう措置させる｡

･ただし､保存緑地の斜面緑地は､基本理念

を遵守する立場から､極力緑地を保全す

る方向の措置とする｡

･施工段階において､緑地保全区域の残し方

又は右横等に問題が生じた場合には､別

途協議する｡

②自然がけの措置

自然のまま放置される規定勾配以上のがけ

については､宅地造成等規制法に基づく措置

とすると､港北ニュータウンの基本理念から

結果として逸脱してしまうため､建築基準条

例第3条の規定の運用により､規定の範囲を

超えるものについては原則として規制法に基

づく措置とした｡

(2)保存緑地整備

保存緑地の有効な利用を図るため､植生に合わ

せた利用適性を考慮したうえ､必要となる基盤整

備を行った｡

保存緑地整備内容

)植生にl対する磨傭

･アズマネザサなどの下刈 り
■ ■

･純林化のための伐採 (除伐)

･樹木密度調整のための伐採 (間伐)

･竹地下茎の侵入防止板の埋設

･耕地や造成法両の植栽及び引き渡しまでの管判i

b施設に関する軽備

･園雌､広橡､散策路の造成

･雨水排水施設の設慣

･搬水設備､照明設備の殻鮭

･土止め柵等の設鑑

･敷地境界柵 (生垣､フェンス)の役職

･樹林と散策路の境界柵の設粧

･間伐材等のス トックヤー ド

･凶阿の設艦

t適J&fIJ
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第5節 供給処理施設

1.上水道

圧]上水道計画

(1)上水道計画の概要

港北ニュータウンへの給水は､神奈川県内広域

水道企業団の¢2,孤 )mm系 (西長次浄水場系)を

水源として横浜市が受水し､港北ニュータウン内

の2つの配水池を受水拠点として各戸に配水して

おり､計画給水区域は､第一地区の548.3haと第

二地区の768.6haである｡

配水系統は､原則として､第-地区は牛久保配

水池より､第二地区は､新港北配水池より配水し､

それぞれ高区､低区系別に配水管網を構成し､高

区系は加圧ポンプ方式とし､低区系は自然流下方

式により配水を行う｡高区及び低区の区分につい

ては､造成計画地盤高が標高25m程度を標準境界

線とし､土地利用計画及び地形等に応じて区分が

なされた｡

上水道計画排水系統図

･4-57I

(2)計画給水量

港北地区の計画給水量は当初 (昭和49年12月給水

申込み時)は55C伽nl/日であったが､昭和55年 1月

の土地利用計画変更で､卿 00rri3/日に変更され､最

終的には平成8年3月の基本協定の変更において､

中央地区を含めて即00Tn3/日に変更された｡

計画給水量は､一般給水量 (基礎家庭給水量

1(榔)e/戸)と特別給水量 (公共公益施設､商工

業施設における事業給水量)を加算して算出され､

港北ニュータウンの一般給水量は､56320滴/日で､

特別給水量は23,680nl/日であるO

給水原単位は､｢横浜市給水装置工事設計施工

指針及び設計施工基準｣によるもので､これによ

りがたい水量は､水道局と公団の協議により実親

及び推定で算出している｡

計画給水量

区分 面郡 計画戸数 計画人口 -奴治水且 特別拾水虫 計肯冷水鬼

(lta) (戸) (人) (n1/Eり (n1/E1) (ni/日)

節一地区 548.2 23.300 92,000 23.000 7,200 30,500

第二地区 768.6 32.800 12.800 32.800 13.200 46.000

中央地区 23.7 220 750 220 3.280 3.500



匡]給配水協定

上水道施設の整備において､公団は港北ニュータ

ウンの広い面積を効率的に施行及び管理してゆくた

めに､公団は昭和57年7月26Elに ｢港北ニュータウ

ン建設工事に伴う給排水施設の移転､防護工事の施

行協定書｣を市水道局と締結し､上水道施設工事の

設計 ･施行を市水道局に依頼した｡

昭和56年6月1日には市水道局と ｢横浜北部新都

市第一地区及び同第二地区土地区画整理事業施行地

区における上水道施設の設置事業に関する基本協定

書｣と ｢横浜北部新都市第-地区及び同第二地区土

地区画整理事業施行地区における上水道施設の維持

管理に関する協定書｣を締結した｡設置に関する基

本協定書では､施行方法､負担金の額､支払い方法

について､維持管理に関する協定書では､上水道施

設の維持管理区分､費用負担部分について明確化し

ている｡

基本協定書は､最終的に平成8年3月に中央地区

を含めたものに変更された｡

基本協定雷の主な内容

稔則 (第 1粂)

1日椴大 8万nfの給水を行うため､公団が定める

造成計画に合わせて昭和63年 3月31Elまでに完了

する｡

-tli井の施行区分 (第2粂)

手打菜の施行は横浜市水道局が行う｡これにより難

い助合は､横浜市水道局と公EZlで協議の上部菜区

分を定める｡

公団の負担金 (第4粂)

専 ら地区に給水するための施設 (専用施設)の設

鑑に輩する費用は全額負担とする｡

専用施設以外の関連施設で､横浜市水道局が地区

外の給水にも使用する施設 (共用施設)の設'Eに

要する焚用 (用地資を含む)は水虫比により負担

する｡

用地の確保 (第12粂)

公団は配水池用地､ポンプ場用地及び､計測施設

用地等を確保するものとする｡

[司取付管の整備

上水道の宅地への引き込みについては､民有地と

公団用地とでは整備方法が異なっている｡

民有地の場合は､申込み制であり､宅地所有者の

判断で施工され､工事費は個人負担となる｡

申込み窓口は､施工効率を考慮し､給水工事代行

店の団体である神奈川管工事組合が一括して行って

いる｡神奈川管工事組合は､公団から送られた対象

リストにある地権者に対して､二次整地時に御用聞

きを行い､申し込みを受けて施工を行っている｡

公団用地の場合は､全ての公団用地に引き込みを

行い､公団が設計から工事発注まで全てを行ってい

る｡

工事は両者とも､舗装道路の掘り返しを防ぐため､

舗装前に雨汚水管工事､上水道本管工事と同時期に

施工される｡

取付管整備フロー
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2.ガ ス

ガス工作物の設置は東京ガス㈱ により施行され

た｡

公団と東京ガス㈱の間で､昭和52年12月18日に

｢横浜北部新都市第-地区及び第二地区におけるガ

ス本支管に関する協定書｣を締結し､港北ニュータ

ウン内でのガス本支管工事における負担金について

以下のように定めた｡

公団負担金-工や焚一東京ガスの負担金

rAT京ガスの負担金

=〔豊悪霊謂 諾 芸×公団の- 予定戸数〕

×東京ガスの供給瀧定に定める3号ガスメータ負担額

ガス供給施設図

ロガス管の引き込み

ガス管の引込み工事については､給水管と同様に

舗装工事前にガス本管工事の施工と同時期に行わ

れ､民有地の場合､工事費は個人負担となるが､地

区内家屋の移転先となる換地予定地に限り､公団の

費用負担となっている｡

ガス引込み工事の申込みは､東京ガスが窓には な

り各個人に対応している (手順については取付管整

備参照)O
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3.電 気

電気工作物の設置については東京電力㈱により施

行され､ニュータウン内には変電所が3箇所設置さ

れている｡

[∃建柱位置

港北ニュータウンでは電柱のあり方について､電

柱問題研究部会を設置し､昭和53年7月15日の第-

回部会から8回の討議を重ね､地区内の配電計画が

定まった｡

配電計画において､地上に設置しなければならな

い配電設備には電柱､支線､支線柱､支柱等がある｡

電柱の建柱位置については､道路内建柱と民地建

杜が検討され､歩道区分のない道路予定地について

電柱等が設置されるまでの流れ

は､道路の民地側に､歩道区分の有る道路予定地に

ついては､歩道の車道側に決定した｡

支線及び支柱においては､街区の状況により民地

に入る場合があり､隣接する宅地との高低差がない

場合については､宅地の西側及び北側の宅地割線付

近､高低差がある場合については､低い宅地割線付

近を標準とした｡
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電気供給施設団

4.電 話

電話工作物の設置主体はNTT㈱である｡ニュ

ータウン内には､電報電話局が1局設けられた｡

電話供給施設図
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第6節 下水道

1.排水計画

ロ雨水排水計画

港北ニュータウンが計画されている区域は､すべ

て鶴見川水系に属している｡

雨水排水計画においては､原則として早捌川､大

熊川等の支川の河川の流域変更を行わないこと､及

び流末河川を改修し､地区内に一切調整池を設けな

いことを基本に計画がたてられた｡

地区内の下水処理システムは分流式で行い､雨水

は鶴見川､早捌川､大熊川等のニュータウン関連河

川に放流する｡

下水道計画主要排水系統図 (雨水)

鶴見川水系流域図
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(1)計画雨水流出量算定

計画雨水流出量算定公式は ｢横浜市下水道計画

基準｣による｡

計画雨水流出量算定公式

排水而概 一 般 公 式 井 定 公 式

lha未満 QR-R.C.A QR=0.1667.C.A O

lha以上3ha未満 QR-R.C.A.6q QH=0.1667.C.A56②(S=1‰)

lha以上3ha未満 QR-R.C.A.6q QR-0.29385.CtA与6③(S=30‰)

100ha以上200ha未満 Qk=C(0.22517A-8.878) QR-C(0.22517A-8.878)㊨

QR:計画雨水流山鼠 (m3/see)

R :降雨強度 60mm/hr-0.1667m3/sec･ha

r, ‥降醐 皮 で選 好 (mm/hr)

t:流達時間 (min)

C :流出係数

A :排水而郡 (ha)

S :地表平均勾配 (S/1000で表されるSの値)

〔備考〕① 直線式
eX3)プ1)ックス公式
① 直線式

⑤ ラショナル公式 (河川公式)

(2)流出係数

流出係数は下水用途地域別に次の値を採用する｡

この値は ｢横浜市下水道計画基準 (昭和49年度

版)｣に準拠するものである｡

なお､地区外から雨水流入がある場合は､その

流入雨水量の算定に用いる流出係数は横浜市下水

道基本計画によるものとする｡

用途地域が2種類以上混合する地区の流出係数

は各面積の加重平均とする｡

流出係数の値

下水用途地域 流出係数

集合住宅地域 0.70

一般住宅地域

商 業 地 域 0.60

準 工 業 地 域 0.60

[∃汚水排水計画

横浜市公共下水道事業として､汚水は下水道幹線

を経て､地区外の港北､緑雨下水処遇!場で高度処理

し､鶴見川に放流する｡

排水区は第-地区､第二地区に区分し､第一地区

においては､計画処理人口92,∝X)人､汚水管約108km

(地区内内径250-1100mm)を敷設して､地区外の

横浜市公共下水道の山田幹線､元石川 ･新羽幹線及

び新羽ポンプ場を経て､港北下水処理場に導いてい

る｡

第二地区については､計画処理人口 128,000人､

汚水管約153km (地区内内径250-1200mm)を敷設

し､地区外の横浜市公共下水道の山田幹線､元石

川 ･新羽幹線及び新羽ポンプ場を経て､港北下水処

理場へ､一部は市ヶ尾幹線を経て緑下水処理場へ導

いている｡

処理区域別計画区域面積､計画処理人口

区 分 計画区域(ha)計甫処埋人n(人)

港 北 処 FJ!区 I.147.7 190.000

緑 処 Pl旦区 169.2 30.000
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(1)計画汚水量算定

計画汚水量は家庭汚水畳と事業排水量の総和と

し､各汚水量は次式により求められ､原単位は以下

の表を使用する｡

なお､地区外から汚水流入がある場合は､その流

入汚水量の算定に用いる人口密度及び事業排水量原

単位は､横浜市水道基本計画による｡

家庭汚水.uf;i･(nl/S)-家庭汚水･i講釈判立×人n常圧×排水区域面織

部菜汚水丑 (〟/s)-串菜汚水に_-(原単位×人n溌皮×排水区域両横

家庭汚水量原単位

区 分 原坤位

1人川 当たり磁大汚水i正 520̀ /人.H

下水道計画主要排水系統図 (汚水)

(2)事業排水量原単位

事業排水量の算出にあたっては､｢港北ニュータ

ウン水道施設基本計画書 (昭和55年3月)｣の特別

給水量を算定の基礎としている｡ 事業排水量原単

位の決定にあたっては､次のようなことに留意した｡

①原則として､第-地区と第二地区を統一する｡

②下水用途地域 (用途)毎に第-地区､第二地区

の計算値を加重平均する｡

③準工業地域は､｢横浜市下水道計画基準｣の値

を採用する (特別給水量からの計算値が非常

に′トさく､将来的に不安が生じるため)0
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事業汚水量原単位

分 類 原単位(m3/S.ha)

商 業 0.00520

準 工 業 0.00139

学 校 0,00100

総合病院 0.00380

鰭掃工場 0.00350

福祉施設 0.00100

2.幹線下水道整備

地区内及び､地区外の幹線については､横浜市の

下水道事業であるが､公取 まこれらについて､下水

道協定 (｢横浜北部新都市第-地区､第二地区土地

区画整理事業の施工に伴う防災ダム､水路及び公共

下水道の設置､引継､維持管理､廃止等に関する協

定｣)に基づき､設計､施工､用地買収､事業に伴

う補償､関連機関の事務手続き全てを市から受託し

ている｡なお､新田谷雨水幹線及び汚水幹線の山田

幹線､元石川 ･新羽幹線､市ヶ尾幹線は横浜市の施

工となっている｡

幹線下水道整備に関連する構造基準並びに設計指

針については､公団が作成し､市の下水道建設部北

部及び同東部設計課と協議し､承認を得ている｡

幹線下水道整備の事業負担は､地区内のみの排水

を処理する管薬については公団の負担とし､地区外

の排水も合わせて処理する管菜については､流量比

により市と公団で負担している｡

第一地区､第二地区別計画区域面積､計画処理人口及び人口密度

第一地区 第二地区

両税 計画人口 人口密度 両横 計画人口 人口密度
(ha) (人) (人/ha) (ha) (人) (人/ha)

集合住宅地域 132.1 60,200 456 201.5 86.700 430

一般住宅地域 343.2 28,500 83 435.6 36.300 83

商 業 地 域 39.5 2,800 70 61.4 4,200 70

準 工 業 地 域 9.6 500 50 24.4 800 50

公 園 23.9 0 0 45.7 0 0
計 548.3 92,000 - 768.6 128,000 -

(往)人口密度-計画人口/両税
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3.地区界沿いの下水道整備

地区界道路整備方針の中で一方後退道路として整

備される道路の下水道については､公団が横浜市か

らの受託工事として整備している｡

また､中心振分道路として整備される道路の下水

道については､事業執行上､下水道整備が必要なも

のは､一方後退道路と同様に整備していくが､事業

執行上必要のないものについては､市の判断により

市の施工を原則としている｡

整備内容としては､一部の地域では取付管まで整

備している｡

費用負担については､市費100%のものと､地区

内と地区外の流量比により公団と市が負担するもの

がある｡

地区界沿いの下水道整備位置図

4.雨水貯留

当初､港北ニュータウンの開発計画の中では､雨

水排水については河川改修で対応するとし､地区内

に永久的な雨水貯留施設は計画されていなかった｡

しかしながら､河川審議会の答申を受けて､昭和55

年5月に設立された鶴見Jけ流域総合治水対策協議会

により､鶴見川流域整備計画が発表され､港北ニ

ュータウンにおいてはこれを受けて､22万nlの容量

をEl標に貯留することとなり､公園､集合住宅､誘

致施設､その他公益用地に雨水貯留施設を設け対応

している｡

[]経緯

河川審議会の答申を受けて､昭和53年7月に発足

した鶴見川流域総合治水対策協議会準備会と､それ

に続いて昭和55年5月に設立された協議会によって

流域整備計画 (莱)が検討され､昭和00年度 (市街

化率75%)を目途に､保水地域や遊水地域の整備計

画など一連の対策が発表された｡これによると､保

水機能保全のために､横浜市分として153万m3の施

設容量をもつことが求められている｡

港北ニュータウンとしても､これに対応するため

に雨水貯留施設の実現の可能性を調査し､昭和55年

10月 ｢港北地区雨水貯留施設基本計画｣を作成し､

基本方針を定めた｡

その後昭和56年8月に ｢港北地区雨水貯留計画｣

第一次案 (貯留ポテンシャル27万rr13)､昭和56年10月

に同第二次案 (貯留ポテンシャル34万rTf)を作成し

建設省京浜工事事務所に説明した｡さらに､昭和00
年2月には土地利用計画変更後の雨水貯留計画を作

成､貯留ポテンシャル22万nlを算出した｡

その後､基本計画ができあがっている公園全体に

ついては､実貯留豊を43,79)nlとして市に了承を得た｡

公園全体の貯水量は公園整備に合わせた形で対応

するものとし､それ以外の貯水量については､二次

開発時に市の指導により貯留施設を設置するものと
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している｡

[ヨ雨水貯留計画

(1)対象とする施設

雨水排水の上乗せ要求である雨水貯留について

は､区画室理事業の中で二重投資を行わないため

に以下のような施設を対象にしている｡

･公園緑地 (近隣公園､地区公園､総合公園)

･教育施設

･公益施設

･集合住宅

･誘致施設

(2)検討条件

(a)公 園

公園については､公園全体について具体

的な調節計算を実施して公園が負担し得る

実貯留畳を把握しているが､児童公園につ

いては施設管理と安全対策の面から､貯留

施設の対象から除外された｡

計画の基本的事項である計画降雨､オリ

フィス径などについては､｢横浜市遊水池設

置に関する基本的事項｣に準拠しているが､

具体的には､横浜市河川課の指導により計

画している｡

･確率年度 1/10確率

･降雨強度 30mm/hrx3時間

(地区及び総合公園は40mm/hrx3

時間)

･調節方式 オリフィスによる自然放流

鴨池公園雨水貯留施設

(b)公共公益施設､集合住宅､誘致施設

敷地面積が0.1ha以上のもので､公共 ･公益

施設及び公社 ･公団が築造する各種施設は､

｢横浜市遊水池設置に関する基本的事項｣によ

り雨水貯留施設の設置が指導されている｡

･開発面積による設置区分

lha～1511a遊水池を設置

0.1ha～ lha調整池を設置

･降雨強度及び降雨継続時間

偶 発 而 郡 15ha以上 5ha～15ha0.3ha～5ha 0.3ha.た浦

幡lL'='J雨 瓜(r) 50mm/一一1- 40mm/hr. 30mm/hr 50m111/llr

降雨継手削緋U(t) 211引J'=S]30分 3時問 3時聞 )幡lt''J30分

･流出量

ラショナル公式により算出

流出係数 未開発地域 0.4

開発地域 0.9

･調節方式 オリフィスによる自然放流

･維持管理

1ha以上については､市が維持管理する｡

また lha未満については､別途協定書を

締結し､開発者に遊水池等の維持管均!を

義務づける｡

･貯水規模

l凋 発 向fi'i151ta以 ヒ 5ha～15ha0.3ha～5ha 0.3ha未満

･流出量計算

遊水池流入面積､開発面積及び直接放流

而により許容放流量を決定する｡

･滞水量､滞水位

許容放流量よりオリフィス式を用いてオ

リフィス孔径を決定し､5分間庵に流入
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量と放流量を逐次計算し決定する｡

･余裕高

コンクリートダム 0.6m以上

フィルダム 2.0m以上

･放流管

放流管の呑み口部は土砂が直接流入 しな

い配置構造とし､塵芥等により閉塞しな

いようスクリーンを設置する｡

(3)雨水貯留施設の設置について協力を願うもの

雨水流出抑制に対して､ 5α)m2-1,(XX)m2の一般

宅地については､雨水浸透桝の設置が指導されて

いる｡
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第7節 新都市施設の建設

1.ライフラインの地中化

凹無電柱化区域の設定

横浜市は当初､港北ニュータウン全域の電線地中

化を計画していたが､予算措置上の課題等により全

域無電杜化を断念し､このあり方については､昭和

53年 7月15日から電柱問題研究部会に委ねられた｡

討議を重ねた結果､全面地中化は不可能だが以下の

区域については無電柱化を進める方向が示されたも

のである｡

昭和55年6月30EIに横浜市､住宅 ･都市整備公団

及び東京電力(株)間で ｢横浜北部新都市土地区画整

理事業第一地区及び第二地区の配電線路に関する覚

書｣が交わされ､この配電線計画の基本方針により､

港北ニュータウンにおいて無髄柱化すべき基本的区

域が決定された｡

〔覚書による無髄杜化区域〕

①幹線道路及び幹線道路沿

②歩行者専用道路及び歩行者専用道路沿

③緑道及び緑道沿

④公園内

⑤学校内及びその他公益用地内

⑥集団住宅地内

⑦タウンセンター地区及び駅前センター地区

このうち､幹線道路､タウンセンター地区､駅前

センター地区､歩行者専用道路については､延長約

99Kmを無電杜化する計画であり､現在これらの区

間に設置されている電柱についても段階的に撤去さ

れている｡特に､タウンセンター地区及び駅前セン

ター地区の撫電柱化については､共同淋及び電線共

同収容満が計画され､配電線等のライフラインとと

もに地中化が図られている｡

[ヨ共同施設の内容

港北ニュータウンのタウンセンターは､商業施設

だけでなく､業務 ･文化 ･住宅などの多様な機能や

大小さまざまな空間形態が複合して形成される多磯

能複合型のセンターとなる｡このため､タウンセン

ター内では安全で快適な都市環境を目指し､効率的

な都市運営を行うための将来を見通した新都市施設

の計画が検討され､ライフラインの地中化導入が図

られた｡

地下埋設物の設置方式には､各施設ごとに単独で

設置する方法と､電線 ･管路施設等の複数の施設を

収容する構造物を設置し共同設置する方法がある｡

港北ニュータウンの共同設置

収 容 物 件 花線共同収容7滞 共同ilVf

磁 気 通 信 線 T ○ ○

C A T V 線 V ○ ○

その他惜朝通信線 1 ○ ○

'iti jJ & E - ○

ヒ 水 道 管 W - ○

F 水 道 q_̂t; S/R -

地域 冷 畷房 配 管 H/C - ○

往)○:収容 一:非収容

□下水道管､ガス管を除いた粗動

･下水道管 :自然流下を原則とするため､勾配確保のた

めに構造物断面計画への制約が大きい｡

･ガ ス 管 :種々の防災 ･保安対策が必安になり､他の

物件収容の制約となる｡別室とする場合に

は構造物全体断面が大となる｡
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2.共同溝及び電線共同収容溝

港北ニュータウンでは､①幹線道路､②歩行者専

用道路､(宣)緑道､①公園､⑤計画建設用地､⑥セン

ター地区 (タウンセンター､駅前センター)におい

て配電線類のケーブル等の撫電柱化を含めた地中化

が進められている｡

水道 ･奄気 ･電話などのさまざまな配管 ･配線を

一括して地下構造物に収容する ｢準用共同満 (以下

｢共同沸｣)｣及び電気通信ケーブルを主に収容する

｢電線共同収容離｣により､互いの機能を補完しあ

う "共同離ネットワーク"を形成している｡

[∃共同溝

共同伴を敷設するメリットを生かし､主に幹線道

路に敷設され､快適な都市空間を創出している｡

共同溝

･道路の掘り返しの防LL

･道路地下空間の有効利用

･都市iA･観の向ヒ

･都市の安全性の向上

･艮)明的な都市整備計画への対応

(1)計画概要

(a)整備区域の設定

タウンセンター地区全域において､共同満

導入による効果が期待されるため､原則とし

て地区全域での整備が検討された｡

一方､タウンセンター地区には市､公団な

どが所有し計画的に施設建設を行う大規模な

街区に加え､地区の特性として､細分化され

た民有地が多数存在した｡これらの共同化の

進展によっては､建築単位や供給処理の需要

規模にかなり変動が予想されるため､すべて

の宅地に共同鞍による供給形態をとることは､

過大な基盤整備につながる危険性があったこ

とと､土地利用や道路計画の面から､道路幅

貝や利用形態の異なるいくつかの道路種別が

設定されている｡

このように街区の特性や道路の機能に応 じ

た適切な水準の基盤整備を行うことが目標と

された｡

(b)共同構内容

共同満には､上水道管等のライフラインが

収容され､豊かな市民生活に貢献している｡

共同溝の全体計画

整備区域 タウンセンター

懸備路線 幹線通路､補助幹線道路などの骨格道路

全体延長 約2.000m
(内訳)節一地区 約 700m

第二地区 約1.300m

収容物件 上水道管 ¢300-¢400nlm

熱供給管 冷水管 (従 .避)2本
温水管 (従.過)2本

モ旺カケ-7-A,(TTNetを含む) 7粂～14粂

能瀬ケ-プル 5粂

CATVケーブル 1粂

(2)整備ルー ト

共同経の登偏は､センター内主要幹線道路であ

る｡
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共同溝及び電線共同収容溝の敷設ルー ト

凡例

共同･)点投ルート

挽断面タイプ

阜断面タイプ二二｣
IJft7号,LlrtLA-I

共同溝の代表例

〔複断面タイプ〕

｢

-

･
l

∫∫fゝ_I∫ ナ=.一一 ､→ヽl73メi ′IX/..r!iiji-lIB.III′/

′ 一二 U../-･lT.

∫∫II I--■lI-一一鵬 ■ I_友一 ･-.●･.-■.
七 IA. 一雨肌_∫ー匡 ーJtj A

J_ ｢ l+∫･遠̂r..1tlI l

≡≡ Iし 八手∫ヽ ∫ .I'･!:b拙句顔1 LI-I､51ヽ

/冗′1 _5l,I,習.ヲ ヽ巧℃.t,I_ ●l l 野 Li.:-:.I I

電線共同収容溝の代表例

〔複断面タイプ〕

〔単断面タイプ〕
地域高取房を除く収容物件を全て収等するタイプ
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且電線共同収容溝

電線共同収容満は､供給管共同鞍の一形態として

収容物件を電線類に限定し､断面の簡易化､縮小化

をはかったものである｡共同溝に比べ､投資額が小

さく設置空間も小さいが､歩道部設置が原則となっ

ている｡

電線共同収容溝

･街の美観をそこなう屯線通信ケーブルが地下に也

設され､都市硫紋がll'11上

･各種ケーブルが銀約的､立体的に収容され効率的

な地下利用が可能

･将来ケーブルの敷設37,言安を計画的に見込んだ斬両

として設計することで､ケーブル新増設が容易

･道路掘り返しの防止

(1)計画概要

電線共同収容満には､主に弱電線類が収容される｡

①電話ケーブル

②CATVケーブル (ケーブルテレビジョン)

③その他の情報ケーブル

なお､電力線は単独地下埋設構造となっている｡

(2)整備ルー ト

タウンセンターに加え､合計 5箇所のセンター

に対する導入が進められている｡

①タウンセンター

②中川駅前センター

③北山田駅前センター

④茅ヶ崎駅前センター

⑤仲町台駅前センター

タウンセンターの電線共同収容鮪は､共同満とそ

の機能を補完しあいながら電柱のない街づくりを推

進しており､センター地区全域をカバーできる整備

ルートが選定されたO道路に埋設ルー ト表示のない

区間も､各街区へのアクセス上､他のルー トからア

クセスする対応となっているO

駅前センターの整備ルー トは､基本的に歩行者専

用道路とし､供給処理上やむを得ない場合には区画

道路に埋設されている｡

電線共同収容溝敷設ルート
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3.地域冷暖房施設

タウンセンターには､商業業務施設や文化施設を

中心としたさまざまな施設が立地するため､冷暖房

に非常に多くのエネルギー消費が予想される｡この

問題に対処するため､共同溝の敷設とともにエネル

ギーの一括供給のための地域冷暖房システムを導入

した｡

地域冷暖房施設

大気汚典防止による環境保全の向上

屯気 ･ガスを中心とした省エネルギー閉場へ

対処

防災性の向上による安全性の確保

地域プラントによる熱エネルギーの安定供給

都市整備における高水碓サービスの具体化

ビルスペースの有効利用

昨今､地球的規模で課題とされている環境汚染の

防止や電気を中心とした省エネルギー問題にも寄与

し､次世代の新都市づくりに貢献することができる｡

地域冷暖房システム導入エリア及び整備ルート

[∃計画概要

近年､大都市圏を中心に､新 ･再開発及び既成中

心市街地において､地域冷暖房の導入が積極的に進

められている｡タウンセンター地区は､これらの地

区と比較して拠点性､熱需要規模 ･密度等の点で同

等以上の地区と位置づけられる｡

冷暖房プラント

[∃整備ルー ト

冷暖房プラントからタウンセンターエリアの主要

業務施設-の配管は共同満の有無により異なってい

る｡

共同溝整備道路については､地域冷暖房地域配管

の維持管理精度の向上､道路空間の有効利用の点か

ら､地域配管は共同構内収容とされた｡

共同溝整備の予定されないルー トにおける地域配

管の設定は､原則として直埋設となるため､地下埋

設物配置調整が行われた｡
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回地域冷暖房システム

地域冷暖房システムは､タウンセンター北駅を

中心とした第一地区と､タウンセンター南駅を中心

エリアとした第二地区にそれぞれプラントを設置

し､熱の供給サービスを行うものである｡

2地区には熱需要特性の違いがある｡第一地区は

給湯需要が少ないなど冷熱負荷が大きく､第二地区

は暖房や給湯需要が多いなど温熱負荷が大きいこと

から､プラントにおける熱源は､第-地区を電気､

第二地区をガスとした｡プラントから､冷水 (7℃)

と温水 (輿-地区47℃､第二地区80℃)が各業務施

設に供給され､冷暖房や給汝などに利用されている.

地域冷暖房システム

地区名 供給而榔 熱源 供給媒体 温度

節-地区 5.61ta 乍塩気主体 水熱源回収 冷水:7℃

花動ヒートポンプ 温水:47℃

第二地区 14.0lta 馴iガス主体 水熱源回収 冷水:7℃

熱源システム (第二地区)

4.CATV(ケーブルテレビジョン)

21世紀に向けた多機能複合都市として位置づけら

れている港北ニュータウンは､横浜市におけるイン

テリジェント･シティ整備計画における重点整備地

区に指定されており､市民や企業に対して高度で多

様な情報サービスの展開が期待されている｡

CATVは､都市基盤施設の一つとして､平成元

年8月土地区画整理法第2粂第2項施設に位置づ

け､公団により整備されている｡

[□計画概要

港北ニュータウンにおけるCATV導入は次の観

点から行われた｡

(∋高度情報化時代に対応した都市基盤施設の整備

②タウンセンター等土地利用の高度化に伴って生

じるテレビ受信障害に対し､良好な受信環境の

確保を図る

③各種ニューメディアに対応した受信アンテナの

乱立を防止し､都市景観の向上を図る

(1)サービス内容

VHF 7淡

･NHK総合 ･NHK教育 ･日本テレビ

･TBSテレビ ･フジテレビ

･テレビ朝日 ･テレビ束京

UHF 2披

･TVKテレビ ･放送大学

FMラジオ放送 5波

･放送大学 ･TOKYO-FM ･J-WAVE

･FMNHK横浜 ･FMNHK東京 ･FM破折

NHK衛星放送 2披

･NHK'qr基節一 ･NHK衛星姉二
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(2)施設整備の概要

港北ニュータウンのCATVは大規模施設にな

ることから､伝送品質の向上､システムの信頼性

の向上､上 り回線の確保の点から概ね 1万端子ご

とにサブセンターを設けることとしサービスエリ

アを6ブロックに分割している｡

受信アンテナ､メインセンター､各サブセンタ

ーを光ケーブルで結び､サブセンターから各家庭

には同軸ケーブルで電波を供給するサービスが行

われている｡また､このシステムは､将来の高度

サービスに対応した ｢双方向 450MHz光 ･同軸

ハイブリッド方式｣である｡

CATVシステム

置 忘 -,r▲- .. ;Y,L□ -リ.
千● JL1仙●

,三;二..-l官 ー …i'i'i';;'tf'ii'C'

E=.腿 垂 匿 …

LInJ
*t■●■ ■一一J>-1JL.ー■■ー

IJIA■l hケ-ILL,

JLBtLt□ □ 口 -in;;,.⊂ ][コ [コ ."‥ .Olt■)□ □ □ ''''7 … "■t■

(3)運営

新たな管理 ･運営主体が設置されるまでの間

は､公団が暫定的に管理 ･運営を行い､業務を(樵)

港北都市開発センターに委託している｡

匡]整備エリア

CATV導入エリアは､郵政省の ｢1行政区 1施

設｣の原則に従い都築区全域が望まれたが､当面の

整備エリアは公団土地区画整理区域内となった｡

港北ニュータウン周辺のCATV施設としては､

｢東急ケーブルテレビジョン｣､｢小田急情報サービ

ス｣､｢横浜ケーブルビジョン｣がある｡特に､｢東

急ケーブルテレビジョン｣のサービス区域となって

いる緑区施設は､港北ニュータウン第二地区西側に

かかっており､荏田南3丁目､4丁目区域における

調整が図られ ｢港北ニュータウンケーブルテレビ｣

の導入エリアとされた｡

平成元年度より施設整備が終了した地域から逐次

再送信サービスが開始され､平成 7年度末において

全地区供用開始となった｡

CATVg^ZlJ7

凡 例

(D 平成元年度工事
② 平成 2年度工事

(釘 平成 3年度工事
④ 平成 4年度工事
⑤ 平成 5年度工事

⑥ 平成 6年度工事
(診 平成 7年度工事



5.地下駐車場

横浜市の副都心として商業 ･業務 ･文化などの多

様な施設が集積するタウンセンター地区は､その発

展が期待されており､将来､地区内外から多数の自

動車流入が予想される｡タウンセンター完成後の総

駐車場需要は約11,(X氾台と見込まれ､そのうち公的

駐車場は約2,400台の整備を目標とし､第一地区に約

12&)台､第二地区に約1,120台を計画したものである｡

駐車場需給計画 (台)

位ili助常澄 肘三lIi助 供 給

付粧義務 彪傭指導 民営粧非幼 公的駄非助 合 剤-

特に自動車の流入が集中するセンター北駅及び南

駅では､路上戯串の解消､交通渋滞の綾和を図るた

め､駅前広場の整備に先行して地下駐車場計画が進

められた｡

地下駐車場

･串の駅前広場進入排除による交通の混雑破和

公共空r馴二おける都市倭能の高度化

機能的な駅前広場の形成及び環境保全

地上部の良好な硫観形成

渉非分離による安朝 三内上

タウンセンター地区における駐車場計画と地下駐車場

タウンセンター内駅前広場の地下姓車場には､セ

ンター北､センター南を合わせて約1,100台の駐車ス

ペースが整備される｡地下駐車場設置によって､よ

り快適な都市空間の創造が可能となった｡

地下駐車場は､都市基盤施設の一つとして､土地

区画整理法第2粂第2項施設に位置づけられ､平成

4年 1月14日に都市計画決定され､平成7年4月の

都築区総合庁舎開設を目標として､公団によって整

備が行われた｡

田計画概要

両地下駐車場ともに､地下2階の自走式の駐車場

で､地上部は駅前広場として計画されている｡

･全車室ゆとりある普通車対応

近年の3ナンバー車両 (ワゴン車等)増加傾

向を考慮しているため､初心者や高齢者でも

駐車が容易

･わかりやすい自動車 ･歩行者動線

･駐車位置が確認しやすいサイン計画

･地下環境の保全に努めた設備

自然光を取り入れ採光､換気設備の充実

･安全確保のための督報装置

･身障者の利用にやさしい設計

･地上施設との整合を考えたデザイン

給排気塔や排煙塔などは､駅前広場のモニュメ

ントとしてデザイン



第一地区タウンセンター地下駐車場 計画概要

駅TJZt広場両部

形 式 ー当起式地 F2旧姓神助

捕近計画 躯体構造 鉄筋コンクリート逝

構造形式 -般滞フラットスラ1形式､特殊部(デッキ成荷)版桁形式

雄築frl7郡 12.330nH地下のため参考値)

放校 延味両税および恥ilt台(3ナンバ-対応.g) 味而郁 台数

BIF 12.330ni 218角

B2F 12.260nT 298缶

計 24.590Ⅰ一寸 516台(うち身障者川6缶)

エレベーター 1兆設位 (将来1兆増設可能)

自動申山人｢ー 1ヶ所 (南tt道路20.0mから14m退路を介して行なう)

利用者t_l-I入口階段 6ヶ所

(2地下駐車場構造

構造型式は､フラットスラブと梁柱による比較

検討を行い､全高について1.5m低 く経済的にも

有利であるフラットスラブ形式を採用した｡この

形式は､地下戯車場内の排煙､給排気等のダクト

整備工事について発貴通の問題もなく､工期も短

縮できる等､梁柱形式より優れている｡

また､場内排水の配管用スペース確保や以下の

対策のため､2重スラブ構造としている｡

①場内排水用配管材の設慣

②湧水に対する､湧水ピットとしての利用

(卦ピット部に砕石を敷き､浮き上がりに抵抗

させる｡(防水工が不用である)

第二地区タウンセンター地下駐車場 計画概要

駅iLJTl広助両横

形 式 自走式地下2周旋神助

棉造計画 躯体構造 鉄筋コンクリ-ト造

牌遁形式 フラットスラブ形.rt

fLt築而郡 12.010m'(地下のため参考イむ)

艶模 延床面桃および駄弔台数(3ナンJく-対応4!) 床両税 台数

BIF 12.010m' 259台

82F 12.010nT 332缶

計 24.020nT 591台(うち身障者):r16台)

エレベーター 1韮設班

自動ilf出入口 人口.ttI口各1ヶ所
(北側退路18.5mから12m道路を介して行う)

利用者川入口階段 6ヶ所

+自h事出入口(駅前広1
+利用者出入口(LR前広1

①オイル トラップを設置し､場内に流出した

油分の除去を行う｡
フラットスラブ
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第8節 タウンセンター及びその他のセンター

1.タウンセンター整備計画

口造成計画の基本的考え方

平成元年におけるタウンセンターマスタープラン

の修正による各種検討事項に基づき､造成計画上の

影轡が検討された｡

①前計画の基本的考え方の継続

ダウンタウン､アッパータウン等による基本的

構成は維持し､都市計画道路及び地下鉄 3号

線の計画高は変更しない｡

(∋問題点の解消

･歩串立体分離構成の見直しによる､過大法面の

解消 :歩串平面交差とし､道路､歩行者専用道

路と宅地との問に生じる高低差と宅地内の法面

を極力減少させる｡

･特定の街区､宅地に集中する法面の解消 :換地

状況に対応した雛形造成とする｡

･道路レベルより低い宅地の解消 :雨水､汚水排

水に配慮

③修正方針に対応した造成計画

･中山北山田線､佐江戸北山田線へのアプローチ

道路増設に伴う沿道宅盤の変更

･都市計画道路の沿道利用が可能な宅盤の設定 :浴

道宅盤を都市計画道路レベルに馴蝕む高さに設定

造成計画変更の基本的イメージ

センター内宅盤

【現計画】

-､L,L
センター内宅盤

__i-_:-=J二 三

【修正計画】

E]整備スケジュール

スケジュールについては､地下鉄 3号線の開業

(平成5年春)と分区時期 (平成6年度)を目標に､

平成7年度には整備を完了する予定とした｡整備目

標を達成するために､タウンセンター基盤整備工事

全体 (72.8ha)を第 1地区､第2地区を各 5工区､

計10工区に分割し､短期間で工事を終了させるため

の大規模工事とした｡

-工区設定の前提条件一

･地下鉄3号線がほぼrFl央を南北方向に高架で

通過

･供用開始済の都可謂十画道路が､南北方向に通過

･アッパータウンとダウンタウンにおける約15

mの宅盤差

･適切な工事規模の確保

工区割図
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タウンセンター供用開始計画図
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[司 タウンセンター整備計画概要

道路整備概要

●デザインテーマ ロ第一地区 ｢人と自然の調和～歴史と文化の薫る街～｣
□第二地区 r人とまちの共鳩一足動感あふれる街～｣

●舗装計画
【婁本的考え方】

･港北ニュータウンのセンターとして､賞の高い街路空間を創出するために､
舗装はグレー ドの高いものを使用する｡
特に､歩道舗装はインターロッキング以上で整備する｡

･道路のランク ･性格に応 じて､整備水準のグレー ド分けを行い､メ リハ リ
のある整備を行 う｡

道路種別 鹿備水難 非道の 非迫の 道路照明

(渉道/中道) 表層材 表層材 改定冊皮(ex)

幹線道路 中山北山田搬佐江戸北山旺l線新羽准IfI線牛久保中川線センター南停車巣 低/低 アスファルト一命【LB+ アスファルト 設直する(15.0)

補助幹線 -般部 中/低 mB平板れんが アスファルト 設懸する道 路 鉄道柘架沿い (10.5)

区画道路 一般部 中/佐一中 A,B ホットロールド 設置(一部交

核施設沿い 平板れんが アスファルトとアスフ丁ルト 差点等のみ設思) (10.5)

シンボル道路A 収柘/中 自然石 ホットロールドアス77ルト 設肥(7.5)

シンボル退路B rt-(/満 mB ⅠLB 設粧(7.5)

渉申融合逝雌 摘/耗 ILB t1.a 交差点等のみ設粧

*インターロッキングブロック

●色彩計画
【基本的考え方】基調色に溶け込むような色彩を婁本 とし､ポール状のものと箱状のものとも明度に差をつける.

第 一 地 区 第 二 地 区

街路空間の韮御色 グレーをrPJL.とした淡い色彩 ブラウンとグレーの組み合わせ

舗 装 コンクリート､洗い出し､擬石等の自然の風合い コンクリート､レンガ等紫材感がシックなものを
感じさせるものを基本とする 基本とする

ポール状のもの ダ - ク グ レ ー ダ ー ク ブ ラ ウ ン

(照明.信号柱等) (DIC日本の伝競色5版 914旭紫色) (EI本漁舟工薬会席埠色見本帳 S23-25)

箱状のもの ラ イ トグ レ ー ライトグレー

■その他の留意事項

点字ブロックの殻.L'E ･飴色の標準タイプを設置する.

舗装材の選定方針 ･ハイヒール対策として､目地の面取りの小さな舗装材を用いる｡

･滑りにくく､かつ落ちついたテクスチャーとするためショットブラスト等の仕上げとする｡
･自然の紫材を活かしたシックな材料を用いる｡
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第二地区シンボル広場整備概要

P石持Iテーマ ｢都市と自然の鼓動が共鳴する擢動感ある-緑を中心とした広場｣
■第二地区 面積 2.23ha 都市緑地 0.46ha

歩行者専用道路 1.77ha
4デザインコンセプ ト ｢情の広場｣

･鉢の五感を感じて "自然と共に居ることの豊かさ"を感じられる広場

■空間構成

イベントプラザ ･シンボル広場の中心となる高低差が4mある約2,000m'の階段広域
(ウッドデッキ) ･野外劇助的な空lu(収容人数2.000-2.500人)

ウッドランド ･稔合公園の方向からの緑の侵入をシンボライズする空間(約1.500m')

バンプ-テラス ･公的空間内に設けられたカフェテラス
･竹(モウソウチタ)を植栽し東洋的な趣を演出

円形階段広場 ･5mの高低差を持つ階段広場
･′ト規模なイベント空間の広助

緑陰広場 ･シンボル広槻南側の入口にあたる広場

フ ォーリー ･自然的安来との接点のアメニティーのシンボル
イベントプラザの周りに5つのフォJ)-を設粧して自然の感動を演出
｢階の宮｣陽光のあたたかさ/｢水の宮｣水の涼しさ/｢花の宮｣花の華やかさとうつろい
｢風の宮｣風の爽快さ/｢木の宮｣樹木の生命力と大地の力を与える感動

シャルター ･地下鉄駅と広場南側のプロッタを結ぶ雨と馳射しから守られた動線
(幅LIm､延長約日2mの略放物線を描く)

ガポゼ ･シンボル広場からの焦点となり､緑陰広場に雨の当たらない場所

■植栽計画
ロ r緑の環境を最大限に保存するまちづくり｣が開発目標である港北ニュータウンの中心矧 こふさわしい rウェット｣な

都心部の可能性を追及 ～広場を極力緑で覆う一
口シンボルとしての役割

･シンボル広場のシンボル/メタセコイヤを東西南北の各アクセス部に植栽
･シンボル樹/港北の既存植生-ヤマザクラ ･モウソウチク､港北の里-カキノ辛､ニュータウン-ケヤギ
･その他の樹/常緑混合の疎林
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駅前広場整備概要

第一地区駅前広場/面積 13.300rd

■デザインコンセプト
｢やすらぎを感じさせる光奏でるステーションパーク｣
･シンボル広場との一体化 ･連続性を確保一光 ･緑 ･水のデ
ザイン要素を取り入れる

･空調の広がり､軽やかさ､シンボル性を表現一光による演出
(内照､ライトアップ等)

■交通施設 (都市計画決定時昭和62.2.27)

第二地区駅前広場/面積 13,900m'

｢くつろぎを与える緑あふれるステーションパーク｣
自然的アメニティの最も基本的要素である緑(植栽)
を多く取り入れる
修景施設は落ち着きが感じられる景観を展開

第一地区 第二地区

バ ス 来車パース 5 7
降非パース 2 2
待機バース 3 3

タクシー 発弾パース 1 1
降車パース 1 I

タクシープール 】7 9

一般恥 乗降スペース 6 7

那-地区 那二地区

JS.述部価袈 インターロッキングブロック(--.#自然石)舗装 インターロッキングブロック(-矧≡l然石)舗淡

,歩行肴デッキ 鉄骨退+外装(アルミパネル.7ツ#桝脂横付) 鉄骨逝+外装(アルミバネJレ.7ツ束樹脈焼付)

エスカレーター (ブラザー'JIT､ダウンタウン篠撲部)

延滋180m､帽L13.2m 延滋210m､柑n3m

節-地区 第二地区

給気.排気,排健[=) アルミサッシユ+合わせガラス又はスチームフレーム ツル物の樹木により催硫
非常p

トップライト アルミサッシユ+合わせガラス アルミサッシユ+合わせガラス

エレベーター 日人来り 11人乗り

地下朕紳助山人El階段

公衆トイレ 約40ni 約35n了
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2.駅前センター･近隣センター整備計画

港北ニュータウンには､タウンセンターに加え､

住民の利便を考慮した駅前センター4箇所と近隣セ

ンター6箇所が計画された｡

駅前センター及び近隣センター

No. センタ一名 宅地而稲

節-地区 l 中川駅前センター 5.1ha
2 北山田駅前センター 4.211a

3 牛久保近隣センター 1.1ha

Ll 東山田近隣センター 1.1tta

第二地区 5 川和駅前センター 4.711a

6 仰町宙駅前センター 6.7tta

7 荏l]ヨ近隣センター 1.Olta

8 佐江戸近隣センター 0.5lta

9 茅 ヶ崎近隣センター 3.6ha

10 新富旧近隣センター 】.Otta

センター計画

駅前センターは市営地下鉄3号線中川駅､仲町台

駅及び予定されている横浜4号線の新駅を中心とし

た駅勢圏を対象とするセンターである｡

近隣センターは日常生活の利便性を確保するため

の､住民にもっとも身近なセンターであり､スーパ

ーや小売店､郵便局などが立ち並び､タウンセンタ

ー､駅前センターを補完する地域密着型のセンター

である｡

これら10箇所のセンターについては､それぞれの

地区の権利者によるまちづくり協定または申合せ等

に基づき､センター地区のまちづくりのコンセプト､

デザインテーマ等が定められ､道路､駅前広場等の

公共施設の整備についてもこれに沿った整備が実施

されている｡
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『駅前センター (4ヶ所)

地 区 センタ一名 駅前広場整備概要 (面積2.715mJ)

第一地区 中川耶前 ■デザインテーマ □ヨーロッパ中性の造形手法を手掛りとしたデザイン

･回廊 (コリド-ル)を用いたデザイン .円や星座等の幾何学的広場デザイン
･中世を代表するシナ ド.レッドを基調にした色彩

□霊感を消去し､シルエットを大事にしたデザイン
･線材や組み合わせ鋼管による造形 .シルエットを大事にした植栽

■道路本体 .付属物

構成要素 (施設等) 主 な 仕 様 . 材 質 等

舗装亦近部 インターロッキングブロック(一部陶板使用)
中道部 半剛性舗装ブラスト仕上げ(カラ-骨材使用)

照明歩行者用 H-3.Om
鋼管支柱及びtl納アーチ焼付塗装､球型街灯付

自動車用 照度30lxH-15.0m
鉄骨造石材打ち込みプレキャストコンクリート
照度301_x

ドーム S-370mlH-18.7m
銅材でシルエット状に組み立てる
屋根 強化ガラス又はポリカーボネート

その他駅前総合案内サイン 駅勢圏の道路.公共施設等の案内板及び駅構内レイアウト案内板

■道路占用物

構成賓素(施設L等) 主 な 仕 様 . 材 質 等

シェルターパスシェルター(脚 的付) L-24m H=±3.7m W-4-6m
タクシーシェルター L-18m H-3.7m W-4-6m
回廊 (ドーム駅舎l村) L-12m H=岩3.7m W-4-7m

公衆トイレ 倣地 9mX7m

公衆tに話ボックス 1基は身節着用

パス巡行管理用受信施設 市交通局の既存タイプを設鰹

彫刻

魚ー
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地 区 センタ一名 駅前広場整備概要 (面積5.822TTi)

第二地区 仲町台耶前 ■ デザインテーマ ロ宇宙的なものを手がかりとしたデザイン

･星座､月､太陽をモチーフとし､コスモブルーを基調色
ロ地球的なものを手がかりとしたデザイン

･大地､石､水､緑をモチ-フとし､アースレッドを基調色

L道路本体

構成安東 (施設等) 主 な 仕 様 . 材 質 等

舗装妙退部 6mX6mのグリッドバターン インターロッキングブロック
車道部 半剛性舗装ブラスト仕上げ(カラー骨材混入)

[!tll91非行者用 H-4.0m 照皮30eX
支柱 石材打ち込みプレキャストコンクリート

自動車用満車下 ステンレスパンチングメタル間接及び直接照明

H-】0.0m 照度 30ex
支柱 鋼魁ポール
ダウンライト 照皮30ex
聞接照明スポットライト
星座を浮かび上がらせるライトアップ型
星座部 鋼板Jm塑加工エナメル仕上げ

健保物藻噴水 本体直径-3.Om 周囲水受けW-0.2mH-0.1-0.15m
RC造の山形躯体に素焼きタイル層状貼り受水タンク50回
加湿用ノズルにより乎噴水 (タイマ一式) 給水タンク

その他駅前絵合案内サイン 駅軌 翌の道路.公共施設等の案内板および駅構内レイアウト案内板

J道路占有物

構成要素 (施設等) 主 な 仕 様 . 材 質 等

バスシェルター(照明付) H-3.2m W-3.Om+庇0.6m L-21m､18m､9m
支柱 石材打ち込みプレキャストコンクリート
屋根 アルミ版(しはり出し加工)
天井部 不可視絵描画 ベンチを付設

タクシーシェルター(照明付) H-3.2m W-3.Om L-9m
バスシェルターに畔じる

公衆トイレ 敷地9mX7m 91.女及び身障者用

公衆稚苗ボックス 1基は身障者用

バス運行管理用受信施設 市交通局の既存タイプを設位

彫刻

l ′｣一l一一■■
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地 区 センタ一名 駅 前 広場 整 備概 要 (北駅前広場3,042m' 南駅前広場2,418m')

第-地区 北山田駅前 ■街づくりテーマ｢歴史と 未来が出会う街 北山田｣

Lデザインテーマ□歴史の 記憶を呼び起こす街路空間デザイン .土器横様をイメージ した街路空間
□時と文 化 ()I)の流れを表現するデザイン .石貼りのライン (ス トーンリJ(-)舗装
ロ未来的 ､現代的な軽快デザイン

■道路本体

偶成繋諮.(施設等) 主 な 仕 様 . 材 質 等

舗装駅前広掛目jE-f:元石川線 煉瓦 あじろ粘り等 (淡茶系カラー)

拡幅部歩*道.区画道路歩道離区画道路非道部 レンガ梯インターロッキングブロック(歩寄道)､レンガ
インタ-ロッキングブロック(区画道路歩道部)､アスファルト舗装
アスフ7ルト舗装 インターロッキングブロック

ストーンリバー 駅前広場 L-400m 7.60W-1200 赤御影石
赤寄道 L-300m 7.60W-600 赤御影石 (赤御影石平板)

.H.ti例車迫脚 少;J ハイウエイ灯通常タイプ

-'jj-i-追.LIL(tlg1(Ll)歩道.I!ti1明(L2)歩道.lW明くL3) H-5.0m 支柱 擬石プレキャストコンクリート

上部 ステンレス版間接及び直接.l!(=f.明
水銀灯250W 足元 赤御影石
ド-5.0m 支柱 ステンレスポール
水銀灯250W 足元 赤御影石
H-1.4m 御影石灯馳型 (円形のベンチと一体) 水銀灯100W

ライトアップ順明 .艶め込み式ライトアップ照明 メタルハライド灯 100-200W

※.H.fi皮:駅前広W.､バス停遡り 30eX以上 非行者呼用道路､その他 3-5ex以上

修ifi-初シンボル施設 天空の 門 脚部 赤御 影石 7-I-4,0m
上部 ステンレス円管 H - 1.2m 直 径8.0m

大地の 門 脚部 赤御彫石 ti-4.Om W-0.7m

上部 ステンレス ア ー チ状パイプ

その他駅前総合案内サイン 駅勢一週の道路 公共施設等の案内板及び駅構内のレイアウト案内板

■道路占用物

柵成要素(施設等) 主 な 仕 様 . 材 質 等

パスシェルター(.I!-(=tly=7付)北広域バスシェルタ- L-32m W-2.5-3m H-4m(米下2.5m)
南広場バスシェルター L-24nl W-2.5-3m H=;4m(姥72.5m)

公衆トイレ

公衆官に荊ボックス

バス巡行管理用受信施設 市交通局の既存タイプを設Jm

■北山田駅前広場イメージll I 1W ∴:,一.̀ .～,, '､ 証
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地 区 センタ一名 駅前広場整備概要 (面積5.765m')

第二地区 川和駅前 ●デザインテ-マ □ "風" (広場をわたる風のイメ-ジで人の交流､活力､やすらぎゃ潤いを表現)

･ヒユ-マンな広場のスケ-ルによる舗装Jt'夕-ン､アースカラーを基調色
･透明度､爽やかさを感じさせるデザイン

}道路本体 .付属物

柵 成 賀 来 ;r= な 仕 様 〟 質 等

舗 装少述部坤述部 舗装′,-タ-ンA (休心スベ-ス) :約6mのグリッドバタ-ン

インタ-ロッキング舗装にレンガブロック価-i (3色)のボーダー

舗装バタ-ンB:ピッチ約6.2mのス トライプバターン

インターロッキング舗装にレンガプロッタ舗装 (3色)のポ-ダ-

半P1性漁裟ブラス ト仕上げ (カラー骨材況入)

照 明非道)=fJ(H-LI.Om)渉ia川 (H-4.5m)渉迫川 (H-5.0m)自動ili用 (=-tom) 支位 アルミポ-ル (又はステンレス)焼付竣装シルバ-メタリック色

灯11-HF250Wl灯､平均.lP.皮lOex
支催 アルミポール (又はステンレス)境付盤装 シルバーメタリック色

灯jlL HF250W1灯､平均照度10ex
支月三 7ルミポ-ル (又はステンレス)妹付並茨 シルパ-メタリック色

灯典 JIF250Wl灯､平均照皮10ex
支月三 共管､溶融亜鉛メッキ､縦lLめ改装2桓)->Jレバ-メタリック色

灯.jt flF300Wl灯､平均.照度201Ⅹ

その他駅i'Jil稔令案内サイン 駅券l頚の道路 .公兆施設等の案内板および駅構内 レイアウ ト案内板

■道路占用物

偶成繋#.(施設等) 主 な 仕 様 材 質 王事

バスシエ/レター ()!(t明付) 2.8m×l2nl H-3.2m
文月三 鋼管支枕､合成樹脂焼付漁法

座板 ステンレス焼付塗鼓 ペンチを付設

タクシーシェルター (ー馴?-J付) 2.8m×6.8nl H-3.lm
支柾 潮管支上と､合成樹脂横付漁袈

座板 ステンレス焼付漁笈

公衆 トイレ 朋一女及び身師者川

公衆Ⅷ話ボックス 1盛は身障者川

パス運行管理用受信施設 市交池局の既一作タイプを設'm

I,"和駅諾 欝 _｣ l▲ l郭 ㌘ l fj'ffL j4 6 ;

一一一竺 至 当 ∃て -;,f弄 曲 益 -≦≧≡ 重 義 ,-守-= ン

' ゝ" ' 1--~-ーp -等 頭一 一6- ■t./.,..I l

lL＼1.､琵 二一 加 一寸巾 .E L y

l ′ it*トイレ

(O-" ＼T 一一.但 し, ,.

'-<, -.'3-
イン'-E','ンケ7°,ク■I ､､--置 汀T間 ~

l■rT.rl一■rhDこ
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I 近隣センター

地 区 センタ一名 中央モ-ル整備概要 (延長約230m､幅員l2m)

事二地区 事ケ棚 ) デザインの考え方 商業空間にふさわしい賑わいのある色彩豊かな商業施設との対比を考え､

中央モールとしては全体として落ち着いた雰囲気とした.
茅ヶ崎近隣センターから仲町台駅前センタ-に広がるエリアでの統-感及び
結節点としての鉄道高架の空間形成に配慮した.
□自然の林 (保存林-森の舞台)
□光の林 (高架下アートベース-ライトパイプを林立して光のギャラリー)
□街かどのテラス (学園通りとモールを一体)
□見晴らしの広場 (南に広がる眺望の喝であり､歩専道とモールを一体化)

■道路本体 .付属物

柵成ガ莱 (施娘等) 主 な 仕 様 村 野 等

一 般 部 交 差 点 部 光のギャラリー (拓銀下)

舗 J&-)p-ia離申ia飾 擬石平凄 く900x600)安山岩混入ショットブラスト(兼り入れ執まコンクリートよせ)脱色アスフ丁ル ト合材+自然石骨材 約88床ブロック舗装 Fq製床プロッタ細波
Ji射 附 ロツ棚

鮒 明歩冶照明等申jBFW刑等 埋め込み式ライ トアップ照明 (水銀灯40W) ･光の祉Type2暮

光の桂Typel★H-6.0m 100×J50P15I腎 H■3.0m

(ライ トパイプ､メタハラ250W)ポ-Jt,式肘 yJ※H-8.Om iN守 190.7 蒋散亜釣メッキ7ツ#.樹脂漁装 (水銀fr300W) (ライtJtJプ､メタハラ150W)

ボラー ド 鋳鉄.製申Jt=(W170D120.H850)

※特注品

I茅ヶ崎近隣センター中央モールイメージ

酪 ｣ F …., i L 艶 : J lヽpJr牛 . -め .

蚕≡:≡喜茎萱蚕蔓瓜 一瞥萱聖藍塗 壁 - 由- PB一■t-
L_｣ニ ･-~▼■一･一..-}こt ▲t{plJî

-p冠 -g TLL-;E q i .望 ｢ I / Iテラス 光川巨 '.ia}羊十ウ リ -- T '命 lいl .

･一●1■◆■一I●●■▲▲●▲ := ･I●1■一●一■●●a▲●ー●■■▲■-▲●■■■■■■▼-▲… <つ一一▲)t1-■●●-一JLJ-●一■▲一●■■L●LJl..:-…
喜≡ ョ 1!,.～lJ=,

i_
/ ''%
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宅地管理 ･処分



第1節 住宅建設

1.人口配分計画の達成

公団施行地区内計画人口は､当初から22万人を目

標としており､この人口計画は､土地利用転換や社

会情勢の変化等を経ても変更されることなく維持さ

れてきた｡

皿特別な用地への換地申出の結果による人口配分計画

当初の事業計画における人口配分計画では､公団

が人口定着を図る集合住宅用地及び分譲住宅用地等

が53%を占めていた.昭和51年に実施された特別な

用地への換地申出の結果により工業系用地の創設､

センター用地が拡大し､住宅系の土地利用面積は相

対的に縮小され､特別な用地のひとつであるアパー

ト･マンション用地を含めた民有地と､集合住宅用

地等の住宅戸数と人口の配分は逆転した｡

[∃土地利用転換による人口配分計画

昭和61年に土地利用計画の方針が変更された前後

から､集合住宅用地への核的施設の導入等を契機と

する土地利用の機能転換､集合住宅用地の計画建設

用地への転換､センター用地の住宅容積率の破和等

により､さらに集合住宅用地の比重は減少した｡

集合住宅地での戸数は15,孤)戸から13β00戸に減少

することとなり､それをカバーするためセンター等

事業計画における人口計画の経緯

J茎 分 当初三拝薬卸商 那4lgl都築卸商変更 節9回邸粟卸商変更

(S49.8.27) (S62.4′63.2) (H8.2.14)

計画畑設用地 節-地区 42.loo 22.000 22.0α)第二地Jg 60.800 30.400 29.900

計 102.900 52AOO 51.900

分娩宅地)=l1地 節-地区 5.000 5.200 5.800那二地区 4.800 5.800 6.300

針 9.800 ll.000 12.100

公益的施股用地 那一地区 1.LlOO 500 500那二地区 1.800 ).)00 1.100

汗十 3.2∝) I.600 i.600

民有地 節-地区 43.500 6LI.300 63.700妨二地区 60.600 90/700 90.700

軒 104.100 155.000 154.400

合計 節一地区 92.000 92,000 92,000節二地区 128.000 .128.000 128.000

･5-1･

事業計画における計画戸数の経緯 (戸)

区 分 当初事業計画 第4回事案計画変更 第9回事案計画変更

(S49,8.27) (S62.4/63.2) (H8.2.14)

計画建設用地 節-地区 ll.080 5,800 5,800第二地区 16.000 8.(伽 7,900
計 27,080 13.800 13.700

分譲宅地用地 蘇-地区 1200 1,200 1,400第二地区 1,150 1,400 1,500
計 2,350 2,600 2,900

公益的施設用地 第-地区 380 100 100第二地区 480 300 300
計 800 400 400

民有地 節-地区 10.360 16,200 16,000第二地区 14,430 23,100 23.100

計 24,7% 39,300 39,100

合計 節-地区 23,020 23,300 23.300第二地区 32,060 32,800 32,800

の民有地での戸数は､37卿 戸から39300戸へと増大

された｡

匝]人口配分計画の実現

土地利用転換以降､戸当たり人口の減少､地価高

騰による宅地規模の縮小傾向等を踏まえて､公団施

行区域内計画人口 (芝万人)を確保するとともに､一

般住宅地の活性化を図るために､地元､市､公団の

三者により､人口計画に基づく検討作業が行われた｡

平成2年から3年にかけて､土地利用特別委員会

等で検討された住宅戸数の増加対策等の提案は､平

成3年12月の推進協土地利用特別委員会で､基本的

な考え方が了解された｡

検討結果については､第24回土地利用特別委員会

(平成4年4月28日)において了承された.

(1)集合住宅地

新規の集合住宅地の開発にあたっては､隣接地

への影響条件を基本的に変更しないことを前提

に､指定容積率を最大限に活用する方向で計画を

達成するべく､戸数の増大を図ることとなった｡



(2トー般住宅地 (第-種住居専用地域内)

①低層集合住宅の導入

二世帯住宅導入のための基準綾和､さらに､

ある程度まとまった敷地については､人口定

着､地価の高騰等に対応する権利者の土地活

用の観点から積極的に低層系の集合住宅 (チ

ラスハウス､タウンハウス)を導入する方向

で検討を行うことが方針とされた｡

この方針に基づいて､一般住宅地 (第-鍾

住居専用地域内)の低層集合住宅の取扱いに

ついて推進協に設置された街づくり検討ワー

キング (地元､市､公団)で検討し､その内

容を第25回土地利用特別委員会 (平成4年9月

30日)に報告し､(新)街づくり破和基準改訂

(莱)が了承された｡

そして､平成 5年2月1日に ｢街づくり指

導基準｣が改訂､施行され､緑地等を確保す

ることを条件にテラスハウス､タウンハウス

が建設可能な基準に改められた｡

②中層集合住宅導入の検討

一般住宅地において住宅戸数増を図るため､

計画人口及び計画戸数

区 分 他紙 (ha) 全 体 刑. 南

計菌人口(人) 断簡戸数(早) 世帝人n(人/戸)

公甜用也 一 般 宅 地 56_2 18.800 5.400 3.5

計 画 戸 述 14.7 Ll.600 上300 35

利 一葡XB紋州也 兆 合 住 宅 105.0 43.700 13.600 3.2

ア/ト ト マンション等 71.4 8.90 3.㈱

計 176.4 52.600 16,600 3.2

公坐帆bB紋用也 タ ウ ン セ ン タ ー 132.0 1.400 400 32

駅 前 セ ン タ ー 3.400 ‖OO
近 Ptセ ン タ ー 600 200
そ の 他 公 益 放 牧 400 loo

針 132.0 5.800 LBOO 3.2

′ト 計 379.3 81.800 25.1∝l 3.3

氏有也 - 般 宅 地 SIC.3 85.300 24.400 3.5

# % A Jb l9.5 6,)00 2.㈱ 2.6

存 旺 23.8 3.200 I.000

782 22,800 9.500
エ 繊 食 餌 12.9 600 200
タ ウ ン セ ン タ ー 2】.0 7.too 2.000

駅 前 セ ン タ ー 16.2 ll.GOO 4.700
近 陳 セ ン タ ー 6.2 2.000 800
寺 社 . 公 益 31.5 100 30

小 計 525.6 138BOO 4JI.600 3.1

合 計 904.9 220.600 69.700 3.2
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中層集合住宅導入の検討を行うものとした｡

(3)センター地区

駅前 ･近隣センター地区において､センターの

商業活動等に支障の出ない範囲で､宅地の共同化

等土地の有効活用を図りつつ､住宅を積極的に導

入することにより戸数増を図る｡

以上の内容等を踏まえて人口計画の見直し作業

を行い､平成5年6月には計画人口及び計画戸数

の具体的達成案について､市と公団の間で整理が

なされた｡

2.集合住宅地における住宅建設

圧】集合住宅地計画

(1)集合住宅地の特色

港北ニュータウンの造成計画と土地利用計画

は､概ね､多くの集合住宅地が切土が行われる台

地の上にあり､周辺の民地からは比較的見えやす

造成の概念

併存8地 ■合性等地 民地Jt)併77IL地 暮含ti宅地

い場所に位置している｡

また､集合住宅地に保存緑地が取り込まれて保

有されており､集合住宅地の多くは港北ニュータ

ウンの骨格である緑道空間に隣接して配置されて

いる｡

(2活十画の方針

集合住宅地は､土地利用計画の計画建設用地内

に設定されており､現況の斜面緑地を含んだ地形

で､主に緑道沿いに配置されている｡緑道は主と

して谷の部分を走っているので､緑道からみると､

保存緑地を基壇として集合住宅地が見えるため､

グリーンマトリックス幹線の緑空間との一体性に

留意するとともに､景観を含め周辺環境に調和し



た居住環境を創出するように計画するものとして

いる｡

各集合住宅用地の密度構成は､ニュータウン全

体のバランスの中で､周辺の土地利用に応じて変

化をもたせる｡また､多様化する住形式に対応し

た住戸 ･住棟形式等を追求するものである｡

(3)計画の見直し

当初の集合住宅入居時 (昭和58年)において､

広域幹線道路や地下鉄の開通及び利便施設の立地

が遅れていたことなどが原因となり､公団住宅等

に大幅な売れ残りが生じた｡このため､権利者の

土地経営 ･土地処分への不安等が高まり､交通イ

ンフラ整備及び施設立地の促進､市街化促進等が

強く求められた｡昭和61年に土地利用計画が見直

され､土地利用転換により集合住宅用地から計画

建設用地へと名称変更され､集合住宅の立地とと

もに核的施設としての企業の研究所 ･研修所等の

立地が進められることとなった｡

集合住宅地については､昭和00年度に土地利用

特別委員会において核的施設用地への土地利用転

換､ニュータウン全体人口計画に見合った戸数設

定が議論されたが､その後の社会情勢の変化によ

る地価高騰などの要因により､さらに集合住宅の

戸数設定等の見直しが必要となってきた｡公団住

宅用地の早期市街化を図ることとあわせて､従来

の中層集合住宅主体の計画から､一部高層集合住

宅の導入を図る検討が必要となり､横浜市の市街

地環境設計制度の適用を前提とした高層集合住宅

の計画を行った｡

また､集合住宅地の戸数増を図るため､市街地

環境設計制度による高さ･容積率の横和を受ける

ための公開空地の確保､駐車場の設置､保存緑地

の見直し等による住棟配置計画の変更などの調整

が地元､市､公団の三者で行われた｡

[ヨ民間卸導入の経緯

昭和58年に､公団分譲住宅けやきが丘､みずさが

丘の募集がはじまり､同時に県､市公社の分譲住宅

の募集も行われた｡しかし､予想に反して公団住宅

の初期入居時において大量の空家が生じた｡

けやきが丘､みずきが丘､かしの木台ハイツ､し

いの木台ハイツにおける初期入居時は､すでに経済

の低成長期に入り､大都市への人口集中も鈍化して

いる時期であった｡さらに､港北ニュータウンの交

通インフラの整備や､利便施設等の立地が遅れてい

たことが要因ともなった｡社会経済状況の変化､国

民生活のニーズの高まり等を受けて､住宅に対する

量より質への要請が高まっていたのである｡

昭和鮒年に公団全体でニュータウン計画の見直し

が行われ､港北ニュータウンでは､これまでの土地

利用計画に修正を加えつつ市街化を促進する一方､

公団住宅中心の単調さを避けて､若年から高齢者ま

での多世代の入り交じったコミュニティとするため

に､民間の住宅事業者を誘致して､多様な住宅供給

を図ることとなった｡

B]民間卸スキームの構築

(1)民間卸の日的

関東支社の公団住宅中心の住宅供給に加えて､

住宅需要者の多様なニーズに応えるため､住宅 ･

宅地供給促進の面では､PR活動､デザイン･住

宅スタイル等の商品企画の見直しを図った｡それ

とともに､多様な住宅供給､商品企画の強化等を

図ることをねらいとして ｢民間卸｣を検討した｡

昭和00年度には､宅地を民間住宅事業者に処分

する ｢民間住宅事業者向け分譲｣の制度が設けら

れ､ニュータウンの街並みに個性的変化がもたら

され､さらに､市街化促進にも資することとなっ

た｡

昭和餌年代に入って景気が上昇し､首都圏にお

ける住宅需要が高まったことを背景に､この ｢民

間卸｣には多くの住宅事業者の応募があり､ニュ

ータウンの人口定着､活性化に寄与することとな

った｡

(2)｢民間卸｣の必要性等の議論

昭和58年の公団集合住宅の初期入居時の販売不
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調のため､関東支社は港北ニュータウンでの住宅

供給に消極的になっていた｡そこで､公団全体で

住宅供給の戦略を検討する中で､｢民間卸｣が提

案されたものである｡｢民間卸｣と ｢関東支社の

公団住宅｣との役割分担 ･供給割合､実施方法な

どについて議論がなされた｡

一方権利者の側では､当初は､推進協議会にお

いて､｢公団住宅を建設するということで用地買

収に応じたのに､それを民間に処分するとはどう

いうことか｣との反対意見が出された｡このため､

地元､市､公団の三者からなる ｢土地利用特別委

員会｣等で議論を行い､民間卸導入等について合

意を得るように調整がなされた｡

さらに､駐車場の問題､集合住宅の高層化にと

もなう景観上の問題､圧迫感等に関する地元から

の意見についても協議 ･調整が行われた｡

(3)集合住宅に関する計画及び指導基準

民間卸の集合住宅の計画は､｢公団事業用地等

の民間活力導入事業に関する計画及び指導基準｣

をもとに､市 ･公団間で協議し調整される｡公団

の建設指針等による計画内容の確認､市街地環境

設計制度に基づく高さ破和の取扱い､建築ファサ

ード等のデザインなどの調整がなされ､設計指導

が行われている｡

公団事業用地等の民間活力導入事業に関する計画及び指導基準

(U 的)

この避準は､｢公団fJt菜用地等の民間活力導入部菜に関する基本方針｣に韮づき､公団部某用地等における典合住宅､戸

雄住宅及び核的施設の計画を行う際に考慮すべき基単を示すことにより､港北ニュータウン設計湘聴会.lRにおける協議を円

滑に進め､もって部菜の円滑な迎骨と港北ニュータウンの街づくりに寄与することをEl的とする｡

(兆通解qL)

1.敷地の緑地率は､煉別として30%以上とし､敷地の25%以上は樹木をもって緑化するものとする｡

2.敷地の周辺には､原fllは して怖85メー トル以上の緑地を設けるものとする｡ただし､公園 ･緑迫に腰する部分は､10

メー トル以上とする｡

3.淑地内に保存緑地が存する助合､保存緑地は軽微なものを除き原則として現況を変更しないものとする｡

4.公園 ･緑道内の池､広場等に故地の一部が而し､園地的瀧観の外縁部を構成している場合には､原則としてその園地内

より建築物､工作物が見えないように計画するものとする｡

5.倣地内に歩行者専用道件の動線が計画されている場合には､これを確保するものとする｡

6.倣地内には､鴨見川総合治水対策･の一環として､540t/haの雨水好餌施設を確保するものとする｡

7.消防水利の確保については､市の指呼に従うものとする｡

8.故地周辺に擁壁を設ける幼合は､緑追､I)1=h･行者専用道路等との調和を図るため､できるだけ低くするとともに､形態及

び材質も周辺環境になじんだものとする｡

9.激地内に自然崖を有する場合は､自然崖の改着について､市の折節に従うものとする｡

10.市街地環境設計制度による破和は､高さ制限の解除を対象とする｡この助合､破和処L'E:IL_に伴って提供する公開空地の位

-L'辻､形態については､周辺の街づくりの上で有効性のあるものとする｡

(粂合住宅にl対するTJi項)

1.総合的設計による-団地認定を受けることを原則として計画するものとする｡

2.敷地両横は､原則として3.000m'以上とする｡

3.敷地内は､無花柾化するものとする｡

4.敷地が歩行者専用道路に凝する場合､人の主出入口はこれに倭緩する部分に設けるものとするとする｡また､1R会所､

アルコーブをこの主山人Uの付近に設粧するものとする｡

5.坤の出入口は､原則として2ヶ所以上周辺道路に撲殺させるものとする｡

6.胤騨場は､計画戸数の50%以上､艦篇場については100%以上それぞれ確保するものとする｡

7.庇串助､胤.B助､ごみ収娘場は､カバーグリーンをほどこすなど､周辺から直接日に触れないよう配慮するものとする｡

8.独立住宅に隣接する部分においては､住棟を低層化するなど周辺の環境になじんだものとする｡

9.位棟は､原則として勾配屋根かけとする｡

10.北洲斜線､道路斜線等の斜線制I削こより住棟が斜めにカットされるような住棟は､計画しないものとする.
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3.-般住宅地における住宅建設

一般住宅地 (独立住宅地)は､通過交通の流入を

避ける道路パターンを採用し､安全で静謹な住環境

が創出される｡

一般住宅地における基本パターン

trJ叫

守 :コア歩

⊂ = = ]

⊂=コ⊂ =コ ⊂:== コ

レクタIiI指(9.0111)

プO-チii指(6.b)

行者書用il指(3.017))

建築物の建設に係る住環境の保全対策のため､一

般住宅地の民有地については､土地区画整理法第76

粂許可申請と合わせて建築物整備､街づくりの指導

が行なわれている｡さらに､近年の違反建築者に対

する規制誘導を強化し､住環境水準の向上を図るた

め､街づくり協定の導入について昭和54年から各地

区で勉強が進められ､昭和56年における第 1号の牛

久保10工区で建築協定が締結されたほか､その後も

検討が進められている｡

4.沿道利用宅地

幹線道路沿いの土地利用を適切に図るため､特別

な用地としてアパー ト･マンション等用地を設け､

申出調査に基づく換地が定められている｡沿道利用

宅地は､アパー ト･マンションなどの共同住宅やガ

ソリンスタンド､ ドライブインといった沿道利用施

設を計画しており､計画の担保を図るため､当初か

ら街づくり協定が検討されてきている｡
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5.住宅用地の管理 ･処分

巨]住宅用地処分状況

住宅用地として処分されることとなる用地面積は

権利者の個人分譲宅地を含んで約193haとしており､

平成8年3月現在､その00%の処分が進捗している｡

住宅用地処分状況

区 分 全体計画 供給実話 進捗寧
(ha) (ha) (%)

公団住宅用地 121.4 50.4 77.3公営公社住宅用地 15.5

民間集合住宅用地 24.7

アパートマンション用地 3.3

平成8年3月現在

公団集合住宅の供給は昭和58年 8月に始まり､平

成8年 3月までに約4卿 戸が供給された｡第9回変

更事業計画における集合住宅用地全体の供給目標

13,700戸に対して約31%を占めている｡



術
粥

川
的

あ

や

ズ

九
が
-

⑳7-タガーデン
⑳ハーモニーヒルズ
◎越｣t/(-クサイドハイツ

抵此′(-クヒJLズ
⑳ ト トA(公用)
⑳216IC (公印)
⑳21日-C (公川)
⑳フ*レストパーク凹手の丘
⑳イオフォーリ7のLL
⑳2-6-C

集合住宅の建設状況

公団住宅(入居開始住宅)

帝号 伊地名 都別 戸数(戸) 敷地而郁(m7) 保存緑地(m') 住宅形式 当初家賃.価格(円/月)(万円) 入居時191

0 けやきが丘 分親 440 55.600 12.000 3LDK～4LDK77-94m. 2.870-3.810 S58.8

② みずさが丘 分譲 388 30.500 0 2LDK～4LDK77-93m1 2.830-3.770 S58.8

⑤ メゾン桜が丘 分譲 379 39.000 9.300 2LDK～5LDK62-111m' 2,480-4,610 S61.5

⑨ メゾンふじのき台 rl'貸 456 46.500 5.000 2DK～4LDK56-100m' 72.500-148.400 Hl.3

分譲 170 2LDK～5LDK72-125m' 3.920-6.620 H1.3

⑫ サントウール中川 賃貸 346 36.500 I.LIDO lDK～4LDK+S38-109m' 78,000-165,400 H2.4
分譲 295

2LDK-5LDK62-113m' 3.170-6.750 H2.3

⑩ シンフォニックヒルズふれあいの街 JJ}18 287 22.500 0 2LDK～5LDK63-120m1 3,840-8.070 H4.3

分譲 272 2LDK～4LDK73-l23m1 5.220-8,960 H5.8

131 2LDK～4LDK H8.8

⑩ コンフォール東山田 TI-貸 195 29.900 5.000 lLDK～LILDK54-111m1 96.600-】94,200 H5.12

分譲 203
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怒号 団地名 種別 戸数(戸) 故地而郁(m') 保存緑地(m') 住宅形式 当初家賃-.価格(円/月)(万円) 入居時期

㊨ プロムナード仲町台*ボナ-ジユ横浜(シニア住宅183戸)を含む 貸貸 236 45,900 6.800 lDK一一2LDK+】K47-97m1 89,100-187,000 H7.8

228 lDK-3LDT( 94.400-168.700 H8.3

分譲 118 2LDK～41.DK 3,844-6594 H7.8

公団住宅(建設中及び建設予定住宅)

番号 用地名 種別 戸数(戸) 敷地両横(m') 保存緑地(m') 住宅形式 当初家賃.価格(円/月)(万円) 入居1削g]

㊨ 画地1-1-A 分譲 322 26,800 6.300 2LDK～4LDK - -

㊨ 画地2-6-C 貿貸 4】8 27.900 3.200 lLDK～4LDK - -

㊨ 画地2-ll-C 賃貸 233 49200 2.700 - - -
分譲 364 - - -

㊨ 画地2-2-18 分岩 59 4,800 0 2LDK～4LDK - -

画地1-12-日 分禎 45 5,750 0 約73m7 - -

画地1-10-42 分昌 30 5,170 0 約95m1 - -

画地1-12-24 Jh謙 42 5,日0 0 約80ml - -

公社等 (入居開始住宅)

番号 団地毛 種別 戸数(戸) 敷地面郡(m.) 保存緑地(rn') 住宅形式 当初家貸.価格(円/月)(万円) 入居時Jgj

@ かしの木台ハイツ(県公社) 分高角 266 26.300 4.800 3LDK～4LDK83-90m7 2.900-3.590 S58.8

@ しいの木台ハイツ(市公社) 分韻 310 33.000 6.000 3LDK～4LDK77-87m' 2,770-3.490 S58.8

⑥ つづ'5が丘(市営) 賃貸 120 8.200 0 3LDK～4LDK64-78nT 45.000-54.000 S61.5

⑲ クレストヒルズ(市公社) 分講演 144 】4.900 6.500 3LDK～4LDK71-97m] 3,]90-LI.770 Hl.7

⑬ ウエストエミナンス(市公社) 分 93 8,300 0 3LDK一一5LDK81-102m. 4,370.-5.940 H2.3

⑳ シンフォニックヒルズかがやきの街(県公社) 分言燕 293 21.900 0 2LDK～5LDK63-119m' 4.730-8.930 H5.2

㊨ ヒルズアスパイア(市公社) 分譲 120 9.600 0 2LDK-.4LDK66-95m' 5.510-7.950 H7.3

㊨ 国家公務月住宅(大我省) 貿貸 120 ll.000 2,600 - H7.3

㊨ アークガーデン(県公社) 分談 170 16.400 7.000 3LDK～4.LDK66.-102n了 4.130-6.270 H8.3
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公社等 (建設中及び建設予定住宅)

番号 団地毛 種別 戸数(戸) 敷地両横(m') 保存緑地(m.) 住宅形式 当初家賃.価格(円/月)(万円) 入居時期

民間(入居開始住宅)

番号 団地毛 種別 戸数(戸) 欺地面析(m.) 保存緑地(m') 住宅形式 当初家賃.価格(円/月)(万円) 入居時期

(む エステスクエア(日本新都市開発(凍)) 分譲 198 13.800 0 2LDK一一5LDK77-103m. 2,500-4.090 S62.8

⑧ ライフケア横浜粘北(中銀マンシオン(株)) 分譲 443 20.100 2,900 ILK.-2LK43-59m. 2,650-3,890 S63.3

⑪港北ガーデンホームズ(株)*-ホテルエンタ-プライズ) 分譲 150 14,600 4,600 3LDK～5LDK114-154m1 5,ユ60-8ー650 H1.8

⑯ 港北ガーデンヒルズ(三井.三蒙.住友) 分譲 603 36,200 2.500 2LDK～4LDK86-137mt 3.300-8.700 H2.3

⑮ ファミールハイツ(丸紅(樵)) 分譲 438 36,700 ll.100 2LDK～4LDK77-112m. 3.210-7,810 H2.3

㊨ 港北バークサイドハイツ(丸紅グループ) 分譲 277 15,800 2,300 lLDK+2S～5LDK70-103m1 H8.1

港北パークヒルズ(三菱グループ) 分譲 283 16,400 1,700 2LDK+S～4LDK67-89m7 4.270-6.370 H8.8

民間(建設中及び建設予定住宅)

番号 団地名 種別 戸数(戸) 敷地面都(m') 保存緑地(m1) 住宅形式 当初家賃.価格(円/月)(万円) 入居時期

㊨ フルストパーク四季の丘(住友クループ) 分 571 39.400 6,700 2LDK～4LDK81-89m7 4.700-7,800 f19.9

㊨ イオフォーリアの杜(日本ランディックグループ) 分譲 759 50.150 】1,200 2LDK～4⊥DK67-101mt 4.260-8.220 H10.3
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E]一般宅地分譲

当ニュータウンにおける公団の一般宅地分譲の募

集は､昭和59年3月に始まり､これまでに13回おこ

なわれている｡

一般宅地分譲の募集及び応募状況

ヰ典PH封 肯地致 平均故地両横 平均雄牛 譲渡一括 応募者艶 応斯き半

(nり (Fl/n') (万円) (人) (倍)

1次井典 S59,3,10- 3,19 30 226.10 161200 3,糾6 2,042 68.1

2次碁典 S59.12A-12.10 45 225.62 1腿.400 3.798 1.780 39.6

3次井躯 S60.1123-12.0 35 243.63 155.6(刀 37SXI 1357 38B

4次芽躯 S63.829- 9.5 35 237.65 ㌘1.400 6.151 12508 357.4

5次井炎 日1.ll.7-ll.19 52 232.01 295,600 6β59 26.108 502.1

6次碁盤 H2.10.18-1025 00 221.69 311.100 6月% 27.692 461.5

7次## H3.1024-10,3) 80 224,67 291.000 6,539 12.210 l52.6

8次碁盤 HLI.)0.20-1027 80 217.09 322.600 7.003 7209 弧1

9次井娘 115.10｣22- ll.1 114 21339 320.駅X) 6B48 4.077 35B

10次券兆H6.921- 102 120 23233 283.900 6,595 3216 26.8

日次##H733- 3,12 80 21126 292,000 6,178 2.釦7 32.6

12次券塊H7.】020-1030 130 217.96 300,000 6.528 2256 17.4

匝]住宅用地の管理

公共施設等の引継ぎと同様､公軌 ま､住宅用地を

処分するまでの間､維持管理を行わなければならな

い｡特に､宅地内の草刈り､ゴミの処理等の保全上

の対策を行った｡

このため､用地の処分が遅れた場合､維持管理費

等が多額となる問題が発生した｡
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第2節 誘致施設

1.企業誘致導入の経緯

田誘致施設用地の導入

昭和50年代後半からの公団をとりまく厳しい事業

環境を受けて､公団は昭和00年から各事業地区ごと

に土地利用計画､工事計画､販売計画など事業全般

について､点検 ･見直しを行う ｢総合点検｣を実施

した｡

港北ニュータウンにおいても､事業遜骨 ･採算性

等の見直しを行うとともに､多様な宅地需要に応え

るため､土地利用計画を見直し､誘致施設用地を導

入し､住宅地との調和を図りながら､業務施設､研

究所等を誘致し､｢働 く場｣を創出するなど多機能

複合都市を実現しようとした｡

集合住宅については､初期入居時の販売が予想外

に不調に終わる一方､企業が立地条件の良さを理由

に港北ニュータウンに注目していたことを踏まえ､

市 ･公団は､土地利用転換による誘致施設導入に踏

み切った｡そして､昭和60年から企業誘致に着手し､

リコー､デュポン等をはじめとする施設誘致を手が

けていった｡

[ヨ土地利用転換

集合住宅用地と定められていた公団換地スーパー

ブロックを､計画建設用地と名称変更し､その約3

分の 1を目途に誘致施設用地に転換することとし

た｡

また､一部高枚用地についても､誘致施設用地に

転換がなされた｡

2.企業誘致スキームの構築

皿企業誘致の主眼点

住宅との調和と環境を考慮し､ニュータウンの雇

用拡大､イメージアップ､市街化促進に資するもの

などの観点から企業誘致を進めるものであり､施設

誘致にあたっては､個人住宅に隣接する第二種住居

専用地域や､住居地域に企業の施設を建設すること

になるため､その住環境に配慮する必要から､公害

や騒音等のない研究所､研修所､オフィスビル等を

誘致するものである｡

港北ニュータウンの持つ立地環境は､｢都心に近

く交通アクセスがよい｣､｢緑の多い住宅地である｣

の2点に要約されるが､このように恵まれた条件は､

土地価格が通常の工業団地や流通団地に比して､安

価ではないことに通じる｡また､誘致地区の用途が

第二種住居専用地域､住居地域であることを念頭に

おくと､ニュータウンに立地可能な施設の要件とし

ては､次の諸点をあげることができる｡

･公害を出さない

･住宅地としての周辺環境に調和する

･地価負担力がある

･雇用力がある (相当程度労働集約的)

･地域のイメージアップにつながる

･制度的制約 (建物用途規制等)をクリアできる

[∃企業誘致導入の必要性

(1)公団内部の意志決定

集合住宅用地の処分及び市街化の促進を図る必

要性が高まる中､関東支社では厳しい住宅需要に

より､積極的な住宅供給の意向が弱まっていた｡

一方､事業展開を図りたい企業が､港北ニュータ

ウンの住宅地の中で土地を探す動きがあったた

め､公団としては､土地利用転換を図り､誘致企

業を受け入れたいという意向が増大していた｡

公団内部では､｢ニュータウン全体を見直し､

多機能複合都市という観点で全体の土地利用を修

正し､位置づけを明確にしたうえで企業誘致を受

け入れる｣という考え方と､他方 ｢住宅需要の低

迷があり､市街化を早めるため､早急に企業誘致

を行いながら､ニュータウン全体の土地利用の見

直しを行う｣という考え方があった｡議論が展開

された結果､社会情勢､地元の意見等を踏まえ､

土地の処分及び市街化の促進に資する企業誘致を

進め､並行してニュータウン全体の土地利用を考
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えていくものとしたのである｡

(2)地元との協議

集合住宅用地を企業用地に転換するにあたって

は､民間卸の導入と同様に推進協土地利用特別委

員会において議論を行い､了解を得る必要があっ

た｡

誘致施設は､住環境との調和､人口定着 ･市街

化の促進という観点から､安全でクリーンなもの､

地元雇用の拡大やニュータウンのイメージアップ

につながる優良企業を選定するという条件で､地

元と合意が得られた｡

3.誘致施設用地の処分

昭和餌年3月に決定された第 1回の企業誘致にお

いては､外資系企業デュポンジャパン･リミテッド

のテクニカルセンター､日本の大手企業である(株)リ

誘致施設の立地状況図

①リコー
②デュポンジャパンリミテッド
③ナムコ
Q)伊#恕fIT繊システム
⑤El産生命
⑥El取Gl恭
⑦フェスト
⑧メトロ自動印
◎ソディック
⑬トーヨココーポレーション
⑬イーストマン.コダック･7ジ7′(シフイソク
⑳テッタ碓子霊芝賢レベ~タ~テクノス /
⑮図研
⑬三発令維

⑳オンワード搾ul
⑳アイネス
⑩ボッシュ
⑳E体 石油
⑳[体 オリベッティ
⑳束東城浜ドイツ学l劇
⑳FIJFNCR㈱
⑳El立制作所
⑳SRA
⑳El本性怖稚交挽センター
⑳端セラ
⑳洗足学脚
⑳サカタのタネ
⑳新E)本/Jl象海7'･Tl
⑳葵プロモーション
⑳知行油潜
⑳住宅 ･噺 汀_港傭公用
⑳サレンジ単組
⑳日産プリンス神奈川収7J'e
⑳ニコル ･レーシング ジャ′くン
⑳クリエートメディック
⑳フォード自動非

⑳武耗工菜大学
⑳横浜了け室内水泳蛾枝堀
⑳菊水碓チエR'
◎昭和地所㈱､京浜ビルE芹悦㈱
⑳アオキインターナショナル

/

I
＼

.
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･/

.

′
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コ-の中央研究所等､話題性の高い企業の誘致がで

き､幸先のよいスター トとなった｡誘致当初は､国

際的ハイテク企業の誘致を進め､産業機械､情報処

理サービス等の関連企業が多かった｡また､横浜と

いう地の利を得て､外資系企業も多く誘致すること

ができた｡

近年においては､港北ニュータウンに ｢学ぶ｣機

能を持たせるため､学園誘致を積極的に実施してい

る｡

平成8年3月現在､港北ニュータウン内に誘致さ

れた施設数は43､敷地面積は約51haにのぼっており､

計画されている目標面積約60haの85%にあたる.



■(株)リコー

篭.A-TmG･1 荒.Ef5720mqn ,諜 莞#372Eと .Lj欝 6T i _般芸器鼎芸遁井 ①

研究内容等:･先端技術の芽を育てることを日的とし､盛礎研兜を中心に榊兜開発を行う.特に雅子材料､デバイス､光､他紙､仰朝処理技術及び
それらの並礎物性計測技術などの先端技術分野を対糸とした研究帆発を行う

■デュポン(秩)

芸.52欝 F8諾 許 諾濫 i3b.2H6 .群 票T. 語学二[賃 ②

研兜内容等:･tu'非放火の化学会社の日本法人
･エレクトロニクスl刈迎恥品及びシステムを舶客と炎同開発する｡その他のデュポン澱品についても､願客の繋求に適合する製晶のr胸
先や新しい用途榊発を行う

■(株)ナムコ

荒.T.TmB･1 警護豊 .gE6.T 3.2m6 -諾 16T i その逓 逝品 楽菜 ③

研究内容等:･紫勝川ゲーム機-#の大手

(伊#心商1Ji(株)

莞芝野 監禁票警 柵 61.讐莞発 E.6日 .25 .I,諾悪霊Jlgb 芸合商禁 ◎

研究内容等:･伊藤忠商都及び伺グJL･-プの情報通信処理を行う

■El鹿生命保険#l互会社

慧 ㌘ 警禁黒 沢 .欝 #3'.2H7 ,(,冒漂諾票 篭 険㌔ ⑤

研究内容等:･EI本及び珊外国における生命保険fJl菜及び生命保険の朽保険tTJt菜を行う

■(株)EI淑座薬

豊 禦 豊 野 .諾既 習2Eら 沼荒giwi 附 蓋然や若商社 ⑥

研究内容等:･科学機器､=紫計常設､伯叔横･al､花子だ軌訊､金属､物や等の国内版光及びJ輸山人を行う

1フェスト(株)

禁 fT.･81 警既 野 蒜 莞警2m8 諾 農."3 _般品 横温 適薬 ⑦

研究内容等:･仙空庄横給の大手メーカ-であるドイツ､フェスト社の日本法人
･油空圧機器の研究､開発､収光を行う

1メトロ自動串 (株)

9%56%mTf椀 讐莞慧研 一諾怒 号基 思祭器讐 自若騨巡慧#･ ⑧

研究内容等:･無線オペレーター室､研究室

■(株)ソテ′ィック

r5豊 欝 等票票票 .諾豊 警2F7 器 等T.J 金品 作品 井 ⑨

研兜内容等:･加花bll工機の大手メーカー
･加Ttt加工機及びその部晶#･材､コンピューター制御鼓世の研兜Im発を行う

■(株)トーヨココーポレーション

T.訳 ･q( 讐慧 誓 .票琵 雷管2B7 翠慧'誓.pj 地殻薬匙 胡品 工制 ⑬

研究内容等:･地役､空御､ガス､設備工邸のトーヨコグ)L,-プの中核会社
･クリーン/レーム､コジェネレーション(熱.碓併給)､室内現境などの新技術の研究開発を行う

4イーストマン･コダyク･アジアパシフィック(株)(日本コダノク(株))

誓 票慧 芸.!,票票 .既 慧警星 柵 6票 ㌍ ‰ 2.12 歳 lw議 案 ⑩

研兜内容等:･放稚力日工横の大手メーカー
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4テック花子 (樵)

慧 警 蹄 警4% ''LP 豊 警2H7 .(,Tf･諾 3.Jyi 東,-;<･.議 の厳禁子会社 ⑫

研究内容等:･IJt凝用横推､即in･撚､稚気機械昔話RI･等の蔽WL:及び貨1号等
･班策コ二叩､t旺54もエlJl､稚気通侶コ二刀tの投打｢､.lJ'j角
･店舗股計並びに内炎股別̀及び.桁fl等

■東芝エレベーターテクノス(株)

豊 野 荒悪評 .課 雷管2L15 .秒眺 望S誓 乱 2.1｡ 井品 備I% #_･ ⑬

研究内容等:･昇降機の掘付及び撤去､保守､修理及び改造､版光斡旋を行う
･外陣横､乍塩気､空鯛､給排水衛生､防犯､防災各般偏の監視､制御舶びにビル哲PJ!等を行う

■スズキ(株)

莞豊 ㌘ 讐莞欝 .豊 鷲Ji]7 翠駅 J習 運送用品 .a_11% 遊仮死 ⑭

研究内容等:･軽l瑚絵を主力とする自動iriメーカー
･光応用研究､コンピューター利用研究､人側工学榔兜等を行う

I(樵)怪l研

67.驚 ㌘ 警告JGPmP .諜 雷 管2Eゝ 等荒川苦.p3 7は 品 別急 逝紫 ⑯

研兜内容等:･CAD､CAMシステムのlAJ発､仮託3.77一門メーカー

■三変合繊 (株)

監禁 荒漂5Ti禦 .諾豊 i3.25 等欝誓.甥 繁雄㌔ ⑯

研究内容等:･倉J!11莱界首位
･fJt激所､研死施設を中心にハイテ列姻迎座薬に属する企菜をテナントして津致､迎骨する

Il(株)オンワード樫山

'F6.277%timやt 警 男票 .既 望誉笈 等駅 p4J は品 魁品 充 ⑰

研'#内容等:.紳士既教服の山大手
･生産､技術にrWする稔合的な研兜､新紫11-の閲発､社Ll研修を行う

■(樵)アイネス

378.hh,58R 荒.'4急lGPmqR ,深 莞 誉2[ゝ 軍賢 誓.J習 +.A,#急 け 豊 ス菜 ⑲

研究内容等:･協栄生命保険から分椎独立した情報処理サービス股大手
･金融､r:J胎体の住民仰報や溌管理システムなどにl対するソフトウェアの関允研兜を行う

■ボッシュ(株)

艶 慧56iAf'7 警諾票.撃7 .器 慧 豊島 鰭 .2#ig2 枚品 鼻白急 菜 ⑩

研死内容等:･lLr非位大手の自動Ilf部晶メーカーであるドイツのロバートボッシュ利二の日本法人
･自動印の離Ih'hシステムのlAJ免研兜を行う

IP日本石油(株)

T3JkAml.m 驚豊野 .既 警豊.g2 賢悪日5.mg 石議 搬息 -A_･ ⑳

研兜内容等:･一石油勅､その他,鉱物ft源及びそれらのmIJ産物の探鉱､IAl焚､採収､糊魁加工､貯威､北工T及び輸送を行う

■日立製作所 (樵)

莞温SJiLT 警諾監警 軍歴 苧慧基 等瞥 '霊.JV.J ･紙 品 制 急 逝其 ⑳

研兜内容等:･ヒューマンインターフェースを光親するシステム･ソフトウェア技術の研兜lXJ発を行う
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■(株)SRA

8T4!2Wm･BR 警豊野 苧盟 雷 撃 慧 gl f.相 急 け 豊 ス菜 ⑳

研兜内容等:･独立系のシステムl朋発のIl:l監会社
･官公庁､碓力､ガス､金融向けのシステム偶発を行う

J (樵)□本位仰報交沈センター

敷地両横 延床-ttLi胡 韻渡炎約円 lm設時畑 紫 健
19.397m' 24.709m' 112.3.22 116.12 I17報サービス･コンサルティング薬等

LiN兜内容等:･住まいづくり及び住生括にr姻するナl守軸交流センターの班紋を目的に股立された第三セクター

■苅セラ(株)

2mi禦 讐笠禦 !? 言AHBi2讐 岩=' 1愁讐 讐J f旺～も品 淋農 道･in･ ㊨

研兜内容等:.稔合セラミyクスメーカー

■lヨ本オリベッティ(株)

敷地両横 延床L桁横 言央漉炎釣H l対設時淵J R一 価
5.630m7 9,525ni H2.3.26 日 4.7 機嫌祥-JtS･卸･)～L:展

研兜内容等:.イタリアの*])ベッティ社のEl本法人
･OA便器､システム製晶の研究偶発及び2占本ソフトウェアの偶発などをrTう

IL(学)東京横浜ドイツ学BEl

赦地面朝 廷床両税 訣渡典約口 lA設時期 農 機
17.OMm' ll.149m. H2.6.29 H 3.9 学校法人(就学者数:6(氾人)

研究内容等:･施設内容は.一般教室､特別教室､音楽教室､美術教室､体育虎､多口的ホールプール､図秒飽､食宜等

t(学)洗足学園

敷地面朝 廷床面収 ま舟渡典約口 開設時脚J 農 機
12.162mT 5.313m7 H3.3.29 日 6,3 学校法人 (就学者放二600人)

研究内容等:･施設内容は､音楽ホール､救室､個人紙背室､叔授研究室､耶満室､食堂等

■(株)サカタのタネ

T.慧 警 慧 欝 篭讐讐 2rl E管 掌苧2mJ ‰ 甘.～･.SSF ⑳

研究内谷等:.都前､冊木等の収光､造園エIJtl投t汁､施｣二及び技術指導を行う.

IEl本NCR(樵)

赦地面郡 延床両横 跳波炎約EI 聞役時PJ 井 磯
9.719m' 9.036m' H3.10.22 H 5.11 7旺子機船動逝菜

研究内容等:''E子便器の魁通販光

I新日本先叔海洋(棟)

敷地両横 延床両横 昏先渡契約El ln没時期 菜 健
4.626mT 4.595m' HLL3.25 I17.2 その他の一作菜サービス菜

研死内容等:･環境アセスメント等珊亜hW-r､先扱､海象の椴洲､予報の解説を行う

● (株)炎プロモーション

故地両税 廷床面僻 雷魚渡奥釣EI Lm設時PJ 粟 様
5,877m' 2.99】m' H4.3.25 H 9.3 サービス果

研兜内容等二･CMの企画製作､記録､叔有用展示映像の企画動作を行う

IL東京油器 (樵)

敷地両税 延床両税 訊渡典約口 榊設時期 菜 種
5.194mT 7.225m. H5.3.25 日 7.5 澱遊井

研兜内容等:･自動車用フィルターの製造及び販うで
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■(学)サレジオ学院

敷地而榊 延床両税 盲A波契約日 開設時畑J 莱 楼
33.969m. 18.500m' H4.10.30 H 6. 学校法人

研究内容等 : -

■住宅･都市並傭公田

敷地両税 延床面朝 練渡契約日 開設時JgJ 菜 種
15.000m7 8.297m' H4.12.14 H 6.3

研究内容等:･研修所

dEI産プリンス神奈川収光(株)

敷地両横 延床而郡 詩集渡央約日 開設l刷り】 英 機
2.064m' 2.035m' H6.3.25 H 7,8 自動申ノト売薬

研究内容等:･El産自動非の仮託及び姫傭

Lニコル･レーシング.ジャパン(株)

敷地両税 延床面都 税渡典約日 開設時期 菜 種
966m' 2.42LIm' H6.3.25 H 6.12 自動群小売薬

研究内容等:･自動ITi(BMW他)及び自動非難.品販売

JtPリュートメディック(株)

敷地両税 延床面棚 譲渡奥約EI 鞘設時期 粟 桂
1.223rnT 2.424m' H6.3.25 H 6.12 医療用横様器具製造菜

研究内容等:･オールシリコーンフォーリーカテーテル､イレウスチュウプ､PTCDキット､アンギオカテーテル等の製造

■フォード自動非(日本)(株)

敷地両研 延床面郁 譲渡契約日 開設時則 菜 種
3.479m7 5.310m. H6.8.22 H8.J 自動坤′ト先発

研究内容等:･現場英検､昔甘実験､紙習会､展示等

■(学)五由育英会(武戒工井大学)

敗地面郡 延床両税 言弗渡契約日 lHl股時JgJ 菜 種
50,000m' rn H7.3.31 119.4予定 学校法人

研究内容等:･新学部(環境fIlt軸学部)設虻

P枕浜市室内水泳蚊技助

敷地而将 延床面郡 豆弁渡典約日 開設時RIJ 菜 種
69,793m' 23.000m' H7.3.28 HI0.3予定

研究内容等:.市民が育てる国際的なスポーツの拠点

■菊水花子工菜(株)

故地両税 延床面都 議渡契約日 開設時Pl 薬 種
1232n了 1.848m' H8.3-2B H9.10予定 花子測定器､屯源便器駁遊菜

研究内容等:･

d昭和地所(株)､京浜ビル榊発(株)

敷地両横 廷床而椛 訊渡奥約El 榊設時期 茶 席
1.631m. 7.126m' H8.3.29 HIO.2予定

研究内容等:･銀行店舗

I(株)アオキインターナショナル

敷地而揃 延床面椛 譲渡契約El 聞役噂JgJ 薬 都
4,566m7 27.390ml H8.3.29 HJ1.8予定 小光井

研矧 勾容等:･紳士服仮託
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第3節 公益施設用地の処分

1.教育施設計画

血計画の概念

教育施設については､パイロットプランにおける

公益的施設システムの一環として計画されており､

集合運動場のように周辺地域も含んだ利用圏域を背

景とする施設の複合的利用､グリーンマ トリックス

システムに組み込まれた配置計画等の特徴を有して

いる｡当初計画の施設数､面積､位置等は部分的に

変更されてきたが､基本的には計画の考え方は変わ

っていない｡

教育施設等配置計画図

教育施設等 (計画施設数)

施設名 当初 第4回 第9回申群発計画 串菜計画変更 都築計画変更

(S49.8) (S62.4/63.2) (H8.2.14)

幼稚園 25 23 14

小学校 27 22 22

中学校 13 12 12

高等学校 6 3 3

特殊学収 1 - -

張合遊動場 13 - -
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E]小学校

公団施行地区内で計画されている22校の小学校の

うち､すでに11校が開校している｡

現在の小学校と小学校区

L1-JV も ＼ ､

B]中学校

公団施行地区内で計画されている12校の中学校の

うち､4枚が開校している｡

現在の中学校と中学校区



回高等学校

高等学枚は地区内で荏田南高校､新栄高校及びサ

レジオ学院の計3校が計画され､すでに3校とも開

校している｡

B]運動広場

港北ニュータウンに新設されるノト 中学校につい

ては､横浜市内の既設′卜 中学校用地の面積と同水

準の規模で計画されることとなった｡このため､文

部省基準面税を補うスペースの確保を図ることと

し､′ト学校2枚と中学校 1校が共同で利用できる集

合運動場が計画された｡

集合運動場は学校の授業や課外活動に利用される

ばかりでなく､地域の人々にも開放され､施設の複

合的利用ができるものである｡集合運動場の計画箇

所数は13箇所 (平均規模 :lBha)であったが､第4

回事業計画変更で運動広場に名称変更され､8箇所

となった｡現在そのすべてが供用開始されている｡

[司幼稚園

幼稚園は14箇所が計画されており､うち2園が開

設されている｡

2.教育施設等の見直し

昭和50年代後半から､出生率の低下等人口構造の

変化､人口増加率の低下､住宅需要の低迷､学校開

放の進展などの理由による土地利用の見直しが行わ

れた｡

第4回事業計画変更において､学枚､集合運動場､

その他公益施設 (医療施設､文化 ･社会教育施設､

行政管理施設等)の計画の見直しが実施された｡

圧]学校用地の調整

児童 ･生徒発生率の変化､土地利用の見直しによ

る学校用地の調整を行った｡

児童 ･生徒数がかなり減ってきたことから､第4

回事業計画変更においては､小学校5校､中学校 1

校を削減した｡高校については当時第二地区にすで

に開設されていた県立荏田高校及び同新栄高校に加

えて新たな県立高校は設置しないものとし､当初計

画の6校のうち4校の用地の転換を検討したが､地

元からの強い要望により､第-地区に1校配置し､

結果として3校の用地を誘致施設用地に転換するこ

ととした｡

匡】運動広場の調整

小 ･中学校用地の削減等により､集合運動場の規

模と配置についても見直すことになったが､地域住

民の複合利用も考慮されていたため､地元の要望を

受けて設置箇所､面積を調整して8箇所とし､個々

の運動場の面積はすべてlha以上とした｡この時点

で､市との協議により､運動広場という名称で横浜

市に処分し､管理が引き継がれることと定められた｡
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集合運動場位覆図 (当初)

運動広場位覆図 (変更後)
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第4節 公共施設の引継ぎ

1.全体引継計画の策定

港北ニュータウンにおける工事展開は､概成スケ

ジュールに基づく早期供用開始をめざし､着手可能

な部分から工事を開始するという形で進められてい

たため､公共施設の計画的引継ぎという観点との整

合がとりにくい状況にあった｡また､一括引継ぎで

は､引継ぎ完了まで長期間を要し､加えて､一定の

要件を満足する完成部分の引継ぎでは､年度により

引継畳にかなりのばらつきが発生することにもなる｡

このため､平成2年度､道路と公共下水道につい

ては､｢全体引継計画｣を定め､ある程度均等化し

た数量の引継ぎを行うものとした｡

2.引継ぎ作業

皿道 路

土地区画整理事業において整備される道路の引継

ぎについては､土地区画整理法により換地処分の公

告の翌日に市の管理に属することが原則であるが､

工事完了による引継ぎも許容されている｡

道路引継ぎ状況

このため､市と部分引継ぎができるよう協議した

結果､ある一定のまとまり (小街区単位)が完成し

た場合に､必要図書を添付して引継ぎを行うことと

した｡

引継ぎ数量が膨大であることにともなう図書作

成､補修工事等の引継条件及び業務体制等を考慮し､

ある程度均等化した引継ぎ数量の ｢全体引継計画｣

を作成して､以降引継ぎが行われている｡

道路の引継条件

1
港北ニュータウン地区内･TJt莱道路の引継条件について

(S58 2758 S59.5.1)

(D引継箇所の宅造検査が終了していること｡

②仮換地指定が終わっていること｡

③要綱剃 2条による単発完了報告がなされていること｡

在)仮換地指定の地番をそのまま住居表示に移行できるもの

であること｡

⑤公道から公道に接続されていること｡

(む道路台帳 (地下挫設物台帳を含む)を作成すること｡

(》道路変更厭い及びその付属モF類を碇出すること｡

⑧引継ぎしようとする道路の道路構造図を提出すること｡

(勤道路法上の引継がされるまでの臥 串菜退路内で発生し

た事故は公団で対応すること｡

rIゝ ■■′ _､■ ′: I■■-唱抑6.和 王i ■ 平成 3年ZE■ l- 平即 年Ll- 昭栂 年Fl[二二二コ平か年flE:丞 相8年Jl

ー1『 ■ ■ 平成元年fl[二二二コ平成5iFFl
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道路の引継ぎは､昭和61年度から開始され､平成

8年度中に完了する予定である｡

道路引継ぎ実績及び計画

引継ぎ数丑 (m) 進捗率 (%)

昭和 61年度 7,151.3 2.3

昭和 62年度 0 2.3

昭和 63年度 939.7 2.6

平成 1年度 4,222.7 3.9

平成 2年度 3,003.7 4.9

平成 3年度 21,131.5 ll.6

平成 4年度 98,634.8 43.1

平成 5年度 46,225.6 57.9

平成 6年度 37,934.9 70.0

平成 7年度 45,070.7 84.4

平成 8年度 48,792.1 100.0

E]公共下水道

港北ニュータウンの工事展開は､｢-流域の完成

及び下流からの引継ぎが原則｣という横浜市の引継

条件と-敦しておらず､また､雨水､汚水の流域も

公共下水道引継ぎ状況

異なることから､引継区域の設定も困難であるとい

う事情があった｡たとえば､下流の方から引継ぐと

いうことを前提とすると､上流部分のみの工事が完

了した場合は､流束までつながらないと引継ぎがで

きず､供用開始に制約を受けることとなる｡

市との協議の結果､下流からの引継ぎが原則であ

ることは変更しないが､一流域の引継ぎが2年度に

わたっても､概ね半分程度が引継ぎ可能であればよ

いこととなった｡

｢全体引継計画｣では､当初平成9年度に引継ぎ

を完了する予定であったが､平成8年度に引継ぎを

完了することで意見の一致をみた｡

公共下水道の引継条件

横浜北部新都市節一地区､節二地区土地区画整理串菜の

公共下水道に関する事務取扱要綱 (S6日0.】)他

(D道路の引継の見込みがあること｡

②雨水､汚水とも流域全体の登備の完了見込みがあること｡

③供用開始又は水洗化告示の見込みがあること｡

①市が管理する管菜まで接続することO

(参下流側から管理することを原則とする (虫食い的引継ぎ

はしない)0

㊨-流域が完成しなくとも引継ぐが､おおよそ半分くらい

の引継ぎが可能であること｡
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公共下水道の引継ぎは､平成4年度より開始され､

平成8年度中に完了の予定である｡

公共下水道引継ぎ実緋及び計画

引継ぎ敦盛 (m) 進捗率 (%)

平成4年度 147.843.2 26.1

平成5年度 56,428.1 36.1

平成6年度 98,849.2 53.6

平成7年度 94,102.1 70.2

平成8ilF度 168,670.4 100.0

公園･緑地引継ぎ状況

回 公園 ･緑地

公園 ･緑地の引継ぎは､年度ごとに年度末一括引

継ぎであったが､児童公園 (街区公園)については､

平成3年度から年 2回の引継ぎとなった｡

公園 ･緑地の引継ぎは昭和60年度より実施され､

平成10年度中に完了の予定である｡

公園･緑地引継ぎ実績及び計画

引継ぎ数J=ia.(m') 進捗寧 (%)

昭和 60年度 178.527 14.5

昭和 61年度 4,600 15.0

昭和 62年度 30,956 17.4

昭和 63年度 14,559 18.6

平成 1年度 22,936 20.5

平成 2年度 15,582 21.7

平成 3年度 151,838 34.1

平成 4年度 30,876 36.6

平成 5年度 22,322 38.4.

平成 6年度 154.740 51.0

平成 7年度 59,901 55.9

平成 8年度 183.296 70.8

平成 9年度 73.758 76.8

平成 10年度 285,019 100.0

公園･緑地の引継条件

横浜北部新都市節1地区､第2地区土地区画整潮解紫

施行区域内の公園緑地の艦備及び管理等にl対する協定輔

(S58.7.5)

0公園緑地の出入口へ至る道路が准備されていること｡

②公園は一公園を卑位として､繰道は幹線道路で区切られ

た区間を蝉位とする｡

Lf子年度末に~括して行うo
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第5節 建築協定等

1.街づくり協定

土地区画整理事業地区の民有地については､施行

者である公団が街づくりを直接コントロールできな

いため､地区計画及び建築協定締結区域外では､無

秩序などルドアップ､敷地の細分化などが行われ､

計画的な街づくりが果たされにくい課題がある｡

そこで､計画的で望ましい街づくりを住民参加の

もとに積極的に推進するため､推進協が主体となっ

て建築基準法の建築協定を中心とする ｢街づくり協

定｣(莱)の作成が進められた｡

すなわち､推進協生活対策委員会において､生活

対策と港北ニュータウン内の環境保全対策を検討し

た退避において､ニュータウン環境保全対策の一環

として建築協定の検討を先行的に進めていくことと

なった｡その結果､生活対策委貝を主体に地元有識

者､市及び公団の関係職員により建築協定研究班が

組織され､建築協定締結へ向けての協定案づくりの

検討作業が進められた｡この作業では､一般住宅地

とともに特別な用地の申出に基づくタウンセンタ

ー､駅前センター､近隣センター､共同住宅､工

場 ･倉庫等用地の各地区別にそれぞれ用途に応じた

街づくり協定案を検討した｡

皿センター地区の街づくり協定

センター地区においては多くの民有地を包含して

いるため､計画的街づくりを地元参加のもとに実現

する手段として､街づくり協定の検討が進められ､

中川駅前センター､仲町台駅前センター及びタウン

センターにおいては街づくり協定の締結に至ってい

る｡さらに茅ヶ崎近隣センター､北山田駅前センタ

ーにおいても街づくり協定が締結された｡

中川駅前センター街づくり協定

日 的 駅前センターとしてふさわしい商環境住環境

を維持し､調和のとれた街づくりをEl指す

ア-マ ｢ネオ.ロマンチック｣:ヨーロッパイメージの

街をつくり,地域生活者に快適な環境を捷
供する

項 目 壁面後退.外装.街鹿み.色彩.建築設

備.駐車場､荷捌き場.姓脊場.看板､
公告物.ゴミ置場.シャッター.日よけテント.
その他

仲町台駅前センター街づくり協定

目 的 関係者の街づくりに対する意志の統一を図

り､調和のとれ､魅力と活力のある街づくり
を進める

テーマ ｢自然と人間｣:健康的で気持ちのよい雰囲

気の街づくりと商店街の形成を目指す

｢ネオ.クラシック｣:個性的で､魅力ある都
市束観を生み出す

｢花｣:店前の花磨､窓辺のプランターの

花などにより､街並みに彩りを与え生き生き

タウンセンター地区街づくり協定

目 的 魅力的な都市環境を創る

項 目 敷地､共同化.用途.オープンスペースの

確保.建物形態.付属物.駐車場､駐韓場

協定の取決め 平成5年5月30日の総会で､タウンセンター

権利者の相互の合意のもとに収り決めがな
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街づくり協定区域内の建築確認申請手続きの流れ

街づくり協定締結区域図
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E]-般住宅地における街づくり協定

民有地の独立住宅地における住環境の保全対策の

ため､一般住宅地においても､次のような項目を内

容とする街づくり協定案が検討されている｡

〔協定案の項目〕

･敷地の最小面積

･敷地の主出入口の空地確保

･敷地の緑化 (一定率以上の緑化と生垣の設置)

･建築物の用途 (一戸建住宅のみ)

･建築物の階数 (2階以下)

･壁面の後退距離

B]共同住宅街づくり協定

アパート･マンション等用地における街づくり協

定案の項目は以下のとおりである｡

･一戸当たりの敷地面積最小規模

･幹線道路からのアプローチ

･敷地内の緑化､生垣の設置､駄草場のカバーグ

リーン

･建築物の用途の規制 (一定規模以上の工場､解

体業､倉庫､モーテル､ホテルの制限)

･外壁の後退距離と独立住宅地への日照確保

･広告塔などの大きさ､色彩､材料の基準

2.建築協定

また､ニュータウン建築協定研究班での検討を受

け､工場倉庫等地区､住宅地区において7箇所の区

域で建築協定が締結されている｡

建築協定の締結

年月日 建築協定 (認可公告)

昭和 57.5.15 第一地区牛久保10工区建築協定

58.9.5 荏田準工業地域建築協定

59.4.5 新吉田工業倉庫地区

59.5,15 荏田南2-2街区建其協定

62.ll.5 東山田準工業地域建築協定

平成 3.4.5 南山田準工業地域建築協定

ロ]工場倉庫等地区の事例

荏田準工業地域建築協定

目 的 建築物の敷地､用途及び形態に関する

基埠を協定し､準工業地域 (工場倉庫

等地区)の環境を高度に維持し､増進

することを目的とする

項 目 敷地の最小而郡､敷地の主出入口の基

堆､駐車場.荷さばき場の制限､敷地内

緑化､建物用途､外壁後退距離､住居

の用に供する部分の磁大面聯

[司住宅地区の事例

第-地区東山田第1工区建築協定

日 的 建築物の敷地､用途､構造､形態及び位
樫に関する基準を定め､住宅地の環境を高
皮に維持し､増進することを目的とする

項 目 建物用途､最高高さ､外壁後退距稚､敷地の最′ト両横､区画形質変更の制限､敷
地の主出入口に設ける空地､かき.さくの制
限､敷地内緑化､その他

建築協定締結区域図
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3.地区計画

市営地下鉄3号線の高架化に伴い､土地利用の一

部が変更された茅ヶ崎近隣センター周辺地区におい

ては､全体計画と整合のとれた土地利用変更の誘導

が大きな課題となり､地区計画等の導入を図りなが

ら､計画的なまちづくりを行っている｡

平成2年4月25日に茅ヶ崎近隣センター周辺地区

地区計画が決定された｡
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第6節 民有地の土地利用と街づくり指導

1.街づくり指導の経緯

港北ニュータウンでは､一般住宅地区､共同住宅

地区 (アパート･マンション地区)､センター地区

及び工場倉庫等地区について､用途地域などの基準

を満たすだけでなく､地区の土地利用の目標に沿っ

て､自らの生活環境を守り､育んでいくために必要

なルールづくりが重要であるという認識のもと､昭

和62年2月に｢港北ニュータウン街づくりの手引き｣

が作られ､平成5年2月に改訂され､現在手引きに

基づき街づくり指導が行われている｡

2.街づくり指導基準

一般住宅地区 (戸建住宅､テラスハウス ･タウン

ハウス等)､共同住宅地区 (アパー ト･マンション

地区)の指導基準には次のようなものがある｡

①戸建住宅

･一棟当たりの敷地面積は180m-'以上とする｡

･地上2階建までとする｡

･生垣づくりなど緑化を進める｡

②テラスハウス ･タウンハウス等

･一棟当たりの敷地面積は220m2以上とするO

･生垣づくりなど緑化を進める｡

･ブロック塀はつくらない｡

③アパート マンション

･一棟当たりの敷地面積は200ml'以上とする.

･共同住宅を主体とし工場､倉庫､ホテルな

どは建てない｡

･敷地面積の15%以上を緑化する｡

･一戸当たりの敷地面積は43m2以上とする0

3.76条許可申請時の街づくり指導

当ニュータウンでは､まちづくりの理念 ･方針に

基づき､地元､市､公田の三者が協力して良好な環

境の魅力ある街づくりをめざしており､その具現化

のため､土地区画整理法第76条の許可の段階におけ

る街づくり指導を行っている｡

許可申請の処理手続

①申請書3う
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歴代局長･所長座談会 抄録



一歴代局長 ･所長座談会-

平成9年 1月㌘日 (月)

住宅 ･都市整備公団研修センターにおいて

-出席者一

川手昭二さん (昭和44年～昭和51年元所長)

島田親二さん (昭和51年～昭和53年元局長)

木村俊一さん (昭和53年～昭和55年元局長)

坪 叔男さん (昭和63年～平成3年元局長)

景野郡司さん (平成3年～平成6年元局長)

阿久津孝さん (平成6年～平成 7年前局長)

-司 会一

斎藤幸一局長 (平成7年より現港北局長)

司会 寒いところ､現地をご視察いただきまして､

どうもありがとうございました｡本日は気楽にお話

をちょうだいでさればと思いますので､よろしくお

願いいたします｡

港北ニュータウンの事業につきましては､昭和40

年に横浜市が､飛鳥田市政のときですが､六大事業

の一つとしてかかげ､昭和41年に公団に正式に開発

の要請がまいりました｡それ以来公団として当事業

にかかわってきたわけですけれども､昭和49年8月

に事業者として事業の認可をいただき､昭和55年度

事業概成という目標で事業に取 りかかったわけであ

ります｡その後､3度にわたりまして事業の概成時

期が延伸されておりますが､平成 7年度末に事業が

概戊をいたしました｡

また､平成8年9月29日に換地処分の公告がなさ

れ､この間､ざっと約30年間ですが､この事業は､

施行面積が国内最大規模の1,317haに及び､認可当時

の地権者が約5,鰍)人ということで大変関係者の多い

事業でもありました｡一方､住民参加によるまちづ

くりということで､これも当地区の開発の大きな特

徴でございます｡

まちづくりとしましてはいろいろ困難な課題とテ

ーマを抱えた事業でありましたので､その事業に携

わられました歴代の局長さん､所長さんには大変ご

苦労の多かったことだろうと思います｡今回の事業

の竣工を記念いたしまして事業誌をまとめることに

しておりますが､まとめにあたり､歴代の局長さん､

所長さんのいろいろなご苦労話をお聞かせいただき

たく､よろしくお願いいたします｡

歴代の局長さんの中でこの事業に一番長い期間局

長として携わられました野々村さんが､ご案内のと

左から川手さん､島田さん､木村さん､士下さん､景野さん､阿久津さん
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おり､この場にはおられません｡大変残念なことで

ありまして､お話をお聞きするわけにいきませんが､

今日は野々村さんに対します感謝の気持ちと慰霊の

意を込めまして､この場で1分間の黙祷をしたいと

思いますので､よろしくお願いいたします｡

**全員黙祷 **

(福田治郎事業部長から事業史の概略説明)

司会 事業の沿革について事業部長から駆け足で

説明いたしました｡これから皆さんのお話を伺うわ

けですが､事業の時間的経緯に沿ってお伺いした方

が進めやすいのではないかと思っておりますので､

まず最初に事業のいわば創世期､草創期の時代､最

初にこの事業に取りかかられました川手さんからお

話を頂戴したいと思います｡

-KJ法で創った計画とシステムー

川手さん 事業史を説明していただいて､その後

の方々のご苦労がよくわかります｡その一部として､

ある時期を支えることができたことの喜びをかみし

めることができました｡

所長は44年からということですが､地区決定のと

き首都圏本部の用地企画第二課長をやっていました

から､地区決定の担当課長だったわけです｡それ以

前､地区決定に至るまでの候補地決定もそうです｡

川手 昭二さん

2

その前は､多摩ニュータウンの課長から港北担当と

して､42年7月に特定地区開発室長になりました｡

対策協議会は42年の6月にできていますから､私が

特定地区開発室長になったときはすでに第1回の対

策協が開かれた後でした｡特定地区開発室長になっ

たときに､その辺のことを取り仕切っていたのは用

地部長の藤崎さんです｡

地区決定するということは､用地買収を地元が認

めたということですから､用地買収の見通しがつか

ないと地区決定審議会はできません｡用地課からほ

とんど内諾を得たという情報が来て初めて､担当課

長である私が地区決定審議会に踏み切れるわけで

す｡

地区決定のときに苦労したことは､公団は35%減

歩の中でどれだけの水準の開発が可能かという､判

断をしなければならないことでした｡

苦労の第 2は､市が新住宅市街地開発事業で

250)haを開発すると主張していたのを公団開発が可

能な面積に限定する仕事でした｡赴任する前の42年

6月の段階で市が説明したのは､地下鉄3､4号線

を引きますという話と､道路や関連公共施設をちゃ

んと整備しますという約束を図面を出して地元に示

しております｡多摩ニュータウンがヘクタールあた

り100人で都市計画決定していますから､それを参

考に横浜市もヘクタールあたり100人で､2,500haイ

コール25万人という計画です.25万人の計画があっ

て初めて地下鉄3号線ができますという計算で地元

に説明してしまっているわけです｡

私は2500haにあれだけの家があるのを全面買収な

んかできるはずがないと思いましたので､それには

公団分を限定せざるを得ないだろうと考えました｡

ですから､私は公団がやる部分と市がやる部分を分

けた方がよいのではないかと思い､公団がやる区域

を決める為に､候補地選定の段階で石丸さん､辻さ

んと3人で､その区域界を現地確認し､その結果現

在の1,300haぐらいの範囲をきめることができまし

た.公団の施行すべき区域としては1卿 haとし､そ

のほかの区域については､市の判断に委せることに



しました｡

市の側では市街地整備事業をその時点では決断せ

ず､その代りに都市農業整備をやりたいと主張して

いました｡横浜市が都市農業を出した理由は､地元

説得のスタートは農政局を中心にして地元説明に入

ったからだと思います｡地元への足がかりが都市局

にないわけですから､農政局が農協を通して入って

いったんです｡農協を通して入っていったんだけれ

ども､地元では何で農協がという議論になり､結局､

地元の町内会の方に窓口が変わっていったのだそう

です｡それは私が来る前の第1回の大議論で､農協

を中心にした地元との話し合いの組織は全部打ち破

られて､それで地元の町を中心にした組織 (対策協)

に変わることになります｡

その過程は窓口が緑政局 (当時は農政局)であり､

六大事業を出したときの都市局の人たちのセンスと

ちょっと違っていました｡大場さんを長とする農政

局は､港北ニュータウン区域は相当先進的な近郊農

業地帯だと思っているわけですから､近郊農業地帯

を切り捨てて市街化するのは好ましいことだとは思

っていなかった｡一万､43年が新都市計画法の制定

で市街化調整区域と市街化区域を線引きするのです

けれども､市街化調整区域は農林省の側でいうと農

業振興地域であり､農業撮輿整備法に基づく事業を

する場所だと考えていたわけですから､同じ都市計

画区域の中で両方が攻めぎ合っている｡窓口が農政

局ですから､当然農林省の出番をつくらなければい

けないわけですね｡そして農業団地案というものを

地元に出して議論を進めているわけです｡だから､

農業団地をつくるという話と市街地をつくるという

話が､都市局側は25万人計画､緑政局の方は都市農

業区域を整備するという議論が併進して､その結果

が今のような形になったということです｡公団は市

の都市局と農政局のつじつまを合わせなければなら

ない立場にいますから､ニュータウン区画整理区域

22万人､その他地区3万人とし､都市局の25万人計

画をバックアップすることにしました｡1卿 haに対

してヘクタールあたり170人となり公団がかなりの

高密度で計画して､以前に説明したこととつながっ

ていくようにしたわけです｡当時首都圏本部長の扇

谷さんが､｢170人なんて人口密度じゃ､港北ニュー

タウンは魅力がないよ｣と言って嘆いてしまいまし

た｡しかし､そうしなければ対策協に説明したもの

とつながっていかない｡マスタープランの前提であ

る170人の人口密度は出さざるを得ないということ

でスタートしたわけです｡

新都市計画法によると､用地買収について区画整

理は､収用事菜でないということが明解に定義され

ます｡税金の控除の問題がこれまでとは大きく変わ

ってしまうわけです｡どうしても新都市計画法の決

定前に用地買収を済ませる必要があった｡だから､

地区決定というのは､新都市計画法の施行前の用地

の関係で非常に急がれているという関係に追い詰め

られたのがもう一つの重要なことでした｡

マスタープランの策定で印象深いことは､実は住

民参加の都市計画という方法は､私が公団に勤めて

以来考えたこともなく､特定地区開発室長時代も用

地部の企画課として仕事をしている間も､住民参加

の都市計画というのは一向に気にしていなかった｡

住民参加は､用地買収の話と思っていました｡だか

ら､44年の都市計画決定までは実際には私は地元交

渉について出番がなかったと言った方がいい｡地区

決定をしなければいけないから､そのためのいろい

ろな計算や､1300haなら区画整理ができますよとか､

技術的なことだけを詰めていて､住民参加との関係

はあまり検討していなかった｡したがって､住民参

加の都市計画でどう決まるかということには全然興

味がなかった｡

ところが､44年に事務所長を命ぜられまして､今

度は公団の窓口の責任者になったわけです｡市長の

ところにご挨拶へ行き､市長から､｢港北ニュータ

ウンは住民参加の都市計画をやりますから､計画も

住民参加でやってください｡｣と言われて､えっと

思ったわけです｡公団というのはいまだかつて住民

参加で都市計画のプランニングをやったことがあり

ません｡どう進めればよいのだろうと本当に悩みに
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悩みました｡悩むというのは､その方法論がわから

ないからで､わからないまま悩みに悩んでいたとき

に､川音田二郎先生の r発想法｣を読んだわけです｡

たまたま本屋さんでKJ法というものを見つけ出

し､目的の違う多種類の人たちの意見を取りまとめ

る方法論であるということを知って､KJ法で都市

計画をやってみようと思ったわけです｡

そこで､本に書いてあるとおりに事業計画の人と

一緒にKJ法でプランニングをやってみて､さらに

工事課の人も入れ､庶務課の運転手をやっていた坂

田さんまで入れてやってみた｡そうしたら､公団の

事務所にいる人たちは庶務の一人に至るまで港北ニ

ュータウンができ上がった姿を夢として描いている

ということがわかったんです｡

それには大変な感銘を受けました｡KJ法をやっ

てみると､事務系の人たちもどんどん意見を出すわ

けで､触発されて技術系の人からもさらにいろいろ

な意見を出してくれたということをよく覚えていま

す｡そういう意味で､港北ニュータウンのマスター

プランは事業計画課だけでつくったとは全然思って

いません｡その当時の全所員であのプランをつくっ

たと思っています｡

飛鳥田さんに市民参加のマスタープランと言わ

れ､KJ法にたどりつき､それを実験してみて､そ

ういうことだということにたどりついた｡そんな皆

さんの意見をまとめると､システムとしてはグリー

ンマトリックスに行きつくわけです｡あのようなシ

ステムを発想するのはたった一人の人でできるわけ

ではなく､みんなの思いをまとめると､おのずから

グリーンマトリックスに至らざるを得なかったとい

うふうに私は思っています｡

公団側の全職員がこういうニュータウンをつくり

たいと思うツリー構造をまずつくりました｡ところ

で､そのように計画された都市の公共用地はみな市

に引継ぐわけで､市が受けてくれなければだめで､

たとえば高蔵寺ニュータウンの望ましい学校のシス

テム､高学年と低学年を分ける分離の設計のシステ

ムを公団が提案したとき､地元市が受け入れられな

かったという例があるのです｡事務所の全職員で考

えて､こういうシステムがよいと言っても､市のス

クリーンを通り抜けないとものができないわけで

す｡チェックのために､市の各課の係長レベルに講

堂に集まってもらって､3日間ぐらい､我々の考え

ているプランニングが市に受け入れられるシステム

になるかどうかをチェックするスクリーンをKJ法

で作りました｡それをもとにプランニングをしてい

きましたから､造成計画を別にすればプランニング

についてはあまり文句が出なかったのだと思いま

す｡

その過程で印象的なのは､′ト学校と集合運動場の

話です｡市の方はシビルミニマムで小学校を小さく

したい､市の′ト学校は1ha､我々は公団の標準設計

による1.4haで設計したい｡公団は ｢天下の公団が1

haの小学校なんかできるか｡｣､市は ｢やりたいのな

ら､0.4haは無償でいただきましょう｡｣41年10月の

市長と公団給款との覚書ではどうなんだ､それは無

償でもらえるものではないかという話なんです｡結

論として､面積の差を集合運動場にまとめ､公団と

市のレベルを合わせるようにしました｡

そういうことをシラミみつぶしにすることを含め

てマスタープランを決めていったわけです｡事業計

画の認可段階ではなく､マスタープラン段階ですで

にそういう議論をやったという点では他の地区と違

う詰め方だと思っております｡

次に申出換地の話ですが､本当にやろうと決心し

たのは港北ニュータウン建設研究会です｡公団のマ

スタープランを地元に説明するまでは､対策協と市

とのやり合いがものすごいわけです｡地元は関連公

共は一切負担しないという主張で横浜市と議論して

いるのですから､公巨削ことって重要な援軍ですから､

うっかり口を挟めない｡おとなしく見ていざるを得

ないんです｡大いに話を開いているわけです｡する

と､地元と市の大議論の合間に､地元の人々は､ど

ういうニュータウンをつくりたいかという意見が沢

山出ていることを発見しました｡私や､事務所の仲

間たちは割合客観的に開けて､地元の人が何をつく
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りたいのかをKJ法で組み込んでプランに反映させ

ました｡最後に4人の対策委員長を呼んでKJ法に

よって､意見を入れて設計しました｡だから､対策

協の幹部に対する説明会のときには､全く反論が出

なかった｡｢俺たちが常々言ったことはみんなプラ

ンに反映したな｡｣と言って､納得してくれたんで

す｡

その上で地元は ｢こんな計画が35%減歩の中でで

きるのか｡｣と開く､公団側は ｢できます｡｣と明快

に答えましたから､それで地元は安心し､同時に､

現在の設計図で進められるという見通しができて､

横浜市も一安心した｡一安心のときに､｢この際､

方向を変えよう｡｣と言ったのが当時のニュータウ

ン建設部長をやっていた森部長で､みながオーケー

と言ったのなら､このマスタープランを使って､後

に皆さんがどういう生活設計ができるか検討する研

究会をつくろうということで港北ニュータウン建設

研究会ができたわけです｡

非常によい発想だったと思います｡方向は大きく

転換しました｡対策協の雰囲気がガラッと変わった

のはニュータウン建設研究会をつくってからといっ

てもいい｡あるいはマスタープランを見てからと言

ってもいいか､その辺は微妙ですが｡ニュータウン

建設研究会では､マスタープランに従って自分たち

がどのように土地利用をするかということになりま

すと､どのように自分たちの換地が得られるのかと

いう談論が当然出てくるわけで､その中でおのずか

ら申出換地というアイデアが出てきた｡先ほどのグ

リーンマトリックスシステムを考え出したのと似た

ようなかたちです｡地元の意見も､我々の意見も､

区画整理課の人たちもいて､申出換地という形で自

由に換地を得られるシステムがよいと思いついてく

るんです｡だれからともなく思いついたと言った方

がいい｡そういう意味で､建設研究会が申出換地の

産みの親だというふうに思ってもいいのですが､区

画整理課の人たちのやわらかい頭がなかったら､そ

んな発想が出てさても､できますとは言えないわけ

ですから､発想を定着させていった区画整理課の人

たちの努力は大変だったと思います｡

ところが､申出換地には本社が ｢うん｣と言わな

いわけです｡本社へ説明に行くと､｢建設省に弓を

引く気か｡建設省が区画整理事業をあの大変な戦災

復興を経て-耳した理論でやってきたということを

全然理解していない｡｣ということで､それを乗り

越えるのが大変でした｡

それを乗り越えたのは港北の区画整理の評価の話

です｡区画整理の評価をどういうふうにしようかと

いう議論をこの前に延々とやっておりました｡東京

支社の宅地部長だった渡辺さんが都にお戻りになっ

て､都の区画整理協会をつくられたので､評価方式

を委託していたのですが､そのときの評価システム､

つまり地帯価でやらなければだめだというのが渡辺

さんのアイデアです｡ご自身が公団の評価方式をつ

くった人ですが､1,300haを区画整理するとなると､

公団のいままでの評価方法でなく､新しい評価方式

にシステムを変えるわけです｡それを本社に説得す

るのがまた大ごとでした｡今までの公団の経験と実

続はどうする気かと言われましたが､幸いにして渡

辺さんという大きな後ろ盾がいるので､一丸となっ

て本社と議論でき､新しい評価方式特にセンターは

特別な評価が必要というところまで突破できたんで

す｡これによって､次の申出換地のところでの議論

も突破できたんだと思います｡

でも､最終的には､今野理事がいなかったら突破

できなかったでしょう｡最後は御前会議でどうする

かという議論があって､そのときに､今野理事が

｢君たちの理屈は非常によくわかったが､新しい方

式は100haぐらいの小さなところで実験して徐々に

拡大していくのが当たり前で､突然1卿 haで実験す

るというのはちょっと無茶だ｡｣とおっしゃったの

ですが､みな頑張ったものですから､最後は ｢事務

所の方で責任をとるか｡｣､｢とります｡｣､｢じゃあ､

やりたまえ｡｣となった｡普通はなかなかできない

判断を公団のトップにしていただいて､できたと思

います｡

当然､周りにいる方々は建設省との関係があり､
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ご心配だったと思います｡正統派の公団が弓を引く

ような方向へは非常に不安だったと思いますが､今

野さんが踏み切っていただいたのは､やはりすごい

慧眼で､だからこそ地元の対策協の人たちもこの事

業に乗れたわけです｡申出換地がなかったら､換地

設計のところでおそらくすごい反対運動が起きたと

思います｡また､あのようなセンターや､いろいろ

なことができなかったと思うんですが､トップの判

断のおかげでこの事業が成立できました｡申出換地

なしに港北ニュータウンはあり得なかったと思いま

す｡

事業認可に向けての地元調整で大変だったのは小

規模宅地の会 (｢宅地会｣)でしょう｡対策協の説明

のときにはプランについてはみんなが賛同してくれ

ていまして､事業計画書をつくって地元説明会を何

十回となく開いていったのですが､出てくるのはほ

とんど宅地会の人たちで､みんな反対している｡対

策協の人たちも市に対しては強く主張しているので

すが､宅地会の人たちがいるとおとなしくなるんで

す｡公団磯貝は大いに頑張って､頑張り続けました｡

一度､今日は言わせるだけ言わせてみようというこ

とにしましたら､おさまり切れなくなり､このやり

方を反省しました｡これからは､宅地会の人たちが

何と言おうと闘う姿勢で徹底的に説明に入って乗り

切れたと思っています｡我々が頑張ると対策協も何

となく自信が出てきて､そのときは黙っていても､

後で事業計画の認可に対して何となく日本的におさ

まっていく過程があったと思います｡

また忘れてならないのは､実はこういう大型の事

務所ができると､お偉い方が来たら展望台から案内

するということで､予算がつきました｡それに対し

て我々は､ニュータウンを上から見てもしょうがな

い､一番の売り物はグリーンベルトだから､見本を

示そう､偉い人が釆たらそこを見せようというつも

りで､はじめにせせらぎ公園をつくりました｡工事

課に行った藤原さんが､課の人たちと一緒に頑張っ

てつくってくださるわけですが､せせらぎ公園がで

きて宅地会がおさまりました｡事業計画の説明のと

きにはいろいろあったが､あれだけよいものを本当

につくることがわかったという人が相当出てきまし

た｡反対派にわからせる意味では､設計の一番のみ

そになる部分を一部つくってごらんに入れることが

すごく重要だったというふうに思っています｡

司会 ありがとうございました｡

川手さんの話には､事業のこれからの動きをずっ

と見る上で大変重要なことが蔑つかあったかと思い

ますが､過日､野々村さんの遺稿集を見ておりまし

たら､グリーンマトリックスができたのは､その地

域の人たちがそういうものをつくることに参画をし

たからだとありました｡今いわれる市民参加ができ

たからこそ､立派なグリーンマトリックスができた

ということです｡我々が都市整備を考えるときには､

地域の人々が一緒になってまちづくりを進めていく

ことが必要不可欠なことであり､そういう意味から､

この港北ニュータウンの事業の進め方は今後のまち

づくりのためには大変参考になる例ではないかとい

うようなことを書いておられました｡

この事業の非常に重要な柱の一つであります住民

参加という課題を抱えて事業がスタートしたわけで

すが､これから本格的に事業が動き出した時期に局

長としてご活躍されました島田さんの方から､お話

をいただければと思います｡

一事業が動きだすまで-

島田さん 私は局長になる前の48年10月には首都

圏の事業第-部長であり､所管する事務所の一つが

港北であったわけです｡しかしながら､所管する地

区数も多く港北だけに関わる時間に限りがあり､又､

川手さんも忙しくて､首都圏本部には､よほどでな

かったら来ないから実態がよくわからない状態で､

川手さんにお任せというかたちでした｡それでも､

何回か現地に赴き､現場を視察し､問題点の打合等

しました｡必要に応じて､横浜市長 (飛鳥田)助役

さんに､事業の協力要請に参りました｡

問題点の第-は､仮移転用地の確保が必要である
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と事務所からの強い要請があり､人が生活出来る環

境を考慮して､地区外の ｢すみれが丘団地｣の一角

を確保しました｡本社はなかなか ｢うん｣と言わな

かったですが､3cm戸の住宅を動かさないと事業が

出来ないと説明して､了解をとりました｡

問題点の第二は､鶴見川の改修を促進すること､

横浜市長からも要請があり､とにかく､実状を聞こ

うと､長島本部長と共に関東地建河川部長及び次長

にお会いして､改修の実態と､暫定改修を一挙にや

れば､いくらかかるか等お尋ねした｡一応試算しま

しょう､との約束で､次の会合で約25億あれば何と

かなる､これをどうするかとういう打合せを3回位

やりました｡これは､50年の秋でしたが､この年の

12月に河川部長が急死され､その10日後には､次長

さんも亡くなられて､この話は中断に至りました｡

問題点の第三は､港北事務所の磯貝の取壊いです｡

磯貝が心身共に疲れ果て､選手交代をしないと続か

ない｡首都圏の私の管轄範囲の中で､優秀な人を派

過し疲れた人を引き取ることで､戦力強化のお手伝

いをさせてもらいました｡

ところで､公団の事業はなかなか進まない､事業

計画の縦覧とか意見書の処理､等々問題点山積みし

ているが､地元民としては承知出来ない､こういう

重要な事態にトップである本部長は何で来ないのか

｢本部長を呼べ｣ということになった｡当時は林さ

ん､これを引き継いだ長島さんが､1回づつ呼ばれ

て､集合所で説明を求められた｡これは説明会でな

島田 親二さん

･7･

い､本部長を吊し上げるのが目的で､私が代わって

質問に答えようとしても駄目で､本部長だけに答弁

を求め半日に及んだ｡これ以来､おふたりは港北に

行きたがりませんでした｡51年3月､地元民の不満

が爆発し､中川地区を中心に自鉢巻きをして延旗を

立てて､事務所を取り開む事態になった｡その勢い

で総裁に会って答弁を求めることになりました｡彼

らの主張は､次の通り､

｢公団は､49年に事業認可を得てるのに､工事着工

をしない｡本気で事業をする気持ちがない｡事業年

度は､55年事業完了と明記しているのに､出来るの

か?出来なければ､用地買収した土地を金利を付け

て全部返還し､公団は撤退して下さい｡｣

この大事業が55年に完了は､不可能なことは明らか

であるが､｢出来ない｣と言えば決裂する｡当日大

勢の地元民が九段に押しかけたが､代表者4人だけ

を総裁室に入れ､給我と本部長が応待することにな

った｡

｢この本部長は､現地に1回しか来ない｡事業をや

る気がない｡だから､給数に質問しますが､55年ま

でに出来ますか｡｣総裁は ｢55年完了を目標に出来

るだけの努力をします｡｣と答えられた｡向こうも

大人ですから､それで引き揚げました｡

私が局長に任命されましたのは､僅か2ケ月後の

5月でした｡初めに考えたことは､いかにして事業

を軌道に乗せるかということです｡当時は公団不信

で最悪でした｡これまでの経過を見て､口で言うの

はやめよう実行するだけだと考えていたわけです｡

何とかして工事着工をする､これが最良の道と信じ

ていました｡

ところが､工事を阻害する要因がいくつもあって､

これを同時平行的に解決しなければならない｡

即ち､工事を前提する補償交渉が進まないこと､

鶴見川の改修促進､文化財の発掘の範囲が広がり､

これが終わらないと工事着工が出来ない｡谷間に生

活する謝00戸の小宅地の移転等々であるo

着任後間もなく､代表幹部4人が局長室に来られ

て､



｢総裁がこの間約束した､55年度工事完了に関する

スケジュールを作成して下さい｡｣と要求した｡私

が申し上げたのは ｢これだけしかいない職員にスケ

ジュールを作成させれば､長時間かかり､無駄な作

業です｡それより､あなたたちの望むことは1日も

早く工事を進めることでしょう｡｣

私は1つの提案をした｡

｢土地の起工承諾を補償交渉すると､個々の人は､

億を高く要求してくる｡即ち総論賛成､各論反対で

は進まない｡あなたたち代表の力で､地域をまとめ

て下さい｡一定の規模の土地をまとめてくれれば､

工事は必ず発注する｡｣

代表者の方々は､これを了解しスケジュールの話は

やめて､工事促進に協力することになった｡そのう

ちに山内地区で土地まとめてくれ､直ちに造成工事

を発注した｡工事が始まればブルドーザー､キャリ

オール等大型機械が投入され､ゴーゴーという音と

共に活気が出るし､地形が毎日変わっていくわけで

す｡地元民としても､珍しいわけですから､監督を

かねて見に来る｡そういう状態になると不満も徐々

に減って､山内地区において､第二第三の地区で

次々と工事が始まったのです｡これが､他の地区に

も波及し､川和地区でも第二地区の中川地区でも大

規模な造成が発注され､小宅地の多い第一地区も家

屋移転が出来たところから､工事に入った｡

開発を希望する農業を主とする地元住民とは別

に､谷間に密集して住む3(X氾戸の小宅地の人々がい

ました｡彼等は､｢′ト宅地の会｣をつくり､区画整

理事業絶対反対でした｡｢大地主である農民のため

の事業､我々は被害者だ｡仮移転などもっての外､

減歩もなし､清算金もなし｣

｢仮移転すれば､学校も変わる､又､いつ何所へ帰

れるか分からない｡移転は反対だ｡｣出来るだけ移

転しないで､最小限の戸数を移転する努力をして欲

しい､強い主張に､存置家屋､移転家屋に分類して､

造成計画も一部変更しました｡工事部､補償部の職

員は､日､夜､工事説明会をするために現地で活躍

した｡ところが､′ト宅地の人々は昼は会社､工場等

で働いているので､日曜日の午後8時以降にしてく

れ､仕方なく､その通り説明会を行ったが相手は酒

気もおびて真面目に交渉が出来ないとの報告を聞い

た｡ある日､小宅地の幹部を局に来てもらい､次の

ように話しをした｡

｢工事説明会をあなた達の要望で日曜日の夜出勤さ

せたが､今後は日曜はお断りしたい｡あなた方も会

社に行けば労組の幹部でしょう｡私の部下も組合員

です｡不当な労働行為を強いることは出来ない｡｣

これを了解し､その後は平日に説明会は行われまし

た｡この様に何回か色々なことで会っているうちに

お互い親しみも出来て､事業に協力して移転をする

ようになりました｡

職員の努力もあり､52年秋には､地区全体の3分

の1の面積まで造成着工を拡大することに成功し

た｡

この間､代表者幹部もすっかり公団を信頼して､

事業促進に協力してくれました｡工事着手出来ない

個所､これは文化財の発掘作業を続行している地域

でした｡それが､次第に大規模かつ長期化の様相を

呈して来た｡公団だけの力では､どうしようもない｡

そこで地区代表幹部と相談した結果､横浜市教育委

員会の幹部と発掘の当事者である考古学の先生を局

に呼んで､早期に作業を切り上げるよう要請した｡

交渉は平行線のまま難行した｡何回か交渉を重ねて､

最後に考古学の先生に対して､現在作業中の個所は

1ヶ年の期限で切り上げることで納得してもらうこ

とに成功した｡

次に､横浜市との宅造協議が難行した｡この地区

は､工事設計にあたり1件ごとに市の磯貝のチェッ

クを必要とし､この際､色々と変更されたり､審査

に時間がかかって発注までに無駄な時間と労力を費

やすことになっていた｡これを､破和するために私

は横浜市の各局長にお願いをして､市が将来公共施

設を引継いだ際､心配のないようあなたのところの

エースを出してくれ､ということで公団に人出しを

お願いした｡下水道局､道路局､計画局から各1名

を出していただいて､やっと宅造協議も軌道に乗り
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ました｡

最後に鶴見川の改修と白山遊水池の建設について

説明します.鶴見川の上流地域は開発による市街地

が急速に進み､降雨の際､一時に流達時間が速くな

って､流量を増す､又開発に伴って大量の土砂が下

流部に堆積して､河床が上昇して下流地域へ洪水と

して､しばしば災害を興へた｡これに怒った下流地

域の住民が､建設省､横浜市に対して ｢大規模な河

川改修｣を強く要請した｡しかしながら､建設省の

予算配分は全国的であって､鶴見川だけに集中して

配分することは不可能で別の財源に頼るしかなかっ

た｡

｢河川改修が出来ないときは､上流部の開発事業は

全面的にストップさせよ｡｣という下流住民の主張､

横浜市もストップの意向に傾いた｡

即ち､ニュータウン建設もス トップされる｡私は

現地に着任して強く危機感を感じた｡建設省京浜工

事事務所の近藤所長と協議して､

｢公団の財投資金を国に貸す｡この資金で大規模な

改修工事を短時間で実施する｡工事竣工後､国は公

団に返償する｡｣具体的の案としては､

｢河床の土砂を波探して､パイプにて土砂流をポン

プ送水して､海に放流する｡これにより河床を掘り

下げ断面を拡大する｡又､必要な個所は堤防嵩上げ

するOこれにより､現容量の2倍950nl/分の流下断

面を確保する.｣(事業費約75億と試算された)

原案は出来たが ｢公団の資金を国に貸す｡｣この

ようなことが､建設省､大蔵省､公団の上層部が承

知するかどうか､上層部に対するP.Rが大変､又､

会計検査院の事前了解も必要となる｡

近藤所長と私が担当者任者となり､上層部の説得

に努力すると共に､現地視察に来られた人を京浜事

務所からニュータウン-､又､ニュータウンに来ら

れた人は､下流をご案内して鶴見川の実態を認識し

てもらう工夫も行った｡

私の在任中に建設省河川局､計画局､及び公団は

実施してもよいと理解していただき､あとは､建設

省の会計課が難色を示していると状態までにこぎつ

けた｡鶴見川改修は､めどがついたが改修工事完了

まで数年はかかる｡この間も港北局では造成工事を

進める必要がある｡

暫定措置として､河Jl側 は白山に暫定遊水池の設

置を公団に要求されました｡遊水池するには､土地

を買収するのですが､私は土地の跡地利用について

悩みました｡横浜市での第三下水処理場として､市

が将来買いとるとの覚書を締結することで実施に踏

切りました｡

司会 引き続きまして木村さんの方からお願いし

ます｡特に事業期間の延伸の問題が議論として真っ

盛りのときではなかったと思います｡

一苦労した鋲男川改修とスケジュ-JLi封申一

木村さん 私が港北開発局の局長として着任した

のは53年4月でしたが､着任草々引っ張り出された

のが鶴見川改巾糾足進の件でした｡

鶴見川の改修を促進しなければニュータウン開発

を進めることが難しいということは理解出来ました

が､そのために公団が夜渡船を製作するとか､最初

に説明を受けた時は､其の間の事情が良くわかりま

せんでした｡然し大綱はすでに公団と建設省との間

で了承されていましたので､良くわからないまま､

その実施にむけて促進陳情の日が続きました｡

話を進める段階で会計法上疑義があるとか色々な

問題もありましたが､2カ月後の6月15日に公団と

建設省の問で基本協定を締結することが出来まし

た｡其の後､汝深船等､汝諜施設の取扱いに関する

協定及び細部にわたる覚書を5347-末まで順次､結び､

鶴見川の改修は軌道に乗ったわけですが､53年は鶴

見川に明け暮れた1年でした｡

鶴見川の改修はこれで軌道に乗ったわけですが､

鶴見川に関連して白山遊水池の問題がありました｡

横浜市が第三次下水処理場として計画していた予定

地を先行買収して暫定遊水池として利用するという

計画でしたが､この遊水池予定地と鶴見川との間に

横浜線が通っており､列車運行に支障を来すと国鉄
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当局から難色を示されました｡これは主として技術

的な問題ですが､国鉄と再三議論し合いまして､話

がつくまで半年ぐらいかかりましたが､53年度末､

工事に着手しました｡

それから､最も問題になったのは ｢62年度概成ス

ケジュール｣です｡先ほども話がありましたとおり､

以前62年度概成スケジュールを出した際白鉢巻き運

動が起きており､同じようなことをまたやると大変

なことになる｡今回は問題になっている鶴見川から

話をしようということになりました｡鶴見川の改修

計画､家屋の移転､文化財の調査､地下鉄､地区外

の下水幹線工事の促進､この5点が問題になってい

たわけです｡

鶴見川の改修については建設省との間に協定が締

結できましたので､58年度までに現容量の毎分500

nfから950n号への改修ができれば地区内の調整池を

つぶしてもよいという話がまとまりました｡

家屋移転については､地区内に家屋が2500戸あり､

そのうち1,500戸は何らかの形で移転が必要となる｡

ところが､これを62年度枕成スケジュールの中に組

み込むと､年間300戸ぐらいの移転が必要だという

問題が出てきました｡仮設住宅の用地が問題です｡

すでにすみれが丘団地の中に1(和声ほどの代替用地

がありましたが､そのほかの手当てはしていません

でした｡あと200戸以上の用地が要るということで､

地区外の農地を一時転用で仮設住宅用地にしようと

いうことで市と折衝したわけです｡農地法上の問題

木村 俊一さん
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があり､仮設住宅は2年以内しか認められない｡と

ころが､実際にはそれを2年以上使うわけですから､

一旦は農地第4条で仮設とし､その後切 り替えると

いうことで了解を取りつけ､仮設住宅の建設に着手

したいと思います｡

それから､文化財については､盟年までに終わらな

いと後の工事が出来ませんので､発掘調査促進の要望

を市教育委員会へ出しました｡そのために費用負担が

多少増えましたけれども､これも万止むを得ないとい

うことで､文化財の調査をしてもらいました｡

一番問題となったのは地下鉄ですo市の方は4号

線についてはほとんど計画がなくて､3号線につい

てはある程度計画を進めておったわけですが､その

費用負担について公団との間で話がついていなかっ

たのです｡港北に来るまでは大阪の部長をしていま

したので､神戸市との間でニュータウンルールをち

ょっと外れたような地下鉄の負担工事をしたことが

ありましたが､横浜市といろいろと話をし公Egとし

ても応分の協力をしていこうということで具体化を

進め､とりあえず54年度には横浜～新横浜間が着工

されました｡

これらを整理して､｢62年度概成スケジュール｣

(莱)を作成した､地元の対策協､宅地会に何回とな

く説明しました｡最終的に封年の3月でしたか､｢62

年度概成スケジュール｣を発表しました｡いろいろ

議論がありましたけれども､因果関係をはっきりさ

せていましたので､地元も最終的には了解してくれ､

6月に壕終的に了解を得たと記憶しております｡

司会 ありがとうございました｡

木村局長の後は野々村さんが8年間局長を歴任さ

れるわけですが､おられません.次に､坪さんが腿

年から平成3年まで局長を歴任されましたけれど

も､野々村さんの局長当時に事業部長も歴任されて

おりますので､そういったこともあわせてお話しい

ただければと思います｡



-街びらきから多槻 巨複合都市へー

坪さん 第1期入居のときの問題などを話さねば

ならないのでしょうが､情けないことにみんな忘れ

てしまっているんです｡いずれにしても､あのころ

は港北へ赴任ということについては事前にみんなが

いろいろなことを言って脅かすわけです｡大変なと

ころだと｡ただ､本社にいれば､たまにどう大変だ

ということの中身を聞かされたりしますので､それ

なりの覚悟で行ったわけです｡

びくびくしていてもしようがないわけですが､い

きなり説明会なんかで質問されたりして､確かに最

初のうちは大分勝手が違って苦労しました｡しかし､

半年もすると､大体どの地主さんは何を言うとか､

口ではあのように言っているけれども腹は違うと

か､いろいろなことがわかってくるようになるし､

課長さんたちも補佐をしてくれて､わかってくるわ

けです｡まちづくりの方の工事もだんだん進んでき

ていますし､先ほどのお話のように工事が始まった

ら雰囲気が変わったとか､いろいろなことがあって､

昔の激しい時代とは大分違っているということがわ

かるわけです｡

第1期入居ということになると､特に荏田地区な

んかは公団住宅も建設が始まるということで協力的

な雰囲気が徐々に出てきている｡ですから､第1期

入居に向けて事業部として苦労したことが､実は中

身としてはっきり思い出せないんです｡事業計画課

の春原課長以下がいろいろ苦労されていて､それを

サポートしていたわけです｡

さっきの鶴見川の改修ですが､実はあの汝深船は

事業部長が船長ということになっていまして､船長

なら一回乗らねばと乗りに行ったり､大変な中でも

楽しいこともありました｡

自分で覚えていないというのは､よく考えてみれば､

ほかの人がやっていることを ｢いいぞ､やれよ｣と言

っていたことなんです｡自分でやったことは覚えてい

るわけで､部長のときに覚えているのは､3号線の負

担金の話です｡新横浜からニュータウンまでのいわゆ

る関連区間の負担について市が言ってきたわけです｡

当時､多摩ニュータウンでのニュータウンルールとい

うのがあって､負担金の計算の仕方はわかっていまし

た｡それを出せという話だったんですが､それは断り

ました｡なぜなら､全面買収区域ではない､土地を3

分のlLか持っていないのに全額の負担ができるかと

いうことですね｡特にニュータウンルールについては､

港北ニュータウンの事業計画の骨子ができた最初のこ

ろ､川手所長の時代に､関連事業としては､負担しな

いということになっているわけです｡負担をしないこ

とで減歩が決まっている｡それを改めて負担しろとい

うのなら､その分は市から地主に説明して減歩を増や

してもらえと無理難題をふっかけたわけです｡公団と

しては､持っている3分の1の分の負担はすることと

して話しました｡

これについては直接運輸省にも行きました｡｢運

輸省がうんと言わない｡｣と市の交通局の人が言い

ますから､運輸省なら沢山知った人がいるというこ

とで行きまして､ルールができてから昔の人に適用

することはないだろうということで､3号線の地区

内ニュータウン関連部分についての補償を値切っ

た｡これは事業部長として直接やったことです｡

いろいろありましたが､私の一身上の都合なども

あって2年で事業部長をお役御免になりました｡そ

の後､局長になってもう一皮釆たわけですが､二皮

目のお務めで局長をするのは楽なんです｡みんな顔

を知っているし､気心も知っている｡仲よくやって

くれた人も白い目で見ていた人もいると思いますけ

坪 叔男さん
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れども､いずれにしてもそういうことがよくわかる｡

ただ､事業部長をやめるときに ｢今度は局長になっ

て帰ってこいよ｣と言ってくれた地主さんが数人い

らっしゃったんですが､そのうちのお二人が局長に

なって来たときにはすでに亡くなっていた｡そうい

う意味では大変残念でした｡お線香をあげてご家族

にご挨拶をしてきたことを覚えています｡

タウンセンターのマスタープランの変更や､関連

会社 ･港北都市開発センターの設立については､局

長で行くまでにあらかたの作業がずっと進んできて

おり､特にタウンセンターのマスタープランの変更

については､最初にタウンセンターの計画をつくっ

た時代とは商業施設の立地環境等がすっかり変わっ

ていて､大規模に集積して地区外からもお客さんを

集めるという時代になっていましたから､それに沿

ったマスタープランの変更だということで､地権者

に対する説明も比較的楽になったと思います｡それ

から､一方で多摩で先例があり､都市開発センター

という第三セクターをつくることも初めての仕事で

はなかったものですから､私自身が苦労するような

ことはあまりなかったわけです｡

仮清算については､実は事業部長のときにいろい

ろ問題だろうなと思っていたことが､局長で戻って

くると現実問題になっていたわけです｡そこへ事業

部の若い人たち､区画整理の課長さんたちが､｢仮

清算をやらないといけない､地権者が心配してい

る｡｣と言います｡直接地権者に会って開くとやは

りそのとおりで､｢仮清算は必要だろう｡とにかく

やろうよ｡｣と言った覚えはあるのですが､後の勉

強は実務をやられる方々が大変苦労され､とにかく

みんなが一生懸命やってくれてうまくいったわけで

す｡

考えてみると､先ほどJlト手さんのお話にあったよ

うに､港北の区画整理は全国に前例のないようなこ

とをどんどんやってきて､仮清算も公団として前例

のないことであったけれども､よかったなと思いま

す｡特に単価の決め方が難しく､担当課長をはじめ

みんなが一生懸命考えてくれました｡結局､そうい

うときは艶屈よりも常識が物を言うところがあるん

ですね｡局長になったときに､グリーンマトリック

スの趣旨と住民参加の継承などをまず考えたわけで

すが､仮清算についても地権者の意向をいろいろ聞

きながらやったわけです｡

もうひとつ新しい区画整理上の仕事として立体換

地という問題もありましたが､実現しませんでした｡

地権者の要望がない限り､公団が施行者として何か

新しいことをやろうと思っても､なかなかうまくい

かないものだなということがわかったわけです｡

それから､局長として現地で大きな問題が残って

いたのは存置です｡特に今日見せていただいた東山

田とか北山田あたりの存置地区の整備が問題で､実

は､宅地会の中で､昔は残ってよかったという人た

ちが､みんなが移転をしていくと存置で損をしたと

いう雰囲気に変わっていた時代なんです｡何とか理

屈をつけて存置から移転に変わりたいという中で､

存置地区をどうやって整備するかということがあり

ました｡本格的な整備をやるときには事業計画､工

事､補償の人たちが一体になったプロジェクトチー

ムでなければやれないという話が上がってきた｡私

は ｢結構だ｡｣とただ言っただけなんです｡現実に

はそういうプロジェクトチームができて､現地に箱

番を置かないと信頼されない､そのとおりだと.費

用等々いろいろありましたがそういうことは言って

みれば枝葉の問題でした｡

それから､誘致施設の話です｡昔のスケジュール

表を引っ張り出してみると､誘致施設の関係の仕事

が非常に多いんです｡誘致施設関係の偉い人に会う

とか､起工式､竣工式のセレモニーに出るとか､そ

ういうスケジュールが随分入っていました｡起工式､

竣工式となれば地元の地主さんとにこにこして会え

ることもあって､それも事業部長のときとは随分違

ったなという感じがします｡

個別の案件として幾つか覚えていることの一つ

は､当時､国家機関の地方移転みたいな話があって､

公団本社もどこかに移転というような話があり､東

京から出ればいいんだという話ですので､それなら
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本社をタウンセンターへ持ってこようと｡公団だけ

ではなく､例えば道路公団の本社などを持ってくる

ことができればということで､一時期､丸山総裁に

もしつこく言い､支社長等会議で立候補で手を挙げ

たこともあります｡それから､4-5代続けて国土

庁の大都市圏局長をよく知っていたものですから､

大都市圏局長がかわるたびに､港北ニュータウンへ

連れてきては売り込んだ覚えもあります0-度だけ

ですが､建設大臣がニュータウンの視察をされたと

きにも､｢(地方移転は)こちらへどうぞ｡｣という

ことを全くのアドリブで言いました｡事前に言うと

怒られると思ったものですから､お立ち台の上でい

きなり言ったら､丸山総裁がこれを横で聞いていて､

｢うちは最後に動きますから｡｣と建設大臣に言って

おられたことを覚えています｡そういった中では､

国学院大学の誘致に失敗したことはたいへん残念で

した｡

もう一つ､エピソードのようなことですが､たし

か私が局長のときに飛鳥田前市長が亡くなったんで

す｡実は亡くなる前に病籍いという話が聞こえてき

まして､港北ニュータウンを始めたのは飛鳥田さん

ですので､行こうと思っているうちに亡くなってし

まわれました｡一般市民としてお葬式には行きまし

たが､一度訪ねて､新横浜元石川線開通のビデオと

か初期入居のビデオなどかを病床の元市長に見せて

あげたかったなという思いがあります｡

司会 坪さん時代になると苦労の中身も大分変わ

ってきまして､事業も順調に動き出したということ

ではないかと思います｡

引き続きまして､実質的な事業の熟成期といいま

すか､基盤整備面では最後の段階になりますが､景

野さんからお話しいただければと思います｡

一再度のスケジューJLRl中と達成のために一

景野さん 私は昭和55年に野々村局長と同日付で

工事第-課長になり､後に工事計画課長として4年

間務めました｡多摩ニュータウン当時には､尾根幹

線問題がございまして､ガードマン200人に囲まれ

ながら地元説明をするとか､ガードマン3CK)人を従

えて工事着工をするようなことをやっておりました

ので､周りから厳しいというご意見がございました

が､私はあまり気にしていなかったわけです｡

62年概成スケジュールに延伸したばかりですの

で､住民の方々の公団に対する風当たりも非常に強

かったという状況でした.担当の第-地区に行って

みますと､防災ダムや先行造成地がちょっとできて

いる､そういうほとんど手つかずの状態でした｡ま

た､第-地区でも1,CKX)戸の家を移転させなければ工

事ができないという状況で､新しいスケジュールを

発表しているが､極めて厳しいスケジュールだなと

感じたわけです｡補償交渉もうまくいかず3年も4

年もたつのに防災ダムの工事がまだ竣工しない｡そ

の間に会社の倒産や下請への不払いがあり､その処

理に追われました｡また､先行造成地､あるいは早

汎川沿いに用地を借地して､開発許可を取って集団

移転用地をつくるとか､すみれが丘団地の中の買収

したところの造成ということで､地区内より地区外

の工事が非常に多かったわけです｡そこで工藤 (誠)

部長から､第-地区も大事だが､スケジュールのう

えで58年入居を何とかしなければならないから､第

二地区の方をと頼まれまして､造成工事､橋梁など

の工事をお手伝いすることとなりました｡

港北の独特な方法ですが､宅地造成については､

地権者の方々に､｢御用聞き｣と称して､下水はど

こに入れますか､水道はどうしますか､車庫はどう

しましょうかというふうに御用聞きをするわけで

す｡ご要望を聞き､設計をして工事を発注する｡し

かし､何百人､何千人もの人に御用聞きをしていた

のでは間に合わないということで､公団案を策定し､

期限内に返事がないものは公団案で進めていきます

ということで進めていきました｡

また､公団と横浜市との宅造協議では擁壁の形状

もちゃんと決まっておりまして､公団型の擁壁をや

りますと土地利用が非常に悪いので､地主さんもそ

ういう擁壁は不必要であり公団に施行をしないでは
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しいという話がありました｡市に申し入れますと､

地主さんが将来宅造違反をすると困るからというご

指導があり､地主さんは公団に対して擁壁は不要で

すが自分で擁壁をつくるときは宅造規制法にちゃん

と合ったものをつくりますという文書を出していた

だいて､それで納得いただいたということです｡

そのほか58年6月には新横浜元石川線の開通､58

年8月には第1期入居があり､公団､公社､県と市

あわせて1,400戸あったわけです｡港北ニュータウン

では田園都市線の江田駅から一番至近の距離ですの

で､期待をしていたわけですが､未入居住宅が非常

に多く発生いたしまして､これから奥の方を開発す

るのにどうしたらよいのかと大きなショックを受け

ました｡そういう状態のときに､市の方から第三京

浜約いにデュポン等の企業を誘致したいという話が

あり､末入居が港北ニュータウンの多機能複合都市

への転換の引き金になったのではないかと思いま

す｡禍転じて福となすと申しますか､かえってよか

ったのではないかと思っております｡

また､工事担当の側からは､鶴見川の濠漠や白山

遊水池は事業の進捗に非常に役に立っているはずで

す｡今になるとこれらの評価があまり見えてこない

わけですが､造成工事も早くでき､近隣の問題､仮

設の問題のうえでの評価は非常に大きいわけで､最

終的にはそういう仮設工事の類がなかなか目立たな

いことが非常に残念です｡また､供用開始に向かっ

て進む段階で､推進協議会において､｢こんな宅地
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にだれが住めるか｡｣というようなことも地元に言

われて､つるし上げられた記憶もございます｡鶴見

川の改修や白山遊水池の設置によって､防災ダムが

早く撤去できたことは非常によかったなと思いま

す｡

その後､3年1か月の間､港北の開発局長であっ

たわけですが､このときがまた平成7年度にスケジ

ュールを延伸するというときで､地権者の方は､再

三再凹延ばしているので､再度の延伸はしないとい

う確約をしろと言われ､私が費任を持ってこのスケ

ジュールを達成する､スケジュール管理は私がやり

ますと決意表明いたしまして､地元の了解をいただ

きました｡

スケジュール達成のためには､まず第一地区に補

償の難航案件がありました｡第二地区の平台という

ところでは立木の伐採や移植の交渉を行っておりま

したが､十数年間ほとんど交渉が進展せず､周辺に

は4haぐらい､地権者数で00名以上の方々がおられ

て､このままではスケジュールが達成できないとい

うことで､港北ニュータウンで初めて移転の直接施

行を実施したわけです｡公団職員70名､建設会社00

名と､市と審読会委員などに立ち会っていただき直

接施行を実施しました｡第一地区にもいろいろ問題

があって､これで､公団はこのスケジュールでやる

んだという意気込みをみんなに知ってもらい､補償

がうまくいかない場合には直接施行も辞さずという

意気込みが地権者の方に伝わったと思います｡直接

施行の実施により状況が変わり､最大の難関となっ

ていた補償交渉もうまくいき､案件は大分少なくな

ったわけです｡私はこのスケジュール管理に一番気

を使ったということです｡

それから中央地区の事業化です｡中央地区を事業

化することにより港北ニュータウンが一体化する､

これで公団の事業が完結することになるのではない

かということで､事業化に移っていきました｡中央

地区は横浜市と地権者の方々の要請型の区画整理事

業であり､地権者の協力のもとに事業認可前までに

補償交渉や換地計画など概ねの了解をいただき､事



業認可後､すぐに工事着工､また竣工を目指した新

しい区画整理事業をやりたいということで進めまし

た｡地区をこのまま放置すればスプロールも進みま

すし､市､地権者､公団の本社もこれはぜひやった

方がいいだろうということで､比較的早く事業化が

進められて､よかったと思っております｡

タウンセンター地区の基盤整備については､横浜

市の副都心と位置づけられ､大型のデパート､業務､

文化､サービスなどの施設が立地することから､そ

れらにふさわしい整備をする必要があるということ

で､もともと地域冷暖房や共同溝､駅ビル下の地下

駐車場を導入することにしていたわけです｡しかし､

その整備時期についてはいろいろ議論があって､共

同溝については市の方となかなか協議が整わない｡

平成7年度概成スケジュールを考ると､こんなもの

はやめてしまおうかということで､磯貝に指示した

わけですが､磯貝の方では､協議を進めるのでもう

少し待ってほしいということで､ぎりぎりで協議が

整い共同満も整備することとしました｡

駅ビル下の地下駐車場についても､大規模商業施

設や業務ビルが進出して活性化するためには必要で

あり､ビルの建設者への付置義務だけでは鹿車場の

確保はあまり望めない｡センター地区にはあまり公

共用地がないので､将来､駐車場が不足した場合で

もつくる場所がない､やはり駅ビルの整備とあわせ

て地下駐車場をつくった方がよいのではないかとい

うことになりました｡さらに､公団の区画整理事業

として事業の幅を広げたいという思いがあって､本

社と協議を進めたわけです｡周りは空地だらけなの

に今なぜ必要なのか､将来建設すればよいのではな

いかなどのご意見がでました｡しかし､同時に施工

しないと後ではなかなかできない､ブラザビルとの

出入りの関係もあり今着工したいということを何と

か認めてもらったわけです｡公団内部での協議が長

かったものですから､設計にあたっては､事業部長､

工事部長とともに設計段階のコンサルタントとの打

合わせに出席し､手戻りなくスケジュールを達成

しようと思ったわけです｡

私の在任期間では､7年度までに工事をどうやっ

て終わらせるかということが重要な課題でした｡で

きるだけ出合い工事を避けるために大きな工事にま

とめたいということがあり､地下鉄3号線の左右で

工事を分け､さらにアッパータウンとダウンタウン

では地形に高低差がありますので､上下の工区を分

け､駅広を一つの工区としますと､北側で5工区､

南側で5工区の工事になって､総工費345億円とい

う工事の基盤整備になったわけです｡

局長室に磯貝を呼んで､スケジュールはどうなっ

ているのか､ちゃんと間に合うのだろうな､何が問

題かということで､スケジュールについては年がら

年じゅう目を光らせておりました｡大体スケジュー

ルどおり行きそうだなというときに､次の阿久津局

長にバ トンタッチをしたわけです｡

司会 ありがとうございました｡基盤整備も順調

に進みつつある中でいわば事業収束期を迎えるわけ

ですが､まず平成6年から局長に在任されました阿

久津さん､引き続きよろしくお願いします｡

一二ユ-タウンの都市運営に向けて一

阿久津さん 私が就任いたしましたときには計画

あるいは工事といったもののうち方針的なものはほ

ぼ確定しており､淡々と事業を進めればよいという

状況になっておりました｡平成7年度未の概成を最

大の目標に､各部門で事業を行っていたというのが

実態です｡

その中で幾つかのことをお話ししますと､一つは

ブラザビル建設の問題がありました｡ブラザビルの

建設と運営を主たる目的として設立されていたKT

C (㈱港北都市開発センター)､バブルがほじけた

平成6年ぐらいには､ブラザビルを独自で建設して

事業を行うことがほぼ不可能だという試算が出てお

りました｡私の記憶によりますと､自分で土地を買

って建物を建てるとすると､累積黒字になるには約

35年かかるという計算でございまして､単独で事業

化することはほぼ不可能という見通しでした｡しか
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し平成7年度末事業枕成ということを考えると早急

に対応することが求められており検討を開始したわ

けですが､その中で思い切って公団自体で建物をつ

くったらどうだという考え方が出てきました｡過去

公団では､千葉などで居住者対応として暫定施設を

つくったことはありますが､恒久的施設を公団自ら

建設するというケースはありませんでした｡思い切

ってその必要性､将来の経営見通し等について総裁

までお話しをし､ブラザビルの建設を決めました｡

これがかなり大きなことの一つだろうと思いますo

先ほど見せていただきましたが､着々と工事が進ん

でいるようで大変うれしく思います｡

2点日は､同じく関連会社としてつくっておりま

す熱供給の会社の経営状態が非常に難しくなってき

ていることもあって､長期的に経骨が安定するよう

な方策について考えながら進めておりました｡特に

その中で供給区域内に建設を予定しています西南東

急が､熱供給会社の熱は高いとして独自で熱供給を

行うというような動きを示してきましたが､これを

認めると熱供給の基盤がゆらぐと考え地元対策その

他を講じて､供給区域については全部熱供給の会社

を使っていただくという方針のもとに交渉を行い話

がほほ固まりました｡先ほど熱供給会社の常務にお

伺いしましたところ､正式に決まったという話を伺

いほっとしております｡

3点目といたしましては､先ほどからお話がござ

いました補償の問題がございます｡約2卿 戸ですが､

阿久津 孝さん

･16･

これはまさに諸先輩のご努力によりまして､私のと

きにすべて完了いたしました｡総裁表彰をいただき

ましたので､長い間ご協力いただいた関連会社の

方々､あるいは補償業務に携わった諸先輩の方々を

お呼びして､お祝いをさせていただきました｡非常

に思い出深いことの一つです.

最後にもうーっ､ここは地元との関係が非常に厳

しい区域です｡平成7年度末の供用開始に向けて事

業をやっているときに地元と問題が起こってくるよ

うなことになりますと一大事ですので､それについ

てはかなり気を便いました｡

ただ､たった1年しか在任しませんでしたので､

粛々と方針に従って局長の仕事をさせていただいた

ということです｡

一事業の概戒とこれからの課題一

司会 ありがとうございました｡

私は､諸先輩が築き上げてこられた実範の最後の

締めくくりの段階で局長の席についたわけです｡平

成7年度末の事業概成を何としてでも達成するとい

うのが平成7年6月に就任したときの最大の課題で

した｡おかげさまで特段の問題もなく､撫事達成す

ることができましたのでご報告いたします｡

今いろいろ考えていることをお話しますと､一つ

は､タウンセンター､いわばこのニュータウンの核

になるところがまだごらんのような状態ですので､

タウンセンターの熟成が大きな課題となります｡

二つ目が市骨地下鉄4号線の問題ですが､これは

地元がこの事業を収束するにあたっては非常に重要

な課題であるという認識ですので､これを何として

もうまく処理しなければならない｡この4号線の問

題のけりがつかないと､いわば事業の幕引きができ

ないというような状況でしたが､無事に来年度の政

府予算案に計上されることになっております｡この

意味で､この間題に絡んて残っておりました例えば

凍結用地の問題についても先が見えました｡また､

推進協の解散という大きな課題につきましても4号

線の問題の決着がついたことで､11月に推進協を円



満に解散できました｡

三つ目が公団事業の経営問題です｡バブル経済が

崩壊した後､この事業が大変厳しい状況になりつつ

あり､これからは投下した資金を回収するという立

場になるわけですから､これが事業の最終の日的､

結末になるわけですので､それが大きな課題となり

ます｡

加えて､これはご報告ということになりましょう

が､換地処分にあたりましては特に意見書も提出さ

れず､円滑に換地処分ができました､諸先輩が長い

間ご苦労されたことを最後にきちんと仕上げるとい

うのが私の役目ですので､これからもそういうこと

で取り組んでまいりたいと思っておのます｡

-今後の濃化ニュータウンへの提言一

司会 公団がこの事業に取り組んで以来の大変な

ご苦労話を開かせていただきました｡最後に､今日

ニュータウンをごらんいただきましたが､今後のニ

ュータウンに対する提言的なこと､何かお気づきの

ことがありましたら､お話をいただければと思いま

す｡川手さんの方から､順番にお願い致します｡

川手さん 新住民が街をどうするかということが

あり､私は幸いにしてここに住まわせていただいて

いるものですから､そういう関係で申し上げます｡

今､横浜市の方と議論しているのは､茅ヶ崎公園

の愛護会をつくろうということなんです｡シビルミ

ニマムで､人口に対して公園の予算が来るわけです｡

ところが､ここは人口が少なく､公園が多いですか

ら､せっかくつくった公園が草ぼうぼうになる可能

性がある｡それを何とかしなければいけないという

問題が残っているわけです｡ところが､推進協側で

は､公園は減歩でつくった公園で､市のためにこれ

だけの財産のものをつくったのだから､管理に伴っ

て地元が潤うようにというような議論があって､ち

ょっと難しいところです｡そこで新住民も入れた愛

護会をつくろう､旧町内会にあわせて新しい人たち

も入れた愛護会というかたちで､問題を前向きに解

決していくような組織をつくりたいと思っていま

す｡

これを推進するのはなかなか大変なことですけれ

ども､今まで推進協がやってきたものを新しい区の

中に引き継ぐために､推進協でない新推進協といい

ましょうか､テーマ別の新しい組織をどう残すかと

いうことを区長含みで局長もいろいろ話題にしてい

ただきながら､できればそういうような方向が出て

くればありがたいと思っているわけです｡

島田さん これほど難しいところを見事にスケジ

ュールどおり今年度できっちり完成されることにつ

いて､皆様方に非常に感謝しております｡

木村さん 今日見て回って感じたことは､初期入

居地区は比較的緑も育ってきておりますが､この地

区は土壌が非常に悪いんです｡ですから､今後植栽

する場合には､その辺を加味して大き目のものを植

えるとよいのではないかということを感じました｡

お願いしたいと思います｡

坪さん 直接港北ニュータウンの話ではないんで

すが､ここは都筑区という名前になりましたね｡

これはやはり昔の地名を残そうということで､住民

参加でやってきましたが､住民参加の中心になった

人たちは我々の世代あるいはずっと上の世代の方た

ちで､そういう人たちだから都筑区という名前がつ

斎藤 幸一局長
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いたと思うんです｡ただ､私は､人間の社会の発展

ということをいろいろ考えていくと､人間が1カ所

に定住し過ぎるのはよくないと思っているんです｡

社会が保守的になって､新しい時代に対応するよう

なことができにくくなる｡

こういう街をつくることで公団が世の中の発展に

どう貢献するか｡私が多摩ニュータウンにいたとき

に歴史の発展のプロセスみたいなものが敦の中にあ

って考えていたんですが､私は昔から地方分散論者

で､大都市に人が集まり過ぎるのはよくない､もっ

と自然に近いところで暮らすべきだと思っていて､

地域振興整備公団に出向したときにますますそうい

う考えが強まったわけです｡

私は､住都公団の中にいたときも､いろいろな機

会に､いずれ住都公団は日本中で仕事をするように

なるべきだということを言ってきたと思います｡地

方でいろいろと仕事をするときに､ここで実現した

区画整理の手法､住民参加を軸にして､補償のこと､

換地のこと､いろいろ新しいことをやってきた経験

が私は非常に生きると思います｡そういうことは必

ずや地方で新しい街をつくるときに生きてくると思

うんです｡ですから､これを絶対に失わないように

していきたい､それが望みです｡

景野さん 私は､タウンセンターの熟成と申しま

すか､ぜひ早目に大規模な商業施設等を立地させて

いただきたいと思います｡

多摩ニュータウンも昭和50年に鉄道が開業して､

55年にイトーヨーカ堂などの商業施設ができまし

た｡そして現在､業務施設や文化施設が建っている

わけです｡また､38年に新幹線が開業したと思いま

すが､私が55-56年に来たときに､合同協議会等々

の会議は新横浜のホテルでやるんですが､あそこに

はホテルが1軒か2軒しかないというような状況で

ございました｡それが現在ああいう盛況を里してい

る｡それに比べると､港北ニュータウンのセンター

の熟成が早いことに､逆に私はびっくりいたしまし

た｡この調子では他の地区よりもっと早く熟成がで

きるのではないか｡熟成するためには4号線の日吉

からニュータウンあるいは中山方面まで早期に開業

していただきたいと思います｡

そういうことを望むと同時に､公団がこれだけの

大規模な区画整理事業をやったわけですから､経済

効果等々も含めて､公団がやったことによってこれ

だけの大事業をなし遂げたということをもう少しP

Rできるようにお願いでさればと思います｡

阿久津さん 前から云われていることですが､公

団は､宅地開発を完了させると､そこから全面撤退

して-坪の土地も持たず､全々その楓跡を残さない､

極論するならば何年かたつと誰が開発したかもわか

らなくなってしまう､こういう話がございます｡幸

いなことに､当地区は公団の共通部門のご協力ある

いは港北局のご協力をいただいて地区内にこういう

立派な研修所ができて､ここに公団の拠点が出来た

ということは非常に貴重なことだろうと思います

し､非常にうれしいことだと考えております｡

将来という話でございますが､今後の都市開発は､

例えば震災地域である神戸についてみてもよくわか

りますように､地元の住民の意向を撫祝してほほほ

できないと考えていいだろうと思います｡今後公団

が開発していく区域は恐らく市街化区域という方向

に向かうでしょうから､その意味で､ここで皆さん

が20年～訓年培ってきた住民参加の街づくりといっ

た経験は非常に貴重なものだろうと､こんなことを

考えております｡

司会 予定時間を1時間も経過しておりますが､

皆さんに熱心にお話をいただきまして本当にありが

とうございました｡皆さんからいろいろなお話をお

伺いしましたけれども､我々としましては､このニ

ュータウンがまさに横浜の副都心にふさわしい街に

なって､また､住んでいる人あるいはこれから住む

人に喜んでもらえるような街に仕上げていかなけれ

ばならないと､そう思っております｡また､ニュー

タウンがそういうふうになることを期待しまして､

･18･



今日の座談会を終わらせていただきたいと思いま

す｡長時間､本当にありがとうございました｡

それから､最後に､昨年の11月にグリーンマトリ

ックスを中心とした事業につきまして､皆さんのお

かげで大変栄えある ｢緑の都市焚｣内閣総理大臣賞

を受焚いたしましたことをここにご報告させていた

だきます｡

また､この3月㌘日に竣工式典を横浜アリーナで

開催する予定にしております｡その折はまたよろし

くお願いいたします｡

これで､座談会を終了させていただきます｡あり

がとうございました｡

-閉 会-
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故野 村々宗箆局長のことば

故野々村宗逸さんは､昭和55年から63年までの8

年間第3代港北局長として在任され､鶴見川の改修､

大量の建築物移転､多機能複合都市への転換､民間

企業の誘致､事業期間の再延伸等､事業中盤の最盛

期を公団の先頭に立ってリードされてきました｡惜

しくも1舶 F(平成6年)2月10日他界 (享年62歳)

され､当時の思い出話などを直接お聴きできないこ

とは大変残念なことです｡ここに､政局長が生前講

演､座談会等で語られた港北ニュータウンへの思い

をいくつか収録し､その業範を偲びたいと思います｡

一葡 ヒニュータウンの事業の進め方*1

｢そして港北ニュータウンの場合は､住民参加の

都市計画ということもありまして､より積極的に前

からお住まいの人々の声が取り入れられる方策が行

われました｡その詳細は省きますけれども､たいへ

んなエネルギーで先輩たちはそれを吸い上げ､4つ

の具体的な目標にそれをまとめたわけであります｡

r緑の環境を最大限に保存するまちづくり､ふる

さとをしのばせるまちづくり､安全なまちづくり､

高い水準のサービスが得られるまちづくりJが､そ

れであります｡

せせらぎ公園は､港北ニュータウンの15キロメー

トルに及ぶグリーンマトリックスゾーンの一部を構

故野 村々 宗逸さん

港北都市開発センター社長就任時 (平成5年 6月)

･20･

成し､デモンストレーションとして先行的に整備さ

れました｡土地区画整理事業という制約の中で､公

園緑道という公共用地､そして既存の屋敷林､寺､

神社､集合住宅地などの斜面緑地などを組み合わせ

てつくられているこの豊かな空間は､前に述べまし

た4つの基本目標の具体的な実現であります｡

そこでは既存樹林が主体であり､さらに補植する

木も既存樹林の移植が多く､港北の昔の自然､生活､

歴史を知ることができます｡多摩ニュータウンの造

成､造成というのは自然を改造することですけれど

も､それらは私も相当責任があるわけでして､住宅

宅地の大量供給という時代の要請から､大規模で大

まかな造成をし､既存の自然を大胆に改造いたしま

した｡

現在では､緑が立派に再生されてきていてホッと

するわけでありますが､それは歴史が-たん中断さ

れたあとでつくられた緑であります｡これからは心､

あるいは情緒の時代､本物志向の時代だといわれま

す｡港北ニュータウンのせせらぎをもつ15キロメー

トルの緑の連続する空間は､まさに本物だと思いま

す.そこでは思索をしながら逝造することさえ可能

だと思います｡

私は､何がそれを可能にしたのかということを考

えるのです｡それはプロジェクトの進行するなかに､

その地域の人々が参加していたからだ､そしてこだ

わるものをもっていたからだ､だれもいなくなった

更地での計画ではなかったからだと私は思うので

す｡

これからの開発､また都市の整備がなされる場を

考えるときに､その地域の人々といっしょにまちづ

くりをしていくという姿勢は､デベロッパーにとっ

て必要不可欠なものだと思います｡港北ニュータウ

ンの事業の進め方は､今後に一つの示唆を提供して

いると思うのであります｡

一信頼矧系昭

｢本当に信頼関係ということは大変なことでして､

それをプロジェクトの壌初にどう築くかということ



がプロジェクトの成否を決めると私は思います｡そ

して事業における基本的な合意事項は､この信頼関

係の上でつくられるものですから非常に大切なこと

です｡それを守るためには最善の努力をするべきで

すし､止むを得ずそれを変更するならば､そのプロ

ジェクトの推進に力を尽くされてきた核となる人び

とを､苦境に陥れないようにすることに､十分意を

もちいていただきたいと思うわけでございます｡｣

-軌道修正と合意形成相

｢私自身も同様の失敗を犯してしまいました｡事

業期間を再度延伸することについては､先輩のご苦

労を知っていましたから､前々からいろいろと状況

説明をし､ご理解をいただくことで62年から66年へ

の改訂合意が成立したのですが､私の失敗はプロジ

ェクト内容の修正に関連したことです｡

これだけ世の中が変化したのだから､多様な住宅

が建設されても当然だ､お住まいになる人びとの好

みもまことに多様ですから､公的機関だけで住宅建

設をするのではなく､民間活力の導入が意図されま

した｡現在では各地のニュータウンで大いに民間の

方々にも腕を振るっていただいていますが､当時は

公団として初めての試みで､世の中がこれだけ多様

化しているのだから､至極当たり前のことと考えて

提案をしたのです｡

r何を言っているのだ､お前は公的機関としての

貴任を放棄する気か｣ということで騒然となりまし

た｡世の中の多様化に対応し､多様な住宅建設､そ

のための民間建設事業者の参入は当然のこととして

受け入れられるものと考えていました｡集合住宅用

地の一部を転換し､そこに研究所 ･研修所を誘致す

るとした計画内容の軌道修正は､数度の説明 ･検討

をもったうえで､混乱なく合意を形成してきたので

すが､この間題については､時代の変化に対応し当

然すぎる授案と考えていましたから､直接合意を形

成するための会議に提案したのです｡r公的機関が

市街化の核づくりの促進のための住宅建設に責任を

もつというのが約束だった｡利益追求だけの民間

(?)に土地を処分するとは何事だJということで

大混乱になってしまいました｡

提案したのが7月中旬､8月のお盆に入ってしま

うと､またずっと後になり遂には秋に入ってしまう､

となると当初の住宅建設プログラムが大幅に遅れる

等々で､その結果､別の大きな問題を誘発すること

が懸念されました｡それ故どうにかその場の混乱を

収拾し､特別委員会を設置し､そこでことの是非を

審議していただくことにしました｡その特別委員会

をお盆前の日曜日の夜7時から2回開催していただ

きました｡その特別委員会の設置も大変でしたが､

日曜日夜7時からという異状な時間に皆さんにお集

まり願うのも大変でした｡そこでの議論により､成

程とご理解をいただくことになり､民間活力導入の

レールが敷かれたのです｡この提案は今なら当たり

前のことですが､この経験は､合意の形成手続きは､

細心の上に細心でなければならないことを教えてい

ます｡｣

一後発の利､我にあり昭

｢しっかりした都市基盤が整備されたニュータウ

ン､70ヘクタール強のセンター､私はここに､これ

からの時代に必要な施設はすべてできると思ってい

ます｡多摩ニュータウン､筑波研究学園都市とほぼ

同じ時期にスタートしたのですが､いちばん遅れて

います｡しかしこのセンターはこれから建設される

のですから､最新鋭の装備をもった他に負けない一

番先端的な施設で埋められるでしょう｡今ショッピ

ングセンターというとウェストエドモントンモール

がどうのこうのなど語られますが､どうしてどうし

て--｡後発の利我にあり--､私はニヤニヤとほ

くそ笑んでおります｡｣

-この土地の歴史への敬意昭

｢これからの街づくりを担うのは､今後この街に

お住まいになる皆様たちになるわけです｡現在 ･未

来は突然あらわれるのではなく､必ず過去の経緯を

もっております｡とするならば､この素晴らしいニ
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ユータウンを生み出す原動力になったこれまでの経

緯 ･歴史に敬意をもっていただきたく､そして皆様

たちに引き継がれつつあるこの街に､皆様たちが新

しいこだわりをもっていただきたいと思うのです｡｣

出典 :

*1｢ニュータウン建設の現場から｣

(やわらかい新都市､1鰍 年9月)

昭 ｢港北ニュータウンの未来を語る｣

(まちの教室 8̀7･文化講演会)

将 ｢事業推進の方法｣

(都市開発のフロンティア､199)年2月)
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港北ニュータウン関連年表



年 月 港北ニュータウン関係 公団及び住宅都市関係 社会一般

昭和39.1(1964年)234567 1 宅地開発部に研究学園都市開発室を設世10改正河川法公布 27 インドのネール首相死亡16新潟を中心に大地東

8910ll12 8 千里ニュータウン公団住宅第1号津雲台団地入居開始1 首都圏並傭委員会 ｢研究学園都市構想｣をまとめる - 東京輿骨渇水1 東海道新幹線開業10第18回オリンピック東京大会開催 (～10.24)9 佐藤内閲成立17公明党結成大会

昭和40.1(1965年) - 横浜市 港北ニュータウン建設事案等6大事業 25 都 .公団 .地元市町で南多摩新都市開発協議会を設け 24 チャーチル英元首相死去7 米横 北ベ トナムの ドンホ2 を発表 る

345678910ll12 20都市計画学会 多摩ニュータウン ｢マスタープラン｣を報告31狭間茂総裁退任1 林敬三稔載就任l 公田南多摩開発事務所設思l 建設省計画局に宅地部設置3 建設省 ｢宅地開発五箇年計画｣発表28 多せニュータウン新住宅市街地開発事案 (約3000ka)都市計画決定 イを爆撃 (北港開始)1 名神高速道路全線開油1 国勢調査実施 鎗人口9827万4961人 (東京都1086万9244̂ )

･資料-1･



年月 略北ニユ-タウン槻係 公団及び住宅 .都市関係 社会一般

678910ll12 一 概浜市より公団に対して､姑北ニュータウン関 30位宅建設計画法公布施行l El本住宅公団法一部改正 : 30ず .ビー トルズ El本武道館で公演4 政府 新東京国際空踏建設

発について申し入れ 流通業務田地造成都築を追加 地を千来県成田市三里塚と決

- 横浜市 港北ニュータウン計画を地元へ説明- 横浜市と公団との間に港北ニュータウン開発に l 中部圏開発整備法公布施行22佐藤首相 常盤平田地税案21林庶政 ｢住宅問題と日本任 定25天草五柵完成1 国立劇吸竣工

関する党沓 (了解部項を含む)の交換 宅公団｣と越し天皇陛下に御進講1 束京都南多摩新都市開発本部設世 13全日空機 松山空港沖でin'難50人全月死亡

昭和42.1 17 第 1回港北ニュータウン開発対策協議会給金 6 流通業務市街地の整備に関 29衆議院議月選挙(自民得紫

(1967年)23456 する法律公布施行1 大蔵 .自治 .支部 .厚生 . 寧初めて50%を割る)17 第2次佐藤内閣成立5 第 1次中東戦争勃発23米デ トロイト市に史上偉大

78910ll12 - 公団首都圏宅地開発本難に特定地区開発室が設 建設 5省間に ｢宅地開発又は

粧され､港北ニュータウンの基本棉想の検討がス 住宅建設にr対連する3利便施

タ- ト 殻の建設及び公共施設の整備

- 公団､日本都市計画学会に ｢港北ニュータウン に関する了解事項｣ (いわゆ

の基本的条件の検討｣を委託 る5省協定)成立30研究学園都市開発事務所新井完成開所式5 研究学園都市への移転36横[-N決まる○ の黒人暴動起こる

- 横浜市､日本都市計画学会に ｢港北ニュータウン基本計画案｣を委託- 公臥 東急東横線菊名駅近くに用地連絡所を設艦- 横浜市､姑北ニュータウン建設準備室を設燈- 欲浜市 第一次地元説明会 ｢建設部--#計画の主旨説明｣ (～10月 13回)- 早淵川の洲虫､用地只収等の改修事業に着手 3 公沓対策基本法公布施行20菅田茂元首相死去 10月31日戦後初の国非

昭和43.1(1968年)234 7 第2回港北ニユ-タウン牌発対策協譲会能会- 横浜市に港北ニュータウン建設部設iaL 1 高蔵寺ニュータウン節l次第雑始まる (1490戸)12我が国初の超高層霞ケーXJピJL,完成 19 米原子力空母エンタープライズ 佐世保に入港5 小笠原諸島返題調停調印5 米大統領候補ロバー ト.ケネディ上院譲月 ロサンゼルスで狙撃され死亡

･資料-2･



年月 捲北ニュータウン関係 公団及び住宅 .都市関係 社会一般

78910ll12 - 公団､特定地区開発室廃止に伴い企画第二課に 31公同役聴月 4千名を避える16研究学園都市への移転横関節 1号防災科学セ ンタ-弟工27都督地下鉄 6号線 高山平 1 郵便番号制度 .交通反別

捲北ニュータウンに関する兼務が移る- 横浜市､港北ニュータウン建設事業所開設- 都市計画学会､ ｢港北ニュータウンの基本的条件の検 通告制皮発足8 札幌医大で初の心股移植

討 .港北ニュータウン港本計画原案｣を市､公馴 こ報告10港北地区を公団開発の候補地として理事会決定- 横浜で臥 約-2次地元説明会 ｢区画並理邸紫区域ほか｣ (～】2月 42回23開発対鞍協議会常任委日金と用地対策委fl会に 手術】2メキシコ .オリンピック大会聞張17 川端康成 ノーベル文学n'受光決定23 明治100年記念式典l:A催6 ニクソン米大統領に当選lo 東東 .肝中市で銀行の輪

おいて､公随施行地区と用地買収価格決定 -染也問開通 :高島平団地へ 送串の 3億円奪われるo

- 地勝者に用地只収に協力 してもらえるかの意向調査実施- 横浜市､ ｢港北ニュータウン農業対策要綱｣を定める- 横浜市､ ｢港北ニュータウン建設絵合基本計画｣を日本都市計画学会に委託 のく足>完成

昭和44.1(1969年)234567 - 港北ニュータウン計画区域のうち公団開発区域を決定- 横浜市により ｢港北ニュータウン排設総合韮本 20研兜学園都市の移転計画を 9 東大安田講堂封鎖事件28 ドゴール仏大統領退陣26東名高速道路全&(謁通10両ベ トナム 臨時革命政府

計画｣策定 閣議了解

4 理部会において地区決定 10東京都の都市計画地方都議

- 横浜市､港北ニュータウン基本構想を市会全月 会 ｢緑地地域を全廃 し､住居

協議会-の説明を軽で神奈川県地方都市計画審議会に付謙一 神奈川県､横浜市､川崎市､横須賀市による神奈川県広域水道企井田発足14港北ニュータウン計画の一部の区域 (1,324ha) 地域 とする｣ と決定30 ｢新全国捻合開発計画｣㈲

｢土地区画膿理串菜を施行する区域｣として都市 講決定､人間のための豊かな

計画決定29公団､用地rI収に若手- 建設大臣､公団へ都市区画整理事業の特許 (旧 環境を創造することを装本日原 とした2 新住宅市街地開発事業方式

法) による多摩にユータウン公団 の樹立公表
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年月 港北ニュータウン餌係 公団及び住宅 .都市関係 社会一般

8910ll12 1 公団港北開発事務所を横浜線中山駅近 くに開設- 港北ニュータウン開発について横浜市長より公団稔裁ニュータウン中心地区開発の方式等について要望- 港北下水処理場及び元石川新羽幹線が都市計画決定 22都市計画区域の指定告示6 研究学園都市開発事業稔合起工式20港南台地区土地区画義理事案起工式 7 大学の運営に関する臨時措置法公布 (44.8.17施行)学園紛争平静化3 ホ- .チ .ミン北ベ トナム大統領死去

昭和45.1(1970年)2345678910ll12 - 港北ニュータウン埋蔵文化財調査拭括成一 港北ニュータウン埋就文化財調査団による予備 26公団住宅50万戸を突破17 国鉄根岸線洋光台駅まで開過4 大阪地区壕大の金剛団地完 14 日本万国博覧会開会 (9.31閉会)31赤軍派学生 日航横 ｢よど号｣乗取る8 大阪の地下鉄工事現場でガ

調査 (～12月)10市街化区域指定- 開発保留地区を市街課調塵区域に指定- 新羽 一大熊農業専用地区着工 (S47.10.30竣工)- 横浜市港北ニュータウン建設協議会第2部会において基本構想を決定- 大熊川の測丑､用地買収等の改修事業に着手 成19筑波研究学園都市建設法公布施行1 新都市計画法施行1 本州 .四国連絡樵公団設立 ス爆発事故23 日米安保条約自動延長1 沖縄を含めた国勢調査実施点人口 1億466万5171人25三島由起夫 陸上自衛隊東部方面麓監部でクーデターを呼びかけ失敗 し自殺

昭和46,1 - 横浜市､港北ニュータウン基本構想を開発対紫 4 通産 .建設両省で ｢住宅産 12東京都知事選で美濃部亮書

(1971年) 協議会と公団に説明 薬嬢興五箇年計画｣策定

2345 - 公雄港北開発事務所を東急東横線江田駅近 くに移転- 横浜市､対策協小委月会に基本計画案を提示 建設戸数の25%プレハブ化26多摩ニュータウン第 1次入居はじまる (諏訪､永山用地)l 南武哲也盆栽就任19筑波研究学園都市建設法公布
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年月 港北ニュータウン関係 公団及び住宅 .都市関係 社会一般

678910ll - 公団の基本計画図を開発対紫協譲会合同委月会 19 日米合同委月会で ｢グランドハイツ｣(183ha)の昭和49.3までの全面返遍が決定 17沖縄退避協定調印式1 村境庁発足

に説明 基本的な了桑を得､基本設計の作成に若手 30全日空機と自衛隊横が岩手

- 有志40名により ｢小娘模宅地所有者の会｣結成 県上空で空中衝炎

- 横浜市､広報紙 ｢港北ニュータウン｣発行開始29横浜市港北ニュータウン関連街路建設事務所新設 28 日本円 暫定的に変動為替相場制に移行14青函 トンネル起工式

12 - ｢El本住宅公団が施行する港北ニュータウンの 20 円の切上げ実施 1ドル-

土地区画並理事業地内の埋親文化財発掘調査に関する党啓｣が締結され､本調査に着手 308円

昭和47.1(1972年)23456789 1 都交番 ｢都督地下鉄 6号線｣について答申 25高島平用地入居開始1 建設省で第 1回住宅関連公 24 グアム鳥で横井庄一28年ぶりに発見3 第11回冬季オリンピック札幌大会開第19連合赤軍派5人 浅間山荘に磯城15 山鞄新幹線 岡山まで開通

7-4.30横浜市 .公団､基本設計説明会を各地区 共施設整備協議会開催16筑波研究学園都市に建設する43機関を決定22新都市基盤整備法公布(47.12.20施行)19 皇太子殿下研究学園都市地区視察9 南部鎗載､神奈川.埼玉.千乗3県知邸とトップ会談 :80%まで地元佳先などの方式を打出す 26奈良県明日香村高松塚古墳

で計30回開催 で庵彩色壁画発見

2 第4回開発対策協議会総会開催30港北ニュータウン建設研究会発足 ニュータウ 15沖純施政権返還なり沖縄県発足日 田中通産省 ｢日本列島改造論｣発表17佐#首相 退陣表明7 田中角栄内閣成立26 第20回オリンピック .ミユ

ン建設と地権者の生活再建に関する諸問題についての地元 .柿 .住宅公団等との共同研究機関29公団､港北地区開発計画基本方針理事会で決定 ンヘン大会開幕5 中国から贈られたパンダ上野動物園で公開

10ll12 30新羽大熊農業専用地区竣工式- 区域変更､都市計画道路の変更追加が都計客に図られ決定 (48.2告示)- 建設省京浜工事事務所と横浜市により粕見川改修問題協議会が発足

昭和48.1(1973年)2 9 第二地区の施行区域を都市計画決定変更 - 横浜市､El照､硯波障書､巌昔等の問題に対応する ｢日照等将導要綱｣を制定実施 27 ベ トナム和平協定調印10東京外為市場閉鎖 世界的
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年月 港北ニュータウン帆係 公田及び住宅 .都市r対係 社会一般

345678910】112 - 開発対策協議会が姑北ニュータウン益本計画案 27 枚肘 新国土怠合開発法案 29米罪 ベ トナム介入終了27番脱史上初のゼネス ト25資源エネルギー庁発足8 東京のホテルで金大中氏誘拐部件発生】6 0PAEC加盟 6か国 原

を市会全fL協謙会に説明- 港北ニュータウン生活対策地元相談所脚設 (～4月)- 公団法36条による市との協議終了7 都田 (池辺地区)良薬額用地区薪工 を㈱譲決定 国会提出9 国鉄根岸線 大船 まで開通

17 第 l回横浜市港北ニユ-タウン開発審課金開催 27研兜学園都市への研究機関

港北ニュータウン韮本計画案を諮問 (同年 12月答申)- 港北他見川改修促進迎給金が発足7-7.1 市 .公拭､基本計画案 .事業計画案 .施行規程案に対する地元説明会を各地区で計40回開催17 第 2匝l横浜市捲北ニュータウン開発審譲会開催日 第3会横浜市姑北ニュータウン開発審議会開催- 建設大臣に施行過程 .野菜計画の認可中筋 の移掛時期をI=#1譲決定1 筑波大学ー対校2 洋光台地区 (横浜市)土地区画並理事菜竣工式26北海道で初の開発地区篠路14-27施行及程 .部菜計画の縦覧行われる5 開発審議会が港北ニュータウン基本計画案につ 油価格 21%引上げ決定23江崎玲於奈 ノーベル物理学n'受n'決定1 巨人軍 EI本シリーズで南海を破 り9連朔

いて市長に答申25第一種住居専用地域指定- 緑下水処理場が都市計画決定 地区 用地只収に弟手

- - 仮住居鎚殻に新手 (すみれ用地収得)

llXJ和49.1(1974年)234 29神奈川県都市計画地方審議会において縦覧にか 25稔理府統計局住宅就計調査 16石油視力第次親制始まりネオン .広告灯消える10 フィリピンのルパ ング島でかわる悪鬼岱付謙､知Tlfに答申 (過′ト宅地 .文化 中間報告rTで ｢l世帯 1住宅 小野田寛郎30年ぶ り救出20rモナ.リザ割 上野賃立件軸集で閑蛙

財 .環境保存について)29El本住宅公Efl絵薮 開発対紫協譲会代表と会見- 横浜市 沌北ニュータウン基本計画を決定27土地区画准理即発の施行娩程及び耕菜計画が建 は一応達成された｣ と発表1 全賃や住宅に傾斜家賃通用

5678910 1 建設省 全国の土地価格公示 :地価上昇単年 32.4%で史上粒高と発表25匡仕利m計育法公布 (1224施行)) 地域振舛整備公団発足】8京王相模原線多摩センター駅まで開通 9 伊豆半島沖地謡26 国土庁発足8 ニクソン米大統領 ウオー

設大臣に認可される タ-ゲー トiJi件に関連 し辞任
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年月 港北ニユ-タウン関係 公団及び住宅 .都市関係 社会一般

ll12 - ダム設燈の協謙 26圧伸 内閣総辞職9 三木武夫内軸成立

昭 和50.1(1975年)2345678910ll12 - 2工区仮住居用造成工事完了 (第二地区)9 土地区画整理串業の第 1畑土地区画腰理審議会 l IW迎公共施設数立替撫利子 11英保守党党首選 第2回投

発足 崇でサッチャー女史 初の女

一 第一地区 :選挙 第二地区 :無役祭 性党首に当選

- 公団と横浜市の問で ｢横浜北部新都市節- .節二地区土地区画並埋却菜の施行に伴う道路の維持管理に関する協定｣締結､第二地区仮住居用造成工邸完了15 第二地区第 1回土地区画整理審議会開催 10新幹線 博多まで開通30 サイゴン陥落7-12 エリザベス英女王ご夫妻来日3 佐藤栄作元首相死去 16El国民非9 沖純国際海洋博覧会開く

21第一地区第 1回土地区画整理鮮議会開催 据位制度創設

- 防災施設基本設計作成 (25韮)5 港北ニュータウン小瀧僕宅地所有者の会 横浜 16国土庁初の国土利用日啓発衣16大都市地域における住宅地

市長あてに質問愁捉出 (8. l市長回答) 等の供給の促進に関する特別 17 ソ連ソユーズ19号と米ア

- 他見川改修促進について党岱確認沓交換30港北ニュータウン小規模宅地所有者の会 8.1の横浜市長の回答に対 して再度質問沓故山(9.2市長の回答を同会長に手交)17 第二地区第 3匝l土地区画整理審課金開催､換地設計の方針 (申出換地等)についての審議が始まる18第一地区第6回土地区画整理審議会開催､換地設計の方針 (申出換地等)についての審議が始まる26 開発対策協識会 11月定例会開催 公団から工事全体スケジュールの見直 し案 (60年～62年皮工邸錬成)を投示5 節一地区第9回土地区画塵理解議会開催､｢特別な用地｣の申出御衣の説明6 第二地区第6回土地区画整理審議会排日総､申出換地の説明､｢特別な用地｣の申出調査の説明 措位法公布 (50.ll.1施行)24公団創立20周年) 日本下水道事業団発足1 宅地開発公団設立 ポロ宇宙船初の ドッキング26公労協 ス ト権ス トに突入

昭和51.I 5 [=FIJJl地区対#.協議会開催､同地区委員長から市
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年月 港北ニュータウン関係 公団及び住宅 .都市関係 社会一般

345 2-23 タウンセンター .アパー ト一マンション用 11竜ヶ崎ニュータウン宅地開 17第21回オリンピック大会カナダのモントリオールで開催25運輸省が自動車保有台数3,000万台突破 10年間で8倍増と発表9 毛沢東中国共産党主席死去10 El本武道館で天皇在位50年

地等 ｢特別な用地｣に換地を希望する人に対 して ｢申出調査｣説明会を各所で計8回実施27 開発対紫協議会定例会対策協組織の見直しのため組紙検討委員会の設置を決定16公団港北開発事務所を港北開発局に機構改革 発公団へ引継ぎ調印29都市計画中央審議会 ｢都市において録のマスタープランはいかにあるべきか｣答申10 防災ダム水路及び公供下水

6 - 他見川流域防災計画委員会設艦

78910ll12 - 建築手連署に対 して､住宅等意向調査を実施- 基準地税の決定- 防災施設は､｢防災施設韮本設計｣(昭和50年 5

月)｣により設麿を決定16 開発対紫協議会第6回下水道協定稔会開催､｢港北ニュータウン事業推進連絡協譲会｣に改有- 建皐物の所有者に建串物の移転の安否の取扱い 道の設慣引継 ぎ､維持管理廃止に関する存協定締結15建設物の防災の強化を日影

を通知 規制の創設 (建築基準法の改正)(52.11施行) 式典

- 第二地区 先行造成地の仮設住宅へ移転始まる 24 禰田赴夫内閣成立

昭和52.1 - 第二地区柚木先行造成地に集落全部移転 21新特別住宅債券幕張14建設省に ｢公用住宅問題対 20 カーター大統領 就任7 ニューヨーク中心部に大伴屯事故7 有珠山 (北海道)が大湊発噴火を繰 り返し住民が一時避難27長雨新記録 8月の連続降雨22日 昭和 10年の16日を上回る

(1977年) - 推進協ニュータウンコントロール研究会設置

2345 - 公団と横浜市のあいだで ｢横浜北部新都市第

- .第二地区土地区画整理事案の施行に伴う宅地等の造成工事の協議等に関する協定｣を締結- 一次造成 (租造成)及び先行造成に関する全体協議 (その 1)が成立すると同時に二次造成に関する全体協謙 (その2)開始- 保留地決定- 主要遺跡の調査完了16公田港北開発局事務所増築 兼委月余｣設置1 財形持家個人融資制度発足24建設省 ｢公団住宅問題対策委月余｣公団未入居住宅開港及び長期保有土地間越について対紫発表
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年月 港北ニュータウン関係 公Bl及び住宅 .都市洲係 社会一般

910ll12 31-12.7第二地区､仮換地の供覧開始- 推進協畜産関越研究会設置 1 津田悌稔載就任4 ｢第三次全国稔合開発計画｣陶譲決定10首都鰭宅地開発本部 千乗東南部地区起工式15首都既宅地開発本部 千原台地区起工式 3 王貞治 (巨人)本塁打で世界擬高の756号を打ちハ ンク .アーロンの記録破る 国民栄誉焚第 1号 (5日)30米qi立川基地が32年3カ月ぶ りに全面返還

昭和53.1(1978年)2345678910ll 4 すみれの丘用地取得20-4.28 第一地区､仮換地の供覧開始16横浜市長に細林道-氏就任27 第二地区第35回土地区画整理審議会開催､仮換地案に対する意見杏投出者にその取 り扱いについて説明のうえ､再供覧を行う15他見川竣津に係る基本協定締結 9 住宅宅地関連公共施設整備促進事案について (事務次官油逮) l 東京外為市場で円 戦後最高値の238円を割 り､ 1ドル-237円20成田空港 (新東京国際空港)開港式 5月23日全面運航開始12宮城県沖でM7.5故の地異

(関東地建⇔公団) 宮城県下で死者 28人 1都 7

竣沫施設工事に弟手- 推進協確杜問題委月余を設定9 第一地区第40回土地区画整理審議会開催､仮換地案に対する意見番提出者にその取 り扱いについて説明のうえ､再供覧を行う- 生活対紫として (樵)港北ニュータウンサービス設立- 宅地造成親制法及び造成協定に基づ く全体協譲 (その 2)が成立- 推進協多耕土問題委員会設置25第2回琳菜推進連勝協議会麓会開催 県で負佑者 1,325人12日中平和友好条約締結7 大平正芳内閣発足

12 一 第一地区､工区先行造成地へ直接移転日山野定遊水池用地取得

昭和54.1 19市営地下鉄 3号線横浜-新横浜間の事案免許 8 千兼ニュータウンの<足 > 1 米中国交正常化 30年ぷ

(1979年)234 がお りる りに外交関係樹立

29公団開発地区の昭和 54年度以降の詳細スケジ 28 米ペ ンシルベニア州スリー

ユールが発表される 北稔開発鉄道 (北初盾 -′ト室 アイル島原発 2号機で事故
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年月 港 北ニュー タウン関係 公田及び住宅 .都市関係 社会一般

56789 l 第二地区､第 1回仮換地指定 8 大平首相 ら筑波研究学園都市視察12｢公共施設の設置に起因する 12本四連絡傭 (尾道-今治ルー ト)の大三島橋が開通<夢のかけ僻>第 1号28 第5匝ー主要先進国首脳会

- ｢昭和62年虎杖成スケジュール｣が改親後の 謙 (東京サミット)開く 東

推進協において正式に了解される- 港北ニュータウンやJH互助会が発足- 低見川竣沫用大型ポンプ船完成 京宣言採択 (29日)11 静岡LFi1-の東名高速道路 El本坂 トンネル内で四韮追突群故28 木曽 .御岳山が有史以来初

】0ll 9 他見川竣深施設の収扱い等に関する払定番の締

# テレビ花波受信障害により生ず 噴火

- 推進協交通問題委月余設置 るifI書等に係わる費用負担につ

- 港北ニュータウン互助会が発足 いて｣(建設事務次官通達)

12 - 他見川大漁模竣滞工事起工式が行われる 20低見川竣沫施設の取 り扱い等にlXlする党むの締結

昭和55.1(1980年)23 18 第二期土地区画登理-#譲会発足､委月決まる4 市営地下鉄 3号線 横浜-新横浜問の起工式 2】大平首-Nl多摩ニユ-タウンを祝祭- 厚木森の里事業計画認可l 雄設大臣官房に住宅 ,都市並備公団設立嘩備室設置 29 円 欧米で 1ドル-250円

12 白山暫定逝水地用地只収- ｢道路占用許可韮韓｣告示 を割る12大平首相死去22衆参両院同日選挙 自民党安定多数を確保17鈴木自民党総裁 第70代首相に就任 同El叙陶完了19モスクワ.オリンピック開幕 81か国が参加 El.栄.西独など不参加1 国勢謝査実施 (1億 1705万7485人)LI 第40代米大境覇道でレ-ガン挨補がカーター現大洗掛二大差をつけて当選

45678 7 県立荏田高校が地区内に新公社開設28 第一地区及び第二地区-TJl井計画変更 (第2回)が認可､邸菜年皮延伸､資金計画改定26せせらぎ公園の計画 .設計に都市計画学会設計n-が贈 られる- 牛久保配水地測公売7- 荏田近隣センター 堆備会設 立

910ll12 - 白山暫定進水地工 事新手l 事菜推進連絡協講会第3回鎗会開催

･資料-10 ･



年月 港北ニュータウン関係 公田及び住宅 .都市ー姻係 社会一般

67891012 - 推進協､住居表示検討委月会設置ll-25 用途地域 .地区指定変更に伴う法定縦覧行われる1 公B]施行地区内の建恭行為等の許可権者が県知 1 住宅 .都市塵傭公団発足 16北炭夕張でガス空山部放

串から市長へ移行 (日本住宅公田と宅地開発公 19福井謙一 ノーベル化学n'

18 第一地区牛久保 10区建水協定締結 (節l母)25 ｢よこはま21世紀プラン｣正式発表､港北ニユ 社を統合)- 志村清一捨裁就任】5会計検査院の昭和55年度決井検 受n-

-タウンを横浜市の新棟能を補完する副都心と位 査報告に､来入居､保守管理住宅､

'Bづける 長期保有土地問題が掲記される

昭和57.1(1982年)2 - 第二地区で張合住宅建設工邸始まる (1400戸) 7 商談寺ニュータウン竣工式- 国土庁 ｢関西文化学術研究都市基本構想｣発表12港南台土地区画並理tTJi菜竣工式 8 ホテルニュージャパ ン大火

3 - 推進仏典合点地利用協定運営連絡協議会設燈 9 El航横羽はl空港前の海面に竪務

45678910ll12 一 日山暫定進水地完成､防災ダムの一部撤去開始l tB見川竣沫施設に安した焚J削こ関する確認抄の交換9 折本点薬専用地区土地基盤整備工部完了29志村捻載､港北ニュータウンを視察6 群発推進連絡払譲会第4同点会開催-荏田近隣センター街づ くり申合わせが決定 1 500円硬岱発行23東北新幹線 (大宮 -盛岡lu)lAJ文15上越新幹線 (大宮 -新潟rtHJ)閲其27 中曽根内閣発足

昭和58.1(1983年)2345 16 第一回宅造一部完了検査区実施 15 関西文化学術研究都市雄設 14 第2次臨時行政調査会が粒

17施行規程変更 (第1回)､群薬計画変更 (第3回)認可 推進協議会設立3 つくばセンタービルオープン1 大塩洋一郎総裁就任】0 昭和記念公園オープン 終答申

一 節二地区 第 1次併用開始 (約100lta)一 塊合住宅井典l劉始 (公団 .市公社 .県公社) 24 中国自動非道全通 (吹肘-TEN)15東京ディズニーランド開園26 El本海中部地震 (秋lnlll)22 山陰地方に躯中老雨 死者119人1 大帝航空横 ソ連に畢墜さ

678910 4 新横浜 ー元石川線l=Rl油8 供用開始区域を中心に新二地区第-回住居表示を実施一 社田近隣センターオープン- 第二地区 一般住宅 .炎合住宅第 1次入居開始1 荏田南中学校､.荏田南小学校､荏田東第-′ト学
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年月 港北ニュータウン関係 公用及び住宅.都市関係 社会一般

ll12 8 みなとみらい21中央地区土地区画養理事業起工式

昭和59.1 - 横浜市､公団に地下鉄構造を地下から高架に変 2 光が丘都市センターオープン18千乗NTで公団鉄道 (小室 18 グリコ .森永事件28第23回オリンピック ロサンゼルスで開催1 新札お目見え

(1984年)2345678910ll12 更申入れ10-19 第二地区第1次宅地分譲の募集 (30画地)

- 文化財発掘調査終称を迎えるo(調査遺跡数 一千兼ニュータウン中央問)

240､発掘両横約270ha)- 頼見川緊急改修計画の耗成一 推進協において土地利用促進方紫の検討の必要性と地下鉄 3号線の構造の見直しを櫨案- 埋蔵文化財調査が合同協譲会において終結が宣言される- 横浜市から土地利用転換の基本方針が提案される 開業15建設省の公団住宅等事業促進対紫委員会が開始され､米人居住宅等に係る対策をほぼ完了したとの結論を得る

昭和60.I(1985年)2345678 - 第 1次研究所用地分譲碁盤 (3画地)1 港北まちづくり女性委月会発足10第三期土地区画並理審議会発足- 川名駅前センター地権者協謙会発足- デュポン.ジャパン､(秩)エム.シー.エル (その後 】7科学万博つくば85開催 10世界澱長の青函海底 トンネ
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年月 港北ニュータウン関係 公団及び住宅 .都市lXJ係 社会一般

910ll12 14-16 第 1回膝北ニュータウンまつ り開催- 公田2画地を民間住宅建設部業者に分譲(El本新都市閑雅㈱､中銀マンシオン㈱) 1 丸山良仁総裁就任 30 JR埼京線l対菜1 回朗は突先目性2104万8923人)2 l畑地自動串道が全線開通

昭和61.1(1986年)2345678910 - 大塚簸勝七迎跡が国史跡として指定される21市営地下鉄 3号線の新規延伸部､新横浜-あざ 1 つくば開発局発足19 (肘)尉西文化学術研究都市推進横構設立1 建設省が｢国土建設の長期構想｣を発表 28米スペースシャトルチャレンジャー打上げ失敗26フィリピン アキノ改構発

み野間に中井免許お りる- 川和笛士公開開聞- 合同協議会､土地利用計画見直し了承- 公供施設の引継ぎ開始- リコー､エム .シー .エル開設- 葛ケ谷公園開l封13-15 節2回港北ニユ-タウンまつ り併催 足26ソ連チェルノブイリ原発弔故4 第12回主要先進国首脳会議 (東京サ ミット)開催30東北自動車道が全#[月並6 社会党 土井たか子委Ll良

- 造成エ弔スケジュール (66年度完成)を合同協で了承- デュポンジャパ ン .リミテッド開設 就任15≡凧 lJ大噴火

ll12 8 -8莱推進連絡協譲会第6回稔会開催､66-年度概成スケジュール承謎- 日吉元石川線地区内離内弟工

昭和62.1(1987年)2345678910ll 27市営地下鉄 3号線の高架化に伴う用途地.峡､拓 - 古い公田住宅 16万戸建替 21国税庁が全国各税務署の投荷路線価を発表 6大都市で50%以上の上昇率9 NTT株上場1 国鉄の分割 .民営化

皮地区､防火地域､準防火地域の一部変更28 市営地下鉄 3号線 新横浜 6あざみ野間起工式28 センター地区地権者説明会開催 世話人選出11 第二地区､事業計画変更 (第4回)を認可 えを開始28国際居住会議

- 也池公園開園23民間活力科人那1号の典合住宅エステ .スクエアふれあいの丘入居開始1-3 第3回港北ニュータウンまつ り開催 1 国土庁の ｢87年地価公示｣で東京都の平均上昇率が過去収柘の53.9%となる26E]本の外貨畔備高が686億2㈱ 万 ドルで世界一に4 NHK衛星放送始まる6 竹下登内納発足

･資料一13･



年月 港北ニュータウン関係 公団及び住宅 .都市関係 社会一般

昭和63.1 - タウンセンター世話人会において､第3セクタ - リバシティ2】(大川瑞) 13 青函 トンネル鉄道開発 面

(1988年) -の設立故実 で埴初の券躯14多穣分散型国土形成促進公布 .施行 (菜務核都市の設腔)19政府横一対移転決まる (79機関の地方移転を閣議決定)

2345678910ll12 1 第一地区 事菜計画変更 (第4回)認可- 大鵬北山田線完成- ライフケア横浜港北 (中銀マンシオン (秩))

入居1-5 ｢丘のまつ り｣開催 (第4回港北ニュータウンまつ り)- 中川駅前センター地権者協議会が発足一 合同協議会において第3セクターの設立が了承- 茅ヶ崎′ト学校開校- 公用と横浜市のあいだでタウンセンタ-マスタ 館連絡船終蔀18東京 ドーム オープン1国土庁が発表した63年公示 上昇串は653%と公示 地価史上扱高を記録10本州と四国を結ぶ瀬戸大横閑適18リクルー ト疑惑事件発覚17 第24恒は リンビック夏季大会 ソウルで開催 (～10.2)11円高 1ドル-121円､以降

-プランの修正内容が合意される 反落

昭和64.1平成元.1(1989年)2345689 1 (株)港北都市開発センター設立 28 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に帆する特別措置法公布 (宅鉄法)､常せ新毒的にの法律の手法で整備予定4p八王子ニュータウン起工式14土地基本法成立 7 昭和天皇崩御､皇太子明仁親王即位 元号平成に (8日)24昭和天皇の大車の礼

- タウンセンター地権者稔会において ｢共同化我務街区｣が了永される- 川和駅前共同化ビルオープン5 事業計画変更 (第5回)認可- タウンセンターの権利者を対象に火同化並勝街区への 2皮目の申出調査を実施- 公団初の仮桁井を実施 1 消費税実施9 海部内閣発足9 蘇張メッセオープン10 14-15 第5回港北ニュータウンまつ り開催

ll12 - 節-地区第1回住居表示を実施
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年月 港北ニュータウン関係 公団及び住宅 .都市関係 判二会一般

345678910ll 一 第一地区街ぴらき- タウンセンターの換地設割愛更に伴う仮換地の供覧を行う- 仲町台駅前センター地権者協議会発足- 中川西′ト 中学校開校21第二地区第123回土地区画整理審議会開催､タウンセンター仮換地案供覧の結果を報告25第一地区第133回土地区画准理審議会開催､タウンセンター仮換地案供覧の結果を報告- 仮晴井金の徴収､交付開始- 第二地区共同化義務街区開発推進委月会 (節二地区開発推進会)が発足- 第一地区共同化並務街区開発推進会 (第-也区開発推進会)が発足- El書 .元石川j削苅通6-7 第6回港北ニュータウンまつ り開催 29大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律公布16厚木森の里ニュータウン竣 l 匡l際花と緑の博覧会 (大阪)開催 (～9.30)1 ドイツ就一国家成立12即位礼 .大嘗祭挙行22サッチャー英首相辞任

一 存世プロジェクトチーム発足10事業推進連絡協議会第8回総会開催 工式

12 - 推進協街づくり検討ワーキングが本番月会に設燈

- 一 第3京浜新インターチェンジ着工

平成3.1(1991年)23456789 17 第 1回横浜市行政区再編成審謙会開催 24地価税法が成立 17湾岸戦争始まる1 ワルシャワ条約機構解体36年の歴史に非を閉じる24 ゴルバチ ョフ大統領がソ逃共産党む記長を辞任 74年の共産党支配に幕5 宮沢審-内㈱発足30 ソ連邦消滅､独立国家共同

(港北区及び緑区の再編成等について検討)- タウンセンター開発推進協議会発足- 道路引継ぎ開始､東山田存粧第二Jgl工事着手6 東京横浜 ドイツ学園開校 26生産緑地法の一部を改正する法律公布､市街化区域内皮地の活用

10ll12 3 事業計画変更 (第6回)認可19-20 第7回捲北ニュータウンまつ り開催- タウンセンター関連地区整備促進協議会発足18中山 .北山田線半断面開通
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年月 港北ニュータウン脱係 公団及び住宅 一都市lXJ係 社会一般

平成4ー1(1992年)2 - 約二地区において ｢直様施行｣を実施 26都市計画法及び建築基畔法の一部を改正する法律公布､用途地域の細分化 14東海道新幹線に ｢のぞみ｣

345678910 31市営地下鉄 3号線センター北駅､センター南

駅､中川駅 (仮称)が完成- 第二地区共同化凝離街区建設組合が設立1 情報誌 ｢パー トナー｣発刊 登城 収矧時速270キロ5 国連平和維持活動協力法成立25第25回夏期オリンピック

30部J#計画変更 (第 7回)認可6 港北ニュータウン熱供給 (株)設立17- 18 第 8回港北ニュータウンまつ り開催 バルセロナ大会閑非17 自衛隊のカンボジア派逝部隊の第 1陣が出発

ll 7 事案推進連絡協議会第 9回稔会開催

12 - 共同溝､地下就中竣工耶新手

平成5_1(1993年)23456789】0ll12 18市営地T鉄 3号線 新城浜-あざみ野閉脚遡 28倍解新線沿線公団施行琳紫 20米第42代大競軌 こクリントン放任 12年ぶりの民主党政権へ15初のプロサ ッカーJリーグ

19仰街第駅前セ ンター街づ くり協定施行12公団堆北開発局の新局舎及び-tJi菜PR館の起 として､涜山新市街地地区決定29松戸市立博物館に常世平団地の2DK住宅が再現29 初の特定再開発弔菜竣工(汐入駅前地区､同第二地区)
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年月 港北ニュータウン関係 公団及び住宅 .都市lAl係 社会一般

平成6,I(1994年)23456789 18 公団港北開発局新局舎菜務開始18沌北ニュータウンまちづ くり蝕閲設27沌北ニュータウン名称検討第3匝倭ll会で ｢帖北ニュータウン｣妨菜名称存耗決定20｢中央地区｣都市計画原案説明会開催 15研修センター竣工- ｢,.g比寿ビュータワー｣入居糊始 28羽lll孜内牌発足30村山打-内I-XJ発足12P:川】鵜1ドル-96fl:J台となり

- 仮的井金の分割納付終了23 第 10回港 北 ニユ- タウン まつり併‖挺 以降上下 欧米で故高尚他更新4 関西空7')._t牌港

10 12一対西学術研究都市､林市ぴらき.記念式典 13大江健三郎にノーベル文学'A'2 ニューヨ-ク外国為替rfi助

ll12 6 都筑区漣生

22センター繭駅前に-A-南東急官矧 古と馴 "川音街の で 1ドル-96円11銭を記録

進出が決定 戦後のlIJ-Jd高値 (96rrJ35皇妃)

30TJt菜推進連絡協議会第 10匝ト総会開催 を更新

- 那3庶iT:T.-新インナーチェンジにl対する協定締結 10新進党結成

- 横浜市 ｢ゆめはま2010プラン｣を発表 28 三陸沖でM7.5の地2;J3発/-klJ!T.来県I=ト山二死佑者287人

平成 7.1 26 琳井 計画変更 (第8匝り認可 31西新宿六TEJ虎地区祈一種 17 阪神 .淡路大詔災22 ロッキー ド､｢首相の収鵬｣雌淀20地 F鉄サリンfJil'r-

(1995年 )23 31横浜 巾歴史博物館がオ-プン- 中火地区都市計画決定 rlT街地再l淵発邸菜竣工一 束京支社 .I-RF溌支社 .首都圏都市開発本部等が新宿アイランドタワーに移転l 千非ニュータウンで公田鉄

45678910ll12 - 第3鹿浜都筑インターチェンジ開設 9 守山､ノック知邸に当適

- 都筑区役所粟務開始 道が延伸開業 30ベ トナム戦争終#-20周年25幣野路ようやく活動停止

- 港北ニュータウン熱供給 (株)菜#開始- 換地計画の縦覧に先立って供覧が行われる (～ 16詔災役外事菜本部発足9 盟栽盆栽から牧野麓故へ13国会等移転調発会､2010年首都移転の収終報告を捉山

7月) 31｢柿市悼｣中止決定

- 茅ヶ崎センター街づ くり協定が決定- センター北駅前広場供用1凋姶- 節 -地区タウンセンターに ｢ブラザビル｣雄設 30 ソウルの三盟宮仕店J山域l PL法施行

決定 24 EI教組と文部省歴史的和解
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年月 港北ニュータウン関係 公団及び住宅 .都市関係 社会一般

平成8.1 5 中央地区の串粟計画､施行規程の縦覧 (18日 25新用途地域等発効19初の都市横能高度化促進事案 - 楯本能太郎内側発足

(1996年) まで)

2345 14事業計画変更 (第 9回)認可29 中央地区串井計画､施行混載大臣認可- 北山田駅前センター街づ くり協定が決定- 全宅地供用開始3 第一地区､第二地区の換地計画縦覧 (16日まで)､忠見鞍の総出はなかった026 センター南駅前広地供用開始30 第 1回 ｢校外住宅 .まちづ くり会譲｣開催 - 社会党､社会民主党へ- 羽生幸治､7冠達成

679ll 13 第一地区､n-二地区の換地計画を神奈川県に認可EP詣l8初の復興土地区画整理群菜認可 (芦屋中央地区)28 神奈川県が第-地区､第二地区の換地計画の認可を公告l 関係権利者に換地処分通知を送付4 第46回合同協議会を開催- 神奈川県に換地処分の届出

･資料-18･



土地区画整理審議会委員､評価員名簿



横浜北部新都市 節一地区｣二地区画整.哩-#議会香只名簿 (敬称略)

節l期 節2Jgj 節3Jgl 節LIJgJ 第5JpJ
(昭和50.4-55.3) (1ー[=ほ[ー55.4-60,2) (ll糾l■ー603-平成2_2 (平成2.3-7.2) (平成7,3-

会長 田丸 政治 野村 血路 皆川 亮 一 大久保久夫(小l｣ -)小口(小).'i 苫泊) 小山 啓治
会長代BJ! 岸田 秀1)i 骨川 光一 野村 良悼 野上 政J声

所有株者 佐藤 鉄雄 大久保 LI三治 唐戸 串次 飯1.日 恒雌 鎌朗ミヨイー
早船 文礁 小lコ - 鎌lXlミヨ子 大塚 非- 佐藤 鉄雌
9}全 石一雄 yJ企 7才雌 飯u] 軸蛾 野上 政春 祇備 良雄
小払 -V-治 flI}野 i指91 凹之宮 博 井Ef fl!f 稲非 柵
皆川 魂;- I:fiLl]] 秀I)Il 稲非 柵 ノト肺 一遇 三洋 弘Ly.)
小泉 .艶的 滋沖 定藷 長押,- 定吉 yJ仝 'IIf排 大塚 雅一
徽本 秀夫 森 登 ′トロ ー 1判 Il 触- /Nj -
大久保正治 木石禰 良雌 木材 港 柘傭 良雄 l]:fJL 政治
本村 明正 価/i 蹄次 小出 苗治 佃戸 ll:'i次 柴原 出火
渡辺 正 佐藤 鉄雄 佐藤 欽灘 大久保正治 三浦 鹿91
′トロ ー 早船 文銭 Ftl臼二 久丁け 稲非 i1#. 北川 雅昭
斉雌 実弘 塚目:[ 良夫 野上 披.荏 酒ル iE. 朝食 7T雌
稲柴 浦 I:TET:HgT動作所 皆川 他-. 架lu;-( 出火 艮滞 定吉
有l:E1園動作所 山臼二 久抑 祐′憐 良雄 ltl丸 政治 皆川 健一
(対 金三 渡辺 iE N-口 i-Ilf 鎌lrlSヨチ 大久保正的
扱戊 紫91 EEl九 枚的 /ト幡 -兼 佐藤 鉄雄 飯托1 恒雌
長浮 足j.=i- 鎌lnミヨ子 rt]丸 三illi 一茂1)3 唐戸 串次
荒井 一変 稲井 浦 男全 甘雌 ′トLJi 苗治 大久保久夫
内江 久甫 織淡 紫IJl 柴原 貞夫 (}=久保久夫) 酒井 正一
森 登 木村 者 大久保久夫 艮滞 定 .=b; 井r1 7'rt
野付 良怜 lXl 金三 絶技 紫LIま lg之'..;,{ 博三河 弘明 /ト輔 一轟

借地権者 松本 辞タi 松本 肝リAl 松本 静朋 松本 静ilJ 松本 評判

学識経験委月 戊森 一桁 石備金一郎 寺内 孝 イj-傭金一郎 富川 久成
森 道夫 点雌 太郎 (猪狩 剣正) 朝隅 則雄 右横金-郎
山崎柑之助 渡辺 孝夫 土肥 政彦 猪狩 剣正 中野 三明
斎藤 太郎 森 j正夫 中野 三93 r]L-JH Aa 猪狩 剣 ll三
l刊代 政治 (寺内 孝) 清川 久戚 lTl班f =.91 蔚雌 太郎

戚浜北部新都fr7那二地区上地区画腰BJ!都議会委u名称 (敬称椴)

節目yJ 那2Jg] 第3)yJ 雛Ll)gJ 約51PJ
(Pt:7和50A～55.3) (ll獅l:)55A～60.2) (Iq=1和60,3-平成2｣2 (平成2.3-7.2) (平成7.3-

会長 松搾 健三 金子 保 山本 光雄 山本 光雄 山本 光排
会長代理 中山恒三郎 ltJ本 光雄 鈴木 脚 甘沼 泊元 首相 治元

所有権者 橋本 孝一 Rl中 速火 内藤 ‖二仙 II川 ' i里人 lJJ搬 正L,li
平野 正二 加藤 則 宮川 金次 計屋 並rR 田丸 17
田中 二進 楠本 孝一 鈴木 孝雌 鈴木 光的 亦山 健 JT_
1分谷 政 並rll泊助 小山 了E 金 f- イ米 鈴木 光的
鈴木 泊 佐藤 ll三91 菅沼 治元 今井 放火 信lⅠl 幹郎
山本 隆一 中lLl 要 金子三 千ツl Jll丸 il1- 金 了. 保
鈴木 孝雄 一一三野 止二 森 正的 松将 秀定 安田 格
秋元 lVi作 松滞 健三 El川:一 連 =̂ 曲浦 保 帆 敬一
中山 安 I■T.木 公雌 谷本 頚飾 布目] fPi司 渡辺 蒋Dl
山本 光雄 今井 牧夫 [姻 敬一 TRJ 敬一 計足 立宏
EEIEP 達夫 中山恒三郎 斎藤 光明 内藤 ll三蛸 _菰lit 清助
佐藤 正lJl 定別当孝司 l!1-木 公雄 I:.it 詔雌 小 山 正
谷本 雄雌 内藤 il三頗 侶EEI 呼郎 並肘 泊助 鹿浦 保
渡辺 正次 鈴木 7'rr 鈴木 光治 1'J'.木 公雄 蔚鹿 北明
内藤 正鹸 森 TE的 lL=lql イ汚lLl 幹郎 岸 t,!S雌
宮川 金次 秋元 -巨't.作 秋元 繋作 小山 iE 甘木 公邸
背水 公雄 山本 隆一 計屈 .避宏 I.,包{川 金次 谷本 峯雌
菅招 治元 t7泊 治元 l]二りL 王i 斎藤 光明 宮川 金次
加藤 則 tUrr1 逝 金 71 保 谷本 峯雌 松揮 秀定
韮田 hTl助 鈴木 孝雄 松滞 健三 ~神奈川中央住宅(抹) 福相 浩司

金子 保 宮川 金次 鹿田 itlf助 骨柄 治元(鈴木 孝雄) 今井 敏夫

倍地価者 秋滞 照i)き 秋沖 J!tJ-(9ユ 秋滞 Ll.719i 秋iVj 州ill

学識経験委l=1 森 近大 li村 費 二 阿部 六郎 PJl部 ノく郎 石鯛金一郎
茂森 拓 (阿部 六郎) 儀 平八 脱漸 lーr- 盛 平八
斎藤 太郎 森 in-火 林 太郎 小林 弘叙 枝元美千夫
lE1代 政治 (寺内 孝) (′ト林 .iL親) 石井 明 ′ト林 弘軌
砧特待之助 山下 峨億 脱漸 可-. 綿S.r 剣正 石井 明
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横浜北部新都市 節一地区､同第二地区土地区画彪埋却薬評価 月名称 (敬称略)

昭和49年～ 昭和55年～ 昭和60年～ 平成2年～ 平成6年～

_#也区翠 横浜地方法務局 (川和 出張所長)滑川 正幸I榎本平次郎I高橋脊一郎 (川和 出張所長)江口 宏I掘 B] ltl泊∫渋谷 収平 (港北出張所長)佐藤 懸三 (聴北 出張所長)武 保I福島 隆栽1村上 忠浦1江川 桂子 (港北出張所長)阿部 利昭(川和 出張所長)高柵 武I (川和 出張所長)稲崎 裕久I (川和 出張所長 )菅沼 公明I

遍区 藤原 侶裁I麻生 坦志 叔塚 晃1高橋 重安1珊谷 道春 駒一俄 明良

壁 棚沢市 幡北区固定費産諌溌課長) (港北区Bl皇帝産課税課長) (港北区国定鞍鼻諌溌課長) (港北区国定安産課溌課長) (都筑区課税謙長)

飯田 だlBI 岩崎 武 飯高 操I 高田 解明I 浜野 好道

也区琴遍区 近藤 俊雄I伊藤 三雄 肝付 搬 芽i山 隆二

(校区周定や産課税課長) (繰区固定や産課税課長) (繰区固定茨産決裁江尾) (k区個定食産課税課長) (都筑 区練税 練長)

遅沢 孝I度竹 忠彦I相原 功一 餅m昭三郎 杉 原 我-I(緑 区課税裸長)山崎 藤吉1逢沢 遊i池田 英雄 背水 正治 浜野 好道

壁 不動産鑑定士 今里 明 今豊 明 今豊 明 今豊 明 今豊 明釜田 敬三 釜 田 敬三 釜田 敬三 釜田 敬三 釜田 敬三

遍区 測上 臣 測上 臣 渦上 臣 湖上 臣 中衛 千秋都市計画経験者 近藤 忠良 近藤 忠 駐 近藤 忠臣 近藤 忠 臣 近藤 忠 臣
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港北ニュータウン開発対策協議会委員名簿

港北ニュータウン事業推進連絡協議会委員名簿



港北ニュータウン開発対紫協議会委n名簿 (敬称略)

第1回 第2回 第3【司 第4回 第5回
(昭和42.6) (昭和43.2) (昭和45.2) (昭和47.5) (昭和49.9)

会長 篠原 焚- 北見 正毅 北見 正銘 谷知 見 飯泉 受-

副会長ノ′ 松沢 健三金子 保山本 光雄僧 田 鹿治 豊田 敏郎 二宮 徹

献問 県会議貝市会舌先f1′′′′ノ′ 阿部 春男 阿部 春93 阿部 春93 阿部 番封 阿部 春93

鹿田 助丸 飯田 助丸 飯田 助丸 嶋村 尚美 恥村 尚美

嶋村 尚美 嶋村 尚美 岨村 尚美 飯的 助丸 飯田 助丸

疎谷 信雄 深谷 僧雌 渓谷 侶雄 三好 米91 三好 米91

三好 米93 三好 米93 三好 米91 石原 守 石原 守

石川 ハナ 石川 ハナ 石川 ハナ 酒井 審和 酒井 音和

市 川 倍 市川 侶 市川 侶 田口 良作 田口 良作

岩間 魯- 岩間 魯- 岩間 魯- 前村 仲栽 前村 仲畿

内野廉太郎 内野金太郎 内野旋太郎 勝野 息我 勝野 息幾

沢 智勢子 沢 智勢子 沢 智勢子 三谷 韮忠 三谷 韮恩

嶋村 力 嶋村 力 嶋村 力 沢 智勢子 沢 智妙子

田口 良作 田口 良作 田口 良作 馬場 正 馬場 正

梶.恥 正 馬場 正 馬場 正 内野金太郎 内野廉太郎

前村 仲栽三谷 重恩安田 卓全 前村 仲栽三谷 亜忠安ffI 噂全 前村 仲戒三谷 韮息安旧 卓全 鴨材 力 嶋村 力

委Ja(第3回から常任委員) (委員) (委月) (常任委員) (常任委fl) (常任委月)

良薬協同離合lXJ係良薬委月会l姻係 会長港北区会長 石渡長太郎 石渡長太郎 石渡長太郎 北農協組合長 北農協粗食長伊東 文一/ト曲 浦信田 隆治松沢 健三 伊東 光一/ト由 緒信 田 隆泊松沢 健三 信 田 隆治/ト島 肺村 田 豊作四九 枚泊臼井保次郎 岩田 太郎白井保次郎 大骨板葺圭一白井保次郎

繰区 会長良地部会長 中山 六郎根岸 信一 土志田 蛸 井汲 素平坂田 愛治 井汲 薪平 井汲 茄平

戊牧部会長 加藤 秀吉 土志田 嫡

連合町内会l対係 根岸 僧- 徳江 健三

(自治会) 金子 保笈川 新一 金子 保笈川 新一 金子 保笈川 新一

学課経験者 原 政治安# 為次松沢 由貞 原 政治安藤 為次松沢 由貞 原 政治中丸基次郎安藤 為次

土地改良区関係 中丸農次郎松沢 密生山本 光雄 中丸鼻次郎松沢 密生山本 光雄 松沢 由貞

土地権利者 (節1回～第3回)山内地区 番月長 井上 利光 井上 利光 松沢 健三 松沢 健三 松沢 健三

副香n長 背木 公雄 背水 公雄

蜜月 敏江 耕一 井上 一夫

井上 一夫 井上 一夫 工♯ 溌三 徳江 尊術 井上 利光

内野孫左衛門 内野孫左衛門 甘木 孝一 工藤 凍三 内野孫左衛門

古山市郎兵術 古山市郎兵術 金子政之丞 大矢 知遇 大矢 知近

古山仁太郎 古山仁太郎 内野孫左衛 門 鈴木 友吉 鈴木 光治

寺ぬ 芳泊 寺島 芳泊 松沢 愛生 志村 国雄 西 山塁審夫

松沢 一岨- 松沢 椴- 石渡 寅吉 井上 一夫 松沢 腑-

金子政之丞 金子攻之丞 井上 利光 徳江 耕一

徳江 我治 徳江 義治 内野孫左衛門 工藤 弟三
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節1回 第2回 第3回 第4匝l 第5回
(昭和42.6) (昭和43.2) (昭和45.2) (LWJ刺】47.5) (昭和49.9)

rIn州地区 委員長 漆原 豊二 漆原 豊二 鈴木 貞助 金子 保 金子 保

刷委月長委fl′′′′ 田丸 政治大略正三郎柴原 孝雄 大嶋正三郎田丸 政治関 金三

純茂 正市 織茂 正市 大仏正三郎 廠lEl 茄- 小山 蓉
川田 正親 川田 正毅 柴原 昌治 柴原 昌治 柴原 孝雄
鈴木 光栄 鈴木 光栄 柴臆 孝雄 小泉 豊治 大久保正治
l5戸 利春 唐戸 利春 鈴木 格 ′ト仏 者治 純茂 紫男
田丸 政治 長沢 太美 小払 Ly-治 鈴木 貞助 佐# 正典
長沢 太美 苦野 敏雄 岩崎 正雄 長沢 定吉 /ト曲 者治
吉野 敏雄 宮台 昌之 関 金三 関 金三 岩崎 正雄
吉野 弥- 富野 弥- 小山 拳 問 韮書 長沢 定吉
北村 正昭 北村 正昭 大久保正治 大久保正治 J5戸廉太郎
#i,JT'椀 金也 高価 金也 織放 拓雄 /ト山 磐 藻 畳
大島正三郎 大曲正三郎 飯田 g1- 岩崎 正雄 榊 粒治
飯Etl 泌- 飯附 茄- 安藤 為次 架原 昌治

鈴木 格小払 啓治鈴木 貞助岩崎 正雄関 金三大久保竹治架Ji話 孝雄[対 蕊昔l音戸 一倍-大久保幸二 鈴木 格′ト仏 者-胎長沢平三郎岩崎 正雌帆 金三大久保竹治柴原 孝雄帆 韮書lH戸 信一大久保幸二呈幣原 昌始端柵 良雄小泉 里治男全 艶美市川 藤吉田中 長栄飯田 一雄縞野 暮助小泉 平礁大森 哲夫小山 寮佐藤 正男[対 統治長沢 定吉深川 政夫I;H戸勝太郎渡辺 省吾鈴木 柿米 原 正一吉野 良雄吉野 昭治 l対 蒋治 小泉 豊治(高一憐 治作 )(安東 梅夫)

新田地区 委月長 宮Jn 正治 宮田 正治 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄
捌委n長 村田 凸作 一打u] 豊作

塵fl〟 富田 時雄 吉田 時雄

西山 佐jE 西山 低韮 書ui[ 時准 森 正治 森 正治

山本 信治 山本 信治 山本新五郎中村.q代司宮rIT 和法蘇 正治笈川 深 金子 笛栽笈川 潔秋元 T=TX,作狭渡禰右衝門米山 沢泊笈川 新一中丸金次郎/ト心 肺 金子 笛哉笈川 潔渡辺 正次宮旧 与-米山 沢治笈川 新一中丸金次郎小曲 楢

都 田地区 委fI長 平野侶太郎 平野倍太郎 中山憶三郎 中山恒三郎 中山恒三郎
刷番fl長 倍旧 隆治 中山 六郎

委n′′ 信田 幹郎 曲村 八郎

角田 広七 角田 庄七 小川 仙耗 菅沼首代造 信田 幹郎
加藤 実 加藤 実 中山 六郎 小泉 一男 菅昭 治元
相沢 秀昔 相沢 秀吉 阿部兼太郎 鈴木 豊 ′ト泉 一男
細野 政一 紺野 政一 角田 症七 砧村 宏 佐野 重雄
斉藤 知明 斉藤 知明 平野 正二 近藤 健二 山村 宏
内田 孝雄 内田 幸雄 佐野 一郎 韮田 沼助 近藤輿四郎
志附太=_郎 志 田太三郎 佐野 韮雄 JtJ田 庄七 盃田 桁助
近藤 正徳 近藤 正徳 Rll野 政一 平野 正二 角Eu 庄七
長峰 一政治 長峰 忠治 大谷 政吉 阿部兼太郎 平野 正二
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第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
(昭和42.6) (昭和43｣2) (昭和45.2) (昭和47.5) (昭和49.9)

I用地対紫委月(節-回から非業対帝委fl)山内地区 委員長 敏江 頚治繊維 実小泉 忠也晋木 公錐井上 一夫鈴木 irl′ト泉 豊治市川 藤苦慮Efl 一雄)5戸#太郎宮台 昌之長沢 定書柴原 正一大久保幸二北村 正昭大久保久夫富田 時雄金子 笛栽西山 畳米山 政男山本音代栽石井 武雄森 勝俊信田 平吉菅沼沓代造佐野 爽大谷 政吉叔本 7trl角田 文夫韮田 活助斉藤 忠夫陪水 栄一志田 妓造内田 菊丸架原 政雄渥兄 弟光 徳江 淡泊 徳江 鶴泊

副委月長 晋木 公雄 背水 公雄

委月〟′′中川地区 委員長 徳江 替術横練 実志村作次郎寺曲 事J,作井上 一夫大矢 安夫井上 長治福田 ～告司鈴木 措 井上 一夫大矢 安夫井上 長治福田 浩司志村 笛堆石渡 寅昔小泉 貞戒機構 実鈴木 rrl
別委月長 S)lT #% 大久保幸二

委員〟′′′′′′′′P〟新田地区 委月長 高橋 良雄甲や 清治稲兼 介宏中島次四郎廠田 一雄川田 正親森 畳佐藤 正典南豊 郷次唐戸勝太郎唐戸 韮光唐戸 破次官台 十三深川 政夫佐藤 鉄雄富野 一浪-柴原 紳助大久保幸二昔川 菟一三科 鉄治北村 正晴吉野 林蔵青谷 巣富田 時雄 弟全 符雄中良次四郎酒井 俊夫柴原 輔斉藤 実弘関 韮昔南書 林次唐戸 良三唐戸 韮光鈴木 貞助茅野 浮深川 政夫佐藤 鉄雄栗原 締助吉野 誠一皆川 其一三科 政治北村 正昭青野 林萩青谷 厳祐棟 良雄甲封 7lrT治稲非 介宏吉田 時雄
副委只長 森 正治 森 正治

委員′′′′都 田地区 委員長 轟木審代親′ト山 茂雄秋元 iE油長潮 来宮田 与一局山 浦-中丸 勝並西山 登金子 宵栽山本 寄宜西山 懲戒山本 昇司渡辺 正次菅沼Q,代遊 小山 凸書小山 茂雄秋元 正治長瀬 東尾山 浦-宮田 与-中丸 勝幾西山 登金子 笛萩山本 音宣西山 恕栽山本 昇司長谷 憤菅沼昔代J造
刷委月-A 信田 平吉 架原 春之
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那1回 恥21申l 節3回 那4回 第5回
(uT一軒l42.6) (昭和43.2) (昭和45_2) (昭jrl47.5) (昭和49.9)

瓜発射茶番Jl山内地区 委n良 鈴木 友吉｣二雌 漉三社カニ 沓術徳カニ 排-内野孫左衛門 石渡 歩‡書 内野孫左衛 門

刷委L1長 内野沸点術l=n-1 大矢 知道

香月 椿 幹二松沢 JrI-工雌 光三大矢 知述神原 又弘神原 実甘木 三郎 神原 又弘神原 実志村 171志村作次郎松沢 JrL-僻 秤二工藤 裁三

中川地区 香山艮 F.'8-備 良雄絶技 iE市川rl一 正親鈴木 光栄深川 正夫長沢 析作市野 敏雄ttf野 弥-/Jlll # 吉野 敏雄 長沢 7倍作

刷黍lrli I:lf戸 良三 飯塚 武胡

香ll 飯塚 武功柴原 瑚鈴木 孝輔凍原 盟二長沢 約作岩崎 良書渡辺 省吾I-it 友治 小泉 俊1)3鈴木 孝輔唐戸 兼営特 長青書野暮代治渡辺 省吾岸 忠男漆原 農二

新m地区 委n長 中村苗代司加藤 来者山本 茂夫宮rn 和法金子 音戒bL-lrI 称美斉藤 勝典 笈川 潔 秋元 喜作

副香lLl艮 秋元 ,革'f-作 笈川 潔

委t1 米山 政男金子米太郎西山 政夫書u:I 輝夫坂倉 茂渡辺 邦上米‖ー幸太郎波辺 昔- 米LLJ 改列金7-米太郎西山 政夫大谷 戌-坂倉 茂渡辺 邦士米山幸太郎渡辺 喜市西111 延秋

林tl]地区 委El艮 岩沢 金作佐野 一郎志旧 辰朔中山 iE親睦lE=IL 功夫来任l 多言雑巾はf 金次加藤 剛斉藤 柵司並木 孫-小川 正雄小鬼 月夫 斎藤 忠夫 侶附 隆治

阿り委11良 中田 仰彦 斉藤 忠夫

香n′′ノ′ 岩沢 金作金子 JTt座l''_U 秋期咋l山 啓座=1 政雄加藤 幸作鈴木 銀-大久保鉄戒7描水 仙泊 金子 韮治混見 我光砧村 茂利l=tuXJ 輝彦小野 久雄沢 借治大河内 清大久保鉄戒晒水 物泊
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第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
(昭和42.6) (昭和43.2) (昭和4.5.2) (昭和47.5) (昭和49.9)

生活対紫委員山内地区 委員長 松沢 由貞工藤 強直土志田太郎志村 正雄井上 利光 井上 利光 鈴木 光治

別香月遺 鈴木 友昔 井上 利光

委貝 徳江 排-寺由 林栽工藤 畿直志村 笛雄井上 栄一天rltJ館武美 井上 栄一橋本 孝一古山 和一小泉 一郎徳江 耕一工藤 強敵

中川地区 委月長 飯田 蘇-蘇原 丑二男全 現夫佐藤 正男唐戸 利春長沢 太美吉野 昭治唐戸 康堆田中 長栄渡辺 省吾皆川 亮一 大久保久夫 大久保久夫

刷香山長 今西 幸作 関根 勝栽

委月〟 /ト良 平-a関根 勝栽織茂 正市織茂 紫朗鈴木 光栄唐戸 利春店戸 康雄安藤 定雄吉野音代治田中 長柴 織茂 正市飯塚 正吉富田 韮93鈴木 光栄唐戸 利春唐戸 康雄安藤 定雄吉野 敏捷岸 友治今西 幸作

新田地区 委貝長 秋元 審作渡辺 令宜萩生 田富太郎森 正治渡辺音代泊斉# 廃液 ′ト砧 清 小鳥 結

捌委日長 毅渡福右肺rrJ 渡辺 正次

委fl′′′′ 萩生田二郎岸 寿雄金子 房枯西山 与-山本 孝八城 凸次笈川 苑三宮田 和法 萩生田二郎岸 寿堆金子 房浦西山 与-山本 孝八城 _et吹田中 行夫宮田 信治小沢 三郎中村 倍胡

都 田地区 蜜月長 高橋 久弟長峰 忠治′ト泉功次郎一併構 進一座 間 与助志田 現雅加藤 英相沢 金栽斉藤 光明村 田 描-中山 秀高桁水 勘治宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次

刷委fl長 相沢 常治 高橋 久93
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第3回
(昭和45.2)

委員(第3Ⅰ司のみ)山内地区 根岸 僧- 村田 雌雄
松沢 Jlfi- 大久保米次郎
寺由 井治 大久保gT-
松沢 孝雄 大久保 力
橋 架次郎 井上 長次
椿 幹二 大久保佐一
古山仁太郎 石渡国太郎
志村 'FIi堆 石渡 座礁
志村 秀書 石渡 正銘
鈴木 光治 石渡 勉
古山市郎兵術 井上 栄一
甘木 三郎 神原 又弘
古山倉之助 神威 実
志村桁太郎 大矢 安夫
/ト砧 正三 森 突
志村竹次郎 横山 与作
古山 守近

中川地区 大久保竹次 関 重吉
高橋 金也 長沢平三郎
高野 着助 吉野 良男
′ト泉 平蔵 関 解治
大森 哲夫 伊東 ij:--

新田地区 山本 イ富治 渡辺 銀萩
山本 沓宣 西山 延秋
西山 佐韮 金子 房桁
′ト沢 武雄 高瀬 正三
八城 申郎 望月倉之助
八城 昌宣 下田 盛耗
/ト泉 一郎 大森 武保
渡辺 汲博 大谷 正一
磯波 正次 秋本 怒作
渡辺 正次 秋本 並雄
首相 敏雄 大森丑五郎
宮ElI Tl- 岸 敏郎
宮附 僧治 中丸 -太
宮田 錠作 中山 宏
森 啓作 長沢 弥作
宮田 正治 小山 茂雄
坐,.田 奇功 小山 田栽
石井 正雄 秋本 政治
横 柵 照雄

都田地区 一倍附 仁作 小泉 約二
根本 一作 中山 一作
毛木 康治 井上 桁
根本倉之丞 加藤 一夫
信田 突 斉藤 辰苦
信田 幹郎 中山 久男
和田 芳信 斉藤 匁一明
並木 実 峯岸 貞治
武田 貞助 石川 敏雄
小坂 三郎 志田太三郎
内田 率雄 三御重太郎
加搬 f壬 平野倍太郎
信田 裁朗 加藤 秀吉
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港北ニュータウン邸莱推進連絡協議会委員名称 (敬称略)

第1回 節2回 第3回 第4匝l 節s回
(昭和51.10) (昭和53.ll) (昭和55.ll) (ll附l:】57.ll) (昭和59.ll)

会長 二宮 徹 殺楠 -罪 梅 田 来光 江口 旧情 横塚 瀞
刷会長 競柵 一興 中村 稔 木下71'訂士朗 棚塚 i諏 寺門 敏雄

合同協謙余香El中川地区 会長 金子 保 金子 保 金子 保 金子 保 金子 保

副会長委貝′′十′′ 田丸 政治 田丸 政治 田丸 政治 田丸 政治 田丸 政治

岸田 秀男 岸rfl 秀典 佐藤 鉄雄 佐藤 鉄雄 佐藤 鉄雄
大嶋正三郎 柴原 芳郎 高僻 良雄 高橋 良雄 稀禰 良雄
鈴木 光栄 浜田 格彦 野村 良博 野相 良博 木村 誠
/H,3 番拍 森 畳 市川 正輿 市川 正朔 市川 正典
長沢 定吉 加藤 好雄 早船 文戒 本多 好夫 依田 格彦
関 金三 鈴木 光栄 森 登 飯田 恒雄 飯旧 恒雑
大久保正治 ′ト由 啓治 海老沢 充 塚田 良夫 嫌tEl美代子
斉藤 裁秋 佐藤 鉄雌 鈴木 光栄 関 恒三郎 関 恒三郎
森 畳 関 金三 /ト曲 者治 ′トJ.話 者治 小向 審泊

大久保正治 長沢 足音 長沢 定吉 長沢 定書
内藤 正康 大久保正治 大久保正治 関 金三
長沢 定吉 小口 - ′トロ ー 大久保正治

井上 哲次 関 金三内勝 正康 閲 金三内搬 正成 野村 良博小口 -内藤 正頗

新田地区 会長 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄
副会長 吉田 時雄 吉田 時雄 吉田 時雄 青田 時雄 青田 時雄

森 正治 森 正治 森 正治 森 正治 森 正治

委EL 秋元 I.=芽作 秋元 著作 秋フt: 晋作 秋フ1= -7g-作

都田地区 会長 中山恒三郎 中山恒三郎 中山値三郎 中山恒三郎 中山恒三郎

副会長黍只山内地区 会長 平野 正二 平野 正二 平野 正二 平野 正二 平野 正二

佐野 韮雄 佐野 韮雄 佐野 重雄 佐野 並雄 佐野 韮雄
信田 隆胎 信田 隆治 僧 田 隆治 信田 隆泊 信 田 隆泊
宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次
菅沼音代遊 菅昭審代逝 菅沼審代造 菅沼審代造 菅沼LT-代造
韮田 柄助 frf田 締助 鹿 田 肺助 _qi田 措助 重岡 清助

長谷川金堆 長谷川金雄 長谷川金灘 長谷川金雄

松揮 健三 松滞 健三 松揮 健三 粉砕 健三 松滞 触≡

副会長委員′′ 苛木 公雄 野木 公雄 甘木 公雄 背木 公雄 守木 公雄

敏江 漉治 敏江 我治 徳江 我治 徳江 森治 敏江 鶴泊
福 田 浩司 禰田 浩司 大矢 知迫 大矢 知迫 桁水 脈三

小曲 琵 禰 田 浩司 禰 田 略司 禰 田 子告司大矢 知道

横浜市 関係局都市計画局長 寺内 孝 猪狩 剣正′ト林 弘観寺内 孝 近藤 忠臣河合 菊雄佐藤 安平江口 旧情田村 昭二 佐藤 安平 佐藤 安平

〟 港北NT姐殻部長 小林 弘観田村 明 田中 祥夫 佐藤 孝昭

計画部展都市膿傭局長港北NT鎚紋部長専任主幹 (港北NT建設部長印務取扱)企画御難局長 小椋 進旺挿す 昭二 ′ト;鯨 進田村 JIEl二>k&･ 企画部混線政局長 北村 亘川口 弘 北村 亘門倉 政秋

〝 段政部長 田村 昭二池沢 利明 田村 昭二池沢 利明 中村 良雄金子 利雄 中村 良雄 中村 良雄
･ 公匪l緑地部長 佐藤 安着 佐藤 安春

氾路局長 金子 利雄 江口 昭倍
･ 街路鎚設部長 金子 利雄 金子 利雄 立神 孝 立神 孝 立神 孝

下水道局長 佐藤 昌之 佐藤 昌之 金田 康二 武田 粍夫 武田 耗央
〟 管甥!部長 大畑 稔 田中 芳雄 田中 芳雄 鮒川 和範 掛川l 和範

挫殻部長 宮腰 栄樹 宮腰 栄樹 宮腰 栄樹 斎藤 正昭 斎藤 正昭
河川部長 河合 菊雄 河合 菊雄 武田 流失 野端 利治 野端 利治

交通局長 石渡 三郎 石渡 三郎 他見 俊一 小倉 共弓 小畑 我夫
･ 高速鉄道雄殻部長 村 岡健一郎 村 岡健一郎 長崎 約- 長崎 約- 長崎 晴-
･ 自動車部:良 ′ト愈 i'1.弓 小倉 呈'1.弓 小倉 北弓 河村 長 佐藤 凝柘

教育長 iiliJH 常雄 ′ト林 正和 小林 正和 小林 正和 恕滞 光三

教育委員会制二会教育部長港北区助役帖北区役所区政部長緑区助役緑区役所区政部長 元木 光列内山 勝朗佐藤 華昔 野口 帳書 小出 消 /ト出 納 山根 煎

内山 勝朗 小池 一夫 南本 和民 鈴木 香

佐藤 草書 寺門 敏雄 平野 韮寿 荒井 誠
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第1回 第2回 軒3回 第4回 第5回
(昭和51.10) (昭和53.日) (昭和55.ll) (昭和57.ll) (昭和59.日)

日本住宅公団 瓜田 親二 木村 俊一 野々村宗逸 住宅一都市准備 田港北開発局長 野々村宗逸 野々村宗逸
補依部長 加堂 宏 加堂 宏 柿本 五番 井口 荘9} 田中 将
都築部長 川手 昭二 r)宮水 浩 治水 浩 fF 叔典 山口 宏
エ邸部長 工藤弧一郎 工藤誠一郎 工藤誠一郎 大槻 昌生
補依部次長 北村 庄平 白須 正彦

合同協謙会が認めるもの節一地区土地区画並理審課金会長 田丸 政治 田丸 政治 野村 良博 野村 良博 野村 良一件
〟 会長代理 岸田 秀男 岸田 秀胡 皆川 亮一 皆川 英一 皆川 苑-

第二地区土地区画_8理解犠会会長 松沢 健三 松沢 健三 金子 保 金子 保 金子 保
会長代理 中山恒三郎 中山恒三郎 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄

横浜北農薬協同組合組合長 大田収牲-阿藤 定裁 大竹棋建一青野 敏雄 犬侍枚 蛙-吉野 敏雄 大但根姓- 大tyJ'枚 姓-横浜市北部虚業委員会会長港北区良薬委月会会長 金子 光司 金子 光司

緑区良薬委月会会長fTl莱対斡委月会委員長生活対紫委月会委員長良案対柴委n会委員長 金子 光司 金子 光司織茂 保正 金子 光司

頚 門番Ll会 (第5回のみ地区別)gt薬対紫委n 中川地区 唐戸勝太郎 野村 良博 大久保久夫 大久保久夫 大久保久夫
北村 正昭 田中 正直 鈴木 琢也 後藤 勝 高林 幸三

新田地区都 田地区山内地区 田中 正直 皆川 亮一 大塚 兼- 野上 政審 男全 富雄

吉田 時雄 富田 時雄 宮田 時雄 富田 時雄 書田 時雄
渡辺 正次 渡辺 正次 渡辺 正次 渡辺 邦士 坂倉 徳萩
菅沼首代造 菅沼音代造 菅沼喜代遭 菅沼音代造 菅沼蕃代造
相沢 骨治 相沢 骨油 相沢 常治 相沢 骨油 相沢 骨油

PJ田 輝夫徳江 淡泊 大久保幸一徳江 来泊 斉藤 rIkJ司徳江 森治 斉藤 楢司岩沢 段尚大矢 安夫 斎藤 浦司岩沢 摩尚清水 収三
青木 三郎 甘木 公雄 甘木 公雄 青木 公雄 甘木 公雄
沖田 催 内野 笛栽 内野 笛麓 治水 順三

生活対紫委員 中川地区 金子三千的 金子三千鯛 金子三千男 金子三千弟 金子三千界
織茂 柿 渡辺 忠吾 青息 敏 山田 鬼 山田 晃

新 田地区都 田地区〟山内地区 木村七五郎 内田 和夫 寒川 正戒 寒川 正栽 三沢 弘明

-# 正治 森 正治 萩 正治 森 正治 森 正治
西山 畳 西山 登 西山 畳 A-LLl E 西山 畳
宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 富川 金次
砧村 宏 長谷川金雄 山村 宏 血相 宏 長谷川金雌

招 田 知鈴木 光治 良材 宏 澗田 知 沼田 知 島村 宏
沼田 知 長谷川金雄 長谷川金雄 沼田 知
福田 き告司 内野孫左衛門 福田 予告司 相田 浩司

井上 一夫田中 進 志村 笛雄 福田 浩司志村 富雄 志村 ,訪碓井上勝太郎 志村 富雄

L3菜対紫委月 中川地区 織茂 保正 耗茂 保正 菅野音代治 唐戸 次郎 耗茂 繁男
吉野串代治 青野-Yt,1-代治 皆川 僧雄 織茂 多- 南棟 治作

新田地区都 田地区′′山内地区 片 息窮 皆川 信雄 小泉 俊夫 米山 敏明 皆川 佳男

秋元 音作 秋元 -1LY-作 秋元 喜作 秋元 音作 秋元 喜作
山本 孝 山本 孝 山本 孝 宮田 恒舛 永井 富男
信田 隆泊 信 田 隆泊 信田 鮭漁 信田 隆泊 信田 隆治
斎藤 忠夫 中山 輩 峰岸 締秀 峰岸 酒秀 峰岸 紡秀

峰岸 源作 峰岸 源作中山 庄作大矢 知述 括水 助治 浦水 助泊 7'rl水 物治大矢 知遇 大矢 知道 大矢 知述 大矢 知遇
大矢 安夫 大矢 安夫 大矢 安夫 井上 惟謙 大矢 安夫
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第1回 第2回 第3回 第41司 第5匝ー
(昭和51.10) (昭和53.ll) (昭和55.ll) (昭和57.ll) (昭和59,ll)

顧問 県諌会議月′′〟市詫投会話集月′′′′′′′′〟′′ 嶋村 尚美 嶋村 尚美 嶋村 尚美 嶋村 尚美 嶋村 尚美

飯田 助丸 飯田 助丸 神野 和子 神野 和子 成鳥 敏行
成砧 敏行 成島 敏行 成島 敏行 成島 敏行 神野 和子
刊l野 和子 神野 和子 飯田 助丸 飯田 助丸 飯田 助丸
三好 三好 米用 三好 米男 石原 守 三好 書晒
石原 守 石原 守 石原 守 波辺 紡 石原 守

斉藤 淑子 斉藤 淑子 渡辺 的斉藤 淑子 斉藤 淑子 小曲 率康渡辺 胎峰村 利江

酒井 審和 酒井 音和 EF'4g *& 中村 尊裁 *村 *#
田口 良作 田口 良作 酒井 審和 酒井 審和 酒井 音和
勝野 息轟 勝野 恩弟 鈴木 銘久 鈴木 我久 書庶 良治
中村 幸我 中村 孝義 勝野 息裁 勝野 息裁 鹿田 正夫
古市 豊子 古市 豊子 飯朗 正夫 飯田 正夫 横紙 我久
飯田 正夫 飯田 正夫 田口 良作 田口 良作 田口 良作
青原 良治 吉原 良治 吉原 良治 富原 良治 古市 金子
鈴木 銘久 鈴木 我久 古市 豊子 古市 金子 鈴木 我久
高野 明子 高野 明子 前村 仲栽 前村 仲栽 木内 博
岨村 力 嶋村 力 由良 長照 由良 長順 石井 我了
内野旋太郎 内野廉太郎 安田 卓全 安田 噂全 安lfI 噂全
沢 智勢子 沢 智勢子 大曽根蛙- 大tYJ'根鉦- 漣LII 三郎
窪田 三郎 窪田 三郎 鎌EEI 三郎 窪田 三郎 鴨村 勝夫
由良 農相 由良 長順 沢 智勢子 沢 智勢子 沢 智勢子

斎藤 恒彦 斉藤 憤彦 失岨 弘治斉藤 恒彦嶋村 勝夫井上 早太 矢嶋 誠治育嶋村 勝夫井上 早大 矢島 就拍大竹根垂圭一本田 哨生丹野 貞子
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第6回 第7回 那8回 節-9回 第10回 第日回

(昭和61.ll) (昭和63.ll) (平成2.ll) (平成4.ll) (平成6.ll) (平成8.ll)

会長 横塚 鎖 鈴木 杏 鈴木 鵬生 三井 他 来 談 長沢 故
副会長 寺門 敏雄 馬場 貞夫 岡田 節夫 大内 弘 金7- 煤 金子 保

合同協議会委員中川地区 会長 金子 保 金子 保 金子 保 金子 保 金子 保 金子 保

副会長〟借任委fl兼耶務局 (過)TJi務局長 田丸 政治 田丸 政治 El一九 政治 EEl九 政治 田丸 政治 田丸 政治

野村 良博 ′ト曲 EX-治 小l1-5 者泊 小出 菩治 小曲 ,V,治 /ト山 詳治
/ト偽 首治 佐藤 鉄雄 佐藤 鉄雄 佐藤 鉄雌 佐藤 鉄雄 佐藤 鉄郎

野上 政番土屋幸之助大久保久夫 塚田 良夫土屋孝之助大久保久夫 ′トロ ー ′トロ ー ′トロ ー 小 Ⅰコ
土屋幸之助 土屋幸之助 土屋幸之助 土屋幸之助

-TJt井村紫委fl長 大久保久夫 大久保久夫 大久保久夫 大久保久夫
生活三相紫委1-1長 金子三千93 金子三千胡 関 敬一 [対 敬一 JRJ 敬一 閲 敬一
段発射紫委貝長 綴茂 紫朗 小山 iE 倍声 帯次 飯塚 正吉 平野 伸雄 平野 榔排

'r?.'任委月〟′′ 木村 誠 木.付 紙 F.Jr一憐 良雄 高一愉 良雄 柘楠 良雄 高橋 良雄

満席 良雄 高価 良雄 市川 正男 市川 正91 市川 正タま 市川 正93
下郎ll 正9} 市川 正lJl 列全 盲一雄 タ1全 博雅 gJ全 'Li雄 93全 宵雄
依田 格彦 刃全 JI吉雄 野上 政審 野上 政審 野上 政蒋 野上 政審
廠u] 恒雄 鹿田 憶雄 鎌田美代子 鎌田美代子 鎌l判美代子 鎌JII美代子
鎌u]:挺代子 野上 政審 飯JfT 恒雄 ′ト輔 -衣 /ト幡 一銭 ′ト幡 一義
lXf 恒三郎 (対 恒三郎 /ト肺 -鶴 飯田 恒雄 飯rB 恒雄 飯田 恒雄
過沢 定書 大塚 雅一 lXl恒三郎 悦 恒三郎 lW 恒三郎 悦 恒三郎
佐藤 鉄雄 長沢 定吉 長沢 定書 長沢 定吉 長沢 定吉 長沢 定吉
富野 敏雄 吉野 敏雄 吉野 敏雄 青野 敏雄 富野 敏雄 吉野 敏雌
大久保正治 大久保正治 大久保正治 大久保正治 大久保正治 大久保正治
/Nj - ′トロ ー 三沢 弘明 三沢 弘明 三沢 弘明 三沢 弘明
菊JH iE- A-川 il- 金子三千粥 金子三千-91 金子三千9き 金子三千タi

薪tu地区 会長 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 LLl本 光雌 山本 光雄
副会長 青田 時雄 q叫す 侶タi 中村 一倍-93 中村 侶1}1 中村 信列 中村 侶9i
群莱対策委n長 (富田 時雄) (山本 光雄) (山本 光雄) (山本 光雄) (山本 光雌) (山本 光雄)
生活対紫委月長 中村 侶gl (中村 信鍋) (中村 倍列) (中村 侶9日 (中村 信男) (中村 侶9日
股菜対紫委f1長 坂倉 徳栽 牧舎 徳栽 坂倉 故殺 ･坂倉 恐栽 坂余 徳礁 坂愈 懲戒

即発対策別委n長生括対策刷委n艮段某対紫剛委f:1艮 f旨 -#雌 岸 好雄 宮田 与- 宮EEl 与- 宮田 与- 宮田 与-

山本 敏一 宮田 与- 岸 好雄 岸 好雄 I_宗L 寿雄 岸 カ=雌
金子米太郎 金子米太郎 金子米太郎 金子米太郎 金子米太郎 金子米太郎
渡辺 .TLI.治 渡辺 51.iT.治 渡辺 .tLT.治 渡辺 怨治 渡辺 恕治 渡辺 恕治
永井 寄明 永井 lrt7,的 永井 P,輿 永井 -描.i)3 永井 等91 永井 -tF.7-93
芹田 彩 山本 敏一 笈川 信雄 笈川 茂 笈川 茂 笈川 茂

都旧地区 会長 菅沼ltZ.1-L>遊 菅沼寄代造 菅沼啓代遊 菅沼墨汁℃逝 菅沼串代造 菅沼P,代造

刷会長Tlt井村紫委月長 佐野 韮雄 佐野 兎雄 佐野 韮雄 佐野 _7rf雄 佐野 韮雄 佐野 魂雌
侶lB 幹郎 信EEl 幹郎 信田 幹郎 侶旧 幹郎 イ富田 幹郎 信田 幹郎
岩沢 旋尚 岩沢 座尚 瞥沢 腹lYlJ 岩沢 座尚 岩沢 腹尚 岩沢 座尚

生活対紫委fl長 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次

段発射紫黍n長常任委月 混見 識此菅沼 治元 渥見 銭光 湿見 裁光 架原 進 繋≦原 進 発憤 進

群発対策一利委11艮生活対策副委fl.BE 長谷川金排 菅昭 治元長谷川金雄 菅沼 治元長谷川金雄 長谷川金雄田丸 ff韮附 栖助 長谷川金雄田丸 茄韮u] 7'rT助 混谷川金雌田丸 iて韮田 ii守助館任委月 並田 的助 韮田 清助 韮lfl 7倍助
斉藤 的 司 斉藤 清司 斉藤 桁司 斉藤 fi!t司 斉藤 桁司 斉藤 消司

山内地区 会戚73ll会長.会長代行 松i畢 健三 松滞 健三青木 公雄 潜水 公雄 青木 公雄 甘木 公雄 甘木 公雄
う'f木 公雄 徳江 裁治 替わ二 親拍 徳rL 濃治 徳江 鶴泊

邸菜対鞍委n艮 敏江 遜治 徳江 遜治 大矢 安夫 大矢 安夫 大矢 安夫 大矢 安夫柿水 脈三 清水 JLi三 防水 椴三 括水 蝦三 (大矢 安夫) (大矢 安夫)
生活対茶番fl長 禰tEl 浩司 福田 浩司 福相 浩司 福田 浩司 禰lIl 浩司 福 川 浩司
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横浜市都市別.画局長 佐藤 安平 カニロ 昭憶 小滞 惣一 /ト滞 恵一 小樽 恕- 治水 利光

技監誰都 l17計画局長都市計画局港北NT放牧部長rL' 佐藤 孝昭 渡 幹夫 清水 利光 牧畑 昌朋 牧州 晶弟 松崎 宏9tL

主幹-XNT建設-tli勝所長･′担当部濃淡港北NT建設事務所長一t 一̀ 7両d:7 朝限 則雄 治水 利光 長沢 扱 長沢 故 松 帖 宏興 片田 車夫木下 苑gJ

･ 型勾兼都市企L_J部長計画部長計画指導部-A〟 企画担当部長総務局長･ 行政区調査室長企画財政局企画調整担当判掴‡〝 計画担当部長企画局長〝 企画調整部長市民局長 大内 弘m村 昭二 大内 弘上久保 忠生川 洋三岡 三好淵上 和彦 朕瀬 ;駄油内藤 博之根本 和夫石井 和男梶田 弘 桁水 利光原 克己西川 哲郎原田 正成 廊瀬 破過足立 光生金近 忠彦浅野 俊博 l浅野 俊博

〝 地域城外担当理-TIT〝 市民部長 岡部 正久 戎屋 時也 楢川 和夫

〟 理解兼総務部長I, ##aS&･ lrf少年部長･ 行政区調査室長･ 区政部長民生局長 原田 正成武田 挙甘木 清 田中 催石井 和93河野 勉 田中 催橋川 和夫 尾滞 評蔽本多 骨端I, 総務部長福利二局長 岡 三好 相原 俊雄 商禰 勉

" 哩-tJt≡赦総務部長衛生局長 足立 光生 坂本 信夫 粕戚 俊雄坂本 信夫 庄子 哲雄't-1im El出弟
" 医療対紫部長 鈴木 正次 和 田 邦夫 和 田 邦夫 禰けト 73'夫

緑政局長 小曲 桁 岡本 坦 勝本 孝昭 大助 浪93
･ 腿政部長 中村 良雄 北井 正 北井 正 宮滞 哲也 富滞 Tg也 宮崎 足音

･ 公園緑地部長･ 公園部長 佐藤 安寿 佐藤 窃=春 渡 幹夫 斉藤 正勝立神 孝 池田 武文 長曲 秋夫道路局長技監兼道路局長 尾仰 串 芳<-尾伸 葬 立神 孝 杉浦 治雄 杉浦 治雄

道路局街路建設部長･ 道路部長 赤星光次郎 鴨肺 辿夫 長島 睦 FfI中 伐 富里 弘明 瓜田 勝己

〝 建設部長 斎藤 正昭 旧中 茂贋 田中 茂贋宮腰 栄樹中村 芳之 中田 智 中田 背 渡辺 光雄岸In 追則

下水道局長技監兼下水道局長下水道局管理部長 宮腰 栄樹 細川 和範 若竹 者

井深 弘 井深 弘 安久韓 赴藤EI;T 武南 利率石川 幸彦 長沢 毅藤的 武南 利率川連 滋

〝 建設部長 #llJlJ 和& 榔川 和範 井探 弘

河川部長建輿局長･ 建築指主幹部長･′ 住宅部長交池局長･ 専任主幹 伊阪 来信江口 昭倍長崎 ■一一,- 宮田 佳華厳漸 良-宮脇 幼者術地 絹 宮田 催事長久保美晶南 利幸河原 幹郎

′〝 高速鉄道建言投部長 IL =r 71-T石川 幸彦 石川 幸彦 石川 幸彦菊池 啓 小野 漉郎 ′ト野 鶴郎瓜谷 磁治 萩野 事朗･ 宰相iX.高速鉄道建設部長･ 自動串部長 佐藤 瀦高 佐藤 凝高 瓜谷 磁治 相原 幸雄

教育長 高橋陪太郎 上野 初雄 上野 初雄 足立 光生 富川 春二村田 並勝市電 延宜 太EEI 昇教育委貝会社会教育部長邸耕局社会教育部長 足立 光生 足立 光生 簸川 秀雄 高井 織郎 梅坪 勝彦市毛 延宣

I総務局専任主幹=R緑区北部支所長緑区理非兼北部支所長 中野 瑞夫 中野 端末 三井 他 神長 重夫

〝北部支所担当部長粘北区区政部長･脚 兼港jm 行政サ-ヒースセンター所長 鈴木 香 武田 蓉 君塚迫;乙助白井 壮夫 仁藤 信夫′ト松 光生森 茂

〟港北NT行政サ-ヒ●スセンタ-担当部混練 区区政部長都筑区総務部長 荒井 淑 松田 亘 鈴木 祥 瀬戸 ll目せ鈴木 祥

住宅.都市並傭公団港北開発局長 野々村宗逸 坪 叔男 坪 叔男 紫野 郡司 阿久津 孝 #僻 事-
稔務補佑部長 田中 将 嶋田 桂二 白む二 丈郎 北愈 弧二 中村 榔次 宮内 充郎
邸菜部長 山口 宏 布施 守敏 両角 博 両角 博 岡EI.l 柵昌 禰 田 治郎
工邸部長 田中 光男 田中 光男 小島 旭 ′ト由 旭 コ二廉 iE寿 工藤 正好
総務補佑部次長 韮倍 昭 黒木 敏正 石井 我侶 ′ト山内久雄 ′ト山内久雄 芳勿 功菩

合同協議会が認めるもの節-地区土地区画腹理-#議会会長 %川 #- 皆川 英一 大久保久夫 ′トロ ー ′トロ ー 小曲 g-治
会長代理 野村 良博 野村 良博 ′トlコ - ′ト由 啓治 小曲 馨治 野上 政審

第二地区土地区画腰二取離悪投会会長 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄
会長代理 鈴木 晒 鈴木 紡 鈴木 柿 菅沼 泊元 菅沼 治元 菅沼 治元

枕浜北投薬協同組合組合長 八木下大三 八木下大三 八木下大三 八木下大三 荏原 英弘 准庶 英弘
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(推進協)

第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回
(昭和61.ll) (昭和63.ll) (平成2.ll) (平成4.ll) (平成6.ll) (平成8.ll)

専門委Fl会委貝可t紫対策委員会中川地区委員長 大久保久夫 大久保久夫 大久保久夫 大久保久夫 大久保久夫 大久保久夫
別委月長 9}全 富雄 鈴木 孝輔 植田 盛久 植田 盛久 植田 盛久 植田 盛久

鈴木 孝輔 高林 直通 高橋 直道 高橋 直近 高橋 直道 高橋 直通

新田地区委月長 鈴木 琢也 惜野 貞雄 山畑 武雄 山畑 武雄 山畑 武雄 山畑 武雄富田 時雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄 山本 光雄

･ 副委員長都田地区委EL長 岸 寿雄 岸 寿雄 宮田 与- 宮田 与- 宮田 与- 宮田 与-
山本 敏一 宮関 与- 岸 寿雄 岸 寿雄 岸 寿雄 岸 寿雄
岩沢 塵尚 岩沢 企尚 岩沢 座尚 岩沢 康尚 岩沢 康尚 岩沢 座尚

副香fl長 座間 栄助 座間 栄助 座間 栄助 座間 栄助 座間 栄助 座間 栄助
細野 正隆 細野 正隆 細野 正隆 細野 正隆 細野 正隆 #J野 正使

山内地区委員長 福田 武雄 菅沼 治元 菅昭 治元 菅沼 治元 高林 一夫 高橋 一夫治水 収三 楢水 脈三 楢水 椴三 治水 臓三 大矢 安夫 大矢 安夫
副費月長 背水 公雄 青木 公雌 野木 公雄 菅木 公雄 青木 公雄 甘木 公雄

生活対紫委只会中川地区委員長 金子三千男 金子三千男 関 敬一 関 敬一 r対 敬一 関 敬一
刷委Ja長 山田 晃 山田 晃 唐戸 馨 LLIFll 兇 山B] 晃 山田 晃

関 敬一 帆 敬一 山田 晃 菅野 和光 菅野 和共 菅野 和共
唐戸 拳 暫戸 替地 .i 唐戸 声 暫戸

新田地区委月長 柴 英次 松本 静雄 松本 静雄 松本 静雄 松本 静雄中村 侶典 中村 侶鼎 中村 信男 中村 一倍駒 中村 信男 中村 倍弟

別委月長都田地区委月長 金子米太郎 金子米太郎 金子米太郎 金子米太郎 金子米太郎 金子米太郎
渡辺 恕治 渡辺 鯨油 渡辺 怒治 渡辺 .Ti文治 渡辺 怒拍 渡辺 R1.治
宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次 宮川 金次

副委員長′′ 若林 排三 沼田 知 沼EEl 知 長谷JlI金雄 長谷川金雄 長谷川金雄沼田 知 長谷川金雄 長谷川金雄 志EEI -93 矢作 功 矢作 功

ノ′山内地区香月長 長谷川金雄 大谷 誠一 大谷 統一 田九 ft- 田丸 茄 田丸 王i相田 浩司 福田 浩司 相田 浩司 布田 浩司 禰田 子告司 相田 浩司
別委月長 志村 笛雅 志村 TJLr雄 志村 富雄 志村 富雄 ′ト泉 一郎 ′ト泉 一郎

段黄対策委員会中川地区委見過 織茂 紫朗 小山 正 唐戸 串次 廠塚 正吉 平野 伸男 平野 輝男

副費月長 柴原 昭大久保 鬼 大久保 鬼唐戸 i謹次 飯塚 正憲鈴木 春期 内田 和夫′ト野島久夫 高橋 又油管川 晃一 高橋 又治せ川 晃一
新田地区黍月長 坂倉 慾磯 f/坂倉 倍液 一一坂倉 彼我 坂倉 徳栽 坂倉 徳栽 板倉 彼我

刷委員長 永井 審男芹田 杉 永井 昔男山本 敏一 永井 審典笈川 僧雄 永井 暮朋笈川 茂 永井 音タ事笈川 茂 永井 音弟笈川 茂
都田地区委員長 -ノ■渥兄 弟光 渥見 発光 渥見 漉光 柴原 進 柴原 進 柴原 進

副審月長′′ 侶田 実 信田 実 信田 実 信田 突 中山札二郎 中山札二郎三村 久光 三村 桁- 三村 晴- 三村 YTl- 三村 約- 三村 fiH-

ノ′山内地区委月長 中山 庄作 中山 庄作 中山 庄作 中山 庄作 中山 庄作 中山 庄作大矢 知遇 大矢 知遇 大矢 知道 大矢 知遇 大矢 知追 大矢 知迫
副委月長 大矢 安夫 大矢 安夫 大矢 安夫 大央 安夫 内野 笛栽 内野 笛就

敢闘 鼎談会譲月市謙会識見′′〟′′〟′′′′ 嶋村 尚美 嶋村 尚美 嶋村 尚美 嶋村 尚美 嶋村 尚美 加藤 尭久大久保純男

成島 敏行 成島 敏行 成島 敏行 成由 敏行 成J3 敏行
神野 和子 神野 和子 神野 和子 計屋 圭宏 金子 武雄
飯田 助丸 宮十屋 圭宏 計屋 圭宏 金子 武雄 三好 書約
三好 昔暗 石原 守 石原 守 三好 書晒 /ト曲 事煉
石原 守 三好 音桁 三好 書締 /ト島 専康 按辺 枯
/ト曲 事康 渡辺 槽 渡辺 陪 渡辺 楢 右傾 句三
渡辺 括 /ト白 華康 /ト曲 事康 石庶 守 勝野 健治

峰村 利カニ 峰村 利江朕瀬鉄太郎 ー糾す 利江鹿瀬鉄太郎 渡辺 光子勝野 健治

中村 率漉 酒井 啓和 酒井 審和 大久保純男 大久保純男
酒井 審和 高橋 良平 高橋 良平 吉原 良治 吉原 良治 嶋村 勝夫
青原 良治 中村 孝我 中村 事轟 木内 1番 木内 1尊 飯沢 Wl人
鹿田 正夫 木内 1導 鈴木 漉久 酒井 尊則 酒井 .tyr削
機構 我久 田口 良作 勝野 息裁 鈴木 凍久 鈴木 幾久
田口 良作 鈴木 弟久 吉原 良治 松本久美子 松本久美子
古市 虚子 勝野 忠義 械浦. 我久 機嫌 裁久 機構 畿久
鈴木 裁久 吉原 良治 大久保純男 木村 久我 木.柑 久我
木内 博 磯沸 裁久 酒井 音別 高野 明子 高野 明子
石井 我了 丹野 貞子 丹野 貞子 ′ト林昭三郎 小林昭三郎
安田 _串全 向田 映子 向田 映子 嶋村 勝夫 嶋村 勝夫
窪臼 三郎 安田 卓全 安田 卓全 木村 一興 木村 一男
嶋村 勝夫 小林昭三郎 小林昭三郎 向田 映子 向田 映子
沢 智勢子 石井 我了 石井 幾了 失帖 誠治 失鴨 誠治
矢島 鉱治 大曽一限牲- 大母娘姓- 吉村 米寿 吉村 米寿
大曽根垂圭一 帖村 勝夫 嶋村 勝夫 ′ト林 達夫 ′ト林 達夫
本田 蛸生 大rf 恵美 大fr 兼夫 井川 国雄 石井 義了
丹野 貞子 井川 国雄 井川 国雄 石井 弟了 丹野 貞子

矢島 誠治 矢島 統治 丹野 貞子 大rt 破夫
書村 米辞 吉村 米蒋 大1‡ 慈夫 菅野 我距
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旧日本住宅公団港北開発事務所･港北開発局

住宅･都市整備公団港北開発局



抑制 5TT･成

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8

日本住宅公団 住宅･都市整備公団

港北 開発事務所

宅地萎芙躯第-課

宅地筋炎第二謝

祁佑誹 補償第一徴

祁俄第二謝

部菜計画第-秋

耕菜計画第二i鎌

区画艦理経 区画盤PJ主節一課

区画艦理第二謙

土木施設課 土木施設第一吉架 都市施設第-課 都7=l1施設秋
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休
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愈
≠
立
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辛

(

葦 董‡墓室蓑‡護
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斗M投(a)ほ Juh引

辞Mf2位X抜iI-五泉ik書)

書rl枚(Blr地方)

[

｢

L

E

ヒ

エ
≠
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拓
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代

fl
L

†L

前

代

郁

代

サ

｣
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工
工
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什
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桶
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｣
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｢

[

巨

L
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外M投 (振絞化宅)

JtMf2 (a: #)

群M柁 MrJi捌尖等)

～∩柁 (LqEHhlitl4)

れ け (上地の肺上Ir)

m ir琵琵諸 士 鮎 鮎 琵

¶相 即 二技 .亡 許喜票二貰

葦 葦 ‡ 董董芸≡護

書n枚 (センターBrig)

+rl投 (正JLが貞)

4円は (民貞♯117-77.)

書M柁 (tt苓)

- [51品 芸 IE i室葦…蔓

折 二 純 一⊂
:It壬ItJT

圭悶 三笠



8 才 鎌

～ ｣ 護良代等 人 LI tI

巷｣護良代莞{.frT晋的崖
宅AL'純 一琵-{ 釜貞警官達

宅JLL'F =欝｣ = 完豊等窪ま

- 轟晶 莞{ 宝珠蓋芦琵

e 溝 Il

･'7.

開発局長

蓋

i

[･十 ｢巨

工申JB

甘r-1牧(広報)
甘rl役(4lt杓欠耳)
甘R牧(欄Rl地区JE*)
柿付(上地の伸上け)

耳管唱描
{整嘉護

榊n･醐=株｣=
柑崇三ま

区野蒜芸花笠｣=蕉孟宗三謹区肯-.(=Et｣=
ま孟宗三笠

書r')枚(センター計肯)
息rll枚(立J一計副

trrl枚(区i5JE理汁T)
J#∩役(建策)

事ヒ†｣サ｣
工工工

iE
_1
J

耳

弼
‡

工JI推JL休
止IIR-休
止II■二tt
I_8枚兼任

歪&7讃 { 王㍑ ;漢

歪品 琶{ 圭‡監 護

i& !i

｢L).=｢.hllm
給血E

<_汚ほW役牧枚投MMnM5;G5;G:

針肯休
JLD+-tt
JL投yl二体
耗L2ホ三体

1 6

故｣ 鮎 -讃 { 賢 弟 琵

妊 ｣ 鮎 代菜{ 訂 'mr 崖

宅t#紺 琵{ 套宵雀宮琵

宅hL'拳に 苧{ 左鰐 悪漢

･L* 良品 笠{ 蓋什重曹琵

"ヒ 窪湖 t護{ 隅 三笠

Jrn役 (広 ≠)
書∩枚 (事罪m失神)
舟 IIT(上JAの什上In

で 雷鞍 琵{ 絡 ま

JI柵 醐 =il･-⊂ 許雪雲三琵

区管 掌軒一驚{ 菜蓋宗三笠

区書生耶 =技｣ = 莞王宗;謹

書∩扱 くセンターI卜者)
部門投 (lJLlr-d)

Li lLJIJ･J

エ堺市

工

壷K即朴抜群｣

工事推進休
血M耕一休
連射耶=鎌
工事続発紘･技術f生休

エ 2!乱 t7t等｣=モ宗宗三笠

工と 琵品 等｣=絹 崇三琵

lr 所 休
Ji牧那一休

E 聖廟 で衰亡 莞琵票三笠甘揮 :,;i
琳n投 (iB 緒)
邸門投 (TJkiA)

aLn投 (漣 Pl)
斗円投 (作Jl･JIJ:)
群n枚 (エ廿検iE)

開発局長

蓋

1

■一■一 ■≡≡

工事肺
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｣
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a
｣
畏
&.t
笠{
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'善軒琵{釜警護
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'萎れ二葉
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王沖琵

叩抑酬二抹｣二
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広野掌れ一等{
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やn枚(センター朴育)

甘∩牧(立J一計割

ti｣タ】事｣LEL
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E
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-
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区学芸ポー
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霊芝芸三笠
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脚
二Et｣=空孟宗;琵

4円72(lJL朴b-)

工 ZP朴 肯 it
L f 事辛

辛

a:rpはT
.｢¶川L

矧_
小技身心-

ヒ

エ

工gf推進鎌
丘EIlれ-dL
足bI妨二鎌
工事汝壬焦･推Ii書*任

工事妨一休
工事恥二俵
工事
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三体
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旧日本住宅公団港北開発事務所･港北開発局

住宅･都市整備公団港北開発局

在籍職員名簿



[港北開発部務所]
昭和44年 昭和45年 昭和L16年 昭和47年 昭和Ll8年 昭fLlLI9年 昭利50年

粥所長庇Lil杉次
事書所付用且刃=LI鋳布け(luT正夫)

朴育休 g(集計育休 肘青井-価
味B:小手川征三錐 鎌長′ト手川征三郎横座小手川征三郎 俵良 (林原過)

♯瓜 連
会津光Jk
r舟 fl
松本識岡
花EB治郎

(庶勝江)
lnJLNfFfrt

林原 過 さP.tt
会I書光弟 艮Ji汁文
#股 fl 松本裕司
校本裕司ft一肯ホ二俵
柑111治飾鎌妓 井原 過

会津光JE
相田給餌

区h'豊凄味
鎌足 判IJ炊夫

fJE成 文書卓二
鎌良 林原 池

操成 金7本光点 体長 中臣敬治飾
b-J4t上

区肯亜種旺
頭首.~｢荊m

故地休
休良平E]俊夫

芦野正孝

区群集jt折一抹
uLt 性JIrL･LlJtl.･.･.･.･.･.･.･.･.･･一斗【El伊在JL

脚 佐井発音 区背垂加

並佐 宏
補44久也 換地休

lキ再蛙確那二王I
ltEi 什111元管一･･･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･･-ll.水 ホ
区等生理休
練成 判り牧夫

耗tC久Jl
換地係
俵Ii 松本弘用

弊親事故

Nrtlt
旺艮 ■lI邦夫 *Ji長 ■沖満

祐什ホー凍 he休妨一俵 74nt群一価
体長 堀内 故 紙長塩川知美 体長 伊#国朋 帳艮 伊#【那rI係長 伊#Bl明

ulI知夫
半 JtJI
中Jll音■
山EEl時夫
加#三別

工事Lt
比良 陰山浩二
⊥JFtt

平 *JI 牡水公q
小谷捷三 YA伸夫

小谷JI≡
依田正専

7*tl辞二保 持fl那二係 7JGl弟二億
挑長 Bl川知夫 係艮 塩川知夫 係長 71水月典

官淋郁夫 盲験IJT大 粒大公昭
和nlFt蘇

佐々*広志 香川稔秋

笥Jl r+

LI長 11日コ 怒
=帯群一俵 工耶yt一価

徒長 詐曲♯成 依煉 沖曲水成 係長 1削HTS之
LK脱 fl 山本九三
寺Yll振放 小A 昭
男JJ tl 椛■敬三

工叩姉二価 工事群二鎌
依畏 水井媒凸

山本叶≡
一̂内研yJ
Jlq.捕

′ト宮山i*
il11 hI
石原 沸

司
凸
舞
用
件
9<故

dt
gF
叫

原
井
田
内
尿
井
松

菅
備
永
沢
大
体
#
町
小

l

二

一即

*

長
山申渡

事
鹿

技
工
鎌

工
鎌

旺提 訴畑炭捷
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[総務神佑部]
昭和 51年 昭和 52年 昭和 53年 昭和 54年 昭和 55年 昭和 56年 昭和 57年
L LED -- _ JZJL -A+ JL- _ -JL -▲il二iJL _

昭fn58年 昭和 59年 昭和60年

lGr部長 血生 空

8円枚 山下正夫

Ndt林付 木戸 EL

4円投 小A 国司

鉢JE 淋 五事

7ldr88付 佐■ 正

Nfr茄付 小A EgTi)

*dt缶付 小町 ≠

妨長 井E) を男

書∩役 山下 正夫 次& 先付 庄平
書r'l投 ^+ 美夫

+∩投 鈴木 JEA

ldtヰ付 矢口 e-

NLdF群付 Mt 久昭

頼長 田FfI 蒋

次JE 白熱 正彦
■M役 山下 正夫
Jrn投 小山内久Jt

Jrn投 金子 茂

■dl附 す fJK J;

Ndl*付 山下 正夫

Jrn枚 中田 和Ik
*dt耗付岩mfI一体

Et良 山水 k正 牡長 九it it
狂JM 理 Ml 久昭

体長 大計 *- 係長 永田 炊夫

人LP休
体長 板垣 克焚 体長 Ji田 k書

EI長代理 #EZl * 托良化居 住JiEW ~

体長 (#田 ★) 伏良 (佐Ji脚 )
rll.島 rtJI
小池 NI子

体長 九m 炊夫

催4焦 牲理体
位JE JE谷川 汁 鎌JE 長谷川 汁 体長 佐JE 並

群宮 正明 絹宮 正明
斉JF A一 斉Ji 良一

4!FI休 嘆的保
体JE gtH) 正jF 体長 耕H 正許

伊JF 一也 世* 公昭

牡ttl JLは

7tft企肯昧

PL艮 中村榔 夫 VL良 肌,k 牡正

チ事件
体長 佐■ jA 体長 Z;･ホ k才

PL長 qEB 松夫

休ZE 古田 生夫

ZtJt 田中 枯

tFJI 和宮 正明 ~
舌付 .qR -

体長 fq官 正明 体長 事司 秀夫 ~

ZIJi I:Jl f事 FLJ: LIJT 王夫 ~ ■t JLq Nr̂

書jt*-tt
体長 松田 武久 係長 佐暮 一男

金田 甘美
管理事二位

鎌足 投書 一発 体長 片 す
爪谷 洋 X野 草 占七戸t=

圭を 小4 -体 重ま まfB宜弘 主土 山E3 JIJI

tt長 A7■ 蒲 Et文 辞ホ JF■
LtJE代BL伊JiEg明

8:ildL

体漢 音瓜 称美 俵良 芳井 功書
tt永 公昭
Jt上たか子

f埋休
使先 汁水 Jl夷

中村 安A

促進焦

鎌座 位■ 政彦
OIJi 一也

71tt役 伊Ji 周明
nJt代& 芳X 功暮

体よ く芳*功暮) 休長 一ノrq串JI

体長 佐々木■可

ZI良代理 官n 体夫 一

休良 堀口 位書

佳良 (宮K肺尖)

ttJE 佐々木■司 体長 -ノrl亭JI 休ZE q本 作* 焦長 il中 称一 休Zt 77中 称一 一

小竹寺t三 - .･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･･ fI
使Zt il方雀次序

B畏代長 田井 立見 書け牧 田h jB席

俵在 任JF 丘j事 鎌長 持* 長暮
小野 券倍

Etた 山田 8

托長代4 8臼 玉与 DEJE代母音媒 鮮央

小谷 JI三
中JL tlJl

旺焦代理朱鳥*-伝

珠耗 gl事 は*

Nflれ三体

維技 官解 体夫 休艮 ′ト山 iJt 休Jt 伊A' -也

鎌JE iTql 汁一 休& せ手 付JE 体長 赤井 忠正

休良 (官瀬林夫) 体長 小■ t借

tIJt 七山 fI VL粍 牛J8 産経 牡鹿 小IE 五Jt
tIZE代理 祐4 満明 VE良代理 l舶卜過払

7Atr事一休

tt長 巾官 札水 練技 官脱 俳文 休良 佐井 政彦 体長 El田 五郎
世■ d:Pl

体長 松円 釈久

ZI煉 矢口 頼

NlrK休

体長 伊Ji 一也 体技 助川 良一

itB FtyJ

煉炭 (m井息妹) 体技 ′ト出 芳明 休艮 N, サ 体長 (松田it久) 体長 伊井 一也 体長 (伊JF一也)

松竹 武州 IIL本 N次
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次長 t甘 昭
斗∩枚 f軒 先
書r1枚 ヰII J甘

N什役 目fF JI- N什市付 宮成 体夫

次長 Aホ ■正

事∩柁 JL上 ▲

†

脚

轍

鮒

相

称

鮒

州

加

組

付

付

付
付

付

推

称

弘

一中
称

t
S
t
E
t
S
t
S
t
E

f

'

f

f

'

71dtB付 故山 Y

■什8B付 牧井 7LjF

7MF缶付枚方JF-Jb

■dt8付 九il iX

*水&付 山EE 丘

★dtJB付 右Jt守牡

*dt書付 近事 甘ニ

■dr井付 与口 底■

Ndr点付 ■EEI捜二 N什8B付 中村 Jt次

1什蔀付 71尾 汁il

Jt+付 書■ t

NdF希付 山室 flT 71dt射 す76田 古書

Ndrヰ付 ★鳥克典

ldt妬け 舟木 捷明

■dFも付 文庄司 功

NdFB付 土■ 事JI

I+暮付 人■ Lt M ■付 け世 t
71dt拓け 折井 暮- ■dt鉢付 暮JEA二

★drヰ付 諌辺 賓弗 *gF移付 侭& 正JI ■併8付 赤Pl正邦

書dl払付 il刀 安gl ■併8B付 井井 暮-

*dtB付 書妊 息ZE

■CF林付 課 JEJL

Ntlヰ付 田中 有之

*fl解付 Fl拡 ■

*dt書付 葛竹 正巳

*dlB付 牛久保夫-

*tr鈷付 f井 II

N什*付 #卓 弘

71すれ付 作花 11L
71Lrk付 ■由t次月

EI氏 音it tt弘 Et長 枠木 克己
EI長代孝 4Kr3成事

tI良 投書 釆Jlt

A先 八木 芳鉢

tLAltt 什JIIJ ■付 す暮 ■■ Etm A書Jl正人 =

斗F ヰ 六二■ ヰA (f書暮王人)
PJl fl■

件長 末広 t司 任兼 il刀 さ之

世J: ●* Ji轟 音

近事 良二 :

l

江長 8田 古着

姓氏 JIIEEl ltJL dLS 小甘 A

休良 小野 就 任並 河88 書8 併任 群 集二価

体長 杉叔 Jt

4J J井 十一

附 代社 加玉 村 比b:代耳 7tJ )7:A

qL長 Ji井 暮-

宅1暮暮Jl一m

坪井 桝 冷久 鵬 小甘 耳二

全書軽書体

珠丘 失P I

古tFt二

暮*焦
係長 小甘良介

&+ ～^

毛JLt暮★ニA

DL長 寺田 夫末

書社鎌

従兵 JtL守B)QF暮

{■ ■二 イ *

lA 一生 洋三

tn投 ilif tK

ヰ& 内事 L二 tE長 官山 正*
Ji荏 宙

tt丘 内Ji t二 fEA 長谷部正人

【一& gli* Jt暮

書M枚 小A 正JI

木下 正価 舟木 克也 白井 A子

3托 岩よ 披-

ヰ大 丸il 耕

事井 書大 佐Ji 洋子

肘 鰍 倹- EI丘 北庄司 功

●■ Jr井 暮井

■I 井■ # ELJ tJ JI - A■ 大王 三▲

書■代4 打h tJL
企青書在仏

4良 書 事 体長 甫川 井文 体兵 西川 背丈

J 甘え ■ 甘之

主JE LLJ梓 AJl 圭* 岩見 正空

Jt投f生体

tt正 中AJ多良

tIよ 初山 串JI 徒長 中村 安^

斗I JA t也

nt付 河内 仝Jl 桝 拘FAl 仝JI

徒長 盲汀 魚 体& (訂内金妊) 徒長 (k井書gn
中rr dliL- ･

■暮 t◆ホ 4 4A A+ *■

tlFEl A)明

耳長 JLY ffq 拝見 秋山 手打 Zt長 軸 事■ 弘良 Tl 功書

JI… ● 事 41代tP■ t■ JtJm 暮T tJ

金iiNす年

休Ji 牛tj 反●

山口 暮-

蛙長 く書見豊Z)

托先代& 井上 qtE!

徒長 (井Lf-E)

斗よ rEEI ■七 年暮 せ士 ★暮 At X上 ●E 牛f Jd 書

IA 暮■ ■ ' ■■ ■十 王夫 牛A 小Jr書■三

俵丘 (井上柵e)
益田 t-

i:■ 山｡ - A. .. 朋 LI 仙 榊 LI 仙 輔 ZI. 井目 .

N叶枚 8打 JI-

11長代旦長鳥●-JS

NdF■-tE

ヰt t事 dJt

小谷 JL三

■す書二di

4大 事JL 息J

71dtホ三従

価& 助川 A-

1tr■Eg休

tE丘 (&鳥伸一恥
暮88 k舛

搬 代JI T田 氏

金丸 .-

ヰ& 仝九 孝一 蛙耗 iIガ 便Jl

血Jl J+

+I F書■王人

体& ♯A8 FE胡 体長 加点 補

木下 庄他

71gE投 書EEl ま

ZI長イー葛 生谷 a!
吐I代考 ●EElt治

ヰ長 (■四書拍)

托良 TtL) 武

Idt栓 fIJl tJl

V.長 瀬耳 JL 鎌長 (金谷 iF) GE丘 血J * tt長 山口 書-

JI●仙 ■● J大

旺耗 坂井 和文

qL■代q手JI Jl事
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[堺薬部〕
昭和 54年 昭和 55年昭和 51年

事*弗長 川手 昭二
+∩栓 中EB 甘

昭利59年 昭和60年

Jrn役 軟EEl 昇一

ヱ:主上l｣B.正.=上玉.･.･.･.
ttJt 再角 tt

VE長代凍 せ井 兼房

Ztt IIJI FI

Jrrl牧 水P a男
JLtt暮■二 IL▲ ■J( JL

BJt代q IIA Pl

飾

可

美
飾

拍

裕

■
拍

敬臣
事

■

円

価
中
也

休

石
JF

一

二

*

*

T

A

IF
t

打

保

肝
休

Ft長代旦 JFJ ft

tA良 iF涙 Ft 体よ くJFJt tl) 休廷 本牧 it

･ 休長 石8 JL夫
土金地太郎
馬EL) 佃書

小LLJ J二

相井 Ft寺

･ l

小山 T=
放 す

沸点 細田 拍錬

士全社大体
#EZl 和iF

A点代手 fl田 拍飾

併長 姉甫 近情

体圧 助川 良一

応桑 畑二
紛Nt 宏昭

#典 周二 寺島 伸一

体技 A;野 や

佐井 鼻河 井重 用= 印JF .k伽

tt･書体
体長 平山 公肝 保見 中山 通生 体長 大河内省作

専JI 伸一
佐々* 功

係長 中山 i生 休良 旭u] f)
高虫 将=
紛■ 安昭 Ek ～

支倉 Nl

事集計盲*ニ放

計書*一鎌
体長 中LIJ ji生 休良 中西 伏兵

打抜 *正 光朋

体長 大書 守

AJL■二tt

休良 佐久P)r正 体校 石川 汁畢

昭和51年のエgf江IigF3FEBにe(しているが.工事柾(昭和52年新枕)tこ合わて&示
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昭和 63年 平成元年 平成 3年 平成 4年 平成 5年

書∩投 P. 孜

●■一 暮t * ■nt 付出 暮t

+∩投 t2井 tjF tMR AT 庄三 ･････.ll.ll.ll.･.- ●∩按 ～ホ 汁

書rll杜 絶Jt 和夫

TM投 江迎 Jk夫
8円投 大■ 宗▲

.キロ役 者俳書

■∩牧 宮本 .g■
+∩投 佐■事一
事tB付 (村田土光)

+∩枚 丸山 失明

Zt■ 1田 ▼Jt

西片 志Eb

nR ■LEl if- .･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.- n■ 小LLL ■二

ZLLrt4千日■三■ - JLA代1 ★本 書 ■… ■王 Jr* AI代I A杜 LN

休長 尾NF *借 tI丘 杉Jl Jt 係長 和田 k淋 tt兵 営佐 *書

木け Lt)#

･♯長 佐Ji 共同 体長 JI見 托
百付 志LS 臭FFI +

立J一計書体

休艮 中西 fE夫 俵長 く平田■三付) 体技 長町 啓
虻牙 専

珠& 書EB 正人

体長 (ilRZJf夫) 任& (A松朋 t)
Pm R弘 耳JA tE昭

4円枚 若林 ●
ZI先代凄 丸山 英明

体長 7(田 且弘

T付 生

tI長 酒井 書拾

体長 沌野 正之

甘井 牡

針書体

抹& 内所 知行 tI長 小tEJAk舶

Zt正代阜 若林 il★

a長 ZEA 文事 ELt 心LLIP二 AX 右毛 ■ AF 手付 書●

印Ji 大尽 ■山 文人

任it 7(較 脚 捷兼 任Ji 見司 徒長 JI見 * 体長 (A世故JJI)

山Jl 暮■ ~ 4E) ヰ*

Zt長 大& 宗X

焦兵 事JA ず町

ttよ (事4書喝)

a良 平山 公Jf

DEM 壬 JLA i*

托立代旦 ■井 息

伴丘 At 久JI

AI代JlAt 久J

焦大 中付 正幸

焦Zt (JtA i*) 体長 (K井 忠) 体長 (書■久JI)

frttt

徒長 久fF Y司

捷良 tl血太暮力 証文 暮住 ま

++ tt u

体長 宮沢 中也

I)1 8JL A

tlflUIJLP JF列

係長 若林 ■

体長 (JLhJFgl)

tt良 井蛙 安

A艮代良 若林 JL
挑丘 久貯 Y司

任免 (書林事) 価Lt 西等 &辞 体長 松暮 沖
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[工郡部]
昭和52年

エgt私兵工事托一郎
中門牧EZ)tT昭A
等rl投良A 睦

[事業部]
昭和51年 昭和53年 昭和54年 昭和55年 昭和56年 昭和57年 昭和58年 昭和59年

TB長 大&昌生
■∩枚≠■●二

昭和60年

甘門枚(m付昭*)
耕門校長# ま

書M牧後JF̂洲JF
専門役沈弟 宛

書M役町井光青
工事fB付f沢伽

qrl)枚捕IIL秀夫
耳M放牧m榊

専門役大石武飢
工事鮒寸(上ETl庚)

♯M枚近JF菅=
噂門投書戸口正格

諾計発け t
Et長代理永井JFa

防長 浜畑炭■ 班長 泉It都司

工事計iiポー休
俵良 書瓜 fl 係長 解生成ya

tr山 甘
山本i■三
沢TZl秀
井上たか子
等元明文

鎌尉t理永井JF畠VE艮代理堀之内車夫

体長 鬼之内車夫体長 首沖美叫

l 舶 元邦

･体長 加書を舛 休畏 河内仝JI-
BELlf-

工+針肖yr=休
体長 永井牧JI 休庄 堀之内幸夫

tR山 甘 小鳥 昭
I+計音♯三価
体長 弟之内幸央 鎌艮 佐々木一夫

小A 相 沢Itl券

(書*耗) (工事拡)
エ好一11 工那一己t
抹兵 曹瓜JF司 tt艮 菅原F司PLJ 中村美並
コ:Jrr-俵 工qt祈一休

西片tA司 百村志郎
体技 (堀之内車夫)体長 洩P8)央

検土俵
体長 佐々木一美

沢EZl方

係長 金子正夫-
丘rqtt
俵長 相田元邦-

キ元明文
薙下政一
武Ji伸一-

保見 tTlll甘-
持ホ P.7:

仇JI 兼好eB司 班長 諸相且93
俵ZE JiJl fl伏良 #原 ff鎌it 蘇生虎男 繰長 水ル牧JI

山本九三 山本九三
沢田 舞 訳Eg 妙
寺元明文 井上たか子

辛田公葬
椛JA故三

体長 字的公焚

向井 サ■ 今度清之
寺元明文

エql事二価 工叫ホ=休
係長 AE生成期 体長 水井敏捷体長 佐々*-美 保戊 宇田公典

佐々木-矢 状LLl甘 阿都光一
工事群三体 エ4t柄三保
体長 永井&JI体長 鵜之内幸夫

町井 * 小鳥 昭
椛Jl故三
的■正Ll

沢田 葬
具山村弘 在日治JI

椛Jl敬三
今盈清之

主兼 中田壬JI

係長 *山 甘 味良 書EV成一-
椛■故三 珠m胎捷

体長 小&一郎 体位 や凹まJI-
産rEl治a

IfJt 治
椛IA敬三

休艮 加#松91体長 河内仝JI傭兵 浅野和夫-
エ8第一休
休漢 小山宮11山

佐野
小鳥
小松

代
妨

良
市
度

技
工
休f

書
+
昭
放

せ

工事ホ二価 工4L耶二係
体長 nJHft之 併任 蘇生成93俵艮

宇田公共
西iT美廿
阿fB光一

俳艮 加#松男 体長 措け jf

JKFB A
佐JI方帝

体長 伝IB多書JI経度 小槌 昭-
人称 書 者u]正♯-

gSRlさ

蓋歪JIB;iFt如 ftl u -.且

呂
l★
之

炭

末
敬
尚

相

称
息
日
刊

浜

小
船
★
伐

仕
度
5E長

政
計
体

政
一博
之
辞
意
Jtは

敬
偶
汁
沖
始

点
月
利

戸
粥
E3田

依
林
机
東
経
休
7E寺
坂
成

一

二

第

群

校
長

役
戊

山九抹

比
珠

美
志
兼
好
4

年
翫

EgJ

林
(
田
月
El

小
寺
七
皇
孫

俵牧
長

は
俳 (小林先島)族長 甘沖牡二

瀬田 Jt
宮本幸司

tn王 ilIFTilJI
ZLFl fl
浅利rlYJ之

bi炊事三保
体長 耗■文岸

瀬田 JI
曹長牧草
聯】鵜之

体長 大鳥畜丘

係長 irFi*書
佐Jit珂

EI良 大谷一明

佐ji'鼻珂 西村tA司 IF口 明

体長 LIL卒寿美 保畏 助力 功
kin Jt
-EJHtArll

姓氏代理加#也93
俵長 山荘方夫 保見 布山旺一郎

体長 布山征一郎 体位 功力 功

A斗JEit

血潮高稚-

体長 洋帯正弘-
珂柿光一-
Pn lFl

土木Jt牧妨二抹
放尿 tll材昭AEL長 大A忠■
Jtt2gt-tI

DL長 大谷一gl托良 太的Jt八
体長 大村 井
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昭和 61年 昭和 62年 昭和 63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成 7年 平成8年

8長 田中 光男

工事8付 &,t 括

書∩投 小f 武

書∩投 木村 JI

書∩枚 丹羽 JL

Bn牲 小N 守夫

ヰ兼 小A 七

JIn牧 山事 発給

4円投 投手 榊

B長 訂EEI A的 8妊 ZjB 正好

4円投 ヰEEE JB光

工事ふ付 くJkJ久JI)

書∩投 71El 憎

+M枚 田中 JL-

工事書付(tA一千夫)

書∩枚 伯 司括

書∩投 小打寺 弘

+∩枚 ■il t治

工事暮什 (… )

工事辞付 くJE 茂) エ+&付 く村田t光)

書∩投 首且 克己

■∩牧 村Bl t光

■r1枚 kBlt,*序

EI艮 N田 昭夫

体長 玲木 守

事■ 杜松 ■串
ZIF 王JF tI qLt ′ト王JlCJ
it付 金子 正美 nt付 ttEl t弟 榊 tBl t封

ZtM JIA ■1 - EL… 7fJ 中土 EtĴ ■ ■仕 ■■

l■Zt JP･Jt ~~ge

EL長代旦 金子 正夫

工事1▲tt

抹長 打内 金JI tE長 中田 It

托良 書田 良乃

tt丘代鼻血Jf 較力

E 白井 A千 瓶4 枚三
二 白井 井手

jLA■-tt

俵長 和EEl元用

■ 芸i ti 丘脚 二㌢ 仲~
: 41 暮EEII-JL

[ 工事ぷ T t-
徒長 8t山 f Gt& 河内 仝JI

AA I- AA I-

tt良 IIRIR-Jh

#捷 PA 弗jI 鎌長 く叫A弟連)従兵 枝広 茂廿

ulLP a

所見 t思 川A 由艶

味蛙 鞍下 Jl一 任耗 谷 正章

itJi fl一 所Jl t老

~ ■I EEl中 書弘

休長 曹谷 元jF

戸卑 由玉 廿克 典甫

佳良 等谷 元辞 徒長 ●見 ■志

工事■壬･技書f壬焦

体長 *井 1r男 球技 玲 -̂ &妊 fEA 佐井 *

休長 ■兇 JL志

谷 王妃子

体良 く4L松tS)

ホJL L占

Jt艮 *Jt -兼
B正代理 金子 正夫 PE長代旦 *山 f 托JIlt旦布山3:一年

主糞 阿AB 光一
I+Jl=*

体長 ffL 鯖

推● 8三

書iI *

ZI付 伯 句点

AI Tk石A枯 一･･･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･- ■I I Ifl

lllll.ll.･.･.- Dl肘 t4 ■井 暮p -

徒長 費EB 書 体丘 五月 tl

JF Jt_8 - 赤松 点去

牡兼 nlt t一 一･･･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.･.- di妊 iIJ 音I

8ロ 明 書it ★ 1 7F Jt幸 水打 払事 辻JF 音1

工事★三珠
徒長 R珠 光一 休長 LLJ倖 点Jt 焦点 (布山征一年)

甘iI *

- JLt 小■ qL夫

ユ丘ItJ1 3lll fl -.･.･.･.･･･.･.･.･.･.･.･.･.･一･･･.･.一一･.･.･.･.･-

体長 達i 舌■ 書∩枚 FlB 光一

J4谷 半明 ●事 (中柵 JI)

焦& (Sl月 +)

Fロ 明

徒長 (5(月 tl) 181 百JH 茂喝

h-JH 筏昭 ■寄 書明

工事ホ三食

任先 生方 Jt弘

(朋 ■JI)
(五十tt)

EIit 小玉瓜だ男

Zt托代理 荘辺 安男

休& 山岸 dJI

ffI) *Tl

nL長 小杯 守夫

帥 丘 l 舶 牡~

休JE ～A 弟歳

オ 正^ 竹内 事tl

■I IA PJ

廿{ M
主よ tIA JL胎 生王 統Jl 牡三

盲EE) 正暮

焦点 (♯Rl安男) 体長 西村 ザ志

JIA t-

Lt長代社 土田 突

沸長 7校 忠幸

牡尉 t斬 れ 光一

桝 (中Jll廿-)

休良 (AFEIgO 休良 (阿井光一)

(舶 AJI)

(五十JL書)

8ポJttW-Lt

ZM 大谷 一夫 EIA 小宮山 ir

n長代ま寺山t-ヰ Etm 脚 山征一年
Irdtt

tE& 小宮山 ■ tt鼓 小林 克呂

Am JI拍 可冶 tt付 土Jl 拝辞

JtI代I 拍 司点 DE丘代旦中A暮多ヰ
dEf 功J) 功 佳良 伝田多暮JI fEA 也 印詩 tE長 方A 治 す長 EFt 始 焦た *田t細

官谷 Zt次

JL投ホ一任 JL故事-ヰ

fE長 池 同結 tt長 め 司括 休長 方暮 拍 tt丘 遭Ji 書 焦Jt 之暮 + 体長 片々 的

LP付 FI介 田中 8 枠木 守 舟木 年 齢 t t

JL丘*二牡 JtJt書二焦

tE長 打暮 冶 徒長 jL暮 書 焦Jt Fr弥 尤一 任& *日暮畑 体よ 舟木 守
田中 牲 中け *介 IlM一 也

上土 A付 米寿

tf J■ ●JL
t■代JL+EEltt■

徒長 田代 ■一 任失 血十谷 ■

牡& 加▼古 Ill tt一 小LIJ 空た

b]JF 巧

tr tiF

■牧*三任

体長 中A暮多年 蛙良 書中 正明 4E長 加/谷 Il 徒長 古十 半官

d]中 t JLr JJ 棚 丸■
壬生 Aけ 兼音

EI長代& 技広 茂N

Arr)LJILi■二tt

m長 近事 甘二 VE艮 近暮 甘=
Jt牧ホ一様

俵& iLA 安朋 体長 汝Rl 安y) 徒長 甘mt次序

枠木 守

垂4( た文
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昭和40年代初頭から四半世紀にわたる公団の港

北ニュータウン事業が収束を迎えた｡

この間のわが国の歴史は､戦後の経済復興から

立ち上がり､高度安定経済成長と先進国への道を

模索していた時期から､21世紀を目前にした今日

に至っており､政治 ･経済 ･社会 .生活等の状況

は大きな変化を遂げてきた｡

またこの間､旧日本住宅公団及び住宅 ･都市整

備公団を経て今日に至る住宅 ･都市整備公団のニ

ュータウン開発技術も大きな発展と進歩を遂げて

きた｡

港北ニュータウン事業の歴史とは､計画､用地

買収 ･補償､区画整理､工事､宅地管理 ･処分等､

公団のニュータウン開発という総合的な技術開発

の歴史でもある｡それぞれの技術の試練と実践の

積み重ねや技術者の決断と実行の繰り返しは､大

きな歴史のうねりのなかでの時代との闘いであっ

たともいえる｡港北ニュータウンの土地区画整理

事業が収束した現在､このような技術の積み重ね

の歴史を伝えることは､公団の使命である｡

さらにこの四半世紀の間､港北ニュータウンに

は約11,㈱ 人の権利者､横浜市及び関係機関の多数

の人々とともに､公団においても事業の進行に対

応して組織体制を整えながら､約1,αX)人の職Btが

事業の推進に携わってきた｡

すなわち､港北ニュータウン事業の長く濃密な

歴史は､ひとつの都市を築いてきた技術の歴史で

あると同時に､権利者､横浜市及び公団の人々に

よる都市づくりへの情熱の歴史でもあった｡

このような､わが国の激動の時代を背景とし､

港北ニュータウン開発の技術と人々の関わりを公

団の事業誌としてまとめるためには､相当の準備

期間と編集体制が必要であった｡

平成7年度末概成の目標達成におおむねの見通

しが立ってきた平成6年､各部の課長を中心とす

るメンバーの間で事業誌の作成が議論となり､港

北開発局として事業誌編集委員会を組織し､その

作成に取り組むこととなり､同年12月､局長を委

貞長とする事業誌編集委員会が設置され､課長レ

ベルを中心に準備が始まったのである｡

編集委員会においては､平成6年度に事業誌の

骨格の組み立てと概要の作成､平成7年度には事

業誌の原稿素案作成､平成8年度に細部点検及び

印刷 ･製本というスケジュールが決定されるとと

もに､事業誌全体の構成として､ひとつには平易

な通史として読むことができる総集編､もうひと

つには各部 ･各課が積み重ねてきた技術を語る部

門編により組み立てることが確認された｡

早速､担当各課により総集編及び部門編の執筆

が開始され､平成6年度末までに一部断片的では

あるが､いわば事業誌のスケルトンができあがっ

た｡

平成7年度にはいり､各課にこれまで関係して

きた技術コンサルタント会社も加わった作業部会

において共通資料の収集 ･整理､部門編の相互調

整等が行われ､担当各課では､資料の収集 ･整理､

OBヒアリング等の準備を経て､本格的な原稿執筆

が始められた｡毎月定例的に編集幹事会が開かれ､

原稿素案の提出､進捗状況の確認､合本の配付等

が行われて事業誌全体の原稿素案が平成8年3月

にまとめられた｡

平成8年度になり､引き続き担当各課では原稿

素案の再検討､一部の構成組み替え､加筆 ･修正

が行われ､12月までに原稿が仕上げられた｡

この原稿を題材として､平成9年 1月には歴代

局長 ･所長座談会が開催され､当時の思い出話､

ご苦労談など､この時の話が抄録として最後に原

稿に収鐘された｡

｢港北ニュータウン-四半世紀の都市づくりの

記銘｣はこのようにして約3年にわたる準備と作

業をかけて作成されたのであるが､今ふりかえる

と､公団の事業記録誌であり､技術の歴史を中心

としたものとなったが､人間が力を結集してきた

歴史としての側面を語り尽くせなかったこと､港

北ニュータウンをつくりあげた多数の公団磯貝の

それぞれの時代のそれぞれの見方を網羅でさなか



ったことなど心残りの点は多々ある｡

また､港北開発局最後の職員の総力を結集 して

臨んだつもりではあるが､長い歴史の事実と経過

を再構築することは至難なことであり､本書を超

えた歴史が存在したことは､編集委員会も認識す

るところである｡

最後に､貴重な助言と指導をいただいた諸先輩

をはじめ､関係各位に心からお礼を申し上げる次

第である｡

平成 9年3月

港北ニュータウン事業誌編集委員会

*港北二ユ-タウン事業誌編集委員会*

委員長 局長 阿久津 孝

(同後任) 斎藤 幸一

委 員 総務補償部長

(同後任)

総務補償部次長

事業部長

(同後任)

工事部長

総務補償部総務課長

(同後任)

(同後任)

総務補償部宅地募集第一課長

(同後任)

総務補償部補償課長

事業部事業計画第-課長

(同後任)

中村 輝次

官内 充郎

芳賀 功書

岡田 高昌

福田 治郎

工藤 正寿

木村 重夫

前障 一雄

藤井 伸一

塩浦 巌峰

岩永 俊一

坂井 和文

小山 潤二

酒井 賢治

事業部区画整理第-課長 遊佐 宏

工事部工事計画課課長 小笠原紀男

(同後任) 岡田 昭夫

幹 事 総務補償部総務課専門役 本城 武

総務補償部総務課参事 長谷部正人

(同後任) 課長代理 杉原美佐雄

岩瀬補償部宅地募集第一課専門役

総務補償部補償課課長代理

(同後任)

事業部事業計画策一課課長代理

(同後任)

事業部区画整理第一課参事

工事部工事計画課参事

小島 正勝

安藤 政幸

山口 喜一

丸山 英明

若林 直樹

高橋 久戯

植松 敏幸

盲集協力会社 株式会社港北都市開発センター (総括編集)

ランドマーク株式会社 (総括編集)

株式会社目白都市建築研究所

(計画 ･宅地管理部門)

株式会社都市開発システム

(補償 ･区画整理部門)

株式会社住宅共栄 (工事部門)

株式会社千代田コンサルタント(工事部門)

株式会社プリントボーイ (印刷 ･製本)
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